
令和６年度 静岡市地域防災計画（共通対策編）修正案 新旧対照表 
 

赤字…国等上位計画の反映、市独自の取組を盛り込んだ箇所  

青字…各編に重複する記載の集約・削除、文章表現の統一等  資料２-１ 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡市地域防災計画 
 

（令和６年９月修正） 
 

 

 

共通対策編 

【再編案】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡市地域防災計画 
 

（令和７年１月修正） 
 

 

 

共通対策編 

【修正案】 

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（共通対策編）修正案 新旧対照表 

2 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 図表番号 タイトル 頁 

表１－１ 部局名表記の略号一覧  

表１－２ 溶岩流等の影響想定範囲と避難対象エリア  

表１－３ 静岡市の噴火活動に起因する現象  

表２－１ 危険物製造所等施設現況  

表２－２ 避難情報と住民の安全確保措置  

表２－４ 災害救助法第４条第１項に規定する救助事務  

表２－４ 災害救助法第４条第１項に規定する救助事務  

表３－１ 気象等の注意報及び警報の発表細分区域  

表３－２ 東海地震に関連する情報の種類  

表３－３ 南海トラフ地震に関連する情報の種類  

表３－４ 災害対策基本法等関係法令による避難の指示の実施

責任者 

 

表３－５ 医療及び助産の範囲  

表３－６ 運輸機関の名称、所在地  

表３－７ 交通応急対策実施機関及び担当  

表３－８ 自衛隊災害派遣集結候補地  

表３－９ 機関の名称、所在地（電力施設）  

表３－10 機関の名称、所在地（ガス施設）  

表３－11 県危機管理部危機対策課  

表３－12 総務省消防庁応急対策室  

表３－13 関係機関連絡先  

表３－14 災害ボランティアセンター等の開設場所  

表３－15 災害多言語支援センターの設置場所  
 

図表番号 タイトル 頁 

表１－１ 部局名表記の略号一覧 2 

表１－２ 溶岩流等の影響想定範囲と避難対象エリア 18 

表１－３ 静岡市の噴火活動に起因する現象 18 

表２－１ 危険物製造所等施設現況（令和６年３月 31 日現

在） 

40 

表２－２ 避難情報と住民の安全確保措置 47 

表２－３ 災害救助法第４条第１項に規定する救助事務 64 

表３－１ 気象等の特別警報、警報、注意報及び情報 73 

表３－２ 気象等の注意報及び警報の発表細分区域（平成 22

年 5 月 27 日現在） 

74 

表３－３ 東海地震に関連する情報の種類 76 

表３－４ 南海トラフ地震に関連する情報の種類 77 

表３－５ 災害対策基本法等関係法令による避難の指示の実

施責任者 

85 

表３－６ 医療及び助産の範囲 110 

表３－７ 運輸機関の名称、所在地 124 

表３－８ 交通応急対策実施機関及び担当 125 

表３－９ 他の地方公共団体の長に対する応援要請手順 141 

表３－１０ 機関の名称、所在地（電力施設） 148 

表３－１１ 機関の名称、所在地（ガス施設） 149 

表３－１２ 県危機管理部危機対策課 150 

表３－１３ 総務省消防庁応急対策室 150 

表３－１４ 関係機関連絡先 152 
 

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（共通対策編）修正案 新旧対照表 

3 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

一般 1 第１章 総則 

 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）（以

下「法」という。）第 42条の規定に基づき、静岡市内における

災害の予防と災害が発生し、又は発生するおそれがある時

（以下「災害時」という。）の対策について、市及び行政区域

内の防災関係機関（以下「防災関係機関」という。）の連携の

もとに実施する総合的な対策の大綱を定めることにより、静

岡市民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とす

る。 

第１章 総則 

 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）（以

下「法」という。）第 42条の規定に基づき、静岡市内における

災害の予防と災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき

（以下「災害時」という。）の対策について、市及び行政区域

内の防災関係機関（以下「防災関係機関」という。）の連携の

もとに実施する総合的な対策の大綱を定めることにより、静

岡市民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とす

る。 

 

一般 1 第１節 計画の構成 

 

この計画は、市域内において過去に発生した災害の状況、

措置等を基礎資料として、次の各編から構成する。 

この計画は、毎年定期に検討を行い、必要があると認める

ときは、防災会議に諮り、これを修正する。 

第１節 計画の構成 

 

この計画は、市域内において今後発生が想定される、又は

過去に発生した災害の状況、措置等を基礎資料として、次の

各編から構成する。 

この計画は、毎年定期に検討を行い、必要があると認める

ときは、静岡市防災会議（以下「防災会議」という。）に諮

り、これを修正する。 

 

 

表現の適正化 

一般 1 １ 一般対策編 

風水害、大火災、大爆発及び大事故等による災害対策

について定める。 

２ 地震対策編 

地震による災害対策について定める。 

３ 津波対策編 

津波による災害対策について定める。 

各編の名称 記載内容 

１ 共通対策

編 

各編に共通する対策及びその他の災害対策

について定める。 

２ 風水害対

策編 

風水害による災害対策について定める。 

３ 地震対策

編 

地震による災害対策について定める。 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

４ 資料編 

本編に付属する各種資料を掲載する。 

４ 津波対策

編 

津波による災害対策について定める。 

５ 火山対策

編 

富士山の火山活動による災害対策について

定める。 

６ 資料編 本編に付属する各種資料を掲載する。 
 

 （略） （略）  

一般 3 第２節 防災上重要な機関の処理すべき事務又は業務

の大綱 

第２節 防災上重要な機関の処理すべき事務又は業務

の大綱 

 

一般 3 １ 市 

(１) 静岡市防災会議に関する事務 

(２) 防災に関する組織の整備 

(３) 防災に関する訓練の実施 

(４) 防災に必要な物資及び資材の備蓄、整備並びに点

検 

(５) 防災に関する施設の新設、改良及び復旧 

(６) 消防、水防その他の応急措置 

(７) 警報の発表、伝達及び避難の指示 

(８) 情報の収集、伝達及び被害調査 

(９) 被災者の救難、救助その他保護 

(10) 被害を受けた生徒等の応急教育 

(11) 清掃、防疫その他保健衛生 

(12) 緊急輸送の確保 

(13) 災害復旧の実施 

(14) その他災害の発生の防ぎょ又は拡大防止のための

措置 

１ 市 

(１) 防災会議に関する事務 

(２) 防災に関する組織の整備 

(３) 防災に関する訓練の実施 

(４) 防災に必要な物資及び資材の備蓄、整備並びに点検 

(５) 防災に関する施設の新設、改良及び復旧 

(６) 消防、水防その他の応急措置 

(７) 警報の発表、伝達及び避難の指示 

(８) 情報の収集、伝達及び被害調査 

(９) 被災者の救難、救助その他保護 

(10) 被害を受けた生徒等の応急教育 

(11) 清掃、防疫その他保健衛生 

(12) 緊急輸送の確保 

(13) 災害復旧の実施 

(14) その他災害の発生の防ぎょ又は拡大防止のための措

置 
 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

一般 3 ２ 静岡県 

(１) 静岡県地域防災計画に掲げられている所掌事務 

(２) 市町及び防災関係機関の災害事務又は業務実施に

ついての総合調整 

２ 静岡県 

(１) 静岡県地域防災計画（以下「県地域防災計画」とい

う。）に掲げられている所掌事務 

(２) 市町及び防災関係機関の災害事務又は業務実施につ

いての総合調整 
 

 

表による整理 

一般 3 ３ 静岡県警察（静岡中央警察署、静岡南警察署、清水

警察署） 

(１) 災害時における住民の避難誘導及び救助 

(２) 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社

会秩序の維持 

３ 静岡県警察（静岡中央警察署、静岡南警察署、清水

警察署） 

(１) 災害時における住民の避難誘導及び救助 

(２) 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会

秩序の維持 
 

 

 

表による整理 

一般 3 ４ 自衛隊 

(１) 災害時における人命又は財産保護のための救援活

動 

(２) 災害時における応急復旧活動 

４ 自衛隊 

(１) 災害時における人命又は財産保護のための救援活動 

(２) 災害時における応急復旧活動 
 

 

表による整理 

一般 3 ５ 指定地方行政機関 

(１) 総務省 東海総合通信局 

ア 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信

施設及び無線通信施設）の整備のための調整及び

電波の監理 

イ 災害時における電気通信及び放送の確保のため

の応急対策及び非常の場合の無線通信の監理 

ウ 災害地域における電気通信施設、放送設備等の

被害状況調査 

エ 通信インフラに支障が発生した被災地の地方公

共団体への衛星携帯電話等の災害対策用移動通信

５ 指定地方行政機関 

総務省 東海総

合通信局 

(１) 災害時に備えての電気通信施設（有

線電気通信施設及び無線通信施設）の

整備のための調整及び電波の監理 

(２) 災害時における電気通信及び放送の

確保のための応急対策及び非常の場合

の無線通信の監理 

(３) 災害地域における電気通信施設、放

送設備等の被害状況調査 

(４) 通信インフラに支障が発生した被災

 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

機器、災害対策用移動電源車及び臨時災害放送局

用設備の貸与 

オ 非常通信訓練の計画及びその実施についての指

導に関すること 

カ 非常通信協議会の運営に関すること 

(２) 財務省 東海財務局（静岡財務事務所） 

ア 災害時における財政金融の適切な措置並びに関

係機関との連絡調整に関すること 

イ 災害時の応急措置のための国有財産の無償提供

に関すること 

(３) 農林水産省 関東農政局 静岡県拠点 

食料需給に関する情報収集及び災害時における関

係機関、団体の被災状況の把握 

(４) 厚生労働省 静岡労働局（静岡労働基準監督署） 

ア 大型二次災害を誘発するおそれのある事業場に

対する災害予防の指導 

イ 事業場等の被災状況の把握 

ウ 操業再開時における労働災害防止のための監督

指導 

エ 災害復旧工事などにおける労働災害防止のため

の監督指導 

(５) 国土交通省 中部地方整備局（静岡河川事務所、富

士砂防事務所、静岡国道事務所、清水港湾事務所）、

国土交通省 関東地方整備局（甲府河川国道事務所） 

管轄する河川、海岸、道路、港湾についての計

画、工事及び管理を行うほか、次の事項を行うよう

地の地方公共団体への衛星携帯電話等

の災害対策用移動通信機器、災害対策

用移動電源車及び臨時災害放送局用設

備の貸与 

(５) 非常通信訓練の計画及びその実施に

ついての指導に関すること 

(６) 非常通信協議会の運営に関すること 

財務省 東海財

務局 

（静岡財務事務

所） 

(１) 災害時における財政金融の適切な措

置並びに関係機関との連絡調整に関す

ること 

(２) 災害時の応急措置のための国有財産

の無償提供に関すること 

農林水産省 関

東農政局 

（静岡県拠点） 

食料需給に関する情報収集及び災害時に

おける関係機関、団体の被災状況の把握 

厚生労働省 静

岡労働局 

（静岡労働基準

監督署） 

(１) 大型二次災害を誘発するおそれのあ

る事業場に対する災害予防の指導 

(２) 事業場等の被災状況の把握 

(３) 操業再開時における労働災害防止の

ための監督指導 

(４) 災害復旧工事などにおける労働災害

防止のための監督指導 

国土交通省 中

部地方整備局 

（静岡河川事務

管轄する河川、海岸、道路、港湾につい

ての計画、工事及び管理を行うほか、次の

事項を行うよう努める。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

努める。 

ア 災害予防 

(ア) 所管施設の耐震性の確保 

(イ) 応急復旧用資機材の備蓄の推進及び防災拠

点施設等の充実 

(ウ) 機動力を生かした実践的な方法による防災

訓練の実施 

(エ) 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキ

スパート制度の運用 

(オ) 港湾における緊急物資輸送ルートの確保に

関する計画、指導及び事業実施 

イ 初動対応 

(ア) 所管施設の緊急点検の実施 

(イ) 地方整備局災害対策本部等の指示により情

報連絡員（リエゾン）及び緊急災害対策派遣

隊（TEC-FORCE）等を派遣し、被災地方公共団

体等が行う、被災状況の迅速な把握、被害の

発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その

他災害応急対策に対する支援を行うととも

に、緊急車両の通行を確保するため、関係機

関と調整を図りつつ、道路啓開を実施する。 

(ウ) 土砂災害防止法に基づく緊急調査、土砂災

害緊急情報の提供 

ウ 応急・復旧 

(ア) 防災関係機関との連携による応急対策の実

施 

所） 

（富士砂防事務

所） 

（静岡国道事務

所） 

（清水港湾事務

所） 

国土交通省 関

東地方整備局 

（甲府河川国道

事務所） 

(１) 災害予防 

ア 所管施設の耐震性の確保 

イ 応急復旧用資機材の備蓄の推進及

び防災拠点施設等の充実 

ウ 機動力を生かした実践的な方法に

よる防災訓練の実施 

エ 公共施設等の被災状況調査を行う

防災エキスパート制度の運用 

オ 港湾における緊急物資輸送ルート

の確保に関する計画、指導及び事業

実施 

(２) 初動対応 

ア 所管施設の緊急点検の実施 

イ 地方整備局災害対策本部等の指示

により情報連絡員（リエゾン）及び

緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯ

ＲＣＥ）等を派遣し、被災地方公共

団体等が行う、被災状況の迅速な把

握、被害の発生及び拡大の防止、被

災地の早期復旧その他災害応急対策

に対する支援を行うとともに、緊急

車両の通行を確保するため、関係機

関と調整を図りつつ、道路啓開を実

施する。 

ウ 土砂災害防止法に基づく緊急調

査、土砂災害緊急情報の提供 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(イ) 道路啓開に関する計画に基づく路上障害物

の除去等による緊急輸送路の確保 

(ウ) 所管施設の緊急点検の実施 

(エ) 海上の流出油災害に対する防除等の措置 

(オ) 自治体からの要請に基づく災害対策用建設

機械等の貸付 

（ただし、緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－

ＦＯＲＣＥ）等において、災害対策用建設機

械等が派遣される場合は、出動及び管理も行

う） 

(カ) 航路啓開に関する計画に基づく、津波流出

物の除去等による海上緊急輸送路の確保 

(６) 国土交通省 中部運輸局（静岡運輸支局） 

ア 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達を行

う。 

イ 海上における物資及び旅客の輸送を確保するた

め船舶の調達のあっせん、特定航路への就航勧奨

を行う。 

ウ 港湾荷役が円滑に行われるよう必要な指導を行

う。 

エ 緊急海上輸送の要請（県内船舶が利用できない

場合の他県に対する支援要請を含む）に速やかに

対応できるよう、船舶運航事業者等との連絡体制

を強化し、船舶動静の把握及び緊急時の港湾荷役

体制の確保に努める。 

オ 特に必要と認めるときは、船舶運航事業者もし

(３) 応急・復旧 

ア 防災関係機関との連携による応急

対策の実施 

イ 道路啓開に関する計画に基づく路

上障害物の除去等による緊急輸送路

の確保 

ウ 所管施設の緊急点検の実施 

エ 海上の流出油災害に対する防除等

の措置 

オ 自治体からの要請に基づく災害対

策用建設機械等の貸付け 

（ただし、緊急災害対策派遣隊（ＴＥ

Ｃ－ＦＯＲＣＥ）等において、災害

対策用建設機械等が派遣される場合

は、出動及び管理も行う） 

カ 航路啓開に関する計画に基づく、

津波流出物の除去等による海上緊急

輸送路の確保 

国土交通省 中

部運輸局 

（ 静 岡 運 輸 支

局） 

(１) 所掌事務に係る災害情報の収集及び

伝達を行う。 

(２) 海上における物資及び旅客の輸送を

確保するため船舶の調達のあっせん、

特定航路への就航勧奨を行う。 

(３) 港湾荷役が円滑に行われるよう必要

な指導を行う。 

(４) 緊急海上輸送の要請（県内船舶が利
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

くは港湾運送事業者に対する航海命令又は公益命

令を発する措置を講ずる。 

カ 鉄道及びバスの安全運行の確保に必要な指導・

監督を行う。 

キ 陸上における物資及び旅客輸送を確保するた

め、自動車の調達のあっせん、輸送の分担、う回

輸送、代替輸送等の指導を行う。 

ク 緊急陸上輸送の要請に速やかに対応できるよ

う、関係運送事業者団体及び運送事業者との連絡

体制を確立し、緊急輸送に使用しうる車両等の把

握及び緊急時の出動体制の整備に努める。 

ケ 特に必要があると認めるときは、自動車運送事

業者に対する輸送命令を発する。 

コ 大規模自然災害における被災状況の迅速な把

握、被災地の早期復旧等に関する支援のため緊急

災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を派遣する。 

(７) 国土地理院 中部地方測量部 

ア 災害応急対策の際、災害に関する情報の収集及

び伝達における地理空間情報の活用を図る。 

イ 災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興の

際、国土地理院が提供及び公開する防災関連情報

の利活用を図る。 

ウ 災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興の

際、地理情報システムの活用を図る。 

エ 災害復旧・復興にあたっては、位置に関わる情

報の基盤を形成するため、必要に応じて復旧測量

用できない場合の他県に対する支援要

請を含む）に速やかに対応できるよ

う、船舶運航事業者等との連絡体制を

強化し、船舶動静の把握及び緊急時の

港湾荷役体制の確保に努める。 

(５) 特に必要と認めるときは、船舶運航

事業者若しくは港湾運送事業者に対す

る航海命令又は公益命令を発する措置

を講ずる。 

(６) 鉄道及びバスの安全運行の確保に必

要な指導・監督を行う。 

(７) 陸上における物資及び旅客輸送を確

保するため、自動車の調達のあっせ

ん、輸送の分担、う回輸送、代替輸送

等の指導を行う。 

(８) 緊急陸上輸送の要請に速やかに対応

できるよう、関係運送事業者団体及び

運送事業者との連絡体制を確立し、緊

急輸送に使用しうる車両等の把握及び

緊急時の出動体制の整備に努める。 

(９) 特に必要があると認めるときは、自

動車運送事業者に対する輸送命令を発

する。 

(10) 大規模自然災害における被災状況の

迅速な把握、被災地の早期復旧等に関

する支援のため緊急災害対策派遣隊
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

等を実施する。 

(８) 気象庁 東京管区気象台（静岡地方気象台） 

ア 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成

果の収集及び発表を行う。 

イ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運

動による地震動に限る）、水象の予報・警報等の防

災情報の発表、伝達及び解説を行う。 

ウ 異常現象（異常水位、潮位、地すべり、土地の

隆起等）に関する情報が市町長から通報された

時、気象庁本庁へ報告するとともに適切な措置を

行う。 

エ 必要に応じて警報・注意報及び土砂災害警戒情

報等の発表基準の引き下げを実施するものとす

る。 

オ 災害時の応急活動を支援するため、被災地を対

象とした詳細な気象情報等の提供に努める。 

カ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整

備に努める。 

キ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な

支援・助言を行う。 

ク 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発

に努める。 

(９) 海上保安庁 第三管区海上保安本部（清水海上保安

部） 

ア 災害予防 

(ア) 海上災害及び大規模海難等に関する事故対

（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）を派遣する。 

国土地理院 中

部地方測量部 

(１) 災害応急対策の際、災害に関する情

報の収集及び伝達における地理空間情

報の活用を図る。 

(２) 災害予防、災害応急対策及び災害復

旧・復興の際、国土地理院が提供及び

公開する防災関連情報の利活用を図

る。 

(３) 災害予防、災害応急対策及び災害復

旧・復興の際、地理情報システムの活

用を図る。 

(４) 災害復旧・復興にあたっては、位置

に関わる情報の基盤を形成するため、

必要に応じて復旧測量等を実施する。 

気象庁 東京管

区気象台 

（静岡地方気象

台） 

(１) 気象、地象、地動及び水象の観測並

びにその成果の収集及び発表を行う。 

(２) 気象、地象（地震にあっては、発生

した断層運動による地震動に限る）、

水象の予報・警報等の防災情報の発

表、伝達及び解説を行う。 

(３) 異常現象（異常水位、潮位、地すべ

り、土地の隆起等）に関する情報が市

町長から通報されたとき、気象庁本庁

へ報告するとともに適切な措置を行

う。 

(４) 必要に応じて警報・注意報及び土砂
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

策訓練の実施 

(イ) 関係者及び国民に対する海上防災講習会等

による防災思想の啓発 

(ウ) 港湾の状況等の調査研究 

イ 災害応急対策 

(ア) 船艇、航空機等による警報等の伝達周知 

(イ) 船艇、航空機等を活用した情報収集 

(ウ) 活動体制の確立 

(エ) 船艇、航空機等による海難救助等 

(オ) 船艇、航空機等による傷病者、医師等及び

救援物資の緊急輸送 

(カ) 被災者に対する物資の無償貸与又は譲与 

(キ) 要請に基づく関係機関及び地方公共団体の

災害応急対策の実施に対する支援 

(ク) 排出油その他船舶交通の障害となる物の防

除等 

(ケ) 危険物積載船及び在港船等の保安のための

避難勧告、入港制限、移動命令、航行制限、

荷役の中止勧告、水路の検測、応急航路標識

の設置等船舶交通の整理、指導による海上交

通安全の確保 

(コ) 警戒区域の設定並びに船舶等の区域外への

撤去及び入域の制限又は禁止の指示 

(サ) 海上における治安の維持 

(シ) 巡視船艇による主要港湾等の被害調査 

ウ 災害復旧･復興対策 

災害警戒情報等の発表基準の引き下げ

を実施するものとする。 

(５) 災害時の応急活動を支援するため、

被災地を対象とした詳細な気象情報等

の提供に努める。 

(６) 気象業務に必要な観測、予報及び通

信施設の整備に努める。 

(７) 地方公共団体が行う防災対策に関す

る技術的な支援・助言を行う。 

(８) 防災気象情報の理解促進、防災知識

の普及啓発に努める。 

海上保安庁 第

三管区海上保安

本部 

（清水海上保安

部） 

(１) 災害予防 

ア 海上災害、大規模海難等に関する

事故対策訓練の実施 

イ 関係者及び国民に対する海上防災

講習会等による防災思想の啓発 

ウ 港湾の状況等の調査研究 

(２) 災害応急対策 

ア 船艇、航空機等による警報等の伝

達周知 

イ 船艇、航空機等を活用した情報収

集 

ウ 活動体制の確立 

エ 船艇、航空機等による海難救助等 

オ 船艇、航空機等による傷病者、医

師等及び救援物資の緊急輸送 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(10) 環境省 関東地方環境事務所、環境省 中部地方環

境事務所 

ア 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集

及び提供 

イ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄

物の発生量の情報収集 

ウ 行政機関等との連絡調整、被災状況・動物救護

活動の状況等に関する情報収集、提供等 

カ 被災者に対する物資の無償貸与又

は譲与 

キ 要請に基づく関係機関及び地方公

共団体の災害応急対策の実施に対す

る支援 

ク 排出油その他船舶交通の障害とな

る物の防除等 

ケ 危険物積載船、在港船等の保安の

ための避難勧告、入港制限、移動命

令、航行制限、荷役の中止勧告、水

路の検測、応急航路標識の設置等船

舶交通の整理、指導による海上交通

安全の確保 

コ 警戒区域の設定並びに船舶等の区

域外への撤去及び入域の制限又は禁

止の指示 

サ 海上における治安の維持 

シ 巡視船艇による主要港湾等の被害

調査 

(３) 災害復旧･復興対策 

環境省 関東地

方環境事務所 

環境省 中部地

方環境事務所 

(１) 有害物質等の発生等による汚染状況

の情報収集及び提供 

(２) 廃棄物処理施設等の被害状況、がれ

き等の廃棄物の発生量の情報収集 

(３) 行政機関等との連絡調整、動物救護

活動の状況等に関する情報収集、提供
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

等 
 

一般 6 ６ 指定公共機関 

(１) 日本郵便株式会社（静岡中央郵便局） 

災害の発生時又はそのおそれがある場合において

は、可能な限り窓口業務を確保する。 

そのため、警察、消防、その他の関係行政機関、

ライフライン事業者、関連事業者並びに報道機関等

と密接に連携し、迅速・適切な対応に努める。ま

た、平常時においても関係機関等と連携し、災害予

防及び発災時の迅速・適切な対応に努める。 

また、災害の態様及び公衆の被災状況等被災地の

実情に応じた、郵便事業に係る災害特別事務取扱い

及び援護対策を実施する。 

ア 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

ウ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

エ 被災者救助団体に対するお年玉葉書等寄附金の

配分 

(２) 日本赤十字社（静岡県支部） 

ア 医療、助産、こころのケア及び遺体措置に関す

ること 

イ 血液製剤の確保及び供給のための措置 

ウ 被災者に対する救援物資の配布 

エ 義援金の募集 

オ 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

カ その他必要な事項 

６ 指定公共機関 

日本郵便株式

会社 

（静岡中央郵

便局） 

災害の発生時又はそのおそれがある場合に

おいては、可能な限り窓口業務を確保する。 

そのため、警察、消防、その他の関係行政

機関、ライフライン事業者、関連事業者並び

に報道機関等と密接に連携し、迅速・適切な

対応に努める。また、平常時においても関係

機関等と連携し、災害予防及び発災時の迅

速・適切な対応に努める。 

また、災害の態様及び公衆の被災状況等被

災地の実情に応じた、郵便事業に係る災害特

別事務取扱い及び援護対策を実施する。 

(１) 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

(２) 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

(３) 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

(４) 被災者救助団体に対するお年玉葉書等

寄附金の配分 

日本赤十字社 

（ 静 岡 県 支

部） 

(１) 医療、助産、こころのケア及び遺体措

置に関すること 

(２) 血液製剤の確保及び供給のための措置 

(３) 被災者に対する救援物資の配布 

(４) 義援金の募集 

(５) 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

(６) その他必要な事項 

 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(３) 日本放送協会（静岡放送局） 

気象予警報、災害情報その他の有効適切な災害放

送 

(４) 中日本高速道路株式会社（東京支社 富士・静岡・

浜松 保全・サービスセンター） 

◆センター名・担当区間等一覧 

（略） 

ア 管轄する道路の建設及び維持管理 

イ 交通状況に関する関係機関との情報連絡 

ウ 緊急輸送路確保のための応急復旧作業の実施 

エ 県公安委員会が行う緊急交通路の確保に関する

交通規制への協力 

(５) 東海旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社 

ア 鉄道防災施設の整備 

イ 災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

ウ 災害時の応急輸送対策 

エ 災害時における応急救護活動 

オ 応急復旧用資材等の確保 

カ 危険地域の駅等の旅客等について、関係市町と

協議した避難地への避難、誘導 

キ 被災施設の調査及び早期復旧 

(６) 西日本電信電話株式会社（静岡支店）、株式会社Ｎ

ＴＴドコモ東海支社（静岡支店） 

ア 電気通信施設の防災対策及び復旧対策 

イ 電気通信の特別取扱い 

ウ 気象警報の伝達（西日本電信電話株式会社静岡

日本放送協会 

（ 静 岡 放 送

局） 

気象予警報、災害情報その他の有効適切な

災害放送 

中日本高速道

路株式会社 

（ 東 京 支 社 

富士・静岡・

浜松  保全・

サービスセン

ター） 

センター名・担当区間等一覧 

（略） 

(１) 管轄する道路の建設及び維持管理 

(２) 交通状況に関する関係機関との情報連

絡 

(３) 緊急輸送路確保のための応急復旧作業

の実施 

(４) 県公安委員会が行う緊急交通路の確保

に関する交通規制への協力 

東海旅客鉄道

株式会社 

日本貨物鉄道

株式会社 

(１) 鉄道防災施設の整備 

(２) 災害対策に必要な物資及び人員の輸送

確保 

(３) 災害時の応急輸送対策 

(４) 災害時における応急救護活動 

(５) 応急復旧用資材等の確保 

(６) 危険地域の駅等の旅客等について、関

係市町と協議した避難地への避難、誘導 

(７) 被災施設の調査及び早期復旧 

西日本電信電

話株式会社 

（静岡支店） 

株式会社ＮＴ

Ｔドコモ東海

(１) 電気通信施設の防災対策及び復旧対策 

(２) 電気通信の特別取扱い 

(３) 気象警報の伝達（西日本電信電話株式

会社静岡支店） 

(４) 防災関係機関の重要通信の優先確保 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

支店） 

エ 防災関係機関の重要通信の優先確保 

オ 被害施設の早期復旧 

カ 災害用伝言ダイヤル 171、災害用伝言板 web171 

及び災害伝言板、災害用音声お届けサービスの提

供 

(７) 岩谷産業株式会社、アストモスエネルギー株式会

社、株式会社ジャパンガスエナジー、ＥＮＥＯＳグ

ローブ株式会社、ジクシス株式会社 

ＬＰガスタンクローリー等によるＬＰガス輸入基

地、２次基地から充填所へのＬＰガスの配送 

(８) 日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐川急便

株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社 

ア 災害対策に必要な物資の輸送確保及び運行 

イ 災害時の応急輸送対策 

(９) 中部電力パワーグリッド株式会社（静岡支社） 

ア 電力供給施設の防災対策 

イ 発電所、変電所施設の被害状況の把握と防災関

係機関への緊急事態の通報 

ウ 災害時における電力供給の確保 

エ 施設及び設備の被害、復旧の状況、公衆感電防

止及び漏電防止に関するラジオ、テレビ、インタ

ーネットホームページ等を利用しての広報 

オ 被災施設の調査及び復旧 

(10) ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天

モバイル株式会社 

支社（静岡支

店） 

(５) 被害施設の早期復旧 

(６) 災害用伝言ダイヤル 171、災害用伝言

板 web171 及び災害伝言板、災害用音声

お届けサービスの提供 

岩谷産業株式

会社 

アストモスエ

ネルギー株式

会社 

株式会社ジャ

パンガスエナ

ジー 

ＥＮＥＯＳグ

ローブ株式会

社 

ジクシス株式

会社 

ＬＰガスタンクローリー等によるＬＰガス

輸入基地、２次基地から充填所へのＬＰガス

の配送 

日本通運株式

会社 

福山通運株式

会社 

佐川急便株式

会社 

ヤマト運輸株

式会社 

西濃運輸株式

(１) 災害対策に必要な物資の輸送確保及び

運行 

(２) 災害時の応急輸送対策 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

重要な通信を確保するために必要な措置の実施 

(11) 一般社団法人日本建設業連合会中部支部、一般社

団法人全国中小建設業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関する協力 

(12) 株式会社イトーヨーカ堂、イオン株式会社、ユニ

ー株式会社、株式会社セブン‐イレブン・ジャパ

ン、株式会社ローソン、株式会社ファミリーマー

ト、株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 

ア 県からの要請による災害救助の実施に必要な物

資の調達等の実施 

イ 被災地の復旧・復興を支援するため事業活動を

早期に再開する 

会社 

中部電力パワ

ーグリッド株

式会社 

（静岡支社） 

(１) 電力供給施設の防災対策 

(２) 発電所、変電所施設の被害状況の把握

と防災関係機関への緊急事態の通報 

(３) 災害時における電力供給の確保 

(４) 施設及び設備の被害、復旧の状況、公

衆感電防止及び漏電防止に関するラジ

オ、テレビ、インターネットホームペー

ジ等を利用しての広報 

(５) 被災施設の調査及び復旧 

ＫＤＤＩ株式

会社 

ソフトバンク

株式会社 

楽天モバイル

株式会社 

重要な通信を確保するために必要な措置の

実施 

一般社団法人

日本建設業連

合会中部支部 

一般社団法人

全国中小建設

業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関する

協力 

株式会社イト

ーヨーカ堂 

イオン株式会

(１) 県からの要請による災害救助の実施に

必要な物資の調達等の実施 

(２) 被災地の復旧・復興を支援するため事
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

社 

ユニー株式会

社 

株式会社セブ

ン‐イレ ブ

ン・ジャパン 

株式会社ロー

ソン 

株式会社ファ

ミリーマート 

株式会社セブ

ン＆アイ・ホ

ールディング

ス 

業活動を早期に再開する 

 

一般 8 ７ 指定地方公共機関 

(１) 土地改良区（静岡市内土地改良区） 

ア 土地改良施設の防災計画 

イ 農地たん水の防排除活動(用水の緊急遮断) 

ウ 農地及び農業用施設の被害調査及び復旧 

エ 消防機関が行う消火活動への協力 

(２) 静岡ガス株式会社（静岡支社、東部支社） 

ア ガス供給施設の防災対策 

イ 二次災害の発生防止のための緊急遮断 

ウ 需要家へのガス栓の閉止等の広報及び被害状況

の把握と製造、供給制限 

エ 必要に応じて代替燃料の供給 

７ 指定地方公共機関 

土地改良区 

（静岡市内土地

改良区） 

(１) 土地改良施設の防災計画 

(２) 農地湛水の防排除活動(用水の緊急

遮断) 

(３) 農地及び農業用施設の被害調査及び

復旧 

(４) 消防機関が行う消火活動への協力 

静岡ガス株式

会社 

（静岡支社） 

（東部支社） 

(１) ガス供給施設の防災対策 

(２) 二次災害の発生防止のための緊急遮

断 

(３) 需要家へのガス栓の閉止等の広報及

 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

オ 災害応急復旧の早期実施 

(３) 一般社団法人静岡県ＬＰガス協会（中部支部） 

ア ガス供給施設の防災対策及び災害時における供

給対策 

イ 被災施設の調査及び復旧 

ウ 需要家へのガス栓の閉止等の広報 

エ 必要に応じた代替燃料の供給の協力 

(４) 静岡鉄道株式会社 

ア 鉄道施設の整備 

イ 災害対策に必要な物資及び人員等の輸送確保 

ウ 災害時の応急輸送対策 

エ 被災施設の調査及び復旧 

(５) 一般社団法人静岡県トラック協会、一般社団法人

静岡県バス協会、商業組合静岡県タクシー協会、海

運業者 

ア 災害対策に必要な物資及び人員等の輸送確保 

イ 災害時の応急輸送対策 

(６) 民間放送機関（静岡放送株式会社、株式会社テレ

ビ静岡、株式会社静岡朝日テレビ、株式会社静岡第

一テレビ、株式会社トコちゃんねる静岡、静岡エフ

エム放送株式会社、株式会社シティエフエム静岡、

株式会社エフエムしみず） 

気象予警報、災害情報その他の災害広報 

(７) 一般社団法人静岡県医師会（一般社団法人静岡市

静岡医師会、一般社団法人静岡市清水医師会、一般

社団法人庵原医師会）、一般社団法人静岡県歯科医師

び被害状況の把握と製造、供給制限 

(４) 必要に応じて代替燃料の供給 

(５) 災害応急復旧の早期実施 

一般社団法人

静岡県ＬＰガ

ス協会 

（中部支部） 

(１) ガス供給施設の防災対策及び災害時

における供給対策 

(２) 被災施設の調査及び復旧 

(３) 需要家へのガス栓の閉止等の広報 

(４) 必要に応じた代替燃料の供給の協力 

静岡鉄道株式

会社 

(１) 鉄道施設の整備 

(２) 災害対策に必要な物資及び人員等の

輸送確保 

(３) 災害時の応急輸送対策 

(４) 被災施設の調査及び復旧 

一般社団法人

静岡県トラッ

ク協会 

一般社団法人

静岡県バス協

会 

商業組合静岡

県タクシー協

会 

海運業者 

(１) 災害対策に必要な物資及び人員等の

輸送確保 

(２) 災害時の応急輸送対策 

民間放送機関 

（静岡放送株式

気象予警報、災害情報その他の災害広報 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

会（一般社団法人静岡市静岡歯科医師会、一般社団

法人静岡市清水歯科医師会）、公益社団法人静岡県看

護協会（公益社団法人静岡県看護協会静岡地区支

部）、公益社団法人静岡県病院協会、公益社団法人静

岡県薬剤師会（一般社団法人静岡市薬剤師会、清水

薬剤師会） 

ア 医療救護施設等における医療救護活動の実施 

イ 検案（公益社団法人静岡県看護協会（公益社団

法人静岡県看護協会静岡地区支部）、公益社団法人

静岡県薬剤師会（一般社団法人静岡市薬剤師会、

清水薬剤師会）及び公益社団法人静岡県病院協会

を除く。） 

ウ 災害時の口腔ケアの実施（一般社団法人静岡県

歯科医師会（一般社団法人静岡市静岡歯科医師

会、一般社団法人静岡市清水歯科医師会）） 

(８) 一般社団法人静岡県警備業協会 

災害時の道路、交差点等での交通整理支援 

(９) 公益社団法人静岡県栄養士会 

ア 要配慮者等への食料品の供給に関する協力 

イ 避難所における健康相談に関する協力 

(10) 一般社団法人静岡県建設業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関する協力 

会社） 

（株式会社テレ

ビ静岡） 

（株式会社静岡

朝日テレビ） 

（株式会社静岡

第一テレビ） 

（株式会社トコ

ちゃんねる静

岡） 

（静岡エフエム

放送株式会社） 

（株式会社シテ

ィエフエム静

岡） 

（株式会社エフ

エムしみず） 

一般社団法人

静岡県医師会 

（一般社団法人

静岡市静岡医師

会） 

（一般社団法人

静岡市清水医師

会） 

（一般社団法人

(１) 医療救護施設等における医療救護活

動の実施 

(２) 検案（公益社団法人静岡県看護協会

（公益社団法人静岡県看護協会静岡地

区支部）、公益社団法人静岡県薬剤師

会（一般社団法人静岡市薬剤師会、清

水薬剤師会）及び公益社団法人静岡県

病院協会を除く。） 

(３) 災害時の口腔ケアの実施（一般社団
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

庵原医師会） 

一般社団法人

静岡県歯科医

師会 

（一般社団法人

静岡市静岡歯科

医師会） 

（一般社団法人

静岡市清水歯科

医師会） 

公益社団法人

静岡県看護協

会 

（公益社団法人

静岡県看護協会

静岡地区支部） 

公益社団法人

静岡県病院協

会 

公益社団法人

静岡県薬剤師

会 

（一般社団法人

静岡市薬剤師

会） 

（清水薬剤師

法人静岡県歯科医師会（一般社団法人

静岡市静岡歯科医師会、一般社団法人

静岡市清水歯科医師会）） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

会） 

一般社団法人

静岡県警備業

協会 

災害時の道路、交差点等での交通整理支

援 

公益社団法人

静岡県栄養士

会 

(１) 要配慮者等への食料品の供給に関す

る協力 

(２) 避難所における健康相談に関する協

力 

一般社団法人

静岡県建設業

協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関す

る協力 

 

一般 9 ８ 公共的団体 

(１) 静岡市消防団 

ア 情報収集 

イ 火災対応 

ウ 応急救護 

エ 避難誘導 

オ その他保有資機材を活用した災害応急対策の実

施 

(２) 静岡市水防団 

ア 情報収集（堤防等の巡視、報告） 

イ 水防工法の実施 

ウ 応急救護 

エ 避難誘導 

オ その他保有資機材を活用した災害応急対策の実

８ 公共的団体 

静岡市消防団 (１) 情報収集 

(２) 火災対応 

(３) 応急救護 

(４) 避難誘導 

(５) その他保有資機材を活用した災害応

急対策の実施 

静岡市水防団 (１) 情報収集（堤防等の巡視、報告） 

(２) 水防工法の実施 

(３) 応急救護 

(４) 避難誘導 

(５) その他保有資機材を活用した災害応

急対策の実施 

自主防災組織 (１) 地域住民に対する防災意識の向上・

 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

施 

(３) 自主防災組織 

ア 地域住民に対する防災意識の向上・知識の普及 

イ 防災資機材の備蓄 

ウ 防災訓練の実施 

エ 災害時の避難行動、救出救護活動等に対する計

画の策定 

オ 地域の被害拡大の防止、各種情報の伝達及び避

難生活の維持 

カ 市が行う防災活動及び災害復旧活動についての

協力 

(４) 静岡市内の産業経済団体（静岡市農業協同組合、

清水農業協同組合、静岡市森林組合、井川森林組

合、清水森林組合、清水漁業協同組合、由比港漁業

協同組合、生活協同組合、静岡商工会議所等） 

ア 組合員、会員となっている事業所の被害調査の

実施 

イ 災害時における応急対策の指導 

ウ 災害時における災害応急措置 

エ 市その他防災関係機関の防災活動についての協

力 

(５) 社会福祉関係施設（静岡市内の社会福祉関係施

設） 

要配慮者の受入等、救護及び保護対策についての

協力 

◇ 指定避難所等（福祉避難所）一覧表（資料編４－７） 

知識の普及 

(２) 防災資機材の備蓄 

(３) 防災訓練の実施 

(４) 災害時の避難行動、救出救護活動等

に対する計画の策定 

(５) 地域の被害拡大の防止、各種情報の

伝達及び避難生活の維持 

(６) 市が行う防災活動及び災害復旧活動

についての協力 

静岡市内の産

業経済団体 

（静岡市農業協

同組合） 

（清水農業協同

組合） 

（静岡市森林組

合） 

（井川森林組

合） 

（清水森林組

合） 

（清水漁業協同

組合） 

（由比港漁業協

同組合） 

（生活協同組

(１) 組合員、会員となっている事業所の

被害調査の実施 

(２) 災害時における応急対策の指導 

(３) 災害時における災害応急措置 

(４) 市その他防災関係機関の防災活動に

ついての協力 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(６) 災害時における相互応援協定又は協力協定の締結

団体（静岡市と協定を締結した事業者及び団体） 

協定内容に基づく事務及び業務の遂行 

◇ 民間事業者との協力協定一覧（資料編５－３） 

◇ 他都市との相互応援協定一覧（資料編５－１） 

(７) 社会福祉法人静岡市社会福祉協議会 

ア 災害ボランティア、災害ボランティアコーディ

ネーターの養成 

イ 災害ボランティア本部等立ち上げ及び運営訓練

の実施 

ウ 災害ボランティア、災害ボランティアコーディ

ネーター、市等との調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合） 

（静岡商工会議

所）等 

社会福祉関係

施設 

（静岡市内の社

会福祉関係施

設） 

要配慮者の受入れ等、救護及び保護対策

についての協力 

◇資料編４－７：指定避難所（福祉避難

所）一覧表 

災害時におけ

る相互応援協

定又は協力協

定の締結団体 

（静岡市と協定

を締結した事業

者及び団体） 

協定内容に基づく事務及び業務の遂行 

◇資料編５－３：民間事業者との協力協定

一覧 

◇資料編５－１：他都市との相互応援協定

一覧 

社会福祉法人

静岡市社会福

祉協議会 

(１) 災害ボランティア、災害ボランティ

アコーディネーターの養成 

(２) 災害ボランティア本部等立ち上げ及

び運営訓練の実施 

(３) 災害ボランティア本部の運営に関す

る事務の実施 

(４) 災害ボランティア、災害ボランティ

アコーディネーター、市等との調整 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

一般 10 ９ 防災上重要な施設の管理者 

(１) 所管施設に係る災害予防体制の整備 

９ 防災上重要な施設の管理者 

(１) 所管施設に係る災害予防体制の整備 

 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(２) 防災に関する保安措置、応急措置の実施 

(３) 災害時における災害応急措置 

(４) 市その他防災関係機関の防災活動についての協力 

(２) 防災に関する保安措置、応急措置の実施 

(３) 災害時における災害応急措置 

(４) 市その他防災関係機関の防災活動についての協力 
 

一般 10 10 市民 

(１) 災害に対する知識の向上 

(２) 自宅および自宅内の安全対策 

(３) 家庭内における話し合い・連絡方法等の取り決め 

(４) 災害時の避難場所、避難経路等の確認 

(５) 必要に応じた生活必需品の備蓄・非常用持出品等

の準備 

(６) 自主防災組織への参加 

10 市民 

(１) 災害に対する知識の向上 

(２) 自宅及び自宅内の安全対策 

(３) 家庭内における話し合い・連絡方法等の取り決め 

(４) 災害時の避難場所、避難経路等の確認 

(５) 必要に応じた生活必需品の備蓄・非常用持出品等の

準備 

(６) 自主防災組織への参加 
 

 

表による整理 

一般 10 11 事業所等 

(１) 災害に対する知識の向上 

(２) 事業所および事業所内の安全対策 

(３) 情報収集・伝達体制、避難対策等の取り決め 

(４) 食糧、飲料水等の災害時に必要な物資の確保 

(５) 災害発生等に備えた事業継続計画等の策定 

(６) 地域の自主防災組織と連携した防災活動への協力 

11 事業所等 

(１) 災害に対する知識の向上 

(２) 事業所及び事業所内の安全対策 

(３) 情報収集・伝達体制、避難対策等の取り決め 

(４) 食糧、飲料水等の災害時に必要な物資の確保 

(５) 災害発生等に備えた事業継続計画等の策定 

(６) 地域の自主防災組織と連携した防災活動への協力 
 

 

表による整理 

一般 11 第３節 市の概況 第３節 市の概況  

一般 11 １ 自然的条件 

(１) 地勢 

（略） 

市域は、東西 50.62km、南北 83.10km で、総面積

1,411.83km2 のうち、約 76％が森林で占められてい

１ 自然的条件 

(１) 地勢 

（略） 

市域は、東西 50.62km、南北 83.10km で、総面積

1,411.83 ㎢のうち、約 76％が森林で占められてい
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

る。市域の大部分は山間地であり、北部を南流する

大井川の上流部、市域の中央部を南流する安倍川

（流域面積 567km2、流路延長約 51 ㎞、平均勾配約

4.0％）及びその支流（中河内川、藁科川等）、長尾

川を含む巴川（流域面積 105km2、流路延長約 18 ㎞、

平均勾配約 0.3％）、蒲原地区の東側には沖積低地等

の平坦地は僅かしかない。市域の総面積から森林面

積を差し引いた可住地面積は 330.64km2（約 23％）で

ある。 

（略） 

(２) 地形、地質 

（略） 

る。市域の大部分は山間地であり、北部を南流する

大井川の上流部、市域の中央部を南流する安倍川

（流域面積 567 ㎢、流路延長約 51 ㎞、平均勾配約

4.0％）及びその支流（中河内川、藁科川等）、長尾

川を含む巴川（流域面積 105 ㎢、流路延長約 18 ㎞、

平均勾配約 0.3％）、蒲原地区の東側には沖積低地等

の平坦地は僅かしかない。市域の総面積から森林面

積を差し引いた可住地面積は 330.64 ㎢（約 23％）で

ある。 

（略） 

(２) 地形、地質 

（略） 

一般 11 市域に分布する地層を形成年代の古い順に示すと、 

ア 最北部山地を構成する白根層群（白亜紀後期の

砂岩・泥岩互層、石灰岩、チャート、緑色岩） 

イ 畑薙周辺山地を構成する寸又川層群（白亜紀後

期の砂岩・泥岩互層） 

ウ 井川周辺山地を構成する犬居層群（白亜紀末～

古第三紀初期の砂岩・泥岩互層） 

エ 藁科川上流域山地を構成する三倉層群（古第三

紀中期～新第三紀前期の塊状砂岩、黒色泥岩、砂

岩・泥岩互層） 

オ 安倍川上・中流域～藁科川中・下流域山地を構

成する瀬戸川層群（古第三紀中期～新第三紀前期

の砂岩・泥岩互層、砂岩、泥岩、石灰岩、チャー

ト、緑色凝灰岩） 

市域に分布する地層を形成年代の古い順に示す。 

最北部山地を構成する白根

層群 

白亜紀後期の砂岩・泥岩互層、

石灰岩、チャート、緑色岩 

畑薙周辺山地を構成する寸

又川層群 

白亜紀後期の砂岩・泥岩互層 

井川周辺山地を構成する犬

居層群 

白亜紀末～古第三紀初期の砂

岩・泥岩互層 

藁科川上流域山地を構成す

る三倉層群 

古第三紀中期～新第三紀前期の

塊状砂岩、黒色泥岩、砂岩・泥

岩互層 

安倍川上・中流域～藁科川

中・下流域山地を構成する

瀬戸川層群 

古第三紀中期～新第三紀前期の

砂岩・泥岩互層、砂岩、泥岩、

石灰岩、チャート、緑色凝灰岩 

 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

カ 十枚山～真富士山～竜爪山～賤機山を経て高草

山～大崩海岸を構成する竜爪－高草山火山岩類

（新第三紀前期の流紋岩、アルカリ玄武岩等） 

（略） 

十枚山～真富士山～竜爪山

～賤機山を経て高草山～大

崩海岸を構成する竜爪－高

草山火山岩類 

新第三紀前期の流紋岩、アルカ

リ玄武岩等 

（略） 

一般 12 (３) 気候 

（略） 

風は、静岡地方気象台によれば、平野部で年平均

風速が 2.2ｍ/sとなっており、年間を通じて大きな変

化はない。日中は南よりや西よりの風が多く、夜間

や雨の日は北東の風が多い。風速は県内の浜松や御

前崎など遠州灘沿いの地域に比べて約１～３ｍ/s 弱

く、一般に風速１ｍ/s で体感的に１℃程度違うとい

われており、このことからも静岡市平野部の温暖さ

がわかる。また、この地域の強風は、台風や日本海

を通過する低気圧による南西風が多い。最近 10 年間

では、最大風速は平成 30 年 10 月１日に 16.6ｍ/s を

観測したものが最も強く、これは台風に吹き込む南

南西の風であった。また、最大瞬間風速は平成 24 年

６月 19日の 33.7ｍ/sがもっとも強く、これは台風第

４号に吹き込む南西の風であった。 

（略） 

また、近年は局所的な集中豪雨により「都市型水

害」が全国各地で発生しており、静岡市街地におい

ても平成 15 年７月３～４日には時間降水量 113 ㎜

（観測史上１位）、日最大 24 時間降水量 237.5 ㎜、

(３) 気候 

（略） 

風は、静岡地方気象台によれば、平野部で年平均

風速が 2.2m/s となっており、年間を通じて大きな変

化はない。日中は南よりや西よりの風が多く、夜間

や雨の日は北東の風が多い。風速は県内の浜松や御

前崎など遠州灘沿いの地域に比べて約１～３m/s 弱

く、一般に風速１m/s で体感的に１℃程度違うといわ

れており、このことからも静岡市平野部の温暖さが

わかる。また、この地域の強風は、台風や日本海を

通過する低気圧による南西風が多い。最近 10 年間で

は、最大風速は平成 30年 10月１日に 16.6m/sを観測

したものが最も強く、これは台風に吹き込む南南西

の風であった。また、最大瞬間風速は平成 24 年６月

19 日の 33.7m/s が最も強く、これは台風第４号に吹

き込む南西の風であった。 

（略） 

また、近年は局所的な集中豪雨により「都市型水

害」が全国各地で発生しており、静岡市街地におい

ても平成 15 年７月３～４日には時間降水量 113 ㎜

（観測史上１位）、令和４年９月 23 日～24 日には時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

令和４年９月 23 日～24 日には時間降水量 107 ㎜、日

最大 24 時間降水量 416.5mm（観測史上１位）を記録

し、広い範囲で浸水被害が発生した。 

（略） 

間降水量 107 ㎜、月最大 24 時間降水量 416.5mm（観

測史上１位）、令和６年８月 27 日～30 日には、月最

大 72 時間降水量 515.5 ㎜（観測史上１位）を記録

し、広い範囲で浸水被害が発生した。 

（略） 

 

時点修正 

 

一般 13 ２ 社会的条件 

(１) 人口 

本市の人口は、令和４年 12 月末の住民基本台帳に

よると、683,739人、323,095世帯である。 

(２) 建物 

令和４年１月１日現在の本市の建物棟数は、課税

家屋総数は約 32 万５千棟（固定資産課税台帳登録

数）で、この内およそ７割が木造家屋となってい

る。特に木造家屋の密集している地域は、横内、新

通、安西、西豊田、中田及び田町地区などである。

これら木造家屋の密集地域には、工場、事業所など

が混在している箇所も多くあり、災害の危険性を助

長している。 

現在、本市には、デパート、映画館、旅館、遊技

場等の不特定多数の人々が利用する施設（特定用途

防火対象物）は、大小合わせて 6,082か所（令和４年

３月 31 日現在）あり、また、高さ 31m を超える建築

物は 262棟（令和４年３月 31日現在）ある。 

（略） 

(３) 道路 

（略） 

２ 社会的条件 

(１) 人口 

本市の人口は、令和６年 12 月末の住民基本台帳に

よると、672,775人、327,008世帯である。 

(２) 建物 

令和５年１月１日現在の本市の建物棟数は、課税

家屋総数は約 32 万５千棟（固定資産課税台帳登録

数）で、この内およそ７割が木造家屋となってい

る。特に木造家屋の密集している地域は、横内、新

通、安西、西豊田、中田及び田町地区などである。

これら木造家屋の密集地域には、工場、事業所など

が混在している箇所も多くあり、災害の危険性を助

長している。 

現在、本市には、デパート、映画館、旅館、遊技

場等の不特定多数の人々が利用する施設（特定防火

対象物）は、大小合わせて 5,897か所（令和６年３月

31 日現在）あり、また、高さ 31ｍを超える建築物は

279棟（令和６年３月 31日現在）ある。 

（略） 

(３) 道路 

（略） 

 

 

時点修正 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の修正 

時点修正 

 

時点修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

市内で交通量の多い道路は、国道１号（静岡駅前

付近で約 32,600 台/日、清水区江尻大和付近で約

18,700 台/日）、国道 150 号（南安倍川橋付近で約

35,600 台/日、清水区駒越東町付近で約 27,300 台/

日）、東名高速道路（清水 IC～日本平久能山スマート

IC で約 33,000 台/日）、新東名高速道路（新清水 JCT

～新静岡 IC で約 54,300 台/日）、中部横断自動車道

（富沢 IC～新清水 JCTで約 4,300台/日）である。 

 

(４) 橋りょう 

本市域の道路にかけられている橋りょうは、令和

３年４月現在で 2,610 橋である。 

(５) （略） 

市内で交通量の多い道路は、国道１号（静岡駅前

付近で約 32,600 台/日、清水区江尻大和付近で約

18,700 台/日）、国道 150 号（南安倍川橋付近で約

35,600 台/日、清水区駒越東町付近で約 27,300 台/

日）、東名高速道路（清水ＩＣ～日本平久能山スマー

トＩＣで約 33,000 台/日）、新東名高速道路（新清水

ＪＣＴ～新静岡ＩＣで約 64,000 台/日）、中部横断自

動車道（富沢ＩＣ～新清水ＪＣＴで約 6,500 台/日）

である。 

(４) 橋りょう 

本市域の道路にかけられている橋りょうは、令和

７年３月現在で 2,614橋である。 

(５) 鉄道 （略） 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

時点修正 

 

 

時点修正 

一般 14 第４節 予想される災害と地域 第４節 予想される災害と地域  

一般 14 １ 災害の種類 

この計画において、災害とは暴風、竜巻、大雨、洪

水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑り

等の自然現象によるものと、大規模な火災、爆発等の人

為的原因により生ずるものをいう。 

１ 災害の種類 

この計画において、災害とは暴風、竜巻、大雨、洪

水、がけ崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地す

べり等の自然現象によるものと、大規模な火災、爆発等

の人為的原因により生ずるものをいう。 

 

 １～５ （略） １～５ （略）  

一般 14 ６ 水害 

（略） 

◇過去に静岡市で発生した主な風水害・土砂災害（資料編８

－３） 

６ 水害 

（略） 

◇資料編８－３：過去に静岡市で発生した主な風水害・土砂

災害 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

一般 15 ７ がけ崩れ、土石流、地すべり等の土砂災害 

（略） 

◇過去に静岡市で発生した主な風水害・土砂災害（資料編８

－３） 

７ がけ崩れ、土石流、地すべり等の土砂災害 

（略） 

◇資料編８－３：過去に静岡市で発生した主な風水害・土砂

災害 

 

 ８ （略） ８ （略）  

一般 15 ９ 地震、津波 

（略） 

駿河湾から遠州灘にかけての海域に海洋プレート（フ

ィリピン海プレート）と大陸プレート（ユーラシアプレ

ート）の境界を成す駿河トラフや南海トラフが存在し、

海溝型の巨大地震とそれに伴う津波が繰り返し発生して

きた。その発生の切迫性が指摘されている東海地震の震

源域では、100年から150年間隔で巨大地震が繰り返し発

生しているが、1854年の安政東海地震発生後、160年以上

の間大地震が発生しておらず、地震活動の空白域を構成

している。 

◇過去に静岡県に被害を与えた大地震分布図（資料編８－

４） 

◇過去に静岡市に被害を与えた地震（資料編８－５） 

◇安政東海地震の被害の概要（資料編８－６） 

（略） 

近年に大被害を発生させた地震としては、昭和19年

(1944年)の東南海地震（Ｍ7.9）がある。最近では、平成

21年(2009年)８月に駿河湾を震源とするＭ6.5の地震が発

生し、市内各区において震度５強の揺れを観測、平成23

年(2011年)３月には東北地方太平洋沖地震(M9.0)や静岡

９ 地震、津波 

（略） 

駿河湾から遠州灘にかけての海域に海洋プレート（フ

ィリピン海プレート）と大陸プレート（ユーラシアプレ

ート）の境界を成す駿河トラフや南海トラフが存在し、

海溝型の巨大地震とそれに伴う津波が繰り返し発生して

きた。その発生の切迫性が指摘されている東海地震の震

源域では、100年から150年間隔で巨大地震が繰り返し発

生しているが、1854年の安政東海地震発生後、170年以上

の間大地震が発生しておらず、地震活動の空白域を構成

している。 

◇資料編８－４：過去に静岡県に被害を与えた大地震分布図 

◇資料編８－５：過去に静岡市に被害を与えた地震 

◇資料編８－６：安政東海地震の被害の概要 

 

（略） 

近年に大被害を発生させた地震としては、昭和19年

(1944年)の東南海地震（Ｍ7.9）がある。最近では、平成

21年(2009年)８月に駿河湾を震源とするＭ6.5の地震が発

生し、市内各区において震度５強の揺れを観測、平成23

年(2011年)３月には東北地方太平洋沖地震(Ｍ9.0)や静岡

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

県東部を震源とする地震(Ｍ6.4)が発生し市内各所におい

て震度４の揺れを観測した。東北地方太平洋沖地震で

は、市内沿岸部において大津波警報が発表され、清水港

において最大93cmの津波を観測した。幸い市内では大き

な被害はなかったが、東北地方沿岸部では、津波による

甚大な被害が発生した。市内でも、交通渋滞や日用品の

買い占めによる品物不足など市民生活に影響が出た。 

津波については、本市の駿河区石部から清水区蒲原ま

での海岸線で浸水被害が想定されている。静岡県では、

東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年６月に第４次地

震被害想定の第一次報告を発表した。この報告では、レ

ベル１の地震・津波（発生頻度が比較的高く、発生すれ

ば大きな被害をもたらす地震・津波）と、レベル２の地

震・津波（発生頻度は低いが、発生すれば甚大な被害を

もたらす、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地

震・津波）に分けて想定を行っている。レベル１の津波

では市内の最大波高は８m、レベル２の津波では市内の最

大波高は12mである。 

（略） 

詳細は地震対策編及び津波対策編に記載する。 

県東部を震源とする地震(Ｍ6.4)が発生し市内各所におい

て震度４の揺れを観測した。東北地方太平洋沖地震で

は、市内沿岸部において大津波警報が発表され、清水港

において最大93㎝の津波を観測した。幸い市内では大き

な被害はなかったが、東北地方沿岸部では、津波による

甚大な被害が発生した。市内でも、交通渋滞や日用品の

買い占めによる品物不足など市民生活に影響が出た。 

津波については、本市の駿河区石部から清水区蒲原ま

での海岸線で浸水被害が想定されている。静岡県では、

東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年６月に第４次地

震被害想定の第一次報告を発表した。この報告では、レ

ベル１の地震・津波（発生頻度が比較的高く、発生すれ

ば大きな被害をもたらす地震・津波）と、レベル２の地

震・津波（発生頻度は低いが、発生すれば甚大な被害を

もたらす、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地

震・津波）に分けて想定を行っている。レベル１の津波

では市内の最大波高は８ｍ、レベル２の津波では市内の

最大波高は12ｍである。 

（略） 

詳細は▼「地震対策編」及び「津波対策編」に記載す

る。 

一般 16 10 火山 

（略） 

そして、令和３年３月に富士山火山防災対策協議会が

公表した富士山ハザードマップ（改定版）により、溶岩

流等の噴火現象による影響想定範囲が見直され、本市の

10 火山 

（略） 

令和３年３月に富士山火山防災対策協議会が公表した

富士山ハザードマップ（改定版）により、溶岩流等の噴

火現象による影響想定範囲が見直され、本市の一部地域
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

一部地域が火山災害警戒区域（第６次避難対象エリア）

に加わった。 

なお、本市では富士山の噴火による溶岩流、融雪型火

山泥流、降灰による被害が想定されており、噴火活動に

起因する現象（危険性等は資料編８－２）と到達時間は

以下のとおりである。 

が火山災害警戒地域（第６次避難対象エリア）に加わっ

た。 

なお、本市では富士山の噴火による溶岩流、融雪型火

山泥流、降灰による被害が想定されており、噴火活動に

起因する現象（危険性等は◇資料編８－２）と到達時間

は以下のとおりである。 

一般 16 表１－２ 溶岩流等の影響想定範囲と避難対象エリア 

避難対象 説明 

影響想定範囲 
火口形成、火砕流、大きな噴石、溶岩流

（資料編８－２を参照） 

 

第１次避難対

象エリア 
想定火口範囲 

第２次避難対

象エリア 

火砕流、大きな噴石、溶岩流（１時間以

内）到達範囲及び溶岩流の流下により孤

立する可能性のある範囲 

第３次避難対

象エリア 
溶岩流（１時間－３時間以内）到達範囲 

第４次避難対

象エリア 
溶岩流（３時間－24時間）到達範囲 

第５次避難対

象エリア 
溶岩流（24 時間－７日間）到達範囲 

第６次避難対

象エリア 
溶岩流（７日間－約 57日間）到達範囲 

 

表 １－２ 溶岩流等の影響想定範囲と避難対象エリア 

避難対象 説明 

影響想定範囲 
火口形成、火砕流、大きな噴石、溶岩流

（◇資料編８－２） 

 

第１次避難対

象エリア 
想定火口範囲 

第２次避難対

象エリア 

火砕流、大きな噴石、溶岩流（１時間以

内）到達範囲及び溶岩流の流下により孤

立する可能性のある範囲 

第３次避難対

象エリア 
溶岩流（１時間－３時間以内）到達範囲 

第４次避難対

象エリア 
溶岩流（３時間－24時間）到達範囲 

第５次避難対

象エリア 
溶岩流（24時間－７日間）到達範囲 

第６次避難対

象エリア 
溶岩流（７日間－約 57日間）到達範囲 

◇資料編８－２：噴火警報・噴火予報（噴火警戒レベル） 
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一般 17 表１－３ 静岡市の噴火活動に起因する現象 

現象 第６次避難対象エリア 

溶岩流 

＜到達範囲＞清水区蒲原地区の一部 

＜到達時間＞溶岩流（７日間－約57日間） 

なお、本市における溶岩流最短到達時間は、19

日と10時間（富士山ハザードマップ（改定版）

検討委員会報告書資料による。） 

融雪型火

山泥流 

＜到達範囲＞富士川内（市街には到達しない） 

＜到達時間＞融雪型火山泥流（３～６時間以

内） 

降灰 
＜到達範囲＞清水区の一部 

＜堆積深＞降灰（２～１０ｃｍ） 
 

表 １-３ 静岡市の噴火活動に起因する現象 

現象 第６次避難対象エリア 

溶岩流 

＜到達範囲＞清水区蒲原地区の一部 

＜到達時間＞溶岩流（７日間－約57日間） 

なお、本市における溶岩流最短到達時間は、19

日と10時間（富士山ハザードマップ（改定版）

検討委員会報告書資料による。） 

融雪型火

山泥流 

＜到達範囲＞富士川内（市街には到達しない） 

＜到達時間＞融雪型火山泥流（３～６時間以

内） 

降灰 
＜到達範囲＞清水区の一部 

＜堆積深＞降灰（２～１０㎝） 
 

 

一般 17 11 原子力災害 

静岡県内に中部電力浜岡原子力発電所がある。本市に

おいてはこの発電所から概ね北東から北北東方向に位置

しており、距離は駿河区西部の長田地区で40㎞程度、清

水区東部の蒲原地区で70㎞程度である。 

（略） 

11 原子力災害 

静岡県内に中部電力浜岡原子力発電所がある。本市は

この発電所からおおむね北東から北北東方向に位置して

おり、発電所からの距離は駿河区西部の長田地区で40㎞

程度、清水区東部の蒲原地区で70㎞程度である。 

（略） 

 

一般 17 12 複合災害・連続災害 

（略） 

また、過去には、宝永４年（1707年）10月28日に宝永

地震(M8.6)が発生し、49日後に富士山の宝永噴火が始ま

った例もあり、海溝型巨大地震の前後に連続して富士山

が噴火する場合も想定しておく必要がある。 

12 複合災害・連続災害 

（略） 

また、過去には、宝永４年（1707年）10月28日に宝永

地震（Ｍ8.6）が発生し、49日後に富士山の宝永噴火が始

まった例もあり、海溝型巨大地震の前後に連続して富士

山が噴火する場合も想定しておく必要がある。 
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 13、14 （略） 13、14 （略）  

一般 18 15 沿岸排出油事故 

清水港沿岸部には石油コンビナートがあり、コンビナ

ートからの流出の他、これに出入りする船舶による火

災、油流出の災害が予想される。 

15 沿岸排出油事故 

清水港沿岸部には石油コンビナートがあり、コンビナ

ートからの流出のほか、これに出入りする船舶による火

災、油流出の災害が予想される。 

 

 16、17 （略） 16、17 （略）  

一般 18 18 大規模火災 

本市の市街地には、木造家屋が密集しており、火災が

発生すると短期間に広い範囲へ延焼する恐れがある。特

に冬季は季節風による乾燥した西風が卓越するため、こ

の時期の火災は注意が必要である。 

18 大規模火災 

本市の市街地には、木造家屋が密集しており、火災が

発生すると短期間に広い範囲へ延焼するおそれがある。

特に冬季は季節風による乾燥した西風が卓越するため、

この時期の火災は注意が必要である。 

 

 19 （略） 19 （略）  

一般 19 第２章 災害予防計画 

 

（略） 

これらの考えを踏まえ、以下の対策を推進するものとす

る。 

・市は、治水、防災、まちづくり、建築を担当する各部局

の連携の下、洪水、高潮、土砂災害等に対するリスクの

評価について検討するとともに、前述の評価を踏まえ、

防災・減災目標を設定するよう努めるものとする。 

・市は、洪水、高潮、土砂災害等による危険の著しい区域

については、災害を未然に防止するため、災害危険区域

の指定について検討を行い、必要な措置を講ずるものと

第２章 災害予防計画 

 

（略） 

これらの考えを踏まえ、以下の対策を推進する。 

 

・市は、治水、防災、まちづくり、建築を担当する各部局

の連携の下、洪水、高潮、土砂災害等に対するリスクの

評価について検討するとともに、前述の評価を踏まえ、

防災・減災目標を設定するよう努める。 

・市は、洪水、高潮、土砂災害等による危険の著しい区域

については、災害を未然に防止するため、災害危険区域

の指定について検討を行い、必要な措置を講ずる。な
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

する。なお、災害危険区域の指定を行う場合は、既成市

街地の形成状況や洪水浸水想定区域等の状況を踏まえ、

移転の促進や住宅の建築禁止のみならず、市または県が

定める水位より高い地盤面や居室の床面の高さ、避難上

有効な高さを有する屋上の設置など、様々な建築の制限

を幅広く検討するものとする。 

（略） 

・市は、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土

地の区域について、必要に応じて、洪水、高潮、土砂災

害等に対するリスクの評価を踏まえ、移転等も促進する

など、風水害に強い土地利用の推進に努めるものとす

る。 

・市は、土砂災害による道路の途絶などにより、孤立集落

が発生した場合において、救命救助、安否確認、電気・

通信等のインフラ確保、支援物資等の供給などを迅速に

実施するため、災害対策本部に位置付ける所掌事務に基

づき、各部において連携・協力体制を構築するものとす

る。 

（略） 

・市は、国や県等と連携し、災害対応業務のデジタル化を

促進するとともに、災害対応に必要な情報項目等の標準

化や、システムを活用したデータ収集・分析・加工・共

有の体制整備、津波を含むあらゆる災害に関する防災教

育、訓練、避難の確保等におけるデジタル技術の活用な

ど、効果的・効率的な防災対策に努めるものとする。 

お、災害危険区域の指定を行う場合は、既成市街地の形

成状況や洪水浸水想定区域等の状況を踏まえ、移転の促

進や住宅の建築禁止のみならず、市又は県が定める水位

より高い地盤面や居室の床面の高さ、避難上有効な高さ

を有する屋上の設置など、様々な建築の制限を幅広く検

討する。 

（略） 

・市は、溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土

地の区域について、必要に応じて、洪水、高潮、土砂災

害等に対するリスクの評価を踏まえ、移転等も促進する

など、風水害に強い土地利用の推進に努める。 

 

・市は、土砂災害による道路の途絶などにより、孤立集落

が発生した場合において、救命救助、安否確認、電気・

通信等のインフラ確保、支援物資等の供給などを迅速に

実施するため、災害対策本部に位置付ける所掌事務に基

づき、各部において連携・協力体制を構築する。 

 

（略） 

・市は、国や県等と連携し、災害対応業務のデジタル化を

促進するとともに、災害対応に必要な情報項目等の標準

化や、システムを活用したデータ収集・分析・加工・共

有の体制整備、津波を含むあらゆる災害に関する防災教

育、訓練、避難の確保等におけるデジタル技術の活用な

ど、効果的・効率的な防災対策に努める。 
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一般 23 第１節 海岸・港湾・漁港等災害予防計画 

[危機、商工、農水、建設、区、消防、下水] 

 

（略） 

第１節 海岸・港湾・漁港等災害予防計画 

[危機、福祉、衛生、子ども、商工、農水、建築、建設、区、

消防、下水、教育] 

（略） 

 

担当部局の修正 

 １ （略） １ （略）  

一般 23 ２ 港湾･漁港保全 

港湾管理者は、港湾における高潮・高波・暴風リスク

を低減するため、タイムラインの考え方を取り入れた防

災・減災対策を推進するものとする。 

港湾･漁港管理者は、波除堤、係留杭等の施設を点検

し、必要な整備を行うとともに、水路の確保、係留の安

全性等を随時点検し、利用に対し必要な指示又は指導を

行い、発災後の港湾･漁港の障害物除去、応急復旧等に必

要な人員、資機材等の確保について、建設業者等との協

定の締結に努めるとともに、過去に被災した箇所など港

湾内の脆弱箇所を把握し、関係事業者に情報共有するこ

とにより連携を強化するものとする。 

併せて、港湾管理者は、近年の高波災害を踏まえ、耐

波性能の照査や既存施設の補強を推進するとともに、走

錨等に起因する事故の可能性のある海上施設周辺海域に

おいて、船舶の避難水域を確保するため、必要に応じ

て、防波堤の整備を行うものとする。 

 

 

さらに、走錨等に起因する事故の可能性がある海上施

設周辺海域に面する臨港道路において、船舶の走錨等に

２ 港湾･漁港保全 

・港湾管理者は、港湾における高潮・高波・暴風リスク

を低減するため、タイムラインの考え方を取り入れた

防災・減災対策を推進するものとする。 

・港湾･漁港管理者は、波除堤、係留杭等の施設を点検

し、必要な整備を行うとともに、水路の確保、係留の

安全性等を随時点検し、利用に対し必要な指示又は指

導を行い、発災後の港湾･漁港の障害物除去、応急復旧

等に必要な人員、資機材等の確保について、建設業者

等との協定の締結に努めるとともに、過去に被災した

箇所など港湾内の脆弱箇所を把握し、関係事業者に情

報共有することにより連携を強化するものとする。 

・港湾管理者は、近年の高波災害や気候変動を踏まえ、

耐波性能の照査や既存施設の補強を推進するととも

に、走錨等に起因する事故の可能性のある海上施設周

辺海域において、船舶の避難水域を確保するため、必

要に応じて、防波堤の整備を行うものとする。また、

関係者で協働した気候変動適応策の計画的な実施を推

進する。 

・港湾管理者は、走錨等に起因する事故の可能性がある

海上施設周辺海域に面する臨港道路において、船舶の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

よる臨港道路の損壊を未然に防止するため、必要に応じ

て、防衛工を設置するものとする。 

また、港湾、漁港及び河川等に係留する船舶・漁船の

所有者及び管理者は、津波・高潮による船舶の流出防止

に努める。 

走錨等による臨港道路の損壊を未然に防止するため、

必要に応じて、防衛工を設置するものとする。 

・港湾、漁港及び河川等に係留する船舶・漁船の所有者

及び管理者は、津波・高潮による船舶の流出防止に努

める。 

 ３、４ （略） ３、４ （略）  

一般 24 ６ 市民等への周知・啓発 

市は、津波被害から市民の安全な避難行動を確保する

ため、津波に関する情報収集や、避難行動の方法、津波

の到達範囲や到達時間、基準水位（津波浸水想定に定め

る水深に係る水位に建築物等への衝突による津波の水位

の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水

位）、避難施設などを示した津波ハザードマップを作成す

る。また、津波ハザードマップの使い方などの理解を深

めるため、地域住民への配布、市ホームページでの公

開、公共施設での配架、住民説明会の開催などの周知・

啓発活動を行う。 

６ 市民等への周知・啓発 

・市は、津波被害から市民の安全な避難行動を確保する

ため、津波に関する情報収集や、避難行動の方法、津

波の到達範囲や到達時間、基準水位（津波浸水想定に

定める水深に係る水位に建築物等への衝突による津波

の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて

定める水位）、避難施設などを示した津波ハザードマッ

プを作成する。 

・市は、津波ハザードマップの使い方などの理解を深め

るため、地域住民への配布、市ホームページでの公

開、公共施設での配架、住民説明会の開催などの周

知・啓発活動を行う。 

 

一般 25 ７ 津波避難施設等の整備 

（略） 

◇津波避難ビル一覧表（資料編４－４） 

◇津波避難ビル標識等標識一覧（資料編４－40） 

７ 津波避難施設等の整備 

（略） 

◇資料編４－４：津波避難ビル一覧表 

◇資料編４－40：津波避難ビル標識等標識一覧 

 

 ８ （略） ８ （略）  
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一般 25 第２節 道路・橋りょう・鉄道災害予防計画 

[建設] 

第２節 道路・橋りょう・鉄道災害予防計画 

[建設] 

 

一般 25 １ 道路・橋りょう 

交通危険箇所の解消を図るため防災点検要対策事業を

実施するとともに、日常的に道路パトロールを強化し、

事前通行規制の実施など災害の未然防止を図る。なお、

災害が発生した場合は、早急に交通路確保のため応急措

置を実施する。 

また、緊急輸送路及び緊急輸送避難路（緊急輸送路が

災害時に通行できない場合代替となりえる緊急輸送路を

補完し、避難路としても有効な道路として本市が定めた

道路）、孤立予想集落に繋がる道路ネットワークは、災害

時避難路として重要な機能を果たすため、拡幅・無電柱

化等整備を促進し、さらに都市計画区域内においては都

市の防災構造化計画による整備を実施する。 

 

なお、道路管理者は、発災後の応急復旧に必要な資材

の備蓄に努めるとともに、道路の障害物除去、応急復旧

等に必要な人員、資機材等の確保について建設業協会等

との協定の締結に努めるものとする。 

１ 道路・橋りょう 

・道路管理者は、交通危険箇所の解消を図るため防災点

検要対策事業を実施するとともに、日常的に道路パト

ロールを強化し、事前通行規制の実施など災害の未然

防止を図る。なお、災害が発生した場合は、早急に交

通路確保のため応急措置を実施する。 

・道路管理者は、緊急輸送路、優先確保ルート（緊急輸

送路が災害時に通行できない場合代替となりえる緊急

輸送路を補完し、避難路としても有効な道路として本

市が定めた道路）及び孤立予想集落に繋がる道路ネッ

トワークは、災害時避難路として重要な機能を果たす

ため、拡幅等整備を促進し、さらに都市計画区域内に

おいては都市の防災構造化計画による整備を実施す

る。 

・道路管理者は、発災後の応急復旧に必要な資材の備蓄

に努めるとともに、道路の障害物除去、応急復旧等に

必要な人員、資機材等の確保について建設業協会等と

の協定の締結に努めるものとする。 

・県及び市は、アンダーパス部等の道路の冠水を防止す

るため、排水施設及び排水設備の補修等を推進する。

また、渡河部の道路橋や河川に隣接する道路の流失に

より、道路の途絶による被災地の孤立が長期化しない

よう、洗掘防止や橋りょうの架け替え等の対策を推進

する。 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土強靭化計画 

水害対策の強化を踏

まえた修正 
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 ２ （略） ２ （略）  

一般 25 第３節 砂防・地すべり・がけ崩れ予防計画 

[危機、観光、環境、福祉、子ども、農水、建設、教育] 

 

本市の地勢、地質、地盤、市街地の実態等を十分調査し、

がけ崩れ等の危険が予想される箇所を把握するとともに、市

民に公表し、避難体制づくり、土地所有者等に対する保安措

置の指導、危険地域に存する家屋の移転奨励、崩壊防止工事

の実施等、防災関係機関と緊密な連絡を保ち、適切な予防措

置に努めるものとする。 

第３節 砂防・地すべり・がけ崩れ予防計画 

[危機、観光、環境、福祉、子ども、農水、建築、建設、教

育] 

本市の地勢、地質、地盤、市街地の実態等を十分調査し、

がけ崩れ等の危険が予想される箇所を把握するとともに、市

民に公表し、避難体制づくり、土地所有者等に対する保安措

置の指導、危険地域に存する家屋の移転奨励、崩壊防止工事

の実施等、防災関係機関と緊密な連絡を保ち、適切な予防措

置に努める。 

 

担当部局の修正 

 １、２ （略） １、２ （略）  

一般 26 ３ 土砂災害のソフト対策 

(１) 土砂災害の警戒に関する情報等の伝達 

ア～イ （略） 

ウ 市は、住民により適切な避難行動を促すため、

住民にわかりやすい地域名として学区・地区を避

難情報の発表単位とし、それらに含まれる土砂災

害警戒区域等の世帯･人口を事前に整理するととも

に、土砂災害警戒情報及び土砂災害警戒情報を補

足する情報「土砂キキクル（大雨警報（土砂災

害）の危険度分布）」等を用い、危険度の高まって

いる学区･地区を絞り込んで避難情報を発表する。 

エ～オ （略） 

(２) （略） 

(３) 市は、土砂災害警戒区域において、次に掲げる事

３ 土砂災害のソフト対策 

(１) 土砂災害の警戒に関する情報等の伝達 

ア～イ （略） 

ウ 市は、住民により適切な避難行動を促すため、

住民に分かりやすい地域名として学区・地区を避

難情報の発表単位とし、それらに含まれる土砂災

害警戒区域等の世帯･人口を事前に整理するととも

に、土砂災害警戒情報及び土砂災害警戒情報を補

足する情報「土砂キキクル（大雨警報（土砂災

害）の危険度分布）」等を用い、危険度の高まって

いる学区･地区を絞り込んで避難情報を発表する。 

エ～オ （略） 

(２) （略） 

(３) 土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備等 
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項について定めるものとする。 

 

 

ア～ウ （略） 

エ （略） 

なお、上記に掲げる事項を定めるときは、要配

慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な

避難を確保するため、土砂災害に関する情報、予

報及び警報の伝達に関する事項を定めるものとす

る。 

オ、カ （略） 

(４) 要配慮者利用施設の所有者等に対する指示等 

ア 地域防災計画にその名称及び所在地を定められ

た要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、急傾

斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合におけ

る当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑

かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練そ

の他の措置に関する計画を作成するとともに、遅

滞なく、市長に報告しなければならない。計画を

変更したときも同様とする。 

 

 

また、市長は、要配慮者利用施設の所有者又は

管理者が上記計画を作成していない場合におい

て、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場

合における当該要配慮者利用施設を利用している

市は、土砂災害警戒区域において、次に掲げる事

項について定める。 

ア～ウ （略） 

エ （略） 

なお、上記に掲げる事項を定めるときは、要配

慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な

避難を確保するため、土砂災害に関する情報、予

報及び警報の伝達に関する事項を定める。 

 

オ、カ （略） 

(４) 要配慮者利用施設の所有者等に対する指示等 

ア 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成 

地域防災計画にその名称及び所在地を定められ

た要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、急傾

斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合におけ

る当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑

かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練そ

の他の措置に関する計画を作成するとともに、遅

滞なく、市長に報告しなければならない。計画を

変更したときも同様とする。 

イ 市長の指示権限と公表措置 

市長は、要配慮者利用施設の所有者又は管理者

が上記計画を作成していない場合において、急傾

斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合におけ

る当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑

かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認
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者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要が

あると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所

有者又は管理者に対し、必要な指示をすることが

できる。 

（略） 

イ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、計画

で定めるところにより、円滑かつ迅速な避難の確

保のための訓練を行うとともに、その結果を市長

に報告しなければならない。 

 

ウ 市長は、要配慮者利用施設の所有者又は管理者

から避難確保計画又は避難訓練の報告を受けたと

きは、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある

場合における当該要配慮者利用施設を利用してい

る者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必

要な助言又は勧告をすることができる。 

 

(５) 住民への周知 

市長は、地域防災計画に基づき、土砂災害に関す

る情報の伝達方法、土砂災害（土石流・地すべり・

がけ崩れ）が発生するおそれがある場合における避

難施設その他の避難場所等に関する事項その他警戒

区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な

事項を住民等に周知させるため、これらの事項を記

載した印刷物（ハザードマップ）の配布、ウェブサ

イトによる土砂災害警戒区域マップ等の公開、その

めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は

管理者に対し、必要な指示をすることができる。 

 

（略） 

ウ 避難訓練の実施と報告 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、計画

で定めるところにより、円滑かつ迅速な避難の確

保のための訓練を行うとともに、その結果を市長

に報告しなければならない。 

エ 市長による助言又は勧告 

市長は、要配慮者利用施設の所有者又は管理者

から避難確保計画又は避難訓練の報告を受けたと

きは、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある

場合における当該要配慮者利用施設を利用してい

る者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必

要な助言又は勧告をすることができる。 

(５) 住民への周知 

市長は、地域防災計画に基づき、土砂災害に関す

る情報の伝達方法、土砂災害（土石流・地すべり・

がけ崩れ）が発生するおそれがある場合における避

難施設その他の避難場所等に関する事項その他警戒

区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な

事項を住民等に周知させるため、これらの事項を記

載した印刷物（ハザードマップ）の配布、ウェブサ

イトによる土砂災害警戒区域マップ等の公開、その

他の必要な措置を講ずる。 
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他の必要な措置を講ずるものとする。 

(６) （略） 

(７) 避難情報の発表及び解除 

市長は、避難情報の発表及び解除しようとする場

合において、必要があると認められるときは、国又

は県に対して、当該発表及び解除に関する事項につ

いて助言を求める。 

(８) （略） 

 

(６) （略） 

(７) 避難情報の発表及び解除 

市長は、避難情報の発表及び解除をしようとする

場合において、必要があると認められるときは、国

又は県に対して、当該発表及び解除に関する事項に

ついて助言を求める。 

 

(８) （略） 

一般 28 ４ 予防措置の指導 

危険が予想される区域内の土地所有者、管理者又は占

有者に対し維持管理の徹底と危険を及ぼすような施設の

管理者に対し保安措置を講ずるよう行政指導を行うもの

とする。 

４ 予防措置の指導 

危険が予想される区域内の土地所有者、管理者又は占

有者に対し維持管理の徹底と危険を及ぼすような施設の

管理者に対し保安措置を講ずるよう行政指導を行う。 

 

一般 28 ５ 崩壊防止工事の実施 

急傾斜地の崩壊から生命や財産を守ることは基本的に

個人によるものであるが、対策にあたっては非常に困難

を極めるところもあるため、市民の生命を守ることを目

的とし、整備規程を設け県または市が事業を実施する。 

５ 崩壊防止工事の実施 

急傾斜地の崩壊から生命や財産を守ることは基本的に

個人によるものであるが、対策にあたっては非常に困難

を極めるところもあるため、市民の生命を守ることを目

的とし、整備規程を設け県又は市が事業を実施する。 

 

 ６ （略） ６ （略）  

一般 28 第４節 断水対策 

[区、衛生、水道] 

大規模災害時に伴う断水に備え、市民の飲料水や生活用水

を確保するため、必要な事前の対策を定めるものとする。 

第４節 断水対策 

[区、衛生、水道] 

 

 

 

表現の適正化 
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一般 29 １ 水道施設の整備 

水道施設の被害を予防するため、施設の設置位置や管

路の埋設ルートについて、安全な位置を選定するととも

に、施設の分散配置や相互連絡、水源の複数化、災害拠

点病院への新たな水道管の整備によってバックアップ機

能を強化するなど、計画段階から配慮する。 

 

また、被害の発生を抑制するため、浄水場など基幹施

設への浸水防止対策や土砂災害対策のほか、地盤変状等

の被害を受けやすいルートに埋設された基幹管路の移設

や耐震化等を行うとともに、施設の運転状況の把握や設

備の操作ができるよう電動化・遠隔操作化を実施する。 

（移動） 

 

１ 飲料水および生活用水の確保 

（１）水道施設の整備 

・市は、大規模災害時に備え、取水施設から病院、公共

施設、避難所等の重要施設までの線的耐震化を段階的

に進めることで、災害時であっても安定して水を供給

できる体制の確保に努める。 

・市は、これまで整備してきた耐震性貯水槽や給水栓付

き受水槽、給水車を用い、市民への応急給水を行う。

また、発生した災害の規模により関係機関からの応援

が遅れることも想定し、大容量の水を貯留している配

水池に給水栓を新たに整備する等、応急給水活動にお

ける代替性・多重性の確保に努める。 

（２）井戸等の活用 

大規模災害時の断水に伴い、不足するトイレや風呂等に

使用する生活用水を確保するため、市や市民等が所有

する井戸水を地域住民に無償提供する災害時公共井戸

や災害時協力井戸や雨水を一時的にためておく雨水貯

留タンクの制度普及に努める。 

表現の適正化 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

市独自の取組の追加 

 

 

 

 

 

「４ 生活用水の確

保」から移動 

 

 

表現の適正化 

 ２ 関係機関との連携体制の構築 

(１) （略） 

(２) 自主防災組織との連携 

給水拠点において円滑な応急給水を実施するた

め、平時から自主防災組織と耐震性貯水槽や給水栓

付き受水槽、給水タンクなどの給水手段や使用方法

を確認しておくなど、連携体制を構築する。 

（略） 

２ 関係機関との連携体制の構築 

(１) （略） 

(２) 自主防災組織との連携 

給水拠点において円滑な応急給水を実施するた

め、平時から自主防災組織と耐震性貯水槽や給水栓

付き受水槽、給水タンク、配水池に整備した給水栓

などの給水手段や使用方法を確認しておくなど、連

携体制を構築する。 

 

 

 

 

 

市独自の取組の追加 
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(３) （略） 

一般 29 ３ 応急給水等に伴うマニュアル整備・訓練 

(１) （略） 

(２) 研修・訓練 

災害時に迅速かつ的確に応急給水や応急復旧活動

を行うため、平時からマニュアルに基づく職員の研

修や訓練を行うことで、職員の意識や知識、技術の

向上に努めるものとする。 

なお、訓練は、職員の参集･配備、水道給水対策本

部の設置･運営、被害状況の収集･伝達、水道施設の

点検・緊急措置、関係機関への応援要請などに取り

組むものとする。 

（略） 

３ 応急給水等に伴うマニュアル整備・訓練 

(１) （略） 

(２) 研修・訓練 

災害時に迅速かつ的確に応急給水や応急復旧活動

を行うため、平時からマニュアルに基づく職員の研

修や訓練を行うことで、職員の意識や知識、技術の

向上に努める。 

なお、訓練は、職員の参集･配備、水道給水対策本

部の設置･運営、被害状況の収集･伝達、水道施設の

点検・緊急措置、関係機関への応援要請などに取り

組む。 

（略） 

 

一般 30 ４ 生活用水の確保 

大規模災害時の断水に伴い、不足するトイレや風呂等

に使用する生活用水を確保するため、給水車による応急

給水、雨水を一時的にためておく雨水貯留タンク、市や

市民等が所有する井戸水を地域住民に無償提供する災害

時公共井戸や災害時協力井戸の制度普及に努めるものと

する。 

（移動） 

 

「１ 飲料水および

生活用水の確保」に

移動 

一般 30 第５節 農林水産災害予防計画 

[農水] 

第５節 農林水産災害予防計画 

[農水] 

 

 

一般 30 

（略） 

１ 農業対策 

(１) 農作物に対する措置 

（略） 

１ 農業対策 

(１) 農作物に対する措置 
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気象情報に留意して、農業協同組合等と協力し、

災害の防止措置並びに対策を指導するものとする。

特に、海岸部等においては、潮水害及び潮風害の防

止に留意しなければならない。 

(２)、(３) （略） 

気象情報に留意して、農業協同組合等と協力し、

災害の防止措置並びに対策を指導する。特に、海岸

部等においては、潮水害及び潮風害の防止に留意し

なければならない。 

(２)、(３) （略） 

 ２ （略） ２ （略）  

一般 30 ３ 林業対策 

(１)、(２) （略） 

(３) 総合的な山地災害対策 

県及び市は、山地災害危険地区等における治山施

設の整備等のハード対策と、山地災害危険地区に係

る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策の一体

的な実施、地域の避難体制との連携により、減災効

果の向上を図るとともに、森林の整備・保全の推進

により、山地災害の発生防止に努めるものとする。

特に、尾根部からの崩落等による土砂流出量の増

大、流木災害の激甚化、広域にわたる河川氾濫な

ど、災害の発生形態の変化等に対応するため、流域

治水の取組と連携しつつ、土砂流出の抑制、森林土

壌の保全強化、流木対策等を推進するものとする。 

３ 林業対策 

(１)、(２) （略） 

(３) 総合的な山地災害対策 

県及び市は、山地災害危険地区等における治山施

設の整備等のハード対策と、山地災害危険地区に係

る監視体制の強化、情報提供等のソフト対策の一体

的な実施、地域の避難体制との連携により、減災効

果の向上を図るとともに、森林の整備・保全の推進

により、山地災害の発生防止に努める。特に、尾根

部からの崩落等による土砂流出量の増大、流木災害

の激甚化、広域にわたる河川氾濫など、災害の発生

形態の変化等に対応するため、流域治水の取組と連

携しつつ、土砂流出の抑制、森林土壌の保全強化、

流木対策等を推進する。 

 

 ４ （略） ４ （略）  

一般 31 第６節 盛土災害防除計画 

[都市] 

県及び市は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏ま

え、人家・公共施設等に被害を及ぼすおそれのある盛土に対

第６節 盛土災害防除計画 

[都市] 

・県及び市は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく既存

盛土等に関する調査及び盛土による災害防止に向けた総点

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 
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する安全性把握のための詳細調査、崩落の危険が確認された

盛土に対する撤去、擁壁設置等の対策を国土交通省、環境省

（不法投棄された廃棄物が盛土に混入している場合に限

る。）、農林水産省及び林野庁の支援を得て行うものとする。 

 

 

県及び市は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏ま

え、危険が確認された盛土について、宅地造成及び特定盛土

等規制法などの各法令に基づき、速やかに是正のための行政

指導や行政処分を行うものとする。また、市は、当該盛土に

ついて、対策が完了するまでの間に、地域防災計画や避難情

報の発表基準等の見直しが必要になった場合には、県に適切

な助言や支援を求めるものとする。 

 

 

 

市は、不適正な盛土事案の課題解決を図るため、県が設置

する「静岡県盛土等対策会議」の下部組織である地域部会に

おいて、県等の関係機関と連携し、的確な対応につなげるべ

く初期段階から情報共有を行うものとする。 

検等を踏まえ、人家・公共施設等に被害を及ぼすおそれの

ある盛土に対する安全性把握のための詳細調査、崩落の危

険が確認された盛土に対する撤去、擁壁設置等の対策を国

土交通省、環境省（不法投棄された廃棄物が盛土に混入し

ている場合に限る。）、農林水産省及び林野庁の支援を得て

行う。 

・県及び市は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく管内

の既存盛土等に関する調査等を実施し、必要に応じ、把握

した盛土等について安全性把握のための詳細調査や経過観

察等を行う。また、これらを踏まえ、危険が確認された盛

土について、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令

に基づき、速やかに監督処分や撤去命令等の行政処分等の

盛土等に伴う災害を防止するために必要な措置を行う。 

・市は、当該盛土等について、対策が完了するまでの間に、

地域防災計画や避難情報の発表基準等の見直しが必要にな

った場合には、県に適切な助言や支援を求める。 

・市は、不適正な盛土事案の課題解決を図るため、県が設置

する「静岡県盛土等対策会議」の下部組織である地域部会

において、県等の関係機関と連携し、的確な対応につなげ

るべく初期段階から情報共有を行う。 

令和５年３月施行

「宅地造成等規制法

の一部を改正する法

律」 

 

 

 

一般 32 第７節 都市の防災構造化計画 

[都市、建築、建設、消防、下水、教育] 

（略） 

市は、それぞれのまちの災害特性に配慮した土地利用の誘

導、開発抑制、移転の促進や避難に必要な施設の整備に加

え、自然環境の機能を活用すること等により地域のレジリエ

第７節 都市の防災構造化計画 

[都市、建築、建設、消防、下水、教育] 

（略） 

・市は、それぞれのまちの災害特性に配慮した土地利用の誘

導、開発抑制、移転の促進や避難に必要な施設の整備に加

え、自然環境の機能を活用すること等により地域のレジリ
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ンスを高める「Eco-DRR（生態系を活用した防災・減災）」及

び「グリーンインフラ」の取組の推進など、総合的な防災・

減災対策を講じることにより、災害に強いまちの形成を図る

ものとする。 

市は、治水・防災・まちづくり・建築等を担当する各部局

の連携のもと、地域防災計画や立地適正化計画等を踏まえ、

優先度の高い避難行動要支援者から個別避難計画を作成する

とともに、住宅に関する補助や融資等における優遇措置等の

対象となる立地を限定し、住宅を安全な立地に誘導するな

ど、まちづくりにおける安全性の確保を促進するよう努める

ものとする。 

市は、平常時から、災害による被害が予測される空家等の

状況の確認に努めるものとする。 

県及び市は、緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るた

め、空港、港湾等の主要な拠点と高規格道路等のアクセス強

化、ネットワーク機能の向上、道路防災対策等を通じて、強

靭で信頼性の高い道路網の整備を図るものとする。また、避

難路、緊急輸送路等防災上重要な経路を構成する道路につい

て、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を

指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、国が促

進する一般送配電事業者、電気通信事業者における無電柱化

の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図るものとする。 

県は、水循環保全条例の規定に基づき指定した「水源保全

地域」内で土地取引や開発行為を行う際に事業者等から提出

される届出書の情報について、知事、副知事及び関係部局長

からなる「水循環保全本部」において定期的に共有し、事業

エンスを高める「Ｅｃｏ－ＤＲＲ（生態系を活用した防

災・減災）」及び「グリーンインフラ」の取組の推進など、

総合的な防災・減災対策を講じることにより、災害に強い

まちの形成を図る。 

・市は、治水・防災・まちづくり・建築等を担当する各部局

の連携のもと、地域防災計画や立地適正化計画等を踏ま

え、優先度の高い避難行動要支援者から個別避難計画を作

成するとともに、住宅に関する補助や融資等における優遇

措置等の対象となる立地を限定し、住宅を安全な立地に誘

導するなど、まちづくりにおける安全性の確保を促進する

よう努める。 

・市は、平常時から、災害による被害が予測される空家等の

状況の確認に努める。 

・県及び市は、緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るた

め、空港、港湾等の主要な拠点と高規格道路等のアクセス

強化、ネットワーク機能の向上、道路防災対策等を通じ

て、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図る。また、避難

路、緊急輸送路等防災上重要な経路を構成する道路につい

て、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域

を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、国

が促進する一般送配電事業者、電気通信事業者における無

電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図る。 

・県は、水循環保全条例の規定に基づき指定した「水源保全

地域」内で土地取引や開発行為を行う際に事業者等から提

出される届出書の情報について、知事、副知事及び関係部

局長からなる「水循環保全本部」において定期的に共有
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

者等への指導内容を判断するものとする。 

市及び県は、備蓄倉庫等の整備、災害発生のおそれのある

所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の

利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した

防災対策を推進するものとする。 

市は、発災後に迅速かつ円滑な復興まちづくりを進めるた

め、平時から復興の課題を想定し、住民合意のもと、発災後

のまちづくりの方向性や進め方を定めた「事前都市復興計

画」の策定に努めるものとする。 

し、事業者等への指導内容を判断するものとする。 

・市及び県は、備蓄倉庫等の整備、災害発生のおそれのある

所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地

の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用

した防災対策を推進する。 

・市は、発災後に迅速かつ円滑な復興まちづくりを進めるた

め、平時から復興の課題を想定し、住民合意のもと、発災

後のまちづくりの方向性や進め方を定めた「事前都市復興

計画」の策定に努める。 

 １ （略） １ （略）  

一般 32 ２ 耐震・耐火建築物の建築促進 

都市の耐震化及び不燃化を促進するため都市防災及び

土地の合理的利用に寄与する耐震・耐火建築を普及させ

るよう関係機関と連携するものとする。 

２ 耐震・耐火建築物の建築促進 

都市の耐震化及び不燃化を促進するため、都市防災及

び土地の合理的利用に寄与する耐震・耐火建築を普及さ

せるよう関係機関と連携する。 

 

一般 33 ３ 市街地の土地利用 

(１) （略） 

(２) 防火地域及び準防火地域 

市街地の安全性を高めるため、市民の協力を得て

防火・準防火地域の拡大に努めるものとする。 

３ 市街地の土地利用 

(１) （略） 

(２) 防火地域及び準防火地域 

市街地の安全性を高めるため、市民の協力を得て

防火・準防火地域の拡大に努める。 

 

 ４ （略） ４ （略）  

一般 33 ５ 都市計画道路の整備 

街路は災害時に緊急輸送路・避難路及び防火帯として

の役割を果たす等、災害予防上重要な施設である。街路

の被災により交通が途絶した場合には、救助活動、復旧

５ 都市計画道路の整備 

街路は災害時に緊急輸送路・避難路及び防火帯として

の役割を果たす等、災害予防上重要な施設である。街路

の被災により交通が途絶した場合には、救助活動、復旧
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

作業及び市民の経済活動に重大な影響を及ぼすことか

ら、この点に十分配慮して都市計画道路の整備を促進す

るものとする。 

作業及び市民の経済活動に重大な影響を及ぼすことか

ら、この点に十分配慮して都市計画道路の整備を促進す

る。 

一般 33 ６ 都市施設の整備 

学校、公園、緑地、広場等は街路とともに重要な防災

施設であり、災害時には避難場所あるいは火災発生時の

延焼・飛火を防ぐ防火帯となり、応急救助活動、物資集

積の基地又はヘリポートとして利用できるよう整備を促

進するものとする。 

(１) （略） 

(２) 公園・緑地 

防火拠点として重要な任務を担う公園緑地の整備

を促進する。なお、設置については、近隣に居住す

る者が、容易に利用することができるよう適地に設

置し、市民１人あたり 10m2 以上の面積の確保に努め

るものとする。 

６ 都市施設の整備 

学校、公園、緑地、広場等は街路とともに重要な防災

施設であり、災害時には避難場所あるいは火災発生時の

延焼・飛火を防ぐ防火帯となり、応急救助活動、物資集

積の基地又はヘリポートとして利用できるよう整備を促

進する。 

(１) （略） 

(２) 公園・緑地 

防火拠点として重要な任務を担う公園緑地の整備

を促進する。なお、設置については、近隣に居住す

る者が、容易に利用することができるよう適地に設

置し、市民１人あたり 10 ㎡以上の面積の確保に努め

る。 

 

一般 33 ７ 市街地の開発 

密集した既成市街地の狭あいな街路を広げ、公園を設

置し、併せて公共空間の確保と土地の合理的な高度利用

を進め、市街地の防災・防火に対処するものとする。 

７ 市街地の開発 

密集した既成市街地の狭あいな街路を広げ、公園を設

置し、併せて公共空間の確保と土地の合理的な高度利用

を進め、市街地の防災・防火に対処する。 

 

 ８～11 （略） ８～11 （略）  

一般 34 12 都市型水害 

都市部における集中豪雨等による災害は、広域的な市

街地の浸水、準地下街等の地下空間の浸水、停電や電話

の通信不調などのライフライン機能の低下、鉄道の不通

12 都市型水害 

都市部における集中豪雨等による災害は、広域的な市

街地の浸水、準地下街等の地下空間の浸水、停電や電話

の通信不調などのライフライン機能の低下、鉄道の不通
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や道路交通規制等による交通機能の混乱等、様々な分野

で広範な被害を発生させ、都市機能のまひ状態をもたら

す。このような事態に対処するため、「河川整備計画」や

「流域水害対策計画」等を推進する。 

や道路交通規制等による交通機能の混乱等、様々な分野

で広範な被害を発生させ、都市機能の麻ひ状態をもたら

す。このような事態に対処するため、「河川整備計画」や

「流域水害対策計画」等を推進する。 

 13 （略） 13 （略）  

一般 34 第８節 通信施設等整備計画 

[危機、財政] 

第８節 通信施設等整備計画 

[危機、財政] 

 

一般 35 １ 通信方法等 

（略） 

 

 

 

(１) 有線通信施設 

有線通信施設は、次に掲げる該当事項について、

必要な措置を講ずるものとする。 

ア 設置にあたっては、災害時にもっとも被害が少

ない取付位置を選定する。（ロッカー、書棚等から

適当な距離を保つ位置） 

イ、ウ （略） 

エ 不良箇所発見の場合は、ただちに修理を行い整

備する。 

オ （略） 

(２) （略） 

１ 通信方法等 

（略） 

市及び県は、通信が途絶している地域で、職員等が活

動する場合を想定し、衛星通信を活用したインターネッ

ト機器の整備、活用に努める。 

(１) 有線通信施設 

有線通信施設は、次に掲げる該当事項について、

必要な措置を講ずるものとする。 

ア 設置にあたっては、災害時に最も被害が少ない

取付位置を選定する。（ロッカー、書棚等から適当

な距離を保つ位置） 

イ、ウ （略） 

エ 不良箇所発見の場合は、直ちに修理を行い整備

する。 

オ （略） 

(２) （略） 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 

一般 35 ２ 通信系統 

災害の発生もしくは発生するおそれがある場合におけ

２ 通信系統 

災害の発生若しくは発生するおそれがある場合におけ
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る情報の収集又は伝達のための通信系統を明らかにして

おく。 

◇防災情報通信系統（資料編２－13） 

る情報の収集又は伝達のための通信系統を明らかにして

おく。 

◇資料編２－13：防災情報通信系統 

一般 35 ３ 通信手段 

(１) 防災行政無線 

◇同報無線（子局）設置場所一覧表（資料編３－１） 

◇地域防災無線局一覧表（資料編３－３） 

(２) 防災相互無線 

◇防災相互無線一覧表（資料編３－４） 

(３) 携帯電話 

◇携帯電話設置場所一覧表（資料編３－５） 

(４) 衛星携帯電話 

◇衛星携帯電話設置場所一覧表（資料編３－６） 

(５) （略） 

３ 通信手段 

(１) 防災行政無線 

◇資料編３－１：同報無線（子局）設置場所一覧表 

◇資料編３－３：地域防災無線局一覧表 

(２) 防災相互無線 

◇資料編３－４：防災相互無線一覧表 

(３) 携帯電話 

◇資料編３－５：携帯電話設置場所一覧表 

(４) 衛星携帯電話 

◇資料編３－６：衛星携帯電話設置場所一覧表 

(５) （略） 

 

一般 35 ４ 被災者等への情報伝達手段の整備 

市は、被災者等への情報伝達手段として、特に市防災

行政無線等の無線系（戸別受信機を含む。）の整備を図る

とともに、有線系も含め、要配慮者にも配慮した多様な

手段の整備に努めるものとする。 

また、災害時に孤立が予想される地域について、衛星

携帯電話などにより、確実に情報伝達できるよう必要な

体制の整備に努める。 

市、県、放送事業者等は、災害に関する情報及び被災

者に対する生活情報を大規模停電時も含め常に伝達でき

るよう、定期的な訓練等を通じて平常時から連携体制を

構築するなど、その体制及び施設・設備の整備を図るも

４ 被災者等への情報伝達手段の整備 

・市は、被災者等への情報伝達手段として、特に市防災

行政無線等の無線系（戸別受信機を含む。）の整備を図

るとともに、有線系も含め、要配慮者にも配慮した多

様な手段の整備に努める。 

・市は、災害時に孤立が予想される地域について、衛星

携帯電話などにより、確実に情報伝達できるよう必要

な体制の整備に努める。 

・市、県、放送事業者等は、災害に関する情報及び被災

者に対する生活情報を大規模停電時も含め常に伝達で

きるよう、定期的な訓練等を通じて平常時から連携体

制を構築するなど、その体制及び施設・設備の整備を
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のとする。 図るものとする。 

一般 36 ５ 障害のある方への情報伝達体制の整備 

市及び県は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防

災及び防犯に関する情報を迅速かつ確実に取得すること

ができるようにするため、体制の整備充実、設備又は機

器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

また、障害の種類及び程度に応じて障害者が緊急の通

報を円滑な意思疎通により迅速かつ確実に行うことがで

きるようにするため、多様な手段による緊急の通報の仕

組みの整備の推進その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

５ 障がいのある方への情報伝達体制の整備 

・市及び県は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者

が防災及び防犯に関する情報を迅速かつ確実に取得す

ることができるようにするため、体制の整備充実、設

備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ず

る。 

・市及び県は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者

が緊急の通報を円滑な意思疎通により迅速かつ確実に

行うことができるようにするため、多様な手段による

緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策

を講ずる。 

 

一般 36 第９節 火災予防計画 

[農水、消防] 

（略） 

第９節 火災予防計画 

[農水、消防] 

（略） 

 

一般 36 １ 消防体制の整備 

(１)～(３) （略） 

(４) 消防職員及び消防団員の教育 

市は、消防職員及び消防団員に高度な知識及び技

術を習得させるため、消防学校及び消防大学校に派

遣するほか、一般教育訓練を実施するものとする。 

(５) 消防団の活性化 

災害の複雑多様化・大規模化に適切に対処するた

め、消防団の活性化を一層推進する必要がある。市

は、消防団の施設・装備の整備、青年層・女性層の

１ 消防体制の整備 

(１)～(３) （略） 

(４) 消防職員及び消防団員の教育 

市は、消防職員及び消防団員に高度な知識及び技

術を習得させるため、消防学校及び消防大学校に派

遣するほか、一般教育訓練を実施する。 

(５) 消防団の活性化 

災害の複雑多様化・大規模化に適切に対処するた

め、消防団の活性化を一層推進する必要がある。市

は、消防団の充実強化に向けて、大規模災害等に備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

消防団への加入促進、住民や事業所の理解と協力を

得るための事業を積極的に推進するものとする。 

 

 

 

(６) 緊急消防援助隊の受援体制 

市は、消防組織の確立、消防施設の強化拡充及び

消防相互応援体制の整備に努めるとともに、実践的

な訓練等を通じて、緊急消防援助隊の受援体制の確

立に努めるものとする。 

えた消防団の車両・資機材・拠点施設の充実、青年

層・女性層の消防団への加入促進、住民や事業所の

理解と協力を得るための事業を積極的に推進し、消

防団員がやりがいを持って活動できる環境づくりを

進めるよう努める。 

(６) 緊急消防援助隊の受援体制 

市は、消防組織の確立、消防施設の強化拡充及び

消防相互応援体制の整備に努めるとともに、実践的

な訓練等を通じて、緊急消防援助隊の受援体制の確

立に努める。 

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 

一般 37 ２ 火災の予防対策 

(１) 建物の不燃化等の指導 

市は、燃えない街づくりを目標に、あらゆる機会

をとらえて建物の不燃化・難燃化を指導する。 

(２)～(４) （略） 

２ 火災の予防対策 

(１) 建物の不燃化等の指導 

市は、燃えない街づくりを目標に、あらゆる機会

を捉えて建物の不燃化・難燃化を指導する。 

(２)～(４) （略） 

 

 ３ （略） ３ （略）  

一般 38 第 10節 防災関係施設及び設備の整備計画 

[危機、福祉、農水、消防、水道、下水] 

災害時において重要な役割を担う、庁舎、学校、生涯学習

施設等の防災拠点施設は、地震、津波、風水害等に対し、業

務継続の観点から、地域の実情に応じて必要な対策（耐震性

の確保、津波浸水想定区域内からの移転等）を講じるものと

する。 

第 10節 防災関係施設及び設備の整備計画 

[危機、福祉、農水、消防、水道、下水] 

災害時において重要な役割を担う、庁舎、学校、生涯学習

施設等の防災拠点施設は、地震、津波、風水害等に対し、業

務継続の観点から、地域の実情に応じて必要な対策（耐震性

の確保、津波浸水想定区域内からの移転等）を講じる。 

 

一般 38 １ 水防関係 

（略） 

１ 水防関係 

（略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(１) （略） 

(２) 水防拠点施設 

主要河川に配備された水防団９こ分団（安倍川第

１～第５分団、長尾川分団、足久保川分団、丸子川

分団、藁科川分団）の拠点活動施設を設置し、水防

活動を円滑に行えるよう備える。 

(３) （略） 

(１) （略） 

(２) 水防拠点施設 

主要河川に配備された水防団の各分団（安倍川第

１～第５分団、長尾川分団、足久保川分団、丸子川

分団、藁科川分団）の拠点活動施設を設置し、水防

活動を円滑に行えるよう備える。 

(３) （略） 

 

 

表現の適正化 

一般 38 ２ 消防関係 

（略） 

(１)、(２) （略） 

(３) 消防水利の整備 

消防水利の基準（昭和 39 年消防庁告示第 7 号）に

基づき整備する消防水利のうち、防火水槽及び防火

井戸は耐震構造とし、計画的に整備を進めるものと

する。 

(４)、(５)（略） 

２ 消防関係 

（略） 

(１)、(２) （略） 

(３) 消防水利の整備 

消防水利の基準（昭和 39 年消防庁告示第 7 号）に

基づき整備する消防水利のうち、防火水槽及び防火

井戸は耐震構造とし、計画的に整備を進める。 

 

(４)、(５)（略） 

 

一般 39 ３ 避難関係 

市は、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確

保されるまで一時的に避難する指定緊急避難場所（以下

「避難場所」という。）及び避難者が一定期間避難生活を

送るための指定避難所（以下「避難所」という。）をあら

かじめ指定し、日頃から住民に周知しておくものとす

る。 

(１) 避難場所 

「地震」「津波」「風水害」「大規模な火事」ごとに

当該災害の危険から逃れるための場所を選定する。 

３ 避難関係 

市は、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確

保されるまで一時的に避難する指定緊急避難場所（以下

「避難場所」という。）及び避難者が一定期間避難生活を

送るための指定避難所（以下「避難所」という。）をあら

かじめ指定し、日頃から住民に周知する。 

 

(１) 避難場所 

「地震」「津波」「風水害」「大規模な火事」ごとに

当該災害の危険から逃れるための場所を選定する。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ア 広域避難地（地震・大規模火災等緊急避難場

所） 

（略） 

◇地震・大規模火災等緊急避難場所（広域避難地）一覧表

（資料編４－１） 

イ 一次避難地（地震緊急避難場所） 

地震に対し、安全な公園、広場等を対象とし、

おおむね２m2 あたり１名とし、50 名以上受入可能

な場所を選定する（広域避難地を兼ねている場合

がある）。 

◇地震緊急避難場所（一次避難地）一覧表（資料編４－２） 

ウ 津波避難場所（津波緊急避難場所） 

津波から一時的に避難することができる場所で

あり、津波の危険がなくなった場合には一時避難

地等に移動する。①津波から安全な区域内にある

場所（高台など）、②浸水区域内にある安全な施

設・場所（津波避難ビルなど）を指定する。 

特に津波避難ビル･津波避難タワーについては、

次の(ア)～(エ)の全てを満たす施設とする。 

(ア)～(ウ) (略) 

(エ) 想定される津波の水位以上の高さに避難

スペースが配置され、そこまでの避難上有

効な階段等がある。 

◇津波緊急避難場所一覧表（資料編４－３） 

◇津波避難ビル一覧表（資料編４－４） 

エ 風水害緊急避難場所 

ア 広域避難地（地震・大規模火災等緊急避難場

所） 

（略） 

◇資料編４－１：地震・大規模火災等緊急避難場所（広域避

難地）一覧表 

イ 一次避難地（地震緊急避難場所） 

地震に対し、安全な公園、広場等を対象とし、

おおむね２㎡あたり１名とし、50 名以上受入可能

な場所を選定する（広域避難地を兼ねる場合があ

る）。 

◇資料編４－２：地震緊急避難場所（一次避難地）一覧表 

ウ 津波避難場所（津波緊急避難場所） 

津波から一時的に避難することができる場所で

ある。①津波から安全な区域内にある場所（高台

など）、②浸水区域内にある安全な施設・場所（津

波避難ビルなど）を指定する。 

特に津波避難ビル･津波避難タワーについては、

次の(ア)～(エ)の全てを満たす施設とする。 

(ア)～(ウ) (略)  

(エ) 津波の基準水位以上の高さに避難スペー

スが配置され、そこまでの避難上有効な階

段等がある。 

◇資料編４－３：津波緊急避難場所一覧表 

◇資料編４－４：津波避難ビル一覧表 

エ 風水害緊急避難場所等 

大雨や台風等により洪水、土砂災害（がけ崩
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

大雨や台風等により洪水、土砂災害（がけ崩

れ、土石流、地すべり）、内水氾濫の危険性が高ま

った場合に生命を守るため一時的に避難する場所

を指定する。 

◇風水害緊急避難場所一覧表（資料編４－５） 

 

(２) 避難所（指定避難所） 

（略） 

指定にあたっては、災害に対し安全な建物で生活

関連物資を被災者等に配付することができる場所を

基本とし、避難者１人あたりの面積がおおむね３m2

以上あり、100名以上受入可能な施設とする。 

（略） 

◇指定避難所一覧表（資料編４－６） 

(３) 福祉避難所 

避難生活者のうち、多くの一般避難者と一緒に避

難生活を送ることが困難な障害のある方、医療的ケ

アを必要とする方等の要配慮者のために、施設がバ

リアフリー化されている等、要配慮者の利用に適し

ており、人的要員の確保が比較的容易である社会福

祉施設等を、あらかじめ福祉避難所として指定す

る。 

◇指定避難所等（福祉避難所）一覧表（資料編４－７） 

れ、土石流、地すべり）、内水氾濫の危険性が高ま

った場合に生命を守るため一時的に避難する場所

を指定する。また、市は、民間事業者の協力のも

と、車両の水没等を防ぐことを目的とした水害時

緊急避難駐車場の確保に努める。 

◇資料編４－５：風水害緊急避難場所一覧表 

◇資料編４－○：水害時緊急避難駐車場一覧表 

 

(２) 避難所（指定避難所） 

（略） 

指定にあたっては、災害に対し安全な建物で生活

関連物資を被災者等に配付することができる場所を

基本とし、避難者１人あたりの面積がおおむね３㎡

以上あり、100名以上受入可能な施設とする。 

（略） 

◇資料編４－６：指定避難所一覧表 

(３) 福祉避難所 

避難生活者のうち、多くの一般避難者と一緒に避

難生活を送ることが困難な障がいのある方、医療的

ケアを必要とする方等の要配慮者のために、施設が

バリアフリー化されている等、要配慮者の利用に適

しており、人的要員の確保が比較的容易である社会

福祉施設等を、あらかじめ福祉避難所として指定す

る。 

◇資料編４－７：指定避難所（福祉避難所）一覧表 

 

 

市独自の取組の追加 

 

地震 37  (４) 幹線避難路 地震対策編から移動 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 帰宅困難者等一時滞在施設 

（略） 

◇帰宅困難者等一時滞在施設一覧表（資料編４－８） 

幹線避難路は、住民を安全迅速に一次避難地から

広域避難地へ避難させる道路等であり、指定要件は

おおむね次のとおりである。 

ア 広域避難地に通じる幅員 15ｍ以上の道路又は

幅員 10ｍ以上の緑道であること 

イ 相互に交差しないこと 

ウ 火災・建物の倒壊等危険の少ない路線である

こと 

なお、一次避難地までの経路は、住民の任意の

判断又は自主防災組織ごとに定める。 

 ◇資料編４―17：幹線避難路 

(５) 帰宅困難者等一時滞在施設 

（略） 

◇資料編４－８：帰宅困難者等一時滞在施設一覧表 

一般 40 ４ 上下水道関係 

(１) 上水道施設 

市民の日常生活に直結する上水道は、災害時にお

いても最低限の給水機能が確保できるよう取水場、

浄水施設等、主要な施設について補強及び防護施設

の整備に努めるとともに、非常用の補助動力施設・

装備の促進を図るものとする。 

ア 上水道の主要施設については、地質及び地盤の

状況を調査し、整備補強を実施していくものとす

る。 

イ 必要な取水及び配水施設については、災害時に

４ 上下水道関係 

(１) 上水道施設 

市民の日常生活に直結する上水道は、災害時にお

いても最低限の給水機能が確保できるよう取水場、

浄水施設等、主要な施設について補強及び防護施設

の整備に努めるとともに、非常用の補助動力施設・

装備の促進を図る。 

ア 上水道の主要施設については、地質及び地盤の

状況を調査し、整備補強を実施していく。 

 

イ 必要な取水及び配水施設については、災害時に
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

おいて給水能力を確保するため、自家発電装置等

の予備動力の設置を推進するものとする。 

ウ 取水・浄水作業については、各機器の整備点検

を徹底し、特に取水ポンプ、送水ポンプの注油及

び電気配線経路の保守点検等に留意するものとす

る。 

(２) 下水道施設 

災害時における下水処理機能並びに排水機能の確

保を図るため、管きょ、ポンプ場、浄化センター等

（以下「下水道」という。）の施設の改善及び整備に

努めるものとする。 

（略） 

ア ハード面の整備 

(ア) （略） 

(イ) 管きょについては、損壊や溢水を防止する

ため、耐震化を推進すると共に、清掃及び保

守点検に努める。 

イ ソフト面の整備 

(ア) （略） 

(イ) 災害時に必要な資器材を整備し、応急措置

の手順等を整えると共に他の自治体及び民間

との協力体制を整える。 

(ウ)、(エ) （略） 

おける給水能力を確保するため、自家発電装置等

の予備動力の設置を推進する。 

ウ 取水・浄水作業については、各機器の整備点検

を徹底し、特に取水ポンプ、送水ポンプの注油及

び電気配線経路の保守点検等に留意する。 

 

(２) 下水道施設 

災害時における下水処理機能並びに排水機能の確

保を図るため、管きょ、ポンプ場、浄化センター等

（以下「下水道」という。）の施設の改善及び整備に

努める。 

（略） 

ア ハード面の整備 

(ア) （略） 

(イ) 管きょについては、損壊や溢水を防止する

ため、耐震化を推進するとともに、清掃及び

保守点検に努める。 

イ ソフト面の整備 

(ア) （略） 

(イ) 災害時に必要な資器材を整備し、応急措置

の手順等を整えるとともに他の自治体及び民

間との協力体制を整える。 

(ウ)、(エ) （略） 

一般 41 ５ 農業集落排水処理施設 

（略） 

(１) 災害時における停電等による排水施設の運転停止

５ 農業集落排水処理施設 

（略） 

・災害時における停電等による排水施設の運転停止が予
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

が予測されるため、電気及び機械設備の保守点検に

努める。 

(２) 管きょについては、溢水を防止するため、清掃及

び保守点検に努める。 

測されるため、電気及び機械設備の保守点検に努め

る。 

・管きょについては、溢水を防止するため、清掃及び保

守点検に努める。 

一般 41 第 11節 危険物施設保安計画 

[消防] 

市内における危険物製造所等の現状を把握して、災害時に

おける危険物の応急対策についての円滑化を期し、これらに

よる災害の発生と災害時における被害の拡大防止を図るもの

とする。 

第 11節 危険物施設保安計画 

[消防] 

市内における危険物製造所等の現状を把握して、災害時に

おける危険物の応急対策についての円滑化を期し、これらに

よる災害の発生と災害時における被害の拡大防止を図る。 

 

一般 41 １ 施設の現況 

危険物製造所等の施設現況は、次のとおりである。 

１ 施設の現況 

危険物製造所等の施設現況は、次のとおりである。 

 

一般 41 表２－１ 危険物製造所等施設現況（令和４年３月 31日現

在） 

種別 施設数 

１ 製造所  ３６ 

２ 貯蔵所 屋内 ３７２ 

屋外 ４７ 

（タンク） 屋外 ３１９ 

屋内 ８６ 

地下 ２３８ 

簡易 １ 

移動 ３９７ 

表 ２-１ 危険物製造所等施設現況（令和６年３月 31日現

在） 

種別 施設数 

１ 製造所  ３６ 

２ 貯蔵所 屋内 ３５８ 

屋外 ５５ 

（タンク） 屋外 ３０２ 

屋内 ８５ 

地下 ２２９ 

簡易 １ 

移動 ４０３ 

時点修正 
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３ 取扱所 給油 ３０４ 

 

第１種販売 ８ 

第２種販売 ０ 

移送 ５ 

一般 ２４４ 
 

３ 取扱所 給油 ２９８ 

第１種販売 ６ 

第２種販売 ０ 

移送 ５ 

一般 ２４１ 
 

一般 41 ２ 保安の確保 

(１) 消防局及び消防署は、それぞれ製造所、事業所、

販売所、貯蔵所等諸施設に対する安全度並びに消費

場所における取扱いの適否を検査するため、毎年定

期的に立入検査を実施し、危険物に起因する災害予

防の指導又は取締りを行う。 

(２) 消防局及び消防署は、危険物施設において、それ

ぞれ基準に適合していない施設について改修等の指

導を強化する。 

(３) 消防局及び消防署は、自衛消防組織等の組織化を

推進し、自主的な災害予防体制の確立を図る。 

(４) 消防局及び消防署は、石油コンビナート等特別防

災区域における、特定屋外タンク及び準特定屋外タ

ンクの早期新基準適合を指導する。 

(５) 消防局及び消防署は、化学消防資機材等の整備を

推進する。 

２ 保安の確保 

・消防局及び消防署は、それぞれ製造所、事業所、販売

所、貯蔵所等諸施設に対する安全度並びに消費場所に

おける取扱いの適否を検査するため、毎年定期的に立

入検査を実施し、危険物に起因する災害予防の指導又

は取締りを行う。 

・消防局及び消防署は、危険物施設において、それぞれ

基準に適合していない施設について改修等の指導を強

化する。 

・消防局及び消防署は、自衛消防組織等の組織化を推進

し、自主的な災害予防体制の確立を図る。 

・消防局及び消防署は、石油コンビナート等特別防災区

域における、特定屋外タンク及び準特定屋外タンクの

早期新基準適合を指導する。 

・消防局及び消防署は、化学消防資機材等の整備を推進

する。 

 

 ３ (略) ３ （略）  

一般 42 ４ 震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安 ４ 震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安  
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全対策及び手続き 

指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村長等

の許可を受けて設置された製造所、貯蔵所又は取扱所以

外の場所で行ってはならないことが消防法第10条第１項

に定められているが、同条第１項ただし書において、所

轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危

険物を、10日以内の期間に仮に貯蔵し、又は取り扱うこ

とができるとされている。 

なお、消防局及び消防署は、製造所、貯蔵所又は取扱

所が被災する等により、平常時と同様の危険物の貯蔵・

取扱いが困難な場合において、危険物の仮貯蔵・仮取扱

いが円滑かつ適切に行われることを目的として、「震災時

等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び

手続きについて」（平成25年10月３日付け消防災第364号

消防庁国民保護・防災部防災課長、消防危第171号消防庁

危険物保安室長）及び「震災時等における危険物の仮貯

蔵・仮取扱いの申請手続き等に関する運用について」（平

成25年２月13日付け25静消消予第2352号）に基づき安全

対策等を指導する。 

全対策及び手続 

・指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村長等

の許可を受けて設置された製造所、貯蔵所又は取扱所

以外の場所で行ってはならないことが消防法第 10 条第

１項に定められているが、同条第１項ただし書におい

て、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量

以上の危険物を、10 日以内の期間に仮に貯蔵し、又は

取り扱うことができるとされている。 

・消防局及び消防署は、製造所、貯蔵所又は取扱所が被

災する等により、平常時と同様の危険物の貯蔵・取扱

いが困難な場合において、危険物の仮貯蔵・仮取扱い

が円滑かつ適切に行われることを目的として、「震災時

等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及

び手続きについて」（平成 25 年 10 月３日付け消防災第

364 号消防庁国民保護・防災部防災課長、消防危第 171

号消防庁危険物保安室長）及び「震災時等における危

険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請手続き等に関する運用

について」（平成 25年２月 13日付け 25静消消予第 2352

号）に基づき安全対策等を指導する。 

一般 42 第 12節 防災知識の普及計画 

[総務、危機、市民、福祉、建築、建設、区、下水、教育、消

防] 

災害時における的確な判断力の向上、併せて防災上必要な

知識及び技術の向上を図るため、災害対策関係職員はもとよ

り、広く市民に対する防災講習会、研修会、講演会等を開催

し、防災知識の普及に努めるとともに、国が決定した国民運

第 12節 防災知識の普及計画 

[総務、危機、市民、福祉、建築、建設、区、下水、教育、消

防] 

市は、災害時における的確な判断力の向上、併せて防災上

必要な知識及び技術の向上を図るため、災害対策関係職員は

もとより、広く市民に対する防災講習会、研修会、講演会等

を開催し、防災知識の普及に努めるとともに、国が決定した
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動の推進の主旨も踏まえ、おおむね次により行うものとす

る。 

教育機関においては、防災に関する教育の充実に努めるも

のとする。また、多様な主体が関わる地域コミュニティにお

いて、防災に関する教育の普及推進を図るものとする。 

また、防災知識の普及、訓練を実施する際、要配慮者に十

分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備され

るよう努めるとともに、性の多様性の観点から、被災時の性

別等の違いによるニーズ等に配慮するよう努めるものとす

る。 

国民運動の推進の主旨も踏まえ、おおむね次により行う。 

 

・教育機関においては、防災に関する教育の充実に努める。 

・多様な主体が関わる地域コミュニティにおいて、防災に関

する教育の普及推進を図る。 

・防災知識の普及、訓練を実施する際、要配慮者に十分配慮

し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよ

う努める。 

・被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮

するよう努めるとともに、男女共同参画の視点からの防災

知識の普及及び防災対策を推進する。 

・家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮

するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 

一般 42 １ 防災知識の普及の方法 

(１) 市民及び職員に対する防災教育 

気象災害や水防の基礎知識、市の防災体制、災害

救助措置等について研修会、講習会等を適宜開催

し、災害時における適切な判断力と行動力の養成及

び防災上必要な知識並びに技術の向上を図るものと

する。市は、専門家（風水害にあっては気象防災ア

ドバイザー等）の知見も活用しながら、自然災害に

よるリスク情報の基礎となる防災地理情報を整備す

るとともに、防災に関する様々な動向や各種データ

を分かりやすく発信するよう努める。 

ア～カ （略） 

キ 防災週間、津波旬間、水防月間等を通じ、自主

１ 防災知識の普及の方法 

(１) 市民及び職員に対する防災教育 

気象災害や水防の基礎知識、市の防災体制、災害

救助措置等について研修会、講習会等を適宜開催

し、災害時における適切な判断力と行動力の養成及

び防災上必要な知識並びに技術の向上を図る。市

は、専門家（風水害にあっては気象防災アドバイザ

ー等）の知見も活用しながら、自然災害によるリス

ク情報の基礎となる防災地理情報を整備するととも

に、防災に関する様々な動向や各種データを分かり

やすく発信するよう努める。 

ア～カ （略） 

キ 防災週間、津波旬間、水防月間、津波防災の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計
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防災組織等の協力を得て、座談会、映画会、研修

会、スライド、講演会等を積極的に開催し、防災

知識の周知徹底を図る。 

 

(２) （略） 

日、火山防災の日等を通じ、自主防災組織等の協

力を得て、座談会、映画会、研修会、スライド、

講演会等を積極的に開催し、防災知識の周知徹底

を図る。 

(２) （略） 

画の修正に伴う修正 

「活動火山対策の強

化」 

一般 43 ２ 普及すべき内容 

市は、防災知識の普及にあたっては、周知徹底を図る

事項を重点的に普及するものとする。 

普及事項は、おおむね次のとおりである。 

(１)、(２) （略） 

(３) 市地域防災計画の概要 

(４)～(７) （略） 

(８) 要配慮者及び性別等の違いへの配慮 

 

 

(９) ハザードマップ、避難行動計画(タイムライン)な

ど 

２ 普及すべき内容 

市は、防災知識の普及にあたっては、周知徹底を図る

事項を重点的に普及する。 

普及事項は、おおむね次のとおりである。 

(１)、(２) （略） 

(３) 地域防災計画の概要 

(４)～(７) （略） 

(８) 要配慮者及び男女双方の視点の違いへの配慮 

(９) 家庭動物の飼養の有無によるニーズの違いへの配

慮 

(10)  ハザードマップ、避難行動計画(タイムライン)な

ど 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 

一般 44 ３ その他 

市は、国及び県と連携し、過去に起こった大規模災害

の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大規

模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を

アーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存すると

ともに、広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める

ものとする。また、国土地理院と連携して、災害に関す

る石碑やモニュメント等の持つ意味を正しく後世に伝え

ていくよう努めるものとする。 

３ その他 

・市は、国及び県と連携し、過去に起こった大規模災害

の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大

規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資

料をアーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存

するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう公開

に努める。 

・市は、国土地理院と連携して、災害に関する石碑やモ

ニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく後

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 
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世に伝えていくよう努める。 

一般 44 第 13節 住民の避難誘導体制 

[危機、福祉、子ども、区、教育] 

市は、自主避難の呼びかけを行うほか、必要に応じ避難の

指示を行い、住民の迅速かつ円滑な避難を実現する。加え

て、高齢化の進行等を踏まえ高齢者等の要配慮者の避難支援

対策を充実・強化するため、特に避難行動に時間を要する者

に対して、その避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階

で避難行動を開始することを求める高齢者等避難の判断基準

等を定めるよう努めるものとする。 

第 13節 住民の避難誘導体制 

[危機、福祉、衛生、子ども、区、教育] 

市は、自主避難の呼びかけを行うほか、必要に応じ避難の

指示を行い、住民の迅速かつ円滑な避難を実現する。 

加えて、高齢化の進行等を踏まえ高齢者等の要配慮者の避

難支援対策を充実・強化するため、特に避難行動に時間を要

する者に対して、その避難行動支援対策と対応しつつ、早め

の段階で避難行動を開始することを求める高齢者等避難の判

断基準等を定めるよう努める。 

 

担当部局の修正 

一般 45 １ 避難誘導体制の概要 

(１) マニュアルの作成 

市は、避難の指示について、「避難情報に関するガ

イドライン」（内閣府（防災担当）作成）等を参考に

河川管理者及び水防管理者等の協力を得つつ、浸水

害、土砂災害、高潮等の災害事象の特性、収集でき

る情報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準、伝達

方法を明確にした「避難情報判断・伝達マニュア

ル」を作成する。その際、安全な場所にいる人まで

避難場所等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が発生

するおそれ等があることから、災害リスクのある区

域に絞って避難指示等の発表対象区域を設定すると

ともに、必要に応じて見直すものとする。 

(２) 避難所及び避難場所の指定 

ア  

市は、災害の危険が切迫した緊急時において安

１ 避難誘導体制の概要 

(１) マニュアルの作成 

市は、避難の指示について、「避難情報に関するガ

イドライン」（内閣府（防災担当）作成）等を参考に

河川管理者や水防管理者等の協力を得つつ、浸水

害、土砂災害、高潮等の災害事象の特性、収集でき

る情報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準、伝達

方法を明確にした「避難情報判断・伝達マニュア

ル」を作成する。その際、安全な場所にいる人まで

避難場所等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が発生

するおそれ等があることから、災害リスクのある区

域に絞って避難指示等の発表対象区域を設定すると

ともに、必要に応じて見直す。 

(２) 避難所及び避難場所の指定 

ア 住民への周知と多様な情報伝達手段の確保 

市は、災害の危険が切迫した緊急時において安

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（共通対策編）修正案 新旧対照表 

64 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

全を確保するための避難場所及び避難者が避難生

活を送るために必要十分な避難所等を地域の特性

に応じてあらかじめ指定し、平常時から、避難所

の場所、収容人数等について住民への周知徹底に

努める。また、災害時に避難所の開設状況や混雑

状況等を周知することも想定し、ホームページや

アプリケーション等の多様な手段の整備に努める

ものとする。特に、要配慮者に対して円滑な情報

伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に

努めるものとする。 

イ 避難場所は、災害種別に応じて指定しているこ

と及び避難の際には、発生するおそれのある災害

に適した避難場所を避難先として選択することに

ついて、日頃から住民等への周知徹底に努める。 

 

ウ 特に避難場所と避難所が相互に兼ねる場合、特

定の災害においては、当該施設に避難することが

不適当である場合があることを日頃から住民等へ

の周知徹底に努める。 

エ 市は、施設管理者と協力し、家屋の損壊、滅

失、浸水、流失等により避難を必要とする住民を

臨時に受け入れることのできる避難所を指定し、

避難の実施に必要な設備・機器の整備に努めると

ともに、必要に応じて、避難所の電力容量の拡大

に努めるものとする。 

 

全を確保するための避難場所及び避難者が避難生

活を送るために必要十分な避難所等を地域の特性

に応じてあらかじめ指定し、平常時から、避難所

の場所、収容人数、家庭動物の受入方法等につい

て住民への周知徹底に努める。また、災害時に避

難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想

定し、ホームページやアプリケーション等の多様

な手段の整備に努める。特に、要配慮者に対して

円滑な情報伝達ができるよう、情報伝達手段の確

保に努める。 

イ 災害種別に応じた避難場所等の周知 

避難場所は、災害種別に応じて指定しているこ

と及び避難の際には、発生するおそれのある災害

に適した避難場所を避難先として選択することに

ついて、日頃から住民等への周知徹底に努める。 

特に避難場所と避難所が相互に兼ねる場合、特

定の災害においては、当該施設に避難することが

不適当である場合があることを日頃から住民等へ

の周知徹底に努める。 

ウ 避難所の整備 

市は、施設管理者と協力し、家屋の損壊、滅

失、浸水、流失等により避難を必要とする住民を

臨時に受け入れることのできる施設を避難所とし

て指定し、避難の実施に必要な設備・機器の整備

に努めるとともに、必要に応じて、避難所の電力

容量の拡大に努める。 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 
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(ア) （略） 

(イ) 市は、学校を避難所として指定する場合に

は、学校が教育活動の場であることに配慮す

るものとする。また、避難所としての機能は

応急的なものであることを認識の上、避難所

となる施設の利用方法等について、事前に教

育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者

と調整を図る。 

(ウ) 市は、避難所の施設については、必要に応

じ、良好な生活環境を確保するために、換

気、照明等の設備の整備に加え、貯水槽、井

戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ

ト、非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話等

の通信機器等のほか、空調、洋式トイレな

ど、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備

に努める。また、避難者による災害情報の入

手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を

図り、特に、トイレ（衛生）、キッチン（食

事）、睡眠（ベッド）に関する環境の向上が重

要であることから、市はこれらの環境改善に

努め、県はこれを支援するものとする。ま

た、感染症対策について、平常時から、避難

所のレイアウトや動線等を確認しておくとと

もに、感染症の拡大のおそれがある状況下で

の災害対応に備えた避難所開設・運営訓練を

積極的に実施するものとする。 

(ア) （略） 

(イ) 市は、学校を避難所として指定する場合に

は、学校が教育活動の場であることに配慮す

る。また、避難所としての機能は応急的なも

のであることを認識の上、避難所となる施設

の利用方法等について、事前に教育委員会等

の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図

る。 

(ウ) 市は、避難所の施設については、良好な生

活環境を確保するために、あらかじめ避難所

内の空間配置図、レイアウト図などの施設の

利用計画を作成するよう努める。また、必要

に応じ、換気、照明等の設備の整備に加え、

避難者による災害情報の入手に資するテレ

ビ、ラジオ等の機器の整備を図り、貯水槽、

井戸、給水タンク、仮設トイレ、マンホール

トイレ、マット、非常用電源、ガス設備、衛

星携帯電話・衛星通信を活用したインターネ

ット機器等の通信機器等のほか、空調、洋式

トイレなど、要配慮者にも配慮した施設・設

備の整備に努める。特に、トイレ（衛生）、キ

ッチン（食事）、睡眠（ベッド）に関する環境

の向上が重要であることから、市はこれらの

環境改善に努め、県はこれを支援するものと

する。また、感染症対策について、平常時か

ら、避難所のレイアウトや動線等を確認して

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 

内容整理 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

 

 

(エ) 市は、避難所又はその近傍に地域完結型の

備蓄施設を確保し、食料、携帯トイレ、簡易

トイレ、常備薬、マスク、消毒液、段ボール

ベッド、パーティション、炊き出し用具、毛

布等避難生活に必要な物資や感染症対策に必

要な物資等の備蓄に努めるものとする。ま

た、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、

女性、子ども等にも配慮するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おくとともに、感染症の拡大のおそれがある

状況下での災害対応に備えた避難所開設・運

営訓練を積極的に実施する。 

(エ) 市は、避難所又はその近傍に地域完結型の

備蓄施設を確保し、食料、携帯トイレ、簡易

トイレ、常備薬、マスク、消毒液、段ボール

ベッド、パーティション、炊き出し用具、毛

布等避難生活に必要な物資や感染症対策に必

要な物資の備蓄に努め、この調達にあたって

は、要配慮者、女性、子ども等にも配慮す

る。また、トイレカー等のより快適なトイレ

の整備に努める。 

(３) 避難所以外の避難者の支援 

ア 避難所外避難者の状況把握と個人情報の管理 

市は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な

主体が地域の実情に応じて実施している状況把握

の取組を円滑に行うことができるよう、事前に実

施主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要

な対象者や優先順位付け、個人情報の利用目的や

共有範囲について、あらかじめ、検討するよう努

める。 

イ 在宅避難者等への支援方策 

市は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所

のみで避難者等を受け入れることが困難となる場

合に備えて、地区支部において在宅避難者等の支

援を行う等、在宅避難者等の支援方策を検討する

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「避難所以外で避難

生活を送る避難者へ

の支援」 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「避難所以外で避難

生活を送る避難者へ

の支援」 
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(３) 福祉避難所の整備 

ア 市は、避難所内の一般避難スペースでは生活す

ることが困難な障害のある方、医療的ケアを必要

とする方等の要配慮者を受け入れるため、配慮す

べき特性に応じた社会福祉施設等を福祉避難所と

して定め、公示する。また、福祉避難所につい

て、受入れを想定していない避難者が避難してく

ることがないよう、必要に応じて、あらかじめ福

祉避難所として避難所を指定する際に、受入れ対

象者を特定して公示するよう努める。 

 

イ 市は、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を

事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配

慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直

接避難することができるよう努めるものとする。 

 

よう努める。 

ウ 車中泊避難者への支援方策 

市は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る

避難者が発生する場合に備えて、あらかじめ、地

域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのスペー

スを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を

検討するよう努める。その際、車中泊を行うに当

たっての健康上の留意点等の広報や車中泊避難者

の支援に必要な物資の備蓄に努める。 

(４) 福祉避難所の整備 

ア 福祉避難所の指定及び周知 

市は、避難所内の一般避難スペースでは生活す

ることが困難な障がいのある方、医療的ケアを必

要とする方等の要配慮者を受け入れるため、配慮

すべき特性に応じた社会福祉施設等を福祉避難所

として定め、公示する。また、福祉避難所につい

て、受入れを想定していない避難者が避難してく

ることがないよう、必要に応じて、あらかじめ福

祉避難所として避難所を指定する際に、受入対象

者を特定して公示するよう努める。 

イ 直接避難を可能とする調整等 

市は、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を

事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配

慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直

接避難することができるよう努める。 

ウ マニュアルの整備と訓練の実施 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「避難所以外で避難

生活を送る避難者へ

の支援」 
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ウ 市は、福祉避難所の円滑な運営を行うため、「静

岡市福祉避難所の設置運営マニュアル」を整備す

るとともに、定期的に要配慮者の避難支援対策に

関する訓練を実施するよう努める。 

 

エ 市は、福祉避難所の円滑な運営を行うため、自

主防災組織、関係団体、要配慮者等に対して、要

配慮者の避難支援対策、福祉避難所の目的等を周

知するよう努めるものとする。 

 

オ 市は、災害時に福祉避難所の設置・運営に必要

な物資・器材や運営人材の確保がなされるよう、

指定先の社会福祉施設や関係団体・事業者等との

間で覚書を交わす等、事前の調整に努めるものと

する。特に、医療的ケアを必要とする方に対して

は、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確

保等の必要な配慮をするよう努めるものとする。 

 

(４) 防災気象情報の提供 

国及び県は、避難情報の発表基準に活用する防災

気象情報を、警戒レベルとの関係が明確になるよ

う、５段階の警戒レベル相当情報として区分し、住

民の自発的な避難判断等を促すものとする。 

市は、福祉避難所の円滑な運営を行うため、「静

岡市福祉避難所の設置運営マニュアル」を整備す

るとともに、定期的に要配慮者の避難支援対策に

関する訓練を実施するよう努める。 

エ 要配慮者支援の周知 

市は、福祉避難所の円滑な運営を行うため、自

主防災組織、関係団体、要配慮者等に対して、要

配慮者の避難支援対策、福祉避難所の目的等を周

知するよう努める。 

オ 必要資材と人材確保のための事前調整 

市は、災害時に福祉避難所の設置・運営に必要

な物資・器材や運営人材の確保がなされるよう、

指定先の社会福祉施設や関係団体・事業者等との

間で覚書を交わす等、事前の調整に努める。特

に、医療的ケアを必要とする方に対しては、人工

呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必

要な配慮をするよう努める。 

(５) 防災気象情報の提供 

国及び県は、避難情報の発表基準に活用する防災

気象情報を、警戒レベルとの関係が明確になるよ

う、５段階の警戒レベル相当情報として区分し、住

民の自発的な避難判断等を促すものとする。 

一般 46 (５) 避難情報等と住民の安全確保措置 

ア 市が発表等する避難情報と、それに対応して住

民に求められる安全確保措置について、市は、日

(６) 避難情報等と住民の安全確保措置 

ア 避難情報と安全確保措置の周知徹底 

市が発表等する避難情報と、それに対応して住
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頃から住民等への周知徹底に努める。特に、ハザ

ードマップ等により平素から自宅等の危険の有無

を確認すべきこと、市から避難情報が発表された

ら直ちに避難行動をとるべきこと、避難情報が出

されなくても身の危険を感じたら躊躇なく避難す

べきことを強く啓発するものとする。周知啓発に

資するため、市は、国が整備する避難所等に関す

る統一的な地理空間情報の充実に努めるものとす

る。 

イ 避難情報が発表された場合の安全確保措置とし

ては、避難場所、安全な親戚・知人宅、地域集会

所、ホテル・旅館等への避難（立退き避難）を基

本とする。ただし、「避難」とは、「難」を「避」

けることであり、ハザードマップ等を踏まえ、自

宅等で身の安全を確保することができる場合は、

住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うこと

や、避難時の周囲の状況等により、避難場所等へ

の避難がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確

保」を行うべきことについて、市は、避難行動判

定フローなども活用し、日頃から住民等への周知

徹底に努める。 

 

ウ 「屋内安全確保」は、緊急的なやむを得ない場

合に少しでも危険性の低い場所に身を置くための

行動であり、このような事態に至らないよう、高

齢者等避難の活用等により、早めの段階で避難行

民に求められる安全確保措置について、市は、日

頃から住民等への周知徹底に努める。特に、ハザ

ードマップ等により平素から自宅等の危険の有無

を確認すべきこと、市から避難情報が発表された

ら直ちに避難行動をとるべきこと、避難情報が出

されなくても身の危険を感じたら躊躇なく避難す

べきことを強く啓発する。周知啓発に資するた

め、市は、国が整備する避難所等に関する統一的

な地理空間情報の充実に努める。 

イ 避難の考え方の周知 

避難情報が発表された場合の安全確保措置とし

ては、避難場所、安全な親戚・知人宅、地域集会

所、ホテル・旅館等への避難（立退き避難）を基

本とする。ただし、「避難」とは、「難」を「避」

けることであり、ハザードマップ等を踏まえ、自

宅等で身の安全を確保することができる場合は、

住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うこと

や、避難時の周囲の状況等により、避難場所等へ

の避難がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確

保」を行うべきことについて、市は、避難行動判

定フローなども活用し、日頃から住民等への周知

徹底に努める。 

ウ 高齢者等への避難行動の理解促進 

「屋内安全確保」は、緊急的なやむを得ない場

合に少しでも危険性の低い場所に身を置くための

行動であり、このような事態に至らないよう、高
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動を開始することについて、市は、日頃から住民

等への周知徹底に努める。また、市は、防災（防

災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支

援センター・ケアマネジャー・指定特定相談支援

事業所等）の連携により、高齢者、障がいのある

人等に対し、適切な避難行動に関する理解の促進

を図るものとする。 

 

エ 地震災害発生時においては、山・がけ崩れ及び

延焼火災の危険予想地域の住民等は、的確に状況

を把握し、安全で効率的な避難活動を行う必要が

ある。また、危険予想地域外においても、建物倒

壊その他の要因により避難が必要となる場合があ

る。 

このため、市及び県は適切な措置を講じ、市民

等の生命及び身体の安全確保に努める。 

 

オ 住民は避難情報が発表されなくても、「自らの命

は自らが守る」という考え方の下に、自ら氾濫危

険情報などの警戒レベル相当情報等を確認し避難

の必要性を判断するとともに、身の危険を感じた

ら躊躇なく自発的に避難する。なお、地震災害発

生時においては、避難の際は、自らの身の安全を

確保しつつ、可能な限り出火防止措置を施すとと

もに、地域の防災活動に参加に努めるものとす

る。 

齢者等避難の活用等により、早めの段階で避難行

動を開始することについて、市は、日頃から住民

等への周知徹底に努める。また、市は、防災（防

災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支

援センター・ケアマネジャー・指定特定相談支援

事業所等）の連携により、高齢者、障がいのある

人等に対し、適切な避難行動に関する理解の促進

を図る。 

エ 地震災害時の安全確保 

地震災害発生時においては、津波、山・がけ崩

れ及び延焼火災の危険予想地域の住民等は、的確

に状況を把握し、安全で効率的な避難活動を行う

必要がある。また、危険予想地域外においても、

建物倒壊その他の要因により避難が必要となる場

合がある。 

このため、市及び県は適切な措置を講じ、市民

等の生命及び身体の安全確保に努める。 

オ 住民による主体的行動 

住民は避難情報が発表されなくても、「自らの命

は自らが守る」という考え方の下に、自ら氾濫危

険情報などの警戒レベル相当情報等を確認し避難

の必要性を判断するとともに、身の危険を感じた

ら躊躇なく自発的に避難する。なお、地震災害発

生時においては、避難の際は、自らの身の安全を

確保しつつ、可能な限り出火防止措置を施すとと

もに、地域の防災活動に参加に努める。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

カ 市は、住民が平時から地域の災害リスクととる

べき行動を確認し、緊急時に最適な避難行動をと

ることができるよう、県と連携・協力し、「わたし

の避難計画」や避難行動計画(マイ・タイムライ

ン)の普及に努める。 

 

 

キ 保健所は、新型インフルエンザ等感染症(※)の

濃厚接触者及び患者等のうち、宿泊・自宅療養

者・高齢者施設での療養者等の被災に備えて、平

常時から、市及び県の防災担当部局と必要な情報

を共有するとともに、ハザードマップ等に基づ

き、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか

確認を行うなど、自宅療養者等の災害時の避難対

応（避難先の確保、避難方法、避難先での対応

等）について調整し、防災担当部局と連携して対

応するよう努めるものとする。 

※新型インフルエンザ等感染症：感染症法の類型

の一つで、新型インフルエンザや再興型インフ

ルエンザなどがある。なお、新型コロナウイル

ス感染症（病原体がベータコロナウイルス属の

コロナウイルス（令和２年１月に中華人民共和

国から世界保健機関に対して、人に伝染する能

力を有することが新たに報告されたものに限

る。）であるものに限る。）は令和５年５月８日

に５類感染症に移行しているため含まれない。 

カ 避難行動計画（マイ・タイムライン）等の普及

促進 

市は、住民が平時から地域の災害リスクととる

べき行動を確認し、緊急時に最適な避難行動をと

ることができるよう、県と連携・協力し、「わたし

の避難計画」や避難行動計画(マイ・タイムライ

ン)の普及に努める。 

キ 感染症等に備えた関係機関との連携 

保健所は、新型インフルエンザ等感染症等（指

定感染症及び新感染症を含む。）発生時における濃

厚接触者や患者等のうち、宿泊・自宅療養者・高

齢者施設での療養者等の被災に備えて、平常時か

ら、市及び県の防災担当部局と必要な情報を共有

するとともに、ハザードマップ等に基づき、自宅

療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行

うなど、自宅療養者等の災害時の避難対応（避難

先の確保、避難方法、避難先での対応等）につい

て調整し、防災担当部局と連携して対応するよう

努める。これらのことが円滑に行えるよう新型イ

ンフルエンザ等感染症等発生前から関係機関との

調整に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

一般 47 表２－２ 避難情報と住民の安全確保措置 

警戒レベ

ル 
避難情報 住民に求める行動（安全確保措置） 

警戒レベ

ル３ 

高齢者等

避難 

・避難に時間のかかる高齢者等の要配慮者と

その支援者は避難する。 

・その他の人は避難の準備をし、状況に応じ

て、自発的に避難する（特に、風水害によ

る被害の恐れが高い区域の居住者等）。 

警戒レベ

ル４ 
避難指示 

・災害が発生するおそれが極めて高い状況等

となっており、緊急に避難する。 

警戒レベ

ル５ 

緊急安全

確保 
・命を守るための最善の行動を直ちにとる。 

 

表 ２-２ 避難情報と住民の安全確保措置 

警戒レベ

ル 

行動を住

民等に促

す情報 

住民が自ら行動を

とる際の判断に参

考となる情報（警

戒レベル相当情

報） 

住民等がとるべき行動 

警戒レベ

ル１ 

早 期 注 意

情報(警報

級 の 可 能

性)※１ 

(気象庁が

発表) 

 ・防災気象情報等の最新

情報に注意するなど、

災害への心構えを高め

る。 

警戒レベ

ル２ 

大 雨 注 意

報 ・ 洪 水

注 意 報 ・

高 潮 注 意

報(警報に

切 り 替 え

る 可 能 性

に 言 及 さ

れ て い な

いもの) 

(気象庁が

発表) 

・氾濫注意情報 

・洪水キキクル

(洪水警報の危

険度分布 )(注

意) 

・土砂キキクル

(大雨警報(土砂

災害)の危険度

分布)(注意) 

・ハザードマップ等によ

り自宅・施設等の災害

リスク、避難地や避難

経路、避難のタイミン

グ等を再確認するとと

もに、避難情報の把握

手段を再確認・注意す

るなど、避難に備え自

らの避難行動を確認す

る。 

警戒レベ

ル３ 

高 齢 者 等

避難 

(市長が発

表) 

・氾濫警戒情報 

・洪水警報 

・洪水キキクル

(洪水警報の危

険度分布 )(警

戒) 

・大雨警報(土砂

災害) 

・土砂キキクル

(大雨警報(土砂

災害)の危険度

分布)(警戒) 

危険な場所から高齢者等

避難 

・高齢者等は危険な場所

から避難（立退き避難

又は屋内安全確保）す

る。 

・高齢者等以外の人も必

要に応じ、出勤等の外

出を控えるなど普段の

行動を見合わせ始めた

り、避難の準備をした

り、自主的に避難する

 

県計画の内容を反映 
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・高潮注意報(警

報に切り替える

可能性が高い旨

に言及されてい

るもの)※２ 

タイミングである。例

えば、地域の状況に応

じ、早めの避難が望ま

しい場所の居住者等

は、このタイミングで

自主的に避難すること

が望ましい。 

警戒レベ

ル４ 

避難指示 

(市長が発

表) 

・氾濫危険情報 

・洪水キキクル

(洪水警報の危

険度分布 )(危

険) 

・土砂災害警戒情

報 

・土砂キキクル

(大雨警報(土砂

災害)の危険度

分布)(危険) 

・高潮特別警報※

３ 

・高潮警報※３ 

危険な場所から全員避難 

・安全な場所にいる人

は、避難する必要はな

い。 

・避難地への立退き避難

に限らず、知人・友人

宅をはじめとした「近

隣の安全な場所」への

避難や、自宅・施設等

の浸水しない上階への

避難（垂直避難）、自

宅・施設等の浸水しな

い上層階に留まる（退

避）等により「屋内安

全確保」を行う。 

警戒レベ

ル５ 

緊 急 安 全

確保 

(市長が発

表) 

・氾濫発生情報 

・(大雨特別警報

(浸水害))※４ 

・(大雨特別警報

(土砂災害))※

４ 

・洪水キキクル

(洪水警報の危

険度分布)(災害

切迫) 

・土砂キキクル

(大雨警報(土砂

災害)の危険度

分布 )(災害切

迫) 

命の危険直ちに安全確保 

・避難地へ立退き避難す

ることがかえって危険

である場合、緊急安全

確保する。ただし、災

害発生・切迫の状況

で、本行動を安全にと

ることができるとは限

らず、また本行動をと

ったとしても身の安全

を確保できるとは限ら

ないことに留意する。 
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・浸水キキクル

(大雨警報(浸水

害)の危険度分

布)(災害切迫) 

・高潮氾濫発生情

報※５ 
 

  

 

注１ 津波災害は、危険区域からの一刻も早い避難が必要で

あることから、「高齢者等避難」は発表せず、基本的には

「避難指示」のみ発表する。 

注２ 市長は、住民に対して避難情報を発表するに当たり、

対象地域の適切な設定等に留意するとともに、避難指示

及び緊急安全確保を夜間に発表する可能性がある場合に

は、避難行動をとりやすい時間帯における高齢者等避難

の発表に努める。 

注３ 市長が発表する避難情報は、市が総合的に判断して発

表するものであることから、警戒レベル相当情報が出さ

れたとしても発表しないことがある。 

注４ 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）、

県が提供する土砂災害危険度をより詳しく示した情報を

まとめて「土砂災害に関するメッシュ情報」と呼ぶ。 

注５ ※１について、「早期注意情報（警報級の可能性）」

は、５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］

の２段階で発表される。当日から翌日にかけては時間帯

を区切って天気予報の対象地域と同じ発表単位（東部、

中部など）で、２日先から５日先にかけては日単位で週

間天気予報の対象地域と同じ発表単位（静岡県）で発表

される。大雨に関して、［高］又は［中］が予想されてい

る場合は、災害への心構えを高める必要があることを示

県計画の内容を反映 
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す警戒レベル１である。 

注６ ※２について、暴風警報が発表されている際の高潮警

報に切り替える可能性が高い注意報は、避難が必要とさ

れる警戒レベル４に相当する。 

注７ ※３の高潮警報は、台風や低気圧等による海面の異常

な上昇により重大な災害が発生するおそれがあると予想

されたときに発表され、危険な場所からの避難が必要と

されるため、また、高潮特別警報は、台風や低気圧等に

よる海面の上昇が特に異常であるため重大な災害が発生

するおそれが著しく大きいと予想されたときに発表され

るため、両方が警戒レベル４相当情報に位置付けられて

いる。 

注８ ※４の大雨特別警報は、洪水や土砂の発生情報ではな

いものの、災害が既に発生している蓋然性が極めて高い

情報として、警戒レベル５相当情報［洪水］や警戒レベ

ル５相当情報［土砂災害］として運用する。ただし、市

長は警戒レベル５の緊急安全確保の発表基準としては用

いない。 

注９ ※５の高潮氾濫発生情報は、水位周知海岸において知

事が発表する情報である。台風に伴う高潮の潮位上昇は

短時間に急激に起こるため、潮位が上昇してから行動し

ていては安全に立退き避難ができないおそれがある。 

一般 48 (６) 訓練の実施等 

市は、防災訓練の実施や防災マップの作成・配布

等により、その内容の住民等に対する周知徹底を図

るための措置を講じるものとする。なお、防災マッ

(７) 訓練の実施等 

市は、防災訓練の実施や防災マップの作成・配布

等により、その内容の住民等に対する周知徹底を図

るための措置を講じる。なお、防災マップの作成に
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プの作成に当たっては、住民も参加する等の工夫を

することにより、災害からの避難に対する住民等の

理解の促進を図るよう努める。 

(７) 避難誘導体制の整備 

市は、高齢者、障がいのある人等の要配慮者を速

やかに避難誘導するため、地域住民、自主防災組

織、民生委員・児童委員協議会、関係団体、福祉事

業者等の協力を得ながら、平常時より情報伝達体制

の整備、要配慮者に関する情報の把握・共有、避難

誘導等の支援体制の整備に努めるものとする。 

市は、地下街等不特定かつ多数の利用者がいる施設等におい

ては、施設管理者と連携して、避難誘導等安全体制の確保に

配慮するものとする。 

当たっては、住民も参加する等の工夫をすることに

より、災害からの避難に対する住民等の理解の促進

を図るよう努める。 

(８) 避難誘導体制の整備 

市は、高齢者、障がいのある人等の要配慮者を速

やかに避難誘導するため、地域住民、自主防災組

織、民生委員・児童委員協議会、関係団体、福祉事

業者等の協力を得ながら、平常時より情報伝達体制

の整備、要配慮者に関する情報の把握・共有、避難

誘導等の支援体制の整備に努める。 

市は、地下街等不特定かつ多数の利用者がいる施設等におい

ては、施設管理者と連携して、避難誘導等安全体制の確

保に配慮する。 

一般 48 第 14節 防災訓練計画 

 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に適時適切な

応急対策が実施できるよう、初動体制の確立と防災関係機関

との有機的な連携の形成、防災意識の高揚、大規模広域災害

時の円滑な広域避難の実施、過去の災害対応の教訓の共有を

行う。また、訓練を通じて課題を明らかにし、改善を重ねる

ことで災害対応力を強化する。 

 

さらに、県及び関係機関と連携の上、災害時に発生する状

況を予め想定した上で、災害対応を時系列で整理した詳細な

防災行動計画(タイムライン)を作成し、状況変化に応じ同計

画を柔軟に変更することで、臨機応変な対応ができるよう努

第 14節 防災訓練計画 

 

・市は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に適時

適切な応急対策が実施できるよう、初動体制の確立と防災

関係機関との有機的な連携の形成、防災意識の高揚、大規

模広域災害時の円滑な広域避難の実施、過去の災害対応の

教訓の共有を行う。 

・市は、訓練を通じて課題を明らかにし、改善を重ねること

で災害対応力を強化する。 

・市は、県及び関係機関と連携の上、災害時に発生する状況

をあらかじめ想定した上で、災害対応を時系列で整理した

詳細な防災行動計画(タイムライン)を作成し、状況変化に

応じ同計画を柔軟に変更することで、臨機応変な対応がで
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めるとともに、災害時に効果的に活用できるよう、平時から

職員に対し訓練や研修を行うこととする。 

 

なお、関係機関や民間事業者等との協定締結などによる連

携強化については、訓練等を通じて災害時の連絡先、要請手

続等を確認することにより、実効性の確保に努めるものとす

る。 

きるよう努める。 

・市は、災害時に効果的に活用できるよう、平時から職員に

対し訓練や研修を行う。 

・関係機関や民間事業者等との協定締結などによる連携強化

については、訓練等を通じて災害時の連絡先、要請手続等

を確認することにより、実効性の確保に努める。 

一般 48 １ 訓練のねらい 

災害発生時には、特に、初動時の限られた情報の中で

の決断や臨機応変な対応が重要であるため、実災害にお

いて的確な災害対応ができるよう、事前の想定を示さな

い実践的な訓練を実施するものとする。 

（略） 

１ 訓練のねらい 

災害発生時には、特に、初動時の限られた情報の中で

の決断や臨機応変な対応が重要であるため、実災害にお

いて的確な災害対応ができるよう、事前の想定を示さな

い実践的な訓練を実施する。 

（略） 

 

一般 49 ２ 訓練の内容 

(１) 総合防災訓練・地域防災訓練・津波避難訓練 

南海トラフ巨大地震や津波、近年、頻発化・激甚

化する風水害などの災害リスクに適切に備えるた

め、９月１日の「防災の日」、12 月の第１日曜日の

「地域防災の日」、３月の津波対策推進旬間（３月 11

日前後の 10 日間）に合わせ防災訓練を実施すること

で、市や関係機関等の災害対応力の強化に取り組む

ものとする。 

ア～エ （略） 

オ (ア) （略） 

(イ) 災害ボランティア本部等立ち上げ及び

運営訓練 

２ 訓練の内容 

(１) 総合防災訓練・地域防災訓練・津波避難訓練 

南海トラフ巨大地震や津波、近年、頻発化・激甚

化する風水害などの災害リスクに適切に備えるた

め、９月１日の「防災の日」、12 月の第１日曜日の

「地域防災の日」、３月の津波対策推進旬間（３月 11

日前後の 10 日間）に合わせ防災訓練を実施すること

で、市や関係機関等の災害対応力の強化に取り組

む。 

ア～エ （略） 

オ (ア) （略） 

(イ) 災害ボランティア本部等立ち上げ及び

運営訓練 
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災害時の円滑かつ効果的なボランティア活

動を推進するため、（福）静岡市社会福祉協

議会及び災害ボランティアコーディネーター

等が連携・協力し、災害ボランティア本部の

立ち上げ及び運営訓練を実施する。 

(ウ) 医療関係機関等との訓練 

災害時において効果的・効率的な救急活動

を行うため、市及び医療関係機関等が連携・

協力し、トリアージ、救命活動、救急搬送等

の訓練を実施する。 

 

 

(２) 水防訓練 

水防団、消防機関及び水防協力団体により、水防

技術の継承と向上を図るため、出水期前に土のう積

み、木流し、月の輪、築廻しなどの水防工法などの

訓練を実施する。 

災害時の円滑かつ効果的なボランティア活

動を推進するため、市、（福）静岡市社会福

祉協議会、災害ボランティアコーディネータ

ー等が連携・協力し、災害ボランティア本部

の立ち上げ及び運営訓練を実施する。 

(ウ) 医療関係機関等との訓練 

災害時において効果的・効率的な救急活動

を行うため、市、医療関係機関等が連携・協

力し、重症患者、中等症患者及び軽症患者の

振り分け（以下「トリアージ」という。）、救

命活動、救急搬送等の訓練を実施する。 

（削除） 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

風水害対策編新設に

伴う整理 

 ３ （略） ３ （略）  

地震 28 （移動） 

 

４ 訓練時における交通規制 

(１) 警察署との事前協議等 

防災訓練の責任者は、訓練の実施に伴い道路の使

用や交通規制を要すると認められる場合、おおむね

１か月前までに、訓練地を管轄する警察署と訓練の

内容や道路の使用等について事前に協議する。 

地震対策編から移動 
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一般 50 第 15節 物資及び資機材の備蓄と調達先の確保 

[危機、財政、福祉、衛生、保健所、区] 

（略） 

災害応急対策又は災害復旧のために必要な物資及び資機材

を計画的に備蓄するとともに、災害時に効果的に活用できる

よう常に整備・点検を行うこととする。また、県及び市は、

資機材の保有状況を把握するとともに、平時から救助・救急

関係省庁と情報交換を行い、適切な救助・救急用資機材の整

備に努めるものとする。 

さらに、災害の種類、避難の状況、備蓄物資の種類などを

踏まえ、災害時において被災者に速やかに必要な物資が提供

できるよう、庁内における支援物資の受入れ等に関する役割

分担を明確にするとともに、備蓄の活用に関する基準等を定

めるものとする。 

加えて、災害時に物資及び資機材を円滑に確保できるよ

う、平常時から民間事業者と協力協定を締結するなど、民間

事業者との連携・協力体制を強化することで物資の確保に努

めるものとする。 

第 15節 物資及び資機材の備蓄と調達先の確保 

[危機、財政、福祉、衛生、保健所、区] 

（略） 

・市は、災害応急対策又は災害復旧のために必要な物資及び

資機材を計画的に備蓄するとともに、災害時に効果的に活

用できるよう常に整備・点検を行う。 

・県及び市は、資機材の保有状況を把握するとともに、平時

から救助・救急関係省庁と情報交換を行い、適切な救助・

救急用資機材の整備に努める。 

・市は、災害の種類、避難の状況、備蓄物資の種類などを踏

まえ、災害時において被災者に速やかに必要な物資が提供

できるよう、庁内における支援物資の受入れ等に関する役

割分担を明確にするとともに、備蓄の活用に関する基準等

を定める。 

・市は、災害時に物資及び資機材を円滑に確保できるよう、

平常時から民間事業者と協力協定を締結するなど、民間事

業者との連携・協力体制を強化することで物資の確保に努

める。 

 

一般 50 １ 災害救護用物資の備蓄 

市は、災害時において、被災者に対し速やかに必要な

食料、衣類、寝具、その他の生活必需品を供給できるよ

う、ビスケット、アルファ化米等の非常食料、毛布、そ

の他の生活必需品を備蓄するものとする。その際、市

は、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズ

の把握やアセスメントの実施、食物アレルギーに配慮し

た食料の確保に努めるものとする。 

１ 災害救護用物資の備蓄 

・市は、災害時において、被災者に対し速やかに必要な

食料、衣類、寝具、その他の生活必需品を供給できる

よう、ビスケット、アルファ化米等の非常食料、毛

布、その他の生活必需品を備蓄する。 

・市は、避難所における食物アレルギーを有する者のニ

ーズの把握やアセスメントの実施、食物アレルギーに

配慮した食料の確保に努める。 
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 ２ （略） ２ （略）  

一般 50 ３ 応急対策用資機材の点検等 

応急対策及び応急復旧用資機材のうち、備蓄されてい

るものについては、常時点検・整備しておくものとす

る。 

３ 応急対策用資機材の点検等 

応急対策及び応急復旧用資機材のうち、備蓄されてい

るものについては、常時点検・整備しておく。 

 

一般 50 ４ 協定による物資及び資機材の確保 

災害時の応急対策は、短時間で大量の作業を行う必要

がある。作業効率を上げるためには、必要な時、必要な

場所に必要な種類の資機材が必要な量だけ揃っているこ

とが重要であるから、民間事業者と資機材供給協定を締

結して円滑な確保に努める。 

また、災害時に緊急に調達するものについては、取扱

業者又は建設業者、調達方法等を明確にしておくものと

する。 

４ 協定による物資及び資機材の確保 

・災害時の応急対策は、短時間で大量の作業を行う必要

がある。作業効率を上げるためには、必要なとき、必

要な場所に必要な種類の資機材が必要な量だけ揃って

いることが重要であるから、民間事業者と資機材供給

協定を締結して円滑な確保に努める。 

・災害時に緊急に調達するものについては、取扱業者又

は建設業者、調達方法等を明確にしておく。 

 

一般 53 第 16節 自主防災組織の体制強化 

[危機、市民、区] 

（略） 

このため、自治会・町内会が災害時に適切な地域防災活動

ができるよう、自主防災組織の体制強化を図り、地域防災力

の向上を図る必要がある。 

その際は、地域における生活者の多様な視点を反映するた

め、防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画

の視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある。 

第 16節 自主防災組織の体制強化 

[危機、市民、区] 

（略） 

・市は、自治会・町内会が災害時に適切な地域防災活動がで

きるよう、自主防災組織の体制強化を図り、地域防災力の

向上を図る必要がある。 

・市は、地域における生活者の多様な視点を反映するため、

防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の

視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある。 

 

一般 53 １ 自主防災組織の概要 

(１) 組織 

１ 自主防災組織の概要 

(１) 組織 
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（略） 

また、市及び県は、自主防災組織の体制強化が図

られるよう、ＤＸを活用した労力の負担軽減策や防

災資機材等の整備に係る助成など、必要な支援を行

うものとする。 

このほか、防災活動において多様な意見が反映さ

れるための手段の一つとして、自主防災組織の責任

者又は副責任者への女性の登用や、役員への女性の

３割以上の配置など、女性の参画が促進されるよう

助言・支援等に努めるものとする。 

(２)、(３) （略） 

（略） 

また、市及び県は、自主防災組織の体制強化が図

られるよう、ＤＸを活用した労力の負担軽減策や防

災資機材等の整備に係る助成など、必要な支援を行

う。 

このほか、防災活動において多様な意見が反映さ

れるための手段の一つとして、自主防災組織の責任

者又は副責任者への女性の登用や、役員への女性の

３割以上の配置など、女性の参画が促進されるよう

助言・支援等に努める。 

(２)、(３) （略） 

 ２ （略） ２ （略）  

一般 54 ３ 研修会等の開催 

市は、自主防災組織に対し、災害備蓄のあり方や災害

リスクへの備えなど防災知識の普及啓発、災害時の防災

活動の実施方法を伝えるため、定期的に研修会や講座を

開催する。また、女性の参画の促進及び男女共同参画の

視点を踏まえた組織づくりに努めるものとする。 

３ 研修会等の開催 

市は、自主防災組織に対し、災害備蓄のあり方や災害

リスクへの備えなど防災知識の普及啓発、災害時の防災

活動の実施方法を伝えるため、定期的に研修会や講座を

開催する。また、女性の参画の促進及び男女共同参画の

視点を踏まえた組織づくりに努める。 

 

地震 24 （移動） 

 

４ 地域防災指導員制度 

・市は、自主防災組織の活性化を図るため、各地区連合

自治会長、各学（地）区連合町内会長から選任された

地域防災指導員を配備する。 

・市は、自主防災組織及び住民の防災対策の啓発活動を

強化するため、地域防災指導員に対する研修会を定期

的に開催するとともに、関係団体が主催する研修会へ

地震対策編から移動 
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の参加などを促す。 

・地域防災指導員は、住民の防災意識の高揚、自主防災

組織の育成等による地域防災力の強化を図るため、以

下の活動を行うものとする。 

(１) 同一生活圏における複数の自主防災組織の連携強

化と防災情報の共有化 

(２) 個別指導等による、きめ細かな自主防災活動の指

導 

(３) 県又は市の施策の広報や推進及び普及協力 

(４) 県又は市に対する防災モニターとしての地域防災

情報の収集及び伝達 

(５) 自主防災組織会長等の補佐及び支援 

地震 24 （移動） 

 

５ 防災技能者講座の開催 

防災知識の高揚と防災技術の習得により、地域防災力

の向上を図るため、静岡市防災技能者の養成研修に関す

る実施要綱に基づき、地域の防災リーダーを養成する防

災技能者講座を開催する。 

◇資料編１－17：静岡市防災技能者の養成研修に関する実施

要綱 

地震対策編から移動 

地震 24 （移動） 

 

６ 自主防災組織への助成 

自主防災組織の防災力向上を目的として、自主防災会

を対象に、次の各号にあげる防災資機材購入等に係る補

助金を交付する。 

(１) 防災倉庫設置費補助 

◇資料編１－10：静岡市自主防災組織防災倉庫設置費補助金

交付要綱 

地震対策編から移動 
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(２) 防災倉庫用地借地料補助 

◇資料編１－11：静岡市自主防災組織防災倉庫用地借地料補

助金交付要綱 

(３) 防災用資機材購入費補助 

◇資料編１－12：静岡市自主防災組織防災資機材等購入費補

助金交付要綱 

(４) 可搬消防ポンプ等購入補助 

◇資料編１－13：静岡市自主防災組織可搬消防ポンプ等購入

費補助金交付要綱 

(５) 避難路等整備事業費補助 

◇資料編１－14：静岡市自主防災組織避難路等整備事業費補

助金交付要綱 

地震 25 （移動） 

 

７ 自主防災組織との連携・協力 

・市は、平時から自主防災組織等が開催する研修会や会

議の機会などを通じて、災害時の連絡体制や避難所・

救護所の運営方法等を確認することで、自主防災組織

との連携・協力体制を構築する。 

・市は、災害時において、自主防災組織と必要な被害情

報、避難情報、支援情報が速やかに共有できるよう、

情報連絡体制を整備するとともに、地域活動を依頼す

る際は極力負担を軽減するよう努める。 

地震対策編から移動 

地震 25 （移動） 

 

８ 自主防災組織と消防団との連携 

災害時に自主防災組織と消防団が連携した災害活動が

できるよう、平時から合同で訓練を実施するなど、組織

間の連携や人的な交流等を積極的に行うことで、地域防

災力の向上を図る。 

地震対策編から移動 
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一般 54 第 17節 事業所等の自主的な防災活動 

[危機、区] 

（略） 

第 17節 事業所等の自主的な防災活動 

[危機、区] 

（略） 

 

一般 54 

 

 

 

 

 

 

地震 23 

１ 事業所等の自主的な防災活動 

（略） 

(１)、(２) （略） 

(３) 発災後数日間は、従業員・利用者等を事業所内に

留めておくことができるよう、施設の耐震化、機材

の固定、必要な物資の備蓄を実施すること。 

(４)、(５) （略） 

(移動) 

１ 事業所等の自主的な防災活動 

（略） 

(１)、(２) （略） 

(３) 発災後数日間は、従業員・利用者等を事業所内に

とどめておくことができるよう、施設の耐震化、機

材の固定、必要な物資の備蓄を実施すること。 

(４)、(５) （略） 

(６) 事業所における自主的な防災活動例 

ア 防災訓練 

イ 従業員等の防災教育 

ウ 情報の収集及び伝達体制の確立 

エ 火災その他災害予防対策 

オ 避難対策の確立 

カ 救出、応急救護等 

キ 地域の自主防災組織と積極的に連携した防災活

動への協力 

ク 飲料水、食料、携帯トイレ等、生活必需品等の

災害時及び警戒宣言時に必要な物資の確保 

ケ 施設及び設備の耐震性の確保 

コ 予想被害からの復旧計画策定 

サ 各計画の点検・見直し 

 

 

 

 

 

 

 

地震対策編から移動 

一般 54 ２ 事業所の防災力向上の促進 

市は、県と連携して事業所を地域コミュニティの一員

２ 事業所の防災力向上の促進 

市は、県と連携して事業所を地域コミュニティの一員
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加の呼び

かけ、防災に関するアドバイスを行うものとする。ま

た、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組

等の防災・減災対策の普及を促進するため、連携して、

事業継続力強化支援計画の策定に努めるものとする。 

として捉え、地域の防災訓練等への積極的参加の呼びか

け、防災に関するアドバイスを行う。また、中小企業等

による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災

対策の普及を促進するため、連携して、事業継続力強化

支援計画の策定に努める。 

一般 54 ３ 事業継続計画（ＢＣＰ）の取組 

事業所等は災害時の事業所の果たすべき役割（生命の

安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地

域との共生）を十分に認識し、各事業所において災害時

に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を

策定・運用するとともに、燃料・電力等重要なライフラ

インの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーン

の確保等の事業継続上の取組を継続的に実施するなど防

災活動の推進に努めるものとする。なお、BCPとは、

Business Continuity Planの略であり、企業が自然災害、

大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合におい

て、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる

事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常

時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方

法、手段などを取り決めておく計画のことである。 

３ 事業継続計画（ＢＣＰ）の取組 

・事業所等は災害時の事業所の果たすべき役割（生命の

安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・

地域との共生）を十分に認識し、各事業所において災

害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）を策定・運用する。 

・事業所等は、燃料・電力等重要なライフラインの供給

不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等

の事業継続上の取組を継続的に実施するなど防災活動

の推進に努めるものとする。 

・ＢＣＰとは、Business Continuity Plan の略であり、

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に

遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にと

どめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を

可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時に

おける事業継続のための方法、手段などを取り決めて

おく計画のことである。 

 

一般 55 第 18節 地域住民及び事業者による地区内の防災活動

の推進 

[危機] 

市内の一定地区内の住民等は、必要に応じて、当該地区に

第 18節 地域住民及び事業者による地区内の防災活動

の推進 

[危機、区] 

市内の一定地区内の住民等は、必要に応じて、当該地区に

 

 

担当部局の修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

おける自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区

防災計画の素案として市防災会議に提案することができる 

市は、市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう市

内の一定の地区内の住民等から提案を受け、必要があると認

めるときは、市地域防災計画に地区防災計画を定めることが

できる。 

地区防災計画作成にあたり、市は必要な支援（資料提供・

相談対応）を行い、コミュニティレベルでの防災活動を促進

し、地域防災力の向上を図る。また、市は本制度が地域住民

及び事業者に広く普及していくよう、その周知に努める。 

 

なお、市は、個別避難計画が作成されている避難行動要支

援者が居住する地区において地区防災計画を定める場合は、

地域全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定

められた内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内容

を整理し、両計画の整合が図られるよう努めるものとする。

また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう

努めるものとする。 

おける自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区

防災計画の素案として防災会議に提案することができる 

・市は、地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう市内

の一定の地区内の住民等から提案を受け、必要があると認

めるときは、地域防災計画に地区防災計画を定めることが

できる。 

・市は、地区防災計画作成にあたり、必要な支援（資料提

供・相談対応）を行い、コミュニティレベルでの防災活動

を促進し、地域防災力の向上を図る。 

・市は本制度が地域住民及び事業者に広く普及していくよ

う、その周知に努める。 

・市は、地区防災計画が定められている地区において個別避

難計画を作成する場合は、地区防災計画との整合が図られ

るよう努める。また、訓練等により、両計画の一体的な運

用が図られるよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

一般 55 第 19節 要配慮者対策 

[危機、市民、観光、福祉、衛生、子ども、区] 

（略） 

高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産婦、傷病者及び日

本語のわからない外国人等の要配慮者に対し、その支援する

内容等に応じ、迅速で的確な支援を実施するための体制を整

備するものとする。 

第 19節 要配慮者対策 

[危機、市民、観光、福祉、衛生、子ども、区] 

（略） 

高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産婦、傷病者及び日

本語のわからない外国人等の要配慮者に対し、その支援する

内容等に応じ、迅速で的確な支援を実施するための体制を整

備する。 
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一般 55 １ 実施事項 

(１) プライバシー保護には十分考慮したうえで、要配

慮者の把握に努めるものとする。 

(２) 情報の提供や安否確認のため、連絡の体制や方法

等を整備するものとする。 

(３) 通常の避難所では避難生活が困難な要配慮者のた

めの避難所として、施設がバリアフリー化されてい

る等、要配慮者の利用に適しており、人的要員の確

保が比較的容易である施設を、あらかじめ福祉避難

所として指定する。また、社会福祉施設等と協定を

結び、福祉避難所の確保に努める。 

◇指定避難所等（福祉避難所）一覧表（資料編４－７） 

(４) 協定等により確保した福祉避難所に対して、災害

時に必要となる物資や資機材の配置又は提供する計

画を作成するものとする。 

(５) 避難所における避難生活や医療等の情報提供や医

師、歯科医師、看護師、歯科衛生士等の専門スタッ

フの派遣体制を整備するものとする。 

１ 実施事項 

・プライバシー保護には十分考慮したうえで、要配慮者

の把握に努める。 

・情報の提供や安否確認のため、連絡の体制や方法等を

整備する。 

・通常の避難所では避難生活が困難な要配慮者のための

避難所として、施設がバリアフリー化されている等、

要配慮者の利用に適しており、人的要員の確保が比較

的容易である施設を、あらかじめ福祉避難所として指

定する。また、社会福祉施設等と協定を結び、福祉避

難所の確保に努める。 

◇資料編４－７：指定避難所（福祉避難所）一覧表 

・協定等により確保した福祉避難所に対して、災害時に

必要となる物資や資機材の配置又は提供する計画を作

成する。 

・避難所における避難生活や医療等の情報提供や医師、

歯科医師、看護師、歯科衛生士等の専門スタッフの派

遣体制を整備する。 

 

一般 55 ２ 要配慮者支援体制の整備 

(１) 要配慮者支援体制 

市は、要配慮者に対する情報の伝達や安否確認、

避難地又は避難所における対応等が迅速かつ的確に

実施できるよう、防災担当部局と福祉担当部局との

連携の下、消防団、自主防災組織等の防災関係機関

及び平常時から要配慮者と接している社会福祉協議

会、民生委員・児童委員、介護保険事業所、障がい

２ 要配慮者支援体制の整備 

(１) 要配慮者支援体制 

・市は、要配慮者に対する情報の伝達や安否確認、

避難地又は避難所における対応等が迅速かつ的確

に実施できるよう、防災担当部局と福祉担当部局

との連携の下、消防団、自主防災組織等の防災関

係機関及び平常時から要配慮者と接している社会

福祉協議会、民生委員・児童委員、介護保険事業
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のある人の団体等の福祉関係者と協力して、要配慮

者に関する情報の共有、避難支援計画の策定等要配

慮者の避難支援体制を整備するものとする。 

地域においては、自主防災組織が中心となり、次

の関係団体が協力して要配慮者の支援に当たるた

め、日頃から連携して災害時の協力体制の整備に努

める。 

また、県は、ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）及

び応援職員（福祉関係職員等）等の派遣並びに要配

慮者のための物資の供給ができるよう応援体制を確

保する。 

さらに、市は、県と連携し、要配慮者にも配慮し

たわかりやすい情報伝達の体制の整備を図るととも

に、在京大使館等からの外国人の安否確認に必要と

なる連絡体制を確保する。 

（略） 

(２) （略） 

(３) 避難行動要支援者名簿の作成等 

ア 名簿の作成 

市は、避難行動要支援者について避難支援等

（避難の支援、安否の確認、その他の避難行動要

支援者の生命又は身体を災害から保護するために

必要な措置）を実施するための基礎とする名簿等

を市が保有する健康福祉に関する情報をもとに調

査等を行い、本人の同意を得て作成するものとす

る。なお、名簿等の作成にあたっては、被災者支

所、障がいのある人の団体等の福祉関係者と協力

して、要配慮者に関する情報の共有、避難支援計

画の策定等要配慮者の避難支援体制を整備する。 

・地域においては、自主防災組織が中心となり、次

の関係団体が協力して要配慮者の支援に当たるた

め、日頃から連携して災害時の協力体制の整備に

努める。 

・県は、災害派遣福祉チーム（以下「ＤＷＡＴ」と

いう。）や災害支援ナース及び応援職員（福祉関係

職員等）等の派遣並びに要配慮者のための物資の

供給ができるよう応援体制を確保する。 

・市は、県と連携し、要配慮者にも配慮した分かり

やすい情報伝達の体制の整備を図るとともに、在

京大使館等からの外国人の安否確認に必要となる

連絡体制を確保する。 

（略） 

(２) （略） 

(３) 避難行動要支援者名簿の作成等 

ア 名簿の作成 

市は、避難行動要支援者について避難支援等

（避難の支援、安否の確認、その他の避難行動要

支援者の生命又は身体を災害から保護するために

必要な措置）を実施するための基礎とする名簿等

を市が保有する健康福祉に関する情報をもとに調

査等を行い、本人の同意を得て作成する。なお、

名簿等の作成にあたっては、被災者支援業務の迅

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正

「医療法の改正に伴

う災害時支援ナース

の充実・強化」 
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援業務の迅速化・効率化のため、デジタル技術を

積極的に活用するものとする。 

また、庁舎の被災等の事態が生じた場合におい

ても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報

の適切な管理に努めるものとする。 

イ （略） 

ウ 名簿等を提供する場合における配慮 

法第49条の12の規定に基づき、市は、名簿情報の

提供を受ける者に対して「静岡市災害時要援護者

名簿等の取扱いに係る協定書」を締結するものと

する。 

エ （略） 

(４) 個別避難計画 

 

市は、地域防災計画に基づき、防災担当部局や福

祉担当部局など関係部局との連携の下、福祉専門

職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民、NPO 等の

避難支援等に携わる関係者と連携して、名簿情報に

係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、

個別避難計画を作成するよう努めるものとする。な

お、個別避難計画の作成にあたっては、被災者支援

業務の迅速化・効率化のため、デジタル技術を積極

的に活用するものとする。また、個別避難計画につ

いては、避難行動要支援者の状況の変化、ハザード

マップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更

等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて

速化・効率化のため、デジタル技術を積極的に活

用する。 

また、庁舎の被災等の事態が生じた場合におい

ても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報

の適切な管理に努める。 

イ （略） 

ウ 名簿等を提供する場合における配慮 

法第49条の12の規定に基づき、市は、名簿情報の

提供を受ける者に対して「静岡市災害時要援護者

名簿等の取扱いに係る協定書」を締結する。 

 

エ （略） 

(４) 個別避難計画 

ア 計画の作成・更新 

・市は、地域防災計画に基づき、防災担当部局や

福祉担当部局など関係部局との連携の下、福祉

専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住

民、ＮＰＯ等の避難支援等に携わる関係者と連

携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごと

に、作成の同意を得て、個別避難計画を作成す

るよう努める。 

・個別避難計画の作成にあたっては、被災者支援

業務の迅速化・効率化のため、デジタル技術を

積極的に活用する。 

・個別避難計画については、避難行動要支援者の

状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、
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更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場

合においても、計画の活用に支障が生じないよう、

個別避難計画情報の適切な管理に努めるものとす

る。 

 

 

市は、地域防災計画に定めるところにより、消防

機関、都道府県警察、民生委員・児童委員、社会福

祉協議会、自主防災組織など避難支援等に携わる関

係者に対し、避難行動要支援者本人及び避難支援等

実施者の同意に基づき、あらかじめ個別避難計画を

提供するものとする。また、個別避難計画の実効性

を確保する観点等から、多様な主体の協力を得なが

ら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整

備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実

施等を一層図るものとする。その際、個別避難計画

情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものとす

る。 

 

市は、個別避難計画が作成されていない避難行動

要支援者についても、避難支援等が円滑かつ迅速に

実施されるよう、平常時からの避難支援体制の整

備、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提

供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援

体制の整備など、必要な配慮をするものとする。 

 

災害時の避難方法等の変更等を適切に反映した

ものとなるよう、必要に応じて更新する。 

・市は、庁舎の被災等の事態が生じた場合におい

ても、計画の活用に支障が生じないよう、個別

避難計画情報の適切な管理に努める。 

イ 計画の実効性と情報保護 

・市は、地域防災計画に定めるところにより、消

防機関、都道府県警察、民生委員・児童委員、

社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等

に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人

及び避難支援等実施者の同意に基づき、あらか

じめ個別避難計画を提供する。 

・市は、個別避難計画の実効性を確保する観点等

から、多様な主体の協力を得ながら、避難行動

要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支

援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を

一層図る。その際、個別避難計画情報の漏えい

の防止等必要な措置を講じる。 

ウ 未作成者等への配慮 

市は、個別避難計画が作成されていない避難行

動要支援者についても、避難支援等が円滑かつ迅

速に実施されるよう、平常時からの避難支援体制

の整備、避難支援等に携わる関係者への必要な情

報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の

避難支援体制の整備など、必要な配慮をする。 

エ 地区防災計画との整合 
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市は、地区防災計画が定められている地区におい

て、個別避難計画を作成する場合は、地区防災計画

との整合が図られるよう努めるものとする。また、

訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよ

う努めるものとする。 

(５)～(８) （略） 

(９) 観光客の安全確保 

市は、県、事業者等と連携し、外国人を含めた観

光客の安全が確保されるよう、災害情報の提供等に

努めるとともに、情報伝達や避難誘導、帰宅や滞在

の支援等、観光客への安全対策を促進するものとす

る。 

(10) 要配慮者利用施設における避難確保措置等 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、自然災

害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を

作成し、訓練を実施するものとする。 

また、市は、要配慮者利用施設の避難確保に関す

る計画や避難訓練の実施状況等について、定期的に

確認するよう努めるものとする。 

市は、地区防災計画が定められている地区にお

いて、個別避難計画を作成する場合は、地区防災

計画との整合が図られるよう努める。また、訓練

等により、両計画の一体的な運用が図られるよう

努める。 

(５)～(８) （略） 

(９) 観光客の安全確保 

市は、県、事業者等と連携し、外国人を含めた観

光客の安全が確保されるよう、災害情報の提供等に

努めるとともに、情報伝達や避難誘導、帰宅や滞在

の支援等、観光客への安全対策を促進する。 

 

(10) 要配慮者利用施設における避難確保措置等 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、自然災

害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を

作成し、訓練を実施するものとする。 

また、市は、要配慮者利用施設の避難確保に関す

る計画や避難訓練の実施状況等について、定期的に

確認するよう努める。 

一般 58 第 20節 災害ボランティア活動の環境整備と啓発 

[市民] 

災害時に、行政だけでなく、ボランティアや関係機関と連

携・協力し災害対応を行うことで、迅速な被災者の支援につ

なげるため、市は平時から災害ボランティア活動の環境を整

備するとともに、市民への周知・啓発に努めるものとする。 

第 20節 災害ボランティア活動の環境整備と啓発 

[市民] 

災害時に、行政だけでなく、ボランティアや関係機関と連

携・協力し災害対応を行うことで、迅速な被災者の支援につ

なげるため、市は平時から災害ボランティア活動の環境を整

備するとともに、市民への周知・啓発に努める。 
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一般 58 １ 環境整備 

市は、災害時の円滑かつ効果的な災害ボランティア活

動の促進のため、（福）静岡市社会福祉協議会、災害ボラ

ンティアコーディネーター等と協力し、災害ボランティ

ア運営協議会等の情報共有会議を通じた連携体制の確立

を図るとともに、災害ボランティア本部の開設・運営に

関するマニュアル策定等に取り組むものとする。 

 

また、県及び災害中間支援組織（NPO・ボランティア等

の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の

強化に努めるものとする。 

１ 環境整備 

市は、災害時の円滑かつ効果的な災害ボランティア活

動の促進のため、ボランティアの自主性を尊重しつつ、

（福）静岡市社会福祉協議会、災害ボランティアコーデ

ィネーター等と協力し、災害ボランティア運営協議会等

の情報共有会議を通じた連携体制の確立を図るととも

に、災害ボランティア本部の開設・運営に関するマニュ

アル策定等に取り組む。 

また、県及び災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティ

ア等の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体

制の強化に努める。 

 

 

県計画の修正に伴う

修正 

一般 58 ２ 市民への周知・啓発 

市は、(福)静岡市社会福祉協議会と協働して、災害ボ

ランティア活動に対する市民への啓発や、研修・講習会

等を通じた災害ボランティアに携わる人材の育成などに

取り組むものとする。 

２ 市民への周知・啓発 

市は、(福)静岡市社会福祉協議会と協働して、災害ボ

ランティア活動に対する市民への啓発や、研修・講習会

等を通じた災害ボランティアに携わる人材の育成などに

取り組む。 

 

一般 61 第 21節 原子力災害に関する事前対策計画 

[危機] 

（略） 

静岡市の南西約 45 ㎞に浜岡原子力発電所（所在地：御前崎

市佐倉）があり、本市は、原子力災害対策を重点的に実施す

べき地域（原子力発電所から概ね半径 31 ㎞の範囲）外である

が、万が一の事故による放射性物質の放出に伴う災害対策が

必要である。 

（略） 

第 21節 原子力災害に関する事前対策計画 

[危機] 

（略） 

本市は、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域（原子

力発電所からおおむね半径 31 ㎞の範囲）外であるが、本市の

南西約 45 ㎞に浜岡原子力発電所（所在地：御前崎市佐倉）が

所在することから、万が一の事故による放射性物質の放出に

伴う災害対策が必要である。 

（略） 

 

 

 

表現の適正化 
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一般 61 １ 情報の収集・連絡体制の整備 

市は、原子力災害に対し、県及び防災関係機関との確

実な情報の収集・連絡体制を確保するとともに、これら

の防災拠点間における情報通信のためのネットワークを

強化するものとする。 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

市は、原子力災害に対し、県及び防災関係機関との確

実な情報の収集・連絡体制を確保するとともに、これら

の防災拠点間における情報通信のためのネットワークを

強化する。 

 

一般 61 ２ 住民等への的確な情報伝達体制の整備 

市は、県と連携し、住民等に対して必要な情報が確実

に伝達され、かつ、共有されるように、情報伝達の際の

役割等の明確化に努めるものとする。 

２ 住民等への的確な情報伝達体制の整備 

市は、県と連携し、住民等に対して必要な情報が確実

に伝達され、かつ、共有されるように、情報伝達の際の

役割等の明確化に努める。 

 

一般 61 ３ 安定ヨウ素剤 

（略） 

ただし、国の指針等の見直しに従い、必要に応じて具

体的な措置等を定めることとする。 

３ 安定ヨウ素剤 

（略） 

ただし、国の指針等の見直しに従い、必要に応じて具

体的な措置等を定める。 

 

一般 62 第 22節 救助・救急活動に関する計画 

[消防、福祉、衛生、保健所] 

第 22節 救助・救急活動に関する計画 

[消防、福祉、衛生、保健所] 

 

 １、２ （略） １、２ （略）  

一般 62 ３ 保健医療福祉調整本部の整備 

県は、大規模災害時に保健医療活動チームの派遣調

整、保健医療福祉活動に関する情報の連携、整理及び分

析等の保健医療福祉活動の総合調整を遅滞なく行うため

の本部（以下、「保健医療福祉調整本部」という。）の整

備に努めるものとする。 

３ 保健医療福祉調整本部の整備 

県は、大規模災害時に保健医療活動チームの派遣調

整、保健医療福祉活動に関する情報の連携、整理及び分

析等の保健医療福祉活動の総合調整を遅滞なく行うため

の本部（以下、「保健医療福祉調整本部」という。）を速

やかに設置できるよう体制を整備する。 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

一般 62 ４ 保健医療福祉調整本部の総合調整 

市及び県は、災害時を想定した情報の連携、整理及び

４ 保健医療福祉調整本部の総合調整 

市及び県は、災害時を想定した情報の連携、整理及び
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分析等の保健医療福祉活動の総合調整の実施体制の整備

に努めるものとする。 

分析等の保健医療福祉活動の総合調整の実施体制の整備

に努める。 

一般 62 第 23節 防災ヘリポートに関する計画 

[危機、都市] 

第 23節 防災ヘリポートに関する計画 

[危機、都市、消防] 

 

担当部局の修正 

 １ （略） １ （略）  

一般 62 ２ 防災ヘリポートの整備 

市は、災害時における臨時の離着陸場として、河川敷

やグラウンドなど機体が離着陸可能な広い敷地を防災ヘ

リポートとして指定する。なお、指定したヘリポートに

ついて、市は確実に使用ができるよう努めるものとす

る。 

◇ヘリポートの具備すべき事項（資料編４－29） 

２ 防災ヘリポートの整備 

市は、災害時における臨時の離着陸場として、河川敷

やグラウンドなど機体が離着陸可能な広い敷地を防災ヘ

リポートとして指定する。なお、指定したヘリポートに

ついて、市は確実に使用ができるよう努める。 

 

◇資料編４－29：ヘリポートの具備すべき事項 

 

一般 62 第 24節 応急住宅 

[建築] 

第 24節 応急住宅 

[建築] 

 

一般 62 １ 基本方針 

応急仮設住宅の供与は、災害により家屋に被害を受

け、自己の資力では住宅を確保できない被災者の暫定的

な居住の安定を図ることを目的とし、災害救助法に基づ

き県がその事務を行うこととなっている。 

その際早急に応急仮設住宅等を供与できるよう、本市

におけるその基本的な応急対策を明確にしておくもので

ある。 

応急的な住まいを確保するに当たっては、既存住宅ス

トックの活用を重視することとし、相談体制の整備、修

１ 基本方針 

・応急仮設住宅の供与は、災害により家屋に被害を受

け、自己の資力では住宅を確保できない被災者の暫定

的な居住の安定を図ることを目的とし、災害救助法に

基づき県がその事務を行うこととなっている。 

・市は、早急に応急仮設住宅等を供与できるよう、本市

におけるその基本的な応急対策を明確にしておくもの

である。 

・応急的な住まいを確保するに当たっては、既存住宅ス

トックの活用を重視することとし、相談体制の整備、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計
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理業者の周知等の支援による応急修理の推進、公営住宅

等の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供

により、被災者の応急的な住まいを早期に確保するもの

とする。また、地域に十分な既存住宅ストックが存在し

ない場合には、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災

者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。応急

仮設住宅等を供与する場合には、二次災害に十分配慮す

るものとする。 

修理業者の周知等の支援やブルーシートの展張等を含

む応急修理の推進、公営住宅等の既存ストックの一時

提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急

的な住まいを早期に確保する。地域に十分な既存住宅

ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅を速

やかに設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保

する。 

・応急仮設住宅等を供与する場合には、二次災害に十分

配慮する。 

画の修正に伴う修正 

「災害救助法による

救助の程度、方法及

び機関並びに実費弁

償の基準の一部改

正」 

一般 63 ２ 応急仮設住宅の概要 

(１) 一戸あたりの建築面積及び費用については、原則

として災害救助法施行規則（昭和 38 年静岡県規則第

25号）による。 

(２) 高齢者や障がいのある人等に配慮した福祉仮設住

宅や、戸数に応じた集会所の設置も可能である。 

(３) 着工については、原則として災害発生の日から 20

日以内とする。 

(４) 供与の期間は、原則として完成の日から2年以内と

する。 

(５) 賃貸住宅の居室を仮設住宅として借上げることも

可能である。 

(６) 応急仮設住宅入居者によるコミュニティの形成及

び運営等に関して、多様な生活者の意見を反映でき

るよう配慮するものとする。 

２ 応急仮設住宅の概要 

・賃貸住宅の居室を仮設住宅として借り上げることも可

能である。 

・応急仮設住宅入居者によるコミュニティの形成、運営

等に関して、多様な生活者の意見を反映できるよう配

慮する。 

(１) 一戸あたりの規模及び費用 

災害救助法が適用された場合の一戸あたりの規模

及び費用については、◇資料編６－１による。 

(２) 着工及び供与期間 

災害救助法が適用された場合の着工及び供与期間

については、◇資料編６－１による。 

◇資料編６－１：災害救助法の適用 

内容整理 

一般 63 ３ 本市が実施する事務 

（略） 

３ 本市が実施する事務 

（略） 
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一般 63 区分 内容 

応
急
住
宅 

応急

仮設

住宅 

建 設

型 

応 急

住宅 

市及び県は、応急仮設住宅の用地に関

し、浸水害、土砂災害等の危険性を十

分に配慮しつつ建設可能な用地を把握

し、配置計画を作成するなど、あらか

じめ供給体制を整備しておくものとす

る。 

賃 貸

型 

応 急

住宅 

市及び県は、災害時における被災者用

の住居として利用可能な公営住宅や民

間賃貸住宅の把握に努め、災害時に迅

速にあっせんできるよう、あらかじめ

体制を整備するものとする。 公営住宅 
 

区分 内容 

応
急
住
宅 

応急

仮設

住宅 

建 設

型 

応 急

住宅 

市及び県は、応急仮設住宅の用地に関

し、浸水害、土砂災害等の危険性を十

分に配慮しつつ建設可能な用地を把握

し、配置計画を作成するなど、あらか

じめ供給体制を整備しておく。 

 

賃 貸

型 

応 急

住宅 

市及び県は、災害時における被災者用

の住居として利用可能な公営住宅や民

間賃貸住宅の把握に努め、災害時に迅

速にあっせんできるよう、あらかじめ

体制を整備する。 公営住宅 
 

 

一般 63 第 25節 災害廃棄物処理 

[環境] 

第 25節 災害廃棄物処理 

[環境] 

 

一般 63 １ 災害廃棄物処理計画の策定 

市は、災害廃棄物の処理に関する体制、事務手順等を

あらかじめ定めておくことにより、発災直後の混乱期に

事務の停滞を防ぐとともに、その後の効率的かつ効果的

な廃棄物の処理を図る。 

また、災害廃棄物の処理に係る国の指針に基づき、円

滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物

の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（指定避難所の

ごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃

棄物の処理体制、周辺の地方公共団体や民間事業者等と

の連携・協力のあり方等について、災害廃棄物処理計画

１ 災害廃棄物処理計画の策定 

・市は、災害廃棄物の処理に関する体制、事務手順等を

あらかじめ定めておくことにより、発災直後の混乱期

に事務の停滞を防ぐとともに、その後の効率的かつ効

果的な廃棄物の処理を図る。 

・市は、災害廃棄物の処理に係る国の指針を踏まえ、円

滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄

物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（指定避難

所のごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害

時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体や民間事

業者等との連携・協力のあり方等について、災害廃棄

 

 

 

 

 

国の指針に準じた修

正 
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において具体的に示すものとする。 

さらに、災害廃棄物の域内処理が困難となることを想

定して、県と連携し、災害廃棄物対策に関する広域的な

連携体制や民間連携の促進等に努めるものとする。 

物処理計画において具体的に示す。 

・市は、災害廃棄物の域内処理が困難となることを想定

して、県と連携し、災害廃棄物対策に関する広域的な

連携体制や民間連携の促進等に努める。 

一般 64 ２ 情報の収集、集約・共有、発信 

（略） 

また、必要に応じて国や県等と連携・協力し、災害廃

棄物の排出方法、仮置き場等への持込み手順など、災害

廃棄物に関する情報を市民等へ発信する。 

２ 情報の収集、集約・共有、発信 

（略） 

また、必要に応じて国や県等と連携・協力し、災害廃

棄物の排出方法、仮置場等への持込み手順など、災害廃

棄物に関する情報を市民等へ発信する。 

 

一般 64 ３ 災害廃棄物処理における事前準備 

市は、災害廃棄物を迅速かつ適切に処理するため、平

時から災害廃棄物処理に係るマニュアルを整備するなど

事前準備に努めるとともに、予め関係機関等と必要な協

議・調整を行う。 

（略） 

３ 災害廃棄物処理における事前準備 

市は、災害廃棄物を迅速かつ適切に処理するため、平

時から災害廃棄物処理に係るマニュアルを整備するなど

事前準備に努めるとともに、あらかじめ関係機関等と必

要な協議・調整を行う。 

（略） 

 

一般 64 第 26節 重要施設・ライフラインの機能確保等に関す

る計画 

[財政、建設、水道、下水、病院] 

市は、随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができ

るよう、建設業団体との災害協定の締結に努めるものとす

る。 

市は、災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の

担い手の確保・育成に取り組むものとする。 

市及び災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は、十分な

期間（最低３日間）の発電及び給電が可能となるよう、保有

第 26節 重要施設・ライフラインの機能確保等に関す

る計画 

[財政、建設、水道、下水、病院] 

・市は、随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができ

るよう、建設業団体との災害協定の締結に努める。 

 

・市は、災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の

担い手の確保・育成に取り組む。 

・市及び災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は、十分な

期間（最低３日間）の発電及び給電が可能となるよう、保
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する施設・設備について、安全な位置に自家発電設備、燃料

貯蔵設備、蓄電池等の整備を図るとともに、燃料の備蓄、複

数事業者との燃料供給協定等の燃料確保策の多重化を行い平

常時から点検、訓練等に努めるものとする。また、太陽光等

再生可能エネルギーを活用した災害に強い自立・分散型エネ

ルギーシステムの導入や外部給電機能を備えたＥＶ、ＰＨ

Ｖ、ＦＣＶ等電動車の活用などの推進を図るものとする。特

に、災害拠点病院等の人命にかかわる重要施設については、

早期に復旧できるよう体制等を強化することとする。 

市、県、災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は、洪水

浸水想定区域、雨水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域、土

砂災害警戒区域等に配慮しつつ、それぞれの機関の防災中枢

機能を果たす施設・設備の充実及び災害に対する安全性の確

保、総合的な防災機能を有する拠点・街区の整備、推進に努

めるものとする。 

病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等、人命に関わる重

要施設の管理者は、発災後 72 時間の事業継続が可能となる非

常用電源を確保するよう努めるものとする。市及び上記重要

施設の管理者は、燃料の調達に当たっては、災害時だけでな

く平時においても燃料供給が安定的に行われる環境を維持し

ていくことに努めるものとする。なお、燃料については、あ

らかじめ、石油販売業者と、燃料の優先供給について協定の

締結を推進するとともに、平時から受注機会の増大に努める

ものとする。 

ライフライン事業者は、災害時に円滑な対応が図られるよ

う、ライフラインの被害状況の予測・把握及び緊急時の供給

有する施設・設備について、安全な位置に自家発電設備、

燃料貯蔵設備、蓄電池等の整備を図るとともに、燃料の備

蓄、複数事業者との燃料供給協定等の燃料確保策の多重化

を行い平常時から点検、訓練等に努める。 

・太陽光等再生可能エネルギーを活用した災害に強い自立・

分散型エネルギーシステムの導入や外部給電機能を備えた

ＥＶ、ＰＨＶ、ＦＣＶ等電動車の活用などの推進を図る。

特に、災害拠点病院等の人命にかかわる重要施設について

は、早期に復旧できるよう体制等を強化することとする。 

・市、県、災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は、洪水

浸水想定区域、雨水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域、

土砂災害警戒区域等に配慮しつつ、それぞれの機関の防災

中枢機能を果たす施設・設備の充実及び災害に対する安全

性の確保、総合的な防災機能を有する拠点・街区の整備、

推進に努めるものとする。 

・病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等、人命に関わる重

要施設の管理者は、発災後 72 時間の事業継続が可能となる

非常用電源を確保するよう努めるものとする。 

・市及び上記重要施設の管理者は、燃料の調達に当たって

は、災害時だけでなく平時においても燃料供給が安定的に

行われる環境を維持していくことに努めるものとする。な

お、燃料については、あらかじめ、石油販売業者と、燃料

の優先供給について協定の締結を推進するとともに、平時

から受注機会の増大に努めるものとする。 

・ライフライン事業者は、災害時に円滑な対応が図られるよ

う、ライフラインの被害状況の予測・把握及び緊急時の供
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について、あらかじめ計画を作成し、体制を整備しておくも

のとする。また、ライフライン施設の応急復旧に関して、広

域的な応援を前提として、あらかじめ事業者間で広域的な応

援体制の整備に努めるものとする。電気、通信等のライフラ

イン施設については、発災後の円滑な応急対応及び早期の復

旧・復興のため、災害対応経験者をリスト化するなど、災害

時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努め

るものとする。さらに、被災施設の復旧予定時期の目安につ

いて利用者へ情報発信を行う体制の整備に努めるものとす

る。 

上下水道管理者は、民間事業者等との協定締結などにより

発災後における上下水道施設の維持又は修繕に努めるととも

に、災害の発生時においても上下水道の機能を維持するた

め、可搬式排水ポンプその他の必要な資機材の整備等に努め

るものとする。 

電気事業者等は、大規模な災害発生のおそれがある場合、

それぞれが所有する電源車、発電機等の現在時点の配備状況

等を確認の上、リスト化するよう努めるものとする。また、

電気事業者は、停電時にインターネット等を使用できない被

災者に対する被害情報等の伝達に係る体制の整備に努めるも

のとする。 

電気通信事業者は、通信の仕組みや代替通信手段の提供等

について、利用者への周知に努めるとともに、通信障害が発

生した場合の被災者に対する情報提供体制の整備を図るもの

とする。 

給について、あらかじめ計画を作成し、体制を整備してお

くものとする。また、ライフライン施設の応急復旧に関し

て、広域的な応援を前提として、あらかじめ事業者間で広

域的な応援体制の整備に努めるものとする。 

・電気、通信等のライフライン施設については、発災後の円

滑な応急対応及び早期の復旧・復興のため、災害対応経験

者をリスト化するなど、災害時に活用できる人材を確保

し、即応できる体制の整備に努めるものとする。さらに、

被災施設の復旧予定時期の目安について利用者へ情報発信

を行う体制の整備に努めるものとする。 

・上下水道管理者は、民間事業者等との協定締結などにより

発災後における上下水道施設の維持又は修繕に努めるとと

もに、災害の発生時においても上下水道の機能を維持する

ため、可搬式排水ポンプその他の必要な資機材の整備等に

努めるものとする。 

・電気事業者等は、大規模な災害発生のおそれがある場合、

それぞれが所有する電源車、発電機等の現在時点の配備状

況等を確認の上、リスト化するよう努めるものとする。ま

た、停電時にインターネット等を使用できない被災者に対

する被害情報等の伝達に係る体制の整備に努めるものとす

る。 

・電気通信事業者は、通信の仕組みや代替通信手段の提供等

について、利用者への周知に努めるとともに、通信障害が

発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整備を図る

ものとする。 
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一般 65 第 27節 災害救助法の適用に関する計画 

[危機、市民、その他災害救助法に関わる全部局] 

第 27節 災害救助法の適用に関する計画 

[危機、市民、その他災害救助法に関わる全部局] 

 

一般 65 １ 災害救助事務の実施に係る体制整備 

市は、災害救助法が適用された場合、災害により被害

を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の

秩序の保全を図るため、災害救助事務の迅速かつ効率的

な実施に必要な体制を整備するものとする。また、円滑

に災害救助事務を実施するため、平時から災害救助事務

マニュアルの整備・確認、罹災証明書の交付手続きの確

認、被災者支援システムの活用などに努めるものとす

る。 

なお、災害救助法が適用されない程度の災害であって

も、被災者に支援が必要な場合は、速やかに被災者へ支

援を行うために必要な体制を整備するものとする。 

１ 災害救助事務の実施に係る体制整備 

・市は、災害救助法が適用された場合、災害により被害

を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会

の秩序の保全を図るため、災害救助事務の迅速かつ効

率的な実施に必要な体制を整備する。 

・市は、円滑に災害救助事務を実施するため、平時から

災害救助事務マニュアルの整備・確認、罹災証明書の

交付手続の確認、被災者生活再建支援システムの活用

などに努める。 

・市は、災害救助法が適用されない程度の災害であって

も、被災者に支援が必要な場合は、速やかに被災者へ

支援を行うために必要な体制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

一般 65 表２－４ 災害救助法第４条第１項に規定する救助事務 

災害救助事務 市が実施する平常時の取組み 

避難所の設置 （略） 

応急仮設住宅の供与 （略） 

炊き出しその他による食品

の給与 

（略） 

飲料水の供給 （略） 

被服・寝具その他生活必需

品の給与又は貸与 

（略） 

医療、助産 （略） 

被災者の救出 （略） 

表 ２-３ 災害救助法第４条第１項に規定する救助事務 

災害救助事務 市が実施する平常時の取組 

避難所の設置 （略） 

応急仮設住宅の供与 （略） 

炊き出しその他による

食品の給与 

（略） 

飲料水の供給 （略） 

被服・寝具その他生活

必需品の給与又は貸与 

（略） 

医療、助産 （略） 

被災者の救出 （略） 

被
災
し
た
住
宅 

の
応
急
修
理 

住家の被害の拡

大を防止するた

めの緊急の修理 

・修理業者のリストの作成準備 

・応急修理に関する関係団体や修理業者へ

の周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 
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被災した住宅の応急修理 

・修理業者のリストの作成準備 

・応急修理に関する関係団体や修理業者

への周知 

 

 

 

学用品の給与 （略） 

埋葬、死体の捜索、死体の

処理 

（略） 

障害物の除去 （略） 

◇災害救助法の適用（資料編６－１） 

日常生活に必要

な最小限度の部

分の修理 

学用品の給与 （略） 

埋葬、死体の捜索、死

体の処理 

（略） 

障害物の除去 （略） 

◇資料編６－１：災害救助法の適用 

「災害救助法による

救助の程度、方法及

び機関並びに実費弁

償の基準の一部改

正」 

一般 67 ２ 関係機関との連携体制の構築 

市は円滑かつ迅速な被災者の救助を実施するため、国

及び県との連携体制を確保するとともに、救助に関する

関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との連携体

制の確保に努めるものとする。 

２ 関係機関との連携体制の構築 

市は円滑かつ迅速な被災者の救助を実施するため、国

及び県との連携体制を確保するとともに、救助に関する

関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との連携体

制の確保に努める。 

 

一般 67 ３ 災害救助事務の実施に必要な財源の確保 

市は、円滑かつ迅速な被災者の救助を実施するため、

災害救助基金等の必要な財政基盤の確保に努めるものと

する。 

３ 災害救助事務の実施に必要な財源の確保 

市は、円滑かつ迅速な被災者の救助を実施するため、

災害救助基金等の必要な財政基盤の確保に努める。 

 

一般 67 ４ 被災者支援システムの活用 

市は、迅速な被災者の生活再建を図るため、被災者支

援システムを整備するとともに、被災者支援システムに

関する具体的な運用マニュアルを作成することで、被災

者支援システムを活用した迅速かつ効率的な救助事務の

実施に努めるものとする。 

４ 被災者生活再建支援システムの活用 

市は、迅速な被災者の生活再建を図るため、被災者生

活再建支援システムに関する具体的な運用マニュアルを

作成し、当該システムを活用した迅速かつ効率的な救助

事務の実施に努める。 

表現の適正化 
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一般 67 第 28節 市の業務継続に関する計画 

[危機] 

第 28節 市の業務継続に関する計画  

担当部局の修正 

一般 67 １ 業務継続体制の確保 

(１) 市は、災害時の応急対策等の実施や優先度の高い

通常業務の継続のため、「静岡市業務継続計画」の策

定等により、業務継続性の確保を図るものとする。 

(２) 実効性ある業務継続体制を確保するため、地域や

想定される災害の特性等を踏まえつつ、必要な資源

の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実

施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応

じた体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた

改定などを行うものとする。 

１ 業務継続体制の確保 

・市は、災害時の応急対策等の実施や優先度の高い通常

業務の継続のため、「静岡市業務継続計画」の策定等に

より、業務継続性の確保を図る。 

・市は、実効性ある業務継続体制を確保するため、地域

や想定される災害の特性等を踏まえつつ、必要な資源

の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実

施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じ

た体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改定

などを行う。 

 

一般 67 ２ 業務継続計画等において定めておく事項 

市は、内閣府（防災担当）作成「市町村のための業務

継続計画作成ガイド」「大規模災害発生時における地方公

共団体の業務継続の手引き」を踏まえ、「静岡市業務継続

計画」に少なくとも以下の事項についてあらかじめ定め

ておくものとする。 

(略) 

２ 業務継続計画等において定めておく事項 

市は、内閣府（防災担当）作成「市町村のための業務

継続計画作成ガイド」「大規模災害発生時における地方公

共団体の業務継続の手引き」を踏まえ、「静岡市業務継続

計画」に少なくとも以下の事項についてあらかじめ定め

ておく。 

(略) 

 

一般 67 第 29節 （略） 第 29節 （略）  

一般 68 第 30節 男女共同参画の視点からの災害対応体制整備 

[市民] 

市は、男女共同参画の視点から、防災会議の委員に占める

女性の割合を高めるよう取り組むとともに、男女共同参画担

当部局が災害対応について庁内における連絡調整を行い、ま

第 30節 男女共同参画の視点からの災害対応体制整備 

[市民] 

市は、男女共同参画の視点から、防災会議の委員に占める

女性の割合を高めるよう取り組むとともに、男女共同参画担

当部局が災害対応について庁内における連絡調整を行い、ま
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た、市女性会館が地域における防災活動の推進拠点となるよ

う、平常時及び災害時における男女共同参画センター（市女

性会館）の役割について、防災担当部局と男女共同参画担当

部局が連携し明確化しておくよう努めるものとする。 

た、市女性会館が地域における防災活動の推進拠点となるよ

う、平常時及び災害時における男女共同参画センター（市女

性会館）の役割について、防災担当部局と男女共同参画担当

部局が連携し明確化しておくよう努める。 

一般 69 第３章 災害応急対策 

 

第３章 災害応急対策 

 

 

一般 69 第１節 この計画を理解し実施するための留意事項 

[危機] 

第１節 この計画を理解し実施するための留意事項 

[危機] 

 

一般 69 １ 関係法律との関係 

法第10条（他の法律との関係）に定めるとおり、他の

法律に特別の定めがある場合は、当該法律に基づいて処

理するものとするが、災害応急対策を総合的かつ計画的

に推進処理するため、できるだけこの計画を通じて、そ

の運用を図るものとする。 

１ 関係法律との関係 

法第10条（他の法律との関係）に定めるとおり、他の

法律に特別の定めがある場合は、当該法律に基づいて処

理するものとするが、災害応急対策を総合的かつ計画的

に推進処理するため、できるだけこの計画を通じて、そ

の運用を図る。 

 

一般 69 ２ 相互協力 

法第５条（市町村の責務）、第６条（指定公共機関及び

指定地方公共機関の責務）、第７条（住民等の責務）及び

第54条（発見者の通報義務等）の規定を通じて相互に協

力する責務を課せられている。 

この計画の運用についても、関係機関はもとより公共

的団体並びに個人を含め相互協力のもとに処理すること

とし、関係機関及び関係者は誠実に各々の責務を果たす

こととする。 

市は、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困

難な場合に、他の地方公共団体からの物資の提供、人員

２ 相互協力 

・法第５条（市町村の責務）、第６条（指定公共機関及び

指定地方公共機関の責務）、第７条（住民等の責務）及

び第 54 条（発見者の通報義務等）の規定を通じて相互

に協力する責務を課せられている。 

・この計画の運用についても、関係機関はもとより公共

的団体並びに個人を含め相互協力のもとに処理するこ

ととし、関係機関及び関係者は誠実に各々の責務を果

たすこととする。 

・市は、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困

難な場合に、他の地方公共団体からの物資の提供、人
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の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災

害対応を実施できるよう、相互応援協定の締結に努める

ものとする。その際、市は、近隣の地方公共団体に加え

て、大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、

遠方に所在する地方公共団体との協定締結も考慮するも

のとする。また、ライフライン施設の速やかな応急対策

を図るため、市、県、ライフライン事業者等は、関係す

る省庁と連携し、合同会議、調整会議等における対応方

針等に基づき、必要に応じて、現地作業調整会議を開催

するものとする。 

員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やか

に災害対応を実施できるよう、相互応援協定の締結に

努める。 

・市は、近隣の地方公共団体に加えて、大規模な災害等

による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地

方公共団体との協定締結も考慮する。 

・ライフライン施設の速やかな応急対策を図るため、

市、県、ライフライン事業者等は、関係する省庁と連

携し、合同会議、調整会議等における対応方針等に基

づき、必要に応じて、現地作業調整会議を開催するも

のとする。 

一般 69 ３ 要請について 

この計画に基づき、災害応急対策の実施が円滑に推進

できるよう常に十分な配慮をするとともに、この計画で

県その他関係機関の応援並びに実施を必要とする場合

は、遅滞なく、しかも的確に情勢を把握して要請及び連

絡を行うものとする。 

要請及び連絡は手段を問わず臨機応変の措置をとり、

県等の災害応急対策の応援実施が速やかに行えるよう努

めるものとし、電話、防災無線等で要請した事項につい

ては、事後正式書面により処理するものとする。 

３ 要請について 

この計画に基づき、災害応急対策の実施が円滑に推進

できるよう常に十分な配慮をするとともに、この計画で

県その他関係機関の応援並びに実施を必要とする場合

は、遅滞なく、しかも的確に情勢を把握して要請及び連

絡を行う。 

要請及び連絡は手段を問わず臨機応変の措置をとり、

県等の災害応急対策の応援実施が速やかに行えるよう努

めるものとし、電話、防災無線等で要請した事項につい

ては、事後正式書面により処理する。 

 

一般 69 ４ 関係者への周知徹底について 

災害時において、この計画に基づき施設、物資等調達

のあっせんを行う場合は、的確かつ迅速に実施できるよ

う当該区域内に所在する施設の管理者又は物資等の販売

者に対し、災害時の相互協力について十分に周知徹底を

４ 関係者への周知徹底について 

災害時において、この計画に基づき施設、物資等調達

のあっせんを行う場合は、的確かつ迅速に実施できるよ

う当該区域内に所在する施設の管理者又は物資等の販売

者に対し、災害時の相互協力について十分に周知徹底を
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図り、必要な配慮をしておくものとする。 図り、必要な配慮をしておく。 

 ５ （略） ５ （略）  

一般 70 ６ 協力要請事項の正確な授受 

要員の動員協力、物資調達等の要請、あっせん及び受

諾にあたっては、特に混乱しやすい災害時であり、不正

確な授受のため事後責任の所在が不明確になりがちであ

るので、関係機関並びに業者とも相互に要請内容のほ

か、次の事項を確認するとともに、事後経費等の精算に

支障のないよう留意するものとする。 

（略） 

６ 協力要請事項の正確な授受 

要員の動員協力、物資調達等の要請、あっせん及び受

諾にあたっては、特に混乱しやすい災害時であり、不正

確な授受のため事後責任の所在が不明確になりがちであ

るので、関係機関並びに業者とも相互に要請内容のほ

か、次の事項を確認するとともに、事後経費等の精算に

支障のないよう留意する。 

（略） 

 

一般 70 ７ 従事命令等の発動 

法律の定めるところにより災害応急対策を実施する場

合、必要に応じ従事命令及び物資の収容等強制権を発動

することとしているが、その行使にあたっては慎重に扱

うとともに、関係者に対しては、常にその主旨に沿った

行動を徹底させておくものとする。 

７ 従事命令等の発動 

法律の定めるところにより災害応急対策を実施する場

合、必要に応じ従事命令及び物資の収容等強制権を発動

することとしているが、その行使にあたっては慎重に扱

うとともに、関係者に対しては、常にその主旨に沿った

行動を徹底させておく。 

 

 ８、９ （略） ８、９ （略）  

一般 70 10 経費負担 

(１) 災害応急対策に要する経費については、法第 91 条

（災害予防等に要する費用の負担）の定めるところ

により、災害救助法等法令に特別の定めがある場合

を除き、その実施の責に任ずるものが負担するもの

とする。 

(２) 市の要請により、県が他の市町村又は業者から動

10 経費負担 

・災害応急対策に要する経費については、法第 91 条（災

害予防等に要する費用の負担）の定めるところによ

り、災害救助法等法令に特別の定めがある場合を除

き、その実施の責に任ずるものが負担するものとす

る。 

・市の要請により、県が他の市町村又は業者から動員及
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員及び調達をした場合の経費の精算は、応援又は供

給した市町村もしくは業者の請求に基づき県が確認

のうえ、それぞれ定められた負担区分により精算す

るものとする。 

び調達をした場合の経費の精算は、応援又は供給した

市町村若しくは業者の請求に基づき県が確認のうえ、

それぞれ定められた負担区分により精算するものとす

る。 

一般 71 第２節 組織計画 

[総務、危機] 

（略） 

第２節 組織計画 

[総務、危機] 

（略） 

 

一般 71 １ 防災体制 

(１) 静岡市防災会議 

防災会議は、市域に係る防災に関する基本方針の

決定及びその実施の推進を図ることとする。 

防災会議の編成及び運営は、静岡市防災会議条例

（平成 15 年４月１日条例第 293 号）の定めるところ

による。 

◇静岡市防災会議条例（資料編１－２） 

(２) 静岡市災害対策本部 

（略） 

ア 編成および運営 

（略） 

◇静岡市災害対策本部条例（資料編１－３） 

◇静岡市災害対策本部運営要綱（資料編１－４） 

１ 防災体制 

(１) 防災会議 

防災会議は、市域に係る防災に関する基本方針の

決定及びその実施の推進を図る。 

防災会議の編成及び運営は、静岡市防災会議条例

（平成 15 年４月１日条例第 293 号）の定めるところ

による。 

◇資料編１－２：静岡市防災会議条例 

(２) 静岡市災害対策本部 

（略） 

ア 編成及び運営 

（略） 

◇資料編１－３：静岡市災害対策本部条例 

◇資料編１－４：静岡市災害対策本部運営要綱 

 

一般 71 

 

 

 

イ 設置基準 

(ア) 災害救助法が適用される程度の災害が発生

し、又は発生するおそれがあるとき 

(イ) 特別警報（大雨・暴風・暴風雪・大雪・波

イ 設置基準 

共通 
災害救助法が適用される程度の災害が発生し、

又は発生するおそれがあるとき 

風水害 特別警報（大雨・暴風・暴風雪・大雪・波浪・

表による整理 

 

 

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（共通対策編）修正案 新旧対照表 

107 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

 

地震 57 

 

 

 

 

浪・高潮）が発表されたとき 

(ウ) 津波予報区「静岡県」に大津波警報が発表

されたとき 

(エ) 複数の災害が同時または前後して発生した

場合は、最も被害が大きい災害を基準として

設置する。 

高潮）が発表されたとき 

地震 
市域において震度５強以上の揺れが観測された

とき 

津波 
津波予報区「静岡県」に大津波警報が発表され

たとき 
 

 

 

地震対策編より移動 

 

 

 

 

一般 71 ウ 要員 

災害の種類、規模及び被害の程度、被害予測等

により職員を段階的に配備する。災害対策本部の

配備体制については、別に定める「災害時職員配

備基準」によるものとする。なお、複数の災害が

同時または前後して発生した場合は、最も被害が

大きい災害を基準として設置する。 

◇災害時職員配備基準（資料編２－19） 

エ 災害対策本部、区本部及び地区支部 

静岡市役所静岡庁舎内に災害対策本部を、地域

防災活動の拠点として各区に区本部及び区本部の

地区における活動拠点として地区支部を設置する

ものとする。 

オ 標識等 

災害対策本部の活動を円滑に進めるため、標

識、腕章及び立ち入り検査員であることを示す証

票は別に定める。 

◇静岡市災害対策本部運営要綱（資料編１－４） 

カ （略） 

ウ 要員 

災害の種類、規模及び被害の程度、被害予測等

により職員を段階的に配備する。災害対策本部の

配備体制については、別に定める「災害時職員配

備基準」による。なお、複数の災害が同時又は前

後して発生した場合は、最も被害が大きい災害を

基準として設置する。 

◇資料編２－19：災害時職員配備基準 

エ 災害対策本部、区本部及び地区支部 

静岡市役所静岡庁舎内に災害対策本部を、地域

防災活動の拠点として各区に区本部及び区本部の

地区における活動拠点として地区支部を設置す

る。 

オ 標識等 

災害対策本部の活動を円滑に進めるため、標

識、腕章及び立ち入り検査員であることを示す証

票は別に定める。 

◇資料編１－４：静岡市災害対策本部運営要綱 

カ （略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(３) 水防本部 

水防本部組織に関し必要な事項は「第 33 節 水防

活動」の定めるところによる。ただし、災害対策本

部が設置されたときは、その組織に統合されるもの

とする。 

(３) 水防本部 

洪水、高潮、津波のおそれがあると認められると

きは、水防管理者（市長）は、水防に関係する所

属、水防団及び消防団にて構成する水防本部を設置

する。ただし、静岡市災害対策本部が設置された場

合、水防本部は、災害対策本部に統合される。 

 

表現の適正化 

一般 72 第３節 職員の動員計画 

[総務、危機、区] 

（略） 

第３節 職員の動員計画 

[総務、危機、区] 

（略） 

 

一般 72 １ 職員配備体制 

災害時に速やかに初動体制を確保するため、「災害時職

員配備基準」を整備する。また、災害の状況に応じて配

備基準を柔軟に運用し、職員の増員や早期参集を行うな

ど、事前準備を徹底することで、臨機応変に災害対応を

行うこととする。 

（略） 

１ 職員配備体制 

災害時に速やかに初動体制を確保するため、「災害時職

員配備基準」を整備する。また、災害の状況に応じて配

備基準を柔軟に運用し、職員の増員や早期参集を行うな

ど、事前準備を徹底することで、臨機応変に災害対応を

行う。 

（略） 

 

一般 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指示の伝達経路と動員方法 

（略） 

◇非常配備の伝達方法（資料編２－11） 

(１) 勤務時間内の指示伝達 

庁舎内の職員に対しては、庁内放送を使い一斉に

指示を伝達する。また、出先の事務所等に対して

は、各部のとりまとめ課より電話で迅速に指示を伝

達する。 

◇平常の勤務時間内における動員指令（資料編２－２） 

２ 指示の伝達経路と動員方法 

（略） 

◇資料編２－11：非常配備の伝達方法 

(１) 職員への指示伝達 

職員に対しては、職員防災情報メールシステム等

により、一斉に指示を伝達する。 

 

 

◇資料編２－２：平常の勤務時間内における動員指令 

 

 

表現の適正化 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震 61 

(２) 休日又は勤務時間外における動員 

職員は職員防災情報メールシステムからの指示を

確認する。また、各部課の連絡責任者は予め各部課

で定めた非常連絡系統図等を活用し、システム登録

者以外の職員への指示の伝達を行う。地区支部につ

いても同様に、連絡責任者が各支部で定めた非常連

絡系統図等を活用し、支部員に伝達する。 

なお、動員指令の伝達方法については、不測の災

害に備えて数種の経路を設定するなど、最善の対策

をとるよう配慮するものとする。 

通信手段が途絶し、職員に対する動員指令の伝達

が困難となったときは、職員自身によりテレビ、ラ

ジオ等から情報等を入手し、災害時職員配備基準に

基づき参集するものとする。 

（略） 

◇休日又は勤務時間外における指示・情報の伝達系統（資料

編２－３） 

(３) 報告 

災害対策本部、区本部、地区支部及び各部の連絡

責任者は、配備に就いた人員を随時、庶務班動員担

当に報告する。 

◇災害時における職員参集状況報告手順（資料編２－12） 

(移動) 

(２) 休日又は勤務時間外における動員 

職員は職員防災情報メールシステムからの指示を

確認し、必要な対応を行う。なお、携帯電話を所有

していない等、やむを得ない理由により職員防災情

報メールシステムに未登録の職員がいる場合、各部

課及び地区支部の連絡責任者は、各部課で定めた非

常連絡系統図等を活用し、当該職員への指示を伝達

する。 

なお、動員指令の伝達方法については、不測の災

害に備えて数種の経路を設定するなど、最善の対策

をとるよう配慮する。 

通信手段が途絶し、職員に対する動員指令の伝達

が困難となったときは、職員自身によりテレビ、ラ

ジオ等から情報等を入手し、災害時職員配備基準に

基づき参集する。 

（略） 

◇資料編２－３：休日又は勤務時間外における指示・情報の

伝達系統 

(３) 報告 

災害対策本部各部、区本部、地区支部の連絡責任

者は、配備に就いた人員を随時、総括部受援班に報

告する。 

◇資料編２－12：災害時における職員参集状況報告手順 

(４) 防災関係の活動状況の把握 

本部長は、防災関係機関との緊密な連携のもと

に、各機関が行う災害応急対策を把握し、適切な措

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震対策編より移動 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

置を講ずるものとする。 

一般 73 ３ 技術職員の派遣体制の整備 

市及び県は、土木・建築職などの技術職員が不足して

いる市町村への中長期派遣等により支援を行うため、技

術職員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努めるもの

とする。 

また、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、

災害対応経験者をリスト化するなど、災害時に活用でき

る人材を確保し、即応できる体制を整備するとともに、

総務省が運用する復旧・復興支援技術職員派遣制度に中

長期派遣可能な技術職員を登録するよう努めるものとす

る。 

３ 派遣体制の整備 

（１）応急対策職員派遣制度 

・市は、総務省と協力し、訓練等を通じて、応急対

策職員派遣制度により、全国の地方公共団体によ

る被災市町村への応援の円滑な実施に努めるもの

とする。 

・市職員は、被災市町村に赴いた際には、災害対応

の進捗状況等を的確に把握するとともに、その状

況に応じて、被災市町村から積極的に人的支援ニ

ーズを把握し、関係省庁及び都道府県との情報共

有を図り、必要な職員の応援が迅速に行われるよ

う努めるものとする。 

（２）復旧・復興支援技術職員派遣制度 

・市及び県は、土木・建築職などの技術職員が不足

している市町村への中長期派遣等により支援を行

うため、技術職員の確保及び災害時の派遣体制の

整備に努める。 

・市及び県は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復

興のため、災害対応経験者をリスト化するなど、

災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体

制を整備するとともに、総務省が運用する復旧・

復興支援技術職員派遣制度に中長期派遣可能な技

術職員を登録するよう努める。 

（３）その他 

・市は、職員が派遣された被災地において自活する

 

市独自の修正 

「応急対策職員派遣

制度」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島
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ための資機材や装備品等を携帯させるよう留意す

る。 

地震を踏まえた修

正」 

一般 73 第４節 派遣要請計画 

[総務、危機] 

（略） 

また、知事に対して、指定行政機関、指定地方行政機関及

び他の地方公共団体の職員の派遣について、あっせんを求め

るものとする。 

 

庁内全体及び各業務担当における受援担当者を設置すると

ともに、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用等に

より、応援職員等の執務スペースの確保を行う。 

なお、感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮すると

ともに、応援職員の受入に当たっては、応援職員の健康管理

やマスク着用等を徹底するものとする。 

第４節 派遣要請計画 

[総務、危機] 

（略） 

また、知事に対して、指定行政機関、指定地方行政機関及

び他の地方公共団体の職員の派遣について、あっせんを求め

る。 

 

（移動）第４節 派遣要請計画 ５受入体制の確立 

 

 １ （略） １ （略）  

一般 73 ２ 職員の派遣要請 

(１) （略） 

(２) 他の地方公共団体の職員の派遣要請（地方自治法

第 252条の 17） 

市長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要が

あるときは、前項に掲げる事項を記載した文書をも

って、他の地方公共団体の長に対し、職員の派遣を

要請する。 

２ 職員の派遣要請 

(１) （略） 

(２) 他の地方公共団体の職員の派遣要請（地方自治法

第 252条の 17） 

市長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要が

あるときは、相互応援協定又は地方自治法に基づ

き、他の地方公共団体の長に対し、職員の派遣を要

請する。 

◇資料編５－１：他都市との相互応援協定一覧 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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一般 73 ３ 職員の派遣のあっせん 

市長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要がある

ときは、次の事項を記載した文書をもって、知事に対

し、指定行政機関、指定地方行政機関又は他の地方公共

団体の職員の派遣についてあっせんを求めるものとす

る。 

（略） 

３ 職員の派遣のあっせん 

市長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要がある

ときは、次の事項を記載した文書をもって、知事に対

し、指定行政機関、指定地方行政機関又は他の地方公共

団体の職員の派遣についてあっせんを求める。 

 

（略） 

 

 ４ （略） ４ （略）  

 

 

 

 

 

 

一般 73 

（移動） ５ 受入体制の確立 

・市は、あらかじめ人的応援の受入れに関する受援計画

を作成し、応援職員等の受入体制の整備に努める。 

・市は、応援動員を受けるときは、応援動員者の作業内

容、作業場所、休憩又は宿泊場所、その他作業に必要

な受入体制を積極的に整えるとともに、災害応急対策

に従事する者の安全の確保に十分に配慮する。 

・市は、庁内全体及び各業務担当における受援担当者を

設置するとともに、会議室のレイアウトの工夫やテレ

ビ会議の活用等により、応援職員等の執務スペースの

確保を行う。その際、感染症対策のため、適切な空間

の確保に配慮するとともに、応援職員の健康管理等を

徹底する。 

・市は、応援職員等が宿泊場所を確保することが困難な

場合には、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や車

両を設置できる空地などの確保に配慮する。 

・市は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用

した応援職員の受入れについて、活用方法の習熟、発

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 
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災時における円滑な活用の促進に努める。 

 

一般 74 第５節 予警報の受領及び伝達計画 

[総務、危機、観光、福祉、子ども、区、教育] 

（略） 

第５節 予警報の受領及び伝達計画 

[総務、危機、観光、福祉、子ども、区、教育] 

（略） 

 

一般 74 １ 受領及び伝達する予警報の種類と内容 

(１) 気象等の特別警報、警報、注意報及び情報（以下

「特別警報」「警報」、「注意報」、「情報」という。） 

１ 受領及び伝達する予警報の種類と内容 

(１) 気象等の特別警報、警報、注意報及び情報（以下

「特別警報」「警報」、「注意報」、「情報」という。） 

 

一般 74  

ア 特別警報 

大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮が特に

異常であるため重大な災害の起こるおそれが著し

く大きい場合、静岡地方気象台がその旨を警告し

て行う予報である。 

イ 警報 

大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮

によって重大な災害の起こるおそれがある場合、

静岡地方気象台がその旨を警告して行う予報であ

る。 

ウ 注意報 

大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮等

によって災害が起こるおそれがある場合に、静岡

地方気象台がその旨を注意して行う予報である。 

エ 気象情報 

(ア) 「全般気象情報」とは、気象庁が全国的な

表 ３-１ 気象等の特別警報、警報、注意報及び情報 

用語 説明 

特別警報 大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮が

特に異常であるため重大な災害の起こるお

それが著しく大きい場合、静岡地方気象台

がその旨を警告して行う予報である。 

警報 大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪、

高潮によって重大な災害の起こるおそれが

ある場合、静岡地方気象台がその旨を警告

して行う予報である。 

注意報 大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高

潮等によって災害が起こるおそれがある場

合に、静岡地方気象台がその旨を注意して

行う予報である。 

気象情

報 

全 般

気 象

気象庁が全国的な気象の予報等について、

特別警報・警報・注意報に先立って注意を

表による整理 



令和６年度 静岡市地域防災計画（共通対策編）修正案 新旧対照表 

114 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

気象の予報等について、特別警報・警報・注

意報に先立って注意を喚起する場合や、特別

警報・警報・注意報が発表された後の経過や

予想、防災上の注意を解説する場合等に発表

するものである。 

(イ) 「東海地方気象情報」とは、名古屋地方気

象台が東海地方の気象の予報等について、特

別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起

する場合や、特別警報・警報・注意報が発表

された後の経過や予想、防災上の注意を解説

する場合等に発表するものである。 

(ウ) 「静岡県気象情報」とは、静岡地方気象台

が静岡県内の気象の予報等について、特別警

報・警報・注意報に先立って注意を喚起する

場合や、特別警報・警報・注意報が発表され

た後の経過や予想、防災上の注意を解説する

場合等に発表するものである。 

オ 土砂災害警戒情報 

静岡県と静岡地方気象台が共同で発表する情報

で、大雨警報（土砂災害）発表後、命に危険を及

ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況

となった時に、市長が避難指示等を発表する際の

判断や住民の自主避難の参考となるよう静岡市で

は静岡市北部、静岡市南部に細分して発表され

る。この情報は避難が必要とされる警戒レベル４

に相当する。土砂災害警戒情報に加え、大雨特別

情報 喚起する場合や、特別警報・警報・注意報

が発表された後の経過や予想、防災上の注

意を解説する場合等に発表するものであ

る。 

東 海

地 方

気 象

情報 

名古屋地方気象台が東海地方の気象の予報

等について、特別警報・警報・注意報に先

立って注意を喚起する場合や、特別警報・

警報・注意報が発表された後の経過や予

想、防災上の注意を解説する場合等に発表

するものである。 

静 岡

県 気

象 情

報 

静岡地方気象台が静岡県内の気象の予報等

について、特別警報・警報・注意報に先立

って注意を喚起する場合や、特別警報・警

報・注意報が発表された後の経過や予想、

防災上の注意を解説する場合等に発表する

ものである。 

土砂災害警戒情

報 

静岡県と静岡地方気象台が共同で発表する

情報で、大雨警報（土砂災害）発表後、命

に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生しても

おかしくない状況となったときに、市長が

避難指示等を発表する際の判断や住民の自

主避難の参考となるよう静岡市では静岡市

北部、静岡市南部に細分して発表される。

この情報は避難が必要とされる警戒レベル

４に相当する。土砂災害警戒情報に加え、

大雨特別警報（土砂災害）が発表されてい
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警報（土砂災害）が発表されているときは、避難

指示等の対象地区の範囲が十分であるかどうかな

ど、既に実施済みの措置の内容を再度確認し、そ

の結果、必要に応じて避難指示の対象地域の拡大

等の更なる措置を検討する必要がある。 

カ 記録的短時間大雨情報 

県内で、大雨警報発表中において、キキクル

（危険度分布）の「危険」（紫）が出現している場

合に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な

短時間の大雨を観測(地上の雨量計による観測)又

は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせ

た分析)したときに、静岡県気象情報の一種として

発表する。 

キ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等

による激しい突風に対して注意を呼びかける情報

で、雷注意報が発表されている状況下において竜

巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっ

ている時に、一次細分区域で発表する。また、竜

巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があ

った地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激し

い突風が発生するおそれが非常に高まっている旨

を付加した情報が一次細分区域単位で発表され

る。この情報の有効期間は、発表から概ね１時間

である。 

るときは、避難指示等の対象地区の範囲が

十分であるかどうかなど、既に実施済みの

措置の内容を再度確認し、その結果、必要

に応じて避難指示の対象地域の拡大等の更

なる措置を検討する必要がある。 

記録的短時間大

雨情報 

県内で、大雨警報発表中において、キキク

ル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現

している場合に数年に一度程度しか発生し

ないような猛烈な短時間の大雨を観測(地

上の雨量計による観測)又は解析(気象レー

ダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)

したときに、静岡県気象情報の一種として

発表する。 

竜巻注意情報 積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバース

ト等による激しい突風に対して注意を呼び

かける情報で、雷注意報が発表されている

状況下において竜巻等の激しい突風の発生

しやすい気象状況になっているときに、一

次細分区域で発表する。また、竜巻の目撃

情報が得られた場合には、目撃情報があっ

た地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の

激しい突風が発生するおそれが非常に高ま

っている旨を付加した情報が一次細分区域

単位で発表される。この情報の有効期間

は、発表からおおむね１時間である。 

◇資料編８－１：気象等の予報及び警報の種類と発表基準 
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一般 75 表３－１ 気象等の注意報及び警報の発表細分区域（平成 22

年 5月 27日現在） 

表（略） 

表 ３-２ 気象等の注意報及び警報の発表細分区域（平成 22

年 5月 27日現在） 

表（略） 

 

一般 76 (２)～(５) （略） 

(６) 火災警報 

消防法第 22 条第 3 項による知事の通報を受けた市

長は、必要に応じて市域に火災に関する警報を発表

するものとする。 

(７) （略） 

(２)～(５) （略） 

(６) 火災警報 

消防法第 22 条第 3 項による知事の通報を受けた市

長は、必要に応じて市域に火災に関する警報を発表

する。 

(７) （略） 

 

一般 76 (８) 地震情報 

地震情報 

の種類 
発表基準 内容 

震度速報 （略） （略） 

震源に関す

る情報 

（略） （略） 

震源・震度

に関する 

情報 

（略） （略） 

各地の震度

に関する情

報 

（略） （略） 

その他の情

報 

（略） （略） 

(８) 地震情報 

地震情報 

の種類 
発表基準 内容 

震度速報 （略） （略） 

震源に関す

る情報 

（略） （略） 

震源・震度

に関する 

情報 

（略） （略） 

各地の震度

に関する情

報 

（略） （略） 

その他の情

報 

（略） （略） 
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推計震度分

布図 

・震度５弱以

上 

観測した各地の震度データ

をもとに、１km 四方ごとに

推計した震度（震度４以

上）を図情報として発表 

遠地地震に

関する情報 

国外で発生し

た地震につい

て以下のいず

れかを満たし

た場合等 

・マグニチュ

ード 7.0以

上 

（略） 

地震の発生時刻、発生場所

（震源）やその規模（マグ

ニチュード）を概ね30分以内

に発表 

日本や国外への津波の影響

に関しても記述して発表 

 

推計震度分

布図 

・震度５弱以

上 

観測した各地の震度データ

を基に、１km 四方ごとに推

計した震度（震度４以上）

を図情報として発表 

遠地地震に

関する情報 

国外で発生し

た地震につい

て以下のいず

れかを満たし

た場合等 

・Ｍ7.0以上 

 

 

（略） 

地震の発生時刻、発生場所

（震源）やその規模（マグ

ニチュード）をおおむね30分

以内に発表 

日本や国外への津波の影響

に関しても記述して発表 

 

一般 77 (９) 津波情報等 

津波対策編 第３章 災害応急対策 第４節 情報

活動 参照 

(10) 東海地震に関連する情報 

東海地震とは、静岡県中部から遠州灘周辺を震源

域とし、いつ発生してもおかしくないと考えられて

いるマグニチュード８クラスの巨大地震で、これま

での研究や観測体制の構築から唯一予知の可能性の

ある地震である。気象庁は、関係機関の協力も得

て、地殻変動や地震等を 24 時間体制で監視し、異常

なデータが観測された場合には「東海地震に関連す

る情報」を、各情報が意味する危険度に応じた「カ

ラーレベル」を付し、お知らせする。 

(９) 津波情報等 

（▼津波対策編 第３章 第２節「情報活動」に

準ずる。） 

(10) 東海地震に関連する情報 

東海地震とは、静岡県中部から遠州灘周辺を震源

域とし、いつ発生してもおかしくないと考えられて

いるＭ８クラスの巨大地震で、これまでの研究や観

測体制の構築から唯一予知の可能性のある地震であ

る。気象庁は、関係機関の協力も得て、地殻変動や

地震等を 24 時間体制で監視し、異常なデータが観測

された場合には「東海地震に関連する情報」を、各

情報が意味する危険度に応じた「カラーレベル」を

付し、お知らせする。 
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なお、前兆すべりが急激に進んだ場合や前兆すべ

りが小さい場合等には、直前予知ができない場合も

あるので、日ごろから東海地震への備えをしておく

ことが大切である。 

なお、前兆すべりが急激に進んだ場合や前兆すべ

りが小さい場合等には、直前予知ができない場合も

あるので、日頃から東海地震への備えをしておくこ

とが大切である。 

一般 77 表３－２ 東海地震に関連する情報の種類 

表（略） 

表 ３-３ 東海地震に関連する情報の種類 

表（略） 

 

一般 78 (11) 南海トラフ地震に関連する情報 

南海トラフ地震は、概ね 100～150 年間隔で繰り返

し発生しており、前回の南海トラフ地震（昭和東南

海地震（1944年）及び昭和南海地震（1946年））が発

生してから 70 年以上経過した現在では、次の南海ト

ラフ地震発生の切迫性が高まってきている。気象庁

は、南海トラフ全域を対象に地震発生の可能性が高

まった場合に「南海トラフ地震に関連する情報」を

発表する。 

(11) 南海トラフ地震に関連する情報 

南海トラフ地震は、おおむね 100～150 年間隔で繰

り返し発生しており、前回の南海トラフ地震（昭和

東南海地震（1944年）及び昭和南海地震（1946年））

が発生してから 70 年以上経過した現在では、次の南

海トラフ地震発生の切迫性が高まってきている。気

象庁は、南海トラフ全域を対象に地震発生の可能性

が高まった場合に「南海トラフ地震に関連する情

報」を発表する。 

 

一般 78 表３－３ 南海トラフ地震に関連する情報の種類 

情報名 

発表基準等 
 

キーワ

ード 

南海トラフ地震 

臨時情報 

調査中 （略） （略） 

巨大地

震警戒 

・南海トラフ沿いの想

定震源域内のプレー

ト境界において M8.0

以上の地震が発生し

たと評価した場合 

巨大地

震注意 

・南海トラフ地震の想

定震源域内のプレー

ト境界において M7.0

以上、M8.0 未満の地

表 ３-４ 南海トラフ地震に関連する情報の種類 

情報名 

発表基準等 
 

キーワ

ード 

南海トラフ地震 

臨時情報 

調査中 （略） （略） 

巨大地

震警戒 

・南海トラフ沿いの想

定震源域内のプレー

ト境界においてＭ8.0

以上の地震が発生し

たと評価した場合 

巨大地

震注意 

・南海トラフ地震の想

定震源域内のプレー

ト境界においてＭ7.0

以上、Ｍ8.0 未満の
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震が発生したと評価

した場合 

（略） 

調査終

了 
（略） 

南海トラフ地震 

関連解説情報 
（略） 

 

地震が発生したと評

価した場合 

（略） 

調査終

了 
（略） 

南海トラフ地震 

関連解説情報 
（略） 

 

一般 79 ２ 予警報等の受領及び伝達の経路 

(１) 災害対策本部開設前 

ア 勤務時間内の予警報等の受領及び伝達 

◇災害対策本部開設前、勤務時間内における予警報等の受領

と伝達系統図（資料編２－４） 

イ 勤務時間外の予警報等の受領及び伝達 

◇災害対策本部開設前、休日又は勤務時間外における予警報

等の受領と伝達系統図（資料編２－５） 

(２) 災害対策本部が開設されている場合における予警

報等の受領及び伝達 

◇災害対策本部が開設されている場合における予警報等の受

領と伝達系統図（資料編２－６） 

２ 予警報等の受領及び伝達の経路 

(１) 災害対策本部開設前 

ア 勤務時間内の予警報等の受領及び伝達 

◇資料編２－４：災害対策本部開設前、勤務時間内における

予警報等の受領と伝達系統図 

イ 勤務時間外の予警報等の受領及び伝達 

◇資料編２－５：災害対策本部開設前、休日又は勤務時間外

における予警報等の受領と伝達系統図 

(２) 災害対策本部が開設されている場合における予警

報等の受領及び伝達 

◇資料編２－６：災害対策本部が開設されている場合におけ

る予警報等の受領と伝達系統図 

 

一般 79 ３ 予警報等の受領責任者 

(１) 静岡地方気象台から各機関を通して発表される気

象予警報、水防本部を通して伝達される水防警報、

各種の情報、対策の通報等の受領責任者は、災害対

策本部開設前は危機管理局次長とし、災害対策本部

開設後は情報班長とする。 

(２) 予警報等の受領責任者は、災害対策本部開設前に

あっては関係各課、災害対策本部開設後は本部長並

びに本部員に速やかに報告する。 

３ 予警報等の受領責任者 

・静岡地方気象台から各機関を通して発表される気象予

警報、水防本部を通して伝達される水防警報、各種の

情報、対策の通報等の受領責任者は、災害対策本部開

設前は危機管理課長とし、災害対策本部開設後は情報

班長とする。 

・予警報等の受領責任者は、災害対策本部開設前にあっ

ては関係各課、災害対策本部開設後は本部長並びに本

部員に速やかに報告する。 
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一般 79 ４ 予警報等の住民への伝達 

市は、受信した情報を同報無線、広報車等により速や

かに住民に周知するものとし、可能な限り要配慮者に配

慮した情報の伝達に努めるものとする。 

◇気象等の予報（注意報）及び警報伝達系統図（資料編２－

７） 

４ 予警報等の住民への伝達 

市は、受信した情報を同報無線、防災メール等により

速やかに住民に周知するものとし、可能な限り要配慮者

に配慮した情報の伝達に努める。 

◇資料編２－７：気象等の予報（注意報）及び警報伝達系統

図（津波を除く） 

 

一般 80 第６節 災害情報処理計画 

[危機、総政、財政、税務、商工、農水、建設、区、教育] 

 

（略） 

このため、災害情報を一元的かつ総合的に収集・集約・分

析・共有・発信する仕組みとして、ＡＩ技術等を取り入れる

など、ＤＸを活用するとともに、市民から提供された被害情

報やＳＮＳなどの発信情報、国・県等の関係機関やライフラ

イン事業者等からの情報などを活用することで、災害情報処

理体制の充実強化を図るものとする。 

第６節 災害情報処理計画 

[危機、総政、財政、税務、商工、農水、建設、区、教育、消

防] 

（略） 

このため、災害情報を一元的かつ総合的に収集・集約・分

析・共有・発信する仕組みとして、ＡＩ技術等を取り入れる

など、ＤＸを活用するとともに、市民から提供された被害情

報やＳＮＳなどの発信情報、国・県等の関係機関やライフラ

イン事業者等からの情報などを活用することで、災害情報処

理体制の充実強化を図る。 

 

担当部局の修正 

一般 80 １ 被害情報の収集・集約 

(１) 被害情報の収集方法 

・市民や市職員から身の回りの被害情報を写真や位

置情報を活用し、提供・収集できる環境を整備す

るとともに、ＳＮＳなどにより投稿された情報を

迅速に収集できるシステムを構築し、広範囲にお

ける被害情報を迅速かつ効果的に収集できる体制

を構築する。 

・道路や河川、沿岸等の被害情報を監視カメラやモ

ニターを活用し、リアルタイムで情報収集すると

１ 被害情報の収集・集約 

(１) 被害情報の収集方法 

・市民や市職員から身の回りの被害情報を写真や位

置情報を活用し、提供・収集できる環境を整備す

るとともに、ＳＮＳなどに投稿された情報から、

広範囲における被害情報を迅速かつ効果的に収集

する。 

 

・道路や河川、沿岸等の被害情報を監視カメラやモ

ニターを活用し、リアルタイムで情報収集すると
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ともに、浸水害から市民の安全を確保するため、

河川の水位・氾濫域予測システムや、現在の浸水

状況を把握するためのセンサー等を導入し、事前

の注意喚起や避難情報を発信することで、被害の

軽減を図る。 

・発災初動時の被害情報を迅速に収集するため、消

防ヘリコプターや、無人航空機（ドローン）、オ

フロードバイクなどを積極的かつ効果的に活用す

るとともに、統合型ＧＩＳや三次元点群データを

導入・活用し、被害状況や要支援状況を見える化

することで、救難救命、応急支援の効率化や復旧

計画の効率的な作成につなげる。 

（略） 

(２) 被害情報の集約方法 

・写真や位置情報により収集した被害情報を一元的

に集約・整理するため、ＡＩ解析を用いて、被害

の種別に応じた情報を分類し、地図画面上でまと

めて表示することで、被害の状況が分かりやすく

把握できるシステムを構築する。 

ともに、浸水害から市民の安全を確保するため、

河川の水位・氾濫域予測システムや、現在の浸水

状況を把握するためのセンサー等を活用し、事前

の注意喚起や避難情報を発信することで、被害の

軽減を図る。 

・発災初動時の被害情報を迅速に収集するため、消

防ヘリコプターや、無人航空機（ドローン）、高所

監視カメラ、オフロードバイクなどを積極的かつ

効果的に活用する。 

 

 

 

（略） 

(２) 被害情報の集約方法 

・写真や位置情報により収集した被害情報を一元的

に集約・整理するため、ＡＩ解析を用いて、被害

の種別に応じた情報を分類し、地図画面上でまと

めて表示することで、被害の状況を迅速かつ効果

的に把握する。 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

一般 80 ２ 被害情報の分析・共有 

(１)  被害情報の分析方法 

 

 

 

 

・ＡＩ解析を用いることで、収集した一部の被害情

２ 被害情報の分析・共有 

(１)  被害情報の分析方法 

・統合型ＧＩＳや三次元点群データを導入・活用

し、被害状況や要支援状況を見える化すること

で、救難救命、応急支援の効率化や復旧計画の効

率的な作成につなげる。 

・ＡＩ解析を用いて、収集した一部の被害情報か

 

 

内容整理（移動） 
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報から、被害の全体像が迅速に把握できるよう、

被害の範囲を推定するとともに、被害の発生状況

や気象予測等から、今後起こりうる被害を予測で

きるシステムを構築する。 

(２) 被害情報・対応状況の共有方法 

・被害の発生状況や分析結果を一元的に地図画面上

で共有するとともに、収集・集約した災害事案を

災害種別や緊急度、発生場所を一覧化し共有でき

るシステムを構築する。 

・現在の対応状況と今後の活動状況を示した「今や

っていること、これからやるべきことリスト」を

作成し、速やかに共有することとする。 

ら、被害の全体像が迅速に把握できるよう、被害

の範囲を推定するとともに、被害の発生状況や気

象予測等から、今後起こりうる被害を予測する。 

 

(２) 被害情報・対応状況の共有方法 

・被害の発生状況や分析結果を一元的に地図画面上

で共有するとともに、収集・集約した災害事案を

災害種別や緊急度、発生場所を一覧化し共有す

る。 

・現在の対応状況と今後の活動状況を示した「今や

っていること、これからやるべきことリスト」を

作成し、速やかに共有する。 

 ３ 災害情報の発信・提供 

(１) 災害情報の発信方法 

・災害情報を速やかに分かりやすく発信し、市民の

安全な避難行動や生活再建などにつなげるため、

インターネットを活用し、被害情報や支援情報を

地図画面上に表示するシステムを構築する。 

(２) 被害情報の提供方法 

・災害時において、国や県、防災関係機関等と連

携・協力し、迅速かつ効果的、効率的な救難救助

や復旧復興等を行うため、被害情報等をデータベ

ース化し、速やかに関係機関に提供・共有できる

システムを構築する。 

３ 災害情報の発信・提供 

(１) 災害情報の発信方法 

・災害情報を速やかに分かりやすく発信し、市民の

安全な避難行動や生活再建などにつなげるため、

インターネットを活用し、被害情報や支援情報を

地図画面上に表示する。 

(２) 被害情報の提供方法 

・災害時において、国や県、防災関係機関等と連

携・協力し、迅速かつ効果的、効率的な救難救助

や復旧復興等を行うため、被害情報等をデータベ

ース化し、速やかに関係機関に提供・共有する。 

 

一般 81 ４ 被害情報の報告 

(１) 災害情報の報告方法 

４ 被害情報の報告 

(１)  災害情報の報告方法 
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応援部隊による迅速な救命救助活動を行うととも

に、医療や物資の支援が速やかに受けられるよう、

国や県の災害関連システムと連携し、被害状況や必

要とする支援情報を速やかに報告できるシステムを

構築する。 

(２) 国・県への報告手順等 

（略） 

・県の「情報広報実施要領」に定める情報事項に

ついて速やかに県に報告し、又は要請を行うも

のとする。ただし、県に報告できない場合は、

一時的に消防庁へ報告することとし、連絡がつ

き次第、県の災害対策本部にも報告する。 

また、市の区域内で震度５強以上の揺れを記

録した場合（被害の有無を問わない。）には、市

から県及び消防庁へ報告する。 

なお、情報及び要請すべき事項の主なものは

次のとおりである。 

① 緊急要請事項 

② 被害状況 

③ 市の災害応急対策実施状況 

・消防機関への通報が殺到した場合及び市の区域

内で震度５強以上を記録した場合は、直ちにそ

の状況を県及び直接消防庁へ、原則、覚知後 30

分以内で可能な限り早く、分かる範囲で、報告

する。この場合において、消防庁長官から要請

があった場合については、市は第一報後の報告

応援部隊による迅速な救命救助活動を行うととも

に、医療や物資の支援が速やかに受けられるよう、

国や県の災害関連システムと連携し、被害状況や必

要とする支援情報を速やかに報告する。 

 

(２) 国・県への報告手順等 

（略） 

・県の「情報広報実施要領」に定める情報事項につ

いて速やかに県に報告し、又は要請を行う。ただ

し、県に報告できない場合は、一時的に消防庁へ

報告することとし、連絡がつき次第、県の災害対

策本部にも報告する。 

・市の区域内で震度５強以上の揺れを記録した場合

（被害の有無を問わない。）には、市から県及び消

防庁へ報告する。 

なお、情報及び要請すべき事項の主なものは次の

とおりである。 

① 緊急要請事項 

② 被害状況 

③ 市の災害応急対策実施状況 

・消防機関への通報が殺到した場合及び市の区域内

で震度５強以上を記録した場合は、直ちにその状

況を県及び直接消防庁へ、原則、覚知後 30 分以内

で可能な限り早く、分かる範囲で、報告する。こ

の場合において、消防庁長官から要請があった場

合については、市は第一報後の報告についても引
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についても引き続き消防庁に対し報告するもの

とする。 

（略） 

・行方不明者として把握した者が、他の市町村に

住民登録を行っていることが判明した場合に

は、当該登録地の市町村又は都道府県に連絡す

るものとする。 

き続き消防庁に対し報告する。 

 

（略） 

・行方不明者として把握した者が、他の市町村に住

民登録を行っていることが判明した場合には、当

該登録地の市町村又は都道府県に連絡する。 

一般 81 参考：消防庁応急対策室 連絡先 

 電話 FAX 

平日（9:30～18:15） 03-5253-7527 03-5253-7537 

上記以外 03-5253-7777 03-5253-7553 
 

参考：消防庁応急対策室 連絡先 

区分 
地域衛星通信ネットワ

ーク 
消防防災無線 ＮＴＴ有線 

平日 

（ 9 ： 30 ～

18：15） 

電話 8-048-500-90-49013 8-90-49013 03-5253-7527 

ＦＡＸ 8-048-500-90-49033 8-90-49033 03-5253-7537 

上記以外 電話 8-048-500-90-49102 8-90-49102 03-5253-7777 

ＦＡＸ 8-048-500-90-49036 8-90-49036 03-5253-7553 
 

 

県計画に準じて修正 

一般 82 ５ 通信手段 

（略） 

(１) 防災行政無線 

◇同報無線（子局）設置場所一覧表（資料編３－１） 

◇地域防災無線局一覧表（資料編３－３） 

(２) 防災相互無線 

◇防災相互無線一覧表（資料編３－４） 

(３) 携帯電話 

◇携帯電話設置場所一覧表（資料編３－５） 

(４) 衛星携帯電話 

◇衛星携帯電話設置場所一覧表（資料編３－６） 

(５) （略） 

５ 通信手段 

（略） 

(１) 防災行政無線 

◇資料編３－１：同報無線（子局）設置場所一覧表 

◇資料編３－３：地域防災無線局一覧表 

(２) 防災相互無線 

◇資料編３－４：防災相互無線一覧表 

(３) 携帯電話 

◇資料編３－５：携帯電話設置場所一覧表 

(４) 衛星携帯電話 

◇資料編３－６：衛星携帯電話設置場所一覧表 

(５) （略） 
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一般 82 ６ 通信施設の利用方法 

（略） 

(１) 通信連絡の方法 

災害時における通信連絡の円滑な運営を図り、混

乱を防止するため不用不急の通信の排除に努めると

ともに、通信の窓口となる災害対策本部の連絡責任

者及び電話番号を指定し、関係各機関に周知する。

また、有線通信が途絶したときは、行政有線通信を

防災無線通信に切り替えるほか、口頭により連絡す

るものとする。 

(２) 非常通信の確保 

ア 災害の規模又は状況により通信回線を新設ある

いは補充するときは、臨時回線の設置について西

日本電信電話株式会社静岡支店に協力を要請する

ものとする。 

イ（略） 

(３) 放送の活用 

緊急を要する場合で特別の必要があるときは、報

道機関に対し、災害に関する通知、要請、伝達、警

告等の放送を依頼するものとする。 

(４) （略） 

６ 通信施設の利用方法 

（略） 

(１) 通信連絡の方法 

災害時における通信連絡の円滑な運営を図り、混

乱を防止するため不用不急の通信の排除に努めると

ともに、通信の窓口となる災害対策本部の連絡責任

者及び電話番号を指定し、関係各機関に周知する。

また、有線通信が途絶したときは、行政有線通信を

防災無線通信に切り替えるほか、口頭により連絡す

る。 

(２) 非常通信の確保 

ア 災害の規模又は状況により通信回線を新設ある

いは補充するときは、臨時回線の設置について西

日本電信電話株式会社静岡支店に協力を要請す

る。 

イ（略） 

(３) 放送の活用 

緊急を要する場合で特別の必要があるときは、報

道機関に対し、災害に関する通知、要請、伝達、警

告等の放送を依頼する。 

(４) （略） 

 

一般 82 第７節 災害広報計画 

[総務、危機、市民、区] 

（略） 

災害が発生し、又は発生するおそれのある場合に、市民の

生命と財産を守るため、市のホームページや同報無線、防災

第７節 災害広報計画 

[総務、危機、市民、区] 

（略） 

・市は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合に、

市民の生命と財産を守るため、市のホームページや同報無
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ラジオ、広報紙、広報車、避難所モニターなどを活用すると

ともに、報道機関の協力を得て新聞、テレビなどを通じて、

市民に対し被害情報や支援情報、その他必要な情報を迅速か

つ正確に広報する。 

その際、高齢者、障がいのある人、妊産婦、傷病者、日本

語のわからない外国人、インターネットを利用しない方等に

配慮した広報を行うものとする。 

なお、市及びライフライン事業者は、住民等からの問合せ

等に対応する体制について、あらかじめ計画しておくものと

する。 

線、防災ラジオ、広報紙、広報車、避難所モニターなどを

活用するとともに、報道機関の協力を得て新聞、テレビな

どを通じて、市民に対し被害情報や支援情報、その他必要

な情報を迅速かつ正確に広報する。 

・市は、高齢者、障がいのある人、妊産婦、傷病者、日本語

のわからない外国人、インターネットを利用しない方等に

配慮した広報を行う。 

・市及びライフライン事業者は、住民等からの問合せ等に対

応する体制について、あらかじめ計画しておくものとす

る。 

 １、２ （略） １、２ （略）  

一般 83 ３ 報道機関を通じた広報 

(１)  報道対応者 

災害対策本部の総括部内に報道機関に対応するた

めの責任者をおく。 

(２) 情報発表方法 

報道機関に対する情報の発表は、原則として市政

記者クラブを通じて行うが、必要により災害対策本

部へ参集を求めて行うものとする。 

(３) （略） 

(４) 報道機関からの問い合わせ対応 

災害対策本部の窓口を一本化することで、報道機

関が災害対策本部の各部署に問い合わせる負担の軽

減を図る。 

３ 報道機関を通じた広報 

(１)  報道対応者 

災害対策本部総括部内に報道機関に対応するため

の責任者をおく。 

(２) 情報発表方法 

報道機関に対する情報の発表は、原則として市政

記者クラブを通じて行うが、必要により災害対策本

部へ参集を求めて行う。 

(３) （略） 

(４) 報道機関からの問合せ対応 

災害対策本部総括部に広報班を設置し、窓口を一

本化することで、報道機関が災害対策本部の各部署

に問い合わせる負担の軽減を図る。 
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一般 84 ４ 被災者の安否に関する情報の提供・公表等 

被災者支援システム等を利用した安否情報の収集、整

理及び提供を可能とする体制を整備するとともに、被災

者の人命救助活動を迅速・円滑に実施するため、市は、

県及び警察等と連携し、氏名等の公表を前提とした安否

不明者、行方不明者及び死亡者の情報の収集・把握、関

係者との調整、名簿の作成等を行う。また、県及び市

は、安否不明者、行方不明者及び死亡者の氏名等につい

て公表する。 

４ 被災者の安否に関する情報の提供・公表等 

・市は安否情報の収集、整理及び提供を可能とする体制

を整備するとともに、被災者の人命救助活動を迅速・

円滑に実施するため、県や警察等と連携し、氏名等の

公表を前提とした安否不明者、行方不明者及び死亡者

の情報の収集・把握、関係者との調整、名簿の作成等

を行う。 

・県及び市は、安否不明者、行方不明者及び死亡者の氏

名等について公表する。 

 

表現の適正化 

 ５、６ （略） ５、６ （略）  

一般 84 第８節 災害救助法の適用計画 

[危機、市民、その他災害救助法に関わる全部局] 

（略） 

◇災害救助法の適用（資料編６－１） 

第８節 災害救助法の適用計画 

[危機、市民、その他災害救助法に関わる全部局] 

（略） 

（削除） 

 

一般 84 １ 災害救助法の適用基準 

(１) 災害が発生した段階の適用（災害救助法第２条第

１項） 

（災害救助法施行令第１条第１項第１号から第４

号） 

ア １号適用 

住家の滅失（全壊、全焼又は流出）世帯数が市

域内で 150世帯以上（いずれかの区において 100世

帯以上。ただし、この場合は該当する区のみに適

用）に達した場合 

イ ２号適用  

１ 災害救助法の適用基準 

災害救助法の適用基準は、◇資料編６－１による。 
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滅失世帯数がアの基準に達しないが、静岡県下

の滅失世帯数が 2,500世帯以上であり、本市におけ

る滅失世帯数が 75 世帯以上（各区のいずれかにお

いて 50 世帯以上。この場合該当する区のみ）に達

した場合  

ウ ３号適用  

滅失世帯数がア又はイの基準に達しないが、静

岡県下の滅失世帯数が 12,000 世帯以上で、本市に

おける被害世帯が多数の場合。なお、多数とはお

おむね５世帯以上であり、市の被害状況が特に援

助を要する状態にあると判断されたときをいう。  

エ ４号適用  

多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受

けるおそれが生じた場合 

(２) 災害が発生するおそれ段階の適用（災害救助法第

２条第２項） 

災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対

策本部を設置し、その所管区域となり、当該区域内

で被害を受けるおそれがある場合 

一般 85 ２ 被害世帯の算定基準 

(１) 前項に記載する適用基準ア～エに規定する住家が

滅失した世帯の算定にあたっては、全壊、全焼、流

出世帯は滅失世帯とし、住家が半壊し、又は半焼す

る等著しく損傷した世帯は２世帯をもって、床上浸

水、土砂のたい積等により一時的に居住することが

できない状態となった世帯は３世帯をもって、それ

２ 被害世帯の算定基準 

被害世帯の算定基準は、◇資料編６－１による。 
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ぞれ住家の滅失した１世帯とみなす。 

(２) 世帯及び住家の単位 

ア 世帯 

生計を一にしている実際の生活単位をいう。（同

一家屋内であっても生活の実態が別の場合は２世

帯とする。又、寄宿舎、下宿等で共同生活を営ん

でいるものについては、その共同体をもって１世

帯とする。） 

イ 住家 

現実に居住のため使用している建物をいう。た

だし、耐火構造のアパート等で居住の用に供して

いる部屋がしゃ断又は独立しており、日常生活に

必要な設計を有しているものなどについては、そ

れぞれもって１住家として取り扱う。 

 ３ （略） ３ （略）  

一般 85 ４ 災害救助法が適用される事務 

災害に際し市における被害が、前記「２ 災害救助法

の適用基準」のいずれかに該当している場合、次に掲げ

る応急救助事務について、知事からその事務の内容及び

期間について通知を受ける。 

 

 

(１) 避難所の設置及び受入 

(２) 炊出し、その他による食品の給与 

(３)～(12) （略） 

４ 災害救助法が適用される事務 

災害に際し市における被害が、災害救助法の適用基準

（◇資料編６－１）のいずれかに該当している場合、次

に掲げる応急救助事務について、知事からその事務の内

容及び期間について通知を受ける。 

なお、災害救助法に基づく実施事項は◇資料編６－１

による。 

(１) 避難所の設置及び受入れ 

(２) 炊き出し、その他による食品の給与 

(３)～(12) （略） 
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一般 86 ５ 費用限度額 

災害救助法が適用された場合における費用の限度額

は、災害救助法施行細則（昭和38年静岡県規則第25号）

に基づき、静岡県が別に定める額とする。 

５ 費用限度額 

災害救助法が適用された場合における費用の限度額

は、◇資料編６－１による。 

 

一般 86 ６ 一時繰替支弁 

市は、救助に要する費用を県が支弁する暇がない場合

は、一時繰替支弁する。 

６ 一時繰替支弁 

市は、救助に要する費用を県が支弁するいとまがない

場合は、一時繰替支弁する。 

 

一般 86 ７ 災害救助法適用外の災害 

災害救助法が適用されない災害の場合には、被災状況

により市長の責任において救助を実施する。 

７ 災害救助法適用外の災害 

災害救助法が適用されない災害の場合には、被災状況

により市長の責任において救助を実施する。 

◇資料編６－１：災害救助法の適用 

 

一般 86 第９節 避難救出計画 

[危機、市民、区、福祉、病院、子ども、商工、建築、消防、

水道、教育] 

この計画は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合、危険地域にある住民に対し避難の指示を行い、安全地域

に避難させるために必要な措置を定める。 

第９節 避難救出計画 

[危機、市民、区、福祉、病院、子ども、商工、建築、消防、

水道、教育] 

この計画は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合、危険地域にある住民に対し避難情報を発表し、安全な地

域に避難させるために必要な措置を定める。 

 

 

 

表現の適正化 

一般 86 １ 避難の指示 

(１) 実施責任者 

ア 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合において、住民の生命又は身体を災害か

ら保護するため必要があるときは、必要と認める

地域の住民に対して、避難のための準備情報の提

供や立退き等避難の指示を行う。この際、屋外避

難を行うことによりかえって住民の生命又は身体

１ 避難情報の発表 

(１) 実施責任者 

ア 市長 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、住民の生命又は身体を災害から保護す

るため必要があるときは、必要と認める地域の住

民に対して、避難のための準備情報の提供や立退

き等避難の指示を行う。この際、避難のための立
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に危険が及ぶ恐れがあると認めるときは、必要と

認める地域において、屋内における避難のための

安全確保に関する措置を指示することができる。

特に、高齢者や障がいのある人等、避難行動に時

間を要する要配慮者が迅速に避難できるよう、避

難に関する情報の伝達を行うなど、静岡市避難行

動要支援者避難支援プランに沿った避難支援を行

うよう努める。 

 

地震災害発生時においては、山・がけ崩れ及び

延焼火災の危険予想地域の住民等は、的確に状況

を把握し、安全で効率的な避難活動を行う必要が

ある。また、危険予想地域外においても、建物倒

壊その他の要因により、避難が必要となる場合が

ある。このため、市及び県は適切な措置を講じ、

住民等の生命、身体の安全確保に努める。 

 

 

 

さらに、市は、避難指示等の発表に当たり、必

要に応じて気象防災アドバイザー等の専門家の技

術的な助言等を活用し、適切に判断を行うものと

する。 

また、躊躇なく避難情報等を発表できるよう、

平常時から災害時における優先すべき業務を絞り

込むとともに、当該業務を遂行するための役割を

退きを行うことによりかえって住民の生命又は身

体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照ら

し緊急を要すると認めるときは、必要と認める住

民等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物へ

の退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場

所での退避その他の緊急に安全を確保するための

措置を指示することができる。特に、高齢者や障

がいのある人等、避難行動に時間を要する要配慮

者が迅速に避難できるよう、避難に関する情報の

伝達を行うなど、静岡市避難行動要支援者避難支

援プランに沿った避難支援を行うよう努める。 

(ア) 地震災害発生時においては、山・がけ崩れ

及び延焼火災の危険予想地域の住民等は、的

確に状況を把握し、安全で効率的な避難活動

を行う必要がある。また、危険予想地域外に

おいても、建物倒壊その他の要因により、避

難が必要となる場合がある。このため、市及

び県は適切な措置を講じ、住民等の生命、身

体の安全確保に努める。 

(イ) 避難情報の発表に当たり、必要に応じて気

象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助

言等を活用し、適切に判断を行う。 

 

(ウ) 躊躇なく避難情報を発表できるよう、平常

時から災害時における優先すべき業務を絞り

込むとともに、当該業務を遂行するための役

 

 

 

災害対策基本法第 60

条第 3 項（緊急安全

確保）を踏まえた表

現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努め

る。 

なお、緊急を要する場合は、副市長、危機管理

監、区長又は消防長若しくは消防署長が臨時に代

理する。 

イ～エ （略） 

割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築

に努める。 

(エ) 緊急を要する場合は、副市長、危機管理

監、区長又は消防長若しくは消防署長が臨時

に代理する。 

イ～エ （略） 

一般 87 表３－４ 災害対策基本法等関係法令による避難の指示の実

施責任者 

表（略） 

表 ３-５ 災害対策基本法等関係法令による避難の指示の実

施責任者 

表（略） 

 

一般 87 (２) 市長は、避難の指示をしたとき、又は警察官等か

ら指示を行った旨の通報を受けたときは、総括班に

命じ、指示の種別、実施責任者、指示の理由、日

時、避難の対象区域、連絡先等を記録させるととも

に、ただちに知事に報告する。また、必要に応じ警

察署並びに避難所として利用する施設の管理者その

他関係機関に連絡し協力を求める。これら避難指示

等の解除に当たっては、十分に安全性の確認に努め

る。 

 

(３) 市長は、避難の必要がなくなったときは、その旨

を避難者に防災メール等、適切な方法により公表す

るとともに、知事に報告する。 

(２) 避難の指示の記録・報告等 

市長は、避難の指示をしたとき、又は警察官等か

ら指示を行った旨の通報を受けたときは、総括班に

命じ、指示の種別、実施責任者、指示の理由、日

時、避難の対象区域、連絡先等を記録させるととも

に、直ちに知事に報告する。また、必要に応じ警察

署並びに避難所として利用する施設の管理者その他

関係機関に連絡し協力を求める。これら避難指示等

の解除に当たっては、十分に安全性の確認に努め

る。 

(３) 避難の解除 

市長は、避難の必要がなくなったときは、その旨

を避難者に防災メール等、適切な方法により公表す

るとともに、知事に報告する。 

 

一般 87 ２ 避難の指示の伝達方法 

市長は、危険地域の自主防災組織、住民及び事業所等

２ 避難の指示の伝達方法 

・市長は、危険地域の自主防災組織、住民、事業所等に
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に対し同報無線、サイレン、静岡市防災メール、コミュ

ニティＦＭ放送、緊急速報メール、テレビ、災害情報共

有システム（Ｌアラート）、ラジオ、広報車その他の方法

により住民に周知徹底を図る。その際、要配慮者への的

確な情報提供に特に配慮するよう努める。 

市長は、避難のための立退きを指示する場合等におい

て、その通信のため特別の必要があるときは、電気通信

設備を優先的に利用し、又はインターネットを利用した

情報の提供を行うことを当該事業者等に求める。 

避難の指示を行う場合の伝達内容は概ね次のとおりと

する。 

（略） 

対し同報無線、サイレン、静岡市防災メール、コミュ

ニティＦＭ放送、緊急速報メール、テレビ、災害情報

共有システム（Ｌアラート）、ラジオ、広報車その他の

方法により住民に周知徹底を図る。その際、要配慮者

への的確な情報提供に特に配慮するよう努める。 

・市長は、避難のための立退きを指示する場合等におい

て、その通信のため特別の必要があるときは、電気通

信設備を優先的に利用し、又はインターネットを利用

した情報の提供を行うことを当該事業者等に求める。 

・避難の指示を行う場合の伝達内容はおおむね次のとお

りとする。 

（略） 

 ３ （略） ３ （略）  

一般 88 ４ 避難者の誘導等 

(１) 市 

住民の避難にあたっては、自主防災組織等の避難

誘導のもとに、高齢者、障がいのある人等の保護を

優先するなど、要配慮者に特に配慮した避難誘導を

実施するものとする。また、避難時の混乱防止及び

円滑な避難誘導を実施するため、警察官、自衛官、

海上保安官等と相互に密接な連絡をとるとともに必

要に応じ出動を求めるものとする。 

(２)、(３) （略） 

４ 避難者の誘導等 

(１) 市 

住民の避難にあたっては、自主防災組織等の避難

誘導のもとに、高齢者、障がいのある人等の保護を

優先するなど、要配慮者に特に配慮した避難誘導を

実施する。また、避難時の混乱防止及び円滑な避難

誘導を実施するため、警察官、自衛官、海上保安官

等と相互に密接な連絡をとるとともに必要に応じ出

動を求める。 

(２)、(３) （略） 

 

一般 88 ５ 安否確認 

安否確認の実施に当たっては、要配慮者に十分配慮す

５ 安否確認 

安否確認の実施に当たっては、要配慮者に十分配慮す
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

るよう努めるものとする。 るよう努める。 

一般 88 ６ 要配慮者の避難支援 

市は、高齢者、障がいのある人等の要配慮者のための

静岡市避難行動要支援者避難支援プランに基づき、避難

支援に努めるものとする。 

６ 要配慮者の避難支援 

市は、高齢者、障がいのある人等の要配慮者のための

静岡市避難行動要支援者避難支援プランに基づき、避難

支援に努める。 

 

一般 88 

 

 

 

 

 

 

地震 89 

７ 警戒区域の設定 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合

において、人の生命又は身体に対する危険を防止するた

め、特に必要があると認めるとき、市長は警戒区域を設

定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該

地域への立入りを制限し、もしくは禁止し、又は当該地

域からの退去を命ずることができる。 

 

 

 

７ 警戒区域の設定 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合

において、人の生命又は身体を災害から保護し、及び被

害の拡大を防止するために、特に必要があると認めると

き、市長は警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する

者以外の者に対して当該地域への立入りを制限し、若し

くは禁止し、又は当該地域からの退去を命ずることがで

きる。 

また、市長は、警察官及び海上保安官は協力し、住民

等の退去の確認を行うとともに、可能な限り防犯・防火

のためのパトロールを実施する。 

 

 

県計画に準じて修正 

 

 

 

 

地震対策編より移動 

一般 88 (１) 警察官、海上保安官又は自衛官の代行 

警察官、海上保安官又は自衛官は法第 63 条第２

項、第３項の規定により市長の職権を行うことがで

きる。警戒区域を設定した場合、警察官、海上保安

官又は自衛官は、ただちにその旨を市長に通知す

る。 

(２) （略） 

(１) 警察官、海上保安官又は自衛官の代行 

警察官、海上保安官又は自衛官は法第 63 条第２

項、第３項の規定により市長の職権を行うことがで

きる。警戒区域を設定した場合、警察官、海上保安

官又は自衛官は、直ちにその旨を市長に通知する。 

 

(２) （略） 

 

一般 89 ８ 物資調達・輸送調整等支援システム 

市は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支

８ 物資調達・輸送調整等支援システム 

・市は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

援の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的

条件や過去の災害等を踏まえ、必要とされる食料、生活

必需品、その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・

輸送体制を整備し、それら必要な物資の供給のための計

画を定めておくとともに、物資調達・輸送調整等支援シ

ステムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登

録に努めるものとする。 

（新規） 

 

 

市は、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や

運送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民

間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行う

よう努めるものとする。 

市は、大規模な災害発生のおそれがある場合、物資の

輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の

管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有するなど、

備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備

に努めるものとする。 

援の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理

的条件や過去の災害等を踏まえ、必要とされる食料、

生活必需品、その他の物資についてあらかじめ備蓄・

調達・輸送体制を整備し、それら必要な物資の供給の

ための計画を定めておくとともに、物資調達・輸送調

整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や

物資拠点の登録に努める。 

・市は、交通の途絶により地域が孤立した場合でも食

料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能と

なるよう、ヘリコプターや無人航空機等の輸送手段の

確保に努める。 

・市は、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や

運送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した

民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を

行うよう努める。 

・市は、大規模な災害発生のおそれがある場合、物資の

輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点

の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有するな

ど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のため

の準備に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 

一般 89 ９ 避難行動要支援者への支援 

市は、被災した避難行動要支援者に対し、被災状況や

ニーズを把握し、継続した福祉サービスの提供を行うよ

う努めるものとする。 

(１) （略） 

(２) 被災した避難行動要支援者への支援活動 

９ 避難行動要支援者への支援 

市は、被災した避難行動要支援者に対し、被災状況や

ニーズを把握し、継続した福祉サービスの提供を行うよ

う努める。 

(１) （略） 

(２) 被災した避難行動要支援者への支援活動 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

避難誘導、避難所等での生活環境、応急仮設住宅

への受入れに当たっては、避難行動要支援者に十分

配慮するものとする。 

ア （略） 

イ 避難行動要支援者の施設への緊急入所等 

市は、被災により、居宅、避難所等では生活で

きない避難行動要支援者については本人の意思を

尊重した上で、福祉避難所（二次的な避難施設）

への避難及び社会福祉施設等への緊急一時入所を

迅速かつ円滑に行うよう努めるものとする。社会

福祉施設等は、施設の機能を維持しつつ、可能な

限り受け入れるよう努め、入所者が安心して生活

を送ることができるよう支援を行う。 

ウ （略） 

避難誘導、避難所等での生活環境、応急仮設住宅

への受入れに当たっては、避難行動要支援者に十分

配慮する。 

ア （略） 

イ 避難行動要支援者の施設への緊急入所等 

市は、被災により、居宅、避難所等では生活で

きない避難行動要支援者については本人の意思を

尊重した上で、福祉避難所（二次的な避難施設）

への避難及び社会福祉施設等への緊急一時入所を

迅速かつ円滑に行うよう努める。社会福祉施設等

は、施設の機能を維持しつつ、可能な限り受け入

れるよう努め、入所者が安心して生活を送ること

ができるよう支援を行う。 

ウ （略） 

一般 90 10 学校、社会福祉施設等における避難対策 

(１) 学校、大規模事業所、特殊建築物等の管理者は、

あらかじめ定められた避難計画に基づいて安全に避

難できるよう必要な措置を講ずるものとする。 

(２) 病院、社会福祉施設等並びに多数の病人及び身動

きの不自由な者を受入れている施設の管理者は、あ

らかじめ定められた避難計画に基づいて安全に避難

できるよう必要な措置を講ずるものとする。 

10 学校、社会福祉施設等における避難対策 

・学校、大規模事業所、特殊建築物等の管理者は、あら

かじめ定められた避難計画に基づいて安全に避難でき

るよう必要な措置を講ずるものとする。 

・病院、社会福祉施設等並びに多数の病人及び身動きの

不自由な者を受け入れている施設の管理者は、あらか

じめ定められた避難計画に基づいて安全に避難できる

よう必要な措置を講ずるものとする。 

 

 11 （略） 11 （略）  

一般 90 12 罹災者の救出 

（新規） 

12 罹災者の救出 

市は、市内における関係機関による救出活動につい

 

防災基本計画・県計
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

 

(１) （略） 

(２) 救出の方法 

（略） 

なお、救護に必要な計画については、警察、医師

会及び関係交通機関と連絡調整を図っておくものと

する。 

(３) （略） 

(４) 警察との連携 

交通規制及び現場の警備等が必要となるため、特

に警察署と緊密に連携して、罹災者の救出にあたる

ものとする。 

(５) 医療機関との連携 

市内の総合病院、医師会、看護協会等と連携し

て、救急業務にあたるものとする。 

(６) 救出期間 

災害救助法が適用された場合の救出の期間は、災

害発生の日から３日以内とする。ただし、これによ

りがたい場合は、知事と協議をして期間を延長する

ことができる。 

て、必要に応じて合同調整所を設置するなど、総合調整

を行う。 

(１) （略） 

(２) 救出の方法 

（略） 

なお、救護に必要な計画については、警察、医師

会及び関係交通機関と連絡調整を図っておく。 

 

(３) （略） 

(４) 警察との連携 

交通規制や現場の警備等が必要となるため、特に

警察署と緊密に連携して、罹災者の救出にあたる。 

(５) 医療機関との連携 

市内の総合病院、医師会、看護協会等と連携し

て、救急業務にあたる。 

(６) 救出期間 

災害救助法が適用された場合の救出の期間は、◇

資料編６－１による。ただし、これによりがたい場

合は、知事と協議をして期間を延長することができ

る。 

◇資料編６－１：災害救助法の適用 

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 

 13 （略） 13 （略）  

一般 91 14 広域避難・広域一時滞在 

市は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の

長期化等に鑑み、被災区域外への広域的な避難及び応急

住宅への収容が必要であると判断した場合において、県

14 広域避難・広域一時滞在 

・市は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の

長期化等に鑑み、被災区域外への広域的な避難及び応

急住宅への収容が必要であると判断した場合におい

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（共通対策編）修正案 新旧対照表 

138 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

内他への受入れについては静岡県及び当該市町に協議

し、他の都道府県の市町村への受入れについては県に対

し当該他の都道府県との協議を求めるほか、事態に照ら

し緊急を要すると認めるときは、県に報告した上で自ら

他の都道府県の市町村に協議することができる。 

 

市及び県は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び

広域一時滞在が可能となるよう、他の地方公共団体との

応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域

一時滞在における被災住民の運送が円滑に実施されるよ

う運送事業者等との協定の締結をするなど、災害時の具

体的な避難や受入の方法を含めた手順等を定めるよう努

めるものとする。また、市は、避難所及び避難場所を指

定する際に併せて広域避難の用にも供することについて

も定めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れるこ

とができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努める

ものとする。 

市及び県は、国、運送事業者等とともに、あらかじめ

策定した具体的なオペレーションを定めた計画に基づ

き、関係者間で適切な役割分担を行った上で、広域避難

を実施するよう努めるものとする。また、政府本部、指

定行政機関、公共機関及び事業者とともに、避難者のニ

ーズを十分把握し、相互に連絡をとりあい、放送事業者

を含めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立

つ的確な情報を提供できるように努めるものとする。 

 

て、県内他への受入れについては静岡県及び当該市町

に協議し、他の都道府県の市町村への受入れについて

は県に対し当該他の都道府県との協議を求めるほか、

事態に照らし緊急を要すると認めるときは、県に報告

した上で自ら他の都道府県の市町村に協議することが

できる。 

・市及び県は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び

広域一時滞在が可能となるよう、他の地方公共団体と

の応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び

広域一時滞在における被災住民の運送が円滑に実施さ

れるよう運送事業者等との協定の締結をするなど、災

害時の具体的な避難や受入れの方法を含めた手順等を

定めるよう努める。 

・市は、避難所及び避難場所を指定する際に併せて広域

避難の用にも供することについても定めるなど、他の

市町村からの避難者を受け入れることができる施設等

をあらかじめ決定しておくよう努める。 

・市及び県は、国、運送事業者等とともに、あらかじめ

策定した具体的なオペレーションを定めた計画に基づ

き、関係者間で適切な役割分担を行った上で、広域避

難を実施するよう努める。 

・市及び県は、政府本部、指定行政機関、公共機関及び

事業者とともに、避難者のニーズを十分把握し、相互

に連絡をとりあい、放送事業者を含めた関係者間で連

携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供

できるように努める。 
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本市の平野部は浜岡原子力発電所から約40㎞～70㎞の

距離にあり、原子力災害による広域避難者の受入れも併

せて考慮する必要がある。 

(１) （略） 

(２) 県内他市町から避難者を受入れる場合 

広域避難を受入れる場合は、被災市町と協力して

避難所の開設・運営等を行う。 

（略） 

(３) （略） 

・本市の平野部は浜岡原子力発電所から約 40 ㎞～70 ㎞の

距離にあり、原子力災害による広域避難者の受入れも

併せて考慮する必要がある。 

(１) （略） 

(２) 県内他市町から避難者を受け入れる場合 

広域避難を受け入れる場合は、被災市町と協力し

て避難所の開設・運営等を行う。 

（略） 

(３) （略） 

一般 92 第 10節 孤立集落への支援計画 

[区、農水、建設、消防] 

（略） 

災害による道路の途絶などが発生した場合には、速やかに

孤立集落を把握するものとする。また、被災者の生命を守る

ため、迅速に救命救助を実施するとともに、防災関係機関と

連携・協力して安否確認、健康観察、緊急支援物資の供給、

電気・通信等のインフラの確保などを行うものとする。 

第 10節 孤立集落への支援計画 

[区、農水、建設、消防] 

（略） 

災害による道路の途絶などが発生した場合には、速やかに

孤立集落を把握する。また、被災者の生命を守るため、迅速

に救命救助を実施するとともに、防災関係機関と連携・協力

して安否確認、健康観察、緊急支援物資の供給、電気・通信

等のインフラの確保などを行う。 

 

一般 92 １ 孤立集落の把握 

災害による道路の途絶などにより孤立集落が発生する

おそれがある場合、または孤立集落が発生した場合に

は、通行不可となった道路の先における人家及び迂回路

の有無を確認することで、孤立集落を迅速に把握するも

のとする。 

孤立集落の発生を覚知した場合、集落における要救助

者を迅速に把握するとともに、安否情報、ライフライン

の途絶状況、医療的援助が必要な者など要配慮者の有

１ 孤立集落の把握 

災害による道路の途絶などにより孤立集落が発生する

おそれがある場合、又は孤立集落が発生した場合には、

通行不可となった道路の先における人家及び迂回路の有

無を確認することで、孤立集落を迅速に把握する。 

孤立集落の発生を覚知した場合、集落における要救助

者を迅速に把握するとともに、安否情報、ライフライン

の途絶状況、医療的援助が必要な者など要配慮者の有

無、備蓄の状況など、現地情報や必要な支援内容を確認
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無、備蓄の状況など、現地情報や必要な支援内容を確認

するものとする。 

する。 

一般 93 ２ 孤立集落への支援 

(１) 救出手段の確保・緊急避難の実施 

孤立集落において、怪我人や病人などの要救助者

を迅速に救出するため、ヘリコプターによる搬送体

制を確保するとともに、必要に応じ緊急避難を行う

ものとする。 

また、緊急避難の必要がない場合であっても、孤

立状態が続くと見込まれる場合には、被災者が避難

するための避難所を確保するものとする。 

(２) 通信手段の確保 

自治会長や自主防災組織を通じて、孤立集落にお

ける被害の状況や、被災者の状況を確認するととも

に、今後の支援の状況を伝えるため、衛星携帯電話

等を活用し通信手段を確保するものとする。 

(３) 緊急支援物資の確保・搬送 

孤立集落の被災者に対して、備蓄食料等の状況や

必要な支援物資等を確認し、被災者のニーズに応じ

て食料、飲料水、生活必需品等の必要な支援物資等

を確保するとともに、関係機関と連携し被災者へ速

やかに提供するものとする。 

(４) 緊急通行路・迂回路の確保 

孤立状態を速やかに解消するため、途絶された道

路の通行を可能とする最低限の通行路や迂回路を確

保するとともに、迅速な道路復旧に努めるものとす

２ 孤立集落への支援 

(１) 救出手段の確保・緊急避難の実施 

孤立集落において、怪我人や病人などの要救助者

を迅速に救出するため、ヘリコプターによる搬送体

制を確保するとともに、必要に応じ緊急避難を行

う。 

また、緊急避難の必要がない場合であっても、孤

立状態が続くと見込まれる場合には、被災者が避難

するための避難所を確保する。 

(２) 通信手段の確保 

自治会長や自主防災組織を通じて、孤立集落にお

ける被害の状況や、被災者の状況を確認するととも

に、今後の支援の状況を伝えるため、衛星携帯電話

等を活用し通信手段を確保する。 

(３) 緊急支援物資の確保・搬送 

孤立集落の被災者に対して、備蓄食料等の状況や

必要な支援物資等を確認し、被災者のニーズに応じ

て食料、飲料水、生活必需品等の必要な支援物資等

を確保するとともに、ヘリコプターや無人航空機等

の輸送手段を活用し、関係機関と連携し被災者へ速

やかに提供する。 

(４) 緊急通行路・迂回路の確保 

孤立状態を速やかに解消するため、途絶された道

路の通行を可能とする最低限の通行路や迂回路を確

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 
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る。 保するとともに、迅速な道路復旧に努める。 

一般 93 第 11節 避難所運営計画 

[危機、福祉] 

第 11節 避難所運営計画 

[危機、区、福祉] 

 

担当部局の修正 

一般 93 １ 避難所の安全管理 

(１) 避難所内の混乱を防止し、安全かつ適切な管理を

図るため、避難所には市職員を配置し、避難所運営

本部の活動支援、自主防災組織との連絡及び施設の

管理等にあたる。 

(２) 避難所の安全の確保と秩序維持のため、必要によ

り警察官の配置を要請する。 

(３) 避難所の安全管理上、適正な受入人員の把握に努

め、受入能力からみて危険があると判断したとき

は、速やかに適切な措置を講ずる。 

(４) 正しい情報を避難者に知らせて、流言飛語の流布

防止と不安の解消に努める。 

(５) 火災が発生した場合、火災状況、風向き、周囲の

状況その他万一危険が迫った場合の広域避難地への

避難のため、幹線避難路の状況等、常に情報収集に

努める。 

(６) 避難所内に傷病人がいる場合は、速やかに適切な

措置を講ずる。 

(７) 給食、給水その他当面必要とされる物資の供給等

にあたっては、適切かつ迅速に措置して、避難者に

不平不満が生じないように努める。 

(８) 避難所での避難生活の運営に当たっては、男女双

方の運営責任者の選任に努めるとともに、性の多様

１ 避難所の安全管理 

・避難所内の混乱を防止し、安全かつ適切な管理を図る

ため、避難所には市職員を配置し、避難所運営本部の

活動支援、自主防災組織との連絡及び施設の管理等に

あたる。 

・避難所の安全の確保と秩序維持のため、必要により警

察官の配置を要請する。 

・避難所の安全管理上、適正な受入人員の把握に努め、

受入能力からみて危険があると判断したときは、速や

かに適切な措置を講ずる。 

・正しい情報を避難者に知らせて、流言飛語の流布防止

と不安の解消に努める。 

・火災が発生した場合、火災状況、風向き、周囲の状況

その他万一危険が迫った場合の広域避難地への避難の

ため、幹線避難路の状況等、常に情報収集に努める。 

 

・避難所内に傷病人がいる場合は、速やかに適切な措置

を講ずる。 

・給食、給水その他当面必要とされる物資の供給等にあ

たっては、適切かつ迅速に措置して、避難者に不平不

満が生じないように努める。 

・避難所での避難生活の運営に当たっては、男女双方の

運営責任者の選任に努めるとともに、性の多様性の観
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性の観点から、性別等の違いによるニーズ等、要配

慮者、女性や子ども等の安全確保、プライバシーの

確保等に配慮するものとする。 

(９) 避難所における動物の飼養については、適正管理

が可能な場所が確保できるよう配慮する。 

点から、性別等の違いによるニーズ等、要配慮者、女

性や子ども等の安全確保、プライバシーの確保等に配

慮する。 

・避難所における動物の飼養については、適正管理が可

能な場所が確保できるよう配慮する。 

一般 93 ２ 避難所の開設・運営等 

市は、災害が発生し、家屋の浸水、損壊、流失により

避難を必要とする住民等を臨時に受け入れることのでき

る避難所を開設し、居住の確保、食料、衣料、医薬品、

保健医療サービスの提供、生活環境の整備に必要な措置

を講ずるとともに、市が設置した避難所以外に滞在する

被災者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等

による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、

正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られる

よう努める。 

 

（新規） 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

２ 避難所の開設・運営等 

・市は、災害が発生し、家屋の浸水、損壊、流失により

避難を必要とする住民等を臨時に受け入れることので

きる避難所を開設し、居住の確保、食料、衣料、医薬

品、保健医療サービスの提供、生活環境の整備に必要

な措置を講ずる。 

・市は、設置した避難所以外に滞在する被災者に対して

も、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健

康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報

の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努め

る。 

・市は、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、

利用者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に

応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援

に係る情報を支援のための拠点の利用者に対しても提

供する。 

・車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合

は、車中泊避難を行う避難者数、食料等の必要な物資

数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行う

ものとし、被災者支援に係る情報をこれらの避難者に

対しても提供する。この際、車中泊避難の早期解消に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「避難所以外で生活

を送る避難者等への

支援」 
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県は、市を支援するため、施設の確保や避難者の移送

等を行う。 

(１) 避難所の開設 

市は、避難が必要と判断した場合は、安全な避難

所を指定し、周知するとともに、管理するための責

任者を速やかに派遣し、災害の規模に応じて、必要

な避難所を可能な限り当初から開設する。大規模な

災害により、多数の市民が長期間にわたる避難を余

儀なくされた場合、高齢者、障がいのある人等の要

配慮者を受入れるため、福祉避難所となる施設の管

理者に開設を要請する。なお、必要に応じて県に応

援を要請する。避難所の安全の確保と秩序維持のた

め、必要に応じて警察官の派遣を要請する。 

 

 

 

さらに、要配慮者に配慮して、旅館やホテル等を

避難所として借り上げる等、多様な避難所の確保に

努めるものとする。 

 

避難所のライフラインの回復に時間を要すると見

込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見

込まれる場合は、市内に避難所を設置・維持するこ

との適否を検討する。 

向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努める。 

・県は、市を支援するため、施設の確保や避難者の移送

等を行う。 

(１) 避難所の開設 

市は、避難が必要と判断した場合は、安全な避難

所を指定し、周知するとともに、管理するための責

任者を速やかに派遣し、災害の規模に応じて、必要

な避難所を可能な限り当初から開設する。 

ア 福祉避難所の開設及び応援要請等 

・市は、大規模な災害により、多数の市民が長期

間にわたる避難を余儀なくされた場合、高齢

者、障がいのある人等の要配慮者を受け入れる

ため、福祉避難所となる施設の管理者に開設を

要請する。 

・市は、必要に応じて県に応援を要請する。さら

に、避難所の安全の確保と秩序維持のため、必

要に応じて警察官の派遣を要請する。 

・市は、要配慮者に配慮して、県が協定を締結す

る旅館やホテル等を避難所として借り上げる

等、多様な避難所の確保に努める。 

イ 避難所設置等の適否検討 

避難所のライフラインの回復に時間を要すると

見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続く

と見込まれる場合は、市内に避難所を設置・維持

することの適否を検討する。 

ウ 開設状況の報告と混雑情報の周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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市は、避難所を開設した場合に関係機関等による

支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等

を適切に県に報告するよう努めるとともに、特定の

避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを

防ぐため、ホームページやアプリケーション等の多

様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する

等、避難の円滑化に努めるものとする。 

 

(２) 避難所の管理、運営 

市は、施設管理者等の協力を得て、避難所を管

理、運営を支援する。市長は、避難所の開設に際

し、当該地域内に避難所として適当な箇所がない場

合は、県管理施設の管理者と協議し、施設を使用す

ることができる。 

（略） 

ア 避難所ごとに受入避難者に係る情報の早期把握

及び自宅、テント、車等避難所外で生活している

被災者等に係る情報の把握並びに県への報告 

 

イ、ウ （略） 

（新規） 

 

エ 避難者に不平不満が生じないようにするための

適切迅速な給食、給水、その他当面必要とされる

物資の配給及びトイレ設置の状況等の把握 

・市は、避難所を開設した場合に関係機関等によ

る支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設

状況等を適切に県に報告するよう努める。 

・市は、特定の避難所に避難者が集中し、収容人

数を超えることを防ぐため、ホームページやア

プリケーション等の多様な手段を活用して避難

所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努

める。 

 

(２) 避難所の管理、運営 

市は、施設管理者等の協力を得て、避難所を管理

し、運営を支援する。市長は、避難所の開設に際

し、当該地域内に避難所として適当な箇所がない場

合は、県管理施設の管理者と協議し、施設を使用す

ることができる。 

（略） 

ア 避難所ごとに受入避難者に係る情報の早期把握

及び自宅、テント、車中泊避難等避難所外で生活

している被災者等に係る情報の把握並びに県への

報告 

イ、ウ （略） 

エ 避難所開設当初から、パーティションや段ボー

ルベッド等の簡易ベッドの設置 

オ 避難者に不平不満が生じないようにするための

適切迅速な給食、給水、その他当面必要とされる

物資の配給及びトイレ設置の状況等の把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 
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オ 避難行動要支援者への配慮 

カ 避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの

確保状況、段ボールベッド、パーティション等の

活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗

濯等の頻度、医師や看護師等による巡回の頻度、

暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況等及び

避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握並び

に必要な措置の実施 

 

（新規） 

 

 

キ 感染症対策のための、避難者の健康管理や避難

所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切

な避難所レイアウト等の必要な措置の実施 

ク 多言語支援が必要な避難者情報の収集及び当該

避難者に対する言語、生活習慣、文化等の違いへ

の配慮 

ケ 相談窓口の設置（女性指導員の配置） 

コ 高齢者、障がいのある人、乳幼児、外国人、性

的マイノリティ等の要配慮者への配慮 

サ 避難所運営組織において男女双方の意見が取り

入れられる協力体制の確保 

シ 男女のニーズの違い等男女双方の視点への配慮 

ス 女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や

生理用品、女性用下着の女性による配布、男女ペ

カ 避難行動要支援者への配慮 

キ 避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの

確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗

濯等の頻度、医師や看護師等による巡回の頻度、

暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況等及び

避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努

め、栄養バランスのとれた適温の食事や、入浴、

洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支

援の実施等必要な措置の実施 

ク 簡易トイレ、トイレカー等のより快適なトイレ

の設置等、避難所の衛生環境の確保への配慮 

ケ 感染症対策のための、避難者の健康管理や避難

所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切

な避難所レイアウト等の必要な措置の実施 

コ 多言語支援が必要な避難者情報の収集及び当該

避難者に対する言語、生活習慣、文化等の違いへ

の配慮 

サ 相談窓口の設置（女性指導員の配置） 

シ 高齢者、障がいのある人、乳幼児、外国人、性

的マイノリティ等の要配慮者への配慮 

ス 避難所運営組織において男女双方の意見が取り

入れられる協力体制の確保 

セ 男女のニーズの違い等男女双方の視点への配慮 

ソ 女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や

生理用品、女性用下着の女性による配布、男女ペ

アによる巡回警備や防犯ブザーの配布等による避

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

アによる巡回警備や防犯ブザーの配布等による避

難所における安全性の確保等、女性や子育て家庭

のニーズへの配慮 

セ 避難所における女性や子ども等に対する性犯

罪・性暴力・ＤＶの発生を防止するための女性用

トイレと男性用トイレの分離、昼夜問わず安心し

て使用できる場所へのトイレ・更衣室・入浴施設

等の配置、照明の増設、性犯罪・性暴力・ＤＶに

係る注意喚起のためのポスター掲載等の女性や子

ども等の安全への配慮及び警察・病院・女性支援

団体との連携による相談窓口情報の提供 

ソ ペットのためのスペース確保、必要な支援を受

けるための県動物保護協会及び獣医師会等関係機

関との連携及び飼い主の周辺への配慮の徹底 

 

タ 指定管理施設が避難所となっている場合には、

指定管理者との間で事前に避難所運営に関する役

割分担等を定めるとともに、避難者に過度の負担

がかからないよう配慮しつつ、避難者が相互に助

け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早

期に移行できるよう、その立ち上げを支援するも

のとする。この際、避難生活支援に関する知見や

ノウハウを有する地域の人材に対して協力を求め

るなど、地域全体で避難者を支えることができる

よう留意すること 

チ 各避難所の運営者とともに、避難所の良好な生

難所における安全性の確保等、女性や子育て家庭

のニーズへの配慮 

タ 避難所における女性や子ども等に対する性犯

罪・性暴力・ＤＶの発生を防止するための女性用

トイレと男性用トイレの分離、昼夜問わず安心し

て使用できる場所へのトイレ・更衣室・入浴施設

等の配置、照明の増設、性犯罪・性暴力・ＤＶに

係る注意喚起のためのポスター掲載等の女性や子

ども等の安全への配慮及び警察・病院・女性支援

団体との連携による相談窓口情報の提供 

チ 被災者支援等の観点からペットのためのスペー

ス確保、必要な支援を受けるための県動物保護協

会及び獣医師会等関係機関との連携及び飼い主の

周辺への配慮の徹底 

ツ 指定管理施設が避難所となっている場合には、

指定管理者との間で事前に避難所運営に関する役

割分担等を定めるとともに、避難者に過度の負担

がかからないよう配慮しつつ、避難者が相互に助

け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早

期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。

この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを

有する地域の人材に対して協力を求めるなど、地

域全体で避難者を支えることができるよう留意す

ること 

テ 各避難所の運営者とともに、避難所の良好な生

活環境の継続的な確保のために、専門家、ＮＰ
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

活環境の継続的な確保のために、専門家、NPO、ボ

ランティア等との定期的な情報交換や、避難生活

支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材

の確保・育成 

ツ 被災地において感染症の発生、拡大がみられる

場合の防災担当部局と保健福祉担当部局が連携し

た感染症対策として必要な措置の実施 

テ 夏季における熱中症の予防や対処法に関する普

及啓発 

(３) （略） 

(４) ２次的避難所 

２次的避難所は、市の用意した避難所に避難した

者のうち、避難生活の長期化により健康に支障を来

すと判断される者を原則として７日以内の期間受け

入れ、健康を回復させることを目的とするものであ

る。 

市は、県と連携し、大規模な災害により多数の市

民が長期間にわたる避難を余儀なくされた場合、避

難者等を受け入れるため、宿泊施設等を避難所とし

て確保するよう努める。 

市は、大規模な災害により、事前に協定を結んだ

宿泊施設だけでは２次的避難所が不足する場合、県

と連携し、速やかにその確保に努める。 

(５) 避難所開設状況等の報告 

（略） 

ア 避難所開設状況報告（開設後ただちに行う） 

Ｏ、ボランティア等との定期的な情報交換や、避

難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域

の人材の確保・育成 

ト 被災地において感染症の発生、拡大がみられる

場合の防災担当部局と保健福祉担当部局が連携し

た感染症対策として必要な措置の実施 

ハ 夏季における熱中症の予防や対処法に関する普

及啓発 

(３) （略） 

(４) ２次的避難所 

２次的避難所は、市の用意した避難所に避難した

者のうち、避難生活の長期化により健康に支障を来

たすと判断される者を原則として７日以内の期間受

け入れ、健康を回復させることを目的とするもので

ある。 

・市は、県と連携し、大規模な災害により多数の市

民が長期間にわたる避難を余儀なくされた場合、

避難者等を受け入れるため、宿泊施設等を避難所

として確保するよう努める。 

・市は、大規模な災害により、事前に協定を結んだ

宿泊施設だけでは２次的避難所が不足する場合、

県と連携し、速やかにその確保に努める。 

(５) 避難所開設状況等の報告 

（略） 

ア 避難所開設状況報告（開設後直ちに行う） 

(ア) 開設の日時及び場所 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(ア) 開設の日時及び場所 

(イ) 箇所数及び受入人員 

(ウ) 開設期間の見込み 

イ （略） 

ウ 避難所閉鎖報告（閉鎖後ただちに行う） 

(イ) 箇所数及び受入人員 

(ウ) 開設期間の見込み 

イ （略） 

ウ 避難所閉鎖報告（閉鎖後直ちに行う） 

一般 96 ３ 避難所の早期解消 

市は、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応

急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅等利用可能な既存住

宅のあっせん等により、避難所の早期解消に努めること

を基本とする。また、市は、被災建築物応急危険度判定

を迅速に実施し、必要に応じて、住宅事業者の団体と連

携し、被災しながらも応急対策をすれば居住を継続でき

る住宅の応急修繕を推進するとともに、自宅に戻った被

災者への物資の安定供給等に努める。 

 

なお、市、県、関係機関が連携して、より効率的・効

果的な応急対策に取り組めるよう、避難所に滞在する被

災者が早期に日常生活を取り戻すための方策を検討す

る。 

他の都道府県への応急仮設住宅等への収容について

は、「第９節 避難救出計画 13 広域避難・広域一時滞

在」による。 

３ 避難所の早期解消 

・市は、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応

急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅等利用可能な既存

住宅のあっせん等により、避難所の早期解消に努める

ことを基本とする。 

・また、市は、被災建築物応急危険度判定を迅速に実施

し、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携し、被災

しながらも応急対策をすれば居住を継続できる住宅の

応急修繕を推進するとともに、自宅に戻った被災者へ

の物資の安定供給等に努める。 

・市、県、関係機関が連携して、より効率的・効果的な

応急対策に取り組めるよう、避難所に滞在する被災者

が早期に日常生活を取り戻すための方策を検討する。 

・他の都道府県への応急仮設住宅等への収容について

は、▼「第９節 避難救出計画 14 広域避難・広域一時

滞在」による。 

 

一般 96 第 12節 被災動物の救護計画 

[衛生] 

（略） 

第 12節 被災動物の救護計画 

[衛生] 

（略） 
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一般 96 １ 同行避難動物への対応 

(１) 市 

「静岡市被災動物救護計画」等により、避難所等

におけるペットの取扱い等について、広く住民に周

知を行う。 

（新規） 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

(２) （略） 

１ 同行避難動物への対応 

(１) 市 

ア 「静岡市被災動物救護計画」等により、避難所

等におけるペットの取扱い等について、広く住民

に周知を行う。 

イ 「避難所ペットスペース設営ボックス」を拠点

となる避難所の防災倉庫に配備し、使用方法につ

いて自主防災組織等に周知を行う。 

ウ 指定緊急避難場所や避難所に家庭動物と同行避

難した被災者について、適切に受け入れるととも

に、避難所等における家庭動物の受入状況を含む

避難状況等の把握に努める。 

◇資料編４-37：避難所ペットスペース設営ボックス配備先一

覧 

(２) （略） 

 

 

 

 

 

市独自の取組の追加 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 

 ２、３ （略） ２、３ （略）  

一般 97 第 13節 食料供給計画 

[財政、商工、教育] 

災害により日常の食事に支障があるり災者に対し必要な食

料品を確保し支給するため、市、県等の実施事項を定め、食

料供給に支障のないよう措置する。なお、時宜を得た物資の

調達に留意するとともに、避難所における食物アレルギーを

有する者のニーズの把握やアセスメント（情報の評価・分

析）の実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努

め、要配慮者等のニーズの違いに配慮するものとする。 

第 13節 食料供給計画 

[財政、商工、教育] 

災害により日常の食事に支障がある罹災者に対し必要な食

料品を確保し支給するため、市、県等の実施事項を定め、食

料供給に支障のないよう措置する。なお、時宜を得た物資の

調達に留意するとともに、避難所における食物アレルギーを

有する者のニーズの把握やアセスメント（情報の評価・分

析）の実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努

め、要配慮者等のニーズの違いに配慮する。 
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一般 97 １ 実施主体と実施内容 １ 実施主体と実施内容  

一般 97 
応急食

料の確

保計画

量 

県及び市は、別に定める品目ごとの必要量を確

保するよう努めるものとする。 

大規模な災害が発生した場合には、物資の調達

や輸送が平時のようにできないという認識に立っ

て初期の対応に十分な量の備蓄をする。 
 

応急食

料の確

保計画

量 

県及び市は、別に定める品目ごとの必要量を確

保するよう努める。 

大規模な災害が発生した場合には、物資の調達

や輸送が平時のようにできないという認識に立っ

て初期の対応に十分な量の備蓄をする。 
 

 

一般 97 実施主体 内容 

県 

（略） 

・応急食料の調達先は、原則として、あらかじめ供給協定

を締結した食料保有者(静岡県地域防災計画資料編Ⅱ

(12-2-1)のとおり)とする。これによっても不足すると

きは、他の食料保有者から調達する。 

・応急食料の輸送は、原則として当該食料調達先の業者等

に依頼する。当該食料調達先に依頼できないときは、静

岡県地域防災計画＜第19節輸送計画＞に基づき措置す

る。 

（略） 

市 

１、２ （略） 

３ 協定先業者の取扱い物資の在庫量（供給可能量）をた

だちに把握するよう努める。 

４、５ （略） 

６ 市は、避難地その他の拠点に炊出し施設を設け、食料

の提供を行うとともに、炊出しに必要なＬＰガス及び燃

料器具の支給又はあっせんを行う。 

７ （略） 

◇ 物資調達に関する協定（資料編５－９） 

市民及び

自主防災

組織 

（略） 

・自主防災組織は、市の行う物資の配分に協力し、必要に

応じ炊出しを行うものとする。また、炊出しに必要なＬ

Ｐガス及び燃料器具等を地域内のＬＰガス販売業者等の

協力を得て確保する。 

農林水産

省 

県から応急食料の調達について協力要請があった時は、

応急食料をあっせんし又は調達する。 
 

実施主体 内容 

県 

（略） 

・応急食料の調達先は、原則として、あらかじめ供給協定

を締結した食料保有者▼（「県地域防災計画資料編Ⅱ

(12-2-1)」)とする。これによっても不足するときは、

他の食料保有者から調達する。 

・応急食料の輸送は、原則として当該食料調達先の業者等

に依頼する。当該食料調達先に依頼できないときは、▼

「県地域防災計画 第３章 第19節 輸送計画」によ

る。 

（略） 

市 

１、２ （略） 

３ 協定先業者の取扱物資の在庫量（供給可能量）を直ち

に把握するよう努める。 

４、５ （略） 

６ 市は、避難地その他の拠点に炊き出し施設を設け、食

料の提供を行うとともに、炊き出しに必要なＬＰガス及

び燃料器具の支給又はあっせんを行う。 

７ （略） 

◇資料編５－９：物資調達に関する協定 

市民及び

自主防災

組織 

（略） 

・自主防災組織は、市の行う物資の配分に協力し、必要に

応じ炊き出しを行うものとする。また、炊き出しに必要

なＬＰガス及び燃料器具等を地域内のＬＰガス販売業者

等の協力を得て確保する。 

農林水産

省 

県から応急食料の調達について協力要請があったとき

は、応急食料をあっせんし又は調達する。 
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一般 99 ２ 実施内容等 

(１)、(２) （略） 

(３) 給与の方法 

給与は次の２種類とする。 

ア 炊出し 

罹災者に対する応急炊出し及び食料品給与の担

当を定め、緊急の場合は必要に応じて自主防災組

織、赤十字奉仕団等の協力を求め、給食施設ある

いは仮設炊飯施設により炊出しを行う。 

給食については、民間給食施設や食品製造業者

等に協力を要請するなど、被災状況に適応して実

施する。また、学校給食センター及び小中学校給

食室は、供給体制が整い次第、避難者などの食料

供給に協力する。 

なお、衛生面に留意し、飲料水の衛生処理、器

具、容器の洗浄、ハエ等の害虫駆除等を図るもの

とし、罹災者の健康保持のため、栄養指導につい

ても配慮するものとする。 

イ （略） 

(４) 実施期間 

災害発生の日から７日以内とする。 

 

ただし、期間内に炊出しその他による食品給与を

打ち切ることが困難な場合は、知事と協議して必要

最小限の期間の延長をすることができる。 

(５) 輸送方法 

２ 実施内容等 

(１)、(２) （略） 

(３) 給与の方法 

給与は次の２種類とする。 

ア 炊き出し 

罹災者に対する応急炊き出し及び食料品給与の

担当を定め、緊急の場合は必要に応じて自主防災

組織、赤十字奉仕団等の協力を求め、給食施設あ

るいは仮設炊飯施設により炊き出しを行う。 

給食については、民間給食施設や食品製造業者

等に協力を要請するなど、被災状況に適応して実

施する。また、学校給食施設（学校給食センター

及び小中学校給食室）は、供給体制が整い次第、

避難者などの食料供給に協力する。なお、衛生面

に留意し、飲料水の衛生処理、器具、容器の洗

浄、ハエ等の害虫駆除等を図るものとし、罹災者

の健康保持のため、栄養指導についても配慮す

る。 

イ （略） 

(４) 実施期間 

災害救助法が適用された場合の食料給与期間は、

◇資料編６－１による。 

ただし、期間内に炊き出しその他による食品給与

を打ち切ることが困難な場合は、知事と協議して必

要最小限の期間の延長をすることができる。 

(５) 輸送方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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調達する食料の輸送は、原則として当該物資発注

先の業者に依頼するものとし、当該業者において措

置できないときは、「第 26節 輸送計画」に基づき措

置するものとする。 

調達する食料の輸送は、原則として当該物資発注

先の業者に依頼するものとし、当該業者において措

置できないときは、▼「第 25 節 輸送計画」によ

る。 

一般 99 ３ 調達の方法 

（略） 

災害救助法又は国民保護法が発動され、救援を行う場

合、「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」に基づ

き、市長は農林水産省に対して政府所有米穀の緊急引き

渡しを要請するものとする。 

３ 調達の方法 

（略） 

災害救助法又は国民保護法が発動され、救援を行う場

合、「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」に基づ

き、市長は農林水産省に対して政府所有米穀の緊急引き

渡しを要請する。 

 

一般 100 ４ 費用の限度額等 

災害救助法が適用された場合、炊出しその他による食

品給与のために支出できる費用の限度額は、災害救助法

施行細則に基づき、静岡県が別に定める額とする。 

４ 費用の限度額等 

災害救助法が適用された場合、炊き出しその他による

食品給与のために支出できる費用の限度額は、◇資料編

６－１による。 

 

一般 100 ５ 実施状況の報告及び整備書類の作成 

県が別に定める書類を整備するとともに、必要な都

度、実施状況を報告する。 

５ 実施状況の報告及び整備書類の作成 

県が別に定める書類を整備するとともに、必要な都

度、実施状況を報告する。 

◇資料編６－１：災害救助法の適用 

 

一般 100 第 14節 衣料・生活必需品・その他の物資及び燃料供

給計画 

[財政、商工] 

（略） 

なお、時宜を得た物資の調達に留意するとともに、要配慮

者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮するものとす

る。 

第 14節 衣料・生活必需品・その他の物資及び燃料供

給計画 

[財政、商工] 

（略） 

なお、時宜を得た物資の調達に留意するとともに、要配慮

者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮する。 
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一般 100 １ 実施主体と実施内容 １ 実施主体と実施内容  

一般 100 物資の

確保計

画量 

県及び市は、別に定める品目ごとの必要量を確

保するよう努めるものとする。 

（略） 
 

物資の

確保計

画量 

県及び市は、別に定める品目ごとの必要量を確

保するよう努める。 

（略） 
 

 

一般 100 実施主

体 

内容 

県 

（略） 

・物資の調達先は、原則として、あらかじめ供給協定を

締結した物資保有者等(静岡県地域防災計画資料編Ⅱ

(12-3-1)及び(12-3-2)のとおり)とする。これによって

も不足するときは、他の物資保有者から調達する。 

・物資の輸送は、原則として当該物資調達先の業者等に

依頼する。当該物資調達先に依頼できないときは、静

岡県地域防災計画＜第19節輸送計画＞に基づき措置す

る。 

（略） 

市 

１、２ （略） 

３ 協定先業者の取扱い物資の在庫量（供給可能量）をた

だちに把握するよう努める。 

４、５ （略） 

６ 市は、避難地その他の拠点に炊出し施設を設け、食料

の提供を行うとともに、炊出しに必要なＬＰガス及び燃

料器具の支給又はあっせんを行う。 

７ 緊急物資の調達について、協定を締結している事業者

に要請する。 

◇ 物資調達に関する協定（資料編５－９） 

８ あらかじめ協定を締結した業者から、炊出しに必要な

ＬＰガス及び器具等を調達する。 

（略） 

市民及

び自主

防災組

織 

（略） 

・自主防災組織は、市の行う物資の配分に協力し、必要に

応じ炊出しを行うものとする。また、炊出しに必要なＬ

Ｐガス及び燃料器具等を地域内のＬＰガス販売業者等の

協力を得て確保する。 

実施主

体 

内容 

県 

（略） 

・物資の調達先は、原則として、あらかじめ供給協定を

締結した物資保有者等▼(「県地域防災計画資料編Ⅱ

(12-3-1)及び(12-3-2)」)とする。これによっても不足

するときは、他の物資保有者から調達する。 

・物資の輸送は、原則として当該物資調達先の業者等に

依頼する。当該物資調達先に依頼できないときは、▼

「県地域防災計画 第３章 第19節 輸送計画」によ

る。 

（略） 

市 

１、２ （略） 

３ 協定先業者の取扱物資の在庫量（供給可能量）を直ち

に把握するよう努める。 

４、５ （略） 

６ 市は、避難地その他の拠点に炊き出し施設を設け、食

料の提供を行うとともに、炊き出しに必要なＬＰガス及

び燃料器具の支給又はあっせんを行う。 

７ 緊急物資の調達について、協定を締結している事業者

に要請する。 

◇資料編５－９：物資調達に関する協定 

８ あらかじめ協定を締結した業者から、炊き出しに必要

なＬＰガス及び器具等を調達する。 

（略） 

市民及

び自主

防災組

織 

（略） 

・自主防災組織は、市の行う物資の配分に協力し、必要に

応じ炊き出しを行うものとする。また、炊き出しに必要

なＬＰガス及び燃料器具等を地域内のＬＰガス販売業者

等の協力を得て確保する。 
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日本赤

十字社

静岡県

支部 

（略） 

経済産

業省 

県から物資の調達について協力要請があった時は、物資

をあっせんし又は調達する。 
 

日本赤

十字社

静岡県

支部 

（略） 

経済産

業省 

県から物資の調達について協力要請があったときは、物

資をあっせんし又は調達する。 
 

一般 102 ２ 実施事項 

(１) 衣料、生活必需品等の給与又は貸与の対象者 

住家の被害が全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は

床上浸水もしくは船舶の遭難等により生活上必要な

衣服、寝具、その他日用品等をそう失又はき損し、

ただちに日常生活を営むことが困難な者 

なお、床下浸水又は非住家に被害を受けただけの

者は対象としない。 

(２)、(３) （略） 

(４) 調達 

被災者に対する生活必需品の調達担当は、被災の

程度により必要とする物資を速やかに調達できるよ

う努めるものとし、調達が困難な物資については、

県に対し調達又はあっせんを要請するものとする。 

◇物資調達に関する協定（資料編５－９） 

(５) 輸送の方法 

ア 調達した物資の輸送については、原則として当

該物資発注先の業者等に依頼するものとする。 

イ 当該物資発注先の業者等において輸送できない

ときは、「第 26節 輸送計画」に基づき市が措置す

るものとする。 

(６) （略） 

２ 実施事項 

(１) 衣料、生活必需品等の給与又は貸与の対象者 

住家の被害が全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は

床上浸水若しくは船舶の遭難等により生活上必要な

衣服、寝具、その他日用品等をそう失又はき損し、

直ちに日常生活を営むことが困難な者 

なお、床下浸水又は非住家に被害を受けただけの

者は対象としない。 

(２)、(３) （略） 

(４) 調達 

被災者に対する生活必需品の調達担当は、被災の

程度により必要とする物資を速やかに調達できるよ

う努めるものとし、調達が困難な物資については、

県に対し調達又はあっせんを要請する。 

◇資料編５－９：物資調達に関する協定 

(５) 輸送の方法 

ア 調達した物資の輸送については、原則として当

該物資発注先の業者等に依頼する。 

イ 当該物資発注先の業者等において輸送できない

ときは、▼「第 25 節 輸送計画」に基づき市が措

置する。 

(６) （略） 
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(７) 費用の限度額 

災害救助法が適用された場合、給与又は貸与のた

め支出できる費用の限度額は、災害救助法施行細則

に基づき、静岡県が別に定める額とする。 

(８) 給与又は貸与の期間 

災害救助法が適用された場合の給与又は貸与の期

間は、最終的に物資が被災者の手に渡されるまでの

期間であり、災害発生の日から 10 日以内である。た

だし、交通のと絶、物資の調達が困難など特別の理

由があるときは、知事と協議をして必要最小限度の

期間を延長することができる。 

(９) 実施状況の報告及び整備書類の作成 

県が別に定める書類を整備するとともに、必要な

都度、実施状況を報告する。 

(７) 費用の限度額 

災害救助法が適用された場合の給与又は貸与のた

め支出できる費用の限度額は、◇資料編６－１によ

る。 

(８) 給与又は貸与の期間 

災害救助法が適用された場合の給与又は貸与の期

間は、◇資料編６－１による。 

ただし、交通のと絶、物資の調達が困難など特別

の理由があるときは、知事と協議をして必要最小限

度の期間を延長することができる。 

 

(９) 実施状況の報告及び整備書類の作成 

県が別に定める書類を整備するとともに、必要な

都度、実施状況を報告する。 

◇資料編６－１：災害救助法の適用 

一般 103 ３ 市長の要請を待たずに行う県の実施事項 

県は、通信手段の途絶や行政機能の麻ひ等により、市

からの要請が滞る場合には、要請を待たずに避難場所ご

との避難者数等に応じて食料等の物資を調達し、市へ輸

送することを検討する。 

県は、要請によらない場合も市へ物資を確実に供給で

きるように、平常時から訓練等を通じて緊急物資の配分

に関する計画の手順を確認するとともに、検証を行うよ

う努めるものとする。 

３ 市長の要請を待たずに行う県の実施事項 

・県は、通信手段の途絶や行政機能の麻ひ等により、市

からの要請が滞る場合には、要請を待たずに避難場所

ごとの避難者数等に応じて食料等の物資を調達し、市

へ輸送することを検討する。 

・県は、要請によらない場合も市へ物資を確実に供給で

きるように、平常時から訓練等を通じて緊急物資の配

分に関する計画の手順を確認するとともに、検証を行

うよう努めるものとする。 

 

一般 103 第 15節 給水計画 

[区、衛生、水道] 

第 15節 給水計画 

[区、衛生、水道] 

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（共通対策編）修正案 新旧対照表 

156 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

（略） （略） 

一般 103 １ 実施事項 

(１)～(３) （略） 

(４) 費用の限度額等 

災害救助法が適用された場合、飲料水の供給に必

要な費用の限度額は、災害救助法施行細則に基づ

き、静岡県が別に定める額とする。 

なお、対象経費は次のとおりである。 

ア 水の購入費（ただし、真にやむを得ない場合に

限る。） 

イ 給水に必要な機械又は器具の借上費、修繕費及

び燃料費 

ウ 薬品又は資材費 

(５) 飲料水の供給期間 

災害救助法に基づく供給は、災害発生の日から７

日以内とする。ただし、知事と協議し必要最小限の

期間を延長することができる｡ 

１ 実施事項 

(１)～(３) （略） 

(４) 費用の限度額等 

災害救助法が適用された場合の飲料水の供給に必

要な費用の限度額及び対象経費は、◇資料編６－１

による。 

 

 

 

 

 

 

(５) 飲料水の供給期間 

災害救助法が適用された場合の飲料水供給期間

は、◇資料編６－１による。 

ただし、知事と協議し必要最小限の期間を延長す

ることができる｡ 

◇資料編６－１：災害救助法の適用 

 

 ２、３ （略） ２、３ （略）  

一般 104 第 16節 水道及び下水道対策計画 

[水道、下水] 

この計画は、市民の日常生活及び産業経済活動に欠くこと

のできない水道事業並びに下水道事業の各施設、設備につい

ての応急措置について定めるものとする。 

第 16節 水道及び下水道対策計画 

[水道、下水] 

この計画は、市民の日常生活及び産業経済活動に欠くこと

のできない水道事業並びに下水道事業の各施設、設備につい

ての応急措置について定める。 
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一般 104 １ 上水道 

取水、浄水及び配水の各施設について、設備の防護に

全力を挙げ給水不能の範囲を可能な限り最小限にとどめ

るよう努めるものとする。また、過去の被災メカニズム

を検証するとともに、他事業体の被災事例を調査するこ

とで改善に努めるものとする。 

(１) 停電の場合 

取水場、浄水場、配水場等において、自家発電装

置のある施設はこれに切り替え、断水防止に万全の

措置を講ずるものとする。 

(２) 水道水が汚染し、又は汚染のおそれがある場合 

施設が破壊し、毒物等の混入が予想され、又は混

入の事実を知った場合は、ただちに配水を中止し、

同報無線や広報車による広報、静岡市防災メールに

よる情報配信、報道機関による放送等により水道の

使用禁止の周知徹底を図るとともに、破壊箇所の復

旧、施設の洗浄並びに消毒を実施して毒物等の除去

に努める。 

(３) 取水、浄水、配水施設が破損した場合 

一部の取水、配水系統が破損した場合は、断水区

域の縮小を図り、断水区域に対して応急給水を実施

するとともに、破損箇所の復旧に全力を挙げるもの

とする。 

また、施設の大部分が破損した場合は施設の応急

復旧を実施する。 

(４) 配水管が破損した場合 

１ 上水道 

取水、浄水及び配水の各施設について、設備の防護に

全力を挙げ給水不能の範囲を可能な限り最小限にとどめ

るよう努める。また、過去の被災メカニズムを検証する

とともに、他事業体の被災事例を調査することで改善に

努める。 

(１) 停電の場合 

取水場、浄水場、配水場等において、自家発電装

置のある施設はこれに切り替え、断水防止に万全の

措置を講ずる。 

(２) 水道水が汚染し、又は汚染のおそれがある場合 

施設が破壊し、毒物等の混入が予想され、又は混

入の事実を知った場合は、直ちに配水を中止し、同

報無線や広報車による広報、静岡市防災メールによ

る情報配信、報道機関による放送等により水道の使

用禁止の周知徹底を図るとともに、破壊箇所の復

旧、施設の洗浄並びに消毒を実施して毒物等の除去

に努める。 

(３) 取水、浄水、配水施設が破損した場合 

一部の取水、配水系統が破損した場合は、断水区

域の縮小を図り、断水区域に対して応急給水を実施

するとともに、破損箇所の復旧に全力を挙げる。 

また、施設の大部分が破損した場合は施設の応急

復旧を実施する。 

 

(４) 配水管が破損した場合 
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配水管が破損し、出水による浸水、道路陥没等の

被害が発生、又は発生のおそれがある場合は、配水

を一時制限又は停止の措置をとるものとする。この

ため、断水が生じたときは速やかに応急給水を実施

する。 

配水管が破損し、出水による浸水、道路陥没等の

被害が発生、又は発生のおそれがある場合は、配水

を一時制限又は停止の措置をとる。このため、断水

が生じたときは速やかに応急給水を実施する。 

一般 105 ２ 下水道 

下水道の防護に全力を挙げるとともに、施設に被害を

生じたときは、ただちに応急復旧に努めるとともに下水

処理機能及び排水機能の確保を図るものとする。 

(１) 応急措置 

ア 停電の場合 

ポンプ場、浄化センター等において停電した場

合には、ただちに機器が正常に作動するか確認

し、自家発電装置に切り替え、施設の維持管理に

万全の体制を講ずるものとする。 

イ 浸水の場合 

浄化センターが浸水した場合は、ただちに排水

を図るため、被災箇所・状況を調査し、速やかに

応急措置を講じる。また、下水道幹線・雨水幹線

の破損による浸水については、被害が広範囲に及

ぶおそれがあり、応急復旧は特に迅速に行う必要

がある。排水不能の事態が発生した場合には、移

動ポンプを設置して排水作業を行うものとする。 

ウ 管きょの閉塞 

管きょ等の破損により、管きょ内に土砂等が流

入・堆積した場合においては、速やかに閉塞箇所

２ 下水道 

下水道の防護に全力を挙げるとともに、施設に被害を

生じたときは、直ちに応急復旧に努めるとともに下水処

理機能及び排水機能の確保を図る。 

(１) 応急措置 

ア 停電の場合 

ポンプ場、浄化センター等において停電した場

合には、直ちに機器が正常に作動するか確認し、

自家発電装置に切り替え、施設の維持管理に万全

の体制を講ずる。 

イ 浸水の場合 

浄化センターが浸水した場合は、直ちに排水を

図るため、被災箇所・状況を調査し、速やかに応

急措置を講じる。また、下水道幹線・雨水幹線の

破損による浸水については、被害が広範囲に及ぶ

おそれがあり、応急復旧は特に迅速に行う必要が

ある。排水不能の事態が発生した場合には、移動

ポンプを設置して排水作業を行う。 

ウ 管きょの閉塞 

管きょ等の破損により、管きょ内に土砂等が流

入・堆積した場合においては、速やかに閉塞箇所
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を把握し、障害物を除去し、流入防止等の応急措

置をとるものとする。 

エ 津波警報が発表された場合の措置 

ポンプ場、浄化センター等においては、津波警

報が発表された場合は、ただちに放流ゲートを閉

め、放流口からの浸水を防止する。なお、流入水

位が上昇した場合は、放流口水位の状況を見なが

らゲートを調整し放流する。 

(２) 要員の確保 

緊急活動の実施にあたり、要員に不足を生じたと

きは、他の部・班の職員の応援を要請するものとす

るが、なお不足するときは「下水道災害時における

大都市間の連絡・連携体制に関するルール」に加入

する地方公共団体（東京都及び政令市）に対して要

員の派遣を要請するものとする。 

(３) 応急復旧用資機材の確保 

災害の規模により大量の資器材が必要になる場合

は、「下水道災害時における大都市間の連絡・連携体

制に関するルール」に加入する地方公共団体（東京

都及び政令市）及び災害協定締結済の団体等に緊急

的に資機材の調達を要請するものとする。 

(４) （略） 

を把握し、障害物を除去し、流入防止等の応急措

置をとる。 

エ 津波警報が発表された場合の措置 

ポンプ場、浄化センター等においては、津波警

報が発表された場合は、直ちに放流ゲートを閉

め、放流口からの浸水を防止する。なお、流入水

位が上昇した場合は、放流口水位の状況を見なが

らゲートを調整し放流する。 

(２) 要員の確保 

緊急活動の実施にあたり、要員に不足を生じたと

きは、他の部・班の職員の応援を要請するが、なお

不足するときは「下水道災害時における大都市間の

連絡・連携体制に関するルール」に加入する地方公

共団体（東京都及び政令市）に対して要員の派遣を

要請する。 

(３) 応急復旧用資機材の確保 

災害の規模により大量の資器材が必要になる場合

は、「下水道災害時における大都市間の連絡・連携体

制に関するルール」に加入する地方公共団体（東京

都及び政令市）及び災害協定締結済の団体等に緊急

的に資機材の調達を要請する。 

(４) （略） 

一般 105 第 17節 応急仮設住宅等 

[建築] 

１ 基本方針 

応急仮設住宅の供与は、災害により家屋に被害を受

第 17節 応急仮設住宅等 

 

（▼第２章 第 24節「応急住宅」に準ずる。） 
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け、自己の資力では住宅を確保できない被災者の暫定的

な居住の安定を図ることを目的とし、災害救助法に基づ

き県がその事務を行うこととなっている。 

その際早急に応急仮設住宅等を供与できるよう、本市

におけるその基本的な応急対策を明確にしておくもので

ある。 

応急的な住まいを確保するに当たっては、既存住宅ス

トックの活用を重視することとし、相談体制の整備、修

理業者の周知等の支援による応急修理の推進、公営住宅

等の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供

により、被災者の応急的な住まいを早期に確保するもの

とする。また、地域に十分な既存住宅ストックが存在し

ない場合には、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災

者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。応急

仮設住宅等を供与する場合には、二次災害に十分配慮す

るものとする。 

一般 106 ２ 応急仮設住宅の概要 

(１) 一戸あたりの建築面積及び費用については、原則

として災害救助法施行規則（昭和 38 年静岡県規則第

25号）による。 

(２) 高齢者や障がいのある人等に配慮した福祉仮設住

宅や、戸数に応じた集会所の設置も可能である。 

(３) 着工については、原則として災害発生の日から 20

日以内とする。 

(４) 供与の期間は、原則として完成の日から2年以内と

する。 
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(５) 賃貸住宅の居室を仮設住宅として借上げることも

可能である。 

(６) 応急仮設住宅入居者によるコミュニティの形成及

び運営等に関して、多様な生活者の意 

見を反映できるよう配慮するものとする。 

一般 106 ３ 本市が実施する事務 

建設用地の確保、必要な住宅戸数及び住戸タイプの決

定、工事中の現場監理、入居管理事務等の事務を実施す

る。 

  

一般 106 第 18節 住宅の応急修理 

[財政、建築] 

住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理（以下、緊

急の修理という。）は、住家が半壊、半焼又はこれに準ずる程

度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば、住家の被害が

拡大するおそれがある者を対象に、日常生活に必要な最小限

度の部分の修理は、住宅が半壊、半焼若しくはこれらに準じ

る程度の損傷を受けた者のうち、自ら資力をもっては住宅の

応急修理を実施できない者又は大規模な補修を行わなければ

居住することが困難である程度に住宅が半壊した者を対象

に、災害救助法に基づき、県知事の委任を受けて、市長が実

施する。 

第 18節 住宅の応急修理 

[財政、建築] 

（削除） 

 

一般 106 １ 緊急の修理の実施 

 （新規） 

 

 

１ 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

(１) 市の実施事項 

住家が半壊、半焼又はこれに準ずる程度の損傷を

受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大

内閣府告示第 91 号

（令和５年６月 16 に

日）・県計画の修正に

伴う修正 
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県の補助として、ブルーシートの展張などの緊急的な

修理を、それらの知識・経験を有する団体等の協力を得

て実施する。 

なお、緊急の修理は、災害発生の日から10日以内に完

了する。 

するおそれがある屋根、外壁、建具（玄関、窓やサ

ッシ等）等の必要な部分に対して、ブルーシートの

展張などの知識・経験を有する建設業者・団体等の

協力を得て、速やかに緊急の修理を行う。 

(２) 災害救助法に基づく応急修理の実施 

災害救助法が適用された場合の応急修理の実施基

準は、◇資料編６－１による。 

「災害救助法による

救助の程度、方法及

び機関並びに実費弁

償の基準の一部改

正」 

一般 107 ２ 日常生活に必要な最小限度の部分の修理の実施 

県の補助として、次の方針に基づき必要な住宅の応急

修理を実施する。 

(１) 応急修理の対象については、屋根、居室、台所、

便所等の日常生活に必要な最小限度の部分とし、現

物をもって行う。 

 

 

 

 

(２) 一世帯あたりの費用については、災害救助基準

（内閣府告示第 228号）に定める額以内とする。 

(３) 応急修理の期間については、原則として災害発生

の日から３か月以内に完了する。ただし、国の災害

対策本部が設置された災害においては６か月以内と

する。 

２ 日常生活に必要な最小限度の部分の修理の実施 

(１) 市の実施事項 

住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の

損傷を受けた者のうち、自らの資力をもっては住宅

の応急修理を実施できない者又は大規模な補修を行

わなければ居住することが困難である程度に住家が

半壊した者に対し居室、炊事場及び便所等最小限度

の日常生活を維持するために欠くことのできない部

分について、建設業者・団体等の協力を得て、応急

修理を行う。 

(２) 災害救助法に基づく緊急修理の実施 

災害救助法が適用された場合の緊急修理の実施基

準は、◇資料編６－１による。 

◇資料編６－１：災害救助法の適用 

 

内閣府告示第 91 号

（令和５年６月 16

日）・県計画の修正に

伴う修正 

「災害救助法による

救助の程度、方法及

び機関並びに実費弁

償の基準の一部改

正」 

一般 107 第 19節 医療及び助産計画 

[福祉、衛生、病院] 

（略） 

第 19節 医療及び助産計画 

[福祉、衛生、病院] 

（略） 
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一般 107 １ 基本方針 

ア 市は、市域内の医療救護を行うため、救護所を

設置し、またあらかじめ指定した救護病院におい

て、中等症患者及び重症患者の処置及び受入れを

行う。なお、有床診療所等、入院医療が継続的に

提供できる施設を、当該管理者と協議のうえ、救

護病院に準ずる医療救護施設として指定すること

ができる。 

 

イ 県は、あらかじめ指定した災害拠点病院によ

り、他の医療救護施設で処置の困難な重症患者の

処置及び受入を広域的に行い、市独自では対応で

きない事態に対応する。 

 

ウ 県は、県内での治療が困難な重症患者を、航空

機により、被災地外の医療機関へ搬送（以下「広

域医療搬送」という。）するとともに、被災地外か

らの DMAT(災害派遣医療チーム)、DPAT(災害派遣精

神医療チーム)等医療チーム（救護班）受入による

治療を実施する。 

 

 

エ 県は、災害拠点病院及び市等の要請により、災

害拠点病院及び救護病院等の最寄りのヘリポート

から重症患者の地域医療搬送を行う。なお、ヘリ

ポートまでの重症患者の搬送については、災害拠

１ 基本方針 

(１) 医療救護体制の整備 

市は、市域内の医療救護を行うため、市医師会等

の協力を得て救護所を設置し、またあらかじめ指定

した救護病院において、中等症患者及び重症患者の

処置及び受入れを行う。なお、有床診療所等、入院

医療が継続的に提供できる施設を、当該管理者と協

議のうえ、救護病院に準ずる医療救護施設として指

定することができる。 

(２) 災害拠点病院による広域的な受入れ 

県は、あらかじめ指定した災害拠点病院により、

他の医療救護施設で処置の困難な重症患者の処置及

び受入れを広域的に行い、市独自では対応できない

事態に対応する。 

(３) 広域的な医療搬送と医療チームの受入れ 

県は、県内での治療が困難な重症患者を、航空機

により、被災地外の医療機関へ搬送（以下「広域医

療搬送」という。）するとともに、被災地外からの災

害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」という。）、災

害派遣精神医療チーム（以下「ＤＰＡＴ」とい

う。）、災害支援ナース等医療チーム（救護班）受入

れによる治療を実施する。 

(４) 地域医療搬送 

県は、災害拠点病院及び市等の要請により、災害

拠点病院及び救護病院等の最寄りのヘリポートから

重症患者の地域医療搬送を行う。なお、ヘリポート

 

 

静岡県医療救護計

画・県計画の修正に

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正

「災害時支援ナース

の充実・強化」 
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点病院等の要請により市が行う。 

 

オ 市及び県は、あらかじめ定める医療救護計画に

基づき円滑な医療救護活動を行う。 

カ 医療救護活動の実施に当たっては、必要に応じ

重症患者、中等症患者及び軽症患者の振り分け(以

下「トリアージ」という。)を行い、効率的な活動

に努めるものとする。 

 

キ 県及び市は、災害時の医療救護施設の医療救護

活動状況等の情報を広域災害・救急医療情報シス

テム等により迅速に把握し、応援の派遣等を行う

ものとする。 

 

ク 県は、国、他の都道府県及び医療関係団体等と

連携し、県が委嘱する災害医療コーディネーター

等の協力の下、広域的な医療救護活動を実施す

る。 

 

ケ 県は、県内が被災していない場合は、国又は被

災都道府県の要請に基づき、被災都道府県におけ

る避難所の高齢者、障害者等の生活機能の低下の

防止等のため、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ)の

応援派遣を行うものとする。 

コ 特に、高齢者、障害のある人等要配慮者の心身

双方の健康状態には特段の配慮を払い、必要に応

までの重症患者の搬送については、災害拠点病院等

の要請により市が行う。 

(５) 医療救護活動 

市及び県は、あらかじめ定める医療救護計画に基

づき円滑な医療救護活動を行う。医療救護活動の実

施に当たっては、必要に応じトリアージを行い、効

率的な活動に努める。 

 

(６) 広域災害・救急医療情報システム 

県及び市は、災害時の医療救護施設の医療救護活

動状況等の情報を広域災害・救急医療情報システム

等により迅速に把握し、応援の派遣等を行う。 

 

(７) 県による広域的な医療救護活動 

県は、国、他の都道府県及び医療関係団体等と連

携し、県が委嘱する災害医療コーディネーター等の

協力の下、広域的な医療救護活動を実施する。 

 

(８) ＤＷＡＴ等の応援派遣 

県は、県内が被災していない場合は、国又は被

災都道府県の要請に基づき、被災都道府県におけ

る避難所の高齢者、障がい者等の生活機能の低下

の防止等のため、ＤＷＡＴや災害支援ナースの応

援派遣を行うものとする。特に、高齢者、障がい

のある人等要配慮者の心身双方の健康状態には特

段の配慮を払い、必要に応じ福祉施設等への入

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

じ福祉施設等への入所、介護職員等の派遣、車椅

子の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の

協力を得つつ、計画的に実施するものとする。 

 

サ 県及び市は、保健師等による巡回健康相談等を

実施するものとする。 

 

シ 県は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による

活動と並行して、また、災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）活動の終了以降、日本医師会災害医療チ

ーム（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人国

立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機

構、国立大学病院、日本災害歯科支援チーム（Ｊ

ＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会、民間医療

機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、指

定避難所や救護所等も含め、被災地における医療

提供体制の確保・継続を図るものとし、その調整

に当たり、災害医療コーディネーターは、都道府

県に対して適宜助言及び支援を行うものとする。

その際、都道府県は、医療チーム等の交代により

医療情報が断絶することのないよう、被災地にお

ける診療情報の引継ぎが適切に実施されるよう、

努めるものとする。 

 

 

 

所、介護職員等の派遣、車椅子の手配等を福祉事

業者、ボランティア団体等の協力を得つつ、計画

的に実施するものとする。 

(９) 健康相談 

県及び市は、保健師等による巡回健康相談等を実

施する。 

(10) 多機関連携による医療提供体制の確保・継続 

県は、ＤＭＡＴによる活動と並行して、また、Ｄ

ＭＡＴ活動の終了以降、日本医師会災害医療チーム

（以下「ＪＭＡＴ」という。）、日本赤十字社、独立

行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能

推進機構、国立大学病院、日本災害歯科支援チーム

（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会、日本災

害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄

養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）、民間医療

機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、指定

避難所や救護所、社会福祉施設等も含め、被災地に

おける医療提供体制の確保・継続を図るものとし、

その調整に当たり、災害医療コーディネーターは、

都道府県に対して適宜助言及び支援を行うものとす

る。その際、都道府県は、医療チーム等の交代によ

り医療情報が断絶することのないよう、被災地にお

ける診療情報の引継ぎが適切に実施されるよう、努

めるものとする。 

(11) 災害時健康危機管理支援チームの応援派遣 

県は、被災都道府県の要請に基づき、被災地方公

「災害時支援ナース

の充実・強化」 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

表現の適正化 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 

表現の適正化 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ス 県は、被災都道府県の要請に基づき、被災地方

公共団体の保健医療福祉調整本部及び保健所の総

合調整等の円滑な実施を応援するため、災害時健

康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の応援派遣

を行うものとする。 

 

（新規） 

 

共団体の保健医療福祉調整本部及び保健所の総合調

整等の円滑な実施を応援するため、災害時健康危機

管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の応援派遣を行うも

のとする。 

(12) 日本環境感染学会災害時感染制御支援チーム等の

派遣要請 

県及び市は、避難所等における衛生環境を維持す

るため、必要に応じ、日本環境感染学会災害時感染

制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を迅速に要請

する。 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 

一般 108 ２ 救護所、救護病院及び災害拠点病院 ２ 救護所、救護病院及び災害拠点病院  

一般 108 区分 内容 

救護所 

設置 （略)  

活動 

ア 医療救護対象者の重傷度・緊急度の判定・選

別（トリアージ） 

（略) 

仮・二次救

護所 

設置 

災害発生当初は開設しないが、被災の規模、応

援医療チームの支援体制等をふまえ、状況に応じ

て開設する。 

活動 （略) 

救護病院 

設置 （略) 

活動 

ア 医療救護対象者の重傷度・緊急度の判定・選

別（トリアージ） 

（略) 

災害拠点病

院 

設置 （略) 

活動 
ア 医療救護対象者の重傷度・緊急度の判定・選

別（トリアージ） 

区分 内容 

救護所 

設置 （略) 

活動 

ア トリアージの実施 

（略) 

 

仮・二次救

護所 

設置 

災害発生当初は開設しないが、被災の規模、応

援医療チームの支援体制等を踏まえ、状況に応じ

て開設する。 

活動 （略) 

救護病院 

設置 （略) 

活動 

ア トリアージの実施 

（略） 

 

災害拠点病

院 

設置 （略) 

活動 
ア トリアージの実施 

（略） 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

表現の適正化 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

（略) 
 

 
 

一般 109 ３ 実施主体と実施内容 ３ 実施主体と実施内容  

一般 109 実施主体 内容 

県 

（略） 

・知事は、市から救護班（DMAT、DPAT 等医療チーム）の

派遣要請があったときは関係機関(静岡県地域防災計画

資料編Ⅱ(14-2-3))に対して救護班の派遣を要請する。 

・知事は、市から医薬品等の調達について要請があった

ときは静岡県医薬品卸業協会、静岡県医療機器販売業

協会、一般社団法人日本産業・医療ガス協会東海地域

本部及び一般社団法人静岡県薬事振興会(静岡県地域防

災計画資料編Ⅱ(14-3-1))から調達・あっせんを図る。 

・知事は、市から輸血用血液の調達・あっせんについて

要請があったときは、静岡県赤十字血液センター(静岡

県地域防災計画資料編Ⅱ(14-2-2))へ供給を要請する。 

（略） 

 

 

 

・知事は、市から医師の派遣要請があったときは、一般

社団法人静岡県医師会に対して、日本医師会災害医療

チーム(JMAT)の派遣を要請する。 

（略） 

・被害の状況の推移に応じて、救護病院で医療救護がで

きないときは、市町間の医療救護活動について必要な

調整を行い、又は災害拠点病院(静岡県地域防災計画資

料編Ⅱ(14-2-1))への重症患者の受入れの要請等必要な

措置を講ずる。 

（略） 

市 

１ 医療救護活動の基本方針 

(１)  （略） 

(２) 重症患者（生命を救うため、ただちに手術等の

入院治療を必要とする者）及び中等症患者（多少

治療の時間が遅れても生命に危険はないが、入院

治療を必要とする者）の医療救護は救護病院等で

実施主体 内容 

県 

（略） 

・知事は、市から救護班（ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ等医療チ

ーム）の派遣要請があったときは関係機関▼（「県地域

防災計画資料編Ⅱ(14-2-3)」）に対して救護班の派遣を

要請する。 

・知事は、市から医薬品等の調達について要請があった

ときは静岡県医薬品卸業協会、静岡県医療機器販売業

協会、一般社団法人日本産業・医療ガス協会東海地域

本部及び一般社団法人静岡県薬事振興会▼（「県地域防

災計画資料編Ⅱ(14-3-1)」）から調達・あっせんを図

る。 

・知事は、市から輸血用血液の調達・あっせんについて

要請があったときは、静岡県赤十字血液センター▼

（「県地域防災計画資料編Ⅱ(14-2-2)」）へ供給を要請

する。 

（略） 

・知事は、市から医師の派遣要請があったときは、一般

社団法人静岡県医師会に対して、ＪＭＡＴの派遣を要

請する。 

（略） 

・被害の状況の推移に応じて、救護病院で医療救護がで

きないときは、市町間の医療救護活動について必要な

調整を行い、又は災害拠点病院▼（「県地域防災計画資

料編Ⅱ(14-2-1)」）への重症患者の受入れの要請等必要

な措置を講ずる。 

（略） 

市 

１ 医療救護活動の基本方針 

(１) （略） 

(２) 重症患者（生命を救うため、直ちに手術等の入

院治療を必要とする者）及び中等症患者（多少治

療の時間が遅れても生命に危険はないが、入院治

療を必要とする者）の医療救護は救護病院等で行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

行う。 

(３) 負傷者の医療救護を市内の救護病院等で措置で

きない場合は、県が定める医療救護計画に基づき

県災害対策本部に広域搬送を要請するものとす

る。 

(４)、(５) （略） 

(６) 医療救護活動の実施にあたっては、必要に応じ

て、重症患者、中等症患者及び軽症患者の振り分

け（以下トリアージという。）を行い、効率的な活

動に努めるものとする。 

(７) 市は、災害時の医療救護施設の医療救護活動状

況等の情報を広域災害・救急医療情報システム等

により迅速に把握し、必要に応じて応援等を行う

ものとする。 

２ 実施事項 

(１) 地震発生後、ただちに各医療救護施設の被害状

況を調査し、被害に応じた対策を講じ医療救護体

制を確立する。 

(２)～(６) （略） 

３ 血液の確保 

医療救護施設から輸血用血液の調達・あっせんの要

請を受けたときは、ただちに県に調達・あっせんを要

請する。 

４ 県への医師等の派遣要請 

市長は、救護病院等において医療救護活動に従事す

る医師等が不足したときは静岡県災害医療コーディネ

ーターの助言等により、次の事項を示して、県に応援

派遣医療チーム（ＤＭＡＴ【災害派遣医療チーム】、Ｊ

ＭＡＴ【日本医師会災害医療チーム】、ＤＰＡＴ【災害

派遣精神医療チーム】等）及び保健師チームを要請す

る。 

５ 医薬品等の確保 

（略） 

◇ 医療救護に関する協定（資料編５－10） 

６～８ （略） 

市民及び

自主防災

（略） 

う。 

(３) 負傷者の医療救護を市内の救護病院等で措置で

きない場合は、県が定める医療救護計画に基づき

県災害対策本部に広域搬送を要請する。 

 

(４)、(５) （略） 

(６) 医療救護活動の実施にあたっては、トリアージ

を行い、効率的な活動に努める。 

 

 

(７) 市は、災害時の医療救護施設の医療救護活動状

況等の情報を広域災害・救急医療情報システム等

により迅速に把握し、必要に応じて応援等を行

う。 

２ 実施事項 

(１) 地震発生後、直ちに各医療救護施設の被害状況

を調査し、被害に応じた対策を講じ医療救護体制

を確立する。 

(２)～(６) （略） 

３ 血液の確保 

医療救護施設から輸血用血液の調達・あっせんの要

請を受けたときは、直ちに県に調達・あっせんを要請

する。 

４ 県への医師等の派遣要請 

市長は、救護病院等において医療救護活動に従事す

る医師等が不足したときは静岡県災害医療コーディネ

ーターの助言等により、次の事項を示して、県に応援

派遣医療チーム（ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、ＤＰＡＴ等）

及び保健師チームを要請する。 

５ 医薬品等の確保 

（略） 

◇資料編５－10：医療救護に関する協定 

６～８ （略） 

市民及び

自主防災

組織 

（略） 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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組織 
 

一般 111 ４ 日本赤十字社静岡県支部の活動 ４ 日本赤十字社静岡県支部の活動  

一般 111 区分 内容 

医療救護

班の派遣 

・日本赤十字社静岡県支部長は、県から医療救護班の派

遣要請があったときは、ただちに出動させる。 

（略） 

広域応援 （略） 
 

区分 内容 

医療救護

班の派遣 

・日本赤十字社静岡県支部長は、県から医療救護班の派

遣要請があったときは、直ちに出動させる。 

（略） 

広域応援 （略） 
 

 

一般 111 ５ 実施事項 

(１)、(２) （略） 

(３) 医療及び助産の範囲 

５ 実施事項 

(１)、(２) （略） 

(３) 医療及び助産の範囲 

 

一般 112 表３－５ 医療及び助産の範囲 

表（略） 

表 ３-６ 医療及び助産の範囲 

表（略） 

 

一般 112 (４) 実施期間 

ア 医療  災害発生の日から 14日以内 

イ 助産  分べんした日から７日以内 

ただし、必要に応じ知事と協議し期間

を延長することができる。 

 

(５) 医療及び助産の実施 

被災者に対する医療については、医師会等の協力

を得て医療チームを編成し、救護所の開設又は巡回

により行うものとする。助産については、医師会、

公的病院等の協力を得て、対応可能な病院、診療所

で行うものとする。 

災害の規模又は患者の発生状況によっては、県に

応援派遣医療チーム（DMAT【災害派遣医療チーム】、

(４) 実施期間 

災害救助法が適用された場合の医療及び助産の実

施期間は、◇資料６－１による。 

ただし、必要に応じ知事と協議し期間を延長する

ことができる。 

◇資料編６－１：災害救助法の適用 

(５) 医療及び助産の実施 

・被災者に対する医療については、医師会等の協力

を得て医療チームを編成し、救護所の開設又は巡

回により行う。助産については、医師会、公的病

院等の協力を得て、対応可能な病院、診療所で行

う。 

・災害の規模又は患者の発生状況によっては、県に

応援派遣医療チーム（ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、ＤＰ
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

JMAT【日本医師会災害医療チーム】、DPAT【災害派遣

精神医療チーム】等）を要請するものとする。 

 

なお、医療チームによる医療救護ができない場合

又は医療チームによる医療救護が適当でないものに

ついては、病院、診療所に医療救護を要請するもの

とする。 

多数の負傷者が発生した場合は、トリアージを行

い、効率的な活動に努めるものとする。 

◇医療救護に関する協定（資料編５－10） 

◇救護所一覧表（資料編４－11） 

◇救護病院一覧表（資料編４－12） 

(６) （略） 

(７) 医療品等の確保 

医療及び助産を実施するにあたり、必要とする医

療品及び衛生材料の調達については、平素から取扱

業者、取扱品目、供給能力等の実態を把握し、緊急

確保の体制を整備しておくものとする。 

また、医薬品等が不足すると思われる場合には、

県に調達を要請するものとする。 

◇医療救護に関する協定（資料編５－10） 

(８) 県への要請事項 

市長は、医療及び助産の供給が不足すると思われ

る場合には、次の事項を明らかにしたうえで、県に

応援派遣医療チーム（DMAT【災害派遣医療チーム】、

JMAT【日本医師会災害医療チーム】、DPAT【災害派遣

ＡＴ等）を要請する。 

 

 

・医療チームによる医療救護ができない場合又は医

療チームによる医療救護が適当でないものについ

ては、病院、診療所に医療救護を要請する。 

 

・多数の負傷者が発生した場合は、トリアージを行

い、効率的な活動に努めるものとする。 

◇資料編５－10：医療救護に関する協定 

◇資料編４－11：救護所一覧表 

◇資料編４－12：救護病院一覧表 

(６) （略） 

(７) 医療品等の確保 

医療及び助産を実施するにあたり、必要とする医

療品及び衛生材料の調達については、平素から取扱

業者、取扱品目、供給能力等の実態を把握し、緊急

確保の体制を整備しておく。 

また、医薬品等が不足すると思われる場合には、

県に調達を要請する。 

◇資料編５－10：医療救護に関する協定 

(８) 県への要請事項 

市長は、医療及び助産の供給が不足すると思われ

る場合には、次の事項を明らかにしたうえで、県に

応援派遣医療チーム（ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、ＤＰＡ

Ｔ等）及び保健師チームを要請する。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

精神医療チーム】等）及び保健師チームを要請する

ものとする。 

（略） 

(９)、(10) （略） 

（略） 

 

 

(９)、(10) （略） 

一般 113 ６ 健康への配慮 

特に、高齢者、障がいのある人等要配慮者の心身双方

の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設

等への入所、介護職員等の派遣、車椅子の手配等を福祉

事業者、ボランティア団体等の協力を得つつ、計画的に

実施するものとする。 

市は、避難所や在宅などにおいて、健康観察が必要と

なる被災者に対し、保健師等による健康相談等や歯科衛

生士等による口腔ケア活動等を実施するものとする。 

６ 健康への配慮 

特に、高齢者、障がいのある人等要配慮者の心身双方

の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設

等への入所、介護職員等の派遣、車椅子の手配等を福祉

事業者、ボランティア団体等の協力を得つつ、計画的に

実施する。 

市は、避難所や在宅などにおいて、健康観察が必要と

なる被災者に対し、保健師等による健康相談等や歯科衛

生士等による口腔ケア活動等を実施する。 

 

 ７ （略） ７ （略）  

一般 113 第 20節 防疫計画 

[衛生、保健所、水道、環境] 

（略） 

第 20節 防疫計画 

[衛生、保健所、水道、環境] 

（略） 

 

 １ （略） １ （略）  

一般 114 ２ 実施方法 

(１) 防疫班の編成 

防疫班を編成し、前項に定める実施事項を処理す

るものとする。 

(２) 実施基準 

被災により周辺環境の衛生状態が低下し、感染症

２ 実施内容 

（削除） 

 

 

(１) 実施基準 

被災により周辺環境の衛生状態が低下し、感染症

 

内容の整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

発生のおそれがある次の場合に実施するものとす

る。 

（略） 

(３)、(４) （略） 

発生のおそれがある次の場合に実施する。 

 

（略） 

(２)、(３) （略） 

 ３～５ （略） ３～５ （略）  

一般 115 ６ その他 

地震・津波被害の被災地においては、津波汚泥や水産

加工施設から発生する廃棄物等により、悪臭、害虫の発

生など衛生上の課題が生じうることから、防疫活動に万

全を期すよう、十分に留意するものとする。 

６ その他 

地震・津波被害の被災地においては、津波汚泥や水産

加工施設から発生する廃棄物等により、悪臭、害虫の発

生など衛生上の課題が生じうることから、防疫活動に万

全を期すよう、十分に留意する。 

 

一般 115 第 21節 災害廃棄物処理計画 

[環境、都市、建設、下水] 

（略） 

第 21節 災害廃棄物処理計画 

[環境、都市、建設、下水] 

（略） 

 

一般 115 １ 基本方針 

（略） 

・災害廃棄物等の処理にあたっては、適切な分別を行

うとともに、可能な限りリサイクルに努めるものと

する。 

（略） 

・市民等からの問い合わせにワンストップで対応でき

るよう、災害廃棄物コールセンターを設置する。 

１ 基本方針 

（略） 

・災害廃棄物等の処理にあたっては、適切な分別を行う

とともに、可能な限りリサイクルに努める。 

 

（略） 

・市民等からの問合せにワンストップで対応できるよ

う、災害廃棄物コールセンターを設置する。 

 

一般 115 ２ 災害廃棄物等の処理方法 

(１) （略） 

２ 災害廃棄物等の処理方法 

(１) （略） 

 

一般 117 (２) 生活ごみ・避難所ごみの処理 (２) 生活ごみ・避難所ごみの処理  
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

実施主体 内容 

県 ・市の要請に基づき市の行うごみ処理について処理場(静

岡県地域防災計画資料編Ⅱ(15-2-1))や死亡獣畜処理場

(市又は清掃業者)(静岡県地域防災計画資料編Ⅱ(15-3-

1))、清掃用運搬資機材(静岡県地域防災計画資料編Ⅱ

(15-2-3))のあっせん、必要な指導を行う。 

（略） 

市 （略） 

市民及び 

自主防災

組織 

（略） 

 

実施主体 内容 

県 ・市の要請に基づき市の行うごみ処理について処理場▼

（「県地域防災計画資料編Ⅱ(15-2-1)」）や死亡獣畜処理

場(市又は清掃業者)▼（「県地域防災計画資料編Ⅱ(15-

3-1)」）、清掃用運搬資機材▼（「県地域防災計画資料編

Ⅱ(15-2-3)」）あっせん、必要な指導を行う。 

（略） 

市 （略） 

市民及び 

自主防災

組織 

（略） 

 

一般 117 (３) し尿の処理 

実施主

体 

内容 

県 ・市の要請に基づき、市の行うし尿処理について処理場(静

岡県地域防災計画資料編Ⅱ(15-2-1))や清掃用運搬機材

(静岡県地域防災計画資料編Ⅱ(15-2-2))のあっせん、必

要な指導を行う。 

（略） 

市 (１) （略） 

(２) 「静岡市災害廃棄物処理計画」に基づき、仮設トイ

レ等のし尿の収集・処理体制を速やかに整備する。ま

た、市域において災害廃棄物を処理することが困難な

場合は、県や災害協定を締結する他都市や民間事業者

等に支援を要請する。 

(３) 速やかに下水道施設、農業集落排水施設及びし尿処

理施設等の応急復旧に努めるものとする。 

市 民 及

び 自 主

防 災 組

織 

（略） 

 

(３) し尿の処理 

実施主

体 

内容 

県 ・市の要請に基づき、市の行うし尿処理について処理場▼

（「県地域防災計画資料編Ⅱ(15-2-1)」）や清掃用運搬機

材▼（「県地域防災計画資料編Ⅱ(15-2-2)」）のあっせ

ん、必要な指導を行う。 

（略） 

市 (１) （略） 

(２) 「静岡市災害廃棄物処理計画」に基づき、仮設トイ

レ等のし尿の収集・処理体制を速やかに整備する。ま

た、市域においてし尿を処理することが困難な場合

は、県や災害協定を締結する他都市や民間事業者等に

支援を要請する。 

(３) 速やかに下水道施設、農業集落排水施設及びし尿処

理施設等の応急復旧に努める。 

市 民 及

び 自 主

防 災 組

織 

（略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

一般 118 ３ 廃棄物処理法における特例 

廃棄物処理法に係る特例の取り扱いについては、別に

定める「静岡市廃棄物処理計画」に基づき、実施するも

のとする。 

３ 廃棄物処理法における特例 

廃棄物処理法に係る特例の取扱いについては、別に定

める▼「静岡市廃棄物処理計画」に基づき、実施する。 

 

一般 118 第 22節 社会秩序維持計画 

[総務、危機、市民] 

（略） 

第 22節 社会秩序維持計画 

[総務、危機、市民] 

（略） 

 

一般 118 １ 実施事項 

生活物資の価格、需要動向、買い占め、売り惜しみ等

の調査及び対策対象となる事業者の事務所、工場、事業

所、店舗及び倉庫がいずれも市の管轄区域内に所在する

ものについて、調査及び対策を講じるものとする。 

（略） 

１ 実施事項 

生活物資の価格、需要動向、買い占め、売り惜しみ等

の調査及び対策対象となる事業者の事務所、工場、事業

所、店舗及び倉庫がいずれも市の管轄区域内に所在する

ものについて、調査及び対策を講じる。 

（略） 

 

 ２ （略） ２ （略）  

地震 93  ３ 警察に対する要請 

市長は、市域内の平穏を害する不法行為を未然に防止

するため必要と認めるときは、市を所轄する警察署に対

し、下記の事項についての措置を講ずるよう要請する。 

（１）不法事態に対する措置 

（２）鉄砲又は刀剣類に対する措置 

地震対策編から移動 

一般 119 第 23節 遺体の捜索及び措置埋葬計画 

[市民、福祉、衛生] 

この計画は、災害により行方不明となり、すでに死亡して

いると推定される者の捜索及び災害により遺族等が混乱期の

第 23節 遺体の捜索及び措置埋葬計画 

[市民、福祉、衛生] 

この計画は、災害により行方不明となり、既に死亡してい

ると推定される者の捜索及び災害により遺族等が混乱期のた
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ため遺体識別等のために行う措置並びに埋火葬ができない者

に対して、市の実施事項を定め、遺体の捜索、措置及び埋火

葬に支障のないようにすることを目的とする。 

め遺体識別等のために行う措置並びに埋火葬ができない者に

対して、市の実施事項を定め、遺体の捜索、措置及び埋火葬

に支障のないようにすることを目的とする。 

一般 119 １ 基本方針 

(１) 市は、県が作成した「遺体処理計画策定の手引」

に基づいて「静岡市遺体措置計画（遺体措置マニュ

アル）」を策定し、あらかじめ遺体収容施設を定めて

おくとともに、その周知に努める。 

(２) 遺体収容施設は､交通の便、水道、電気、地震災

害、耐震性、避難拠点との競合等を考慮して定め

る。 

(３) 県は、市の遺体処理計画の策定状況を把握すると

ともに、策定及びその内容について市に助言する。 

(４) 市域内の遺体の捜索及び措置は、市が行うことを

原則とし、海上保安庁、警察等は遺体の捜索及び措

置に協力する。 

(５) 市はあらかじめ遺体収容施設を定めることが困難

な場合には、県と協議し、遺体収容施設をあらかじ

め定めるよう努める。 

(６) 市は、遺体の措置を行う必要が生じた場合は、遺

体収容施設を設置する。 

(７) 県は、市が遺体措置を行う必要が生じた場合にお

いて、市から要請があったときは、必要に応じて大

規模な遺体収容施設を設置する。 

１ 基本方針 

・市は、県が作成した▼「遺体処理計画策定の手引」に

基づいて▼「静岡市遺体措置計画（遺体措置マニュア

ル）」を策定し、あらかじめ遺体収容施設を定めておく

とともに、その周知に努める。 

・遺体収容施設は､交通の便、水道、電気、地震災害、耐

震性、避難拠点との競合等を考慮して定める。 

 

・県は、市の遺体処理計画の策定状況を把握するととも

に、策定及びその内容について市に助言する。 

・市域内の遺体の捜索及び措置は、市が行うことを原則

とし、海上保安庁、警察等は遺体の捜索及び措置に協

力する。 

・市はあらかじめ遺体収容施設を定めることが困難な場

合には、県と協議し、遺体収容施設をあらかじめ定め

るよう努める。 

・市は、遺体の措置を行う必要が生じた場合は、遺体収

容施設を設置する。 

・県は、市が遺体措置を行う必要が生じた場合におい

て、市から要請があったときは、必要に応じて大規模

な遺体収容施設を設置する。 

 

一般 119 ２ 実施主体と実施内容 ２ 実施主体と実施内容  
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一般 119 実施 

主体 

内容 

市 遺体の捜

索 

（略） 

遺体収容

施設 

設置 市は、大規模災害が発生し、遺体措置の

必要が生じた場合は、関係機関と協議の

上、次の施設に遺体収容施設を設置す

る。 

資料４－10 大規模災害時におけ

る遺体収容施設 

区名 施設名 所在地 

葵 

区 

中央体育

館 

葵区駿府町２－

80 

駿 河

区 

南部体育

館 

駿河区曲金三丁

目１－30 

清 水

区 

清水総合

運動場 

清水区清開二丁

目１－１ 

清 水

区 

由比体育

館 

清水区由比 456

－151 
 

活動 ア、イ（略） 

ウ 被災現場、救護所、救護病院（仮設

救護病院）、災害拠点病院からの遺体

搬送を行う。 

エ、オ（略） 

遺体の処

置 

市は、自主防災組織、自治会、警察等の協力を

得て遺体の身元を確認した後、必要な処置（洗

浄、縫合、消毒、一時保存）を行い、親族等に

引き渡す。相当の期間、引き取り人が判明しな

いときは、所持品等を保管のうえで火葬する。 

死亡届の

受理 

（略） 

広域火葬 （略） 

 

県への要 （略） 

実施 

主体 

内容 

市 遺体の捜

索 

（略） 

遺体収容

施設 

設置 市は、大規模災害が発生し、遺体措置の

必要が生じた場合は、関係機関と協議の

上、次の施設に遺体収容施設を設置す

る。 

◇資料４－10：大規模災害時における遺

体収容施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動 ア、イ（略） 

ウ 被災現場、救護所、救護病院、災害

拠点病院からの遺体搬送を行う。 

 

エ、オ（略） 

遺体の処

置 

市は、自主防災組織、自治会、警察等の協力を

得て遺体の身元を確認した後、必要な処置（洗

浄、縫合、消毒、一時保存）を行い、親族等に

引き渡す。相当の期間、引取人が判明しないと

きは、所持品等を保管のうえで火葬する。 

死亡届の

受理 

（略） 

広域火葬 （略） 

 

県への要 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県及び市の医療救護

計画に準じた修正 
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請 

県 （略） 

市 民 及

び 自 主

防 災 組

織 

（略） 

 

請 

県 （略） 

市 民 及

び 自 主

防 災 組

織 

（略） 

 

一般 121 ３ 実施事項 

(１)、(２) （略） 

(３) 捜索の費用 

災害救助法が適用された場合の捜索の費用は、次

のとおりである。 

ア 借入費（舟艇その他捜索に直接必要な機械器具

の借上費） 

イ 修繕費（捜索のために使用した機械器具の修繕

費） 

ウ 燃料費（機械器具を使用するために必要な燃料

代、照明用の灯油代等） 

(４) 実施期間 

災害発生の日から 10 日以内とする。ただし、期間

の延長が必要な場合は、最小限度の範囲で知事と協

議して延長を行うことができる。 

 

(５) 遺体の措置 

ア 遺体の措置内容 

(ア) 遺体を発見したときの措置 

遺体は、遺体収容施設等において、警察及

び医師の協力を得て速やかに検視及び検案を

３ 実施事項 

(１)、(２) （略） 

(３) 捜索の費用 

災害救助法が適用された場合の捜索の費用は、◇

資料編６－１による。 

 

 

 

 

 

 

(４) 実施期間 

災害救助法が適用された場合の捜索期間は◇資料

編６－１による。 

ただし、期間の延長が必要な場合は、最小限度の

範囲で知事と協議して延長を行うことができる。 

(５) 遺体の措置 

ア 遺体の措置内容 

(ア) 遺体を発見したときの措置 

遺体は、遺体収容施設等において、警察及

び医師の協力を得て速やかに検視及び検案を
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

受け､身元が判明し、遺族等の引取人があると

きは速やかに引渡すものとする。 

(イ) 遺体の一時保存のため施設等を設置し、遺

体の識別等のため、適切な処置をする。ま

た、遺品の保存などの措置をとるものとす

る。 

(ウ) （略） 

イ （略） 

ウ 遺体措置の期間 

災害発生の日から 10 日間以内とする。ただし、

静岡県知事と協議をして延長することができる。 

 

 

エ、オ （略） 

カ 埋火葬の方法 

(ア)～(ウ) （略） 

(エ) 遺体の身元が判明している場合は、遺族な

どの関係者に連絡して遺体を引渡し、身元不

明の遺体については、原則として市長の届出

により埋火葬するものとする。 

(オ) 火葬した遺骨は、一時寺院等に安置し、事

後において遺骨引取人により、それぞれの墓

地に埋葬する。ただし、遺骨引取人がない場

合は、市長が指定する墓地に仮埋葬するもの

とする。 

(６) 費用の限度額等 

受け､身元が判明し、遺族等の引取人があると

きは速やかに引き渡す。 

(イ) 遺体の一時保存のため施設等を設置し、遺

体の識別等のため、適切な処置をする。ま

た、遺品の保存などの措置をとる。 

 

(ウ)  （略） 

イ （略） 

ウ 遺体措置の期間 

災害救助法が適用された場合の遺体の措置の期

間は、◇資料編６－１による。 

ただし、静岡県知事と協議をして延長すること

ができる。 

エ、オ （略） 

カ 埋火葬の方法 

(ア)～(ウ) （略） 

(エ) 遺体の身元が判明している場合は、遺族な

どの関係者に連絡して遺体を引き渡し、身元

不明の遺体については、原則として市長の届

出により埋火葬する。 

(オ) 火葬した遺骨は、一時寺院等に安置し、事

後において遺骨引取人により、それぞれの墓

地に埋葬する。ただし、遺骨引取人がない場

合は、市長が指定する墓地に仮埋葬する。 

 

(６) 費用の限度額等 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

災害救助法が適用された場合の遺体の措置及び埋

火葬の費用の限度額は、災害救助法施行細則に基づ

き、静岡県が別に定める額とする。 

なお、埋火葬の期間は遺体の措置に準ずる。 

(７) 県への要請事項 

市長は、遺体の捜索、措置、火葬について知事に

応援を求める場合には、次の事項を明らかにしてあ

っせんを要請するものとする。 

（略） 

(８) （略） 

(９) 協定による資機材の確保 

災害時に遅滞なく埋火葬を行えるよう、平常時か

ら協定を締結して埋火葬のための資機材を確保する

よう努める。 

災害救助法が適用された場合の遺体の措置及び埋

火葬の費用の限度額は、◇資料編６－１による。 

 

なお、埋火葬の期間は遺体の措置に準ずる。 

(７) 県への要請事項 

市長は、遺体の捜索、措置、火葬について知事に

応援を求める場合には、次の事項を明らかにしてあ

っせんを要請する。 

（略） 

(８) （略） 

(９) 協定による資機材の確保 

災害時に遅滞なく埋火葬を行えるよう、平常時か

ら協定を締結して埋火葬のための資機材を確保する

よう努める。 

◇資料編６－１：災害救助法の適用 

 ４ （略） ４ （略）  

一般 123 第 24節 障害物の除去 

[環境、都市、建築、建設] 

市長は、県知事の委任を受けて、災害救助法に基づき、災

害により土石等が居室等日常生活に欠くことのできない部分

又は玄関等に運び込まれているため一時的に居住することが

できない状態にあり、かつ自己の資力では住宅又はその周辺

に運ばれた障害物除去を行うことができない世帯を対象に実

施する。 

第 24節 障害物の除去 

[環境、都市、建築、建設] 

・市長は、県知事の委任を受けて、災害救助法に基づき、災

害により土石等が居室等日常生活に欠くことのできない部

分又は玄関等に運び込まれているため一時的に居住するこ

とができない状態にあり、かつ自己の資力では住宅又はそ

の周辺に運ばれた障害物除去を行うことができない世帯を

対象に実施する。 

・市は、上記のほか、市民の日常生活に著しい影響を及ぼす

災害が発生したと認めるときは、建設業協会やボランティ

 

 

 

 

 

 

 

 

統合による追加 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ア団体などの関係機関等と連携・協力し、土砂の排除等を

実施する。 

一般 123 １ 災害救助法に基づく障害物除去の実施 

（略） 

(１)  

障害物除去の対象については、居室、台所、玄

関、便所等の日常生活に必要な最小限度の部分と

し、現物をもって行う。 

(２)  

一世帯あたりの費用については、原則として災害

救助法施行規則（昭和 38年静岡県規則第 25号）によ

る。 

(３)  

障害物除去の期間については、原則として災害発

生の日から 10日以内に完了する。 

１ 災害救助法に基づく障害物除去の実施 

（略） 

(１) 障害物除去の対象 

障害物除去の対象については、居室、台所、玄

関、便所等の日常生活に必要な最小限度の部分と

し、現物をもって行う。 

(２) 費用 

災害救助法が適用された場合の一世帯あたりの費

用については、◇資料編６－１による。 

 

(３) 期間 

災害救助法が適用された場合の障害物除去の期間

については、◇資料編６－１による。 

◇資料編６－１：災害救助法の適用 

 

 ２ 災害の拡大と二次災害の防止活動 

市は、災害時に、適切な管理のなされていない空家等

に対し、緊急に安全を確保するための必要最小限の措置

として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部

分や、応急措置の支障となる空家等の全部又は一部の除

却等の措置を行うものとする。 

２ 災害の拡大と二次災害の防止活動 

市は、災害時に、適切な管理のなされていない空家等

に対し、緊急に安全を確保するための必要最小限の措置

として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部

分や、応急措置の支障となる空家等の全部又は一部の除

却等の措置を行う。 

 

地震 123 第 25節 宅地内等における堆積土砂排除計画 

[環境、都市、建築、建設] 

 

（削除） 

 

 

第 24 節 障害物の除

去に統合 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

土砂災害や浸水害等により宅地内等へ流入した土砂やがれ

きを速やかに排除し、被災者の迅速な生活再建につなげるた

め、市は、建設業協会やボランティア団体などの関係機関等

と連携・協力し、土砂の排除等を実施することとする。 

 

 

（移動）第 24節 障害物の除去 

一般 123 １ 宅地内等における堆積土砂の排除 

本市に災害救助法が適用された場合や、災害により市

民生活に著しい影響を及ぼす場合などにおいて、速やか

に市民の生活再建を図るため、宅地内等堆積土砂排除の

実施に必要な基本方針、執行体制、業務分担などを定め

ることで、土砂排除等に係る体制を構築する。 

なお、土砂排除等に係る活動内容は、別に定める「宅

地内等堆積土砂排除に係る実務マニュアル」によるもの

とする。 

３ 宅地内等における堆積土砂の排除 

本市に災害救助法が適用された場合や、災害により市

民生活に著しい影響を及ぼす場合などにおいて、速やか

に市民の生活再建を図るため、宅地内等堆積土砂排除の

実施に必要な基本方針、執行体制、業務分担などを定め

ることで、土砂排除等に係る体制を構築する。 

なお、土砂排除等に係る活動内容は、別に定める「宅

地内等堆積土砂排除に係る実務マニュアル」による。 

 

一般 123 第 25節 輸送計画 

[危機、総政、消防] 

（略） 

災害発生時の緊急輸送活動のために多重化や代替性を考慮

しつつ輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設

も含めて確保すべき輸送施設及び輸送拠点について把握し、

緊急輸送が円滑に実施されるよう予め運送業者と物資の保

管、荷捌き及び輸送に係る協定を締結するなど体制の整備に

努めるものとする。この際、市は、災害時に物資の輸送手段

を含めた体制が速やかに確保できるよう、あらかじめ、適切

な物資の輸送拠点を選定しておくよう努めるものとする。 

 

（新規） 

第 25節 輸送計画 

[危機、総政、消防] 

（略） 

・市及び県は、災害発生時の緊急輸送活動のために多重化や

代替性を考慮しつつ輸送拠点として活用可能な民間事業者

の管理する施設も含めて確保すべき輸送施設及び輸送拠点

について把握し、緊急輸送が円滑に実施されるようあらか

じめ運送業者と物資の保管、荷捌き及び輸送に係る協定を

締結するなど体制の整備に努める。 

・市及び県は、災害時に物資の輸送手段を含めた体制が速や

かに確保できるよう、あらかじめ、適切な物資の輸送拠点

を選定しておくよう努める。 

・市及び県は、地域内輸送拠点の効率的な運営及び避難所等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計



令和６年度 静岡市地域防災計画（共通対策編）修正案 新旧対照表 

182 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

への物資の輸送について効率的な運営を図るため、速やか

に、運営や輸送に必要な人員や資機材等を運送事業者等と

連携して確保するよう努める。 

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 

一般 124 １ 輸送の方法 

(１) 陸上輸送 

ア～ウ （略） 

エ 人力による輸送 

車両等による輸送が不可能なときは、人力によ

る輸送を行うものとする。 

オ 自衛隊の要請の要求 

「第 36 節 自衛隊派遣要請の要求計画」により

行うものとする。 

(２) 海上輸送 

道路、鉄道等の施設が被災し、自動車及び貨車に

よる輸送が不可能となり、かつ大量の物資、資材等

の輸送を必要とするときは、船舶並びに舟艇の調達

について知事に要請するものとする。 

（略） 

ア （略） 

イ 海上自衛隊の艦艇 

「第 36 節 自衛隊派遣要請の要求計画」により

行うものとする。 

ウ 海上保安庁の船艇 

「第 37 節 海上保安庁に対する支援要請の依頼

計画」により行うものとする。 

１ 輸送の方法 

(１) 陸上輸送 

ア～ウ （略） 

エ 人力による輸送 

車両等による輸送が不可能なときは、人力によ

る輸送を行う。 

オ 自衛隊の要請の要求 

▼「第 34 節 自衛隊派遣要請の要求計画」によ

る。 

(２) 海上輸送 

道路、鉄道等の施設が被災し、自動車及び貨車に

よる輸送が不可能となり、かつ大量の物資、資材等

の輸送を必要とするときは、船舶並びに舟艇の調達

について知事に要請する。 

（略） 

ア （略） 

イ 海上自衛隊の艦艇 

▼「第 34 節 自衛隊派遣要請の要求計画」によ

る。 

ウ 海上保安庁の船艇 

▼「第 35節 海上保安庁に対する支援要請の依頼

計画」による。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

エ 民間船舶及び漁船 

(ア) （略） 

(イ) 漁船 

漁船への応援要請は、清水・由比港漁業協

同組合を通じて行うものとする。 

◇輸送に関する協定（資料編５－８） 

(３) 航空輸送 

災害の状況により航空機による輸送が必要となっ

た場合は、市長は消防ヘリコプターを活用するほ

か、知事等に対して、空輸の応援要請の要求を行う

ものとする。 

ア 自衛隊による航空輸送を必要とする場合は、「第

36 節 自衛隊派遣要請の要求計画」によるものと

する。 

イ 赤十字飛行隊静岡支隊に輸送の応援要請をする

場合は、日本赤十字社静岡県支部に連絡する。 

◇防災ヘリポート一覧表（資料編４－28） 

◇ヘリポートの具備すべき事項（資料編４－29） 

エ 民間船舶及び漁船 

(ア) （略） 

(イ) 漁船 

漁船への応援要請は、清水・由比港漁業協

同組合を通じて行う。 

◇資料編５－８：輸送に関する協定 

(３) 航空輸送 

災害の状況により航空機による輸送が必要となっ

た場合は、市長は消防ヘリコプターを活用するほ

か、知事等に対して、空輸の応援要請の要求を行

う。 

自衛隊による航空輸送を必要とする場合は、▼

「第 34節 自衛隊派遣要請の要求計画」による。 

 

（削除） 

 

◇資料編４－28：防災ヘリポート一覧表 

◇資料編４－29：ヘリポートの具備すべき事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実態に合わせた修正 

一般 125 ２ 輸送の範囲等 

(１) （略） 

(２) 実施期間 

前項の各救助の実施期間とする。 

 

ただし、事前に知事と協議し、必要最小限度の期

間を延長することができる。 

(３) 費用の限度額 

２ 輸送の範囲等 

(１) （略） 

(２) 実施期間 

災害救助法が適用された場合の輸送実施期間は、

◇資料編６－１による。 

ただし、事前に知事と協議し、必要最小限度の期

間を延長することができる。 

(３) 費用の限度額 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

当該地域における通常の実費とする。 

 

(４) （略） 

(５) 県への要請事項 

市長が輸送計画について、知事に対して応援を求

める場合には、輸送の内容により、各計画に定める

ところに従って要請するものとする。 

災害救助法が適用された場合の輸送費用は、◇資

料編６－１による。 

(４) （略） 

(５) 県への要請事項 

市長が輸送計画について、知事に対して応援を求

める場合には、輸送の内容により、各計画に定める

ところに従って要請する。 

◇資料編６－１：災害救助法の適用 

一般 125 第 26節 運輸施設応急対策計画 

[危機] 

（略） 

第 26節 運輸施設応急対策計画 

[危機] 

（略） 

 

一般 125 １ 機関の名称、所在地 １ 機関の名称、所在地  

一般 126 表３－６ 運輸機関の名称、所在地 

機関名 所在地 電話番号 

東海旅客鉄道㈱静岡

支社 
静岡市葵区黒金町４番地 

代表 054-284-

2319 

静岡鉄道㈱ 
静岡市葵区鷹匠一丁目１番

１号 

代表 054-254-

5114 
 

表 ３－７ 運輸機関の名称、所在地 

機関名 所在地 電話番号 

東海旅客鉄道株式会

社静岡支社 
静岡市葵区黒金町４番地 

代表 054-284-

2319 

静岡鉄道株式会社 
静岡市葵区鷹匠一丁目１番

１号 

代表 054-254-

5114 
 

 

一般 126 ２ 異常気象時及び災害時における運転規制について 

◇静岡鉄道株式会社の運転停止基準（資料編４－44） 

２ 異常気象時及び災害時における運転規制について 

◇資料編４－44：静岡鉄道株式会社の運転停止基準 

 

 ３ （略） （略）  

一般 126 第 27節 交通応急対策計画 

[建設] 

（略） 

第 27節 交通応急対策計画 

[建設] 

（略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

一般 126 １ 実施事項及びその方法 

(１) 被災箇所及び危険箇所の把握 

災害が発生した場合は、道路パトロールなどの監

視体制を強化し、市の管理する道路をはじめ、市域

内の国が管理する国道及び他の管理者に属する道路

についても、破損、決壊、橋りょう流失その他交通

に支障を生じるおそれのある箇所を早急に把握する

とともに、各道路管理者等と連携して、迅速かつ適

切な措置をとるものとする。 

(２) 道路上の障害物の除去 

災害応急対策を実施するため、緊急輸送路として

確保すべき幹線道路から優先して実施する。 

◇緊急輸送路一覧表（資料編４－18） 

 

 

 

(３) 実施機関及び担当 

１ 実施事項及びその方法 

(１) 被災箇所及び危険箇所の把握 

災害が発生した場合は、道路パトロールなどの監

視体制を強化し、市の管理する道路をはじめ、市域

内の国が管理する国道及び他の管理者に属する道路

についても、破損、決壊、橋りょう流失その他交通

に支障を生じるおそれのある箇所を早急に把握する

とともに、各道路管理者等と連携して、迅速かつ適

切な措置をとる。 

(２) 道路上の障害物の除去 

災害応急対策を実施するため、緊急輸送路として

確保すべき幹線道路から優先して路上の障害物の除

去（路面返上の補修や迂回路の整備を含み、また、

火山災害における火山噴出物の除去及び雪害におけ

る除雪を含む。）必要な措置を実施する。 

◇資料編４－18：緊急輸送路一覧表 

(３) 実施機関及び担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「活動火山対策の強

化」 

一般 127 表３－７ 交通応急対策実施機関及び担当 

表（略） 

表 ３－８ 交通応急対策実施機関及び担当 

表（略） 

 

一般 127 (４) （略） 

(５) 主要交通路等の確保 

事前に復旧する道路の優先順位や方法等を定め、

緊急輸送路及び緊急輸送避難路、孤立予想集落につ

ながる道路等の主要な道路・橋りょう等の実態を把

握して交通路の確保に努めるとともに、被災状況に

より随時迂回路を設定する。 

(４) （略） 

(５) 主要交通路等の確保 

事前に復旧する道路の優先順位や方法等を定め、

緊急輸送路及び優先確保ルート、孤立予想集落につ

ながる道路等の主要な道路・橋りょう等の実態を把

握して交通路の確保に努めるとともに、被災状況に

より随時迂回路を設定する。 

 

 

 

表現の適正化 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

一般 127 ２ 災害時における通行の禁止又は制限 

(１) 道路管理者は、破損、欠損その他の事由により交

通が危険であると認められる場合、区間を定めて道

路の通行を禁止又は制限するものとする。 

(２) 道路管理者は、道路の通行を禁止又は制限しよう

とする場合は、禁止又は制限の対象区間及び理由を

明りょうに記載した道路標識を設け、必要がある場

合は、適当なまわり道の道路標識をもって明示す

る。 

(３) 道路管理者は、通行禁止又は制限を実施しようと

する場合又は実施したときは、ただちに所轄の警察

署長に連絡する。なお、バス路線となっている場合

は、しずてつジャストライン株式会社にその旨を連

絡するものとする。 

２ 災害時における通行の禁止又は制限 

・道路管理者は、破損、欠損その他の事由により交通が

危険であると認められる場合、区間を定めて道路の通

行を禁止又は制限するものとする。 

・道路管理者は、道路の通行を禁止又は制限しようとす

る場合は、禁止又は制限の対象区間及び理由を明りょ

うに記載した道路標識を設け、必要がある場合は、適

当なまわり道の道路標識をもって明示する。 

 

・道路管理者は、通行禁止又は制限を実施しようとする

場合又は実施したときは、直ちに所轄の警察署長に連

絡する。なお、バス路線となっている場合は、しずて

つジャストライン株式会社にその旨を連絡するものと

する。 

 

 ３ （略） ３ （略）  

一般 128 ４ 道路の応急復旧 

(１) （略） 

(２) 他の道路管理者に対する通報 

市長は、市域内の国が管理する国道及び他の管理

者に属する道路が損壊等により、通行 に支障をきた

すことを知ったときは、速やかに当該道路管理者等

に通報し、応急復旧の実施を要請するものとする。 

(３) 緊急の場合における応急復旧 

市長は、事態が緊急を要し、当該管理者に通報し

応急復旧を待ついとまがないときは、応急輸送の確

保その他付近住民の便益を図るため、必要とする最

４ 道路の応急復旧 

(１) （略） 

(２) 他の道路管理者に対する通報 

市長は、市域内の国が管理する国道及び他の管理

者に属する道路が損壊等により、通行 に支障を来た

すことを知ったときは、速やかに当該道路管理者等

に通報し、応急復旧の実施を要請する。 

(３) 緊急の場合における応急復旧 

市長は、事態が緊急を要し、当該管理者に通報し

応急復旧を待ついとまがないときは、応急輸送の確

保その他付近住民の便益を図るため、必要とする最
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

小限度において当該道路の応急復旧を行うものとす

る。 

(４) 占用施設設置者の相互協力 

電気、ガス、上下水道、電話等の道路占用者は、

被害を発見した場合、自己の所管する施設以外につ

いてもただちに道路管理者等に通報し、応急措置な

どについて相互に協力し合うものとする。 

(５) 国・静岡県への要請事項 

市長は、自己の管理する道路の応急復旧が不可能

又は困難な場合には、国や静岡県に対して応急復旧

の応援を要請するものとする。 

(６) （略） 

(７) 経費の負担区分 

ア、イ （略） 

ウ 仮設道路の設置に要する経費 

新たに応急仮設道路を設置した場合の経費は、

その都度、国や静岡県と協議して経費の負担区分

を定めるものとする。 

小限度において当該道路の応急復旧を行う。 

 

(４) 占用施設設置者の相互協力 

電気、ガス、上下水道、電話等の道路占用者は、

被害を発見した場合、自己の所管する施設以外につ

いても直ちに道路管理者等に通報し、応急措置など

について相互に協力し合うものとする。 

(５) 国・静岡県への要請事項 

市長は、自己の管理する道路の応急復旧が不可能

又は困難な場合には、国や静岡県に対して応急復旧

の応援を要請する。 

(６) （略） 

(７) 経費の負担区分 

ア、イ （略） 

ウ 仮設道路の設置に要する経費 

新たに応急仮設道路を設置した場合の経費は、

その都度、国や静岡県と協議して経費の負担区分

を定める。 

一般 128 ５ 応急措置のための要員及び道路復旧用資機材等の確

保 

(１) 要員の確保 

職員を動員するほか、市内の建設業協会等に協力

を要請する。又、要員が不足するときは、知事に対

し要員の確保についてあっせんを要請するものとす

る。 

◇民間事業者との協力協定一覧（資料編５－３） 

５ 応急措置のための要員及び道路復旧用資機材等の確

保 

(１) 要員の確保 

職員を動員するほか、市内の建設業協会等に協力

を要請する。又、要員が不足するときは、知事に対

し要員の確保についてあっせんを要請する。 

 

◇資料編５－３：民間事業者との協力協定一覧 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(２) 道路復旧用資機材等の確保 

市内各事業所が保有する道路復旧用資機材等の実

態を把握し、必要に応じて借上げ、又は提供を受け

るなどの方法により確保するものとする。また、道

路復旧用資機材等については、一定量を市において

あらかじめ確保する。 

(２) 道路復旧用資機材等の確保 

市内各事業所が保有する道路復旧用資機材等の実

態を把握し、必要に応じて借上げ、又は提供を受け

るなどの方法により確保する。また、道路復旧用資

機材等については、一定量を市においてあらかじめ

確保する。 

一般 129 ６ 県公安委員会による交通規制 

(１) 災害時における交通の規制等 

ア 県公安委員会は、本県又は近県で災害が発生

し、又はまさに発生しようとしている場合、災害

応急対策が円滑に行われるよう区域又は道路の区

間を指定して、緊急通行車両（①道路交通法（昭

和 35 年法律第 105 号）第 39 条第１項の緊急自動

車、②災害応急対策に従事する者又は災害応急対

策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策

を実施するため運転中の車両）以外の車両の道路

における通行を禁止し、又は制限することができ

る。 

 

イ 県公安委員会は、緊急交通路を確保するため災

害対策基本法の規定による交通規制を実施し、緊

急交通路の各流入部において、緊急通行車両以外

の車両の通行を禁止する。 

 

ウ 県知事は、道路被害状況の調査結果に基づい

て、第１次、第２次、第３次緊急輸送路を中心に

６ 県公安委員会による交通規制 

(１) 災害時における交通の規制等 

ア 緊急通行車両以外の車両通行の禁止又は制限 

県公安委員会は、本県又は近県で災害が発生

し、又はまさに発生しようとしている場合、災害

応急対策が円滑に行われるよう区域又は道路の区

間を指定して、緊急通行車両（①道路交通法（昭

和 35 年法律第 105 号）第 39 条第１項の緊急自動

車、②災害応急対策に従事する者又は災害応急対

策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策

を実施するため運転中の車両）以外の車両の道路

における通行を禁止し、又は制限することができ

る。 

イ 交通規制の実施 

県公安委員会は、緊急交通路を確保するため災

害対策基本法の規定による交通規制を実施し、緊

急交通路の各流入部において、緊急通行車両以外

の車両の通行を禁止する。 

ウ 緊急輸送路の指定 

県知事は、道路被害状況の調査結果に基づい
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県警察及び道路管理者と協議し緊急輸送に当てる

道路を選定する。なお、由比地区における緊急輸

送を確保するため、東名高速道路と国道１号の相

互利用を必要とし、それが可能な場合は同所に設

けた開口部を利用する。 

 

エ 県公安委員会は、上記のため必要があるとき

は、道路管理者等に対し、緊急通行車両の通行を

確保するための区間の指定、放置車両や立ち往生

車両等の移動等について要請するものとする。 

 

オ 県公安委員会（県警察）は、交通規制を実施し

た場合、警察庁、管区警察局、日本道路交通情報

センター、交通管制センター、報道機関等を通じ

交通規制の内容等を広く周知徹底させ秩序ある交

通を確保する。 

 

(２) 警察官の措置命令等 

ア 警察官は、災害対策基本法に基づき県公安委員

会が指定した通行禁止区域等において、車両その

他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となること

により災害応急対策の実施に著しい支障が生じる

おそれがあると認めるときは、当該車両その他の

物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車

両その他の物件の移動等の措置をとることを命じ

ることができる。 

て、第１次、第２次、第３次緊急輸送路を中心に

県警察及び道路管理者と協議し緊急輸送に当てる

道路を選定する。なお、由比地区における緊急輸

送を確保するため、東名高速道路と国道１号の相

互利用を必要とし、それが可能な場合は同所に設

けた開口部を利用する。 

エ 緊急通行車両の通行の確保 

県公安委員会は、上記のため必要があるとき

は、道路管理者等に対し、緊急通行車両の通行を

確保するための区間の指定、放置車両や立ち往生

車両等の移動等について要請するものとする。 

オ 交通規制の周知徹底 

県公安委員会（県警察）は、交通規制を実施し

た場合、警察庁、管区警察局、日本道路交通情報

センター、交通管制センター、報道機関等を通じ

交通規制の内容等を広く周知徹底させ秩序ある交

通を確保する。 

(２) 警察官の措置命令等 

ア 警察官による通行妨害に対する措置 

警察官は、災害対策基本法に基づき県公安委員

会が指定した通行禁止区域等において、車両その

他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となること

により災害応急対策の実施に著しい支障が生じる

おそれがあると認めるときは、当該車両その他の

物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車

両その他の物件の移動等の措置をとることを命じ
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イ アによる措置をとることを命ぜられた者が当該

措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場

にいないために当該措置をとることを命ずること

ができないときは、警察官は、自ら当該措置をと

ることができる。また、この場合において、警察

官は、当該措置をとるためやむを得ない限度にお

いて、車両その他の物件を破損することができ

る。 

 

ウ 警察官がその場にいない場合に限り、自衛隊法

第 83 条第２項の規定により派遣を命ぜられた当該

自衛官は、通行禁止区域等において、自衛隊用緊

急通行車両の円滑な通行を確保するため、ア及び

イに定める必要な措置をとることを命じ、又は自

ら当該措置をとることができる。 

 

エ 警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員

は、通行禁止区域等において、消防用緊急通行車

両の円滑な通行を確保するため、ア及びイに定め

る必要な措置をとることを命じ、又は自ら当該措

置をとることができる。 

 

オ 道路管理者は、災害対策基本法に基づきその管

理する道路について指定した区間において、緊急

通行車両の通行を確保するためア及びイに定める

ることができる。 

イ 警察官による緊急措置 

アによる措置をとることを命ぜられた者が当該

措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場

にいないために当該措置をとることを命ずること

ができないときは、警察官は、自ら当該措置をと

ることができる。また、この場合において、警察

官は、当該措置をとるためやむを得ない限度にお

いて、車両その他の物件を破損することができ

る。 

ウ 自衛官による措置 

警察官がその場にいない場合に限り、自衛隊法

第 83 条第２項の規定により派遣を命ぜられた当該

自衛官は、通行禁止区域等において、自衛隊用緊

急通行車両の円滑な通行を確保するため、ア及び

イに定める必要な措置をとることを命じ、又は自

ら当該措置をとることができる。 

エ 消防吏員による措置 

警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員

は、通行禁止区域等において、消防用緊急通行車

両の円滑な通行を確保するため、ア及びイに定め

る必要な措置をとることを命じ、又は自ら当該措

置をとることができる。 

オ 道路管理者による措置 

道路管理者は、災害対策基本法に基づきその管

理する道路について指定した区間において、緊急
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必要な措置をとることを命じ、又は自ら当該措置

をとることができる。 

 

(３) （略） 

(４) 通行の禁止又は制限に係る標示 

県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行

を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限

の対象、区域又は道路の区間及び期間を記載した標

示を設置しなければならない。 

なお、この場合、当該道路管理者等に必要事項を

通知するとともに、区域内の住民に周知するものと

する。 

◇緊急通行車両以外の車両通行止標示（資料編４－19） 

(５) 交通安全施設の復旧 

県公安委員会（県警察）は緊急輸送路の信号機

等、輸送に必要な施設を最優先して交通安全施設の

応急復旧を行う。 

(６) 緊急通行車両の確認 

知事又は県公安委員会は、緊急通行車両の使用者

からの申し出により、当該車両が災害応急対策を実

施するための車両として使用されるものであること

の確認を行う。確認後は当該車両の使用者に対し、

「緊急標章」及び「緊急通行車両確認証明書」を交

付する。 

◇緊急通行車両標章（資料編４－20） 

◇緊急通行車両確認証明書（資料編４－21） 

通行車両の通行を確保するためア及びイに定める

必要な措置をとることを命じ、又は自ら当該措置

をとることができる。 

(３) （略） 

(４) 通行の禁止又は制限に係る標示 

県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行

を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限

の対象、区域又は道路の区間及び期間を記載した標

示を設置しなければならない。 

なお、この場合、当該道路管理者等に必要事項を

通知するとともに、区域内の住民に周知するものと

する。 

◇資料編４－19：緊急通行車両以外の車両通行止標示 

(５) 交通安全施設の復旧 

県公安委員会（県警察）は緊急輸送路の信号機

等、輸送に必要な施設を最優先して交通安全施設の

応急復旧を行う。 

(６) 緊急通行車両の確認 

知事又は県公安委員会は、緊急通行車両の使用者

からの申し出により、当該車両が災害応急対策を実

施するための車両として使用されるものであること

の確認を行う。確認後は当該車両の使用者に対し、

「緊急標章」及び「緊急通行車両確認証明書」を交

付する。 

◇資料編４－20：緊急通行車両標章 

◇資料編４－21：緊急通行車両確認証明書 
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(７) 緊急通行車両の事前届け出 

（略） 

(８) （略） 

(７) 緊急通行車両の事前届出 

（略） 

(８) （略） 

一般 130 ７ 海上交通の確保 ７ 海上交通の確保  

一般 130 区分 内容 

情報の収集伝

達 

（略） 

海上交通の制

限及び調整 

・海上保安庁は、海難船舶、危険物の流出域、損壊し

た係留施設・海上構築物及び流出した船舶、木材、

筏等が船舶交通に及ぼす影響を調査し、必要な安全

対策を講じる。 

（略） 

・市は、船舶交通の制限、輸送路の選定等について、

海上保安庁が実施する航行及び停泊の制限又は禁止

及び県等の防災機関が行う活動に協力するものとす

る。 

海上交通確保

の措置 

(１)～(３) （略） 

(４) 海上保安庁等は、水路の水深に異常が生じた時

は、必要に応じ調査を行い、標識等の設置により

航路の安全を確保する。 

(５) 海上保安庁等は､航路標識が損壊又は流出した

時は､速やかに復旧に努めるほか､必要な応急措置

を講ずる。 

(６)、(７) （略） 
 

区分 内容 

情報の収集伝

達 

（略） 

海上交通の制

限及び調整 

・海上保安庁は、海難船舶、危険物の流出域、損壊し

た係留施設・海上構築物及び流出した船舶、木材、

いかだ等が船舶交通に及ぼす影響を調査し、必要な

安全対策を講じる。 

（略） 

・市は、船舶交通の制限、輸送路の選定等について、

海上保安庁が実施する航行及び停泊の制限又は禁止

及び県等の防災機関が行う活動に協力する。 

 

海上交通確保

の措置 

(１)～(３) （略） 

(４) 海上保安庁等は、水路の水深に異常が生じたと

きは、必要に応じ調査を行い、標識等の設置によ

り航路の安全を確保する。 

(５) 海上保安庁等は､航路標識が損壊又は流出した

ときは､速やかに復旧に努めるほか､必要な応急措

置を講ずる。 

(６)、(７) （略） 
 

 

 ８ （略） ８ （略）  

一般 132 ９ 有料道路の通行 

災害応急対策のため、有料道路を通行しなければなら

ない場合には、あらかじめ当該道路管理者と協議するも

のとする。 

９ 有料道路の通行 

災害応急対策のため、有料道路を通行しなければなら

ない場合には、あらかじめ当該道路管理者と協議する。 
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一般 132 10 交通マネジメント 

国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所は、災害応

急復旧時に渋滞緩和や交通量抑制により、復旧活動、経

済活動及び日常生活への交通混乱の影響を最小限に留め

ることを目的として、交通マネジメント施策の包括的な

検討・調整等を行うため、「静岡県災害時交通マネジメン

ト検討会」(以下、「検討会」という。)を組織する。 

（略） 

10 交通マネジメント 

国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所は、災害応

急復旧時に渋滞緩和や交通量抑制により、復旧活動、経

済活動及び日常生活への交通混乱の影響を最小限にとど

めることを目的として、交通マネジメント施策の包括的

な検討・調整等を行うため、「静岡県災害時交通マネジメ

ント検討会」(以下、「検討会」という。)を組織する。 

（略） 

 

一般 132 第 28節 応急教育計画 

[財政、教育] 

この計画は、こども園、小・中・高・特別支援学校（以下

この章において「学校等」という。）の生徒等、教職員、施

設及び設備が災害を受け、正常な教育活動を行うことが困難

となった場合において、可能な限り早期に応急教育を実施す

るための対策の概要を示す。実施することにあたっては、施

設の復旧、生徒等及び家庭の被災状況を考慮して行うものと

する。 

第 28節 応急教育計画 

[財政、教育] 

この計画は、こども園、小・中・高・特別支援学校（以下

この章において「学校等」という。）の生徒等、教職員、施

設及び設備が災害を受け、正常な教育活動を行うことが困難

となった場合において、可能な限り早期に応急教育を実施す

るための対策の概要を示す。実施することにあたっては、施

設の復旧、生徒等及び家庭の被災状況を考慮して行う。 

 

一般 132 １ 基本方針 

(１) 県教育委員会は、公立学校等に対し、「静岡県学校

安全教育目標」及び「学校の危機管理マニュアル

（災害安全）」等により、災害応急対策及び応急教育

に係る指針を示し、対策等の円滑な実施をする。ま

た、県は私立学校等に対し、この指針に準じた対策

等を実施するよう指導する。 

(２) また、応急教育のための施設又は教職員の確保等

について、市、市教育委員会又は県立学校等の要請

１ 基本方針 

・県教育委員会は、公立学校等に対し、「静岡県学校安全

教育目標」及び「学校の危機管理マニュアル（災害安

全）」等により、災害応急対策及び応急教育に係る指針

を示し、対策等の円滑な実施をする。また、県は私立

学校等に対し、この指針に準じた対策等を実施するよ

う指導する。 

・応急教育のための施設又は教職員の確保等について、

市、市教育委員会又は県立学校等の要請により、必要
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により、必要な措置を講ずる。 

(３) 学校等は、地域の特性や学校の実態及び大規模な

地震が発生した場合に予想される被害状況等を踏ま

え、設置者や保護者等と協議・連携して災害応急対

策及び応急教育に係る計画を策定するとともに、対

策を実施する。 

(４) 中学生及び高校生等は、教職員の指導監督のも

と、学校等の施設及び設備等の応急復旧整備作業や

地域における応急復旧又は救援活動等に、可能な範

囲で協力する。 

な措置を講ずる。 

・学校等は、地域の特性や学校の実態及び大規模な地震

が発生した場合に予想される被害状況等を踏まえ、設

置者や保護者等と協議・連携して災害応急対策及び応

急教育に係る計画を策定するとともに、対策を実施す

る。 

・中学生や高校生等は、教職員の指導監督のもと、学校

等の施設や設備等の応急復旧整備作業や地域における

応急復旧又は救援活動等に、可能な範囲で協力する。 

一般 133 ２ 計画の作成 

区分 内容 

災 害 応

急対策 

計画の作成及び実施に当たっては、生徒等の在校時、登下

校時、在宅時等の別や、学校等における施設の避難地・避

難所指定の有無等を考慮する。 

計画に定める項目は、次のとおりとする。 

なお、特別支援学校、障害の状態及び特性等に配慮を必要

とする生徒等が在籍する学校等においては、特に留意して

計画を作成する。 

(１) 学校等の防災組織と教職員の任務 

(２) 教職員動員計画 

(３) 情報連絡体制 

(４) 生徒等の安全確保のための措置 

(５) その他「学校の地震防災対策マニュアル」等に基づ

き、各学校等が実態に即して実施する対策 

応 急 教

育 計 画

の作成 

(１) 市立の学校等の校長等は、市又は教育委員会と緊密

な連携をとり、次の措置を講ずる。 

ア 被害状況の把握 

生徒等、教職員及び学校等の施設、設備の被害状況

を把握する。 

イ 応急教育の計画 

(ア) 教職員を動員し学校等の施設、設備の応急復

２ 計画の作成 

区分 内容 

災 害 応

急対策 

計画の作成及び実施に当たっては、生徒等の在校時、登下

校時、在宅時等の別や、学校等における施設の避難地・避

難所指定の有無等を考慮する。 

計画に定める項目は、次のとおりとする。 

なお、特別支援学校、障がいの状態及び特性等に配慮を必

要とする生徒等が在籍する学校等においては、特に留意し

て計画を作成する。 

(１) 学校等の防災組織と教職員の任務 

(２) 教職員動員計画 

(３) 情報連絡体制 

(４) 生徒等の安全確保のための措置 

(５) その他「学校の危機管理マニュアル（災害安全）」等

に基づき、各学校等が実態に即して実施する対策 

応 急 教

育 計 画

の作成 

(１) 市立の学校等の校長等は、市又は教育委員会と緊密

な連携をとり、次の措置を講ずる。 

ア 被害状況の把握 

生徒等、教職員及び学校等の施設、設備の被害状況

を把握する。 

イ 応急教育の計画 

(ア) 教職員を動員し学校等の施設、設備の応急復

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画に準じて修正 
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旧整備を行い、授業再開に努める。なお、被害

の状況により必要があるときは、市又は地域住

民の協力を求める。 

(イ) 生徒等、教職員及び学校の施設・設備等の状

況を総合的に判断して教育再開の時期を決定

し、学校の設置者、生徒等及び保護者に連絡す

る。 

(ウ) 全生徒等を学校等へ同時に収容できない場合

は、二部授業又は地域の公共施設等を利用して

分散授業を行う等の措置を講ずる。 

(エ) 生徒等を通学不能な他地域に集団移動させて

応急教育を実施する場合は、教職員の分担を定

め、地域ごとの実情の把握に努める。 

(オ) 教育活動の再開にあたっては、生徒等の登下

校時の安全確保に留意する。 

(カ) 給食業務の再開については、施設･設備の安

全性等を確認するとともに、食材の確保、物資

や給食の配送方法等について協議する。 

ウ 学校等が避難所になる場合の留意事項 

(ア) 避難所に供する施設・設備の安全を確認する

とともに、市、関係する自主防災組織と協議・

連携して、施設内に設置される避難所運営組織

が円滑に機能するよう、避難所運営の支援に努

める。 

(イ) 学校等の管理に必要な教職員を確保し、施

設・設備の保全に努める。 

(ウ) 避難生活が長期化する場合においては、応急

教育活動と避難所運営との調整について、市と

必要な協議を行う。 

(２) 市立以外の学校等における応急教育については、市

立学校に準ずる。この場合、学校等の校長等は、県と

密接な連携を保ち、応急教育計画を定めるものとす

る。 

(３) 市長は、応急教育のため必要と認めたときは、教育

委員会と協議のうえ、知事もしくは、県教育長に対

し、施設又は教職員の確保について要請するものとす

る。 

旧整備を行い、授業再開に努める。なお、被害

の状況により必要があるときは、市又は地域住

民の協力を求める。 

(イ) 生徒等、教職員及び学校の施設・設備等の状

況を総合的に判断して教育再開の時期を決定

し、学校の設置者、生徒等及び保護者に連絡す

る。 

(ウ) 全生徒等を学校等へ同時に収容できない場合

は、二部授業又は地域の公共施設等を利用して

分散授業を行う等の措置を講ずる。 

(エ) 生徒等を通学不能な他地域に集団移動させて

応急教育を実施する場合は、教職員の分担を定

め、地域ごとの実情の把握に努める。 

(オ) 教育活動の再開にあたっては、生徒等の登下

校時の安全確保に留意する。 

(カ) 学校給食の再開については、施設･設備の安

全性等を確認するとともに、食材の確保、物資

や給食の配送方法等について協議する。 

ウ 学校等が避難所になる場合の留意事項 

(ア) 避難所に供する施設・設備の安全を確認する

とともに、市、関係する自主防災組織と協議・

連携して、施設内に設置される避難所運営組織

が円滑に機能するよう、避難所運営の支援に努

める。 

(イ) 学校等の管理に必要な教職員を確保し、施

設・設備の保全に努める。 

(ウ) 避難生活が長期化する場合においては、応急

教育活動と避難所運営との調整について、市と

必要な協議を行う。 

(２) 市立以外の学校等における応急教育については、市

立学校に準ずる。この場合、学校等の校長等は、県と

密接な連携を保ち、応急教育計画を定める。 

(３) 市長は、応急教育のため必要と認めたときは、教育

委員会と協議のうえ、知事若しくは、県教育長に対

し、施設又は教職員の確保について要請する。 

(４) 生徒等の心のケア 

生徒等が災害により様々な心の傷を受け、ＰＴＳＤ
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(４) 生徒等の心のケア 

生徒等が災害により様々な心の傷を受け、ＰＴＳＤ

等の症状が現れてくることが懸念されるため、学校等

は生徒等の実態を踏まえ、学校等の設置者、保護者、

校医、スクールカウンセラー、関係医療機関等と協

議・連携して、生徒等の心の健康保持あるいは回復を

図るための対策等に係る計画を定めておくことが必要

である。 
 

等の症状が現れてくることが懸念されるため、学校等

は生徒等の実態を踏まえ、学校等の設置者、保護者、

校医、スクールカウンセラー、関係医療機関等と協

議・連携して、生徒等の心の健康保持あるいは回復を

図るための対策等に係る計画を定めておくことが必要

である。 
 

一般 134 ３ 学用品の給与 

(１) 実施基準 

ア、イ （略） 

ウ 実施期間 

(ア) 教科書（教材を含む。）は、災害発生の日か

ら１カ月以内 

(イ) 文房具及び通学用品は、災害発生の日から

15日以内 

ただし、知事と協議し期間を延長すること

ができる。 

エ 費用の限度額 

災害救助法が適用された場合の応急教育費用の

限度額は、災害救助法施行細則に基づき、静岡県

が別に定める額とする。 

(２) （略） 

３ 学用品の給与 

(１) 実施基準 

ア、イ （略） 

ウ 実施期間 

災害救助法が適用された場合の学用品の給与期

間は、◇資料編６－１による。ただし、知事と協

議し期間を延長することができる。 

 

 

 

エ 費用の限度額 

災害救助法が適用された場合の学用品の給与の

限度額は、◇資料編６－１による。 

◇資料編６－１：災害救助法の適用 

(２) （略） 

 

一般 135 ４ 応急教育 

(１) 休校措置 

災害が発生し、又は災害の発生が予測されるとき

は、おおむね次の基準によるが、各学校長は、自校

の状況に応じて適切な措置をとるものとする。ま

４ 応急教育 

(１) 休校措置 

災害が発生し、又は災害の発生が予測されるとき

は、おおむね次の基準によるが、各学校長は、自校

の状況に応じて適切な措置をとる。また、措置の内
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た、措置の内容を教育委員会に報告する。 

ア （略） 

イ 児童・生徒が登校後に暴風、大雨、洪水警報等

の発表が予測されるときは、気象情報に十分注意

し、安全に留意して適切な措置をとるものとす

る。 

授業を打ち切り、早退させる場合は、注意事項

を徹底し団体行動を取らせる等、安全面の指導を

するとともに、特に低学年児童、特別支援学級児

童等については、教師並びに保護者が付き添うな

ど、適切な措置をとるものとする。 

(２) 応急教育の実施 

応急教育は、施設の被害程度、復旧の状況並びに

教員、児童・生徒及び家族の被災の程度、更には交

通機関、道路の復旧状況等も勘案して、次の方法に

より行う。なお、各学校長は、教育委員会に措置の

内容を報告するものとする。 

ア 教育施設が被災した場合 

(ア) （略） 

(イ) 校舎の使用が全面的に不可能となったが、

数日で復旧する見込みのときは臨時休校の措

置をとり、その期間中は、地域の集会所等を

利用し、学習内容の指示、生活指導など応急

教育を実施するものとする。 

(ウ) 校舎の被害が甚大であり、復旧に日時を要

するときは、隣接の学校において二部授業を

容を教育委員会に報告する。 

ア （略） 

イ 児童・生徒が登校後に暴風、大雨、洪水警報等

の発表が予測されるときは、気象情報に十分注意

し、安全に留意して適切な措置をとる。 

授業を打ち切り、早退させる場合は、注意事項

を徹底し団体行動を取らせる等、安全面の指導を

するとともに、特に低学年児童、特別支援学級児

童等については、教師並びに保護者が付き添うな

ど、適切な措置をとる。 

 

(２) 応急教育の実施 

応急教育は、施設の被害程度、復旧の状況並びに

教員、児童・生徒及び家族の被災の程度、更には交

通機関、道路の復旧状況等も勘案して、次の方法に

より行う。なお、各学校長は、教育委員会に措置の

内容を報告する。 

ア 教育施設が被災した場合 

(ア) （略） 

(イ) 校舎の使用が全面的に不可能となったが、

数日で復旧する見込みのときは臨時休校の措

置をとり、その期間中は、地域の集会所等を

利用し、学習内容の指示、生活指導など応急

教育を実施する。 

(ウ) 校舎の被害が甚大であり、復旧に日時を要

するときは、隣接の学校において二部授業を
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行う。ただし、これによることが困難な場合

は、プレハブ校舎の設置、民間施設の一時借

上げ等の措置をとるものとする。  

イ 道路並びに交通機関が被災した場合 

(ア) 一部又は半数に近い児童・生徒が登校でき

ないときは、短縮授業、半日授業等の措置を

とるものとする。 

また、登校できない児童・生徒について

は、別途適切な措置をとるものとする。 

(イ) 一定区域の児童・生徒が登校できないとき

は、臨時に授業を行うなどの措置をとるもの

とする。 

(ウ) 半数以上の児童・生徒が登校できないとき

は、臨時休校又は臨時に地域の集会所等を利

用し、授業を行うなどの措置をとるものとす

る。  

ウ 児童・生徒が被災し避難した場合 

(ア) 児童・生徒が避難のため個別に居住地を離

れたときは、避難先地区の学校に仮入学をさ

せ、授業を行うものとする。 

(イ) 児童・生徒が集団避難したときは、避難先

地区の学校を指定し、二部授業又は合併授業

を行うなどの措置をとるものとする。 

行う。ただし、これによることが困難な場合

は、プレハブ校舎の設置、民間施設の一時借

上げ等の措置をとる。 

イ 道路並びに交通機関が被災した場合 

(ア) 一部又は半数に近い児童・生徒が登校でき

ないときは、短縮授業、半日授業等の措置を

とる。 

また、登校できない児童・生徒について

は、別途適切な措置をとる。 

(イ) 一定区域の児童・生徒が登校できないとき

は、臨時に授業を行うなどの措置をとる。 

 

(ウ) 半数以上の児童・生徒が登校できないとき

は、臨時休校又は臨時に地域の集会所等を利

用し、授業を行うなどの措置をとる。 

 

ウ 児童・生徒が被災し避難した場合 

(ア) 児童・生徒が避難のため個別に居住地を離

れたときは、避難先地区の学校に仮入学をさ

せ、授業を行う。 

(イ) 児童・生徒が集団避難したときは、避難先

地区の学校を指定し、二部授業又は合併授業

を行うなどの措置をとる。 

一般 136 ５ 文教施設の応急復旧 

(１) 校舎 

被害の軽微な校舎については、即時修理を行い、

５ 文教施設の応急復旧 

(１) 校舎 

被害の軽微な校舎については、即時修理を行い、
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教室に不足が生じた場合は、特別教室、体育館の一

時転用を図り、なお不足する場合は、仮設（プレハ

ブ等）教室の設置等の措置をとるものとする。 

(２) 校庭 

運動場の被害については、使用に危険のない程度

の応急修理を行うこととする。 

(３) 備品 

流失、焼失、破損等により備品が滅失、あるいは

使用不能となった場合は、予備の備品を使用するな

ど授業に支障をきたさないよう配慮するものとす

る。 

教室に不足が生じた場合は、特別教室、体育館の一

時転用を図り、なお不足する場合は、仮設（プレハ

ブ等）教室の設置等の措置をとる。 

(２) 校庭 

運動場の被害については、使用に危険のない程度

の応急修理を行う。 

(３) 備品 

流失、焼失、破損等により備品が滅失、あるいは

使用不能となった場合は、予備の備品を使用するな

ど授業に支障をきたさないよう配慮する。 

一般 136 ６ 教職員の確保 

教職員の被災状況を把握するとともに、応急教育を実

施するための教職員が不足した場合は、補充教員の臨時

的任用、一時的な教職員組織の編成替え等により必要な

教職員の確保に努めるものとする。 

６ 教職員の確保 

教職員の被災状況を把握するとともに、応急教育を実

施するための教職員が不足した場合は、補充教員の臨時

的任用、一時的な教職員組織の編成替え等により必要な

教職員の確保に努める。 

 

一般 136 ７ 就学措置 

被災した児童・生徒に対する就学の援助について必要

な措置を講ずるものとする。 

７ 就学措置 

被災した児童・生徒に対する就学の援助について必要

な措置を講ずる。 

 

136 ８ 学校給食 

災害時における学校給食は、可能な限り継続実施に努

めるが、次のような場合は、関係機関と協議して一時休

止等の措置をとるものとする。 

(１) (略) 

(２) 給食施設が被害を受け、給食の実施が不可能とな

８ 学校給食 

災害時における学校給食は、可能な限り継続実施に努

めるが、次のような場合は、関係機関と協議して一時休

止等の措置をとる。 

(１) (略) 

(２) 学校給食施設が被害を受け、給食の実施が不可能

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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り応急復旧が完了するまでの期間 

(３)～(５) （略） 

となり応急復旧が完了するまでの期間 

(３)～(５) （略） 

一般 136 ９ 被災学校等の教職員並びに園児・児童・生徒の健康

管理 

被災の状況により、被災学校・園の教職員並びに園

児・児童・生徒に対し、健康診断、感染症の予防等、必

要な措置をとるものとする。 

９ 被災学校等の教職員並びに園児・児童・生徒の健康

管理 

被災の状況により、被災学校・園の教職員並びに園

児・児童・生徒に対し、健康診断、感染症の予防等、必

要な措置をとる。 

 

一般 136 10 緊急時の園児・児童・生徒の登下校対策 

各学校（園）長は、保護者及び関係諸団体の協力を得

て、保護者、教員等を指導員又は監督員として配置し、

集団登下校等の安全措置をとるものとする。 

10 緊急時の園児・児童・生徒の登下校対策 

各学校（園）長は、保護者及び関係諸団体の協力を得

て、保護者、教員等を指導員又は監督員として配置し、

集団登下校等の安全措置をとる。 

 

一般 136 11 県への要請事項 

市長は、学用品の調達、応急教育の実施等が困難な場

合、下記について知事に調達及びあっせんを要請するも

のとする。 

(１)～(５) （略） 

11 県への要請事項 

市長は、学用品の調達、応急教育の実施等が困難な場

合、下記について知事に調達及びあっせんを要請する。 

 

(１)～(５) （略） 

 

一般 137 第 29節 社会福祉計画 

[市民、福祉、子ども] 

市及び県は、被災者に対する生活保護法の適用、生活福祉

資金等資金の貸付けを行うとともに、被災者が自らに適した

支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、

見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな

支援を行うほか、被災者が容易に支援制度を知ることができ

る環境の整備に努めるものとする。 

第 29節 社会福祉計画 

[市民、福祉、子ども] 

市及び県は、被災者に対する生活保護法の適用、生活福祉

資金等資金の貸付けを行うとともに、被災者が自らに適した

支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、

見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな

支援を行うほか、被災者が容易に支援制度を知ることができ

る環境の整備に努める。 
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一般 137 １ 基本方針 

(１) 市及びその他の援護の実施機関は、社会福祉上の

対策を緊急に実施するため、速やかに必要な体制を

整備する。 

(２) 市長は、必要に応じ民間団体に可能な分野におけ

る協力を依頼する。 

(３) 市は、あらかじめ定める公共的施設に速やかに臨

時生活相談所を開設する。 

(４) 生活相談の結果、援護措置を実施する緊急度の高

い対象者から、順次適切な応急措置を講ずる。 

(５) 各実施機関の体制について、援護措置の実施が困

難な場合、市長は応援要員の派遣を知事に要請す

る。 

１ 基本方針 

・市及びその他の援護の実施機関は、社会福祉上の対策

を緊急に実施するため、速やかに必要な体制を整備す

る。 

・市長は、必要に応じ民間団体に可能な分野における協

力を依頼する。 

・市は、あらかじめ定める公共的施設に速やかに臨時生

活相談所を開設する。なお、生活相談の結果、援護措

置を実施する緊急度の高い対象者から、順次適切な応

急措置を講ずる。 

・各実施機関の体制について、援護措置の実施が困難な

場合、市長は応援要員の派遣を知事に要請する。 

 

一般 137 ２ 実施事項 

(１)、(２) （略） 

２ 実施事項 

(１)、(２) （略） 

 

一般 137 (３) 罹災者の生活相談 

ア 実施機関  市（被害が大きい場合は県と共

催） 

イ 相談種目  生活、資金、法律、健康、就職、

身上等の相談 

ウ 協力機関  県、社会福祉法人静岡県社会福祉

協議会、静岡県災害対策士業連絡会、日本司法支

援センター静岡地方事務所（法テラス静岡）、民生

委員・児童委員、日本赤十字社静岡県支部、その

他関係機関 

(３) 罹災者の生活相談 

実施機関 市（被害が大きい場合は県と共催） 

相談種目 生活、資金、法律、健康、就職、身上等の相談 

協力機関 県、社会福祉法人静岡県社会福祉協議会、静岡県災害対策

士業連絡会、日本司法支援センター静岡地方事務所（法テ

ラス静岡）、民生委員・児童委員、日本赤十字社静岡県支

部、その他関係機関 
 

 

表による整理 
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一般 137 (４) 罹災低所得者に対する生活福祉資金の貸付け 

ア 実施機関  社会福祉法人静岡市社会福祉協議

会 

イ 協力機関  県、市、民生委員・児童委員 

ウ 貸付対象  罹災低所得者世帯（災害により低

所得世帯となった者も含む。） 

エ 貸付額   「生活福祉資金貸付金制度要綱」

による。 

(４) 罹災低所得者に対する生活福祉資金の貸付け 

実施機関 社会福祉法人静岡市社会福祉協議会 

協力機関 県、市、民生委員・児童委員 

貸付対象 罹災低所得者世帯（災害により低所得世帯となった者も含

む。） 

貸付額 「生活福祉資金貸付金制度要綱」による。 
 

 

表による整理 

一般 138 (５) 罹災母子・父子・寡婦世帯に対する母子・父子・

寡婦福祉資金の貸付 

ア 実施機関  市 

イ 協力機関  民生委員・児童委員 

ウ 貸付対象  罹災母子・父子世帯・寡婦（災害

により母子・父子世帯・寡婦となった者を含

む。） 

エ 貸付額   母子及び父子並びに寡婦福祉法施

行令第７条に規定する額 

(５) 罹災母子・父子・寡婦世帯に対する母子・父子・

寡婦福祉資金の貸付け 

実施機関 市 

協力機関 民生委員・児童委員 

貸付対象 罹災母子・父子世帯・寡婦（災害により母子・父子世帯・

寡婦となった者を含む。） 

貸付額 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第７条に規定する額 
 

 

 

表による整理 

一般 138 (６) 罹災身体障害児者に対する補装具の交付等 

ア 実施機関 

(ア) 児童    県、市 

(イ) 18歳以上  市 

イ 協力機関 

(ア) 児童    民生委員・児童委員、身体障

害者相談員 

(イ) 18 歳以上   民生委員・児童委員、身体障

害者相談員、身体障害者更生相談所 

(６) 罹災身体障害児者に対する補装具の交付等 

実施機関 児童：県、市 

18 歳以上：市 

協力機関 児童：民生委員・児童委員、身体障害者相談員 

18歳以上：民生委員・児童委員、身体障害者相談員、身体

障害者更生相談所 

対象 罹災身体障害児者 

交付等の

内容 

(ア) 災害により、補装具を亡失又はき損した身体障害児

者に対する修理又は交付 

(イ) 災害により、負傷又は疾病にかかった身体障害児者

の更生（育成）医療の給付 

 

表による整理 
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ウ 対象 

罹災身体障害児者 

エ 交付等の内容 

(ア) 災害により、補装具を亡失又はき損した身

体障害児者に対する修理又は交付 

(イ) 災害により、負傷又は疾病にかかった身体

障害児者の更生（育成）医療の給付 

(ウ) 罹災身体障害児者の更生相談 

(ウ) 罹災身体障害児者の更生相談 
 

一般 138 (７) 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付け 

ア 実施機関  市 

イ 支給及び貸付対象 

(ア) 災害弔慰金   自然災害により死亡した

者の遺族 

(イ) 災害障害見舞金 自然災害により精神又は

身体に著しい障害を受けた者 

(ウ) 災害援護資金  罹災世帯主 

ウ 支給及び貸付額 

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法

律第 82号）第３条、第８条及び第 10条の規定に基

づき市が条例で定める額 

(７) 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付け 

実施機関 市 

支給及び

貸付対象 

災害弔慰金：自然災害により死亡した者の遺族 

災害障害見舞金：自然災害により精神又は身体に著しい障

害を受けた者 

災害援護資金：罹災世帯主 

支給及び

貸付額 

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82

号）第３条、第８条及び第 10 条の規定に基づき市が条例

で定める額 
 

 

表による整理 

一般 138 (８) 被災者（自立）生活再建支援制度 

ア 実施機関  （公財）都道府県会館（県単制度

は県） 

イ 支給対象  住宅に全壊・大規模半壊等の被害

を受けた世帯 

ウ 支給額   被災者生活再建支援法第３条に定

(８) 被災者（自立）生活再建支援制度 

実施機関 （公財）都道府県会館（県単制度は県） 

支給対象 住宅に全壊・大規模半壊等の被害を受けた世帯 

支給額 被災者生活再建支援法第３条に定める額 
 

 

表による整理 
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める額 

一般 138 (９) 義援金の募集及び配分 

ア 実施機関  県、市 

イ 協力機関  教育委員会（県、市）、日本赤十字

社静岡県支部、県共同募金会、社会福祉協議会

（県、市）、報道機関、その他関係機関 

ウ 募集方法  災害の程度を考慮して､その都度協

議決定する。 

エ 配分方法  関係機関で配分委員会を設け、協

議決定する。 

(９) 義援金の募集及び配分 

実施機関 県、市 

協力機関 教育委員会（県、市）、日本赤十字社静岡県支部、県共同

募金会、社会福祉協議会（県、市）、報道機関、その他関

係機関 

募集方法 災害の程度を考慮して､その都度協議決定する。 

配分方法 関係機関で配分委員会を設け、協議決定する。 
 

 

表による整理 

一般 139 (10) 義援品の受け入れ 

ア 実施機関  県、市 

イ 協力機関  報道機関、その他関係機関 

ウ 受入方法  被災者が必要とする物資の内容を

把握し、報道機関等を通じて迅速に公表すること

などにより受入れの調整に努める。 

 

(10) 義援品の受入れ 

実施機関 県、市 

協力機関 報道機関、その他関係機関 

受入方法 被災者が必要とする物資の内容を把握し、報道機関等を通

じて迅速に公表することなどにより受入れの調整に努め

る。 
 

 

表による整理 

一般 139 第 30節 農林水産業対策計画 

[農水] 

この計画は、災害による農地、農業用施設、農作物、家

畜、林道施設、治山施設、林産物、漁業施設等に対する被害

の防除措置について定めるものとする。 

第 30節 農林水産業対策計画 

[農水] 

この計画は、災害による農地、農業用施設、農作物、家

畜、林道施設、治山施設、林産物、漁業施設等に対する被害

の防除措置について定める。 

 

 １、２ （略） １、２ （略）  

一般 139 ３ 農作物に対する応急措置 

(１) 市は、農業協同組合等の農業団体の協力を得て、

３ 農作物に対する応急措置 

(１) 応急措置の実施 
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次の応急措置に努める。 

ア～ウ （略） 

 

(２) 農業者、農業団体等に対し二次災害防止のための

応急措置を要請する。 

ア～ウ （略） 

市は、農業協同組合等の農業団体の協力を得て、

次の応急措置に努める。 

ア～ウ （略） 

(２) 二次災害防止の応急措置 

農業者、農業団体等に対し二次災害防止のための

応急措置を要請する。 

ア～ウ （略） 

 ４ （略） ４ （略）  

一般 140 ５ 林道施設に対する措置 

(１) 緊急的措置 

市は、地元関係者および維持管理委託業者と相互

連携し、林道施設の被害状況を把握するとともに、

県中部農林事務所に報告する。 

また、林道施設に被害が発生した、又は発生する

恐れがある場合、二次災害防止のため、次の措置を

講じる。 

ア 崩土等の通行不能状態に伴う、林道内の人員の

救護および退去措置 

イ 安全が確認されるまでの通行止め措置 

ウ 被害拡大防止措置 

(２) 応急対策 

市は、林道施設の被害状況に応じ、次の措置を講

じる。 

ア 林道施設被害に伴う、人家の孤立もしくは、生

活利用に支障が発生する恐れがある場合は、町内

会、警察、消防の協力を得て、迅速・的確な住民

５ 林道施設に対する措置 

(１) 緊急的措置 

市は、地元関係者及び維持管理委託業者と相互連

携し、林道施設の被害状況を把握するとともに、県

中部農林事務所に報告する。 

また、林道施設に被害が発生した、又は発生する

おそれがある場合、二次災害防止のため、次の措置

を講じる。 

ア 崩土等の通行不能状態に伴う、林道内の人員の

救護及び退去措置 

イ 安全が確認されるまでの通行止め措置 

ウ 被害拡大防止措置 

(２) 応急対策 

市は、林道施設の被害状況に応じ、次の措置を講

じる。 

ア 林道施設被害に伴う、人家の孤立若しくは、生

活利用に支障が発生するおそれがある場合は、町

内会、警察、消防の協力を得て、迅速・的確な住
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避難および交通規制等の措置（広報対策を含む） 

イ 林道の通行に危険があると認めた場合は、通行

止めの措置 

民避難及び交通規制等の措置（広報対策を含む） 

イ 林道の通行に危険があると認めた場合は、通行

止めの措置 

 ６ （略） ６ （略）  

一般 140 ７ 林産物に対する措置 

市は、森林組合等の協力を得て森林所有者、種苗経営

者等の林産物生産者に対し、風倒木、被災苗木の処理、

病虫害の防除及び林産施設の応急復旧等について技術支

援を行うものとする。 

７ 林産物に対する措置 

市は、森林組合等の協力を得て森林所有者、種苗経営

者等の林産物生産者に対し、風倒木、被災苗木の処理、

病虫害の防除及び林産施設の応急復旧等について技術支

援を行う。 

 

 ８ （略） ８ （略）  

一般 141 第 31節 消防計画 

[消防] 

この計画は、市の消防体制を明らかにし、各種災害の軽減

に支障のないよう措置することを目的とする。 

なお、警防活動については、市の警防体制に関する計画に

よるものとする。 

第 31節 消防計画 

[消防] 

この計画は、市の消防体制を明らかにし、各種災害の軽減

に支障のないよう措置することを目的とする。 

なお、警防活動については、市の警防体制に関する計画に

よる。 

 

一般 141 １ 消防組織 

消防局、消防署及び消防団が一体となり警防活動体制

を確立する。 

◇消防局・消防団組織図及び消防車両等現況表（資料編２－

18） 

１ 消防組織 

消防局、消防署及び消防団が一体となり警防活動体制

を確立する。 

◇資料編２－18：消防局・消防団組織図及び消防車両等現況

表 

 

一般 141 ２ 警戒態勢 

災害が発生し、または災害が予想され、警防活動を統

制する必要があるときは、消防の総力をあげて警戒態勢

２ 警戒態勢 

災害が発生し、又は災害が予想され、警防活動を統制

する必要があるときは、消防の総力をあげて警戒態勢を
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を確立する。 確立する。 

一般 141 ３ 出動体制 

(１) 出動体制 

ア 消防隊等の災害時出動にあたっては、「消防隊等

災害出動計画」の出動区分に従い、災害現場出動

隊、残留隊等の編成について定め、警防活動の効

率的運営を図るものとする。 

イ 災害の規模が拡大し、通常体制の消防力では災

害の防ぎょが困難であると判断される場合は、非

常事態に対処した警防活動体制の編成を行い、消

防の総力をあげて災害の被害拡大防止にあたるも

のとする。 

ウ 大規模な地震災害に対処するため、「地震災害警

防計画」に基づき、消防の総力をあげて災害の被

害拡大防止にあたるものとする。 

(２) 消防団の体制 

ア 消防団の火災出動にあたっては、「静岡市消防団

災害出動基準」の出動区分に従い警防活動を行う

ものとする。 

イ 災害の規模が拡大し､通常の出動体制では災害の

防ぎょが困難となる場合は､その規模に応じ、団長

の指示に基づき総力をあげて災害の拡大防止にあ

たるものとする。 

ウ 大規模な地震災害に対処するため、「地震災害警

防計画」に基づく「地震災害対応マニュアル」に

より活動し、消防団の総力をあげて災害の被害拡

３ 出動体制 

(１) 出動体制 

ア 消防隊等の災害時出動にあたっては、「消防隊等

災害出動計画」の出動区分に従い、災害現場出動

隊、残留隊等の編成について定め、警防活動の効

率的運営を図る。 

イ 災害の規模が拡大し、通常体制の消防力では災

害の防ぎょが困難であると判断される場合は、非

常事態に対処した警防活動体制の編成を行い、消

防の総力をあげて災害の被害拡大防止にあたる。 

 

ウ 大規模な地震災害に対処するため、「地震災害警

防計画」に基づき、消防の総力をあげて災害の被

害拡大防止にあたる。 

(２) 消防団の体制 

ア 消防団の火災出動にあたっては、「静岡市消防団

災害出動基準」の出動区分に従い警防活動を行

う。 

イ 災害の規模が拡大し､通常の出動体制では災害の

防ぎょが困難となる場合は､その規模に応じ、団長

の指示に基づき総力をあげて災害の拡大防止にあ

たる。 

ウ 大規模な地震災害に対処するため、「地震災害警

防計画」に基づく「地震災害対応マニュアル」に

より活動し、消防団の総力をあげて災害の被害拡
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大防止にあたるものとする。 大防止にあたる。 

一般 142 ４ 警防活動 

(１) （略） 

(２) 広域応援体制 

市長は、災害が次のいずれかに該当する場合には

「静岡県消防相互応援協定」等に基づき、協定して

いる他の市町長等に対し応援要請を行うものとす

る。その際、県に対し災害の状況等について報告

し、消防の相互応援に関して必要な連絡調整を求め

るものとする。 

ア 発災市町等において発生した災害が協定を締結

している市町等（以下「応援市町等」という。）に

拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

イ 発災市町等の消防力によっては防御が著しく困

難と認める場合 

ウ 発災市町等を災害から防御するため、応援市町

等の消防機関が保有する車両及び資機材等を必要

とする場合 

◇消防相互応援協定（資料編５－２） 

４ 警防活動 

(１) （略） 

(２) 広域応援体制 

市長は、消防組織法第 39 条の規定により、災害が

次のいずれかに該当する場合には「静岡県消防相互

応援協定」等に基づき、協定している他の市町長等

に対し応援要請を行う。その際、県に対し災害の状

況等について報告し、消防の相互応援に関して必要

な連絡調整を求める。 

ア 発災市町等において発生した災害が協定を締結

している市町等（以下「応援市町等」という。）に

拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

イ 発災市町等の消防力によっては防御が著しく困

難と認める場合 

ウ 発災市町等を災害から防御するため、応援市町

等の消防機関が保有する車両及び資機材等を必要

とする場合 

◇資料編５－２：消防相互応援協定 

 

地震 78  表 ３-９ 他の地方公共団体の長に対する応援要請手順 

要請内容協議（行政管理部及び関係部・課） 

↓ 

宿泊場所の確保 

↓ 

派遣団体への具体的応援要請 

地震対策編から移動 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

① 災害状況 

② 要請内容 

③ 派遣者名簿等の事前送付依頼 

④ 派遣先 

⑤ 責任者 

⑥ 宿泊場所 

⑦ 交通状況及び現地までの交通経路 

⑧ その他（派遣団体の腕章等持参依頼等） 

↓ 

派遣団体の承諾 

↓ 

現地到着予定時間の確認 

↓ 

受入準備 
 

一般 142 (３) 大規模林野火災対策 

市は、大規模な林野火災が発生し、人命の危険、

人家等への延焼危険その他重大な事態となるおそれ

のある場合は、消防ヘリコプターによる空中消火活

動を行うものとする。 

また、市は、あらかじめ定められたところによ

り、地上において消防機関による空中消火活動を支

援するものとする。 

(４) （略） 

(５) ガス災害対策 

(３) 大規模林野火災対策 

市は、大規模な林野火災が発生し、人命の危険、

人家等への延焼危険その他重大な事態となるおそれ

のある場合は、消防ヘリコプターによる空中消火活

動を行う。 

また、市は、あらかじめ定められたところによ

り、地上において消防機関による空中消火活動を支

援する。 

(４) （略） 

(５) ガス災害対策 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

市は、都市ガス及び高圧ガスによる災害の特殊性

にかんがみ、ガス漏れ事故等防止対策に関する協定

に基づき、都市ガス事業者、高圧ガス事業者等、関

係者と協力してガス災害発生の防止及びその拡大の

防止のための応急措置を講ずるものとする。 

(６) 船舶火災対策 

（略） 

 

市は、都市ガス及び高圧ガスによる災害の特殊性

に鑑み、ガス漏れ事故等防止対策に関する協定に基

づき、都市ガス事業者、高圧ガス事業者等、関係者

と協力してガス災害発生の防止及びその拡大の防止

のための応急措置を講ずる。 

(６) 船舶火災対策 

（略） 

 

一般 144 

 

 

 

地震 76 

第 32節 応援協力計画 

[総務、危機] 

 

 

この計画は、災害応急対策活動を迅速かつ円滑に実施し、

復興意欲の振興を図るため、他の地方公共団体や民間団体等

に対して行う応援要請等について定める。 

 

第 32節 応援協力計画 

[危機、総務、財政、市民、観光、環境、福祉、商工、農

水、消防、水道、下水、教育] 

 

この計画は、災害時における広域激甚な被害に対応するた

め、県、警察、他の市町、自衛隊等に対して行う応援要請の

概要について示す。 

・災害の発生時には、その規模に応じて、国、地方公共団体

等が連携して広域的な応援体制を迅速に構築する。市は、

地理等に精通していない応援者、物資の円滑な受入体制の

整備に努める。 

・南海トラフ地震発生時における広域応援の受入れは、静岡

県が定める「南海トラフ地震における静岡県広域受援計

画」による。 

・相互応援協定の締結に当たっては、大規模な地震災害等に

よる同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公共

団体との間の協定締結も考慮する。 

 

 

担当部局の修正 

（地震対策編からの

移動に伴う） 

 

 

 

地震対策編から移動 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

一般 144 １ 応援要請等の基準 

災害により、人命又は財産を保護し、生活環境を保全

するための応急対策の実施が市において不可能又は困難

な事態が発生した場合とする。 

２ 応援要請の方法 

市長は、前項の事態が発生した場合は、次の事項を明

らかにしたうえで災害時の応援に関する協定を締結して

いる各市町及び他の地方公共団体又は民間団体等の長に

対して応援の要請を行うものとする。 

３ 直接又は知事を介して協力要請等を行う団体 

(１) 応援協定を締結した地方公共団体 

(２) 協定を締結した民間団体・企業等 

(３) 青年団及び男女共同参画団体 

(４) 大学及び高校の学生・生徒 

(５) 専修学校、各種講習施設等の学生・生徒 

(６) 赤十字奉仕団 

４ 要請等の事項 

(１) 必要な人員数 

(２) 食料、生活必需品、応急資機材等の提供 

(３) 作業内容及び場所 

(４) 応援を要請する期間 

(５) その他応急対策に必要な事項 

◇民間事業者との協力協定一覧（資料編５－３） 

◇他都市との相互応援協定一覧（資料編５－１） 

（削除）  

地震 76  １ 県への応援要請 

市長は、災害応急対策を実施するため必要があると認

地震対策編から移動 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

めるときは、県に対して次の事項を示し応援を求め、又

は災害応急対策の実施を要請する。 

・応援を必要とする理由 

・応援を必要とする人員、資機材等 

・応援を必要とする場所 

・応援を必要とする期間 

・その他応援に関し必要な事項 

地震 76  ２ 指定地方行政機関の長又は指定公共機関に対する職

員の派遣要請等 

・市長は、災害応急対策等のため必要があると認めると

きは、指定地方行政機関の長又は指定公共機関に対し

て職員の派遣要請を行う。 

・市長は、災害応急対策等のため必要があると認めると

きは、知事に対して指定地方行政機関又は指定公共機

関の職員の派遣について、あっせんを求める。 

地震対策編から移動 

地震 76  ３ 民間団体等に対する応援要請 

市長は、次の団体に対し直接又は知事を通じて応援の

要請を行う。 

(１) 応援協力要請の対象 

応援協力要請の対象となる民間団体等のうち、主

なものは次のとおりである。 

ア 赤十字奉仕団、青年団、男女共同参画団体、商

工団体、農林水産団体、ボランティア団体 

イ 大学、高等学校、専修学校、各種講習施設等の

学生・生徒 

ウ あらかじめ協定を締結した団体等 

地震対策編から移動 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(２) 応急協力要請の時期及び要請事項 

本部長は、災害応急対策を実施するため必要があ

ると認めるとき、次の事項を示して応援を要請す

る。 

ア 必要な人員数 

イ 作業内容 

ウ 作業場所 

エ 集合場所 

オ その他応援協力要請に関し必要な事項 

一般 144 ５ 応援の受入れ等 

(１) 受入れと配分 

民間団体等から応援の申し入れがあった場合は、

応援の内容、人員などを把握し、各部・班の労務要

請に応じ配分するものとする。 

(２) 活動内容 

ア 炊出し 

イ 救援物資の整理及び運搬 

ウ 飲料水の供給 

エ 清掃及び防疫 

オ 被害調査 

カ 避難所の運営支援 

キ 災害廃棄物の処理 

ク その他災害応急対策のうち危険の伴わない作業 

 

(３) 活動の記録 

ア 活動団体の名称、人員及び氏名 

(３) 応援協力要請の実施方法 

ア 受入れと配分 

民間団体等から応援の申し入れがあった場合

は、応援の内容、人員などを把握し、各部・班の

労務要請に応じ配分する。 

イ 活動内容 

(ア) 炊き出し 

(イ) 救援物資の整理及び運搬 

(ウ) 飲料水の供給 

(エ) 清掃及び防疫 

(オ) 被害調査 

(カ) 避難所の運営支援 

(キ) 災害廃棄物の処理 

(ク) その他災害応急対策のうち危険の伴わない

作業 

ウ 活動の記録 

(ア) 活動団体の名称、人員及び氏名 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

イ 活動期間 

ウ 作業内容 

エ その他の特記事項 

(イ) 活動期間 

(ウ) 作業内容 

(エ) その他の特記事項 

地震 77  ４ 緊急消防援助隊の要請 

(１) 応援要請 

市長は、地震等の大規模災害時における災害の発

生状況から、人命救助、消火、救急活動等におい

て、本市の消防力及び県内消防機関の応援だけでは

十分な対応がとれないと判断したときは、知事に対

し、消防組織法第44条に基づき、県外消防機関の応

援を要請する。 

(２) 緊急消防援助隊の受入れ 

「緊急消防援助隊の運用に関する要綱」に基づ

き、緊急消防援助隊の円滑な消防活動を確保するた

め、次の措置を講ずる。 

ア 情報連絡体制 

イ 応援部隊への情報提供 

ウ 応援部隊の集結場所及び宿営場所の指定 

◇資料編４－26：応援部隊の集結場所及び宿営場所の指定

（緊急消防援助隊） 

エ 応援部隊への資機材等の提供及び補給 

オ 航空機（ヘリコプター）の離発着場の確保 

◇資料編４－27：航空部隊の活動拠点場所の指定（緊急消防

援助隊） 

カ 応援部隊の運用 

キ その他必要事項 

地震対策編から移動 
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地震 81  

 

５ 協定締結団体等への要請 

市長は、災害応急対策等を実施するため必要があると

きは、災害時における応急対策活動に関する協力協定に

基づき関係団体に対して協力を要請する。 

◇資料編５－３：民間事業者との協力協定一覧 

地震対策編から移動 

地震 81  ６ 支援受入施設の確保 

応援のため派遣されてきた他の地方公共団体や防災関

係機関等の職員のため、以下のように宿泊施設等を確保

する。 

(１) 指定した公共施設 

◇資料編４－22：支援受入施設 

(２) 民間施設の借上げ 

必要に応じて市内の民間施設を借り上げる。 

地震対策編から移動 

地震 82  ７ 経費の負担 

援助に関する経費は、法令及び相互応援協定等の定め

によるもののほか、原則として市が負担する。 

 

地震対策編から移動 

一般 145 

 

 

 

 

 

地震 104 

第 33節 賃金職員の雇用計画 

[総務] 

この計画は、災害応急対策の実施について要員が不足し、

賃金職員の雇用が必要となった場合は、目的、作業種別ごと

に計画をたて、市の実施事項を定め、必要最小限の賃金職員

を雇用する。 

第 33節 賃金職員の雇用計画 

[総務] 

この計画は、災害救助法に基づき、災害応急対策の実施に

ついて要員が不足し、賃金職員の雇用が必要となった場合

は、目的、作業種別ごとに計画をたて、市の実施事項を定

め、必要最小限の賃金職員を雇用する。 

 

 

表現の適正化 
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 １ 労務の内容 

   （略） 

２ （略） 

１ 災害救助法に基づく雇用内容 

  （略） 

２ （略） 

表現の適正化 

一般 145 第 34節 自衛隊派遣要請の要求計画 

[危機] 

１、２ （略） 

第 34節 自衛隊派遣要請の要求計画 

[危機] 

１、２ （略） 

 

一般 146 ３ 災害派遣要請の要件等 

自衛隊の災害派遣要請を要求できる範囲は、原則とし

て天災地変その他の災害に際し、人命又は財産の保護の

ため必要と認める場合で、「緊急性」、「公共性」、「非代替

性」の３要件を踏まえ、派遣要請を決定する。 

なお、派遣要請の内容は、市や県等が協議して決定す

るものとする。 

３ 災害派遣要請の要件等 

自衛隊の災害派遣要請を要求できる範囲は、原則とし

て天災地変その他の災害に際し、人命又は財産の保護の

ため必要と認める場合で、「緊急性」、「公共性」、「非代替

性」の３要件を踏まえ、派遣要請を決定する。 

なお、派遣要請の内容は、市や県等が協議して決定す

る。 

 

一般 146 (１) 災害派遣要請の要件 

ア 緊急性   差し迫った必要性があること。 

イ 公共性   公共の秩序を維持するため、人命

又は財産を社会的に保護する必要性があること。 

ウ 非代替性  自衛隊が派遣される以外に適当な

手段がないこと。 

(１) 災害派遣要請の要件 

緊急性 差し迫った必要性があること。 

公共性 公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社

会的に保護する必要性があること。 

非代替性 自衛隊が派遣される以外に適当な手段がないこ

と。 
 

表による整理 

一般 146 (２) 災害派遣要請の内容 

ア～オ （略） 

カ 道路又は水路の啓開 

道路もしくは水路の損壊及び障害物がある場合

にそれらの啓開・除去 

(２) 災害派遣要請の内容 

ア～オ （略） 

カ 道路又は水路の啓開 

道路若しくは水路の損壊及び障害物がある場合

にそれらの啓開・除去 
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キ～ス （略） 

（新規） 

 

 

(３) 災害派遣要請の要求手続き 

市長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必

要があるときは知事に対して、次の事項を明示した

要請書により、自衛隊派遣要請を行うよう要求す

る。ただし、突発的事態等において人命の救助、財

産の保護等のため時間の余裕がなく緊急に自衛隊の

派遣を必要とする場合、県防災行政無線等又は口頭

をもって行い、事後速やかに文書により要請する。 

また、知事への要求ができない場合には、その旨

及び当該地域に関わる災害の情況を陸上自衛隊第 34

普通科連隊長又は最寄りの部隊の長に通知し、知事

に対してもその旨を速やかに通知するものとする。 

 

(４) （略） 

キ～ス （略） 

セ 災害廃棄物の撤去 

市のみでは対応が困難な、住民の生活環境保全

上の支障が生じうる規模の災害廃棄物撤去 

(３) 災害派遣要請の要求手続 

ア 市長は、災害応急対策を円滑に実施するため、

必要があるときは知事に対して、次の事項を明示

した要請書により、自衛隊派遣要請を行うよう要

求する。ただし、突発的事態等において人命の救

助、財産の保護等のため時間の余裕がなく緊急に

自衛隊の派遣を必要とする場合、県防災行政無線

等又は口頭をもって行い、事後速やかに文書によ

り要請する。 

イ 知事への要求ができない場合には、その旨及び

当該地域に関わる災害の情況を陸上自衛隊第 34 普

通科連隊長又は最寄りの部隊の長に通知し、知事

に対してもその旨を速やかに通知する。 

(４) （略） 

 

災害廃棄物の撤去等

に係る連携対応マニ

ュアルに準じた修正 

一般 147 ４ 災害派遣部隊の受入体制 

(１) 他の災害救助復旧機関との競合重複排除 

市長は、自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と

競合重複することがないよう、最も効率的に作業を

分担するよう配慮するものとする。 

(２) 作業計画及び資材等の準備 

市長は自衛隊に対し、作業を要請又は依頼するに

あたっては、なるべく実効性のある計画を樹立する

４ 災害派遣部隊の受入体制 

(１) 他の災害救助復旧機関との競合重複排除 

市長は、自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と

競合重複することがないよう、最も効率的に作業を

分担するよう配慮する。 

(２) 作業計画及び資材等の準備 

市長は自衛隊に対し、作業を要請又は依頼するに

あたっては、なるべく実効性のある計画を樹立する
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

とともに、作業の実施に必要な資材の準備を整え、

かつ諸作業に関係ある管理者の了解をとりつけるよ

う配慮するものとする。 

(３) 作業の実施に必要な物資、機材等 

市長は、作業の実施に必要な物資、機材等の調達

が困難又は不可能な場合は、他の計画に定めるとこ

ろにより知事へ物資、機材等の調達を要請するもの

とする。 

(４) 自衛隊との連絡交渉における窓口の一本化 

市長は、派遣された自衛隊との円滑かつ迅速な措

置がとれるよう連絡交渉の窓口を明確にしておくも

のとする。 

(５) 派遣部隊の受入れ準備と到着後の措置 

ア 派遣部隊の受入れ準備 

知事から派遣の通知を受けた場合は、次の点に

留意し派遣部隊の受入れに万全を期すものとす

る。 

(ア)～(ウ) （略） 

(エ) 応援を要請する内容、所要人員、必要とす

る資機材の確保等について計画し、部隊到着

後ただちに活動ができるよう準備する。 

(オ) （略） 

(カ) 自衛隊の活動にあたっては、付近住民、自

主防災組織等に対して協力を求めるものとす

る。 

イ （略） 

とともに、作業の実施に必要な資材の準備を整え、

かつ諸作業に関係ある管理者の了解をとりつけるよ

う配慮する。 

(３) 作業の実施に必要な物資、機材等 

市長は、作業の実施に必要な物資、機材等の調達

が困難又は不可能な場合は、他の計画に定めるとこ

ろにより知事へ物資、機材等の調達を要請する。 

 

(４) 自衛隊との連絡交渉における窓口の一本化 

市長は、派遣された自衛隊との円滑かつ迅速な措

置がとれるよう連絡交渉の窓口を明確にしておく。 

 

(５) 派遣部隊の受入準備と到着後の措置 

ア 派遣部隊の受入準備 

知事から派遣の通知を受けた場合は、次の点に

留意し派遣部隊の受入れに万全を期すものとす

る。 

(ア)～(ウ) （略） 

(エ) 応援を要請する内容、所要人員、必要とす

る資機材の確保等について計画し、部隊到着

後直ちに活動ができるよう準備する。 

(オ) （略） 

(カ) 自衛隊の活動にあたっては、付近住民、自

主防災組織等に対して協力を求める。 

 

イ （略） 
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ウ 派遣部隊の受入れ 

市長は派遣された部隊に対し、次の基準により

各種施設等を準備するものとする。 

(ア)～(エ) （略） 

(６) 災害派遣部隊の撤収要請の要求 

市長は、知事に対し災害派遣部隊の撤収要請を要

求する場合は、民心の安定及び民生の復興に支障が

ないよう知事及び派遣部隊の長並びに自衛隊連絡班

と協議して行うものとする。 

(７) 費用の負担区分 

自衛隊が災害応急対策又は災害復旧作業のため必

要とする資機材、宿泊施設等の借上料及び損料、光

熱水費、通信運搬費、消耗品等の費用は、原則とし

て市が負担するものとする。 

ウ 派遣部隊の受入れ 

市長は派遣された部隊に対し、次の基準により

各種施設等を準備する。 

(ア)～(エ) （略） 

(６) 災害派遣部隊の撤収要請の要求 

市長は、知事に対し災害派遣部隊の撤収要請を要

求する場合は、民心の安定及び民生の復興に支障が

ないよう知事及び派遣部隊の長並びに自衛隊連絡班

と協議して行う。 

(７) 費用の負担区分 

自衛隊が災害応急対策又は災害復旧作業のため必

要とする資機材、宿泊施設等の借上料及び損料、光

熱水費、通信運搬費、消耗品等の費用は、原則とし

て市が負担する。 

◇資料編４－25：自衛隊災害派遣集結候補地 

一般 148 表３－８ 自衛隊災害派遣集結候補地 

 施設名 所在地 用途 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

駿府城公園 

静岡焼津信用金庫総合グラ

ウンド 

西ケ谷総合運動場駐車場 

東海大学付属静岡翔洋高等

学校 

富士川河川敷スポーツ広場 

清水日本平運動公園駐車場 

清水庵原球場多目的広場 

葵区駿府城公園１番 

葵区東瀬名町 13 番地 

葵区西ケ谷 8 番地の 1 

清水区折戸３丁目 20 番１

号 

清水区蒲原官有無番地 

清水区村松 3880 番地の１ 

清水区庵原 3000 番地 

指揮所 

集結地 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

（削除）  

一般 148 第 35節 海上保安庁に対する支援要請の依頼計画 

[危機] 

第 35節 海上保安庁に対する支援要請の依頼計画 

[危機] 
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１ （略） １ （略） 

一般 149 ２ 支援要請依頼の手続き 

市長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要が

あるときは知事に対して、次の事項を明示した要請書に

より、海上保安庁の支援要請を行うよう依頼する。 

ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等によ

り口頭をもって行い、事後速やかに文書により知事に依

頼する。 

また、知事への依頼ができない場合は、直接、最寄り

の海上保安庁（清水海上保安部又は下田海上保安部）の

事務所又は沖合いに配備された海上保安庁の巡視船艇も

しくは航空機を通じて要請するものとし、知事に対して

もその旨を速やかに連絡する。 

（略） 

２ 支援要請依頼の手続 

市長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要が

あるときは知事に対して、次の事項を明示した要請書に

より、海上保安庁の支援要請を行うよう依頼する。ただ

し、緊急を要するときは、県防災行政無線等により口頭

をもって行い、事後速やかに文書により知事に依頼す

る。 

また、知事への依頼ができない場合は、直接、最寄り

の海上保安庁（清水海上保安部又は下田海上保安部）の

事務所又は沖合に配備された海上保安庁の巡視船艇若し

くは航空機を通じて要請するものとし、知事に対しても

その旨を速やかに連絡する。 

（略） 

 

 ３ （略） ３ （略）  

一般 149 第 36節 電力施設災害応急対策計画 

この計画は、災害発生に際し、被災地に対する電力供給を

確保するため、電力会社の実施体制及び連絡方法等について

定めるものとする。 

第 36節 電力施設災害応急対策計画 

この計画は、災害発生に際し、被災地に対する電力供給を

確保するため、電力会社の実施体制及び連絡方法等について

定める。 

 

一般 149 １ 機関の名称、所在地 

表３－９ 機関の名称、所在地（電力施設） 

機関名 所在地 管轄地域 電話番号 

中部電力パワーグ

リッド㈱静岡支社 

静岡市駿河区曲金六丁目

３番 38 号 
静岡市 

054-202-

1821 
 

１ 機関の名称、所在地 

表３－１０ 機関の名称、所在地（電力施設） 

機関名 所在地 管轄地域 電話番号 

中部電力パワーグ

リッド株式会社静

岡支社 

静岡市駿河区曲金六丁目

３番 38 号 
静岡市 

054-202-

1821 
 

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（共通対策編）修正案 新旧対照表 

221 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

一般 149 ２ 応急対策の実施 

中部電力㈱が定める「防災業務計画」及び中部電力パ

ワーグリッド㈱が定める「中部電力パワーグリッド㈱防災

業務計画」による。 

２ 応急対策の実施 

中部電力株式会社が定める「防災業務計画」及び中部

電力パワーグリッド株式会社が定める「中部電力パワーグ

リッド株式会社防災業務計画」による。 

 

一般 150 第 37節 ガス施設災害応急対策計画 

この計画は、市民の家庭用燃料の多くを占めるガスの供給

施設を災害から防護し、被災地に対してガスを確保するた

め、ガス事業者の実施体制及び連絡方法について定めるもの

とする。 

第 37節 ガス施設災害応急対策計画 

この計画は、市民の家庭用燃料の多くを占めるガスの供給

施設を災害から防護し、被災地に対してガスを確保するた

め、ガス事業者の実施体制及び連絡方法について定める。 

 

 

一般 150 １ 機関の名称、所在地 

表３－10 機関の名称、所在地（ガス施設） 

機関名 所在地 管轄地域 電話番号 

静岡ガス㈱静岡

支社 

静岡市駿河区池

田28番地 

葵・駿河・清

水区 

（蒲原地区を除

く） 

054-285-

2111 

静岡ガス㈱東部

支社 

沼津市岡一色809

番地 

清水区蒲原地

区 

055-927-

2811 
 

１ 機関の名称、所在地 

表３－１１ 機関の名称、所在地（ガス施設） 

機関名 所在地 管轄地域 電話番号 

静岡ガス株式会社静

岡支社 

静岡市駿河区池田

28番地 

葵・駿河・

清水区 

（蒲原地区を除

く） 

054-285-

2111 

静岡ガス株式会社東

部支社 

沼津市岡一色809番

地 

清水区蒲原

地区 

055-927-

2811 
 

 

一般 150 ２ 応急対策の実施 

静岡ガス㈱が別に定める「非常災害対策要領」によ

る。 

２ 応急対策の実施 

静岡ガス株式会社が別に定める「非常災害対策要領」

による。 

 

一般 150 第 38節 突発的災害に係る応急対策計画 

[危機、消防] 

この計画は、航空機の墜落や列車の転覆、船舶の海難、ガ

ス爆発、大規模な排出油等事故などの突発的災害により多数

の死傷者等が発生した場合、迅速な被災者の救出・救助等の

第 38節 突発的災害に係る応急対策計画 

[危機、消防] 

この計画は、航空機の墜落や列車の転覆、船舶の海難、ガ

ス爆発、大規模な排出油等事故などの突発的災害により多数

の死傷者等が発生した場合、迅速な被災者の救出・救助等の

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（共通対策編）修正案 新旧対照表 

222 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

応急対策に必要な措置を定めるものとする。 応急対策に必要な措置を定める。 

一般 150 １ 市の体制 

（略） 

(１) 突発的災害応急体制 

ア～ウ （略） 

エ 消防局の県・国への報告 

消防局は多数の死傷者等を伴い、通常の消防力

では対応が困難と思われる事故が発生した場合、

次の事項を明らかにし、「火災・災害等即報要領」

様式１～４により、ただちに県危機対策課及び消

防庁応急対策室に連絡する。 

(ア)～(エ) （略） 

オ 医療救護活動の実施 

多数の負傷者が発生した場合には、必要に応じ

て救護所を設置するなど、適切な医療救護活動を

実施するものとする。医療救護活動の実施にあた

っては、必要に応じてトリアージタッグを活用

し、効率的な活動に努めるものとする。 

１ 市の体制 

（略） 

(１) 突発的災害応急体制 

ア～ウ （略） 

エ 消防局の県・国への報告 

消防局は多数の死傷者等を伴い、通常の消防力

では対応が困難と思われる事故が発生した場合、

次の事項を明らかにし、「火災・災害等即報要領」

様式１～４により、直ちに県危機対策課及び消防

庁応急対策室に連絡する。 

(ア)～(エ) （略） 

オ 医療救護活動の実施 

多数の負傷者が発生した場合には、必要に応じ

て救護所を設置するなど、適切な医療救護活動を

実施する。医療救護活動の実施にあたっては、必

要に応じてトリアージタッグを活用し、効率的な

活動に努める。 

 

一般 151 表３－11 県危機管理部危機対策課 

 ＮＴＴ 有線 静岡県防災行政無線 

電話 054-221-2072 
地上系 ５-100-6030 

衛星系 ８-100-6030 

ＦＡＸ 054-221-3252 
地上系 ５-100-6250 

衛星系 ８-100-6250 
 

表３－１２ 県危機管理部危機対策課 

 ＮＴＴ 有線 静岡県防災行政無線 

電話 054-221-2072 
地上系 ５-100-

6030 

衛星系 ８-100-

6030 

ＦＡＸ 054-221-3252 
地上系 ５-100-

6250 

衛星系 ８-100-

6250 
 

 

一般 151 表３－12 総務省消防庁応急対策室 

 ＮＴＴ 有線 地域衛星通信ネットワーク 

表 ３－１３ 総務省消防庁応急対策室 

区分 地域衛星通信ネットワーク 消防防災無線 ＮＴＴ有線 

 

県計画に準じて修正 
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平  日 

(9:30～

18:15) 

電   話 03-5253-7527 8-048-500-90-49013 

Ｆ Ａ Ｘ 03-5253-7537 8-048-500-90-49033 

上記以外 
電   話 03-5253-7777 8-048-500-90-49102 

Ｆ Ａ Ｘ 03-5253-7553 8-048-500-90-49036 
 

平日 

（9:30～18:15） 

電話 8-048-500-90-49013 8-90-49013 03-5253-7527 

FAX 8-048-500-90-49033 8-90-49033 03-5253-7537 

上記以外 電話 8-048-500-90-49102 8-90-49102 03-5253-7777 

FAX 8-048-500-90-49036 8-90-49036 03-5253-7553 
 

一般 151 (２) 災害対策本部の設置 

（略） 

ア 任務 

災害対策本部は、区本部及び地区支部や災害現

場の情報を基に、速やかに県及び関係機関に情報

を伝達するとともに、必要に応じて知事に応援を

要請し、被災者の迅速な救助活動を最優先に行

う。また、発災場所の地理的状況に応じて消防ヘ

リコプターや無人航空機（ドローン）、オフロード

バイクなどを積極的かつ効果的に活用し、情報収

集活動に従事させるものとする。 

地区支部は、災害現場の情報を収集し、区本部

を経由し、災害対策本部に伝達する。また、必要

に応じて災害現場の近くの安全な場所に避難所を

開設し、住民の安全の確保に努めるものとする。 

イ、ウ （略） 

(３) 災害対策本部の実施する応急対策 

被災者の迅速な救助活動を最優先に次の災害応急

対策を実施する。 

ア （略） 

イ 人的被害の把握 

(ア) 災害対策本部は、人的被害の数（死者・行

(２) 災害対策本部の設置 

（略） 

ア 任務 

災害対策本部は、区本部及び地区支部や災害現

場の情報を基に、速やかに県及び関係機関に情報

を伝達するとともに、必要に応じて知事に応援を

要請し、被災者の迅速な救助活動を最優先に行

う。また、発災場所の地理的状況に応じて消防ヘ

リコプターや無人航空機（ドローン）、オフロード

バイクなどを積極的かつ効果的に活用し、情報収

集活動に従事させる。 

地区支部は、災害現場の情報を収集し、区本部

を経由し、災害対策本部に伝達する。また、必要

に応じて災害現場の近くの安全な場所に避難所を

開設し、住民の安全の確保に努める。 

イ、ウ （略） 

(３) 災害対策本部の実施する応急対策 

被災者の迅速な救助活動を最優先に次の災害応急

対策を実施する。 

ア （略） 

イ 人的被害の把握 

(ア) 災害対策本部は、人的被害の数（死者・行
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方不明者数等）について、一元的に集約、調

整を行うものとする。 

(イ)、(ウ) （略） 

ウ 自衛隊の災害派遣要請の要求 

「第 36 節 自衛隊派遣要請の要求計画」に定め

るところによる。 

エ 緊急医療活動の実施 

(ア) 緊急医療活動が必要な場合には、災害対策

本部医療救護班に医療救護本部を設置し、「第

19 節 医療及び助産計画」に定めるところに

より、医療救護活動を実施するほか、傷病者

が多数発生した場合は、救護所、案内窓口、

遺体収容施設を設置し、対応にあたる。 

(イ) 緊急医療活動等の救護業務の実施が必要な

場合には、県地域医療課に要請する。なお、

ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）による

緊急医療活動が必要な場合には、県障害福祉

課に要請する。また、ＤＷＡＴによる緊急医

療活動が必要な場合には、県地域福祉課に要

請する。 

オ 各機関の調整・２次災害防止のための措置 

(ア) 災害対策本部は、防災関係機関との調整会

議等により、各機関の活動等に資する情報

（要救助者の発見場所、行方不明者の特定に

資する情報、燃料補給の確保状況等）の共有

及び総合的な活動調整を行うものとする。 

方不明者数等）について、一元的に集約、調

整を行う。 

(イ)、(ウ) （略） 

ウ 自衛隊の災害派遣要請の要求 

▼「第 34 節 自衛隊派遣要請の要求計画」によ

る。 

エ 緊急医療活動の実施 

(ア) 緊急医療活動が必要な場合には、災害対策

本部医療救護班に医療救護本部を設置し、▼

「第19節 医療及び助産計画」により、医療救

護活動を実施するほか、傷病者が多数発生し

た場合は、救護所、案内窓口、遺体収容施設

を設置し、対応にあたる。 

(イ) 緊急医療活動等の救護業務の実施が必要な

場合には、県地域医療課に要請する。なお、

ＤＰＡＴによる緊急医療活動が必要な場合に

は、県障害福祉課に要請する。また、ＤＷＡ

Ｔによる緊急医療活動が必要な場合には、県

地域福祉課に要請する。 

 

オ 各機関の調整・２次災害防止のための措置 

(ア) 災害対策本部は、防災関係機関との調整会

議等により、各機関の活動等に資する情報

（要救助者の発見場所、行方不明者の特定に

資する情報、燃料補給の確保状況等）の共有

及び総合的な活動調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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(イ)災害現場で活動する警察・消防・海上保安

庁・自衛隊の部隊は、必要に応じて、合同調

整所を設置し、活動エリア・内容・手順、情

報通信手段等について、部隊間の情報共有及

び活動調整、必要に応じた部隊間の相互協力

を行う。また、災害現場で活動する災害派遣

医療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共

有を図りつつ、連携して活動するものとす

る。 

(ウ) （略） 

カ 海上保安庁の支援要請依頼 

「第 37 節 海上保安庁に対する支援要請の依頼

計画」に定めるところによる。 

キ （略） 

(４) 災害対策本部の廃止 

市長は、災害発生時における応急措置がおおむね

完了したときは、本部を廃止するものとする。その

際は、廃止する旨を本部設置時に連絡した機関に連

絡する。 

表３－13 関係機関連絡先 

機  関  名 連 絡 先 

国土交通省静岡河川事務所調査課 054-273-9104 

表（その他略） 

(イ)災害現場で活動する警察・消防・海上保安

庁・自衛隊の部隊は、必要に応じて、合同調

整所を設置し、活動エリア・内容・手順、情

報通信手段等について、部隊間の情報共有及

び活動調整、必要に応じた部隊間の相互協力

を行う。また、災害現場で活動するＤＭＡＴ

等とも密接に情報共有を図りつつ、連携して

活動するものとする。 

 

(ウ) （略） 

カ 海上保安庁の支援要請依頼 

▼「第 35節 海上保安庁に対する支援要請の依頼

計画」による。 

キ （略） 

(４) 災害対策本部の廃止 

市長は、災害発生時における応急措置がおおむね

完了したときは、本部を廃止する。その際は、廃止

する旨を本部設置時に連絡した機関に連絡する。 

 

表３－１４ 関係機関連絡先 

機  関  名 連 絡 先 

国土交通省静岡河川事務所流域治水課 054-273-9104 

表（その他略） 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織名の変更 

一般 154 第 39節 各種災害に対する警防活動計画 

[危機、建設、消防] 

この計画は、大雨又は台風による水害、土砂災害、大規模

第 39節 各種災害に対する警防活動計画 

[危機、建設、消防] 

この計画は、大雨又は台風による水害、土砂災害、大規模
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な火災、地震及び地震による火災、危険物の爆発、有害ガス

の漏洩等非常災害に対する警防活動について定めておくもの

とする。 

な火災、地震及び地震による火災、危険物の爆発、有害ガス

の漏えい等非常災害に対する警防活動について定めておく。 

 

一般 154 １ 水害に対する措置 

洪水等による水害を警戒し、被害の防止を図るため、

次の事項を実施する。 

(１)（略） 

また、主要河川の水位の変化についても状況を把

握し、災害対策本部及び関係機関等に通報するもの

とする。 

(２) 主要河川水位の監視と水防配備の強化 

主要河川の監視活動及び水防活動は、別に定める

「静岡市水防計画書」に定めるところによる。 

１ 水害に対する措置 

洪水等による水害を警戒し、被害の防止を図るため、

次の事項を実施する。 

(１) （略） 

また、主要河川の水位の変化についても状況を把

握し、災害対策本部及び関係機関等に通報する。 

 

(２) 主要河川水位の監視と水防配備の強化 

主要河川の監視活動及び水防活動は、▼「風水害

対策編」に定めるところによる。 

 

 ２ （略） ２ （略）  

一般 154 ３ 大規模な火災に対する措置 

大規模な火災の発生が懸念される場合は、これによる

人的、物的被害を軽減するための措置を講ずるととも

に、必要に応じて災害対策本部を設置し、万全の応急対

策を実施するものとする。 

３ 大規模な火災に対する措置 

大規模な火災の発生が懸念される場合は、これによる

人的、物的被害を軽減するための措置を講ずるととも

に、必要に応じて災害対策本部を設置し、万全の応急対

策を実施する。 

 

一般 154 ４ 危険物等の保安に対する消防局の措置 

(１) 火薬類 

火薬類の所有者若しくは付近住民等から爆発又は

火災が発生するおそれのある通報を受けたときは、

ただちに現場に出動し、消防法第 23 条の２第１項に

基づく火災警戒区域を設定し、その区域内の住民等

４ 危険物等の保安に対する消防局の措置 

(１) 火薬類 

火薬類の所有者若しくは付近住民等から爆発又は

火災が発生するおそれのある通報を受けたときは、

直ちに現場に出動し、消防法第 23 条の２第１項に基

づく火災警戒区域を設定し、その区域内の住民等に
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に対して区域からの退去を命じ若しくは立入りの禁

止等の安全措置をとる。 

(２) 高圧ガス 

高圧ガスの所有者若しくは付近住民等から爆発又

は火災が発生するおそれのある通報を受けたとき

は、前項(１)と同様の措置を講ずるものとする。 

(３) 石油類並びに毒物及び劇薬 

給油所、取扱所等の関係者もしくは付近住民等か

ら、漏えい又は火災及び爆発が発生するおそれのあ

る通報を受けたときは、前項(１)と同様の措置を講

ずるものとする。 

対して区域からの退去を命じ若しくは立入りの禁止

等の安全措置をとる。 

(２) 高圧ガス 

高圧ガスの所有者若しくは付近住民等から爆発又

は火災が発生するおそれのある通報を受けたとき

は、前項(１)と同様の措置を講ずる。 

(３) 石油類並びに毒物及び劇薬 

給油所、取扱所等の関係者若しくは付近住民等か

ら、漏えい又は火災及び爆発が発生するおそれのあ

る通報を受けたときは、前項(１)と同様の措置を講

ずる。 

一般 155 ５ ガス事故に対する消防局の措置 

消防局は、ガス事業者、地下工事施工業者もしくは付

近住民等からガス漏えいの通報を受けたときは、前項

(１)と同様の措置を講ずるものとする。 

５ ガス事故に対する消防局の措置 

消防局は、ガス事業者、地下工事施工業者若しくは付

近住民等からガス漏えいの通報を受けたときは、前項

(１)と同様の措置を講ずる。 

 

一般 155 第 40節 災害ボランティア活動支援計画 

[市民] 

市は、(福)静岡市社会福祉協議会及び災害ボランティアコ

ーディネーター等と協力し、災害ボランティアや市民活動団

体の能力が最大限に発揮され、被災地の復興にいかされるよ

う、その自主性・主体性を尊重しつつ、活動を支援する。 

県は、国及び市とともに、災害ボランティアの活動環境と

して、行政、NPO、ボランティア等の三者で連携するととも

に、災害の状況やボランティアの活動状況等に関する最新の

情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援

活動の全体像を関係者と積極的に共有するものとする。 

第 40節 災害ボランティア活動支援計画 

[市民] 

・市は、(福)静岡市社会福祉協議会及び災害ボランティアコ

ーディネーター等と協力し、災害ボランティアや市民活動

団体の能力が最大限に発揮され、被災地の復興にいかされ

るよう、その自主性・主体性を尊重しつつ、活動を支援す

る。 

・県は、国及び市とともに、災害ボランティアの活動環境と

して、行政、ＮＰＯ、ボランティア等の三者で連携すると

ともに、災害の状況やボランティアの活動状況等に関する

最新の情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニー
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 ズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有するものと

する。 

一般 155 １ 災害ボランティア本部の設置及び運営 

市は、災害ボランティアの必要性に応じて、(福)静岡

市社会福祉協議会、災害ボランティアコーディネーター

等で構成する災害ボランティア本部開設・閉鎖等検討委

員会を開催し、同委員会で協議のうえ災害ボランティア

本部を設置する。 

災害ボランティア本部は、(福)静岡市社会福祉協議会

地域福祉部長を本部長とし、(福)静岡市社会福祉協議会

職員、災害ボランティアコーディネーター等で構成す

る。 

災害ボランティア本部は、災害ボランティア及び被災

者のニーズの受付、活動場所のあっせん、配置調整、活

動内容の指示等を行う災害ボランティアセンターを、被

害の状況等に応じて適切な場所に開設し運営する。 

市は、情報交換、協議等を行うため、必要に応じ職員

を連絡調整要員として災害ボランティア本部等に配置

し、その活動を支援する。 

なお、災害ボランティアセンター等の開設場所は、原

則として以下のとおりとする。 

 

 

１ 災害ボランティア本部の設置及び運営 

・市は、災害ボランティアの必要性に応じて、(福)静岡

市社会福祉協議会、災害ボランティアコーディネータ

ー等で構成する災害ボランティア情報共有会議を開催

し、同会議における情報交換の結果等を踏まえ、災害

ボランティア本部を設置する必要があると判断したと

きは、災害ボランティア本部を設置し、これを運営す

る。ただし、同会議を開催するいとまがないときは、

(福)静岡市社会福祉協議会と協議のうえ、災害ボラン

ティア本部を設置し、これを運営する。 

・市は、災害ボランティア本部の運営に関する事務を、

(福)静岡市社会福祉協議会に委託し、(福)静岡市社会

福祉協議会はこれを受託する。 

・(福)静岡市社会福祉協議会は、災害ボランティア本部

の運営に関する事務の執行における責任者（以下、「運

営責任者」という。）を置くとともに、災害ボランティ

アコーディネーターなどと連携して、災害ボランティ

ア本部の運営に関する事務を行う。 

・災害ボランティア本部の本部長及び運営責任者は、◇

資料編４－23に掲げる者をもって充てる。 

・災害ボランティア本部は、以下の業務を行う。 

（１）災害ボランティアの受入れ 

（２）被災者のニーズの受付 

（３）災害ボランティアの活動場所のあっせん、配置調

表現の適正化 
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整、活動内容の指示等 

（４）災害ボランティア活動にかかる情報収集及び情報

発信、関係機関・団体との連絡調整等 

（５）前各号に掲げるもののほか、本部の運営に必要な

業務 

・災害ボランティア本部は、これらの業務を円滑に実施

するため、災害ボランティア情報渉外センターを開設

するとともに、災害ボランティアセンターを、被害の

状況等に応じて適切な場所に開設し、運営する。 

・災害ボランティアセンター等の開設場所は、◇資料編

４－23 による。ただし、開設場所の使用が困難である

場合や、被災地域の近くに開設する必要がある場合等

は、この限りではない。 

・市は、災害ボランティア本部の運営に係る情報交換、

協議等を行うため、必要に応じ職員を連絡調整要員と

して災害ボランティア本部等に配置する。 

◇資料編４－23：災害ボランティア本部の本部長及び運営責

任者、災害ボランティアセンター等の設置場所 

一般 155 表３－14 災害ボランティアセンター等の開設場所 

№ 名称 開設場所 所在地 

１ 
災害ボランティア情報渉

外センター 
中央福祉センター 

葵区城内町１

番１号 

２ 
葵地区災害ボランティア

センター 

番町市民活動センタ

ー 

葵区一番町 50

番地 

３ 
駿河地区災害ボランティ

アセンター 

地域福祉共生センタ

ーみなくる 

駿河区南八幡

町３番１号 

４ 
清水地区災害ボランティ

アセンター 

清水社会福祉会館は

ーとぴあ 

清水区宮代町

１番１号 

（削除）  
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５ 
蒲原地区災害ボランティ

アセンター 

蒲原白銀すこやかセ

ンター１階 

清 水 区 蒲 原

721 番地の４ 
 

一般 155 ２ 災害ボランティア活動に関する情報の提供 

(１) 市は、ライフライン及び公共交通機関の復旧、交

通規制の状況、行政施策の動向等、災害ボランティ

ア活動に必要な情報を災害ボランティア本部等に的

確に提供する。 

(２) 市は、ボランティアの宿営地に適当な場所、施設

の候補等の情報を災害ボランティア本部等に提供す

る。 

２ 災害ボランティア活動に関する情報の提供 

・市は、災害ボランティア本部の円滑な運営のため、

ライフライン及び公共交通機関の復旧、交通規制の

状況、行政施策の動向、ボランティアの宿営地に適

当な場所、施設の候補等、災害ボランティア活動に

必要な情報を（福）静岡市社会福祉協議会等に的確

に提供する。 

 

 

 ３ （略） ３ （略）  

一般 156 ４ 市民活動団体等の協力要請並びに受入 

市は、災害の状況等により要員に不足を生ずると判断

したときは、関係する市民活動団体に対して協力を要請

するものとする。 

この要請のほか、その他の市民活動団体からの協力の

申し入れがあった場合には、災害ボランティア本部で受

け入れるものとする。 

 

（削除）  

一般 156 第 41節 通訳ボランティア活動支援計画 

[観光] 

（略） 

第 41節 通訳ボランティア活動支援計画 

[観光] 

（略） 

 

一般 156 １ 静岡市災害多言語支援センターの設置及び運営 

市は、災害対策本部を設置した場合、一般財団法人静

岡市国際交流協会の事務局長を長とする災害多言語支援

１ 静岡市災害多言語支援センターの設置及び運営 

・市は、災害対策本部を設置した場合、一般財団法人静

岡市国際交流協会の事務局長を長とする災害多言語支
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センターを適切な場所に設置する。 

災害多言語支援センターは、外国人に関する情報の収

集、外国人向けの情報提供、通訳ボランティアの受付、

通訳ボランティアの派遣等を行う。 

市は、随時、情報交換、協議等を行うため、職員を連

絡調整要員として国際交流課内に配置し、その活動を支

援する。 

 

援センターを適切な場所に設置する。 

・災害多言語支援センターは、外国人に関する情報の収

集、外国人向けの情報提供、通訳ボランティアの受

付、通訳ボランティアの派遣等を行う。 

・市は、随時、情報交換、協議等を行うため、職員を連

絡調整要員として国際交流課内に配置し、その活動を

支援する。 

◇資料編４－24：災害多言語支援センターの設置場所 

一般 156 表３－15 災害多言語支援センターの設置場所 

名称 設置場所 所在地 

災害多言語支援セン

ター 

静岡庁舎低層棟３

階食堂 

葵区追手町５番

１号 
 

（削除）  

 ２、３ （略） ２、３ （略）  

一般 162 第 42節 原子力災害に関する応急対策計画 

[危機] 

本市には原子力災害対策を重点的に実施すべき区域に該当

する地域はないが、中部電力株式会社浜岡原子力発電所（以

下、この節において「発電所」という。）から放射性物質又は

放射線が異常な水準で事業所外に放出されることによる原子

力災害が発生した場合、他市町からの避難者の受入れ等を行

うことがあることから、この計画において、これらに必要な

措置を定めるものとする。 

第 42節 原子力災害に関する応急対策計画 

[危機] 

本市には原子力災害対策を重点的に実施すべき区域に該当

する地域はないが、中部電力株式会社浜岡原子力発電所（以

下、この節において「発電所」という。）から放射性物質又は

放射線が異常な水準で事業所外に放出されることによる原子

力災害が発生した場合、他市町からの避難者の受入れ等を行

うことがあることから、この計画において、これらに必要な

措置を定める。 

 

一般 162 １ 情報収集・連絡体制の確保及び県等との連携 

(１)～(３) （略） 

１ 情報収集・連絡体制の確保及び県等との連携 

(１)～(３) （略） 
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(４) 全面緊急事態発生時 

市は、全面緊急事態発生時に、県から緊急防護措

置を準備する区域（UPZ：Urgent Protective action 

planning Zone）を含む市町が行う防護措置の準備等

への協力要請があった場合、市として協力できる事

項を検討し、県に連絡する。 

また、県から屋内退避を行う可能性がある旨の注

意喚起があった場合は、市としてとるべき具体的な

措置の内容を県に確認した上で、必要な措置を実施

する。 

(５) 放射性物質放出後 

放射性物質が放出された後は、国は、地方公共団

体に対し、緊急事態の状況により、運用上の介入レ

ベル（OIL：Operational Interventional Level）に

基づき緊急時モニタリングの結果に応じて地方公共

団体が行う避難、一時移転等の緊急事態応急対策の

実施について、指示、助言等を行うものとされてい

る。また、市は、必要があると認められるときは、

県に対して、国による助言以外にも、避難指示等の

対象地域、判断時期等について助言を求める。 

市は、緊急時モニタリング結果から必要と認める

ときは、国及び県に対し、市としてとるべき具体的

な措置の内容について助言を求めるものとする。 

(４) 全面緊急事態発生時 

市は、全面緊急事態発生時に、県から緊急防護措

置を準備する区域（ＵＰＺ：Urgent Protective 

action planning Zone）を含む市町が行う防護措置の

準備等への協力要請があった場合、市として協力で

きる事項を検討し、県に連絡する。 

また、県から屋内退避を行う可能性がある旨の注

意喚起があった場合は、市としてとるべき具体的な

措置の内容を県に確認した上で、必要な措置を実施

する。 

(５) 放射性物質放出後 

放射性物質が放出された後は、国は、地方公共団

体に対し、緊急事態の状況により、運用上の介入レ

ベル（ＯＩＬ：Operational Interventional Level）

に基づき緊急時モニタリングの結果に応じて地方公

共団体が行う避難、一時移転等の緊急事態応急対策

の実施について、指示、助言等を行うものとされて

いる。また、市は、必要があると認められるとき

は、県に対して、国による助言以外にも、避難指示

等の対象地域、判断時期等について助言を求める。 

市は、緊急時モニタリング結果から必要と認める

ときは、国及び県に対し、市としてとるべき具体的

な措置の内容について助言を求める。 

一般 163 ２ 広域一時滞在の受入れ 

市は、原子力災害が単独で発生した場合等において、

県から市町の区域を越えて避難を行う住民等の収容施設

２ 広域一時滞在の受入れ 

・市は、原子力災害が単独で発生した場合等において、

県から市町の区域を越えて避難を行う住民等の収容施
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の供与及びその他の災害救助の実施に協力するよう指示

があった場合、県が作成した「浜岡地域原子力災害広域

避難計画」（以下、この節において「県広域避難計画」と

いう。）に基づき、県と協議の上、市指定の避難所を提供

するものとする。 

また、市は、被災市町から、法第86条の８第１項及び

県広域避難計画に基づき、広域一時滞在について協議が

あった場合にも、市指定の避難所を提供するものとす

る。 

 

設の供与及びその他の災害救助の実施に協力するよう

指示があった場合、県が作成した「浜岡地域原子力災

害広域避難計画」（以下、この節において「県広域避難

計画」という。）に基づき、県と協議の上、市指定の避

難所を提供する。 

・市は、被災市町から、法第 86 条の８第１項及び県広域

避難計画に基づき、広域一時滞在について協議があっ

た場合にも、市指定の避難所を提供する。 

 

一般 164 第４章 災害復旧計画 

 

災害復旧計画は、災害発生後被災した各施設の原形復旧に

あわせて、再度災害の発生を防止するため必要な施設の新設

又は改良を行うなど、将来の災害に備える事業の対策につい

ての計画とし、「第３章災害応急対策」に基づく応急復旧終了

後、被害の程度を十分検討して、おおむね次に掲げる事業に

ついて計画を図るものとする。 

なお、他の地方公共団体に対し職員の派遣を求める場合に

おいては、復旧・復興支援技術職員派遣制度等を活用するも

のとする。 

第４章 災害復旧計画 

 

災害復旧計画は、災害発生後被災した各施設の原形復旧に

あわせて、再度災害の発生を防止するため必要な施設の新設

又は改良を行うなど、将来の災害に備える事業の対策につい

ての計画とし、▼「第３章 災害応急対策」に基づく応急復旧

終了後、被害の程度を十分検討して、おおむね次に掲げる事

業について計画を図る。 

なお、他の地方公共団体に対し職員の派遣を求める場合に

おいては、復旧・復興支援技術職員派遣制度等の活用も含め

て検討する。 

 

 第１節 （略） 第１節 （略）  

一般 164 第２節 被災者の支援 

[税務、市民、区、福祉、消防、会計] 

市は、県と連携し、被災者が速やかに生活再建できるよ

第２節 被災者の支援 

[税務、市民、区、福祉、消防、会計] 

市は、県と連携し、被災者が速やかに生活再建できるよ
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う、「総合相談窓口の設置」や「被災者台帳の整備」、「被災者

に対するきめ細やかな継続的支援（災害ケースマネジメン

ト）」等を行うものとする。 

う、「総合相談窓口の設置」や「被災者台帳の整備」、「被災者

に対するきめ細やかな継続的支援（災害ケースマネジメン

ト）」等を行う。 

一般 164 １ 国・県への要望 

国・県に対し、国税・県税の減免や徴収猶予、社会保

険関係の特例措置の実施等を要望する。 

１ 国・県への要望 

市は、国・県に対し、国税・県税の減免や徴収猶予、

社会保険関係の特例措置の実施等を要望する。 

 

一般 164 ２ 被災状況の把握 

災害救助法の適用のための調査結果等を活用し、次の

事項を把握し県に報告する。また、必要があると認める

ときは、被災者支援システム等を利用し被災者台帳を作

成するとともに、一人ひとりの被災者の状況を把握した

上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな

支援を継続的に実施する取組（災害ケースマネジメン

ト）を行う。 

また、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活

再建に取り組むことができるよう、「総合相談窓口」、「地

域支え合いセンター」等の開設等、相談や見守りの機会

を提供する。 

県はこれらの体制整備及び発災時の市町の被災者支援

に関する活動を支援する。 

被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳

の作成にデジタル技術を積極的に活用するものとする。 

（略） 

２ 被災状況の把握 

・市は、災害救助法の適用のための調査結果等を活用

し、次の事項を把握し県に報告する。 

・市は、必要があると認めるときは、被災者生活再建支

援システム等を利用し被災者台帳を作成するととも

に、一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係

者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継

続的に実施する取組（災害ケースマネジメント）を行

う。 

・市は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活

再建に取り組むことができるよう、「総合相談窓口」、

「地域支え合いセンター」等の開設等、相談や見守り

の機会を提供する。 

・県は、これらの体制整備及び発災時の市町の被災者支

援に関する活動を支援する。 

・市は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災

者台帳の作成にデジタル技術を積極的に活用する。 

（略） 

 

 

 

表現の適正化 
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一般 165 ３ 罹災証明書の発行 

(１) 罹災証明書発行窓口を設置し、被災状況調査を基

に希望者に罹災証明書を発行する。 

(２) 罹災調査窓口を設置し、再調査の希望に対応す

る。 

３ 罹災証明書の発行 

・罹災証明書発行窓口を設置し、被災状況調査を基に希

望者に罹災証明書を発行する。 

・罹災調査窓口を設置し、再調査の希望に対応する。 

 

一般 165 ４ 災害援護資金の貸付け 

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、被災世帯

を対象に災害援護資金の貸付を行う。 

４ 災害援護資金の貸付け 

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、被災世帯

を対象に災害援護資金の貸付けを行う。 

 

 ５ （略） ５ （略）  

一般 165 ６ 義援金の募集等 

(１) 市への義援金を受け付けるために、市役所等に受

付窓口を設置するとともに、銀行口座を開設する。 

(２) 県が設置する義援金募集・配分委員会（仮称）に

参加する。 

６ 義援金の募集等 

・市への義援金を受け付けるために、市役所等に受付窓

口を設置するとともに、銀行口座を開設する。 

・県が設置する義援金募集・配分委員会（仮称）に参加

する。 

 

 ７ （略） ７ （略）  

一般 165 第３節 要配慮者の支援 

[観光、福祉、衛生、子ども] 

（略） 

１～４ （略） 

第３節 要配慮者の支援 

[観光、福祉、衛生、子ども] 

（略） 

１～４ （略） 

 

一般 166 ５ 福祉サービスの拡充 

(１) 定員以上の入所者及び通所者を受け入れている市

有の入所・通所施設を対象に、人員の確保や必要と

なる設備の導入を行うとともに、民間の施設を対象

に支援を行う。 

５ 福祉サービスの拡充 

・定員以上の入所者及び通所者を受け入れている市有の

入所・通所施設を対象に、人員の確保や必要となる設

備の導入を行うとともに、民間の施設を対象に支援を

行う。 
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(２) 緊急通報システムの整備、巡回の実施といった在

宅福祉サービスの充実を図る。 

(３) 被災児童等については、学校巡回相談等を実施す

るとともに、児童相談所等の専門相談所を設置す

る。 

・緊急通報システムの整備、巡回の実施といった在宅福

祉サービスの充実を図る。 

・被災児童等については、学校巡回相談等を実施すると

ともに、児童相談所等の専門相談所を設置する。 

 ６ （略） ６ （略）  

一般 166 第４節 公共施設の災害復旧 

[観光、福祉、保健所、子ども、農水、都市、建築、建

設、水道、下水、教育] 

各種施設の災害復旧計画の策定にあたっては、災害の実態

を的確に把握するとともに、社会的及び経済的な諸要因も検

討のうえ、総合的な見地にたって策定し、緊急度の高いもの

から、ただちに復旧事業に着手して早期完了に努めるものと

する。 

災害復旧計画は、災害発災後被災した各施設の原形復旧に

あわせて、再度、災害の発生を防止するため、必要な施設の

新設又は改良を行うなど、将来の災害に備える事業の対策に

ついての計画とし、「第３章 災害応急対策」に基づく応急復

旧終了後、被害の程度を十分検討して、おおむね次に掲げる

事業について計画を図るものとする。 

第４節 公共施設の災害復旧 

[観光、福祉、保健所、子ども、農水、都市、建築、建

設、水道、下水、教育] 

各種施設の災害復旧計画の策定にあたっては、災害の実態

を的確に把握するとともに、社会的及び経済的な諸要因も検

討のうえ、総合的な見地にたって策定し、緊急度の高いもの

から、直ちに復旧事業に着手して早期完了に努める。 

災害復旧計画は、災害発災後被災した各施設の原形復旧に

あわせて、再度、災害の発生を防止するため、必要な施設の

新設又は改良を行うなど、将来の災害に備える事業の対策に

ついての計画とし、▼「第３章 災害応急対策」に基づく応急

復旧終了後、被害の程度を十分検討して、おおむね次に掲げ

る事業について計画を図る。 

 

 

 （略） （略）  

 （移動） 

 

 

 

第５節 激甚災害の指定 

[財政] 

大規模災害発生後に、迅速かつ的確な被害調査を行い、当

該被害が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す

地震対策編から移動 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 災害復旧に伴う財政措置 

（略） 

る法律（以下、「激甚災害法」という。）に基づく激甚災害の

指定を受けるため必要な事項を定める。 

・市長は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を十

分に考慮して、被害状況を調査し知事に報告する。 

・市長は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調

書等を作成し県関係部局に提出しなければならない。 

 

第６節 災害復旧に伴う財政措置 

（略） 

一般 168 第６節 事業者等が行う災害復旧への助成 

[商工、農水] 

（略） 

第７節 事業者等が行う災害復旧への助成 

[商工、農水] 

（略） 

 

 

一般 168 １ 農業関係災害融資制度 １ 農業関係災害融資制度  

一般 168 (１) 被害農業者の経営資金（天災による被害農林漁業

者等に対する資金の融資に関する暫定措置法（昭和

30 年法律第 136 号）（以下「天災融資法」という。）

に基づく融資制度） 

農作物等の減収量が平年の収穫量の30％以上で、

かつ、これによる損失額が平年の農業総収入額の

10％以上である者、または樹体損失額30％以上であ

る者 

(２) 日本政策金融公庫資金融資制度 

ア 農林漁業セーフティネット資金 

地震・津波などにより損害を受けた農業経営の

維持安定に必要な長期運転資金 

融資制度 内容 

被害農業者の経営資金

（天災による被害農林

漁業者等に対する資金

の融資に関する暫定措

置法（昭和 30 年法律第

136 号）（以下「天災融

資法」という。）に基づ

く融資制度） 

農作物等の減収量が平年の収穫量

の 30％以上で、かつ、これによる

損失額が平年の農業総収入額の

10％以上である者、または樹体損

失額 30％以上である者 

日本政

策金融

公庫資

農林漁業セー

フティネット

資金 

地震・津波などにより損害を受け

た農業経営の維持安定に必要な長

期運転資金 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

イ 農林漁業施設資金（災害復旧施設） 

主要な事業用資産につき地震・津波などにより

被害を受けた、農舎、畜舎、農産物処理加工施

設、保管貯蔵施設、直売施設、農機具等の復旧、

果樹の改植または補植に必要な資金 

ウ その他の対象資金 

(ア) スーパーＬ資金（農業経営基盤強化資金） 

(イ) 経営体育成強化資金 

(ウ) 農業改良資金 

(エ) 農業経営基盤整備資金 

(３) 農業近代化資金 

認定農業者が農業用施設（農作業場、温室、ハウ

スなど）の復旧に資金を要する場合 

(４) 農林水産業災害対策資金 

台風等の自然災害による被災後１か月間の農林水

産業の収入が 10％減少または被害額が 20 万円以上の

農業者が、経営安定のための運転資金や生活維持に

必要な資金 

 

金融資

制度 

農林漁業施設

資金（災害復

旧施設） 

主要な事業用資産につき地震・津

波などにより被害を受けた、農

舎、畜舎、農産物処理加工施設、

保管貯蔵施設、直売施設、農機具

等の復旧、果樹の改植または補植

に必要な資金 

その他の対象

資金 

(ア) スーパーＬ資金（農業経営

基盤強化資金） 

(イ) 経営体育成強化資金 

(ウ) 農業改良資金 

(エ) 農業経営基盤整備資金 

農業近代化資金 認定農業者が農業用施設（農作業

場、温室、ハウスなど）の復旧に

資金を要する場合 

農林水産業災害対策資

金 

台風等の自然災害による被災後１

か月間の農林水産業の収入が 10％

減少または被害額が 20万円以上の

農業者が、経営安定のための運転

資金や生活維持に必要な資金 
 

一般 168 ２ 林業関係災害融資制度 ２ 林業関係災害融資制度  

一般 168 各種災害融資制度は、次のようなものである。 

(１) 天災融資法に基づく被害林業者への経営資金融資 

木材その他林産物等の損失額が平年の林業による

総収入額の 10％以上である者又は施設の損失額が被

害時の価額の 50％以上である者 

融資制度 内容 

天災融資法に基づく被

害林業者への経営資金

融資 

木材その他林産物等の損失額が平

年の林業による総収入額の 10％以

上である者又は施設の損失額が被

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(２) 日本政策金融公庫資金融資制度 

ア 農林漁業セーフティネット資金 

地震・津波などにより損害を受けた林業経営の

維持安定に必要な長期運転資金 

イ 農林漁業施設資金（災害復旧施設） 

主要な事業用資産につき地震・津波などにより

被害を受けた、素材、樹苗及び特用林産物の生産

施設、林産物処理加工・流通・販売施設及び機械

等の復旧に必要な資金 

ウ その他の対象資金 

林業基盤整備資金 

(３) 森林国営保険法による災害保険制度（森林国営保

険） 

保険加入者に対して、森林火災及び気象災害の損

失、損害補てんを行う。 

(４) 農林水産業災害対策資金 

台風等の自然災害による被災後１か月間の農林水

産業の収入が 10％減少または被害額が 20 万円以上の

林業者が、経営安定のための運転資金や生活維持に

必要な資金 

 

害時の価額の 50％以上である者 

日本政

策金融

公庫資

金融資

制度 

農林漁業セー

フティネット

資金 

地震・津波などにより損害を受け

た林業経営の維持安定に必要な長

期運転資金 

農林漁業施設

資金（災害復

旧施設） 

主要な事業用資産につき地震・津

波などにより被害を受けた、素

材、樹苗及び特用林産物の生産施

設、林産物処理加工・流通・販売

施設及び機械等の復旧に必要な資

金 

その他の対象

資金 

林業基盤整備資金 

森林国営保険法による

災害保険制度（森林国

営保険） 

保険加入者に対して、森林火災及

び気象災害の損失、損害補てんを

行う。 

農林水産業災害対策資

金 

台風等の自然災害による被災後１

か月間の農林水産業の収入が 10％

減少または被害額が 20万円以上の

林業者が、経営安定のための運転

資金や生活維持に必要な資金 
 

一般 169 ３ 漁業関係災害融資制度 ３ 漁業関係災害融資制度  

一般 169 (１) 天災融資法に基づく被害漁業者への経営資金融資 

魚類等の流失等による水産物の損失額が平年の漁

業総収入額の 10％以上の者又は漁船、漁具等の損壊

等による損失額が当該施設の被害時における価額の

融資制度 内容 

天災融資法に基づく被

害漁業者への経営資金

魚類等の流失等による水産物の損

失額が平年の漁業総収入額の 10％

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

50％以上の者 

(２) 日本政策金融公庫融資制度 

ア 農林漁業セーフティネット資金 

漁業者が不慮の災害や社会的・経済的環境の変

化等によって売り上げが減少し、資金繰りに支障

を来している場合等に、経営の維持安定に必要な

長期運転資金を融資する制度 

イ 農林漁業施設資金（災害復旧施設） 

主要な事業用資産につき地震・津波などにより

被害を受けた、漁船、漁具、漁場改良造成施設、

内水面養殖施設、海面養殖施設、漁船漁業用施設

等の復旧に必要な資金 

ウ その他の対象資金 

(ア) 漁船資金 

(イ) 漁業経営改善支援資金 

(ウ) 漁業経営安定資金 

(エ) 漁業基盤整備資金 

(３) 農林水産業災害対策資金 

台風等の自然災害による被災後１か月間の農林水

産業の収入が10％減少または被害額が 20 万円以上の

水産業者が、経営安定のための運転資金や生活維持

に必要な資金。 

 

融資 以上の者又は漁船、漁具等の損壊

等による損失額が当該施設の被害

時における価額の 50％以上の者 

日本政

策金融

公庫資

金融資

制度 

農林漁業セー

フティネット

資金 

漁業者が不慮の災害や社会的・経

済的環境の変化等によって売り上

げが減少し、資金繰りに支障を来

している場合等に、経営の維持安

定に必要な長期運転資金を融資す

る制度 

農林漁業施設

資金（災害復

旧施設） 

主要な事業用資産につき地震・津

波などにより被害を受けた、漁

船、漁具、漁場改良造成施設、内

水面養殖施設、海面養殖施設、漁

船漁業用施設等の復旧に必要な資

金 

その他の対象

資金 

(ア) 漁船資金 

(イ) 漁業経営改善支援資金 

(ウ) 漁業経営安定資金 

(エ) 漁業基盤整備資金 

農林水産業災害対策資

金 

台風等の自然災害による被災後１

か月間の農林水産業の収入が 10％

減少または被害額が 20万円以上の

水産業者が、経営安定のための運

転資金や生活維持に必要な資金 
 

 第７節 （略） 第８節 （略）  
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青字…各編に重複する記載の集約・削除、文章表現の統一等  資料２-２ 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡市地域防災計画 
 

（令和６年９月修正） 
 

 

 

風水害対策編 

【再編案】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡市地域防災計画 
 

（令和７年１月修正） 
 

 

 

風水害対策編 

【修正案】 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

  図表番号 タイトル 頁 

表１－１ 部局名表記の略号一覧 2 

表３－１ 水位情報の提供方法 26 

表３－２ 河川状況の映像情報、氾濫発生の際の浸水想定情

報の提供方法 

26 

表３－３ 気象予報等の提供方法 30 

図３－１ 静岡県の氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）の設

定 

41 

 

他編との整合 

水防 1 第１章 総則 

 

第１章 総則 

 

 

水防 1 第１節 目的 【水防】 

 

この計画は、水防法(昭和 24年法律第 193号。以下「法」と

いう。)第４条の規定に基づき、静岡県知事から指定された指

定水防管理団体である静岡市が、法第 33 条第 1 項の規定及び

災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)の趣旨に基づき作成

するもので、水防事務の調整及びその円滑な実施のため必要

な事項を規定し、静岡市の地域にかかる河川、海岸等の洪

水、津波又は高潮による水災を警戒し、防御し、及びこれに

よる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的

とする。 

 

 

第１節 目的 【水防】 

 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）（以

下「法」という。）第 42条の規定に基づき作成する「静岡市地

域防災計画（以下「地域防災計画」という。）」の「風水害対

策編」として定めるものである。静岡市内における風水害の

予防と風水害時の対策について、市及び行政区域内の防災関

係機関（以下「防災関係機関」という。）の連携のもとに実施

する総合的な対策の大綱を定めることにより、静岡市民の生

命、身体及び財産を風水害から守ることを目的とする。 

なお、本計画は、水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第４条の

規定に基づき、静岡県知事から指定された指定水防管理団体

である静岡市が、水防法第 33 条第 1 項の規定及び法の趣旨に

基づき、水防事務の調整及びその円滑な実施のため必要な事

項を規定し、静岡市の地域にかかる河川、海岸等の洪水、内

水、津波又は高潮による水災を警戒し、防御し、及びこれに

よる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的

として定められる水防計画を包括した計画とする。 

 

 

他編との整合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

※本編における水防計画該当箇所には、「【水防】」と明記す

る。 

 （新規） 第２節 計画の構成 

 

風水害対策編は、以下の各章から構成する。 

第 １ 編 

総則 

この計画の目的、構成、予想される災害等、計

画の基本となる事項を示す。 

第 ２ 編 

災害予防

計画 

平常時の教育、広報、訓練及び災害予防の対策

を示す。 

第 ３ 編 

災害応急

対策 

災害が発生又は発生しようとしている場合の対

策を示す。 

 

他編との整合 

 （新規） ※各節の記載内容に主な担当部局がある場合には、下表の略

号にて示す。 

※災害対応は静岡市一丸となって取り組むものであるから、

ここに記載されている部局が全ての対応を行うという意味

で捉えてはならない。また、ここに記載されていない部局

は当該の対応を行わないという意味で捉えてはならない。 

表 １-１ 部局名表記の略号一覧 

局等 部 略号 

危機管理局  危機 

総務局  総務 

総合政策局  総政 

他編との整合 



令和６年度 静岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案 新旧対照表 

4 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

財政局 
財政部 財政 

税務部 税務 

市民局  市民 

区役所  区 

観光交流文化局  観光 

環境局  環境 

保健福祉長寿局 

健康福祉部 福祉 

保健衛生医療部 衛生 

保健所 保健所 

清水病院 病院 

子ども未来局  子ども 

経済局 
商工部 商工 

農林水産部 農水 

都市局 
都市計画部 都市 

建築部 建築 

建設局 
土木部 

建設 
道路部 

会計室  会計 

消防局 
消防部 

消防 
警防部 

上下水道局 水道部 水道 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

下水道部 下水 

教育局  教育 
 

水防 1 第３節 用語の定義 【水防】 

 

この水防計画書における主な水防用語の定義は、以下のと

おりである。 

第３節 用語の定義 【水防】 

 

この計画における主な用語の定義は、以下のとおりであ

る。 

 

 

表現の適正化 

水防 1 １ 静岡市水防本部 

静岡市の行政区域内に係る水防を総括するために、水

防管理者（市長）を本部長とする水防に関係する課等で

水防本部を編成し、事務局を危機管理課内に設置する。 

 

１ 静岡市水防本部 

洪水、高潮、津波のおそれがあると認められるとき

は、水防管理者（市長）は、水防に関係する課、水防団

及び消防団にて構成する水防本部を設置する。ただし、

静岡市災害対策本部が設置された場合、水防本部は、災

害対策本部に統合される。 

 

内容の充実化 

水防 1 ２ 静岡市災害対策本部 

災害対策に関する一元的体制を確立し、防災、災害救

助、災害警備及び災害応急復旧等の措置を迅速かつ強力

に実施するため、災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合で市長が必要と認めたとき、災害対策基本法及

び静岡市災害対策本部条例(平成15年市条例第294号)に基

づき設置する機関をいう。 

２ 静岡市災害対策本部 

災害対策に関する一元的体制を確立し、防災、災害救

助、災害警備及び災害応急復旧等の措置を迅速かつ強力

に実施するため、災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合で市長が必要と認めたとき、法及び静岡市災害

対策本部条例(平成15年市条例第294号)に基づき設置する

機関をいう。 

 

 

 

 

 

水防 1 ３ 水防管理団体(法第２条第２項) 

（略） 

３ 水防管理団体(水防法第２条第２項) 

（略） 

 

水防 1 ４ 指定水防管理団体(法第４条) 

（略） 

４ 指定水防管理団体(水防法第４条) 

（略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

水防 1 ５ 水防管理者(法第２条第３項) 

（略） 

５ 水防管理者(水防法第２条第３項) 

（略） 

 

水防 1 ６ 消防機関(法第２条第４項) 

（略） 

６ 消防機関(水防法第２条第４項) 

（略） 

 

水防 1 ７ 消防機関の長(法第２条第５項) 

（略） 

７ 消防機関の長(水防法第２条第５項) 

（略） 

 

水防 1 ８ 水防団 

法第６条に規定する水防団をいう。 

８ 水防団 

水防法第６条に規定する水防団をいう。 

 

 

水防 1 ９ 量水標管理者 

(１) 量水標、験潮儀その他の水位観測施設の管理者を

いう(法第２条第７項、法第 10条第３項)。 

(２) 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、都

道府県の水防計画で定めるところにより、水位を通

報及び公表しなければならない(法第 12条)。 

９ 量水標管理者 

(１) 量水標、験潮儀その他の水位観測施設の管理者を

いう(水防法第２条第７項、水防法第 10条第３項)。 

(２) 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、都

道府県の水防計画で定めるところにより、水位を通

報及び公表しなければならない(水防法第 12条)。 

 

 

 

 

 

水防 1 10 洪水予報河川 

国土交通大臣又は都道府県知事が、流域面積が大きい

河川で、洪水により国民経済上重大又は相当な損害が生

じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大

臣又は都道府県知事は、洪水予報河川について、気象庁

長官と共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の水位

又は流量を示して洪水の予報等を行う(法第10条第２項、

法第11条第１項、気象業務法(昭和27年法律第165号)第14

条の２第２項及び第３項)。 

10 洪水予報河川 

国土交通大臣又は都道府県知事が、流域面積が大きい

河川で、洪水により国民経済上重大又は相当な損害が生

じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大

臣又は都道府県知事は、洪水予報河川について、気象庁

長官と共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の水位

又は流量を示して洪水の予報等を行う(水防法第10条第２

項、水防法第11条第１項、気象業務法(昭和27年法律第

165号)第14条の２第２項及び第３項)。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

水防 1 11 水防警報 

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水、津波又は高

潮により国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれ

があると認めて指定した河川、海岸(水防警報河川等)に

ついて、国土交通省又は都道府県の機関が、洪水、津波

又は高潮によって災害が起こるおそれがあるとき、水防

を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう(法第２条

第８項、法第16条)。 

11 水防警報 

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水、津波又は高

潮により国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれ

があると認めて指定した河川、海岸(水防警報河川等)に

ついて、国土交通省又は都道府県の機関が、洪水、津波

又は高潮によって災害が起こるおそれがあるとき、水防

を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう(水防法第

２条第８項、水防法第16条)。 

 

 

 

 

 

 

 

水防 2 12 水位周知河川 

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報河川以外

の河川で洪水により国民経済上重大又は相当な損害が生

じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大

臣又は都道府県知事は、水位周知河川について、当該河

川の水位があらかじめ定めた氾濫危険水位(洪水特別警戒

水位)に達したとき、水位又は流量を示して通知及び周知

を行う(法第13条)。 

12 水位周知河川 

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報河川以外

の河川で洪水により国民経済上重大又は相当な損害が生

じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大

臣又は都道府県知事は、水位周知河川について、当該河

川の水位があらかじめ定めた氾濫危険水位(洪水特別警戒

水位)に達したとき、水位又は流量を示して通知及び周知

を行う(水防法第13条)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13（略） 13（略）  

水防 2 14 水防団待機水位(通報水位) 

量水標の設置されている地点ごとに都道府県知事が定

める水位で、各水防機関が水防体制に入る水位(法第12条

第１項に規定される通報水位)をいう。 

水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮の

おそれがある場合において、量水標等の示す水位が水防

団待機水位(通報水位)を超えるときは、その水位の状況

を関係者に通報しなければならない。 

14 水防団待機水位(通報水位) 

量水標の設置されている地点ごとに都道府県知事が定

める水位で、各水防機関が水防体制に入る水位(水防法第

12条第１項に規定される通報水位)をいう。 

水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮の

おそれがある場合において、量水標等の示す水位が水防

団待機水位(通報水位)を超えるときは、その水位の状況

を関係者に通報しなければならない。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

水防 2 15 氾濫注意水位(警戒水位) 

水防団等待機水位(通報水位)を超える水位であって、

洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして

都道府県知事が定める水位(法第12条第２項に規定される

警戒水位)をいう。水防団の出動の目安となる水位であ

る。 

（略） 

15 氾濫注意水位(警戒水位) 

水防団等待機水位(通報水位)を超える水位であって、

洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして

都道府県知事が定める水位(水防法第12条第２項に規定さ

れる警戒水位)をいう。水防団の出動の目安となる水位で

ある。 

（略） 

 

 

 

 

 16（略） 16（略）  

水防 2 17 氾濫危険水位 

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起

こるおそれがある水位をいう。市町長の避難指示の発表

判断の目安となる水位である。水位周知河川において

は、法第13条第１項及び第２項に規定される洪水特別警

戒水位に相当する。 

17 氾濫危険水位 

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起

こるおそれがある水位をいう。市町長の避難指示の発表

判断の目安となる水位である。水位周知河川において

は、水防法第13条第１項及び第２項に規定される洪水特

別警戒水位に相当する。 

 

 

 

 

水防 2 18 洪水特別警戒水位 

法第13条第１項及び第２項に定める洪水による災害の

発生を特に警戒すべき水位。氾濫危険水位に相当する。

国土交通大臣または都道府県知事は、指定した水位周知

河川においてこの水位に到達したときは、水位到達情報

を発表しなければならない。 

18 洪水特別警戒水位 

水防法第13条第１項及び第２項に定める洪水による災

害の発生を特に警戒すべき水位。氾濫危険水位に相当す

る。国土交通大臣又は都道府県知事は、指定した水位周

知河川においてこの水位に到達したときは、水位到達情

報を発表しなければならない。 

 

 

 19（略）  19（略）  

水防 2 20 洪水浸水想定区域 

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防

止することにより、水災による被害の軽減を図るため、

20 洪水浸水想定区域 

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防

止することにより、水災による被害の軽減を図るため、
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

想定し得る最大規模の降雨により当該河川において氾濫

が発生した場合に浸水が想定される区域として国土交通

大臣又は都道府県知事が指定した区域をいう(法第14

条)。 

想定し得る最大規模の降雨により当該河川において氾濫

が発生した場合に浸水が想定される区域として国土交通

大臣又は都道府県知事が指定した区域をいう(水防法第14

条)。 

水防 37 21 水防計画 

(１) 市は、静岡県水防計画に応じた水防計画を定め、

毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めると

きは変更しなければならない。 

(２) 水防計画を変更するときは、あらかじめ水防協議

会に諮るとともに静岡県知事に届け出るものとす

る。 

(３) 水防計画を変更したときは、その要旨を公表する

ものとする。 

(４) 水防計画を定めたときは、関係機関に配布するも

のとする。 

(５)（略） 

21 水防計画 

(１) 市は、静岡県水防計画に応じた水防計画を定め、

毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めると

きは変更しなければならない。 

(２) 水防計画を変更するときは、あらかじめ静岡市防

災会議（以下「防災会議」という。）に諮る。 

 

(３) 水防計画を変更したときは、その要旨を公表する

とともに静岡県知事に届け出る。 

(４) 水防計画を定めたときは、関係機関に配布する。 

 

(５)（略） 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

表現の適正化 

水防 37 22 水防協議会 

水防管理者は、水防計画その他水防に関し重要な事項

を調査審議させるために、水防協議会を置くものとす

る。水防協議会に関し必要な事項は、法第34条に定める

もののほか、条例で定めるものとする。 

（削除）  

水防 37 23 大規模氾濫減災協議会 

国土交通大臣が組織する大規模氾濫減災協議会及び知

事が組織する都道府県大規模氾濫減災協議会において取

りまとめられた「地域の取組方針」については、水防計

22 大規模氾濫減災協議会（水防法第 15条の９） 

国土交通大臣が組織する大規模氾濫減災協議会及び知

事が組織する都道府県大規模氾濫減災協議会において取

りまとめられた「地域の取組方針」については、水防計

表現の適正化 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

画へ反映するなどして、取組を推進するものとする。 画へ反映するなどして、取組を推進する。 

水防 1 第４節 水防の責任等 【水防】 

 

水防に関係する各主体について、水防法等に規定されてい

る責任及び義務はつぎのとおりである。 

第４節 水防の責任等 【水防】 

 

水防に関係する各主体について、水防法等に規定されてい

る責任及び義務は次のとおりである。 

 

水防 3 １ 水防管理団体(静岡市)の責任 

(１) 水防組織の確立(法第３条) 

(２) 水防団の設置(法第５条) 

(３) 水防団員等の公務災害補償(法第６条) 

(４) 水防倉庫、資器材の整備 

(５) 通信連絡系統の確立(法第 27条) 

(６) 平常時における河川、遊水池及び海岸等の巡視(法

第９条) 

(７) 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保

及び浸水の防止のための措置(法第 15条) 

(８) 避難確保計画又は浸水防止計画を作成していない

地下街等の所有者又は管理者への必要な指示、指示

に従わなかった旨の公表(法第 15条) 

(９) 避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設

の所有者又は管理者への必要な指示、指示に従わな

かった旨の公表。要配慮者利用施設の所有者又は管

理者より報告を受けた避難確保計画及び避難訓練の

結果についての助言・勧告(法第 15条) 

(10) 予想される水災の危険の周知(法第 15条) 

(11) 水防従事者に対する災害補償(法第 45条) 

(12) 消防事務との調整(法第 50条) 

１ 市 

(１) 水防組織の確立(水防法第３条) 

(２) 水防団、消防団の整備(水防法第５条) 

(３) 水防団員等の公務災害補償(水防法第６条) 

(４) 水防倉庫、資器材の整備 

(５) 通信連絡系統の確立(水防法第 27条) 

(６) 平常時における河川、遊水池及び海岸等の巡視(水防

法第９条) 

(７) 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及

び浸水の防止のための措置(水防法第 15条) 

(８) 避難確保計画又は浸水防止計画を作成していない地

下街等の所有者又は管理者への必要な指示、指示に従

わなかった旨の公表(水防法第 15条) 

(９) 避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設の

所有者又は管理者への必要な指示、指示に従わなかっ

た旨の公表。要配慮者利用施設の所有者又は管理者よ

り報告を受けた避難確保計画及び避難訓練の結果につ

いての助言・勧告(水防法第 15条) 

(10) 予想される水災の危険の周知(水防法第 15条) 

(11) 水防従事者に対する災害補償(水防法第 45条) 

表による整理 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(13) 水防計画の作成及び変更(法第 33条) 

(14) 水防時における適正な水防活動の実施 

主たる内容は 

ア 水防に要する費用の自己負担の確保(法第 41条) 

イ 水防団及び消防機関の出動準備又は出動(法第 17

条) 

ウ 通信網の点検 

エ 水防資器材の整備点検、調達並びに輸送の確保 

オ 雨量、水位観測等の的確な実施 

カ 緊急通行により損失を受けた者への損失の補償

(法第 19条) 

キ 警戒区域の設定(法第 21条) 

ク 堤防等決壊の通報及び決壊後の措置(法第 25、26

条) 

ケ 公用負担(法第 28条) 

コ 住民の水防活動従事の指示(法第 24条) 

サ 警察官の援助の要求(法第 22条) 

シ 避難のための立退きの指示(法第 29条) 

ス 自衛隊の派遣要請(知事を経由する 自衛隊法第

83条) 

セ 他の水防管理者又は市町長若しくは消防長への

応援要請(法第 23条) 

ソ 水防解除の指示 

タ 水防てん末報告書の提出(法第 47条) 

(15) 水防協議会の設置(法第 34条) 

(16) 水防団員数の確保(法第 35条) 

(12) 消防事務との調整(水防法第 50条) 

(13) 水防計画の作成及び変更(水防法第 33条) 

(14) 水防時における適正な水防活動の実施 

主たる内容は 

ア 水防に要する費用の自己負担の確保(水防法第 41

条) 

イ 水防団及び消防機関の出動体制の確保(水防法第 17

条) 

ウ 通信網の点検 

エ 水防資器材の整備点検、調達並びに輸送の確保 

オ 雨量、水位観測等の的確な実施 

カ 緊急通行により損失を受けた者への損失の補償(水

防法第 19条) 

キ 警戒区域の設定(水防法第 21条) 

ク 堤防等決壊の通報及び決壊後の措置(水防法第 25、

26条) 

ケ 公用負担(水防法第 28条) 

コ 住民の水防活動従事の指示(水防法第 24条) 

サ 警察官の出動要請(水防法第 22条) 

シ 避難のための立退きの指示(水防法第 29条) 

ス 自衛隊の派遣要請(知事を経由する 自衛隊法第 83

条) 

セ 他の水防管理者又は市町長若しくは消防長への応

援要請(水防法第 23条) 

ソ 水防解除の指示 

タ 水防てん末報告書の提出(水防法第 47条) 

 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 



令和６年度 静岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案 新旧対照表 

12 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(17) 水防訓練の実施(法第 32条) (15) 水防団員数の確保(水防法第 35条) 

(16) 水防訓練の実施(水防法第 32条) 
 

水防 4 ２ 県の責任 

(１) 県内の水防管理団体が行う水防の十分な実施の確

保(法第３条) 

(２) 指定水防管理団体の指定(法第４条) 

(３) 水防計画の策定及び要旨の公表(法第７条) 

(４) 水防管理団体が行う水防への協力(河川法) 

(５) 都道府県水防協議会の設置(法第８条) 

(６) 水防事務の調整及び円滑な実施（法第 3条） 

(７) 気象予報及び警報、洪水予報の通知(法第 10条) 

(８) 洪水予報の発表及び通知(法第 11条、気象業務法第

14条) 

(９) 水位の通報及び公表(法第 12条) 

(10) 水位周知河川の水位到達情報通知及び周知(法第 13

条) 

(11) 洪水浸水想定区域の指定、公表及び通知(法第 14

条) 

(12) 都道府県大規模氾濫減災協議会の設置(法第 15条) 

(13) 水防警報の発表及び通知並びに水防警報河川等指

定したときの公示(法第 16条) 

(14) 水防信号の指定(法第 20条) 

(15) 避難のための立退きの指示(法第 29条) 

(16) 緊急時の水防管理者、水防団長又は消防機関の長

への指示(法第 30条) 

(17) 水防団員の定員の基準の設定(法第 35条) 

２ 県 

(１) 県内の水防管理団体が行う水防の十分な実施の確保

(水防法第３条) 

(２) 指定水防管理団体の指定(水防法第４条) 

(３) 水防計画の策定及び要旨の公表(水防法第７条) 

(４) 水防管理団体が行う水防への協力(河川法) 

(５) 都道府県水防協議会の設置(水防法第８条) 

(６) 水防事務の調整及び円滑な実施（水防法第 3条） 

(７) 気象予報及び警報、洪水予報の通知(水防法第 10条) 

(８) 洪水予報の発表及び通知(水防法第 11条、気象業務法

第 14条) 

(９) 水位の通報及び公表(水防法第 12条) 

(10) 水位周知河川の水位到達情報通知及び周知(水防法第

13条) 

(11) 洪水浸水想定区域の指定、公表及び通知(水防法第 14

条) 

(12) 都道府県大規模氾濫減災協議会の設置(水防法第 15

条) 

(13) 水防警報の発表及び通知並びに水防警報河川等指定

したときの公示(水防法第 16条) 

(14) 水防信号の指定(水防法第 20条) 

(15) 避難のための立退きの指示(水防法第 29条) 

(16) 緊急時の水防管理者、水防団長又は消防機関の長へ

の指示(水防法第 30条) 

表による整理 



令和６年度 静岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案 新旧対照表 

13 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(18) 水防管理団体が負担する費用の補助(法第 44条) 

(19) 水防に関する必要な報告(法第 47条) 

(20) 水防管理団体に対する水防に関する勧告及び助言

(法第 48条) 

(17) 水防団員の定員の基準の設定(水防法第 35条) 

(18) 水防管理団体が負担する費用の補助(水防法第 44条) 

(19) 水防に関する必要な報告(水防法第 47条) 

(20) 水防管理団体に対する水防に関する勧告及び助言(水

防法第 48条) 
 

水防 4 ３ 国土交通省の責任 

(１) 水防管理団体が行う水防への協力(河川法第 22条) 

(２) 洪水予報の発表及び通知(法第 10条、気象業務法第

14条) 

(３) 量水標管理者からの水位の通報及び公表(法第 12

条) 

(４) 水位周知河川の水位到達情報の通知及び周知(法第

13条) 

(５) 洪水予報又は水位到達情報の通知の関係市町村長

への通知(法第 13条) 

(６) 洪水浸水想定区域の指定、公表及び通知(法第 14

条) 

(７) 大規模氾濫減災協議会の設置(法第 15条) 

(８) 水防警報の発表及び通知(法第 16条) 

(９) 重要河川における都道府県知事等に対する指示(法

第 31条) 

(10) 特定緊急水防活動(法第 32条) 

(11) 都道府県等に対する水防に関する勧告及び助言(法

第 48条) 

３ 国土交通省 

(１) 水防管理団体が行う水防への協力(河川法第 22条) 

(２) 洪水予報の発表及び通知(水防法第 10条、気象業務法

第 14条) 

(３) 量水標管理者からの水位の通報及び公表(水防法第 12

条) 

(４) 水位周知河川の水位到達情報の通知及び周知(水防法

第 13条) 

(５) 洪水予報又は水位到達情報の通知の関係市町村長へ

の通知(水防法第 13条) 

(６) 洪水浸水想定区域の指定、公表及び通知(水防法第 14

条) 

(７) 大規模氾濫減災協議会の設置(水防法第 15条) 

(８) 水防警報の発表及び通知(水防法第 16条) 

(９) 重要河川における都道府県知事等に対する指示(水防

法第 31条) 

(10) 特定緊急水防活動(水防法第 32条) 

(11) 都道府県等に対する水防に関する勧告及び助言(水防

法第 48条) 
 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

水防 5 ４ 気象庁の責任 

(１) 気象、津波、高潮及び洪水の予報及び警報の発表

及び通知(法第 10条、気象業務法第 14条) 

(２) 洪水予報の発表及び通知(法第 10 条、法第 11 条並

びに気象業務法第 14条) 

４ 気象庁 

(１) 気象、津波、高潮及び洪水の予報及び警報の発表及

び通知(水防法第 10条、気象業務法第 14条) 

(２) 洪水予報の発表及び通知(水防法第 10 条、法第 11 条

並びに気象業務法第 14条) 
 

表による整理 

水防 5 ５ 居住者等の義務 

(１) 水防活動への従事(法第 24条) 

(２) 水防通信への協力(法第 27条) 

 

５ 居住者等 

(１) 水防活動への従事(水防法第 24条) 

(２) 水防通信への協力(水防法第 27条) 
 

表による整理 

水防 5 第５節 津波における留意事項 【水防】 

 

津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて「遠地

津波」と「近地津波」に分類して考えられる。遠地津波の場

合は、原因となる地震発生からある程度時間が経過した後、

津波が襲来する。近地津波の場合は、原因となる地震発生か

ら短時間のうちに津波が襲来する。従って、水防活動及び水

防従事者自身の避難に利用可能な時間は異なる。 

遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、

水防活動、避難誘導等が可能なことがある。しかし、近地津

波で、かつ安全な避難場所への避難に時間がかかる場合は、

水防従事者自身の避難以外の行動が取れないことが多い。従

って、あくまでも水防従事者自身の避難時間を確保したうえ

で、避難誘導や水防活動を実施しなければならない。 

 

 

第５節 津波における留意事項 【水防】 

 

・津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて「遠地

津波」と「近地津波」に分類して考えられる。 

・遠地津波の場合は、原因となる地震発生からある程度時間

が経過した後、津波が襲来する。近地津波の場合は、原因

となる地震発生から短時間のうちに津波が襲来する。従っ

て、水防活動及び水防従事者自身の避難に利用可能な時間

は異なる。 

・遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、

水防活動、避難誘導等が可能なことがある。 

・近地津波で、かつ安全な避難場所への避難に時間がかかる

場合は、水防従事者自身の避難以外の行動が取れないこと

が多い。従って、あくまでも水防従事者自身の避難時間を

確保したうえで、避難誘導や水防活動を実施しなければな

らない。 

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案 新旧対照表 

15 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

水防 5 第６節 安全配慮 【水防】 

 

（略） 

・水防活動時にはライフジャケット等を着用する。 

・水防活動時の安否確認を可能にするため、非常時でも利

用可能な通信機器を携行する。 

・水防活動時にはラジオ等を携行するなど、最新の気象情

報等を入手可能な状態で活動する。 

・指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起

因する事故を防止するため団員を随時交代させる。 

 

・水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。 

・指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、水防団員

等の安全を確保するため、必要に応じ、速やかに退避を

含む具体的な指示や注意を行う。 

・指揮者は水防団員等の安全確保のため、予め活動可能な

時間等を水防団員等へ周知し、共有しなければならな

い。 

・指揮者は、活動中の不測の事態に備え、退避方法、退避

場所、退避を指示する合図等を事前に徹底する。 

・津波浸水想定の区域内にある水防団、消防機関は、気象

庁が発表する津波警報等の情報を入手し、活動可能時間

が確保できることを確認するまでは、原則として退避を

優先する。 

・平時から、水防活動時の安全確保について、水防従事者

第６節 安全配慮 【水防】 

 

（略） 

・水防活動時にはライフジャケット等を着用する。 

・水防活動時の安否確認を可能にするため、非常時でも利用

可能な通信機器を携行する。 

・水防活動時にはラジオ等を携行するなど、最新の気象情報

等を入手可能な状態で活動する。 

・指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因

する事故を防止するため団員を随時交代させる。 

・水防活動は原則として複数人で行う。 

・水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。 

・指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、水防団員等

の安全を確保するため、必要に応じ、速やかに退避を含む

具体的な指示や注意を行う。 

・指揮者は水防団員等の安全確保のため、あらかじめ活動可

能な時間等を水防団員等へ周知し、共有しなければならな

い。 

・指揮者は、活動中の不測の事態に備え、退避方法、退避場

所、退避を指示する合図等を事前に徹底する。 

・津波浸水想定の区域内にある水防団、消防機関は、気象庁

が発表する津波警報等の情報を入手し、活動可能時間が確

保できることを確認するまでは、原則として退避を優先す

る。 

・平時から、水防活動時の安全確保について、水防従事者に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

に周知、啓発する 

 

周知、啓発する。 

 

 第７節 予想される災害と地域 

（新規） 

第７節 予想される災害と地域 

１ 風水害 

市内には、安倍川・富士川といった一級河川をはじ

め、約130の河川が流れており、河川整備を進めている

が、気候変動により局地的な豪雨が発生しており、洪水

による災害の発生リスクが高まっている。災害は予期さ

れない事態によって起こるものであり、流域の開発の進

展につれ新しい災害も予想される。 

季節的には、６～７月は梅雨前線活動の活発化によ

り、全県的な大雨や局地的豪雨に見舞われることがあ

る。また８～10月にかけては台風の接近又は上陸によ

り、暴風雨による災害が発生することがある。 

(１) 安倍川流域（一級河川） 

安倍川は県下でも有数の急流河川であり、ほぼ直

線的に駿河湾に注いでいる。また、流域の地質は脆

弱で大谷崩れなど崩壊地等から膨大な砂流出が発生

する急流土砂河川である。河口部で合流する支川の

丸子川沿川の下川原地区などの低平地では内水氾濫

による被害が発生している。 

(２) 富士川流域（一級河川） 

富士川は日本三大急流の一つであり、計画高洪水

流量は北松野で 16,600 ㎥/s と非常に大きな流量とな

っている。駿河湾から山梨・静岡県境までの区間は

一部、堤防高さ不足、堤防断面不足の箇所等があ

風水害対策編新設に

伴う追加 

県計画を参考 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

る。 

(３) 巴川流域（二級河川） 

巴川は、河道の主要区間が低平地である地形的特

徴から排水不良が生じやすいとともに、近年、流域

の都市化の進展に伴う洪水流出量の増大により、浸

水被害が頻繁に発生している。平成 15 年、16 年、26

年、令和４年と記録的豪雨に見舞われ、床上浸水の

被害が発生している。中・下流部の河川沿いは市街

化の進展が著しく、河川が氾濫した場合の被害の大

きさに比して安全度は未だに十分ではない。 

(４) 興津川流域（二級河川） 

興津川は、黒川、布沢川、中河内川などの支川を

併せながら清水区の東部を流下し、駿河湾に注いで

いる。令和４年には台風第 15 号に伴う大雨により、

承元寺取水口が土砂や流木で閉塞等し、断水被害が

発生した。 

 

２ 高潮・高波 

本県は太平洋に面し、長い海岸線を持ち、台風、低気

圧等の影響を受けやすいため、全海岸線にわたって災害

が予想される。 

季節的には８～10月にかけては、台風の影響による高

潮・高波が発生することがある。また、11月下旬から３

月にかけては、海上を吹き抜ける西風のため、高波が発

生することがある。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

３ 土砂災害 

市内の土砂災害警戒区域は、◇資料編による。 

◇資料編７－１：急傾斜地崩壊危険区域指定箇所数総括表、

国土交通省所管地すべり防止区域指定箇所数総括表、危険

箇所整備表 

◇資料編７－２：急傾斜地崩壊危険区域指定箇所一覧表 

◇資料編７－３：地すべり防止区域指定一覧表 

◇資料編７－４：土砂災害危険箇所数 

◇資料編７－５：土砂災害（特別）警戒区域一覧 

一般 19 第２章 災害予防計画 

 

第２章 災害予防計画 

 

 

一般 19 第１節 河川の災害予防計画 

[危機、観光、福祉、子ども、農水、建設、下水、教育] 

 

（略） 

第１節 河川の災害予防計画 

[危機、観光、福祉、子ども、農水、建築、建設、下水、 

教育] 

（略） 

 

担当部局の修正 

一般 19 １ 治水事業 

   （略） 

(１) （略） 

(２) 中小河川整備の推進 

市街地の外縁的な伸展に伴い、雨水流出量の増加

により相対的に浸水・溢水被害の増大が予測される

ため、市街地周辺の中小河川について河道整備、局

部改良工事及び調整池等の整備を環境に配慮しなが

ら推進し浸水被害の軽減を図る。 

２ （略） 

１ 治水事業 

（略） 

(１) （略） 

(２) 中小河川整備の推進 

市街地の外縁的な伸展に伴い、雨水流出量の増加

により相対的に浸水・溢水被害の増大が想定される

ため、市街地周辺の中小河川について河道整備、局

部改良工事及び調整池等の整備を環境に配慮しなが

ら推進し浸水被害の軽減を図る。 

２ （略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

一般 21 ３ 浸水想定区域の周知及び監視体制の整備 

(１) 浸水想定区域の指定と周知 

ア 現在、浸水想定には「洪水」によるものと「内

水」がある。「洪水」は河川氾濫（はんらん：堤防

が破堤し河川から流れ出ること）により被害を受

けるもので「内水」は排水計画を上回る降雨や放

流先河川水位などの影響により道路冠水及び床上

床下浸水が生じるものである。これら各々の要因

から浸水を想定し区域の指定と周知を行う。な

お、指定は各管理者が行う。 

 

イ 洪水と内水による浸水対策には、行政が行う公

助としてのハード対策の強化を進める一方、住民

自らが災害対応する自助を促進することで被害の

最小化を図ることが挙げられ、その方法の一つと

してハザードマップがある。ハザードマップによ

る情報発信は、住民視点で分かりやすくすること

で平常時から住民自身の自助及び防災の意識向上

を目指すものである。 

本市のハザードマップは、国、県が公表してい

る洪水における浸水想定区域図に基づいて作成し

た「洪水ハザードマップ（洪水ひなん地図）」と内

水における浸水想定区域図に基づいて作成した

「内水ハザードマップ（浸水ひなん地図）」があ

る。 

 

３ 浸水想定区域の周知及び監視体制の整備 

(１) 浸水想定区域の指定と周知 

ア 浸水想定区域の種類及び指定等 

現在、浸水想定には「洪水」によるものと「内

水」がある。「洪水」は河川氾濫により被害を受け

るもので「内水」は排水計画を上回る降雨や放流

先河川水位などの影響により道路冠水及び床上床

下浸水が生じるものである。これら各々の要因か

ら浸水を想定し区域の指定と周知を行う。なお、

指定は各管理者が行う。 

イ ハザードマップによる防災意識の向上 

洪水と内水による浸水対策には、行政が行う公

助としてのハード対策の強化を進める一方、住民

自らが災害対応する自助を促進することで被害の

最小化を図ることが挙げられ、その方法の一つと

してハザードマップがある。ハザードマップによ

る情報発信は、住民視点で分かりやすくすること

で平常時から住民自身の自助及び防災の意識向上

を目指すものである。 

本市のハザードマップは、国、県が公表してい

る洪水における浸水想定区域図に基づいて作成し

た「洪水ハザードマップ」と内水における浸水想

定区域図に基づいて作成した「内水ハザードマッ

プ」がある。 

ウ 洪水ハザードマップによる避難確保等に資する

情報提供 

 

 

 

内容整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ウ 「洪水ハザードマップ」では、洪水時に円滑か

つ迅速な避難の確保を図るため、それらに必要な

事項並びに浸水想定区域内に地下街等（地下街そ

の他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用

する施設をいう。以下同じ)又は主として高齢者等

の要配慮者が利用する施設で当該施設の利用者の

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があ

ると認められる施設の名称及び所在地並びにこれ

らの施設への洪水予報等の伝達方法を記載してい

る。 

 

 

宅地建物取引業法により、水害ハザードマップ

が不動産取引時における重要事項説明の対象項目

とされていることから、市は、宅地建物取引業者

が適切に対応できるよう努めるものとする。 

エ 「内水ハザードマップ」は、洪水よりも発生頻

度が高い内水による浸水に関しての情報を提供す

るもので、内水による浸水の影響は、市民生活及

び企業活動にも密接な関わりをもっており、社会

経済的な影響も大きい。そこで、緊急かつ効率的

に浸水被害を軽減するためには、住民の自助及び

共助を効果的に推進し浸水被害の軽減を図る必要

があるため、実災害等を踏まえ必要に応じ見直す

こととする。 

 

「洪水ハザードマップ」では、洪水時に円滑か

つ迅速な避難の確保を図るため、それらに必要な

事項並びに浸水想定区域内に地下街等（地下街そ

の他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用

する施設をいう。以下同じ)又は主として高齢者等

の要配慮者が利用する施設で当該施設の利用者の

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があ

ると認められる施設の名称及び所在地並びにこれ

らの施設への洪水予報等の伝達方法を記載してい

る。 

宅地建物取引業法により、水害ハザードマップ

が不動産取引時における重要事項説明の対象項目

とされていることから、市は、宅地建物取引業者

が適切に対応できるよう努める。 

エ 内水ハザードマップによる浸水被害軽減の推進 

「内水ハザードマップ」は、洪水よりも発生頻

度が高い内水による浸水に関しての情報を提供す

るもので、内水による浸水の影響は、市民生活及

び企業活動にも密接な関わりをもっており、社会

経済的な影響も大きい。そこで、緊急かつ効率的

に浸水被害を軽減するためには、住民の自助及び

共助を効果的に推進し浸水被害の軽減を図る必要

があるため、実災害等を踏まえ必要に応じ見直す

こととする。 

オ 既存ダムを活用した事前放流の推進 

河川管理者は、水害の激甚化、治水対策の緊要
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

オ 河川管理者は、水害の激甚化、治水対策の緊要

性、ダム整備の地理的な制約等を勘案し、緊急時

に既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活

用するため、「ダム洪水調節機能協議会」等を組織

し、利水ダム等の事前放流の取組を推進するもの

とする。 

 

性、ダム整備の地理的な制約等を勘案し、緊急時

に既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活

用するため、「ダム洪水調節機能協議会」等を組織

し、利水ダム等の事前放流の取組を推進するもの

とする。 

一般 21 (２) 監視体制の整備 

 

災害時において、市民の生命・財産を守るため、

河川等の巡視・監視体制を構築するとともに、河川

水位の上昇や内水氾濫などの危険性が高まるなど、

浸水被害が発生するおそれがある場合は、事前に浸

水想定区域内等の住民に避難の呼びかけ等を行うこ

とで、安全な避難行動につなげる。 

 

 

また、監視体制の構築にあたっては、気象庁や河

川管理者等からの情報収集に加え、市が整備する河

川の水位・氾濫域予測システムや、現在の浸水状況

を把握するためのセンサー、危機管理型水位計など

を活用することで、監視体制を強化する。 

 

なお、河川巡視等の活動方法については、別に定

める「静岡市水防計画」によるものとする。 

(２) 監視体制の整備 

ア 住民への早期避難の呼びかけ 

災害時において、市民の生命・財産を守るた

め、河川等の巡視・監視体制を構築するととも

に、河川水位の上昇や内水氾濫などの危険性が高

まるなど、浸水被害が発生するおそれがある場合

は、事前に浸水想定区域内等の住民に避難の呼び

かけ等を行うことで、安全な避難行動につなげ

る。 

イ 監視体制の強化 

監視体制の構築にあたっては、気象庁や河川管

理者等からの情報収集に加え、巴川水位・氾濫域

予測システムや、現在の浸水状況を把握するため

のセンサー、危機管理型水位計などを活用するこ

とで、監視体制を強化する。 

ウ 河川巡視等の活動方法 

河川巡視等の活動方法については、▼「第３章 

第 11節 巡視及び警戒とその措置」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 ４ （略） ４ （略）  
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

一般 22 ５ 浸水想定区域等の指定に伴う実施事項 

(１) 市は、洪水浸水想定区域の指定があったときは、

地域防災計画において、少なくとも当該浸水想定区

域ごとに洪水予報等の伝達方法、避難場所及び避難

経路に関する事項、洪水に係る避難訓練に関する事

項その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な事項について定めるものとする。 

 

(２) 市は、地域防災計画において、浸水想定区域内に

以下の施設がある場合には、これらの施設の名称及

び所在地、当該施設の所有者又は管理者及び自衛水

防組織の構成員に対する洪水予報等の伝達方法につ

いて定めるものとする。 

 

ア、イ （略） 

(３) 上記のうち、要配慮者利用施設については、利用

者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために以下の

事項を定めるものとする。 

 

ア 地域防災計画にその名称及び所在地を定められ

た当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、

利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るために必要な訓練その他の措置に関する計画

を作成するとともに、遅滞なく、市長に報告しな

ければならない。計画を変更したときも同様とす

る。 

５ 浸水想定区域等の指定に伴う実施事項 

(１) 検討事項及び地域防災計画への反映 

市は、洪水浸水想定区域の指定があったときは、

地域防災計画において、少なくとも当該浸水想定区

域ごとに洪水予報等の伝達方法、避難場所及び避難

経路に関する事項、洪水に係る避難訓練に関する事

項その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な事項について定める。 

(２) 地下街及び要配慮者利用施設への情報伝達 

市は、地域防災計画において、浸水想定区域内に

以下の施設がある場合には、これらの施設の名称及

び所在地、当該施設の所有者又は管理者及び自衛水

防組織の構成員に対する洪水予報等の伝達方法につ

いて定める。 

ア、イ （略） 

(３) 要配慮者利用施設の義務等 

上記のうち、要配慮者利用施設については、利用

者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために以下の

事項を定めるものとする。 

ア 避難確保計画の作成 

地域防災計画にその名称及び所在地を定められ

た当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、

利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るために必要な訓練その他の措置に関する計画

を作成するとともに、遅滞なく、市長に報告しな

ければならない。計画を変更したときも同様とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案 新旧対照表 

23 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

また、市長は、要配慮者利用施設の所有者又は

管理者が計画を作成していない場合、当該要配慮

者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な

避難の確保を図るため必要があると認めるとき

は、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に

対し、必要な指示をすることができる。 

イ 市長は、上記指示を受けた要配慮者利用施設の

所有者又は管理者が、正当な理由なくその指示に

従わなかったときは、その旨を公表することがで

きる。 

ウ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、計画

で定めるところにより、円滑かつ迅速な避難確保

のための訓練を行うとともに、その結果を市長に

報告しなければならない。 

 

エ 市長は、要配慮者利用施設の所有者又は管理者

から避難確保計画又は避難訓練の報告を受けたと

きは、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な助言又は勧告をすることができる。 

オ 要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、自衛

水防組織を置くよう努めなければならない。な

お、自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当

該自衛水防組織の構成員等を市長に報告しなけれ

ばならない。当該事項を変更したときも同様とす

る。 

る。 

（移動）エ 市長による指示及び助言等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 訓練の報告 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、計画

で定めるところにより、円滑かつ迅速な避難確保

のための訓練を行うとともに、その結果を市長に

報告しなければならない。 

（移動）エ 市長による指示及び助言等 

 

 

 

ウ 自衛水防組織の設置と報告 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、自衛

水防組織を置くよう努めなければならない。な

お、自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当

該自衛水防組織の構成員等を市長に報告しなけれ

ばならない。当該事項を変更したときも同様とす

 

内容整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

エ 市長による指示及び助言等 

市長は、要配慮者利用施設の所有者又は管理者

が計画を作成していない場合、当該要配慮者利用

施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の

確保を図るため必要があると認めるときは、当該

要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必

要な指示をすることができる。 

また、正当な理由なくその指示に従わなかった

ときは、その旨を公表することができる。 

市長は、要配慮者利用施設の所有者又は管理者

から避難確保計画又は避難訓練の報告を受けたと

きは、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な助言又は勧告をすることができる。 

一般 23 (４) 市は、地域防災計画において定められた洪水予報

等の伝達方法、避難場所及び避難に関する事項、洪

水に係る避難訓練に関する事項その他洪水時の円滑

かつ迅速な避難の確保を図るため必要な事項、並び

に浸水想定区域内の地下街等、要配慮者利用施設等

の名称及び所在地について住民に周知させるため、

これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要

な措置を講ずるものとする。 

 

(５) 事業者は、危険物等関係施設が所在する地域の浸

水想定区域及び土砂災害警戒区域等を確認するとと

もに、確認の結果、風水害等により危険物等災害の

(４) 住民への情報周知 

市は、地域防災計画において定められた洪水予報

等の伝達方法、避難場所及び避難に関する事項、洪

水に係る避難訓練に関する事項その他洪水時の円滑

かつ迅速な避難の確保を図るため必要な事項、並び

に浸水想定区域内の地下街等、要配慮者利用施設等

の名称及び所在地について住民に周知させるため、

これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要

な措置を講ずる。 

(５) 危険物等関係施設の対策 

事業者は、危険物等関係施設が所在する地域の浸

水想定区域及び土砂災害警戒区域等を確認するとと
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

拡大が想定される場合は、防災のため必要な措置の

検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実施に努

めるものとする。 

もに、確認の結果、風水害等により危険物等災害の

拡大が想定される場合は、防災のため必要な措置の

検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実施に努

めるものとする。 

 ６ （略） ６ （略）  

 第２節 （略） 

 

第２節 （略） 

 

 

 第３節 防災知識の普及計画 

 

（新規） 

第３節 防災知識の普及計画 

 

原則として、▼共通対策編 第２章 第 12 節「防災知識の

普及計画」に準ずる。 

加えて、市は、国、県、関係機関等の協力を得つつ、地域

の水害・土砂災害リスクや災害時にとるべき行動について普

及啓発するとともに、地域住民の適切な避難や防災活動に資

するよう以下の施策を講じる。 

・浸水想定区域、避難場所、避難路等水害に関する総合的な

資料として、図面表示等を含む形で取りまとめたハザード

マップ、防災マップ、風水害発生時の行動マニュアル等の

作成を行い、住民等に配布する。 

・河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立退き

避難が必要な区域」として明示するとともに、避難時に活

用する道路において冠水が想定されていないか住民等に確

認を促すよう努める。 

・決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人

風水害対策編新設に

伴う追加 

県計画を参考 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

的被害を与えるおそれのあるため池について、緊急連絡体

制の整備等を推進するとともに、決壊した場合の影響度が

大きいため池から、ハザードマップの作成・周知を図る。 

・中小河川や内水による浸水に対応したハザードマップ作成

についても、関係機関が連携しつつ作成・検討を行う。 

・地下街等における浸水被害を防止するため、作成した洪水

ハザードマップ等を地下街等の管理者へ提供する。 

・土砂災害警戒区域、避難場所、避難経路等の土砂災害に関

する総合的な資料として、図面等を含む形で取りまとめた

ハザードマップ、防災マップ、風水害発生時の行動マニュ

アル等を分かりやすく作成し、住民等に配布する。 

・山地災害危険地区等の山地災害に関する行動マニュアル、

パンフレット等を作成し、住民等に配布する。 

・高潮による危険箇所や、避難場所、避難路等高潮災害の防

止に関する総合的な資料として図面表示等を含む形で取り

まとめたハザードマップや防災マップ、風水害発生時の行

動マニュアル等の作成を行い、住民等に配布するよう努め

る。 

 第４節 （略） 

 

第４節 （略） 

 

 

一般 51 第５節 警戒避難体制整備計画 

[危機、観光、福祉、子ども、建設、区、消防、教育] 

（略） 

水害及び土砂災害に適切に対処するため、これらの災害が

生じるおそれのある区域は必要に応じ、円滑な避難が行われ

るよう国、県と調整を図り、情報の収集及び伝達方法、連絡

第５節 警戒避難体制整備計画 

[危機、観光、福祉、子ども、建築、建設、区、消防、教育] 

（略） 

水害及び土砂災害に適切に対処するため、これらの災害が

生じるおそれのある区域は必要に応じ、円滑な避難が行われ

るよう国、県と調整を図り、情報の収集及び伝達方法、連絡

 

担当部局の修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

網の作成、緊急避難場所の選定等の警戒避難体制を整備する

ものとする。なお、警戒避難体制の整備にあたっては、水

防、消防、警察等の防災関係機関と必要に応じて協議するも

のとする。 

また、警戒避難体制の整備を必要とする地区住民に、迅速

かつ適切に行動できるよう啓発及び助言を行い、同時に自主

防災組織の育成強化に努めるものとする。 

網の作成、緊急避難場所の選定等の警戒避難体制を整備す

る。なお、警戒避難体制の整備にあたっては、水防、消防、

警察等の防災関係機関と必要に応じて協議する。 

 

また、警戒避難体制の整備を必要とする地区住民に、迅速

かつ適切に行動できるよう啓発及び助言を行い、同時に自主

防災組織の育成強化に努める。 

一般 51 １ 水害 

(１) 大雨・洪水等に対する警戒避難体制 

降水量の増加により、河川や地表水が増水して都

市排水路等の溢水が生じたときは、常襲冠水地域等

に情報を的確に伝える必要がある。市は、国・県が

作成する浸水想定区域図に基づき洪水ハザードマッ

プを作成するほか、次の事項により警戒避難体制を

整備し、周知するものとする。 

ア 大雨及び洪水等に対する危険性の周知及び啓発 

ウ～エ （略） 

(２) （略） 

１ 水害 

(１) 大雨・洪水等に対する警戒避難体制 

降水量の増加により、河川や地表水が増水して都

市排水路等の溢水が生じたときは、常襲冠水地域等

に情報を的確に伝える必要がある。市は、河川管理

者が作成する浸水想定区域図に基づき洪水ハザード

マップを作成するほか、次の事項により警戒避難体

制を整備し、周知する。 

ア 大雨、洪水等に対する危険性の周知及び啓 

ウ～エ （略） 

(２) （略） 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

表現の適正化 

一般 51 ２ 土砂災害 

(１) 土石流に対する警戒避難体制 

土石流は、山腹や渓床を構成する土砂石礫の一部

が長雨や集中豪雨等によって水と一体となり、かゆ

状となって一気に下流へと押し流される現象であ

る。土石流は、その規模によっても異なるが、時速

20～40km という速度で流下し、著しい被害を発生さ

せるため、次の事項により警戒避難体制を整備し、

２ 土砂災害 

(１) 土石流に対する警戒避難体制 

土石流は、山腹や渓床を構成する土砂石礫の一部

が長雨や集中豪雨等によって水と一体となり、かゆ

状となって一気に下流へと押し流される現象であ

る。土石流は、その規模によっても異なるが、時速

20～40km という速度で流下し、著しい被害を発生さ

せるため、次の事項により警戒避難体制を整備し、
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

周知するものとする。 

ア～カ （略） 

(２) 地すべりに対する警戒避難体制 

地すべりは、斜面の土塊が地下水などの影響によ

って地すべり面に沿ってゆっくりと斜面下方に移動

する現象で、一般的には、広範囲にわたり発生し、

移動土塊量が大きいため、甚大な被害を及ぼす。ま

た、一旦動き出すと完全に停止させることは非常に

困難となるため、次の事項により警戒避難体制を整

備し、周知するものとする。 

ア～カ （略） 

(３) がけ崩れに対する警戒避難体制 

がけ崩れは、斜面が雨や地震等の影響によって、

土の抵抗力が弱まり、崩壊する自然現象で、著しい

被害を発生させるため、次の事項により警戒避難体

制を整備し、周知するものとする。 

ア～カ（略） 

(４) 市における警戒避難体制 

ア 主旨 

（略） 

◇土砂災害（特別）警戒区域一覧（資料編７－５） 

◇風水害への備え（資料編７－６） 

イ～ウ （略） 

エ 警戒避難体制の整備と住民への周知 

市は、土砂災害警戒区域等において、土砂災害

警戒情報の発表時及び災害時に迅速かつ的確な避

周知する。 

ア～カ （略） 

(２) 地すべりに対する警戒避難体制 

地すべりは、斜面の土塊が地下水などの影響によ

って地すべり面に沿ってゆっくりと斜面下方に移動

する現象で、一般的には、広範囲にわたり発生し、

移動土塊量が大きいため、甚大な被害を及ぼす。ま

た、一旦動き出すと完全に停止させることは非常に

困難となるため、次の事項により警戒避難体制を整

備し、周知する。 

ア～カ （略） 

(３) がけ崩れに対する警戒避難体制 

がけ崩れは、斜面が雨や地震等の影響によって、

土の抵抗力が弱まり、崩壊する自然現象で、著しい

被害を発生させるため、次の事項により警戒避難体

制を整備し、周知する。 

ア～カ（略） 

(４) 市における警戒避難体制 

ア 主旨 

（略） 

◇資料編７－５：土砂災害（特別）警戒区域一覧 

◇資料編７－６：風水害への備え 

イ～ウ （略） 

エ 警戒避難体制の整備と住民への周知 

市は、土砂災害警戒区域等において、土砂災害

警戒情報の発表時及び災害時に迅速かつ的確な避
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

難及び救助ができるよう、土砂災害警戒情報又は

避難に関する情報を、同時通報用無線（以下、こ

の計画において「同報無線」という。）、静岡市防

災メール、コミュニティＦＭ放送、緊急速報メー

ルなどで住民に一斉に広報する。なお、区域に高

齢者等の要配慮者が利用する施設がある場合、当

該施設の管理者は、利用者の円滑な警戒避難が行

われるよう、その利用者に土砂災害に関する情報

等を迅速かつ的確に伝達する体制を整備する。 

また、市は、土砂災害警戒区域等の住民に、情

報伝達経路や、避難路・緊急避難場所･避難方法等

を明らかにするとともに、その周知を図る。 

オ （略） 

難及び救助ができるよう、土砂災害警戒情報又は

避難に関する情報を、同報無線、静岡市防災メー

ル、コミュニティＦＭ放送、緊急速報メールなど

で住民に一斉に広報する。なお、区域に高齢者等

の要配慮者が利用する施設がある場合、当該施設

の管理者は、利用者の円滑な警戒避難が行われる

よう、その利用者に土砂災害に関する情報等を迅

速かつ的確に伝達する体制を整備する。 

また、市は、土砂災害警戒区域等の住民に、情

報伝達経路や、避難路・緊急避難場所･避難方法等

を明らかにするとともに、その周知を図る。 

 

オ （略） 

 

表現の適正化 

 第６節 （略） 第６節 （略）  

水防 37 第７節 水防訓練 

[危機、消防] 

市は、毎年、水防団、消防機関等との水防訓練を実施し、

水防技術の向上を図るものとする。 

 

 

また、市が主催する水防研修や中部又は関東地方整備局が

主催する水防技術講習会へ水防団員を参加させる等、積極的

に水防知識を身につけさせることとする。 

津波災害警戒区域を担当する水防団、消防機関は、津波防

災地域づくりに関する法律(平成 23 年法律第 123 号)に規定さ

れた津波避難訓練に参加しなければならない。 

第７節 水防訓練 

[危機、消防] 

・市は、毎年、水防団、消防機関等と水防技術の継承と向上

を図るため、出水期前に土のう積み、木流し、月の輪、築

廻しなどの水防工法の訓練を実施し、水防技術の向上を図

る。 

・また、市が主催する水防研修や中部又は関東地方整備局が

主催する水防技術講習会へ水防団員を参加させる等、積極

的に水防知識を身につけさせることとする。 

・津波災害警戒区域を担当する水防団、消防機関は、津波防

災地域づくりに関する法律(平成 23 年法律第 123 号)に規定

された津波避難訓練に参加しなければならない。 

 

 

表現の適正化 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

  

一般 69 第３章 災害応急対策 第３章 災害応急対策  

水防 6 第１節 水防組織 【水防】 第１節 水防組織 【水防】  

水防 6 [危機、区、観光、農水、都市、建設、消防、下水] 

１ 災害対策本部設置前の体制（静岡市水防本部） 

(１) 組織系統 

（略） 

水防本部長は、第 12 章に定める配備基準に基づき

水防に係る配備態勢又は配備の解除を指令する。 

 
 

[危機、区、観光、農水、都市、建設、消防、下水] 

１ 災害対策本部設置前の体制（静岡市水防本部） 

(１) 組織系統 

（略） 

水防本部長は、第 12 章に定める配備基準に基づき

水防に係る配備態勢又は配備の解除を指令する。 

 
 

 

 

 

表現の適正化 

 

体制の修正 

水防 6  

 

(２) 水防本部事務分担 

名称 部課名等 事務分掌 

水防本部長 市 長 

市内の情報を収集し、

必要な水防命令を発し、

水防活動全般を総括す

る。 

※災害対策本部設置前であるが、災害対策本部の組織構・

事務分掌を適用する。 

(２) 水防本部事務分担 

名称 部課名等 事務分掌 

水防管理

者 
市長 

市内の情報を収集し、必要な水防

命令を発し、水防活動全般を総括す

る。 

表現の適正化 

 

 

体制の修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

副本部長 危機管理監 

本部長を補佐し、本部

長不在の場合はこれを代

行する。 

本部総括班長 危機管理局次長 

本部長の命を受け市内

の情報の収集、水防命令

の伝達、水防活動全 

般を本部各班に指示す

る。 

本部各班が収集した情

報、水防活動の結果等を

本部長に報告する。 

本部各班の相互応援、

情報交換、活動調整を行

う。 

総括班 危機管理課 

水防本部の設置・解除

に関すること。 

配備態勢その他本部命

令の下達に関すること。 

気象情報の受信・伝達

に関すること。 

被害状況及び応急対策

のとりまとめに関するこ

と。 

人、住家の被害状況調

査に関すること。 

自衛隊及び関係機関へ

の連絡・要請に関するこ

と。 

報道機関との連絡、広

報に関すること。 

災害対策物資の調達に

関すること。 

避難情報の伝達に関す

ること。 

水防班 静岡市水防団 堤防等の要水防箇所の

各部各班 各課・指

定職員 

◇資料編２－17 のうち、水防に関

連するもの 区本部 

水防団及

び消防団 

静岡市水

防団 

静岡市消

防団 

ア 堤防等の要水防箇所の監視・報

告に関すること。 

イ 水防災害に関すること。 

ウ 救急救助に関すること。 

エ 避難者の誘導と人命救助に関す

ること。 

オ 支援活動に関すること。 

◇資料編２－17：静岡市災害対策本部設置時等における各部

各班・区本部各班の事務分掌 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

警防本部(消防

局) 

静岡市消防団 

監視・報告に関するこ

と。 

水防災害に関するこ

と。 

救急救助に関するこ

と。 

避難者の誘導と人命救

助に関すること。 

支援活動に関するこ

と。 

建設班 建設局各課 

交通施設の被害状況及

び応急対策に関するこ

と。 

道路、河川、水路、橋り

ょう等に関する被害状況

調査及び災害応急対策に

関すること。 

道路等の安全確保に関

すること。 

農林水産総括

班 

農地整備班 

治山林道班 

水産漁港班 

農業政策課 

農地整備課 

森林政策課 

水産振興課 

農業用水路、農道、林道

及び山地等の被害調査及

び応急対策の実施に関す

ること。 

農林水産業の被害調査

及び応急対策の指導に関

すること。 

その他農林水産部の所

管に関すること。 

下水道班 下水道部各課 

下水道施設の被害状況

調査及び応急対策の実施

に関すること。 

区本部 

各区地域総務課 

及び各区当番職

員 

災害対策本部、地区支

部との調整に関するこ

と。 

区管内の被害情報、災
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

害対応等のとりまとめに

関すること。 

該当地区への避難情報

の伝達に関すること。 

応援部隊等災害支援の

受入れ等に関すること。 

地区支部 指定職員 

地区支部内の災害応急

対策に関すること。 

地区支部内の災害情報･

被害情報等の収集･伝達に

関すること。 

避難情報の伝達に関す

ること。 

地区支部水防対策の活

動に関すること。 

区本部との連絡調整に

関すること。 

地域との連携に関する

こと。 
 

水防 7 ２ 静岡市災害対策本部の設置 

静岡市災害対策本部が設置された場合は、同本部の一

部として編入され、その事務を処理する。 

 

 

２ 静岡市災害対策本部の設置 

静岡市災害対策本部が設置された場合は、同本部の一

部として編入され、その事務を処理する。 

（▼共通対策編 第３章 第２節 １ 防災体制「(２) 

静岡市災害対策本部」に準ずる。） 

 

 第２節 配備体制 【水防】 第２節 配備体制 【水防】  

水防 25 [危機、区、観光、農水、都市、建設、消防、下水] 

１ 災害対策本部設置前の配備体制（静岡市水防本部） 

(１) 水防態勢 

気象台等から水防に関する警報等の発表があった

ときは水防態勢に入る。水防本部長は気象情報、河

[危機、区、観光、農水、都市、建設、消防、下水] 

１ 災害対策本部設置前の配備体制（静岡市水防本部） 

(１) 水防体制 

気象台等から水防に関する警報等の発表があった

ときは水防体制に入る。水防管理者は気象情報、河
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

川の水位等の警戒を厳にし、必要な人員を召集し、

適当に交替させ、休養させるなど長時間に渡る水防

態勢の完遂を期し、緊急事態に備えて警戒態勢をと

るものとする。ただし、津波の場合等、配備職員の

安全確保を図らなくてはならない。 

(２) 準備配備 

（略） 

ア、イ （略） 

ウ 大雨警報、洪水警報、高潮警報、暴風警報又は

津波注意報が発表されたとき 

 

エ （略） 

川の水位等の警戒を厳にし、必要な人員を召集し、

適当に交替させ、休養させるなど長時間に渡る水防

体制の完遂を期し、緊急事態に備えた体制をとる。

ただし、津波の場合等、配備職員の安全確保を図ら

なくてはならない。 

(２) 準備配備 

（略） 

ア、イ （略） 

ウ 大雨警報、洪水警報、高潮警報、暴風警報又は

津波注意報が発表されたとき 

◇資料編２－19：災害時職員配備基準 

エ （略） 

水防 26 配備基準 配備態勢 

大雨・洪

水高潮・

暴風警報 

のいずれ

か又は複

数が「静

岡 市 北

部」又は

「静岡市

南部」 

に発表さ

れたとき 

１ 大雨警報、洪水警報 

①本部 危機管理課、スポーツ振興課、スポー

ツ交流課、農地整備課、森林政策課、 

経済事務所、建設局各課 

◆「静岡市南部」に発表された場合のみ 

 〔公園建設管理課、都市計画事務所、下水

道計画課、下水道維持課、下水道施設課〕 

◆海水浴期で、「静岡市南部」に発表された

場合のみ 

 〔観光政策課、まちは劇場推進課〕 

②区本部 各区(葵・駿河・清水)の地域総務課

及び区本部当番職員 

（削除）  
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

２ 高潮警報 

①本部  危機管理課、水産振興課、建設局各

課 

◆海水浴期で、「静岡市南部」に発表された

場合のみ 

 〔観光政策課、まちは劇場推進課〕 
 

②区本部 各区(駿河・清水)の地域総務課及び

区本部当番職員 

３ 暴風警報 

①本部  危機管理課、森林政策課、建設局各

課 

 ◆「静岡市南部」に発表された場合のみ 

〔水産振興課、公園建設管理課、都市計

画事務所〕 

◆海水浴期で、「静岡市南部」に発表され

た場合のみ 

〔観光政策課、まちは劇場推進課〕 

②区本部 各区(駿河・清水)の地域総務課及び

区本部当番職員 

静岡県予

報区に津

波注意報

が発表さ

れたとき 

 

上記「２ 高潮警報」に準ずる。 

ただし、津波警報が発表されたときは、配備

を拡大する。 

 

水防 26 (３) 準備配備以降の態勢 

区分 配備基準 配備態勢 

(３) 準備配備以降の体制 

（▼共通対策編 第３章 第２節 組織計画 １ 

防災体制「(２) 静岡市災害対策本部」に準ずる。） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(

災
害
対
策
本
部)

 

第
１
次
配
備 

１ 気象特別警報が発表されたとき、

又は気象警報が発表され、危険な状

態が予想され､水防本部長が指令し

たとき 

２ 大津波警報が発表されたとき 

３ 河川の水位が氾濫危険水位(洪水
特別警戒水位)に達し、又は氾濫の

恐れがあると認められるとき 

４ 市内の一部の地域で、中規模程度

の災害(床上・床下浸水や山・がけ

崩れが発生し、住家が被害を受けた

状態)が発生したとき 

静岡市地域防災

計画資料編 2-17

「災害時職員配

備基準」に基づ

き出動し、被害

情報の収集及び

応急対策を実施

する。 

状況に応じて第

２次配備に移行

する。 

第
２
次
配
備 

１ 気象特別警報が発表され、災害対

策本部長が必要と判断したとき 

２ 大津波警報が発表され、災害対策

本部長が必要と判断したとき 

３ 大規模な災害(多くの地域で、床

上・床下浸水や山・がけ崩れが発生

し、住家が被害を受けた状態)が発

生したとき 

４ 事態が切迫した水防活動の必要が

予想され、又は氾濫の恐れが著しく

高まるなど事態の規模が大きくなっ

たとき 

静岡市地域防災

計画資料編 2-17

「災害時職員配

備基準」に基づ

き全職員を動員

して区本部・地

区 支 部 を 開 設

し、被害情報の

収集及び応急対

策を実施する。 

解
除 

１ 水防本部長が同本部の解除を指令したとき 

２ 水防警報河川の水位が水防団待機水位(通報水位)以

下に低下し、災害発生のおそれがなくなったとき 

水防上の注意事項 

 １ 水防本部員は、常に気象状況の変化に注意し、かつ、水

防指令の命令が予測されるときは出動する。 

 ２ 第１次配備指令後は、できる限り不急の外出は避け、待

機するとともに常に居所を明確にする。 

 ３ 非常勤務者は、交替者と引継ぎを完了するまでは、その

勤務場所を離れない。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 ４ 交替者は、あらかじめ自己の勤務すべき時期を確認し、

水防事務に支障をきたさないよう努める。 

 

水防 27 ２ 静岡市水防団及び消防団の配備態勢 

（略） 

(１) 静岡市水防団 

ア 組織 

 

イ （略） 

(２) 静岡市消防団 

ア 組織 

（略） 

ただし、水防状況は、水防本部において掌握す

るものとする。 

（略） 

２ 静岡市水防団及び消防団の配備体制 

（略） 

(１) 静岡市水防団 

ア 組織 

 
イ （略） 

(２) 静岡市消防団 

ア 組織 

（略） 

ただし、水防状況は、水防本部において掌握す

る。 

（略） 

 

水防 28 イ 管轄区域 

(ア) 静岡地区本部に属する分団 

要水防河川等 消防団 

河川名 
延長

(ｍ) 
担当地域 分団名 

イ 管轄区域 

(ア) 静岡地区本部に属する分団 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

（略） （略） （略） （略） 

浅 間 沢

川 

ｼ ｬ ｸｼ沢

川 

安 部 大

沢川 

湯 島 沢

川 

1,500 

1,000 

3,000 

1,000 

葵区郷島 

〃 

葵区俵沢 

葵区油島 

静岡第 22 分団 

（略） （略） （略） （略） 
 

要水防河川等 消防団 

河川名 
延長
(ｍ) 

担当地域 分団名 

（略） （略） （略） （略） 

浅 間 沢
川 
ｼ ｬ ｸ ｼ 沢
川 
安 倍 大
沢川 
湯 島 沢
川 

1,500 
1,000 
3,000 
1,000 

葵区郷島 
〃 
葵区俵沢 
葵区油島 

静岡第 22 分団 

（略） （略） （略） （略） 
 

 (イ) （略） (イ) （略）  

水防 29 (３) 配備基準 

水防団及び消防団の非常配備は、水防管理者から

の指令によるものとし、以下の場合に水防本部長は

管轄下の水防団及び消防団を配備させることができ

る。ただし、緊急非常の場合は、水防団にあっては

水防団長、消防団にあっては消防団長の判断による

ことができる。 

（略） 

ア～ウ （略） 

(３) 配備基準 

水防団及び消防団の非常配備は、水防管理者から

の指令によるものとし、以下の場合には管轄下の水

防団及び消防団を配備させることができる。ただ

し、緊急非常の場合は、水防団にあっては副団長、

消防団にあっては消防団長の判断によることができ

る。 

（略） 

ア～ウ （略） 

 

表現の適正化 

水防 29 配備

区分 
配備基準 配備態勢 

配備
区分 

配備基準 配備態勢 

待機 

１ 水防に関係ある気象
の予報、注意報及び警
報が発表されたとき 

２ 河川の水位が水防団

水防団及び消防団の連絡
員は、本部との連絡体制
をとり、団長は、その後
の情勢を把握することに

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 



令和６年度 静岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案 新旧対照表 

39 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

待機 

１ 水防に関係ある気象

の予報、注意報及び警

報が発表されたとき 

２ 河川の水位が水防団

待機水位(通報水位)に

達し、かつ準備の必要

を認めるとき 

水防団及び消防団の連

絡員を本部等に詰めさ

せ、団長は、その後の情

勢を把握することに努

め、又、一般団員は、直

ちに次の段階に入り得る

ような状態におく 

準備 

１ 河川の水位が氾濫注

意(警戒)水位に達して

なお上昇の恐れがあ

り、かつ、出動の必要

が予測されるとき 

２ 気象状況により、高

潮及び津波の危険が予

想されるとき 

水防団及び消防団の団

長又は分団長は所定の詰

所に集合し、資器材及び

器具の整備点検、作業員

の配備計画にあたり、水

こう門及び樋門等の水防

上重要な工作物のある箇

所への団員の派遣、堤防

巡視等のため、一部団員

を出動させる 

出動 

１ 河川の水位が氾濫注

意水位(警戒水位)を超

えて上昇し、出動の必

要を認めるとき 

２  潮位が満潮位に達

し、なお上昇の恐れが

あるとき 

３ 津波・高潮に関する

警報が発表される等、

津波・高潮による危険

が予想されたとき 

ただし、水防活動を

安全に行える状態であ

る場合に限る 

水防団及び消防団の全

員が所定の詰所に集合し

警戒配備につく 

解除 第６節による 

水防上の注意事項 

待機水位(通報水位)に
達し、かつ準備の必要
を認めるとき 

努め、又、一般団員は、
直ちに次の段階に入り得
るような状態におく 
ただし、団長・団員が常
に情勢を把握できないと
きは、本部に詰めるもの
とする 

準備 

１ 河川の水位が氾濫注
意(警戒)水位に達して
なお上昇のおそれがあ
り、かつ、出動の必要
が予測されるとき 

２ 気象状況により、高
潮及び津波の危険が予
想されるとき 

水防団及び消防団の団長
又は分団長は所定の詰所
に集合し、資器材及び器
具の整備点検、作業員の
配備計画にあたり、水こ
う門、樋門等の水防上重
要な工作物のある箇所へ
の団員の派遣、堤防巡視
等のため、一部団員を出
動させる 

出動 

１ 河川の水位が氾濫注
意水位(警戒水位)を超
えて上昇し、出動の必
要を認めるとき 

２  潮位が満潮位に達
し、なお上昇のおそれ
があるとき 

３ 津波・高潮に関する
警報が発表される等、
津波・高潮による危険
が予想されたとき 
ただし、水防活動を安

全に行える状態である場
合に限る 

水防団及び消防団の全員
が所定の詰所に集合し警
戒配備につく 

解除 
▼第 13 節 水防活動の実施「３ 水防配備の解除」によ
る 

水防上の注意事項 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

１ 洪水、津波、高潮のいずれにおいても、水防活動(避難誘

導や水防作業)の実施にあたり、水防団または消防団員自

身の安全は確保しなければならない。 

２ 出動の際は、必要に応じ、水防団または消防団員自身で

ライフジャケット等の安全具を装着する。 

３ 水防団員及び消防団員は、出動前によく家事を整理し、

万一家人が退避する場合における退避要領等を家人に伝

え、後顧の憂いをなくし、一旦出動した場合は、命令なく

して部署を離れたり、勝手な行動をとってはならない。 

４ 作業中は、終始敢闘精神をもって上司の命に従い、団体行

動をとらなければならない。 

５ 作業中は、私語を慎み、言動に注意し、特に夜間は｢溢水｣

「破提」等の想像による言語を用いてはならない。 

６ 命令及び情報の伝達は、特に迅速正確及び慎重を期し、み

だりに人心を動揺させたり、いたずらに水防員を緊張によ

って疲れさせないよう留意し、最悪時に最大の水防能力が

発揮できるように心掛けること。 

７ 洪水時において堤防に異常が起こる時期は、満水時期にも

よるが、大体水位が最大のとき又は、その前後である。し

かし、法崩れ、陥落等は、通常減水時に生じる場合が多い

(水位が最大洪水時の４分の３位に減少したときが最も危

険)から、洪水が最盛期を過ぎても完全に終息するまで警

戒を厳にすること。 

８ 水防解除後は、人員、資器材及び作業箇所を点検し、その

概要を直ちに報告する。 

９ 使用した資器材は、手入れをして所定の位置に設備する。 
 

１ 洪水、津波、高潮のいずれにおいても、水防活動(避難誘

導や水防作業)の実施にあたり、水防団又は消防団員自身の

安全は確保しなければならない。 

２ 出動の際は、必要に応じ、水防団又は消防団員自身でライ

フジャケット等の安全具を装着する。 

３ 水防団員及び消防団員は、出動前によく家事を整理し、万

一家人が退避する場合における退避要領等を家人に伝え、後

顧の憂いをなくし、一旦出動した場合は、命令なくして部署

を離れたり、勝手な行動をとってはならない。 

４ 作業中は、終始敢闘精神をもって上司の命に従い、団体行

動をとらなければならない。 

５ 作業中は、私語を慎み、言動に注意し、特に夜間は｢溢水｣

「破提」等の想像による言語を用いてはならない。 

６ 命令及び情報の伝達は、特に迅速正確及び慎重を期し、み

だりに人心を動揺させたり、いたずらに水防員を緊張によっ

て疲れさせないよう留意し、最悪時に最大の水防能力が発揮

できるように心掛けること。 

７ 洪水時において堤防に異常が起こる時期は、満水時期にも

よるが、大体水位が最大のとき又は、その前後である。しか

し、法崩れ、陥落等は、通常減水時に生じる場合が多い(水

位が最大洪水時の４分の３位に減少したときが最も危険)か

ら、洪水が最盛期を過ぎても完全に終息するまで警戒を厳に

すること。 

８ 水防体制解除後は、人員、資器材及び作業箇所を点検し、

その概要を直ちに報告する。 

９ 使用した資器材は、手入れをして所定の位置に設備する。 
 

 第３節 （略） 第３節 （略）  

水防 33 第４節 協力応援 【水防】 第４節 協力応援 【水防】  

水防 33 [危機、建設、消防、下水] 

１ 河川管理者の協力 

(１) 中部及び関東地方整備局の協力 

[危機、建設、消防、下水] 

１ 河川管理者の協力及び援助 

(１) 中部及び関東地方整備局の協力 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

（略） 

ア 河川に関する情報の提供 

情報の提供は、表-１及び２に示す方法で行う。 

（略）。 

 

イ～オ（略） 

カ 国土交通省の災害対策用車両等の派遣 

(ア)（略） 

(イ) 国土交通省災害対策用車両等の派遣要請をする

場合には、静岡河川事務所管理課へ直接電話で連絡

(273-9105)して、その際に使用(派遣)場所(位置図)、使

用(派遣)車両、使用(派遣)期間、受入担当者の連絡先等

必要な事項をＦＡＸ(205-1213)により通知する。 

（略） 

ア 河川に関する情報の提供 

情報の提供は、表 ３－１及び表 ３－２に示す方法で

行う。 

（略） 

イ～オ（略） 

カ 国土交通省の災害対策用車両等の派遣 

(ア)（略） 

(イ) 国土交通省災害対策用車両等の派遣要請をする

場合には、静岡河川事務所管理課へ直接電話で連絡し

て、その際に使用(派遣)場所(位置図)、使用(派遣)車

両、使用(派遣)期間、受入担当者の連絡先等必要な事項

をＦＡＸにより通知する。 

静岡河川

事務所管理

課 

TEL  054-

273-9100 

FAX  054-

205-1213 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表による整理 

水防 33 派遣要請のできる災害対策用車両等一覧・派遣要請

様式は（水防計画）資料９のとおり。 

 

 

 

表-１ 水位情報の提供方法 

表（略） 

また、派遣要請のできる災害対策用車両等一覧・派

遣要請様式は、◇資料編４－49による。 

◇資料編４－49： 【水防】災害対策用車両等一覧

表、要請・回答様式（国土交通省 中部地方整備

局） 

表 ３-１ 水位情報の提供方法 

表（略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

表-２ 河川状況の映像情報、氾濫発生の際の浸水想

定情報の提供方法 

表（略） 

表 ３-２ 河川状況の映像情報、氾濫発生の際の浸

水想定情報の提供方法 

表（略） 

水防 34 (２) 静岡県の協力 

（略） 

ア 河川に関する情報の提供 

(ア) 情報提供を行う河川名及び水位観測所 

（水防計画）資料 1-2 ２水位観測所(2)県所管［静岡水防

区］ 

(イ) （略） 

(ウ) 提供する手段 

(２) 静岡県の協力 

（略） 

ア 河川に関する情報の提供 

(ア) 情報提供を行う河川名及び水位観測所 

◇資料編４－45： 【水防】雨量観測所・水位観測所・水門水

位観測所・監視カメラ 

(イ) （略） 

(ウ) 提供する手段 

 

水防 34 ページ名称：サイポスレーダー

(http://sipos.pref.shizuoka.jp) 

ページ名称：川の水位情報ホームページ

(https://k.river.go.jp) 

提供方法 URL 

サイポスレーダー https://sipos.pref.shizuok

a.jp 

川の水位情報ホームページ https://k.river.go.jp 
 

表による整理 

 イ～オ （略） 

  （３） （略） 

イ～オ （略） 

  （３） （略） 

 

水防 34 ２ 下水道管理者の協力 

（略） 

(１)～(３)（略） 

(４) 水防管理団体の人材で不足するような緊急事態に

際して、水防に関する情報又は資料を収集し、およ

び提供するための職員の派遣 

２ 下水道管理者の協力 

（略） 

(１)～(３)（略） 

(４) 水防管理団体の人材で不足するような緊急事態に

際して、水防に関する情報又は資料を収集し、及び

提供するための職員の派遣 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

水防 35 ３ 水防管理団体相互の協力及び応援 

(１) 水防管理者は、水防上必要があるときは、他の水

防管理者又は市町村長若しくは消防長に対して応援

を求めることができる。（法第 23条） 

ただし、水防本部長は、上記にかかわらず応援に

関する指示を行うことがある。 

(２) 他の水防管理団体から応援を求められた場合は、

自らの水防に支障がない限りこの求めに応ずるもの

とし、作業、行動等については、応援を求めた水防

管理者の所轄の下に行うものとする。 

３ 水防管理団体相互の協力及び応援 

・水防管理者は、水防上必要があるときは、他の水防管

理者又は市町村長若しくは消防長に対して応援を求め

ることができる。（水防法第 23条）ただし、上記にかか

わらず応援に関する指示を行うことがある。 

・他の水防管理団体から応援を求められた場合は、自ら

の水防に支障がない限りこの求めに応ずるものとし、

作業、行動等については、応援を求めた水防管理者の

所轄の下に行う。 

 

水防 35 ４ 自衛隊の派遣要請の要求 

市長は、市域に係る災害が発生し、又はまさに発生し

ようとしている場合において、応急措置を実施するため

必要があると認めるときは、災害対策基本法第68条の２

に基づき、知事に対し、自衛隊法(昭和29年法律第165号)

第83条第１項の規定による要請をするよう求める。派遣

要請の要求に当たっては次の事項を明らかにするものと

する。 

（略） 

４ 自衛隊の派遣要請の要求 

市長は、市域に係る災害が発生し、又はまさに発生し

ようとしている場合において、応急措置を実施するため

必要があると認めるときは、法第68条の２に基づき、知

事に対し、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第83条第１項

の規定による要請をするよう求める。派遣要請の要求に

当たっては次の事項を明らかにする。 

（略） 

 

水防 35 ５ 警察官の出動要請 

水防管理者は、水防のため必要があると認めるとき

は、当該区域を管轄する警察署長に対し、警察官の出動

を求めることができる。(法第22条) 

５ 警察官の出動要請 

水防管理者は、水防のため必要があると認めるとき

は、当該区域を管轄する警察署長に対し、警察官の出動

を求めることができる。(水防法第22条) 

 

水防 35 ６ 国(河川事務所、地方気象台)や県との連携 

(１) （略） 

６ 国(河川事務所、地方気象台)や県との連携 

(１) （略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(２) ホットライン 

市は、河川の水位状況については国土交通省河川

事務所や静岡土木事務所とのホットラインにより、

また気象状況については地方気象台とのホットライ

ンにより、迅速かつ十分な情報共有に努めるものと

する。 

(２) ホットライン 

市は、河川の水位状況については国土交通省河川

事務所や静岡土木事務所とのホットラインにより、

また気象状況については地方気象台とのホットライ

ンにより、迅速かつ十分な情報共有に努める。 

水防 10 第５節 通信連絡 【水防】 第５節 通信連絡 【水防】  

水防 10 [危機、建設、消防] 

１ 水防通信連絡系統 

水防時に必要な連絡のため、電話、無線電話等の通信

を要する基本的な系統は、次のとおりである。なお、主

な関係機関と電話番号は、「水防関係機関電話番号一覧

(（水防計画)資料６)」のとおりである。 

 

[危機、建設、消防] 

１ 水防通信連絡系統 

水防時に必要な連絡のため、電話、無線電話等の通信

を要する基本的な系統は、◇資料編２－20による。 

なお、主な関係機関と電話番号は、◇資料編２－21に

よる。 

◇資料編２－20： 【水防】水防時における通信連絡基本系統

図 

◇資料編２－21： 【水防】水防関係機関電話番号一覧 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編に移動 

 ２ 放送局通信施設の使用 

（略） 

(１) （略） 

(２) 水防管理者及び県機関等の行う立退きの指示 

(３) （略） 

２ 放送局通信施設の使用 

（略） 

(１) （略） 

(２) 水防管理者、県機関等の行う立退きの指示 

(３) （略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

３ （略） ３ （略） 

水防 11 ４ 災害時優先電話 

大きな災害が起きると、被災地への電話が殺到する。

ＮＴＴでは法律に基づき一般の通話に対して規制が出来

るようになっている。(電気通信事業法) 

災害時優先電話とは、こうした規制の対象にならない

特別な指定を受けている電話のことである。(電話サービ

ス契約約款) 

災害時優先電話の指定にあたっては、ＮＴＴにおいて

国や地方公共団体等の機関に限定している。 

一定の機関とは、電話サービス契約約款に定めている

とおり、「災害の予防もしくは救援、交通、通信、電力の

供給確保又は、秩序の維持のために必要な事項を内容と

する通話及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容

とする通話」が行われる機関である。 

４ 災害時優先電話 

（削除） 

・ＮＴＴでは法律に基づき一般の通話に対して規制が出

来るようになっている。(電気通信事業法) 

・災害時優先電話とは、こうした規制の対象にならない

特別な指定を受けている電話のことである。(電話サー

ビス契約約款) 

・災害時優先電話の指定にあたっては、ＮＴＴにおいて

国や地方公共団体等の機関に限定している。 

・一定の機関とは、電話サービス契約約款に定めている

とおり、「災害の予防若しくは救援、交通、通信、電力

の供給確保又は、秩序の維持のために必要な事項を内

容とする通話及び公共の利益のため緊急を要する事項

を内容とする通話」が行われる機関である。 

 

 

水防 8 第６節 水防監視 【水防】 

[危機、建設、消防] 

水防関係者は、河川、海岸、堤防及び土石流発生危険箇所

並びにその他水防に影響のある工作物を随時に監視すると共

に、気象台の予報により異常降雨が予測される場合は、地区

それぞれの特質を勘案し、万全の措置をとる。 

一般的に水害の発生しやすいところは、天井川の沿岸、低

湿地帯、霞堤箇所、海岸の周辺、扇状地、旧河川地帯及び急

傾斜地等が考えられる。特に注意が必要な箇所は、次のとお

りである。 

なお、津波による被害に注意を要する区域は、静岡市地域

第６節 水防監視 【水防】 

[危機、建設、消防] 

水防関係者は、河川、海岸、堤防及び土石流発生危険箇所

並びにその他水防に影響のある工作物を随時に監視するとと

もに、気象台の予報により異常降雨が予測される場合は、地

区それぞれの特質を勘案し、万全の措置をとる。 

一般的に水害の発生しやすいところは、天井川の沿岸、低

湿地帯、霞堤箇所、海岸の周辺、扇状地、旧河川地帯、急傾

斜地等が考えられる。特に注意が必要な箇所は、次のとおり

である。 

なお、津波による被害に注意を要する区域は、◇資料編９
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

防災計画資料編資料９－８のとおりである。 

 

１ 重要水防箇所(直轄(国)、県) 

（水防計画）資料２－１－１、２－１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 湛水(浸水)注意箇所 

（水防計画）資料２－２ 

３ 土石流危険渓流箇所 

（水防計画）資料２－３ 

４ 水防上注意を要する水門等一覧 

（水防計画）資料２－４ 

５ 水防上重大な影響のある橋りょう 

（水防計画）資料２－５ 

６ 安倍川・富士川水防警報水位観測所横断図 

（水防計画）資料７ 

 

－８による。 

◇資料編９－８：推定津波浸水深・到達時間 

(１) 重要水防箇所(直轄(国)、県) 

◇資料編７－８： 【水防】直轄(国管理)区間重要水防箇所

（静岡水防区） 

◇資料編７－９： 【水防】県管理区間重要水防箇所（静岡水

防区） 

※台風等による被災からの応急復旧箇所について、水防管理

者は、重要水防箇所に準ずるものとして扱い、通常時の点

検並びに水防活動時に巡視・警戒を行い、水害の軽減、防

止に努める。対象とする応急復旧箇所については、毎年水

防区（土木事務所）が定め、水防管理者に別途通知する。 

(２) 湛水(浸水)注意箇所 

◇資料編７－11： 【水防】湛水（浸水）注意箇所 

(３) 土石流危険渓流箇所 

◇資料編７－４：土砂災害危険個所数 

(４) 水防上注意を要する水門等一覧 

◇資料編７－10： 【水防】水防上注意を要する水門等一覧 

(５) 水防上重大な影響のある橋りょう 

◇資料編７－12： 【水防】水防上重大な影響のある橋りょう 

(６) 安倍川・富士川水防警報水位観測所横断図 

◇資料編４－48： 【水防】安倍川・富士川水防警報水位観測

所横断図 

 

 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

水防 9 第７節 地下街などの危険区域の状況把握 

[危機、財政、福祉、衛生、子ども、都市、建築、教育] 

第７節 地下街などの危険区域の状況把握 

[危機、財政、福祉、衛生、子ども、都市、建築、教育] 
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水防本部は、洪水予報等の伝達をはじめ、水防状況を把握

するために必要があるときは浸水想定区域内にある下記の危

険区域について巡視や相互連絡等を行い、その結果を水防本

部長に報告する。 

１ 浸水想定区域内の地下街等 

（水防計画）資料２－６ 

※洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある地下街

等への洪水予報等の伝達系統図 

（水防計画）資料２－７ 

２ 浸水想定区域内の要配慮者利用施設 

（水防計画）資料２－８ 

水防本部は、洪水予報等の伝達をはじめ、水防状況を把握

するために必要があるときは浸水想定区域内にある次の危険

区域について巡視や相互連絡等を行う。 

(１) 浸水想定区域内の地下街等 

◇資料編４－14：洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必

要がある地下街等一覧 

※ 洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある

地下街等への洪水予報等の伝達系統図 

◇資料編４－16：洪水・土砂災害時の円滑かつ迅速な避難を

確保する必要がある地下街等・要配慮者利用施設への洪水

予報等の伝達系統図 

(２) 浸水想定区域内の要配慮者利用施設 

◇資料編４－15：洪水・土砂災害時の円滑かつ迅速な避難を

確保する必要がある要配慮者利用施設一覧表 

水防 11 第８節 気象予報等の情報収集、周知 第８節 気象予報等の情報収集、伝達 表現の適正化 

水防 11 [危機、総務、建設] 

１ 雨量・水位の観測 

気象予報、雨量、河川の水位については、以下の表の

ウェブサイトでPCやスマートフォン、携帯電話から情報

を収集・監視する。 

[危機、総務、建設] 

１ 雨量・水位の観測 

気象予報、雨量、河川の水位については、以下の表の

ウェブサイトでPCやスマートフォン、携帯電話から情報

を収集・監視する。 

 

水防 11 表１ 気象予報等の提供方法 

情報の内容 提供方法及び URL 

（略） （略） 

雨量・河川水位 川の防災情報 

【PC 版】http://www.river.go.jp/ 

表 ３-３ 気象予報等の提供方法 

情報の内容 提供方法及び URL 

（略） （略） 

雨量・河川水位 川の防災情報 

https://www.river.go.jp/ 

 

 

 

表現の適正化 
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【スマートフォン版】

http://river.go.jp/s/ 

【携帯版】http://i.river.go.jp/ 

静岡県内の河川

の水位、雨量、

気象情報 

静岡県土木総合防災情報(サイポスレーダ

ー) 

http://sipos.pref.shizuoka.jp/# 

※雨量観測所、水位観測所、水門水位観測所、監視カメラ

は（水防計画）資料１－２のとおりである。 
 

静岡県内の河川の水位、

雨量、気象情報 

静岡県土木総合防災情報(サイ

ポスレーダー) 

https://sipos.pref.shizuoka.

jp/ 

※ 雨量観測所、水位観測所、水門水位観測所、監視カ

メラは◇資料編４－45による。 

 

 

◇資料編４－45：【水防】雨量観測所・水位観測所・水門水位

観測所・監視カメラ 

 

表現の適正化 

 

水防 12 ２ 周知事項 

次の事項について必要と認められるものを周知する。 

(１) 気象予報 

（水防計画）(資料１－１のとおり) 

(２) 洪水予報 (第 10章のとおり) 

 

(３) 水防警報及び氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)の

水位情報 (第 11章のとおり) 

 

(４)～(６) （略） 

２ 伝達事項 

次の事項について必要と認められるものを伝達する。 

(１) 気象予報 

◇資料編８－１：気象等の予報及び警報の種類と発表基準 

(２) 洪水予報 

（▼第９節「洪水予報」に準ずる。） 

(３) 水防警報及び氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)の

水位情報 

（▼第 10節「水防警報等」に準ずる。） 

(４)～(６) （略） 

 

水防 12 ３ 周知の方法 

発表は水防本部長が行い、その他の者がみだりに独自

の判断をもって行ってはならない。 

(１)～(５) （略） 

３ 伝達の方法 

（削除） 

 

(１)～(５) （略） 

 

表現の適正化 
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水防 12 ４ 伝達系統 【水防】 

(１) 気象警報等の伝達等系統図(津波に関するものを除

く。) 

 

(２) 津波に関する注意報及び警報 

 

 

 

４ 伝達系統 【水防】 

(１) 気象警報等の伝達等系統図(津波に関するものを除

く。)は、◇資料編２－７による。 

◇資料編２－７：気象等の予報（注意報）及び警報伝達系統

図（津波を除く） 

（削除） 

 

 

 

(２) 津波に関する注意報及び警報は、◇資料編２－22

による。 

◇資料編２－22：津波に関する注意報及び警報伝達系統図 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

資料編に移動 

 

 

 

 

 

 

資料編に移動 

水防 13 第９節 洪水予報 【水防】 

[危機、区、建設、消防] 

（略） 

第９節 洪水予報 【水防】 

[危機、区、建設、消防] 

（略） 

 

水防 13 １ 安倍川洪水予報計画 

平成５年３月２６日 運輸省・建設省 告示第３号 

１ 安倍川洪水予報計画 

平成５年３月 26日 運輸省・建設省 告示第３号 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

水防 13 (１) （略） (１) （略）  

水防 13 (２) 洪水予報の対象となる基準水位観測所 

河川

名 

観測所

名 
地先名 位置 

氾濫 

注意

水位 

(警

戒水

位) 

避難

判断 

水位 

氾濫 

危険

水位 

(危

険水

位) 

安倍

川 

手越 
静岡市駿河区手

越 

右岸河口より  

4.07km 

2.40

m 

3.40

m 

4.00

m 

牛妻 静岡市葵区牛妻 
左岸河口より 

17.08km 

3.00

m 

4.10

m 

4.60

m 
 

(２) 洪水予報の対象となる基準水位観測所 

河川
名 

観測
所名 

地先名 位置 

氾濫 
注意
水位 
(警戒
水位) 

避難 
判断 
水位 

氾濫
危険 
水位 
(洪水
特別
警戒
水位) 

安 倍

川 

手越 
静岡市駿河区

手越 

右岸河口より  

4.07km 

2.40

ｍ 

3.40

ｍ 

4.00

ｍ 

牛妻 
静岡市葵区牛

妻 

左岸河口より 

17.08km 

3.00

ｍ 

4.10

ｍ 

4.60

ｍ 
 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

水防 14 (３) （略） (３) （略）  

水防 14 (４) 洪水予報の発表及び解除の基準 

種 類 発表基準 摘要 

氾 濫 
注 意
情 報 
(洪水
注 意
報 ) 

基準地点の水位が氾濫注意
水位(警戒水位)に到達し、更
に水位上昇が見込まれるとき 

洪水予報の終了
時期は洪水による
危険がなくなった
と認められるとき
静岡河川事務所と
静岡地方気象台が
協議の上決定する 

氾 濫 
警 戒
情 報 
(洪水
警報) 

基準地点の水位が一定時間
後に氾濫危険水位(危険水位)
に到達することが見込まれる
とき、又は、避難判断水位に
到達し、更に水位上昇が見込
まれるとき 

同上 
 

氾 濫
危 険
情 報 
(洪水
警報) 

基準地点の水位が、氾濫危
険水位(危険水位)に到達した
とき 

 

(４) 洪水予報の発表及び解除の基準 

種類 発表基準 摘要 

氾濫発生情
報 
(洪水警報) 
(警戒レベ
ル５相当) 

堤防からの越水又は破
堤がおこり、河川水に
よる浸水が確認された
とき 

洪水予報の終了時
期は洪水による危
険がなくなったと
認められるとき静
岡河川事務所と静
岡地方気象台が協
議の上決定する 

氾濫危険情
報 
(洪水警報) 
(警戒レベ
ル４相当) 

基準地点の水位が、氾
濫危険水位(レベル４水
位)に到達したとき 

同上 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 
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氾 濫
発 生
情 報 
(洪水
警報) 

堤防からの越水または破堤
がおこり、河川水による浸水
が確認されたとき 

 

（略） （略） （略） 
 

氾濫警戒情
報 
(洪水警報) 
(警戒レベ
ル３相当) 

基準地点の水位が一定
時間後に氾濫危険水位
(レベル４水位)に到達
することが見込まれる
とき、又は、避難判断
水位(レベル３水位)に
到達し、更に水位上昇
が見込まれるとき 

 

氾濫注意情
報 
(洪水注意
報) 
(警戒レベ
ル２相当) 

基準地点の水位が氾濫
注意水位 (レベル２水
位)に到達し、更に水位
上昇が見込まれるとき 

 

（略） （略） （略） 
 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

水防 14 (５) 安倍川洪水予報連絡系統図 

洪水予報の通知は、基本的にＦＡＸまたはオンラ

イン通信で通知する。その後必要な機関に対しては

受領の確認を行う。 

 

(５) 安倍川洪水予報連絡系統図 

洪水予報の通知は、基本的にＦＡＸ又はオンライ

ン通信で通知する。その後必要な機関に対しては受

領の確認を行う。 

◇資料編２－23： 【水防】安倍川洪水予報連絡系統図 

（削除） 

 

 

 

 

資料編に移動 

水防 15 ２ 富士川洪水予報計画 

平成８年３月２２日 運輸省・建設省 告示第１号 

２ 富士川洪水予報計画 

平成８年３月 22日運輸省・建設省 告示第１号 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

水防 15 (１) （略） (１) （略）  

水防 15 (２) 洪水予報の対象となる基準水位観測所(※ 静岡県

内対象観測所は南部観測所のみである。) 

河川

名 

観

測 

所

名 

地先名 位置 

氾

濫 

注

意

水

位 

(警

戒

水

位) 

避

難 

判

断 

水

位 

氾

濫 

危

険

水

位 

(危

険

水

位) 

富士

川 

南

部※ 

山梨県南巨摩郡南

部町内船 

右岸河口から 

29.8km 

3.8

0m 

4.2

0m 

4.9

0m 
 

(２) 洪水予報の対象となる基準水位観測所 

※ 静岡県内対象観測所は南部観測所のみである。 

河川
名 

観測
所名 

地先名 位置 

氾濫 
注意
水位 
(警
戒水
位) 

避難 
判断 
水位 

氾濫 
危険
水位 
(洪
水特
別警
戒水
位) 

富士
川 

南 部
※ 

山梨県南巨摩郡南
部町内船 

右岸河口か
ら 29.8km 

3.80
ｍ 

4.40
ｍ 

5.10
ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

水防 15 (３) （略） (３) （略）  

水防 15 (４) 洪水予報の発表及び解除の基準 

種 類 発表基準 

氾濫発生

情 報 

( 洪 水 警

報 ) 

・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

氾濫危険

情 報 

( 洪 水 警

報 ) 

・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位

を超え、さらに水位の上昇がみこまれるとき 

・氾濫危険水位に到達したとき 

・氾濫危険水位を超える状態が継続していると

き 

氾濫警戒

情 報 

( 洪 水 警

報 ) 

・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、氾濫危険水位に到達

すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が

見込まれるとき 

(４) 洪水予報の発表及び解除の基準 

種類 発表基準 

氾濫発生情報 

(洪水警報) 

(警戒レベル

５相当) 

・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

氾濫危険情報 

(洪水警報) 

(警戒レベル

４相当) 

・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位

を超え、さらに水位の上昇がみこまれるとき 

・氾濫危険水位に到達したとき 

・氾濫危険水位を超える状態が継続していると

き 

氾濫警戒情報 

(洪水警報) 

(警戒レベル

３相当) 

・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、氾濫危険水位に到達

すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

 

 

 

県水防計画の修正に
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・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下

回ったとき(避難判断水位を下回った場合 

を除く) 

・避難判断水位を超える状態が継続していると

き(水位の上昇の可能性がなくなった場合 

を除く) 

氾濫注意

情 報 

(洪水注意

報 ) 

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が

見込まれるとき 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満

の状態が継続しているとき 

・避難判断水位に到達したが、水位の上昇が見

込まれないとき 

氾濫注意

情 報 

(警戒情報

解 除 ) 

(洪水注意

報 ) 

( 警 報 解

除 ) 

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、

避難判断水位を下回った場合(氾濫注意水 

位を下回った場合を除く) 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込ま

れなくなったとき(氾濫危険水位に達した 

場合を除く) 

氾濫注意

情報解除 

(洪水注意

報 解 除 ) 

・氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報

又は氾濫注意情報を発表中に、氾濫注意水位

を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき 
 

見込まれるとき 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下

回ったとき(避難判断水位を下回った場合を

除く) 

・避難判断水位を超える状態が継続していると

き(水位の上昇の可能性がなくなった場合を

除く) 

氾濫注意情報 

(洪水注意報) 

(警戒レベル

２相当) 

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が

見込まれるとき 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満

の状態が継続しているとき 

・避難判断水位に到達したが、水位の上昇が見

込まれないとき 

氾濫注意情報 

(警戒情報解

除) 

(洪水注意報) 

(警報解除) 

(警戒レベル

２相当) 

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、

避難判断水位を下回った場合(氾濫注意水位

を下回った場合を除く) 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込ま

れなくなったとき(氾濫危険水位に達した場

合を除く) 

氾濫注意情報

解除 

(洪水注意報

解除) 

・氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報

又は氾濫注意情報を発表中に、氾濫注意水位

を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき 

 

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

水防 16 (５) 富士川洪水予報連絡系統図 

洪水予報の通知は、基本的にＦＡＸまたはオンラ

イン通信で通知する。その後必要な機関に対しては

受領の確認を行う。 

(５) 富士川洪水予報連絡系統図 

洪水予報の通知は、基本的にＦＡＸ又はオンライ

ン通信で通知する。その後必要な機関に対しては受

領の確認を行う。 

◇資料編２－24： 【水防】富士川洪水予報連絡系統図 

（削除） 

 

 

 

 

 

資料編に移動 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 
 

 

水防 16 第 10節 水防警報等 【水防】 第 10節 水防警報等 【水防】  

 [危機、区、建設、消防] 

１ 国土交通大臣が行う水防警報等とその措置 

(１) 河川 

ア 安倍川の区域の水防警報の発表は、国土交通省

静岡河川事務所長が、富士川の区域の水防警報の

発表は同甲府河川国道事務所長が行うものとし、

水防警報(津波)の種類、内容及び発表基準に基づ

き静岡県知事に通知する。また、藁科川の区域の

水位が特別警戒水位に達したときは、同静岡河川

事務所長は静岡県知事に通知するとともに、必要

に応じて報道機関の協力を求め、一般に周知させ

る。 

静岡県知事は、水防警報の通知を受けたときは

警報事項を、水位到達情報の通知を受けたときは

その通知に係る事項を水防管理者その他水防に関

係のある機関に通知するとともに、必要に応じて

[危機、区、建設、消防] 

１ 国土交通大臣が行う水防警報等とその措置 

＜河川＞ 

・安倍川の区域の水防警報の発表は、国土交通省静岡河

川事務所長が、富士川の区域の水防警報の発表は同甲

府河川国道事務所長が行うものとし、水防警報(津波)

の種類、内容及び発表基準に基づき静岡県知事に通知

する。 

・藁科川の区域の水位が特別警戒水位に達したときは、

同静岡河川事務所長は静岡県知事に通知するととも

に、必要に応じて報道機関の協力を求め、一般に周知

させる。 

・静岡県知事は、水防警報の通知を受けたときは警報事

項を、水位到達情報の通知を受けたときはその通知に

係る事項を水防管理者その他水防に関係のある機関に

通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

報道機関の協力を求めて、一般に周知させる。 

なお、氾濫注意水位(警戒水位)、避難判断水位

への到達情報(氾濫注意水位を下回った場合の情報

(氾濫注意情報の解除)を含む)、氾濫発生情報の発

表は、可能な範囲で行う。 

めて、一般に周知させる。 

・氾濫注意水位(警戒水位)、避難判断水位への到達情報

(氾濫注意水位を下回った場合の情報(氾濫注意情報の

解除)を含む)、氾濫発生情報の発表は、可能な範囲で

行う。 

水防 17 (ア) 水防警報を発表する河川名及び区域 

水

系

名 

河

川

名 

区域 

延長 

安
倍
川 

安

倍

川 

(左岸)葵区油島字青木 25番 1地先から海

まで 

(右岸)葵区中沢字札場 693 番 3 地先から

海まで 

22,680

ｍ 

安倍川水防警報計画(津波) 

安

倍

川 

(左岸)葵区南安倍 2丁目 65地先駿河大橋

から海まで 

(右岸)駿河区丸子新田 27地先駿河大橋か

ら海まで 

3,650

ｍ 

富
士
川 

富士

川 

(左岸)富士宮市下稲子から海まで 

(右岸)富士宮市内房から海まで 

18,000

ｍ 
 

(１) 水防警報を発表する河川名及び区域 

水

系

名 

水防警報 

計画名 

河

川

名 

区域 延長 

安

倍

川 

安倍川水防

警報計画 
安

倍

川 

(左岸)葵区油島字青木 25 番 1

地先から海まで 

(右岸)葵区中沢字札場 693番 3

地先から海まで 

22,680

ｍ 

安倍川水防

警報計画 

(津波) 

安

倍

川 

(左岸)葵区南安倍 2 丁目 65 地

先駿河大橋から海まで 

(右岸)駿河区丸子新田 27 地先

駿河大橋から海まで 

3,650

ｍ 

富

士

川 

- 

富

士

川 

(左岸)富士宮市下稲子から海

まで 

(右岸)富士宮市内房から海ま

で 

18,000

ｍ 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

水防 17 (イ) 水位到達情報を通知及び周知する河川名及

びその区域 

水

系

河川

名 
区域 

延長 

(２) 水位到達情報を通知及び周知する河川名及びその

区域 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

名 

安
倍
川 

(支

川) 

藁科

川 

(左岸)葵区大原字稲木山 1726 番 3 地先か

ら安倍川幹川合流点まで 

(右岸)葵区富厚里字八重ヶ瀬1052番2地

先から安倍川幹川合流点まで 

8,910

ｍ 

 

水

系

名 

水防警

報 

計画名 

河川名 区域 延長 

安

倍

川 

安倍川

水防警

報計画 (支川) 

藁科川 

(左岸)葵区大原字稲木山 1726

番 3 地先から安倍川幹川合流点

まで 

(右岸)葵区富厚里字八重ヶ瀬

1052 番 2 地先から安倍川幹川

合流点まで 

8,910

ｍ 

 

水防 17 (ウ) 水防警報を発表、水位到達情報を通知及び

周知する河川の対象水位観測所 

水
系
名 

河
川
名 

観
測
所
名 

所
在
地(

位
置) 

水
防
団
待
機(

指
定)

水
位 

氾
濫
注
意(

警
戒)

水
位 

出
動
水
位 

避
難
判
断
水
位 

氾
濫
危
険(

危
険)

水
位 

計
画
高
水
位 

氾
濫
す
る
可
能
性
が
あ
る
水
位 

現
況
堤
防
高 

堤
内
地
地
盤
高 

安
倍
川 

安
倍
川 

牛
妻 

葵区

牛妻 

(左

岸河

口か

ら

17.1

㎞) 

2.20

m 

3.00

m 

3.70

m 

4.10

m 
4.60m 

5.51

m 

6.0

2m 

左

8.4

m 

右

6.1

m 

左

5.

9m 

右

0.

6m 

(３) 水防警報を発表、水位到達情報を通知及び周知す

る河川の対象水位観測所 

水
系
名 

河
川
名 

観
測
所
名 

所
在
地(

位
置) 

水
防
団
待
機(
指
定)

水
位 

氾
濫
注
意(

警
戒)

水
位 

出
動
水
位 

避
難
判
断
水
位 

氾
濫
危
険(

洪
水
特
別
警
戒)

水
位 

計
画
高
水
位 

氾
濫
す
る
可
能
性
が
あ
る
水
位 

現
況
堤
防
高 

堤
内
地
地
盤
高 

安
倍
川 

安
倍
川 

牛
妻 

葵区

牛妻 

(左

岸河

口か

ら

17.1

㎞) 

2.20

m 

3.00

m 

3.70

m 

4.10

m 
4.60m 

5.51

m 

6.0

2m 

左

8.4

m 

右

6.1

m 

左

5.

9m 

右

0.

6m 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

手 

越 

駿河

区手

越 

(右

岸河

口か

ら

4.1

㎞) 

1.50

m 

2.40

m 

3.00

m 

3.40

m 
4.00m 

4.82

m 

5.8

8m 

左

7.3

m 

右

5.7

m 

左

3.

9m 

右

3.

0m 

藁
科
川 

奈
良
間 

葵区

奈良

間 

(右

岸合

流点

から

9.7

㎞) 

2.30

m 

3.70

m 

4.70

m 

6.40

m 

※１ 

(7.70

m) 

8.02

m 
－ 

左

山

付 

右

9.1

m 

左

山

付 

右

5.

5m 

富
士
川 

松 

岡 

富士

市松

岡 

(左

岸河

口か

ら

3.77

km) 

2.00

m 

2.50

m 
－ － － 

8.08

m 
－ 

左

10.

8m 

右

9.9

m 

左

4.

5m 

右

8.

2m 

（略） 

手
越 

駿河

区手

越 

(右

岸河

口か

ら

4.1

㎞) 

1.50

m 

2.40

m 

3.00

m 

3.40

m 
4.00m 

4.82

m 

5.8

8m 

左

7.3

m 

右

5.7

m 

左

3.

9m 

右

3.

0m 

藁
科
川 

奈
良
間 

葵区

奈良

間 

(右

岸合

流点

から

9.7

㎞) 

2.30

m 

3.70

m 

4.70

m 

6.40

m 

(7.70

m) 

※１ 

8.02

m 
－ 

左

山

付 

右

9.1

m 

左

山

付 

右

5.

5m 

富
士
川 

松
岡 

富士

市松

岡 

(左

岸河

口か

ら

3.77

km) 

2.00

m 

2.50

m 
－ － － 

8.08

m 
－ 

左

10.

8m 

右

9.9

m 

左

4.

5m 

右

8.

2m 

（略） 

水防 18 (エ) 水防警報の種類、内容及び発表基準 

ａ 安倍川・藁科川／国土交通省 中部地方

整備局 

表（略） 

ｂ 安倍川／国土交通省 中部地方整備局

（津波） 

(４) 水防警報の種類、内容及び発表基準 

ア 安倍川・藁科川／国土交通省 中部地方整備局 

表（略） 

イ 安倍川／国土交通省 中部地方整備局（津波） 

表（略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

表（略） 

水防 18 ｃ 富士川／国土交通省 関東地方整備局 

種類 内容 発表基準 

準備 

水防資器材の整備点検、水

門等の開閉の準備、幹部の出

動等に対するもの 

水位が氾濫注意水位(警戒

水位)に達し、気象状況及び

河川状況等により必要と認め

られたとき 

出動 
水防機関が出動する必要が

ある旨を警告するもの 

洪水注意報等により、また

は、水位、流量その他河川の

状況により、氾濫注意水位

(警戒水位)を超える恐れがあ

るとき 

指示 

水位、滞水時間その他、水

防活動上必要な状況を明示す

るとともに、越水、漏水、法

崩、亀裂その他、河川状況よ

り警戒を必要とする事項を指

摘して警告するもの 

洪水警報等により、また

は、すでに氾濫注意水位(警

戒水位)を超え、災害のおこ

る恐れがあるとき 

解除 

水防活動を必要とする出水

状況が解消した旨及び当該基

準水位観測所名による一連の

水防警報を解除する旨を通知

するもの 

氾濫注意水位(警戒水位)以

下に下降したとき、または、

氾濫注意水位(警戒水位)以上

であっても水防作業を必要と

する河川状況が解消したと認

めるとき 
 

ウ 富士川／国土交通省 関東地方整備局 

種類 内容 発表基準 

準備 

水防資器材の整備点検、

水門等の開閉の準備、幹部

の出動等に対するもの 

水位が氾濫注意水位(警戒水

位)に達し、気象状況、河川状

況等により必要と認められた

とき 

出動 

水防機関が出動する必要が

ある旨を警告するもの 

洪水注意報等により、又は、

水位、流量その他河川の状況

により、氾濫注意水位(警戒水

位)を超えるおそれがあるとき 

指示 

水位、滞水時間その他、水

防活動上必要な状況を明示

するとともに、越水、漏

水、法崩、亀裂その他、河

川状況より警戒を必要とす

る事項を指摘して警告する

もの 

洪水警報等により、又は、既

に氾濫注意水位(警戒水位)を

超え、災害のおこるおそれが

あるとき 

解除 

水防活動を必要とする出水

状況が解消した旨及び当該

基準水位観測所名による一

連の水防警報を解除する旨

を通知するもの 

氾濫注意水位(警戒水位)以下

に下降したとき、又は、氾濫

注意水位(警戒水位)以上であ

っても水防作業を必要とする

河川状況が解消したと認める

とき 
 

 

水防 19 参考 ＜参考＞  
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

図（略） 図（略） 

水防 19 ア 水防警報等の伝達系統図 

（略） 

(ア) 安倍川水防警報連絡系統図(支川藁科川を含

む) 

 

 

(イ) 富士川(釜無川を含む)水防警報連絡系統図 

 

 

ウ 水防警報等の伝達 

水防警報(洪水)は様式２により、水防警報(津

(５) 水防警報等の伝達系統図 

（略） 

ア 安倍川水防警報連絡系統図(支川藁科川を含む) 

◇資料編２－25： 【水防】安倍川水防警報連絡系統図（支川

藁科川を含む） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

イ 富士川(釜無川を含む)水防警報連絡系統図 

◇資料編２－26： 【水防】富士川水防警報連絡系統図（釜無

川を含む） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

資料編に移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編に移動 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

波)は様式４により伝達する。 

氾濫危険水位(特別警戒水位)に達した旨の水位

到達情報は、必要に応じて補足情報を明示して、

様式１－２により伝達する。 

水防 20 (２) 海岸 

ア 富士海岸(蒲原)の区域に係る水防警報は、国土

交通省中部地方整備局静岡河川事務所長が発表す

る。 

＜海岸＞ 

富士海岸(蒲原)の区域に係る水防警報は、国土交通省

中部地方整備局静岡河川事務所長が発表する。 

 

水防 20 (ア) 水防警報等を行う海岸及び区域(津波の水防警

報を含む) 

海岸名 区域 
区域

延長 

富士海岸(蒲

原) 

起点 清水区蒲原字向島 5245 番 4 地先

から 

終点 清水区蒲原堰沢字道外 961 番 1

地先まで 

約 4

㎞ 

 

(１) 水防警報等を行う海岸及び区域(津波の水防警報を

含む) 

海岸

名 

水防警報 

計画名 区域 
区域

延長 

富 士

海 岸

( 蒲

原) 

富士海岸

(蒲原) 

水防警報

計画 

起点 清水区蒲原字向島 5245 番 4

地先から 

終点 清水区蒲原堰沢字道外 961番

1 地先まで 

約 4

㎞ 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

水防 20 
(イ) 水防警報の対象高波観測所 

海岸名 
観測

所名 
所管 所在地 位置 

現況 

堤防

高 

富士海岸

(蒲原) 
鮫島 

国土交通省 

沼津河川国

道事務所 

富士市

鮫島 

沖合距離 

約 0.40 ㎞ 

設置水深  

－38m 

12.0

～ 

15.0m 

(２) 水防警報の対象高波観測所 

海岸

名 

観測

所名 
所管 所在地 位置 

現況 

堤防

高 

富 士

海岸 

( 蒲

原) 

鮫島 

国土交通省 

沼津河川国

道事務所 

富士市鮫

島 

沖合距離 

約 0.40 ㎞ 

設 置 水 深    

-39m 

12.0

～ 

15.0m 

 

 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

石廊

崎 

気象庁 

静岡地方気

象台 

賀茂郡

南伊豆

町 

石廊崎 

測定範囲 

沖 合 約

200m ～

400m 
 

石 廊

崎 

気象庁 

静岡地方気

象台 

賀茂郡南

伊豆町石

廊崎 

測定範囲 

沖合約 200m

～400m 
 

水防 21 (ウ) 水防警報の種類、内容及び発表基準(高潮) 

種類 内容 
具体的な発表基準【富士海

岸(蒲原)】 

待機 

・ 

準備 

水防団及び消防機関

が出動できるように待

機及び出動の準備があ

る旨を警告し、水防に

関する情報連絡、水防

資器材の整備、水門機

能等の点検、通信及び

輸送の確保等に努め

る。 

・静岡地方気象台より、中

部南で波浪警報が発表さ

れ、鮫島観測所で有義波高

3.0m 以上、または石廊崎観

測所で有義波高 4.5m 以上が

観測された時。 

・気象情報、CCTV 情報等を

勘案して発表が必要と判断

される時。 

出動 

水防団及び消防機関

が出動する必要がある

旨を連絡するもの。 

・気象情報(台風進路予測

等)より、今後、鮫島観測所

の有義波高が 5.4m 以上にな

ると予想され、さらに CCTV

情報等により水防団等の出

動が必要と判断される時。 

(３) 水防警報の種類、内容及び発表基準(高潮) 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

距離

確保 

準備 

激しい越波が発生す

る危険が迫っているこ

とを警告し、越波から

身の安全が十分に確保

できるよう海岸からの

距離を確保しながら、

避難誘導・浸水対策等

の水防活動を行う準備

を指示するもの。 

・鮫島観測所で有義波高

5.4m 以上が観測され、さら

に気象情報、CCTV 情報等を

勘案して発表が必要と判断

される時。 

・気象情報、CCTV 情報等に

より、越波の発生が迫って

きたと判断される時。 

距離

確保 

激しい越波の発生を

警告するとともに、越

波から身の安全を十分

に確保できるよう海岸

からの距離を確保しな

がら、避難誘導・浸水

対策等の水防活動を行

う旨を指示するもの。 

・鮫島観測所で有義波高

6.5m 以上が観測され、さら

に気象情報、CCTV 情報等に

より、発表が必要と判断さ

れる時。 

・越波発生が確認或いは判

断され、越波又はその流水

等で水防活動を実施する上

で危険な範囲が生じると判

断される時。 

距離

確保 

解除 

激しい越波のおそれ

が無くなった旨の通知

をする一方で、水防活

動が必要な箇所及び状

況を示し、その対応策

を指示する。 

・鮫島観測所で有義波高

6.5m を下回り、気象情報、

CCTV 情報等を勘案して、水

防活動を実施する上で、激

しい越波による危険が解消

したと判断される時。 

種類 内容 
具体的な発表基準【富士海岸

(蒲原)】 

待機・

準備 

水防団及び消防機関が

出動できるように待機

及び出動の準備がある

旨を警告し、水防に関

する情報連絡、水防資

器材の整備、水門機能

等の点検、通信、輸送

の確保等に努める。 

・静岡地方気象台より、中部

南で波浪警報が発表され、

鮫島観測所で有義波高 3.0

ｍ以上、又は石廊崎観測所

で有義波高 4.5ｍ以上が観

測されたとき。 

・気象情報、ＣＣＴＶ情報等

を勘案して発表が必要と判

断されるとき。 

出動 

水防団及び消防機関が

出動する必要がある旨

を連絡するもの。 

・気象情報(台風進路予測等)

より、今後、鮫島観測所の

有義波高が 5.4ｍ以上にな

ると予想され、さらにＣＣ

ＴＶ情報等により水防団等

の出動が必要と判断される

とき。 
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解 

除 

激しい越波の発生の

恐れが無くなったとと

もに、更に水防活動を

必要とする状況が解消

した旨、及び一連の水

防活動警報を解除する

旨を通告するもの。 

・鮫島観測所で有義波高

3.0m を下回り、気象情報、

CCTV 情報等を勘案して、水

防活動を必要とする状況が

解消したと認められる時。 

 

距離確

保 

準備 

激しい越波が発生する

危険が迫っていること

を警告し、越波から身

の安全が十分に確保で

きるよう海岸からの距

離を確保しながら、避

難誘導・浸水対策等の

水防活動を行う準備を

指示するもの。 

・鮫島観測所で有義波高 5.4

ｍ以上が観測され、さらに

気象情報、ＣＣＴＶ情報等

を勘案して発表が必要と判

断されるとき。 

・気象情報、ＣＣＴＶ情報等

により、越波の発生が迫っ

てきたと判断されるとき。 

距離確

保 

激しい越波の発生を警

告するとともに、越波

から身の安全を十分に

確保できるよう海岸か

らの距離を確保しなが

ら、避難誘導・浸水対

策等の水防活動を行う

旨を指示するもの。 

・鮫島観測所で有義波高 6.5

ｍ以上が観測され、さらに

気象情報、ＣＣＴＶ情報等

により、発表が必要と判断

されるとき。 

・越波発生が確認或いは判断

され、越波又はその流水等

で水防活動を実施する上で

危険な範囲が生じると判断

されるとき。 

距離確

保 

解除 

激しい越波のおそれが

無くなった旨の通知を

する一方で、水防活動

が必要な箇所及び状況

を示し、その対応策を

指示する。 

・鮫島観測所で有義波高 6.5

ｍを下回り、気象情報、Ｃ

ＣＴＶ情報等を勘案して、

水防活動を実施する上で、

激しい越波による危険が解

消したと判断されるとき。 

解除 激しい越波の発生のお ・鮫島観測所で有義波高 3.0
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

それが無くなったとと

もに、更に水防活動を

必要とする状況が解消

した旨、及び一連の水

防活動警報を解除する

旨を通告するもの。 

ｍを下回り、気象情報、Ｃ

ＣＴＶ情報等を勘案して、

水防活動を必要とする状況

が解消したと認められると

き。 

水防 22 イ 富士海岸(蒲原)水防警報連絡系統図 

水防警報の伝達方法は基本的にはＦＡＸにより

伝達する。その後、電話にて受領の確認を行う。 

 

ウ 水防警報等の伝達 

水防警報は高潮の場合は様式３、津波の場合は

様式５により伝達する。 

(４) 富士海岸(蒲原)水防警報連絡系統図 

水防警報の伝達方法は基本的にはＦＡＸにより伝

達する。その後、電話にて受領の確認を行う。 

◇資料編２－27： 【水防】富士海岸（蒲原）水防警報連絡

系統図 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

資料編に移動 

水防 22 ２ 静岡県知事が行う水位周知河川における水位到達情

報の通知及び周知 

巴川、長尾川、丸子川、藁科川、足久保川、興津川、

庵原川及び山切川の区域の水位が特別警戒水位に達した

とき、静岡県知事は水防管理者その他水防に関係のある

２ 静岡県知事が行う水位周知河川における水位到達情

報の通知及び周知 

・巴川、長尾川、丸子川、藁科川、足久保川、興津川、

庵原川及び山切川の区域の水位が特別警戒水位に達し

たとき、静岡県知事は水防管理者その他水防に関係の
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

機関に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力

を求めて、一般に周知させる。 

また、上記の河川について通知をした静岡県知事は、

その通知に係る事項を静岡市長に通知する。 

氾濫注意水位(警戒水位)、避難判断水位への到達情報

(氾濫注意水位を下回った場合の情報(氾濫注意情報の解

除)を含む)、氾濫発生情報の発表は、可能な範囲で行

う。 

 

 

なお、本市においては、県知事が指定し水防警報が発

表される河川の該当はない。 

ある機関に通知するとともに、必要に応じて報道機関

の協力を求めて、一般に周知させる。 

（移動） 

 

・氾濫注意水位(警戒水位)、避難判断水位への到達情報

(氾濫注意水位を下回った場合の情報(氾濫注意情報の

解除)を含む)、氾濫発生情報（要現認）の発表は、可

能な範囲で行う。 

・上記の河川について通知をした静岡県知事は、その通

知に係る事項を静岡市長に通知する。 

・本市においては、県知事が指定し水防警報が発表され

る河川の該当はない。 

 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

水防 22 (１) 水位到達情報を通知及び周知する河川名及びその区域 

水系

名 
河川名 区域 延長 

巴
川 

巴川 

(左岸)静岡市葵区北有永えん堤下端～

海まで 

(右岸)静岡市葵区北有永えん堤下端～

海まで 

14,550m 

(支川) 

長尾川 

(左岸)静岡市葵区瀬名 7 丁目新田橋付

近～巴川合流点まで 

(右岸)静岡市葵区瀬名 7 丁目新田橋付

近～巴川合流点まで 

6,800m 

(１) 水位到達情報を通知及び周知する河川名及びその区域 

水系

名 
河川名 区域 延長 

巴
川 

巴川 

(左岸)静岡市葵区北有永えん堤下端～海

まで 

(右岸)静岡市葵区北有永えん堤下端～海

まで 

14,550ｍ 

(支川) 

長尾川 

(左岸)静岡市葵区長尾新田橋付近～巴川

合流点まで 

(右岸)静岡市葵区長尾新田橋付近～巴川

合流点まで 

6,800ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 
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安
倍
川 

(支川) 

丸子川 

(左岸)静岡市駿河区丸子 7 丁目丸子橋

付近～安倍川合流点まで 

(右岸)静岡市駿河区丸子 7 丁目丸子橋

付近～安倍川合流点まで 

6,280m 

(支川) 

藁科川 

(左岸)静岡市葵区小島から静岡市葵区

大原直轄管理境まで 

(右岸)静岡市葵区小島から静岡市葵区

富厚里直轄管理境まで 

8,500m 

(支川) 

足久保

川 

(左岸)静岡市葵区足久保奥組県管理区

間起点から安倍川合流点まで 

(右岸)静岡市葵区足久保奥組県管理区

間起点から安倍川合流点まで 

9,230m 

興
津
川 

興津川 

(左岸) 清水区和田島落差工～海まで 

(右岸) 清水区和田島落差工～海まで 
12,300m 

庵
原
川 

庵原川 

(左岸) 清水区庵原町いほはら橋～清水

港まで 

(右岸) 清水区庵原町いほはら橋～清水

港まで 

3,600m 

(支川) 

山切川 

(左岸) 清水区山切～庵原川合流点まで 

(右岸) 清水区山切清水山切公園～庵原

川合流点まで 

2,000m 

 

安
倍
川 

(支川) 

丸子川 

(左岸)静岡市駿河区丸子丸子橋付近～安

倍川合流点まで 

(右岸)静岡市駿河区丸子丸子橋付近～安

倍川合流点まで 

6,280ｍ 

(支川) 

藁科川 

(左岸)静岡市葵区小島から静岡市葵区大

原直轄管理境まで 

(右岸)静岡市葵区小島から静岡市葵区富

厚里直轄管理境まで 

8,500ｍ 

(支川) 

足久保

川 

(左岸)静岡市葵区足久保奥組県管理区間

起点から安倍川合流点まで 

(右岸)静岡市葵区足久保奥組県管理区間

起点から安倍川合流点まで 

9,230ｍ 

興
津
川 

興津川 
(左岸)清水区和田島落差工～海まで 

(右岸)清水区和田島落差工～海まで 
12,300ｍ 

庵
原
川 

庵原川 
(左岸)清水区庵原町いほはら橋～海まで 

(右岸)清水区庵原町いほはら橋～海まで 
3,600ｍ 

(支川) 

山切川 

(左岸)清水区山切～庵原川合流点まで 

(右岸)清水区山切清水山切公園～庵原川

合流点まで 

2,000ｍ 

 

  (２) （略）  (２) （略）  

水防 24 (３) 氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)の基準 

氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)は、氾濫注意水

(３) 氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)の基準 

・氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)は、氾濫注意水
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

位(警戒水位)を越える水位であって、計画高水位若

しくは基準観測所において当該水位の基準観測所換

算水位を観測時時点から当該危険箇所において越水

又は溢水が発生するまでに、避難指示の発令、情報

伝達の及び避難を完了させることが可能となるよ

う、水位上昇速度及び避難等に要する時間(リードタ

イム)を考慮して設定した水位の低いほうの水位であ

り、この水位に達したときは「水防管理者及び量水

標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関

の協力を求めて、これを一般に周知させなければな

らない」(法第 13 条)。水防管理者において、氾濫危

険水位(洪水特別警戒水位)に到達した情報は、「災害

の発生を特に警戒すべき水位」として住民の避難等

に資する洪水情報となる。 

 

 

 

 

 

 

(４) 氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)の水位到達情報

位(警戒水位)を越える水位であって、計画高水位

若しくは基準観測所において当該水位の基準観測

所換算水位を観測時時点から当該危険箇所におい

て越水又は溢水が発生するまでに、避難指示の発

令、情報伝達の及び避難を完了させることが可能

となるよう、水位上昇速度及び避難等に要する時

間(リードタイム)を考慮して設定した水位の低い

ほうの水位である。 

・この水位に達したときは「水防管理者及び量水標

管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関

の協力を求めて、これを一般に周知させなければ

ならない」(水防法第 13条)。 

・水防管理者において、氾濫危険水位(洪水特別警戒

水位)に到達した情報は、「災害の発生を特に警戒

すべき水位」として住民の避難等に資する洪水情

報となる。 

 

図 ３-１ 静岡県の氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）の設

定 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

の通知 

氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)の水位到達情報

は様式 10 により通知する。また、必要に応じて補足

情報を明示して情報提供する。 

(５) 氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)の水位到達情報

を発表しない場合の処置理由を付し関係者に通知す

る。 

(６) 水位到達情報連絡系統図 

水位到達情報の伝達方法は、基本的にＦＡＸにて

伝達する。その後、電話にて受領の確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 水位到達情報連絡系統図 

水位到達情報の伝達方法は、基本的にＦＡＸにて

伝達する。その後、電話にて受領の確認を行う。 

◇資料編２－28： 【水防】静岡土木事務所管内河川の水位到

達情報連絡系統図 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編に移動 

水防 30 第 11節 巡視及び警戒とその措置 【水防】 第 11節 巡視及び警戒とその措置 【水防】  

 [危機、農水、建設、消防] 

１ 巡視 

水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、管轄区域

内の河川、遊水地、海岸堤防及び津波防護施設等を巡視

し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、

[危機、農水、建設、消防] 

１ 巡視 

・水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、管轄区域

内の河川、遊水地、海岸堤防、津波防護施設等を巡視

し、水防上危険であると認められる箇所があるとき
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

直ちに河川、海岸、津波防護施設等の管理者(以下「河川

等の管理者」という。)に連絡して必要な措置を求めなけ

ればならない。(法第９条関係)上記に係る通知を受けた

河川等の管理者は、必要な措置を行うとともに、措置状

況を水防管理者に通知するものとする。 

 

河川等の管理者が自ら行う巡視等において水防上危険

であると認められる箇所を発見した場合は、必要な措置

を行うとともに、措置状況を水防管理者に通知するもの

とする。 

水防管理者等が、出水期前や洪水経過後、高潮や津波

終息後などに、重要水防箇所又は洪水箇所、その他必要

と認める箇所の巡視を行う場合には、必要に応じて河川

等の管理者に立会又は共同で行うことを求めることがで

きるものとする。 

は、直ちに河川、海岸、津波防護施設等の管理者(以下

「河川等の管理者」という。)に連絡して必要な措置を

求めなければならない。(水防法第９条関係) 

・上記に係る通知を受けた河川等の管理者は、必要な措

置を行うとともに、措置状況を水防管理者に通知する

ものとする。 

・河川等の管理者が自ら行う巡視等において水防上危険

であると認められる箇所を発見した場合は、必要な措

置を行うとともに、措置状況を水防管理者に通知する

ものとする。 

・水防管理者等が、出水期前や洪水経過後、高潮や津波

終息後などに、重要水防箇所、応急復旧箇所又は洪水

箇所、その他必要と認める箇所の巡視を行う場合に

は、必要に応じて河川等の管理者に立会又は共同で行

うことを求めることができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

水防 30 ２ 警戒 

水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、県から非

常配備体制が発令されたとき、または気象等の悪化が予

想されるとき等は、河川、海岸等の監視及び警戒をさら

に厳重にし、特に既往の被害箇所 その他重要な箇所を

中心として巡視するものとする。また、次の状態に注意

し、異常を発見したときは直ちに水防作業を実施すると

ともに、静岡水防区長及び河川等の管理者に報告し、静

岡水防区長は県水防本部長に報告するものとする。 

 

 

２ 警戒 

・水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、県から非

常配備体制が発令されたとき、又は気象等の悪化が予

想されるとき等は、河川、海岸等の監視及び警戒をさ

らに厳重にし、特に既往の被害箇所、その他重要な箇

所を中心として巡視するものとする。 

・次の状態に注意し、異常を発見したときは直ちに水防

作業を実施するとともに、静岡水防区長及び河川等の

管理者に報告し、静岡水防区長は県水防本部長に報告

するものとする。 

・巡視・警戒中に、堤防、ダムその他の施設の決壊、又

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

 

 

なお、高潮・津波の場合は、その襲来までの時間的余

裕を十分考慮して自身の安全及び避難を優先して監視及

び警戒にあたるものとする。 

(１)～(３)（略） 

(４) 居住地側堤防斜面の漏水または飽水による亀裂及

び欠け崩れ 

(５) 排水門・取水門・こう門の両軸又は底部よりの漏

水と扉の締まり具合 

(６) 橋梁その他の構造物と堤防との取り付け部分の異

状 

 

は越水・溢水若しくは異常な漏水を発見したときは、

直ちに▼「第 15節 堤防等の決壊時の処置」に基づく通

報をするものとする。 

・高潮・津波の場合は、その襲来までの時間的余裕を十

分考慮して自身の安全及び避難を優先して監視及び警

戒にあたるものとする。 

(１)～(３)（略） 

(４) 居住地側堤防斜面の漏水又は飽水による亀裂及び

欠け崩れ 

(５) 排水門・取水門・こう門の両軸又は底部よりの漏

水と扉の締まり具合 

(６) 橋りょうその他の構造物と堤防との取り付け部分

の異状 

伴う修正 

水防 9 第 12節 水防用資器材及び設備の整備運用並びに輸送 

【水防】 

[危機、建設、消防] 

第 12節 水防用資器材及び設備の整備運用並びに輸送 

【水防】 

[危機、建設、消防] 

 

水防 9 １ 資器材の整備 

(１) 水防倉庫の設置状況及び備蓄されている資器材

は、（水防計画）資料３のとおりである。 

 

 

(２) （略） 

(３) 水防管理者は、水防管理団体の備蓄資器材では不

足するような緊急事態に際して、国の応急復旧用資

器材又は県の備蓄資器材を使用する場合には、国土

１ 資器材の整備 

(１) 水防倉庫の設置状況及び備蓄されている資器材

は、◇資料編４－46による。 

◇資料編４－46： 【水防】水防用資器材一覧（葵・駿河区、

清水区） 

(２) （略） 

(３) 水防管理者は、水防管理団体の備蓄資器材では不

足するような緊急事態に際して、国の応急復旧用資

器材又は県の備蓄資器材を使用する場合には、国土
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

交通省静岡河川事務所長又は県静岡土木事務所長に

電話等にて承認を受けるものとする。 

(４) （略） 

交通省静岡河川事務所長又は県静岡土木事務所長に

電話等にて承認を受ける。 

(４) （略） 

水防 9 ２ 輸送の確保 

水防本部は、非常の際における資器材等の輸送を確保

するため、車両を配備すると共に、輸送経路を定めてお

くものとする。なお、輸送車の車種及び常置場所は、（水

防計画）資料４のとおりである。 

 

２ 輸送の確保 

水防本部は、非常の際における資器材等の輸送を確保

するため、車両を配備するとともに、輸送経路を定めて

おく。なお、輸送車の車種及び常置場所は、◇資料編４

－47による。 

◇資料編４－47： 【水防】水防車・輸送車・作業車一覧 

 

 

 第 13節 水防活動の実施 【水防】 

[危機、消防] 

第 13節 水防活動の実施 【水防】 

[危機、消防] 

 

水防 30 １ 水防作業 

水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被

害を未然に防止し、又は被害の拡大を防ぐため、堤防の

構造、流速、護岸、浸水域及び近接地域の状態等を考慮

して最も適切な工法を選択し実施するものとする。その

際、水防従事者は安全性が高いと考えられる場所までの

避難完了に要する時間、津波到達時刻等を考慮して、自

身の危険性が高いと判断したときには、自身の避難を優

先する。 

（略） 

１ 水防作業 

水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被

害を未然に防止し、又は被害の拡大を防ぐため、堤防の

構造、流速、護岸、浸水域及び近接地域の状態等を考慮

して最も適切な工法を選択し実施するものとする。その

際、水防従事者は自身の安全を確保できる場所までの避

難完了に要する時間、津波到達時刻等を考慮して、安全

を確保できないと判断したときには、自身の避難を優先

する。 

（略） 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

 ２ （略） ２ （略）  

水防 31 ３ 水防配備の解除 

(１) 水防管理団体の配備の解除 

３ 水防配備の解除 

(１) 水防管理団体の配備の解除 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

水防管理者は、自らの区域内の水防活動の必要が

なくなったと認めたときは、配備の解除を発令する

とともに、住民その他関係機関に通知するものとす

る。 

なお、配備の解除を発令したときは、所管する静

岡水防区長を経由して県水防本部長に報告するもの

とする。 

(２) 水防団及び消防団の配備の解除 

ア 水防解除は、水位が下降して水防活動の必要が

なくなり水防本部長又は水防管理者が水防解除の

指令をしたときとする。 

イ～エ（略） 

水防管理者は、自らの区域内の水防活動の必要が

なくなったと認めたときは、配備の解除を発令する

とともに、住民その他関係機関に通知する。 

 

なお、配備の解除を発令したときは、所管する静

岡水防区長を経由して県水防本部長に報告する。 

 

(２) 水防団及び消防団の配備の解除 

ア 水防解除は、水位が下降して水防活動の必要が

なくなり水防管理者が水防解除の指令をしたとき

とする。 

イ～エ（略） 

 

水防 7 第 14節 避難 【水防】 第 14節 避難 【水防】  

水防 7 [危機] 

１ 避難の指示 

洪水、津波又は高潮等により著しい危険が切迫してい

ると認められるときは、法第29条に基づき、県水防本部

長(静岡県知事)、静岡水防区長(県静岡土木事務所長)の

命を受けた県の職員又は水防管理者は、必要と認める区

域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち

退くべきことを指示することができる。 

なお、その際、報道機関等、水防信号又はその他の方

法を利用し、迅速でかつ的確に指示するものとする。 

水防管理者は、避難のため立ち退きを指示した場合

は、当該区域を管轄する警察署長へ通知するとともに、

[危機] 

１ 避難の指示 

・洪水、津波又は高潮等により著しい危険が切迫してい

ると認められるときは、水防法第 29 条に基づき、県水

防本部長(静岡県知事)、静岡水防区長(県静岡土木事務

所長)の命を受けた県の職員又は水防管理者は、必要と

認める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難

のため立ち退くべきことを指示することができる。 

・その際、報道機関等、水防信号又はその他の方法を利

用し、迅速でかつ的確に指示するものとする。 

・水防管理者の行う避難指示は、（▼共通対策編 第３章 

第９節 避難救出計画「１ 避難の指示」及び「２ 避難

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画統合に伴う整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

水防区長(土木事務所長)を経由して、県水防本部長へそ

の旨を報告しなければならない。 

の指示の伝達方法」に準ずる。） 

 

 

 ２ 避難のための立退き計画 

水防管理者は、避難所として適当な施設について充分

調査し、当該区域を管轄する警察署長及び関係者と事前

に協議のうえ、あらかじめ立退き計画を作成するととも

に、立退き先経路等に伴う必要な措置を講じておくもの

とする。 

 

２ 避難のための立退き計画 

水防管理者は、避難所として適当な施設について充分

調査し、当該区域を管轄する警察署長及び関係者と事前

に協議のうえ、あらかじめ立退き計画を作成するととも

に、立退き先経路等に伴う必要な措置を講じておく。 

 

 

水防 8 第 15節 堤防等の決壊時の処置 【水防】 

[危機、消防] 

第 15節 堤防等の決壊時の処置 【水防】 

[危機、消防] 

 

水防 8 １ 堤防等の決壊(被害情報)の通報(法第 25条) 

(１) 堤防等が決壊し又はこれに準ずべき事態が発生し

た場合は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長

は、すみやかに地区住民、静岡水防区長(県静岡土木

事務所長)、国土交通省(静岡河川事務所長又は甲府

河川国道事務所長)、管轄警察署又は交番・駐在所等

に通報するものとする。 

なお、一般住民への通報に際しては、報道機関等

を利用し、迅速な情報伝達に努めるものとする。 

 

 

 

(２)  

１ 堤防等の決壊(被害情報)の通報(水防法第 25条) 

(１) 水防管理者（市町）、消防機関の長（消防長、消防

団長）、水防団長の通報 

堤防、ダムその他の施設が決壊したとき、又は越

水・溢水若しくは異常な漏水が発生したときは、水

防管理者、水防団長、消防機関の長は、すみやかに

付近の住民、所轄水防区長（土木事務所長)、管轄警

察署又は交番・駐在所等に通報するものとする。河

川法に規定する河川について、水防区長に通報する

際は、現地確認情報（画像・映像等）とともに行う

よう努める。 

なお、付近の住民への通報に際しては、迅速な情

報伝達に努めるものとする。 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

この通報を受けた静岡水防区長は、県水防本部及

び管轄警察署長に、直轄管理区域河川については、

所轄する国土交通省(静岡河川事務所長又は甲府河川

国道事務所長)にも通報するものとする。 

(３) 通報を受けた河川管理者は水防上危険であるかど

うか確認を行い、危険が認められる場合には市町村

の長に避難情報の発令に資する事象として情報提供

するものとする。 

 

［被害情報の流れ］ 

 

(２) 水防区長の通報 

この通報を受けた静岡水防区長は、県水防本部及

び管轄警察署長に、直轄管理区域河川については、

所轄する国土交通省(静岡河川事務所長又は甲府河川

国道事務所長)にも通報するものとする。 

(３) 隣接水防管理者の通報 

(１)の通報を受けた河川管理者は水防上危険であ

るかどうか確認を行い、危険が認められる場合には

市町村の長に避難情報の発令に資する事象として情

報提供するものとする。 

◇資料編２-29：【水防】決壊情報の通報連絡系統図 

（削除） 

伴う修正 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

 

 

 

 

 

水防 8 ２ 決壊後の処置(法第 26条) 

決壊箇所等については、水防管理者、水防団長、消防

機関の長、水防本部長及び各機関の長が相互に協力し

て、できる限り氾濫による被害が拡大しないように努め

るものとする。 

 

２ 決壊後の処置(水防法第 26 条) 

決壊箇所等については、水防管理者、水防団長、消防

機関の長及び各機関の長が相互に協力して、できる限り

氾濫による被害が拡大しないように努めるものとする。 

 

 

 

表現の適正化 

水防 31 第16節 水防信号及び標識並びに身分証票 【水防】 第16節 水防信号及び標識並びに身分証票 【水防】  

水防 31 [危機、消防] [危機、消防]  
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

１ 水防信号 

法第20条の規定による水防信号(昭和31年県規則第75

号)は、次表のとおりである。 

１ 水防信号 

水防法第20条の規定による水防信号(昭和31年県規則第

75号)は、次表のとおりである。 

 区別

/方

法 

説明 警鐘信号 
サイレン信号(余いん防

止符) 

（略） 

注 

意 

1 信号は、適切の時間継続すること 

2 必要があれば警鐘、サイレンを併用することを妨げ

ない 

3 危険が去ったときは、口答伝達により周知させるも

のとする 
 

区別/

方法 
説明 警鐘信号 

サイレン信号(余いん

防止符) 

（略） 

注意 

１ 信号は、適切の時間継続すること 

２ 必要があれば警鐘信号及びサイレンを併用するこ

とを妨げないこと 

３ 危険が去ったときは、口答伝達により周知させる

ものとする 
 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

水防 32 ２ 標識 

(１) 水防優先標識 

水防のため現場に赴く職員及び車両の優先通行標

識は、次の図のとおりである。 

 

 

 

(２) 緊急自動車(水防用)及び水防車両 

水防のため出動する緊急自動車(道路交通法(昭和

35 年法律第 105 号)の規定に基づき公安委員会の指定

をうけたもの)及び他の水防用車両は、優先通行を確

保するため、第１図の標識を用いるものとする。 

《図》 水防優先通行車両標識(昭和 31年県告示第 939号) 

２ 標識 

・水防優先標識 

水防のため現場に赴く職員及び車両の優先通行標

識は、◇資料編４－50による。 

◇資料編４－50： 【水防】水防優先標識（車両標識・腕

章・標燈） 

 

（削除） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

第１図 車両標識 第２図 腕 章 第３図 標燈

(形状適宜) 

 

・「水」は赤色   ・外は白地   ・「静岡市」は黒色 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

資料編に移動 

水防 32 ３ 身分証票 

法第49条第２項による水防団員の身分証票は、次のと

おりとする。 

 

 

３ 身分証票 

水防法第49条第２項による水防団員の身分証票は、◇

資料編４－51による。 

◇資料編４－51： 【水防】水防団身分証票 

（削除） 

 

 

 

 

資料編に移動 

水防 36 第 17節 水防てん末報告 【水防】 

[危機、消防] 

 

第 17節 水防報告等 【水防】 

[危機、消防] 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

水防 36 １ 県水防本部長との連絡 

洪水・高潮等に際して水防活動を実施し、水防活動を

終了したときは、次の事項をとりまとめ、様式11によ

り、水防活動実施後10日以内に静岡水防区を経由し、県

水防本部長に報告するものとする。 

 

 

 

(１) 水防てん末報告事項 

（略） 

１ 県水防本部長との連絡 

水防管理者は、洪水・高潮等に際して水防活動を実施

し、水防活動を終了したときは、水防団・消防団等から

の報告（目安は３日）を基に次の記録を作成、保管し、

水防活動実施後７日以内に静岡水防区に報告しなければ

ならない。特に水防功労者表彰の申請については、実状

を調査し内容を審査したうえ、功績順位並びに意見を附

して報告する。 

(１) 水防報告事項 

（略） 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

水防 36 ２ 水防本部長への報告 

水防分団長又は消防分団長は、警戒中の水位観測その

他警戒中の水位及び災害危険の状況を、速やかに、水防

実施状況報告書(様式12市様式)により水防団長又は消防

団長に報告する。水防団長又は消防団長はとりまとめの

上、水防本部長に報告する。 

 

２ 水防管理者への報告 

水防分団長又は消防分団長は、警戒中の水位観測その

他警戒中の水位及び災害危険の状況を、速やかに、水防

実施状況報告書により水防団長又は消防団長に報告す

る。水防団長又は消防団長は取りまとめの上、水防管理

者に報告する。 

 

表現の適正化 

水防 37 第 18節 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難

の確保及び浸水の防止のための措置 【水

防】 

第 18節 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難

の確保及び浸水の防止のための措置 【水

防】 

 

水防 37 [危機、財政、区、福祉、衛生、子ども、建築、建設、教育] 

１ 洪水対応 

(１) 洪水浸水想定区域の指定 

国土交通大臣及び県知事は、河川が氾濫した場合

に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として

[危機、財政、区、福祉、衛生、子ども、建築、建設、教育] 

１ 洪水対応 

(１) 洪水浸水想定区域の指定 

国土交通大臣及び県知事は、河川が氾濫した場合

に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される

水深を公表 

(https://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-

320/measures/shinsuisoutei.html)するとともに、

関係市町の長に通知するものとする。 

(２) 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保

及び浸水の防止のための措置 

静岡市防災会議は、浸水想定区域の指定があった

ときは、静岡市地域防災計画において、少なくとも

当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について

定めるものとする。 

ア 洪水予報、水位到達情報その他人的被害を生じ

るおそれがある洪水に関する情報の伝達方法 

イ（略） 

ウ 災害対策基本法第 48 条第１項の防災訓練として

市長が行う洪水に係る避難訓練の実施に関する事

項 

エ～オ（略） 

(３) 洪水ハザードマップ 

市長は、静岡市地域防災計画において定めた上記

(２)ア～オに掲げる事項を住民、滞在者その他の者

に周知させるため、これらの事項(土砂災害警戒区域

等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平

成 12 年法律第 57 号)第８条第３項に規定する事項を

含む。)を記載した印刷物の配布、インターネットを

利用した提供その他の必要な措置を講じることとす

指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される

水深を公表 

(https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/kas

ensabo/river/1003561/1044017/index.html) す る と

ともに、関係市町の長に通知するものとする。 

(２) 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保

及び浸水の防止のための措置 

防災会議は、浸水想定区域の指定があったとき

は、地域防災計画において、少なくとも当該浸水想

定区域ごとに、次に掲げる事項について定める。 

 

ア 洪水予報、水位到達情報その他人的災害を生じ

るおそれがある洪水に関する情報の伝達方法 

イ（略） 

ウ 法第 48 条第１項の防災訓練として市長が行う洪

水に係る避難訓練の実施に関する事項 

 

エ～オ（略） 

(３) 洪水ハザードマップ 

市長は、地域防災計画において定めた上記(２)ア

～オに掲げる事項を住民、滞在者その他の者に周知

させるため、これらの事項(土砂災害警戒区域等にお

ける土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12年

法律第 57 号)第８条第３項に規定する事項を含む。)

を記載した印刷物の配布、インターネットを利用し

た提供その他の必要な措置を講じることとする。 

 

時点更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

る。 

(４) 予想される水災の危険の周知等 

市長は、洪水予報河川及び水位周知河川以外の河

川のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する

ことが特に必要と認める河川について、過去の降雨

により当該河川が氾濫した際に浸水した地点、その

水深その他の状況を水害リスク情報として把握する

よう努めるとともに、これを把握したときは、浸水

実績等を地図上に示した図面の公表、浸水実績等を

付加した洪水ハザードマップの公表等により住民等

に周知することとする。図面等を公表する場合は、

住民への各戸配布やインターネット上での公表等に

より行うこととする。 

 

 

(５) 地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止の

ための措置に関する計画の作成等 

法第 15 条第１項の規定により静岡市地域防災計画

に名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又

は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で

定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水

時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸

水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関

する計画を作成し、これを市長に報告するととも

に、公表するものとする。また、地下街等の利用者

の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時

(４) 予想される水災の危険の周知等 

・市長は、洪水予報河川及び水位周知河川以外の河

川のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保す

ることが特に必要と認める河川について、過去の

降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地

点、その水深その他の状況を水害リスク情報とし

て把握するよう努める。 

・市長は、水害リスク情報を把握したときは、浸水

実績等を地図上に示した図面の公表、浸水実績等

を付加した洪水ハザードマップの公表等により住

民等に周知することとする。 

・市長は、図面等を公表する場合は、住民への各戸

配布やインターネット上での公表等により行うこ

ととする。 

(５) 地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止の

ための措置に関する計画の作成等 

・水防法第 15 条第１項の規定により地域防災計画に

名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又

は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令

で定めるところにより、当該地下街等の利用者の

洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時

等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の

措置に関する計画を作成し、これを市長に報告す

るとともに、公表するものとする。 

・地下街等の所有者又は管理者は、地下街等の利用

者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

等の浸水の防止のための訓練を行い、その結果を市

長に報告するものとする。さらに、自衛水防組織を

置き、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通

省令で定める事項を市長に報告するものとする。 

 

 

 

市は、静岡市地域防災計画において、地下街等の

所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成員への洪

水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

(６) 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための

措置に関する計画の作成等 

法第 15 条第１項の規定により静岡市地域防災計画

に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の

所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところ

により、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等

の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓

練その他の措置に関する計画を作成し、これを市長

に報告するとともに、当該要配慮者利用施設の利用

者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための

訓練を行い、その結果を市長に報告するものとす

る。さらに、自衛水防組織を置くよう努めるものと

する。 

 

市は、静岡市地域防災計画において、要配慮者利

用施設の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成

水時等の浸水の防止のための訓練を行い、その結

果を市長に報告するものとする。 

・地下街等の所有者又は管理者は、自衛水防組織を

置き、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交

通省令で定める事項を市長に報告するものとす

る。 

・市は、地下街等の所有者又は管理者及び自衛水防

組織の構成員への洪水予報等の伝達方法を定める

ものとする。 

(６) 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための

措置に関する計画の作成等 

・水防法第 15 条第１項の規定により地域防災計画に

名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の

所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水

時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必

要な訓練その他の措置に関する計画を作成し、こ

れを市長に報告するとともに、当該要配慮者利用

施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の

確保のための訓練を行い、その結果を市長に報告

するものとする。 

・要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、自衛水

防組織を置くよう努めるものとする。 

・市は、地域防災計画において、要配慮者利用施設

の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成員へ

の洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 
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員への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

水防 39 ２ 津波対応 

(１) 要避難地区等の設定 

 

 

ア 要避難地区 

津波による浸水の発生が予想され、避難対策を

推進する必要がある地域を津波に対する要避難地

区とする。津波に対する要避難地区は、津波危険

予想地域を含む町丁目を原則とし、表-１で定める

地区とする。本市における津波危険予想地域は、

津波防災地域づくり法(平成 23 年法律第 123 号)第

８条に基づく静岡県津波浸水想定区域(平成２５年

１１月)としている。また、令和５年３月には、本

市の津波浸水想定区域と同じ範囲が同法第５３条

に基づく津波災害警戒区域に指定された。 

２ 津波対応 

(１) 要避難地区等の設定 

（▼「◇資料編８－７」に準ずる。） 

◇資料編８－７：静岡市津波避難計画 

（削除） 

 

水防 40 表-１ 要避難地区(全部又は一部が要避難地区に含まれる町

丁目) 

区 地区 町丁目 

駿河

区 

大里東 下島、高松 

中島 西島、西脇、中島 

宮竹 高松二丁目 

大谷 
西大谷、大谷一丁目、大谷二丁目、大谷三

丁目 

久能 安居、古宿、根古屋、西平松、青沢、中平
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松 

川原 下川原南、桃園町 

長田南 

広野、広野三丁目、広野四丁目、広野五丁

目、広野六丁目、広野海岸通、港、小坂、

小坂一丁目、小坂二丁目、小坂三丁目、石

部、用宗一丁目、用宗二丁目、用宗三丁

目、用宗四丁目、用宗五丁目、用宗小石町 

清水

区 

辻 

愛染町、宮下町、宮代町、辻一丁目、辻二

丁目、辻三丁目、辻四丁目、辻五丁目、田

町、本郷町、矢倉町 

江尻 

銀座、江尻台町、江尻町、江尻東一丁目、

江尻東二丁目、江尻東三丁目、小芝町、真

砂町、二の丸町、宝町 

入江 
元城町、渋川一丁目、新富町、東大曲町、

入江一丁目、入江二丁目 

浜田 

旭町、松原町、上一丁目、上清水町、新港

町、千歳町、相生町、島崎町、巴町、浜田

町、万世町一丁目、万世町二丁目 

岡 岡町、上二丁目、南岡町、梅田町 

清水 

幸町、港町一丁目、港町二丁目、三光町、

松井町、清開一丁目、清水町、村松原一丁

目、築地町、日の出町、入船町、八千代

町、美濃輪町、富士見町、北矢部町二丁

目、本町 

不二見 
宮加三、新緑町、清開二丁目、清開三丁

目、清水村松地先新田、村松、村松一丁
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目、村松原二丁目、村松原三丁目 

駒越 

駒越西一丁目、駒越西二丁目、駒越中一丁

目、駒越中二丁目、駒越東町、駒越南町、

駒越北町、蛇塚、増 

折戸 
折戸、折戸一丁目、折戸二丁目、折戸三丁

目、折戸四丁目、折戸五丁目 

三保 三保、三保松原町 

袖師 
横砂、横砂西町、横砂中町、横砂東町、横

砂南町、横砂本町、西久保、袖師町 

興津 
興津清見寺町、興津中町、興津東町、興津

本町 

蒲原 蒲原、蒲原神沢 

由比 
由比、由比今宿、由比寺尾、由比西倉澤、

由比町屋原、由比東倉澤、由比北田 

※津波浸水想定区域(津波災害警戒区域)の範囲は津波ハザー

ドマップにおいて表示している。 

水防 41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 津波災害警戒区域の指定 

・県は、津波防災地域づくりに関する法律に則り、

津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針

に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が

発生した場合には住民、勤務する者、観光旅客そ

の他の者の生命又は身体に危害が生ずるおそれが

あると認められる土地の区域で、当該区域におけ

る津波による人的災害を防止するために警戒避難

体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警

戒区域として指定する。 

県水防計画の修正に

伴う修正 
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・県は、その旨並びに当該指定の区域及び基準水位

を、県の公報への掲載、インターネットの利用 

(https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/k

asensabo/minato/1003560/1049186/index.html) に

より公示するとともに、関係市町の長に、公示さ

れた事項を記載した図書を送付することとする。 

(３) 津波浸水想定図 

津波防災地域づくりに関する法律に則り、県で

は、平成 25 年６月に公表した静岡県第４次地震被害

想定（第一次報告）での想定津波浸水域図（レベル

２の津波の最大浸水深図（重ね図））を基に、津波浸

水想定図を作成し、公表 

(https://www.pref.shizuoka.jp/bosaikinkyu/son

ae/earthquake/jishintsunami/1040794/1029853.htm

l)している。この津波浸水想定図は、津波防災地域

づくりに関する法律第８条第１項の規定により県が

設定することとされている津波浸水想定（最大クラ

スの津波が悪条件下で発生した場合に想定される浸

水の区域及び水深）である。 

(４) 津波災害警戒区域の指定に伴う地域防災計画の拡

充 

防災会議は、地域防災計画において、次に掲げる

事項について定める。 

ア 人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情

報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び

伝達に関する事項 
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（３）から（移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の

避難経路に関する事項 

ウ 市が行う津波に係る避難訓練の実施に関する事

項 

エ 津波災害警戒区域内に、地下街等又は社会福祉

施設、学校、医療施設その他の主として防災上の

配慮を要する者が利用する施設であって、当該施

設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速

な避難を確保する必要があると認められるものが

ある場合にあっては、これらの施設の名称及び所

在地 

オ その他、津波災害警戒区域における津波による

人的被害を防止するために必要な警戒避難体制に

関する事項 

(５) 市民等への周知・啓発 

・市は、津波被害から市民の安全な避難行動を確保

するため、津波に関する情報収集の方法、避難行

動の方法、津波の到達範囲や到達時間、基準水位

(津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等

への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要

と認められる値を加えて定める水位)、避難施設な

どを示した津波ハザードマップを作成する。 

・市は、津波ハザードマップの使い方などの理解を

深めるため、地域住民への配布、市ホームページ

での公開、公共施設での配架、住民説明会の開催

などの周知・啓発活動を行う。 
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(２) 要配慮者等利用施設における避難確保計画の作成

及び訓練の実施 

(津波防災地域づくりに関する法律第 71条関係) 

ア 避難確保計画の作成・報告 

地域防災計画に定められた要配慮者利用施設(名

称及び所在地)の所有者及び管理者は、津波発生時

に施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するた

め、避難確保計画を作成し、市に報告する。 

 

イ 避難訓練の実施 

要配慮者利用施設の所有者及び管理者等は、避

難確保計画に定める避難訓練を行うとともに、そ

の結果を市長に報告する。 

なお、当該施設の所有者、管理者または、その

他の従業者等は、避難確保計画に定める避難訓練

に参加するとともに、訓練実施時には必要に応

じ、当該施設の利用者に協力を求めるものとす

る。 

ウ 避難確保計画の作成及び避難訓練の報告に対す

る助言・勧告 

市は避難確保計画の作成、避難訓練の実施につ

いて報告を受けたときは、当該施設の所有者及び

管理者に対し、円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な助言又は勧告を行う。 

(３) 市民等への周知・啓発 

市は、津波被害から市民の安全な避難行動を確保

(６) 要配慮者等利用施設における避難確保計画の作成

及び訓練の実施 

(津波防災地域づくりに関する法律第 71条関係) 

ア 避難確保計画の作成・報告 

地域防災計画に定められた要配慮者利用施設(名

称及び所在地)の所有者及び管理者は、津波発生時

に施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するた

め、避難確保計画を作成し、市に報告するととも

に公表する。 

イ 避難訓練の実施 

要配慮者利用施設の所有者及び管理者等は、避

難確保計画に定める避難訓練を行うとともに、そ

の結果を市長に報告する。 

なお、当該施設の所有者、管理者又は、その他

の従業者等は、避難確保計画に定める避難訓練に

参加するとともに、訓練実施時には必要に応じ、

当該施設の利用者に協力を求めるものとする。 

 

ウ 避難確保計画の作成及び避難訓練の報告に対す

る助言・勧告 

市は避難確保計画の作成、避難訓練の実施につ

いて報告を受けたときは、当該施設の所有者及び

管理者に対し、円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な助言又は勧告を行う。 

（移動）(５)へ 
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するため、津波に関する情報収集の方法、避難行動

の方法、津波の到達範囲や到達時間、基準水位(津波

浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等への衝

突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認めら

れる値を加えて定める水位)、避難施設などを示した

津波ハザードマップを作成する。また、津波ハザー

ドマップの使い方などの理解を深めるため、地域住

民への配布、市ホームページでの公開、公共施設で

の配架、住民説明会の開催などの周知・啓発活動を

行う。 

 （新規） 第 19節 応急仮設住宅等 

（▼共通対策編 第２章 第 24節「応急住宅」に準ずる。） 

令和４年台風 15 号等

での対応を踏まえた

修正 

 （新規） 第 20節 障害物の除去 

（▼共通対策編 第３章 第 24 節「障害物の除去」に準ず

る。） 

令和４年台風 15 号等

での対応を踏まえた

修正 

水防 41 第 19節 その他 【水防】 

[危機、消防] 

第 21節 その他 【水防】 

[危機、消防] 

 

水防 41 １ 費用負担及び公用負担 

(１) 費用負担 

本市の水防に要する費用は、法第 41 条により本市

が負担するものとする。 

ただし、次に掲げる場合においては、水防管理者

相互間においてその費用の額及び負担の方法を協議

して定め、協議が成立しない場合は、知事があっせ

１ 費用負担及び公用負担 

(１) 費用負担 

本市の水防に要する費用は、水防法第 41 条により

本市が負担する。 

ただし、次に掲げる場合においては、水防管理者

相互間においてその費用の額及び負担の方法を協議

して定め、協議が成立しない場合は、知事があっせ
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んするものとする。 

ア 法第 23条の規定による応援のための費用 

イ 法第 42 条の規定により、著しく利益を受ける他

の市町村の一部負担 

(２) 公用負担の権限 

水防上必要があるときは、水防管理者、水防団長

又は消防機関の長は、法第 28 条により次の権限を行

使することができる。 

ア～オ（略） 

また、水防管理者から委任を受けた者は上記

(１)から(４)((２)における収用を除く。)の権限

を行使することができる。 

(３) 公用負担権限委任証 

公用負担を命ずる権限を行使する者は、水防管理

者、水防団長又は消防機関の長にあってはその身分

を示す証明書を、水防管理者からの委任を受けた者

にあっては、次に掲げる委任証を携行し、必要があ

る場合はこれを提示しなければならない。 

 

(４) 公用負担の権限を行使したときは、速やかに目的

物の所有者、目的物の種類、員数及び負担内容を水

防管理者あて報告しなければならない。 

(５) 法第 28 条の規定により、公用負担の権限を行使す

んするものとする。 

ア 水防法第 23条の規定による応援のための費用 

イ 水防法第 42 条の規定により、著しく利益を受け

る他の市町村の一部負担 

(２) 公用負担の権限 

水防上必要があるときは、水防管理者、水防団長

又は消防機関の長は、水防法第 28 条により次の権限

を行使することができる。 

ア～オ（略） 

また、水防管理者から委任を受けた者は上記ア

からエ(イにおける収用を除く。)の権限を行使す

ることができる。 

(３) 公用負担権限委任証 

公用負担を命ずる権限を行使する者は、水防管理

者、水防団長又は消防機関の長にあってはその身分

を示す証明書を、水防管理者からの委任を受けた者

にあっては、委任証（◇資料編４－52）を携行し、

必要がある場合はこれを提示しなければならない。 

（削除） 

 

 

 

(４) 公用負担の証票 

水防法第 28 条の規定により、公用負担の権限を行

使するときは、次に掲げる命令書（◇資料編４－

52）を作成して、目的物の所有者、管理者又はこれ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編に移動 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

 

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（風水害対策編）修正案 新旧対照表 

89 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

るときは、次に掲げる命令書を作成して、目的物の

所有者、管理者又はこれに準ずる者に手渡さなけれ

ばならない。 

 

に準ずる者に手渡さなければならない。 

また、公用負担の権限を行使することにより損失

を受けた者に対し、時価によりその損失を補償する

ものとする。 

◇資料編４－52： 【水防】公用負担権限委任証、公用負担命

令書 

（削除） 

 

 

 

県水防計画の修正に

伴う修正 

 

資料編に移動 

水防 42 ２ 公務災害補償 

水防団員又は消防団員若しくは水防作業従事者が公務

により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公

務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害

の状態となったときは、静岡市消防団員等公務災害補償

条例(平成15年市条例第289条)により補償する。 

 

（復旧・復興については、共通対策編「第４章 災害復旧計

画」によるものとする。） 

２ 公務災害補償 

水防団員又は消防団員若しくは水防作業従事者が公務

により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公

務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障が

いの状態となったときは、静岡市消防団員等公務災害補

償条例(平成15年市条例第289条)により補償する。 

 

（復旧・復興については、▼「共通対策編 第４章 災害復旧

計画」による。） 

 

 



 



令和６年度 静岡市地域防災計画（地震対策編）修正案 新旧対照表 
 

赤字…国等上位計画の反映、市独自の取組を盛り込んだ箇所  

青字…各編に重複する記載の集約・削除、文章表現の統一等  資料２-３ 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡市地域防災計画 
 

（令和６年９月修正） 
 

 

 

地震対策編 

【再編案】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡市地域防災計画 
 

（令和７年１月修正） 
 

 

 

地震対策編 

【修正案】 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 図表番号 タイトル 頁 

表１－１ 部局名表記の略号一覧  

表１－２ 震度階級別の面積集計  

表１－３ 液状化危険度別の面積集計  

表１－４ 物的被害（建物の全壊数）  

表１－５ 人的被害（死者数）  

表１－６ 避難者数（避難所避難者数及び避難所外避難者数）  

表２－１ 落下倒壊危険物対策一覧  

表３－１ 地域防災の構造化（避難地）  

表３－２ 避難路整備に係る改良事業  

表３－３ 避難路整備に係る橋りょう耐震事業  

表３－４ 静岡市都市防災総合推進事業  

表５－１ 災害応急対策活動区分  

表５－２ 消防庁連絡先（消防庁応急対策室）  

表５－３ 緊急物資集積所一覧  

表５－４ 応援部隊の集結場所及び野営場所の指定（緊急消防

援助隊） 

 

表５－５ 航空部隊の活動拠点場所の指定（緊急消防援助隊）  

表５－６ 他の地方公共団体の長に対する応援要請手順  

表５－７ 支援受入施設（特定業務支援）  

表５－８ 支援受入施設（その他業務支援）  

表５－９ 災害ボランティアセンター等の開設場所  

表５－10 災害多言語支援センターの設置場所  
 

図表番号 タイトル 頁 

表１－１ 部局名表記の略号一覧 3 

表１－２ 対象とした地震・津波等の設定【静岡県第４次地震被

害想定】 

4 

表１－３ 対象人口と対象建物棟数【静岡県第４次地震被害想

定】 

5 

表１－４ 震度階級別の面積集計【静岡県第４次地震被害想定】 5 

表１－５ 液状化危険度別の面積集計【静岡県第４次地震被害想

定】 

5 

表１－６ 物的被害（建物の全壊数）【静岡県第４次地震被害想

定】 

6 

表１－７ 人的被害（死者数）【静岡県第４次地震被害想定】 6 

表１－８ 避難者数（避難所避難者数及び避難所外避難者数）

【静岡県第４次地震被害想定】 

6 

表２－１ 落下倒壊危険物対策一覧 31 

表３－１ 地域防災の構造化（避難地） 39 

表３－２ 避難路整備に係る改良事業 39 

表３－３ 避難路整備に係る橋りょう耐震事業 39 

表３－４ 津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項（平

成 26 年度から令和７年度まで） 

41 

表３－５ 静岡市都市防災総合推進事業 42 

表４－１ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表時の措置 43 

表４－２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時の措

置 

43 

表４－３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の措

置 

44 

表５－１ 災害応急対策活動区分 52 
 

図表の整理 

地震 1 第１章 総則 

 

（略） 

この計画は、南海トラフ巨大地震等に対処するための総合

的な防災対策を定めるもので、災害対策基本法（昭和 36 年法

律第 223 号）（以下「法」という。）第 42 条の規定に基づき作

第１章 総則 

 

（略） 

この計画は、南海トラフ巨大地震等に対処するための総合

的な防災対策を定めるもので、災害対策基本法（昭和 36 年法

律第 223 号）（以下「法」という。）第 42 条の規定に基づき作
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

成する「静岡市地域防災計画」の「地震対策編」として定め

るものであり、大規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第

73 号）第６条の規定に基づく「地震防災強化計画」、及び

「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措

置法（平成 14年法律第 92号）」第５条の規定に基づく「南海

トラフ地震防災対策推進計画」を含むものである。 

 

 

成する「静岡市地域防災計画（以下「地域防災計画」とい

う。）」の「地震対策編」として定めるものであり、大規模地

震対策特別措置法（昭和 53年法律第 73号）第６条の規定に基

づく「地震防災強化計画」、及び「南海トラフ地震に係る地

震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年法律第 92

号）」第５条の規定に基づく「南海トラフ地震防災対策推進

計画」を含むものである。 

 

表現の適正化 

地震 1 第１節 計画の目的 

 

静岡県は、近い将来大地震が発生するおそれがあり、市全

域で激しい地震動に襲われる他、沿岸部では津波による被害

が発生するものとみられている。 

予想される被害は、地震動による直接被害に加え、現代社

会の都市化、交通のふくそう等、災害拡大要因が増大してい

る状況においては、未曾有の災害となるおそれがある。これ

らに対処するため大規模地震対策特別措置法により昭和 54 年

８月７日地震防災対策強化地域（以下「強化地域」という。）

に、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別

措置法（平成 14年法律第 92号）により「南海トラフ地震防災

対策推進地域」「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」

に指定された。 

この計画は、想定される災害に対する対策の推進のため、

平常時に実施する地震防災計画（以下「平常時対策」とい

う。）、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事

項（以下「地震防災施設緊急整備計画」という。）、東海地震

第１節 計画の目的 

 

静岡県は、近い将来大地震が発生するおそれがあり、市全

域で激しい地震動に襲われるほか、沿岸部では津波による被

害が発生するものとみられている。 

・予想される被害は、地震動による直接被害に加え、現代社

会の都市化、交通のふくそう等、災害拡大要因が増大して

いる状況においては、未曾有の災害となるおそれがある。

これらに対処するため大規模地震対策特別措置法により昭

和 54 年８月７日地震防災対策強化地域（以下「強化地域」

という。）に、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法（平成 14年法律第 92号）により「南海ト

ラフ地震防災対策推進地域」「南海トラフ地震津波避難対策

特別強化地域」に指定された。 

・この計画は、想定される災害に対する対策の推進のため、

平常時に実施する地震防災計画（以下「平常時対策」とい

う。）、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する

事項（以下「地震防災施設緊急整備計画」という。）、東海
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

注意情報が発表された場合に実施する応急対策、警戒宣言が

発せられた場合に実施する地震防災応急対策及び災害が発生

し、又は発生するおそれがある時（以下「災害時」という。）

に実施する災害応急対策について定め、これらの対策を推進

することにより市域並びに市民の生命、身体及び財産を地震

による災害から保護することを目的とする。 

地震注意情報が発表された場合に実施する応急対策、警戒

宣言が発せられた場合に実施する地震防災応急対策及び災

害が発生し、又は発生するおそれがあるとき（以下「災害

時」という。）に実施する災害応急対策について定め、これ

らの対策を推進することにより市域並びに市民の生命、身

体及び財産を地震による災害から保護することを目的とす

る。 

 

地震 1 第２節 計画の性格 

 

１ この計画は、静岡市の地域に係る地震対策について定

めるものである。 

２ この計画は、市、防災関係機関、事業所及び市民等が

地震対策に取り組むための基本方針となるものである。 

３ この計画のうち第３編は、地震防災強化地域における

地震対策緊急整備事業に係わる国の財政上の特別措置に

関する法律（昭和 55 年法律第 63 号）、地震防災対策特別

措置法（平成７年法律第 111号）に基づく地震対策事業及

びその他の地震対策事業について定めるものである。 

４ この計画は、静岡県地震対策推進条例（平成８年静岡

県条例第１号）に規定している対策について、特に緊急

に実施するものについて定めるものである。 

５ この計画は、毎年、定期的に検討を加え、必要がある

と認めるときは、静岡市防災会議（以下「防災会議」と

いう。）を開催し、これを修正する。 

 

第２節 計画の性格 

 

・この計画は、静岡市の地域に係る地震対策について定める

ものである。 

・この計画は、市、防災関係機関、事業所及び市民等が地震

対策に取り組むための基本方針となるものである。 

・この計画のうち第３編は、地震防災強化地域における地震

対策緊急整備事業に係わる国の財政上の特別措置に関する

法律（昭和 55 年法律第 63 号）、地震防災対策特別措置法

（平成７年法律第111号）に基づく地震対策事業及びその他

の地震対策事業について定めるものである。 

・この計画は、静岡県地震対策推進条例（平成８年静岡県条

例第１号）に規定している対策について、特に緊急に実施

するものについて定めるものである。 

・この計画は、毎年、定期的に検討を加え、必要があると認

めるときは、静岡市防災会議（以下「市防災会議」とい

う。）を開催し、これを修正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

地震 2 第３節 計画の構成 

 

この計画は、計画編と資料編から構成する。計画編の構成

は、次の７編による。 

第３節 計画の構成 

 

この計画は、計画編と資料編から構成する。計画編の構成

は、次の６編による。 

 

 

 

 

地震 2 第１編 総 則 

この計画の目的、性格、構成、静岡県第４次地震被害想

定等、計画の基本となる事項を示す。 

第２編 平常時対策 

平常時の教育、広報、訓練及び災害予防の対策を示す。 

第３編 地震防災施設緊急整備計画 

緊急に整備すべき防災事業の種類、目的、内容等を示

す。 

第４編 南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応 

南海トラフ地震臨時情報が発表されてから南海トラフ地

震が発生するまで、又は発生するおそれがなくなるまでの

間に行うべき対策を示す。 

第５編 災害応急対策 

地震災害が発生した場合の対策を示す。 

第６編 復旧・復興計画 

災害応急対策に一定の目途が立った後の復旧・復興計画

について示す。 

第７編 南海トラフ地震防災対策推進計画 

南海トラフ地震に関し、地震防災上緊急に整備すべき施

設等の整備に関する事項等について示す。 

別 紙 東海地震に関連する情報及び警戒宣言に係る応急

対策 

第１編 総則 この計画の目的、性格、構成、静

岡県第４次地震被害想定等、計画

の基本となる事項を示す。 

第２編 平常時対策 平常時の教育、広報、訓練及び災

害予防の対策を示す。 

第３編 地震防災施設

緊急整備計画 

緊急に整備すべき防災事業の種

類、目的、内容等を示す。 

第４編 南海トラフ地

震臨時情報発

表時の防災対

応 

南海トラフ地震臨時情報が発表さ

れてから南海トラフ地震が発生す

るまで、又は発生するおそれがな

くなるまでの間に行うべき対策を

示す。 

第５編 災害応急対策 地震災害が発生した場合の対策を

示す。 

第６編 復旧・復興計

画 

災害応急対策に一定の目途が立っ

た後の復旧・復興計画について示

す。 

別 紙 東海地震に関

連する情報及

び警戒宣言に

係る応急対策 

東海地震注意情報が発表され、又

は警戒宣言が発せられてから東海

地震が発生するまで、又は発生す

るおそれがなくなるまでの間に行

表による整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７編の削除による

削除 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

東海地震注意情報が発表され、又は警戒宣言が発せられ

てから東海地震が発生するまで、又は発生するおそれがな

くなるまでの間に行うべき対策を示す。 

うべき対策を示す。 
 

 （略） （略）  

地震 4 第４節 予想される災害 

 

静岡県は有史以来たびたび地震、津波による災害に見舞わ

れてきた。駿河湾から遠州灘にかけての海域には、海洋プレ

ートとの境界をなす駿河トラフや南海トラフが存在し、巨大

地震を繰り返し発生させてきた。一方、陸域には糸魚川-静岡

構造線や中央構造線等の大きな地質構造線が存在するほか、

富士川河口断層帯、伊豆半島に分布する断層等の多くの活断

層が存在し、内陸直下の被害地震を発生させてきた。 

 

特に近年では、1935 年静岡地震、1944 年東南海地震、2009

年駿河湾を震源とする地震による地震災害が発生している。

現在、市域に著しい被害を発生させるおそれがあり、その切

迫性が指摘されている地震としては、駿河湾から遠州灘を震

源域とする東海地震のほか、遠州灘西部から土佐湾までの南

海トラフのプレート境界を震源域とする東南海・南海地震

（それぞれマグニチュード８クラス）があり、また、これら

の地震が連動して、あるいは時間差を持って発生する可能性

も考えられる。一方、相模トラフ・相模湾側では、大正型関

東地震（マグニチュード 7.9程度）や神奈川県西部を震源域と

するマグニチュード７クラスの地震がある。この他、富士川

河口断層帯を震源とする地震や、静岡県中部などを震源とす

第４節 予想される災害 

 

・静岡県は有史以来たびたび地震、津波による災害に見舞わ

れてきた。駿河湾から遠州灘にかけての海域には、海洋プ

レートとの境界をなす駿河トラフや南海トラフが存在し、

巨大地震を繰り返し発生させてきた。一方、陸域には糸魚

川-静岡構造線や中央構造線等の大きな地質構造線が存在す

るほか、富士川河口断層帯、伊豆半島に分布する断層等の

多くの活断層が存在し、内陸直下の被害地震を発生させて

きた。 

・特に近年では、1935 年静岡地震、1944 年東南海地震、2009

年駿河湾を震源とする地震による地震災害が発生してい

る。現在、市域に著しい被害を発生させるおそれがあり、

その切迫性が指摘されている地震としては、駿河湾から遠

州灘を震源域とする東海地震のほか、遠州灘西部から土佐

湾までの南海トラフのプレート境界を震源域とする東南

海・南海地震（それぞれＭ８クラス）があり、また、これ

らの地震が連動して、あるいは時間差を持って発生する可

能性も考えられる。一方、相模トラフ・相模湾側では、大

正型関東地震（Ｍ7.9 程度）や神奈川県西部を震源域とする

Ｍ７クラスの地震がある。この他、富士川河口断層帯を震

源とする地震や、静岡県中部などを震源とする地震活動に
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

る地震活動にも注意を払っておく必要がある。 

また、発生する頻度は極めて小さいが、発生すれば甚大な

被害をもたらす、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地

震・津波として、南海トラフ巨大地震（マグニチュード９ク

ラス）や元禄型関東地震（マグニチュード8.1程度）などの巨

大地震についても発生することを想定する必要がある。 

これらに加え、市及び県は、地震災害対策の検討に当た

り、科学的知見を踏まえ、これらのあらゆる可能性を考慮し

た最大クラスの地震を含む様々な地震を想定し、その想定結

果や切迫性等に基づき対策を推進するものとする。 

も注意を払っておく必要がある。 

・発生する頻度は極めて小さいが、発生すれば甚大な被害を

もたらす、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・

津波として、南海トラフ巨大地震（Ｍ９クラス）や元禄型

関東地震（Ｍ8.1 程度）などの巨大地震についても発生する

ことを想定する必要がある。 

・市及び県は、地震災害対策の検討に当たり、科学的知見を

踏まえ、これらのあらゆる可能性を考慮した最大クラスの

地震を含む様々な地震を想定し、その想定結果や切迫性等

に基づき対策を推進する。 

地震 4 １ 静岡県第４次地震被害想定 

(１) 概説 

 

 

表 （略） 

（略） 

なお、試算に用いた断層モデルは、現時点での科

学的知見に基づき検討されたものであり、今後の科

学的知見の蓄積を踏まえて検証され、場合によって

は修正される可能性があることに留意するものとす

る。 

（略） 

１ 静岡県第４次地震被害想定 

(１) 概説 

表 １-２ 対象とした地震・津波等の設定【静岡県第４次地

震被害想定】 

表 （略） 

（略） 

なお、試算に用いた断層モデルは、現時点での科

学的知見に基づき検討されたものであり、今後の科

学的知見の蓄積を踏まえて検証され、場合によって

は修正される可能性があることに留意する。 

（略） 

 

 

表タイトル追加 

地震 5 (２) 想定条件 

ア 想定の季節・時間帯 

(ア) 冬・深夜 

(イ) 夏・昼 

(２) 想定条件 

ア 想定の季節・時間帯 

「冬・深夜」、「夏・昼」、「冬・夕」を設定 
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(ウ) 冬・夕  

地震 5 イ 対象人口 平成 22 年国勢調査に基づく市町村別

人口を基本とする。 

静岡市   ：716,197人 

(葵 区)：255,375人 

(駿河区)：213,059人 

(清水区)：247,763人 

静岡県   ：3,765,007人 

ウ 対象建物棟数 平成 24 年１月１日現在を基準と

する。 

静岡市   ：234,201棟 

(葵 区)：80,936棟 

(駿河区)：60,927棟 

(清水区)：92,338棟 

静岡県   ：1,418,505棟 

イ 対象人口と対象建物棟数 

表 １-３ 対象人口と対象建物棟数【静岡県第４次地震被害

想定 

地区名 人口 棟数 

静岡市 716,197 人 234,201 棟 

（葵区） 255,375 人 80,936 棟 

（駿河区） 213,059 人 60,927 棟 

（清水区） 247,763 人 92,338 棟 

静岡県 3,765,007 人 1,418,505 棟 

※対象人口 平成 22年国勢調査に基づく市町村別人口を基本と

する。 

※対象建物棟数 平成 24 年１月１日現在を基準とする。 
 

表による整理 

表タイトルの追加 

地震 5 (３) 想定結果 

ア 表１－２ 震度階級別の面積集計 

(３) 想定結果 

ア 震度階級別の面積集計 

表 １-４ 震度階級別の面積集計【静岡県第４次地震被害想

定】 

見出しと表タイトル

の仕分け 

地震 5       （単位：㎢） 

 震度７ 
震度 6

強 

震度 6

弱 

震度 5

強 

震度 5

弱 
合計 

レベル

２ 
51.4 501.2 549.9 187.9 119.9 

1,410.

3 

葵区 21.7 206.5 530.2 187.9 119.9 1,066.

      （単位：㎢） 

 震度７ 
震度６

強 

震度６

弱 

震度５

強 

震度５

弱 
合計 

レベル

２ 
51.4 501.2 549.9 187.9 119.9 

1,410.

3 

葵区 21.7 206.5 530.2 187.9 119.9 1,066.
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2 

駿河区 27.6 46.6  -  -  - 74.2 

清水区 2.1 248.1 19.7  -  - 269.9 

※南海トラフ巨大地震：基本ケース 
 

2 

駿河区 27.6 46.6  -  -  - 74.2 

清水区 2.1 248.1 19.7  -  - 269.9 

※南海トラフ巨大地震：基本ケース 
 

地震 6 イ 表１－３ 液状化危険度別の面積集計 

 

 

表（略） 

イ 液状化危険度別の面積集計 

表 １-５ 液状化危険度別の面積集計【静岡県第４次地震被

害想定】 

表（略） 

見出しと表タイトル

の仕分け 

地震 6 ウ 表１－４ 物的被害（建物の全壊数） 

 

 

表（略） 

※レベル１は東海・東南海・南海地震の冬・夕ケース 

レベル２は南海トラフ巨大地震 地震：基本ケース、津

波：ケース①の冬・夕ケース 

ウ 物的被害（建物の全壊数） 

表 １-６ 物的被害（建物の全壊数）【静岡県第４次地震被害

想定】 

表（略） 

※【レベル１】東海・東南海・南海地震：冬・夕ケース 

※【レベル２】南海トラフ巨大地震：(地震)基本ケース、(津波)

ケース①の冬・夕ケース 

見出しと表タイトル

の仕分け 

地震 6 エ 表１－５ 人的被害（死者数） 

 

表（略） 

※レベル１は東海・東南海・南海地震の冬・夕ケース、レベ

ル２は、南海トラフ巨大地震 

地震：基本ケース、津波：ケース①の冬・深夜ケース 

エ 人的被害（死者数） 

表 １-７ 人的被害（死者数）【静岡県第４次地震被害想定】 

表（略） 

※【レベル１】東海・東南海・南海地震：冬・夕ケース 

※【レベル２】南海トラフ巨大地震：(地震)基本ケース、(津波)

ケース①の冬・深夜ケース 

見出しと表タイトル

の仕分け 

地震 7 オ 表１－６ 避難者数（避難所避難者数及び避難

所外避難者数） 

 

オ 避難者数（避難所避難者数及び避難所外避難者

数） 

表 １-８ 避難者数（避難所避難者数及び避難所外避難者

見出しと表タイトル

の仕分け 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

表（略） 

※レベル１は、東海・東南海・南海地震 

レベル２は、南海トラフ巨大地震 地震：基本ケース、津

波：ケース① 

数）【静岡県第４次地震被害想定】 

表（略） 

※【レベル１】東海・東南海・南海地震 

※【レベル２】南海トラフ巨大地震：(地震)基本ケース、(津波)

ケース① 

地震 8 第５節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大

綱 

 

（略） 

第５節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大

綱 

 

（略） 

 

地震 8 １ 市 

(１) 地震対策計画の作成 

(２) 地震・津波防災に関する組織の整備 

(３) 自主防災組織の育成指導、その他住民の地震・津

波対策の促進 

(４) 防災思想の普及 

(５) 防災訓練の実施 

(６) 地震・津波防災のための施設等の緊急整備 

(７) 地震防災応急計画及び対策計画の作成指導及び届

出の受理 

(８) 南海トラフ地震に関連する情報（「南海トラフ地震

臨時情報」、「南海トラフ地震関連解説情報」）、地震

情報、大津波警報、津波警報、津波注意報、その他

地震・津波に関する情報の収集、伝達及び広報 

(９) 緊急地震速報の意義と受信時にとるべき対応行動

の広報･啓発 

(10) 避難の指示に関する事項 

１ 市 

(１) 地震対策計画の作成 

(２) 地震・津波防災に関する組織の整備 

(３) 自主防災組織の育成指導、その他住民の地震・津波

対策の促進 

(４) 防災思想の普及 

(５) 防災訓練の実施 

(６) 地震・津波防災のための施設等の緊急整備 

(７) 地震防災応急計画及び対策計画の作成指導及び届出

の受理 

(８) 南海トラフ地震に関連する情報（「南海トラフ地震臨

時情報」、「南海トラフ地震関連解説情報」）、地震情

報、大津波警報、津波警報、津波注意報、その他地

震・津波に関する情報の収集、伝達及び広報 

(９) 緊急地震速報の意義と受信時にとるべき対応行動の

広報･啓発 

表による整理 
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(11) 消防、水防その他の応急措置 

(12) 応急の救護を要すると認められる者の救護、その

他保護に関する事項 

(13) 南海トラフ地震臨時情報発表時及び災害時におけ

る市有施設及び設備の整備又は点検 

(14) 緊急輸送手段の確保 

(15) 食料、医薬品その他物資の確保、清掃、防疫その

他保健衛生活動の準備等災害応急対策の準備及び実

施 

(16) その他地震・津波災害の発生の防止又は拡大防止

のための措置 

(10) 避難の指示に関する事項 

(11) 消防、水防その他の応急措置 

(12) 応急の救護を要すると認められる者の救護、その他

保護に関する事項 

(13) 南海トラフ地震臨時情報発表時及び災害時における

市有施設及び設備の整備又は点検 

(14) 緊急輸送手段の確保 

(15) 食料、医薬品その他物資の確保、清掃、防疫その他

保健衛生活動の準備等災害応急対策の準備及び実施 

(16) その他地震・津波災害の発生の防止又は拡大防止の

ための措置 
 

地震 8 ２ 静岡県 

(１) 地震対策計画の作成 

(２) 地震・津波防災に関する組織の整備 

(３) 自主防災組織の育成指導、その他県民の地震・津

波対策の促進 

(４) 防災思想の普及 

(５) 防災訓練の実施 

(６) 地震・津波防災のための施設等の緊急整備 

(７) 震度観測網及び震度情報ネットワーク等の維持・

整備 

(８) 地震防災応急計画及び対策計画の作成指導及び届

出の受理 

(９) 南海トラフ地震臨時情報、地震情報、大津波警

報、津波警報、津波注意報、その他地震・津波情報

に関する情報の収集、伝達及び広報 

２ 静岡県 

(１) 地震対策計画の作成 

(２) 地震・津波防災に関する組織の整備 

(３) 自主防災組織の育成指導、その他県民の地震・津波

対策の促進 

(４) 防災思想の普及 

(５) 防災訓練の実施 

(６) 地震・津波防災のための施設等の緊急整備 

(７) 震度観測網及び震度情報ネットワーク等の維持・整

備 

(８) 地震防災応急計画及び対策計画の作成指導及び届出

の受理 

(９) 南海トラフ地震臨時情報、地震情報、大津波警報、

津波警報、津波注意報、その他地震・津波情報に関す

る情報の収集、伝達及び広報 

表による整理 
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(10) 緊急地震速報意義と受信時に取るべき対応行動の

広報・啓発 

(11) 避難の指示に関する事項 

(12) 水防その他の応急措置 

(13) 応急の救護を要すると認められる者の救護、その

他保護に関する事項 

(14) 南海トラフ地震臨時情報発表時及び災害時におけ

る県有施設及び設備の整備又は点検 

(15) 犯罪の予防、交通の規制その他社会秩序の維持 

(16) 緊急輸送の確保 

(17) 食料、医薬品その他物資の確保、清掃、防疫その

他保健衛生活動の準備等の災害応急対策の準備及び 

実施 

(18) 市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地

方公共機関の地震防災応急対策及び災害応急対策の

連絡調整 

(19) その他地震・津波災害の発生の防止又は拡大防止

のための措置 

(10) 緊急地震速報意義と受信時に取るべき対応行動の広

報・啓発 

(11) 避難の指示に関する事項 

(12) 水防その他の応急措置 

(13) 応急の救護を要すると認められる者の救護、その他

保護に関する事項 

(14) 南海トラフ地震臨時情報発表時及び災害時における

県有施設及び設備の整備又は点検 

(15) 犯罪の予防、交通の規制その他社会秩序の維持 

(16) 緊急輸送の確保 

(17) 食料、医薬品その他物資の確保、清掃、防疫その他

保健衛生活動の準備等の災害応急対策の準備及び実施 

(18) 市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方

公共機関の地震防災応急対策及び災害応急対策の連絡

調整 

(19) その他地震・津波災害の発生の防止又は拡大防止の

ための措置 
 

地震 9 ３ 静岡県警察（静岡中央警察署、静岡南警察署、清水

警察署） 

(１) 地震関連情報の収集伝達 

(２) 危険区域における市民等の避難誘導 

(３) 交通混乱の防止及び緊急交通路確保等の交通上の

措置 

(４) 避難地域及び避難場所並びに重要施設の警戒警備 

(５) 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社

３ 静岡県警察（静岡中央警察署、静岡南警察署、清水

警察署） 

(１) 地震関連情報の収集伝達 

(２) 危険区域における市民等の避難誘導 

(３) 交通混乱の防止及び緊急交通路確保等の交通上の措

置 

(４) 避難地域及び避難場所並びに重要施設の警戒警備 

(５) 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会

表による整理 
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会秩序の維持 

(６) 行方不明者の捜索、遺体の検視 

(７) 関係機関が行う地震防災応急対策及び災害応急対

策に対する協力 

(８) 警察施設、設備等の点検整備 

(９) 南海トラフ地震臨時情報等の広報 

(10) 避難状況等に関する情報の収集 

秩序の維持 

(６) 行方不明者の捜索、遺体の検視 

(７) 関係機関が行う地震防災応急対策及び災害応急対策

に対する協力 

(８) 警察施設、設備等の点検整備 

(９) 南海トラフ地震臨時情報等の広報 

(10) 避難状況等に関する情報の収集 
 

地震 9 ４ 自衛隊 

(１) 災害時における人命又は財産保護のための救援活

動 

(２) 災害時における応急復旧活動 

４ 自衛隊 

(１) 災害時における人命又は財産保護のための救援活動 

(２) 災害時における応急復旧活動 
 

表による整理 

地震 9 ５ 指定地方行政機関 

(１) 総務省東海総合通信局 

ア 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信

施設及び無線通信施設）の整備のための調整及び

電波の監理 

イ 災害時における電気通信及び放送の確保のため

の応急対策及び非常の場合の無線通信の監理 

ウ 災害地域における電気通信施設、放送設備等の

被害状況調査 

エ 通信インフラに支障が発生した被災地の地方公

共団体への衛星携帯電話等の災害対策用移動通信

機器、災害対策用移動電源車及び臨時災害放送局

用設備の貸与 

オ 非常通信訓練の計画及びその実施についての指

５ 指定地方行政機関 

総務省 東海総

合通信局 

(１) 災害時に備えての電気通信施設（有

線電気通信施設及び無線通信施設）の

整備のための調整及び電波の監理 

(２) 災害時における電気通信及び放送の

確保のための応急対策及び非常の場合

の無線通信の監理 

(３) 災害地域における電気通信施設、放

送設備等の被害状況調査 

(４) 通信インフラに支障が発生した被災

地の地方公共団体への衛星携帯電話等

の災害対策用移動通信機器、災害対策

用移動電源車及び臨時災害放送局用設

備の貸与 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

導に関すること 

カ 非常通信協議会の運営に関すること 

(２) 財務省東海財務局（静岡財務事務所） 

ア 災害時における財務金融の適切な措置並びに関

係機関との連絡調整に関すること 

イ 災害時の応急措置のための国有財産の無償提供

に関すること 

(３) 農林水産省関東農政局静岡県拠点 

食料需給に関する情報収集及び災害時における関

係機関、団体の被災状況の把握 

(４) 厚生労働省静岡労働局（静岡労働基準監督署） 

ア 事業場に対する地震・津波防災対策の周知指導 

イ 事業場の被災状況の把握  

(５) 国土交通省中部地方整備局（静岡河川事務所、富

士砂防事務所、静岡国道事務所、清水港湾事務所）、

国土交通省関東地方整備局（甲府河川国道事務所） 

管轄する河川、海岸、道路又は港湾についての計

画、工事及び管理を行うほか、次の事項を行うよう

努める。 

ア 災害予防 

(ア) 所管施設の耐震性の確保 

(イ) 応急復旧用資機材の備蓄の推進及び防災拠

点施設等の充実 

(ウ) 機動力を生かした実践的な方法による防災

訓練の実施 

(エ) 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキ

(５) 非常通信訓練の計画及びその実施に

ついての指導に関すること 

(６) 非常通信協議会の運営に関すること 

財務省 東海財

務局 

（静岡財務事

務所） 

(１) 災害時における財務金融の適切な措

置並びに関係機関との連絡調整に関す

ること 

(２) 災害時の応急措置のための国有財産

の無償提供に関すること 

農林水産省 関

東農政局 

（ 静 岡 県 拠

点） 

食料需給に関する情報収集及び災害時に

おける関係機関、団体の被災状況の把握 

厚生労働省 静

岡労働局 

（静岡労働基

準監督署） 

(１) 事業場に対する地震・津波防災対策

の周知指導 

(２) 事業場の被災状況の把握 

国土交通省 中

部地方整備局 

（静岡河川事

務所） 

（富士砂防事

務所） 

（静岡国道事

務所） 

（清水港湾事

管轄する河川、海岸、道路又は港湾につ

いての計画、工事及び管理を行うほか、次

の事項を行うよう努める。 

(１) 災害予防 

ア 所管施設の耐震性の確保 

イ 応急復旧用資機材の備蓄の推進及

び防災拠点施設等の充実 

ウ 機動力を生かした実践的な方法に

よる防災訓練の実施 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

スパート制度の運用（静岡国道事務所・静岡

河川事務所） 

(オ) 災害から港湾並びに地域住民の生命、財産

等を保護するための港湾・海岸保全施設等の

整備に関する計画・指導及び事業実施（清水

港湾事務所） 

(カ) 港湾における緊急物資輸送ルートの確保に

関する計画、指導及び事業実施 

イ 初動対応 

(ア) 所管施設の緊急点検の実施 

(イ) 地方整備局災害対策本部等の指示により情

報連絡員（リエゾン）及び緊急災害対策派遣

隊（TEC-FORCE）等を派遣し、被災地方公共団

体等が行う、被災状況の迅速な把握、被害の

発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その

他災害応急対策に対する支援を行うととも

に、緊急車両の通行を確保するため、関係機

関と調整を図りつつ、道路啓開を実施する。 

(ウ) 土砂災害防止法に基づく緊急調査、土砂災

害緊急情報の提供 

ウ 応急・復旧 

(ア) 防災関係機関との連携による応急対策の実

施 

(イ) 道路啓開に関する計画に基づく路上障害物

の除去等による緊急輸送路の確保（静岡国道

事務所） 

務所） 

国土交通省 関

東地方整備局 

（甲府河川国

道事務所） 

エ 公共施設等の被災状況調査を行う

防災エキスパート制度の運用（静

岡国道事務所・静岡河川事務所） 

オ 災害から港湾並びに地域住民の生

命、財産等を保護するための港

湾・海岸保全施設等の整備に関す

る計画・指導及び事業実施（清水

港湾事務所） 

カ 港湾における緊急物資輸送ルート

の確保に関する計画、指導及び事

業実施 

(２) 初動対応 

ア 所管施設の緊急点検の実施 

イ 地方整備局災害対策本部等の指示

により情報連絡員（リエゾン）及び

緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯ

ＲＣＥ）等を派遣し、被災地方公共

団体等が行う、被災状況の迅速な把

握、被害の発生及び拡大の防止、被

災地の早期復旧その他災害応急対策

に対する支援を行うとともに、緊急

車両の通行を確保するため、関係機

関と調整を図りつつ、道路啓開を実

施する。 

ウ 土砂災害防止法に基づく緊急調

査、土砂災害緊急情報の提供 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(ウ) 災害時の緊急物資並びに人員輸送用岸壁等

の整備に関する計画・指導及び事業実施（清

水港湾事務所） 

(エ) 緊急用河川敷道路の開放等による緊急輸送

道路の確保（静岡河川事務所） 

(オ) 海上の流出油災害に対する防除等の措置

（清水港湾事務所） 

(カ) 自治体の要請による災害対策用建設機械等

の貸付 

(キ) 所管施設の緊急点検の実施 

(６) 国土交通省中部運輸局（静岡運輸支局） 

ア 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達 

イ 海上における物資及び旅客の輸送を確保するた

めの船舶調達のあっせん、特定航路への就航勧奨 

ウ 港湾荷役が円滑に行われるよう必要な指導 

エ 緊急海上輸送の要請に速やかに対応できるよ

う、船舶運航事業者等との連絡体制の強化、船舶

動静の把握及び緊急時の港湾荷役体制の確保 

オ 特に必要と認めるときは、船舶運航事業者もし

くは港湾運送事業者に対する航海命令又は公益命

令を発する措置 

カ 鉄道及びバスの安全運行の確保に必要な指導・

監督 

キ 陸上における物資及び旅客輸送を確保するため

の自動車の調達あっせん、輸送の分担、う回輸

送、代替輸送等の指導 

(３) 応急・復旧 

ア 防災関係機関との連携による応急

対策の実施 

イ 道路啓開に関する計画に基づく路

上障害物の除去等による緊急輸送路

の確保（静岡国道事務所） 

ウ 災害時の緊急物資並びに人員輸送

用岸壁等の整備に関する計画・指導

及び事業実施（清水港湾事務所） 

エ 緊急用河川敷道路の開放等による

緊急輸送道路の確保（静岡河川事務

所） 

オ 海上の流出油災害に対する防除等

の措置（清水港湾事務所） 

カ 自治体の要請による災害対策用建

設機械等の貸付け 

キ 所管施設の緊急点検の実施 

国土交通省 中

部運輸局 

（静岡運輸支

局） 

(１) 所掌事務に係る災害情報の収集及び

伝達 

(２) 海上における物資及び旅客の輸送を

確保するための船舶調達のあっせん、

特定航路への就航勧奨 

(３) 港湾荷役が円滑に行われるよう必要

な指導 

(４) 緊急海上輸送の要請に速やかに対応

できるよう、船舶運航事業者等との連
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ク 緊急陸上輸送の要請に速やかに対応できるよ

う、関係運送事業者団体及び運送事業者との連絡

体制の確立、緊急輸送に使用しうる車両等の把握及

び緊急時の出動体制の整備 

ケ 特に必要があると認めるときは、自動車運送事

業者に対する輸送命令 

コ 大規模自然災害における被災状況の迅速な把

握、被災地の早期復旧等に関する支援のため緊急

災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を派遣する。 

(７) 国土地理院中部地方測量部 

ア 災害応急対策の際、災害に関する情報の収集及

び伝達における地理空間情報の活用を図る。 

イ 災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興の

際、国土地理院が提供及び公開する防災関連情報

の利活用を図る。 

ウ 災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興の

際、地理情報システムの活用を図る。 

エ 災害復旧・復興にあたっては、位置に関わる情

報の基盤を形成するため、必要に応じて復旧測量

等を実施する。 

(８) 気象庁東京管区気象台（静岡地方気象台） 

ア 県知事に対して速やかに南海トラフ地震に関連

する情報の通報を行うこと 

イ 気象庁が発表する地震動警報（緊急地震速報）

の利用の心得などの周知・広報、大津波警報・津

波警報・津波注意報の通知、津波情報、地震情報

絡体制の強化、船舶動静の把握及び緊

急時の港湾荷役体制の確保 

(５) 特に必要と認めるときは、船舶運航

事業者若しくは港湾運送事業者に対す

る航海命令又は公益命令を発する措置 

(６) 鉄道及びバスの安全運行の確保に必

要な指導・監督 

(７) 陸上における物資及び旅客輸送を確

保するための自動車の調達あっせん、

輸送の分担、う回輸送、代替輸送等の

指導 

(８) 緊急陸上輸送の要請に速やかに対応

できるよう、関係運送事業者団体及び

運送事業者との連絡体制の確立、緊急

輸送に使用しうる車両等の把握及び緊

急時の出動体制の整備 

(９) 特に必要があると認めるときは、自

動車運送事業者に対する輸送命令 

(10) 大規模自然災害における被災状況の

迅速な把握、被災地の早期復旧等に関

する支援のため緊急災害対策派遣隊

（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）を派遣する。 

国土地理院 中

部地方測量部 

(１) 災害応急対策の際、災害に関する情

報の収集及び伝達における地理空間情

報の活用を図る。 

(２) 災害予防、災害応急対策及び災害復
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

（南海トラフ地震に関連する情報を含む。）等の発

表又は通知並びに解説 

ウ 地震予知のための観測施設・津波観測施設の整

備並びに観測機器の保守 

エ 地震予知及び地震・津波に関する啓発活動並び

に防災訓練に対する協力 

オ 異常現象に関する情報が市町村長から通報され

た場合、速やかに気象庁本庁に報告し適切な措置

を講ずること 

(９) 海上保安庁第三管区海上保安本部（清水海上保安

部） 

ア 船舶等に対する南海トラフ地震に関連する情報

に係る情報の伝達、船舶のふくそうが予想される

海域において、必要に応じて船舶交通の整理・指

導 

イ 海水浴客等に対する南海トラフ地震に関連する

情報、津波に関連する情報等の情報伝達 

ウ 海難等の海上における災害に係る救助救出活動 

エ 海上における治安の維持、海上交通の安全確保 

オ 危険物及び油の流出等海上災害に対する防除措

置 

(10) 環境省 関東地方環境事務所、環境省 中部地方

環境事務所 

ア 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集

及び提供 

イ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄

旧・復興の際、国土地理院が提供及び

公開する防災関連情報の利活用を図

る。 

(３) 災害予防、災害応急対策及び災害復

旧・復興の際、地理情報システムの活

用を図る。 

(４) 災害復旧・復興にあたっては、位置

に関わる情報の基盤を形成するため、

必要に応じて復旧測量等を実施する。 

気象庁 東京管

区気象台 

（静岡地方気

象台） 

(１) 県知事に対して速やかに南海トラフ

地震に関連する情報の通報を行うこと 

(２) 気象庁が発表する地震動警報（緊急

地震速報）の利用の心得などの周知・

広報、大津波警報・津波警報・津波注

意報の通知、津波情報、地震情報（南

海トラフ地震に関連する情報を含む。）

等の発表又は通知並びに解説 

(３) 地震観測施設・津波観測施設の整備

並びに観測機器の保守 

(４) 地震・津波に関する啓発活動並びに

防災訓練に対する協力 

(５) 異常現象に関する情報が市町村長か

ら通報された場合、速やかに気象庁本

庁に報告し適切な措置を講ずること 

海上保安庁 第

三管区 

(１) 船舶等に対する南海トラフ地震に関

連する情報に係る情報の伝達、船舶の

 

 

県計画の修正に伴う

修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

物の発生量の情報収集 

ウ 行政機関等との連絡調整、被災状況・動物救護

活動の状況等に関する情報収集、提供等 

 

海上保安本部 

（清水海上保

安部） 

ふくそうが予想される海域において、

必要に応じて船舶交通の整理・指導 

(２) 海水浴客等に対する南海トラフ地震

に関連する情報、津波に関連する情報

等の情報伝達 

(３) 海難等の海上における災害に係る救

助救出活動 

(４) 海上における治安の維持、海上交通

の安全確保 

(５) 危険物及び油の流出等海上災害に対

する防除措置 

環境省 関東地

方環境事務所 

環境省 中部地

方環境事務所 

(１) 有害物質等の発生等による汚染状況

の情報収集及び提供 

(２) 廃棄物処理施設等の被害状況、がれ

き等の廃棄物の発生量の情報収集 

(３) 行政機関等との連絡調整、動物救護

活動の状況等に関する情報収集、提供

等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の修正に伴う

修正 

地震 12 ６ 指定公共機関 

(１) 日本郵便株式会社（静岡中央郵便局） 

災害の発生時又はそのおそれがある場合において

は、可能な限り窓口業務を確保する。そのため、警

察、消防、その他の関係行政機関、ライフライン事

業者、関連事業者並びに報道機関等と密接に連携

し、迅速・適切な対応に努める。また、平常時にお

いても関係機関等と連携し、災害予防に努める。 

６ 指定公共機関 

日本郵便株式

会社 

（静岡中央郵便

局） 

災害の発生時又はそのおそれがある場合

においては、可能な限り窓口業務を確保す

る。そのため、警察、消防、その他の関係

行政機関、ライフライン事業者、関連事業

者並びに報道機関等と密接に連携し、迅

速・適切な対応に努める。また、平常時に

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ア 郵便事業の運営に関すること 

イ 施設等の被災防止に関すること 

ウ 利用者の避難誘導に関すること 

エ 災害の発生時又はそのおそれがある場合におい

ては、可能な限り窓口業務を確保すること 

(２) 日本赤十字社（静岡県支部） 

ア 医療、助産、こころのケア及び遺体措置に関す

ること 

イ 血液製剤の確保及び供給のための措置 

ウ 被災者に対する救援物資の配布 

エ 義援金の募集 

オ 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

カ その他必要な事項 

(３) 日本放送協会（静岡放送局） 

ア 地震・津波災害に関する解説、キャンペーン番

組等の積極的な編成による視聴者の地震・津波防

災に関する認識の向上 

イ 臨時ニュースの編成メディアを有効に活用し、

南海トラフ地震臨時情報、地震情報及びその他の

地震に関する情報・津波に関する情報等の正確迅

速な提供に努めること 

ウ 地方公共団体等の要請に基づき、予報、警報、

警告等の放送を行うこと 

エ 放送施設並びに設備の災害予防のため、防災施

設及び設備の整備をすすめること 

(４) 中日本高速道路株式会社（東京支社富士・静岡・

おいても関係機関等と連携し、災害予防に

努める。 

(１) 郵便事業の運営に関すること 

(２) 施設等の被災防止に関すること 

(３) 利用者の避難誘導に関すること 

(４) 災害の発生時又はそのおそれがある

場合においては、可能な限り窓口業務

を確保すること 

日本赤十字社 

（静岡県支部） 

(１) 医療、助産、こころのケア及び遺体

措置に関すること 

(２) 血液製剤の確保及び供給のための措

置 

(３) 被災者に対する救援物資の配布 

(４) 義援金の募集 

(５) 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

(６) その他必要な事項 

日本放送協会 

（静岡放送局） 

(１) 地震・津波災害に関する解説、キャ

ンペーン番組等の積極的な編成による

視聴者の地震・津波防災に関する認識

の向上 

(２) 臨時ニュースの編成メディアを有効

に活用し、南海トラフ地震臨時情報、

地震情報及びその他の地震に関する情

報・津波に関する情報等の正確迅速な

提供に努めること 

(３) 地方公共団体等の要請に基づき、予
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

浜松保全・サービスセンター） 

ア 交通対策に関すること 

イ 地震防災応急対策及び災害応急対策に関するこ

と 

(５) 東海旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社 

ア 南海トラフ地震臨時情報、地震情報・津波警報

等の伝達 

イ 列車の運転規制措置 

ウ 旅客の避難、救護 

エ 南海トラフ地震臨時情報、列車の運行状況、旅

客の避難実施状況等の広報 

オ 地震・津波発生後に備えた資機材、人員等の配

備手配 

カ 施設等の整備 

(６) 西日本電信電話株式会社（静岡支店）、株式会社Ｎ

ＴＴドコモ東海支社（静岡支店） 

ア 南海トラフ地震臨時情報発表時及び災害時にお

ける重要通信の確保 

イ 南海トラフ地震臨時情報発表時及び災害時にお

ける通信疎通状況の広報 

ウ 復旧用資機材等の確保並びに広域応援計画に基

づく手配 

(７) 岩谷産業株式会社、アストモスエネルギー株式会

社、株式会社ジャパンガスエナジー、ＥＮＥＯＳグ

ローブ株式会社、ジクシス株式会社 

ＬＰガスタンクローリー等によるＬＰガス輸入基

報、警報、警告等の放送を行うこと 

(４) 放送施設並びに設備の災害予防のた

め、防災施設及び設備の整備をすすめ

ること 

中日本高速道

路株式会社 

（東京支社 富

士・静岡・浜松 

保全・サービス

センター） 

(１) 交通対策に関すること 

(２) 地震防災応急対策及び災害応急対策

に関すること 

東海旅客鉄道

株式会社 

日本貨物鉄道

株式会社 

(１) 南海トラフ地震臨時情報、地震情

報・津波警報等の伝達 

(２) 列車の運転規制措置 

(３) 旅客の避難、救護 

(４) 南海トラフ地震臨時情報、列車の運

行状況、旅客の避難実施状況等の広報 

(５) 地震・津波発生後に備えた資機材、

人員等の配備手配 

(６) 施設等の整備 

西日本電信電

話株式会社 

（静岡支店） 

株式会社ＮＴ

Ｔドコモ東海

支社（静岡支

店） 

(１) 南海トラフ地震臨時情報発表時及び

災害時における重要通信の確保 

(２) 南海トラフ地震臨時情報発表時及び

災害時における通信疎通状況の広報 

(３) 復旧用資機材等の確保並びに広域応

援計画に基づく手配 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

地、２次基地から充填所へのＬＰガスの配送 

(８) 日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐川急便

株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社 

防災関係機関の要請に基づく緊急輸送車両の確保 

(９) 中部電力パワーグリッド株式会社（静岡支社） 

ア 南海トラフ地震臨時情報発表時及び災害時にお

ける電力の緊急融通等による電力供給の確保 

イ 復旧資機材等の整備 

ウ 電力施設の災害予防措置及び広報の実施 

(10) ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天

モバイル株式会社 

重要な通信を確保するために必要な措置の実施 

(11) 一般社団法人日本建設業連合会中部支部、一般社

団法人全国中小建設業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関する協力 

(12) 株式会社イトーヨーカ堂、イオン株式会社、ユニ

ー株式会社、株式会社セブン−イレブン・ジャパン、

株式会社ローソン、株式会社ファミリーマート、株

式会社セブン＆アイ・ホールディングス 

ア 県からの要請による災害救助の実施に必要な物

資の調達等の実施 

イ 被災地の復旧・復興を支援するため事業活動を

早期に再開する 

 

 

岩谷産業株式

会社 

アストモスエ

ネルギー株式

会社 

株式会社ジャ

パンガスエナ

ジー 

ＥＮＥＯＳグ

ローブ株式会

社 

ジクシス株式

会社 

ＬＰガスタンクローリー等によるＬＰガ

ス輸入基地、２次基地から充填所へのＬＰ

ガスの配送 

日本通運株式

会社 

福山通運株式

会社 

佐川急便株式

会社 

ヤマト運輸株

式会社 

西濃運輸株式

会社 

防災関係機関の要請に基づく緊急輸送車

両の確保 

中部電力パワ

ーグリッド株

式会社 

(１) 南海トラフ地震臨時情報発表時及び

災害時における電力の緊急融通等によ

る電力供給の確保 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

（静岡支社） (２) 復旧資機材等の整備 

(３) 電力施設の災害予防措置及び広報の

実施 

ＫＤＤＩ株式

会社 

ソフトバンク

株式会社 

楽天モバイル

株式会社 

重要な通信を確保するために必要な措置

の実施 

一般社団法人

日本建設業連

合会中部支部 

一般社団法人

全国中小建設

業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関す

る協力 

株式会社イト

ーヨーカ堂 

イオン株式会

社 

ユニー株式会

社 

株式会社セブ

ン ‐ イ レ ブ

ン・ジャパン 

株式会社ロー

ソン 

(１) 県からの要請による災害救助の実施

に必要な物資の調達等の実施 

(２) 被災地の復旧・復興を支援するため

事業活動を早期に再開する 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

株式会社ファ

ミリーマート 

株式会社セブ

ン＆アイ・ホ

ールディング

ス 
 

地震 13 ７ 指定地方公共機関 

(１) 土地改良区（静岡市内土地改良区） 

ア 災害予防 

所管施設の耐震性の確保 

イ 南海トラフ地震臨時情報発表時 

関係機関等に対する用水状況の情報提供 

ウ 応急・復旧 

(ア) 関係機関との連携による応急対策の実施 

(イ) 所管施設の緊急点検 

(ウ) 農業用水及び非常用用水の確保 

(２) 静岡ガス株式会社（静岡支社、東部支社） 

ア 需要家に対する都市ガスによる災害の予防広報 

イ 南海トラフ地震臨時情報発表時・災害時におけ

るガス供給の確保 

ウ 施設設備の耐震予防対策の実施 

エ 南海トラフ地震臨時情報発表時・災害時におけ

る防災広報、施設の点検等災害予防措置 

(３) 一般社団法人静岡県ＬＰガス協会（中部支部） 

ア 需要家に対するＬＰガスによる災害の予防広報 

イ 協会加入事業所による施設設備の耐震化等の予

７ 指定地方公共機関 

土地改良区 

（静岡市内土地

改良区） 

(１) 災害予防 

所管施設の耐震性の確保 

(２) 南海トラフ地震臨時情報発表時 

関係機関等に対する用水状況の情報提

供 

(３) 応急・復旧 

ア 関係機関との連携による応急対策

の実施 

イ 所管施設の緊急点検 

ウ 農業用水及び非常用用水の確保 

静岡ガス株式

会社 

（静岡支社） 

（東部支社） 

(１) 需要家に対する都市ガスによる災害

の予防広報 

(２) 南海トラフ地震臨時情報発表時・災

害時におけるガス供給の確保 

(３) 施設設備の耐震予防対策の実施 

(４) 南海トラフ地震臨時情報発表時・災

害時における防災広報、施設の点検等

災害予防措置 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

防対策の実施 

ウ 南海トラフ地震臨時情報発表時及び災害時にお

ける防災広報並びに協会加入事業所の施設の点検

等災害防止措置の実施 

エ 燃料の確保に関する協力 

オ 協会加入事業所による被害状況調査及び応急復

旧 

(４) 静岡鉄道株式会社 

ア 南海トラフ地震臨時情報、津波警報等津波に関

する情報等の伝達 

イ 列車の運転規制措置 

ウ 旅客の避難、救護 

エ 列車の運行状況、旅客の避難状況等の広報 

(５) 一般社団法人静岡県トラック協会、一般社団法人

静岡県バス協会、商業組合静岡県タクシー協会 

防災関係機関の要請に基づく協会加盟事業所から

の緊急輸送車両等の確保 

(６) 民間放送機関（静岡放送株式会社、株式会社テレ

ビ静岡、株式会社静岡朝日テレビ、株式会社静岡第

一テレビ、株式会社トコちゃんねる静岡、静岡エフ

エム放送株式会社、株式会社シティエフエム静岡、

株式会社エフエムしみず） 

ア 地震・津波防災に関するキャンペーン番組、地

震防災メモのスポット、定時ニュース番組等によ

る防災知識の普及 

イ 南海トラフ地震臨時情報発表時及び災害時にお

一般社団法人

静岡県ＬＰガ

ス協会 

（中部支部） 

(１) 需要家に対するＬＰガスによる災害

の予防広報 

(２) 協会加入事業所による施設設備の耐

震化等の予防対策の実施 

(３) 南海トラフ地震臨時情報発表時及び

災害時における防災広報並びに協会加

入事業所の施設の点検等災害防止措置

の実施 

(４) 燃料の確保に関する協力 

(５) 協会加入事業所による被害状況調査

及び応急復旧 

静岡鉄道株式

会社 

(１) 南海トラフ地震臨時情報、津波警報

等津波に関する情報等の伝達 

(２) 列車の運転規制措置 

(３) 旅客の避難、救護 

(４) 列車の運行状況、旅客の避難状況等

の広報 

一般社団法人

静岡県トラッ

ク協会 

一般社団法人

静岡県バス協

会 

商業組合静岡

県タクシー協

会 

防災関係機関の要請に基づく協会加盟事

業所からの緊急輸送車両等の確保 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

いて特別番組を編成し、南海トラフ地震臨時情

報、地震情報その他地震に関する情報、津波警報

等津波に関する情報、国、県、市、防災関係機関

等の防災活動状況を放送すること 

ウ 放送施設、機器類等の整備の事前点検と災害予

防のための設備の整備 

(７) 一般社団法人静岡県医師会（一般社団法人静岡市

静岡医師会、一般社団法人静岡市清水医師会、一般

社団法人庵原医師会）、一般社団法人静岡県歯科医師

会（一般社団法人静岡市静岡歯科医師会、一般社団

法人静岡市清水歯科医師会）、公益社団法人静岡県看

護協会（公益社団法人静岡県看護協会静岡地区支

部）、公益社団法人静岡県病院協会、公益社団法人静

岡県薬剤師会（一般社団法人静岡市薬剤師会、清水

薬剤師会） 

ア 医療救護施設等における医療救護活動の実施 

イ 検案（公益社団法人静岡県看護協会（公益社団

法人静岡県看護協会静岡地区支部）、公益社団法人

静岡県薬剤師会（一般社団法人静岡市静岡薬剤師

会､清水薬剤師会）及び公益社団法人静岡県病院協

会を除く。） 

ウ 災害時の口腔ケアの実施（一般社団法人静岡県

歯科医師会（一般社団法人静岡市静岡歯科医師

会、一般社団法人静岡市清水歯科医師会）） 

(８) 一般社団法人静岡県警備業協会 

災害時の道路交差点での交通整理支援 

民間放送機関 

（静岡放送株式

会社） 

（株式会社テレ

ビ静岡） 

（株式会社静岡

朝日テレビ） 

（株式会社静岡

第一テレビ） 

（株式会社トコ

ちゃんねる静

岡） 

（静岡エフエム

放送株式会社） 

（株式会社シテ

ィエフエム静

岡） 

（株式会社エフ

エムしみず） 

(１) 地震・津波防災に関するキャンペー

ン番組、地震防災メモのスポット、定

時ニュース番組等による防災知識の普

及 

(２) 南海トラフ地震臨時情報発表時及び

災害時において特別番組を編成し、南

海トラフ地震臨時情報、地震情報その

他地震に関する情報、津波警報等津波

に関する情報、国、県、市、防災関係

機関等の防災活動状況を放送すること 

(３) 放送施設、機器類等の整備の事前点

検と災害予防のための設備の整備 

一般社団法人

静岡県医師会 

（一般社団法人

静岡市静岡医師

会） 

（一般社団法人

静岡市清水医師

(１) 医療救護施設等における医療救護活

動の実施 

(２) 検案（公益社団法人静岡県看護協会

（公益社団法人静岡県看護協会静岡地

区支部）、公益社団法人静岡県薬剤師

会（一般社団法人静岡市静岡薬剤師

会､清水薬剤師会）及び公益社団法人
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(９) 公益社団法人静岡県栄養士会 

ア 要配慮者等への食料品の供給に関する協力 

イ 避難所における健康相談に関する協力 

(10) 一般社団法人静岡県建設業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関する協力 

 

 

会） 

（一般社団法人

庵原医師会） 

一般社団法人

静岡県歯科医

師会 

（一般社団法人

静岡市静岡歯科

医師会） 

（一般社団法人

静岡市清水歯科

医師会） 

公益社団法人

静岡県看護協

会 

（公益社団法人

静岡県看護協会

静岡地区支部） 

公益社団法人

静岡県病院協

会 

公益社団法人

静岡県薬剤師

会 

（一般社団法人

静岡市薬剤師

静岡県病院協会を除く。） 

(３) 災害時の口腔ケアの実施（一般社団

法人静岡県歯科医師会（一般社団法人

静岡市静岡歯科医師会、一般社団法人

静岡市清水歯科医師会）） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

会） 

（清水薬剤師

会） 

一般社団法人

静岡県警備業

協会 

災害時の道路交差点での交通整理支援 

公益社団法人

静岡県栄養士

会 

(１) 要配慮者等への食料品の供給に関す

る協力 

(２) 避難所における健康相談に関する協

力 

一般社団法人

静岡県建設業

協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関す

る協力 

 

地震 15 ８ 地震防災応急計画及び対策計画の作成義務者 

(１) 地震防災訓練 

(２) 従業員及び施設利用者等に対する避難方法等の周

知 

(３) 従業員等に対する防災教育及び広報 

(４) 災害応急対策に必要な資機材等の確保措置 

(５) 防災組織の整備 

(６) 南海トラフ地震臨時情報等の収集及び伝達 

(７) 南海トラフ地震臨時情報発表時における従業員及

び施設利用者等の避難誘導 

(８) 南海トラフ地震臨時情報発表時における火気の規

制、施設整備等の点検、仕掛工事の中止等安全措置 

８ 地震防災応急計画及び対策計画の作成義務者 

(１) 地震防災訓練 

(２) 従業員及び施設利用者等に対する避難方法等の周知 

(３) 従業員等に対する防災教育及び広報 

(４) 災害応急対策に必要な資機材等の確保措置 

(５) 防災組織の整備 

(６) 南海トラフ地震臨時情報等の収集及び伝達 

(７) 南海トラフ地震臨時情報発表時における従業員及び

施設利用者等の避難誘導 

(８) 南海トラフ地震臨時情報発表時における火気の規

制、施設整備等の点検、仕掛工事の中止等安全措置 

(９) 地震発生時における従業員及び施設利用者等の避難

表による整理 



令和６年度 静岡市地域防災計画（地震対策編）修正案 新旧対照表 

29 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(９) 地震発生時における従業員及び施設利用者等の避

難誘導 

(10) 上記のほか、津波の危険が予想される避難対象地

区内の地震防災応急計画及び対策計画の作成義務者

が実施すべき防災対策は、次のとおりである。 

ア 従業員及び施設利用者等に対する津波避難方法

等の周知 

イ 津波警報等の収集及び伝達 

ウ 地震発生時における津波からの円滑な避難を確

保するための安全措置 

誘導 

(10) 上記のほか、津波の危険が予想される避難対象地区

内の地震防災応急計画及び対策計画の作成義務者が実

施すべき防災対策は、次のとおりである。 

ア 従業員及び施設利用者等に対する津波避難方法等

の周知 

イ 津波警報等の収集及び伝達 

ウ 地震発生時における津波からの円滑な避難を確保

するための安全措置 
 

地震 15 ９ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素か

ら災害予防体制の整備を図り、災害時には応急措置を実

施するとともに、市が行う防災活動に協力するものとす

る。 

(１) 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、生活協

同組合、商工会議所等の産業経済団体 

(２) 静岡市内建設業協会、静岡市内大工建築業協同組

合、静岡市内電気設備協力会、静岡県建築士会、赤

帽静岡県軽自動車運送協同組合、全国霊柩自動車協

会、全日本冠婚葬祭互助協会、静岡市上下水道局指

定工事店協同組合、清水管工事システム協同組合、

日本下水道管路管理業協会中部支部静岡県部会、静

岡県環境施設メンテナンス協同組合 

(３) 青年団、男女共同参画団体等の地域団体 

(４) 町内会、自治会等の自主防災組織 

９ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から

災害予防体制の整備を図り、災害時には応急措置を実施す

るとともに、市が行う防災活動に協力するものとする。 

(１) 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、生活協同

組合、商工会議所等の産業経済団体 

(２) 静岡市内建設業協会、静岡市内大工建築業協同組

合、静岡市内電気設備協力会、静岡県建築士会、赤帽

静岡県軽自動車運送協同組合、全国霊柩自動車協会、

全日本冠婚葬祭互助協会、静岡市上下水道局指定工事

店協同組合、清水管工事システム協同組合、日本下水

道管路管理業協会中部支部静岡県部会、静岡県環境施

設メンテナンス協同組合 

(３) 青年団、男女共同参画団体等の地域団体 

(４) 町内会、自治会等の自主防災組織 

(５) 静岡市ボランティア団体連絡協議会、静岡市防災ア

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(５) 静岡市ボランティア団体連絡協議会、静岡市防災

アマチュア無線、静岡市清水アマチュア無線非常通

信協力会、災害ボランティアコーディネーター等の

ボランティア関係団体 

(６) その他公共的な活動を営むもの 

マチュア無線、静岡市清水アマチュア無線非常通信協

力会、災害ボランティアコーディネーター等のボラン

ティア関係団体 

(６) その他公共的な活動を営むもの 
 

地震 16 第２章 平常時対策 

（略） 

第２章 平常時対策 

（略） 

 

地震 16 第１節 防災思想の普及 

[危機、市民、観光、区、教育] 

（略） 

第１節 防災思想の普及 

[危機、市民、観光、区、教育] 

（略） 

 

地震 16 １ 市職員に対する教育 

(１) 市長は、災害応急対策及び地震防災応急対策の円

滑な実施を確保するため、市職員に対して教育を行

う。 

(２) 市長は、職員が地区担当職員として、地域におけ

る防災活動に率先して参加するとともに、当該活動

を指導するための教育を行う。また、市は、住民自

らが生命、身体及び財産を守り、あわせて地域の地

震災害を予防し、あるいは軽減することに資するた

め、必要な教育及び広報を行う。この場合、地域の

特性等による地震災害の態様等を十分に考慮して実

情にあったものとする。 

また、啓発内容については、おおむね県の例によ

るものとする。 

１ 市職員に対する教育 

・市長は、災害応急対策及び地震防災応急対策の円滑な

実施を確保するため、市職員に対して教育を行う。 

 

・市長は、職員が地区担当職員として、地域における防

災活動に率先して参加するとともに、当該活動を指導

するための教育を行う。 

・市は、住民自らが生命、身体及び財産を守り、あわせ

て地域の地震災害を予防し、あるいは軽減することに

資するため、必要な教育及び広報を行う。この場合、

地域の特性等による地震災害の態様等を十分に考慮し

て実情にあったものとする。 

・啓発内容については、おおむね県の例による。 

 

地震 16 (３) 市職員に対する教育 (１) 市職員に対する教育  
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ア～ウ （略） 

エ 「静岡市地域防災計画地震対策編」の内容と市が実

施している地震等の防災対策 

オ～サ （略） 

 

各課、事務所等においては、上記事項について、所属

職員に対し十分に周知を図るものとする。 

また、各課等は所管事項に関する地震防災対策につい

て、危機管理局と協力して、それぞれが定めるところに

より所属職員に対して教育を行うものとする。 

 

上記のほか、市教育委員会は「静岡県防災教育基本方

針（県教育委員会編）」及び「学校の地震防災対策マニュ

アル（県教育委員会編）」によって、それぞれ職員に対し

て教育を行うものとする。 

ア～ウ （略） 

エ 「地域防災計画 地震対策編」の内容と市が実

施している地震等の防災対策 

オ～サ （略） 

(２) 所属職員への周知及び教育 

各課、事務所等においては、上記事項について、

所属職員に対し十分に周知を図る。 

また、各課等は所管事項に関する地震防災対策に

ついて、危機管理局と協力して、それぞれが定める

ところにより所属職員に対して教育を行う。 

(３) 教育委員会による教育 

上記のほか、市教育委員会は「静岡県防災教育基

本方針（県教育委員会編）」及び「学校の地震防災対

策マニュアル（県教育委員会編）」によって、それぞ

れ職員に対して教育を行う。 

地震 17 ２ 生徒等に対する教育 

市教育委員会は、公立学校等に対し、児童・生徒（以

下「生徒等」という。）に対する地震防災教育の指針を示

し、その実施を指導する。特に、住んでいる地域の特

徴・災害リスクや過去の津波の教訓等について継続的な

防災教育に努めるものとする。 

また、市は県と協力して私立学校に対し、これに準じ

た教育を行うよう指導するものとする。 

(１) （略） 

(２) 学校及び地域の防災課題を踏まえた、地域の安全

を支える人づくりと安全な学校づくりの推進を図

２ 生徒等に対する教育 

・市教育委員会は、公立学校等に対し、児童・生徒（以

下「生徒等」という。）に対する地震防災教育の指針を

示し、その実施を指導する。特に、住んでいる地域の

特徴・災害リスクや過去の津波の教訓等について継続

的な防災教育に努める。 

・市は県と協力して私立学校に対し、これに準じた教育

を行うよう指導する。 

(１) （略） 

(２) 地域の安全を支える人づくりと学校防災の推進 

学校及び地域の防災課題を踏まえた、地域の安全
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

る。 

 

(３) 中学生及び高校生を中心に応急救護の実践的技能

の習得の徹底を図る。 

 

を支える人づくりと安全な学校づくりの推進を図

る。 

(３) 中高生を対象とした応急救護技能の取得 

中学生及び高校生を中心に応急救護の実践的技能

の習得の徹底を図る。 

 ３ （略） ３ （略）  

地震 17 ４ 市民に対する防災思想の普及 

地域住民に対する防災思想の普及は、自主防災組織を

通じて実践的な内容を主体として行うことを基本とし、

地震発生時、南海トラフ地震臨時情報発表時に市民が的

確な判断に基づき行動できるよう、地震についての正し

い知識、防災対応等について啓発する。この際、高齢

者、障がいのある人、乳幼児、妊産婦、傷病者及び日本

語のわからない外国人等の要配慮者に十分配慮し、地域

において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努め

るとともに、性の多様性の観点から、被災時の性別等の

違いによるニーズ等に配慮するよう努めるものとする。 

 

 

 

 

特に３月11日を含む10日間を「津波対策推進旬間」、11

月は｢地震防災強化月間」となっていることから、それぞ

れ津波避難対策、突然地震が発生した場合の対応及び家

庭内対策を中心に啓発活動を重点的に実施する。 

 

４ 市民に対する防災思想の普及 

・地域住民に対する防災思想の普及は、自主防災組織を

通じて実践的な内容を主体として行うことを基本と

し、地震発生時、南海トラフ地震臨時情報発表時に市

民が的確な判断に基づき行動できるよう、地震につい

ての正しい知識、防災対応等について啓発する。 

・高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産婦、傷病者及

び日本語のわからない外国人等の要配慮者に十分配慮

し、地域において要配慮者を支援する体制が整備され

るよう努める。 

・被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分

配慮するよう努めるとともに、男女共同参画の視点か

らの防災知識の普及及び防災対策を推進する。 

・家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに

配慮するよう努める。 

・特に３月 11 日を含む 10 日間を「津波対策推進旬間」、

11 月は｢地震防災強化月間」となっていることから、そ

れぞれ津波避難対策、突然地震が発生した場合の対応

及び家庭内対策を中心に啓発活動を重点的に実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

市は、地域コミュニティにおける多様な主体の関わり

のなかで防災に関する教育の普及促進を図るものとす

る。 

・市は、地域コミュニティにおける多様な主体の関わり

のなかで防災に関する教育の普及促進を図る。 

 

地震 17 (１) 啓発事項 

ア～ソ （略） 

タ 要配慮者及び男女双方の視点への配慮 

 

チ～テ （略） 

(２)～(４) （略） 

(５) 各種団体を通じての啓発 

市は、各種団体に対し、研修会、講演会、資料の

提供、映画フィルム等の貸出し等を通じて地震防災

思想の普及に努める。これによって、それぞれの団

体の構成員である民間事務所等の組織内部における

防災知識の普及を促進させるものとする。 

(６) （略） 

(７) 相談窓口 

市は、それぞれの機関において、所管する事項に

ついて市民の地震対策の相談に積極的に応ずるもの

とする。 

なお、総括的な事項及び訓練、建築に関する事項

の相談窓口は、次のとおりである。 

(１) 啓発事項 

ア～ソ （略） 

タ 要配慮者及び男女双方の視点並びに家庭動物の

飼養の有無によるニーズの違いへの配慮 

チ～テ （略） 

(２)～(４) （略） 

(５) 各種団体を通じての啓発 

市は、各種団体に対し、研修会、講演会、資料の

提供、映画フィルム等の貸出し等を通じて地震防災

思想の普及に努める。これによって、それぞれの団

体の構成員である民間事務所等の組織内部における

防災知識の普及を促進させる。 

(６) （略） 

(７) 相談窓口 

市は、それぞれの機関において、所管する事項に

ついて市民の地震対策の相談に積極的に応ずる。 

 

なお、総括的な事項及び訓練、建築に関する事項

の相談窓口は、次のとおりである。 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 

地震 19 ア 危機管理局、各区役所地域総務課  総括的な

事項 

イ 消防局及び消防署  消火･救出･救助など訓練

に関する事項 

担当 相談内容 

危機管理局、各区

役所地域総務課 

総括的な事項 

消防局及び消防署 消火･救出･救助など訓練に関する事項 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ウ 建築指導課  建築物に関する事項 建築指導課 建築物に関する事項 
 

地震 19 ５～７ （略） ５～７ （略）  

地震 20 第２節 自主防災活動 

[危機、区、消防] 

 

地震による災害から、市民の生命、身体、財産を保護する

ためには、市をはじめ、防災関係機関が総力をあげて対応す

ることが必要である。しかし、同時に住民一人ひとりが地震

についての十分な防災意識をもち、訓練を積み重ねることに

より防災対応を体得し、これを家庭、地域、職場等で実践し

なければならない。 

特に、大規模な地震に対しては、地域住民が相互に協力

し、消防団等と連携して、地域の特性や危険性を理解した上

で、組織的に活動することが重要である。 

また、男女双方の視点に配慮した防災を進めるため、自主

防災活動における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点

を取り入れた防災体制を確立する必要がある。 

このため、市民が自主防災活動に参加し、的確な活動がで

きるよう、その基準を示すものである｡ 

第２節 自主防災活動 

[危機、市民、区、消防] 

 

・地震による災害から、市民の生命、身体、財産を保護する

ためには、市をはじめ、防災関係機関が総力をあげて対応

することが必要である。しかし、同時に住民一人ひとりが

地震についての十分な防災意識をもち、訓練を積み重ねる

ことにより防災対応を体得し、これを家庭、地域、職場等

で実践しなければならない。 

・特に、大規模な地震に対しては、地域住民が相互に協力

し、消防団等と連携して、地域の特性や危険性を理解した

上で、組織的に活動することが重要である。また、男女双

方の視点に配慮した防災を進めるため、自主防災活動にお

ける女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取り入れ

た防災体制を確立する必要がある。 

・市民が自主防災活動に参加し、的確な活動ができるよう、

その基準を示すものである｡ 

担当部局の修正 

 （略） （略）  

地震 21 ２ 地域における自主防災組織の果たすべき役割 

（略） 

(１)～(６) （略） 

(７) 防災訓練の実施 

（略） 

２ 地域における自主防災組織の果たすべき役割 

（略） 

(１)～(６) （略） 

(７) 防災訓練の実施 

（略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ア 情報の収集伝達訓練 

イ 出火防止及び初期消火の訓練 

ウ 避難訓練 

エ 救出、救護訓練 

オ 炊出し訓練 

(８)～(10) （略） 

ア 情報の収集伝達訓練 

イ 出火防止及び初期消火の訓練 

ウ 避難訓練 

エ 救出、救護訓練 

オ 炊き出し訓練 

(８)～(10) （略） 

地震 23 ３ 事業所等の果たすべき役割 

(１) 事業所等の自主的な防災活動 

事業所及び施設を管理し、又は運営する者（以下

「事業所等」という。）は、従業員、利用者等の安全

を確保し、地域に災害を拡大することのないよう的

確な防災活動を行う。また、被災住民の救出等を地

域の一員として防災活動に参加するよう努めるもの

とする。 

このため事業所等は、自主的な防災組織をつく

り、関係地域の自主防災組織等と連携をとり、事業

所及び関係地域の安全確保に積極的に努めるものと

する。また、災害時の事業所の果たすべき役割（生

命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域

貢献・地域との共生）を十分に認識し、各事業所に

おいては、災害時に重要業務を継続するための事業

継続計画(ＢＣＰ)を策定し、運用等するよう努め

る。 

事業所等における自主的な防災活動は、おおむね

次の事項について、それぞれの実情に応じて行う。 

ア 防災訓練 

３ 事業所等の果たすべき役割 

（▼共通対策編 第２章 第17節「事業所等の自主的

な防災活動」に準ずる。） 

 

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（地震対策編）修正案 新旧対照表 

36 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

イ 従業員等の防災教育 

ウ 情報の収集及び伝達体制の確立 

エ 火災その他災害予防対策 

オ 避難対策の確立 

カ 救出、応急救護等 

キ 地域の自主防災組織と積極的に連携した防災活

動への協力 

ク 飲料水、食料、携帯トイレ等、生活必需品等の

災害時及び警戒宣言時に必要な物資の確保 

ケ 施設及び設備の耐震性の確保 

コ 予想被害からの復旧計画策定 

サ 各計画の点検・見直し 

(２) 事業所の防災力向上の促進 

市は、県と連携して事業所を地域コミュニティの

一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参

加の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うもの

とする。 

また、県が作成した「静岡県事業継続計画モデル

プラン」を紹介するとともに、事業継続計画の策定

に積極的な事業所の支援に努める。 

地震 23 ４ 自主防災組織への支援等 

市は県と協力し、全ての自主防災組織が災害時に一定

水準以上の災害対応力が発揮できるよう、地域住民の自

主防災活動への参加を促す。また、市は、自主防災組織

の体制強化を図るため、必要な支援を実施するととも

に、自主防災組織と連携・協力する。 

４ 自主防災組織への支援等 

（▼共通対策編 第２章 第16節「自主防災組織の体

制強化」に準ずる。） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(１) 自主防災組織づくりの推進 

市は、県と連携して、地域住民と地震対策につい

て十分話し合い、共通の目的意識を持ち、最もその

地域に合った自主防災組織づくりを推進する。 

(２) 防災意識の啓発 

市は、自主防災組織に対し手引書などを作成・配

布するとともに、講演会などを活用し防災意識を啓

発する。 

(３) 組織の体制強化 

市は、自主防災組織の体制強化が図られるよう、

自主防災組織に防災訓練等の実施を呼びかけるとと

もに、地域住民が積極的に自主防災活動に参加する

よう必要な支援を実施する。 

(４) 自主防災に関する意識の高揚 

市は、自主防災組織が防災活動に関する意識を高

めるため、定期的に研修会や講座等を開催する。 

(５) 地域防災指導員制度 

自主防災組織の活性化を図るため、各地区連合自

治会長、各学（地）区連合町内会長から選任された

地域防災指導員を配備する。また、市は、自主防災

組織及び住民の防災対策の啓発活動を強化するた

め、地域防災指導員に対する研修会を定期的に開催

するとともに、関係団体が主催する研修会への参加

などを促すものとする。 

地域防災指導員は、住民の防災意識の高揚、自主

防災組織の育成等による地域防災力の強化を図るた
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

め、以下の活動を行うものとする。 

ア 同一生活圏における複数の自主防災組織の連携

強化と防災情報の共有化 

イ 個別指導等による、きめ細かな自主防災活動の

指導 

ウ 県又は市の施策の広報や推進及び普及協力 

エ 県又は市に対する防災モニターとしての地域防

災情報の収集及び伝達 

オ 自主防災組織会長等の補佐及び支援 

(６) 防災技能者講座の開催 

防災知識の高揚と防災技術の習得により、地域防

災力の向上を図るため、静岡市防災技能者の養成研

修に関する実施要綱に基づき、地域の防災リーダー

を養成する防災技能者講座を開催する。 

◇静岡市防災技能者の養成研修に関する実施要綱

（資料編１－17） 

(７) 自主防災組織への助成 

自主防災組織の防災力向上を目的として、自主防

災会を対象に、次の各号にあげる防災資機材購入等

に係る補助金を交付する。 

ア 防災倉庫設置費補助 

◇静岡市自主防災組織防災倉庫設置費補助金交付要

綱（資料編１－10） 

イ 防災倉庫用地借地料補助 

◇静岡市自主防災組織防災倉庫用地借地料補助金交

付要綱（資料編１－11） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ウ 防災用資機材購入費補助 

◇静岡市自主防災組織防災資機材等購入費補助金交

付要綱（資料編１－12） 

エ 可搬消防ポンプ等購入補助 

◇静岡市自主防災組織可搬消防ポンプ等購入費補助

金交付要綱（資料編１－13） 

オ 避難路等整備事業費補助 

◇静岡市自主防災組織避難路等整備事業費補助金交

付要綱（資料編１－14） 

(８) 自主防災組織との連携・協力 

市は、平時から自主防災組織等が開催する研修会

や会議の機会などを通じて、災害時の連絡体制や避

難所・救護所の運営方法等を確認することで、自主

防災組織との連携・協力体制を構築する。 

また、災害時において、自主防災組織と必要な被

害情報、避難情報、支援情報が速やかに共有できる

よう、情報連絡体制を整備するとともに、地域活動

を依頼する際は極力負担を軽減するよう努めるもの

とする。 

(９) 自主防災組織と消防団との連携 

災害時に自主防災組織と消防団が連携した災害活

動ができるよう、平時から合同で訓練を実施するな

ど、組織間の連携や人的な交流等を積極的に行うこ

とで、地域防災力の向上を図るものとする。 

地震 25 第３節 地震防災訓練の実施 

[危機、区、消防] 

第３節 地震防災訓練の実施 

 

担当部局の削除 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

南海トラフ地震臨時情報発表時及び地震災害発生時に的確

な防災対策を実施するための訓練について定める。 

市民は、南海トラフ地震臨時情報が発表された際、秩序を

維持しつつ適切な地震防災応急対策を実施するには、平素か

ら、これらに対処する訓練を積み重ね、体験による理解をし

なければならない。 

なお、高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産婦、傷病者

及び日本語のわからない外国人等の要配慮者に十分配慮した

訓練を実施し、要配慮者の支援体制の整備に努めるととも

に、被災時の性の多様性の観点から、性別等の違いによるニ

ーズ等に配慮するよう努めるものとする。 

 

南海トラフ地震臨時情報発表時及び地震災害発生時に的確

な防災対策を実施するための訓練について定める。 

・市民は、南海トラフ地震臨時情報が発表された際、秩序を

維持しつつ適切な地震防災応急対策を実施するには、平素

から、これらに対処する訓練を積み重ね、体験による理解

をしなければならない。 

・高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産婦、傷病者及び日

本語のわからない外国人等の要配慮者に十分配慮した訓練

を実施し、要配慮者の支援体制の整備に努めるとともに、

被災時の性の多様性の観点から、性別等の違いによるニー

ズ等に配慮するよう努める。 

地震 25 １ 訓練の内容と実施方法 

市は、総合防災訓練、地域防災訓練及び津波避難訓練

を実施する。そのほか、国、県、他の市町及び防災関係

機関と共同して、又は単独で、県に準ずる各種の防災訓

練を実施する。 

訓練に当たっては、要配慮者の避難誘導、救出・救

助、自主防災組織と事業所等との連携による防災活動な

ど、地域の特性に配慮し、また夜間、休日等の訓練も併

せて実施するものとする。 

なお、訓練終了後は評価を実施し、課題・問題点等を

明確にし、必要に応じ体制等の改善を行うものとする。 

(１)（略） 

(２) 個別防災訓練 

（略） 

１ 訓練の内容と実施方法 

・市は、総合防災訓練、地域防災訓練及び津波避難訓練

を実施する。そのほか、国、県、他の市町及び防災関

係機関と共同して、又は単独で、県に準ずる各種の防

災訓練を実施する。 

・訓練に当たっては、要配慮者の避難誘導、救出・救

助、自主防災組織と事業所等との連携による防災活動

など、地域の特性に配慮し、また夜間、休日等の訓練

も併せて実施する。 

・訓練終了後は評価を実施し、課題・問題点等を明確に

し、必要に応じ体制等の改善を行う。 

(１)（略） 

(２) 個別防災訓練 

（略） 
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エ オフロードバイク隊の訓練 

（略） 

(ア)、(イ) （略）  

(ウ) 情報収集・伝達（無線取扱い訓練含む。）訓

練 

(エ) （略）  

(オ) 資機材取り扱い訓練 

(カ) （略） 

◇静岡市オフロードバイク隊運営要領（資料編１－９） 

 

(３)～(６) （略） 

(７) 図上訓練 

災害対応能力の総点検並びに防災関係機関等との

連携強化を目的に、図上訓練を実施し、災害対策の

見直しに資するものとする。 

（略） 

エ オフロードバイク隊の訓練 

（略） 

(ア)、(イ) （略） 

(ウ) 情報収集・伝達（無線取扱訓練含む。）訓練 

 

(エ) （略）  

(オ) 資機材取扱訓練 

(カ) （略） 

◇資料編１－９：静岡市オフロードバイク隊運営要領 

 

(３)～(６) （略） 

(７) 図上訓練 

災害対応能力の総点検並びに防災関係機関等との

連携強化を目的に、図上訓練を実施し、災害対策の

見直しに資する。 

（略） 

地震 28 第４節 地震・津波災害予防対策の推進 

[危機、総務、財政、市民、区、観光、環境、福祉、衛

生、保健所、病院、子ども、農水、建築、建設、水道、

教育] 

地震災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、あら

ゆる可能性を考慮した最大クラスの地震を想定し、その想定

結果に基づき対策を推進するものとする。 

津波災害対策の検討においては、県と共同して二つのレベ

ルの津波の想定とそれぞれの対策を進める。 

第４節 地震・津波災害予防対策の推進 

[危機、総務、総政、財政、市民、区、観光、環境、福

祉、衛生、保健所、病院、子ども、農水、都市、建築、

建設、消防、水道、下水、教育] 

地震災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、あら

ゆる可能性を考慮した最大クラスの地震を想定し、その想定

結果に基づき対策を推進する。 

・津波災害対策の検討においては、県と共同して二つのレベ

ルの津波の想定とそれぞれの対策を進める。 

担当部局の修正 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

地震 28 ・最大クラスの津波に対する住民避難を軸とした総合的な

対策 

・比較的頻度の高い津波に対する海岸保全施設等の整備 

○最大クラスの津波に対する住民避難を軸とした総合的な

対策 

○比較的頻度の高い津波に対する海岸保全施設等の整備 
 

表による整理 

地震 28 地震・津波による火災や建築物等の倒壊等による災害の発

生を予防し、又は軽減するための対策、被災者を救出するた

めの対策、避難地、避難路の設定、被災後の生活を確保する

ための措置等、平常時における予防対策を定める。 

市は、国の地震防災戦略及び、静岡県が令和５年度から令

和 14年度までの 10年間の行動計画として策定した「静岡県地

震・津波対策アクションプログラム２０２３」と整合を図り

つつ、本市における地震・津波対策の具体的な施策をまとめ

た「静岡市地震・津波アクションプログラム」に基づき、県

と連携して、ハード・ソフト両面から防災・減災対策を推進

する。 

また、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化に応じた体

制の見直し、計画の改訂などを行うほか、災害時に、地域に

おいて災害対策の拠点となる施設の整備に努めるものとす

る。 

・地震・津波による火災や建築物等の倒壊等による災害の発

生を予防し、又は軽減するための対策、被災者を救出する

ための対策、避難地、避難路の設定、被災後の生活を確保

するための措置等、平常時における予防対策を定める。 

・市は、国の地震防災戦略及び、静岡県が令和５年度から令

和 14年度までの 10年間の行動計画として策定した「静岡県

地震・津波対策アクションプログラム２０２３」と整合を

図りつつ、本市における地震・津波対策の具体的な施策を

まとめた「静岡市地震・津波アクションプログラム」に基

づき、県と連携して、ハード・ソフト両面から防災・減災

対策を推進する。 

・訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化に応じた体制の見

直し、計画の改訂などを行うほか、災害時に、地域におい

て災害対策の拠点となる施設の整備に努める。 

 

 

地震 29 １ 緊急消防援助隊の受援体制 

市は、消防組織の確立及び消防施設の強化拡充並びに

消防相互応援体制の充実を図るとともに、実践的な訓練

等を通じて、緊急消防援助隊の受援体制の整備に努める

ものとする。 

１ 緊急消防援助隊の受援体制 

（▼共通対策編 第２章 第９節 火災予防計画 １ 

消防体制の整備「(６)緊急消防援助隊の受援体制」に準

ずる。） 

 

地震 29 ２ 消防用施設の整備 

市は、所掌する業務に応じ、災害時に地域における消

２ 消防用施設の整備 

市は、所掌する業務に応じ、災害時に地域における消
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

防活動の拠点となる以下の施設の整備に努めるものとす

る。 

（略） 

防活動の拠点となる以下の施設の整備に努める。 

 

（略） 

地震 29 ３ 火災の予防対策 

大規模な地震の発生時には、特に市街地における火災

の同時多発が予想され、状況によっては大火災に拡大す

る可能性があるところから、南海トラフ地震臨時情報発

表時にはもちろんのこと、日頃から火気その他出火危険

のある物の取り扱いについて、管理状況等を整備し、応

急対策を円滑に講ずる体制を確保する必要がある。 

このため市、防災関係機関、事業所等の管理者及び住

民が一体となって火災予防の徹底を図るものとする。 

３ 火災の予防対策 

大規模な地震の発生時には、特に市街地における火災

の同時多発が予想され、状況によっては大火災に拡大す

る可能性があるところから、南海トラフ地震臨時情報発

表時にはもちろんのこと、日頃から火気その他出火危険

のある物の取扱いについて、管理状況等を整備し、応急

対策を円滑に講ずる体制を確保する必要がある。 

このため市、防災関係機関、事業所等の管理者及び住

民が一体となって火災予防の徹底を図るものとする。 

 

地震 29 (１) 一般家庭等における対策 

ア 燃料を使用する器具の対策 

(ア) 石油ストーブ・・静岡市火災予防条例（平

成 15年条例第 286号）第 26条による感震遮断

装置付を使用する｡ 

(イ) ＬＰガス・・・・容器の転倒防止策を講ず

るとともにガス遮断装置及びガス漏れ警報器

の設置に努める。また、外出等不在となる場

合は元栓を閉止する｡ 

(ウ) 都市ガス・・・・ガス遮断装置及びガス漏

れ警報器の設置に努める。また、外出等不在

となる場合は元栓を閉止する。 

(エ) 石油バーナー・・燃料タンクは転倒防止の

ため固定し、長時間使用しない場合は元栓を

(１) 一般家庭等における対策 

ア 燃料を使用する器具の対策 

石油スト

ーブ 

静岡市火災予防条例（平成 15 年条例第 286 号）

第 26条による感震遮断装置付を使用する｡ 

ＬＰガス 容器の転倒防止策を講ずるとともにガス遮断装

置及びガス漏れ警報器の設置に努める。また、

外出等不在となる場合は元栓を閉止する｡ 

都市ガス ガス遮断装置及びガス漏れ警報器の設置に努め

る。また、外出等不在となる場合は元栓を閉止

する。 

石油バー

ナー 

燃料タンクは転倒防止のため固定し、長時間使

用しない場合は元栓を閉止する。 
 

表による整理 
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閉止する。 

地震 30 イ （略） 

ウ 不燃化対策 

火気を取扱う器具の周囲は不燃化に努め、付近

の可燃物を整理整頓し、特に火気の直上にある可

燃性物品を除去する。 

エ～オ （略） 

 

 

 

(２)～(３) （略） 

(４) 高圧ガス（ＬＰガスを含む。）施設における対策 

高圧ガス貯槽等及びその付帯設備について耐震性

を検討し、必要な補強等をすすめるとともに、緊急

遮断弁の感震装置の付設につとめ、ガス漏洩による

災害の発生の防止につとめる。 

（略） 

(５) （略） 

(６) その他施設の対策 

ア 不特定多数の者を収容する施設について 

劇場、百貨店、雑居ビル、地下街、旅館等の不

特定多数の人を収容する施設における出火防止対

策について、研修会等を開催し、立入り検査によ

って個別指導を実施する。 

イ、ウ （略） 

イ （略） 

ウ 不燃化対策 

火気を取り扱う器具の周囲は不燃化に努め、付

近の可燃物を整理整頓し、特に火気の直上にある

可燃性物品を除去する。 

エ～オ （略） 

カ 防災関連設備等 

住民等に対して消火器、ガスのマイコンメータ

ー、感震ブレーカー等の普及に努める。 

(２)～(３) （略） 

(４) 高圧ガス（ＬＰガスを含む。）施設における対策 

高圧ガス貯槽等及びその付帯設備について耐震性

を検討し、必要な補強等をすすめるとともに、緊急

遮断弁の感震装置の付設につとめ、ガス漏えいによ

る災害の発生の防止につとめる。 

（略） 

(５) （略） 

(６) その他施設の対策 

ア 不特定多数の者を収容する施設について 

劇場、百貨店、雑居ビル、地下街、旅館等の不

特定多数の人を収容する施設における出火防止対

策について、研修会等を開催し、立入検査によっ

て個別指導を実施する。 

イ、ウ （略） 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

地震 31 ４ 建築物等の耐震対策 

(１) （略） 

(２) 市が行う耐震対策 

市は、次の事項を実施し、耐震性の向上を図る。 

ア （略） 

イ 自主防災組織活動等と連携して耐震補強等の説明会

等を実施する。 

ウ～オ （略） 

(３) 公共建築物の耐震化 

市は、所有する公共建築物について、耐震診断及

び耐震補強の実施結果に基づいて耐震性能を把握す

るとともに、その公表に努める。 

また、防災拠点となる公共施設等の耐震化につい

て、数値目標を設定するなど、計画的かつ効果的な

実施に努めるものとする。 

(４)～(９) （略） 

４ 建築物等の耐震対策 

(１) （略） 

(２) 市が行う耐震対策 

市は、次の事項を実施し、耐震性の向上を図る。 

ア （略） 

イ 建築関係団体と連携して耐震補強工事の希望者に対

し窓口相談会等を実施する。 

ウ～オ （略） 

(３) 公共建築物の耐震化 

市は、所有する公共建築物について、耐震診断及

び耐震補強の実施結果に基づいて耐震性能を把握す

るとともに、その公表に努める。 

また、防災拠点となる公共施設等の耐震化につい

て、数値目標を設定するなど、計画的かつ効果的な

実施に努める。 

(４)～(９) （略） 

 

 

 

 

 

市の取組に準じた修

正 

 ５ （略） ５ （略）  

地震 33 ６ 危険箇所における災害の予防対策 

（略） 

(１) （略） 

(２) （略） 

◇急傾斜地崩壊危険区域指定箇所数総括表（資料編７－１） 

◇国土交通省所管地すべり防止区域指定箇所数総括表（資料

編７－１） 

◇危険箇所整備表（資料編７－１） 

◇急傾斜地崩壊危険区域指定箇所一覧表（資料編７－２） 

６ 危険箇所における災害の予防対策 

（略） 

(１) （略） 

(２) （略） 

◇資料編７－１：急傾斜地崩壊危険区域指定箇所数総括表 

◇資料編７－１：国土交通省所管地すべり防止区域指定箇所

数総括表 

◇資料編７－１：危険箇所整備表 

◇資料編７－２：急傾斜地崩壊危険区域指定箇所一覧表 
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◇地すべり防止区域指定一覧表（資料編７－３） 

◇土砂災害(特別)警戒区域一覧（資料編７－５） 

(３)～(６) （略） 

(７) 大規模盛土造成地対策の推進 

地震時に滑動崩落の恐れがある大規模盛土造成地

については、大規模盛土造成地マップを公表すると

ともに、宅地の安全性を把握し、住民への周知等を

行う。 

◇資料編７－３：地すべり防止区域指定一覧表 

◇資料編７－５：土砂災害(特別)警戒区域一覧 

(３)～(６) （略） 

(７) 大規模盛土造成地対策の推進 

地震時に滑動崩落のおそれがある大規模盛土造成

地については、大規模盛土造成地マップを公表する

とともに、宅地の安全性を把握し、住民への周知等

を行う。 

 ７ （略） ７ （略）  

地震 35 ８ 危険地区における災害の予防 

市は、下記の事項及び県が作成する「大規模地震対策

『避難計画策定指針』に留意して、避難計画の策定に努

めるものとする。 

(１)～(３) （略） 

(４) 要避難地区に係る施設 

ア 緊急避難場所 

(ア) 広域避難地（地震・大規模火災等緊急避難

場所） 

地震後に発生するおそれのある大規模火災

等から住民の生命を守るため、周辺の一次避

難地から２～３km の距離にある 10ha 程度の広

さを有する公園・緑地を選定する（一次避難

地を兼ねる）。 

◇地震・大規模火災等緊急避難場所(広域避

難地)一覧表（資料編４－１） 

(イ) 一次避難地（地震緊急避難場所） 

８ 危険地区における災害の予防 

市は、下記の事項及び県が作成する「大規模地震対策

『避難計画策定指針』」に留意して、避難計画の策定に努

める。 

(１)～(３) （略） 

(４) 要避難地区に係る施設 

（▼共通対策編 第２章 第10節 防災関係施設及

び設備の整備計画「３ 避難関係」に準ずる。） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

要避難地区において広域避難地に到達する

までの間の中継的な位置に設置し、避難に伴

う不安や混乱を防ぎ、住民の避難誘導、情報

伝達を行うとともに、防災倉庫、救護所等を

設置し、地域における救護活動の中心となる

場所とする（広域避難地を兼ねている場合が

ある）。 

任意避難地区としては、住家の耐震性が乏

しく、かつ付近に安全な空地が確保できない

場合に対処するための避難地として位置づけ

る。なお、設置の基準は、おおむね次のとお

りである。 

ａ 広域避難地に到達するまでの中間拠点 

ｂ 避難距離が１km以内であること 

ｃ 避難者１人あたりの面積が２m2 以上であ

ること 

◇地震緊急避難場所(一次避難地)一覧表（資

料編４－２） 

イ 避難所 

災害によって居住場所を確保できなくなった者

の一時的な生活支援の場所として指定する。指定

にあたっては、災害に対し安全な建物で生活関連

物資を被災者等に配付することができる場所を基

本とし、避難者１人あたりの面積がおおむね３m2

以上あり、100名以上受入可能な施設とする。 

また、停電時において必要最低限の機能を維持
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

するための電源として、防災拠点等へ再生可能エ

ネルギー等設備を整備するよう努める。 

◇指定避難所一覧表（資料編４－６） 

ウ 福祉避難所 

避難生活者のうち、多くの一般避難者と一緒に

避難生活を送ることが困難な要配慮者のために、

施設がバリアフリー化されている等、要配慮者の

利用に適しており、人的要員の確保が比較的容易

である社会福祉施設等を、あらかじめ福祉避難所

として指定する。 

◇指定避難所等（福祉避難所）一覧表（資料編

４－７） 

(５) 幹線避難路 

幹線避難路は、住民を安全迅速に広域避難地へ避

難させる道路等であり、指定要件はおおむね次のと

おりである。 

ア 広域避難地に通じる幅員 15ｍ以上の道路又は幅

員 10ｍ以上の緑道であること 

イ 相互に交差しないこと 

ウ 火災・建物の倒壊等危険の少ない路線であるこ

と 

なお、一次避難地までの経路は、住民の任意の

判断又は自主防災組織ごとに定める。 

地震 37 ９ 平常時に実施する災害予防措置 

(１) 市は、要避難地区の住民に対し、危害の様相、情

報伝達手段、情報伝達内容、避難地、避難路、避難

９ 平常時に実施する災害予防措置 

(１) 要避難地区における住民周知と避難誘導体制の整

備 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

施設等、避難に関する留意すべき事項を周知すると

ともに、高齢者、障がいのある人等の要配慮者を適

切に避難誘導するため、地域住民、自主防災組織等

の協力を得ながら、平常時よりこれらの者に係る避

難誘導体制の整備に努めるものとする。 

 

 

(２) 要避難地区のうち、山・がけ崩れ危険予想地域に

ついては、次の予防措置を講ずる。 

 

（略） 

市は、要避難地区の住民に対し、危害の様相、情

報伝達手段、情報伝達内容、避難地、避難路、避難

施設等、避難に関する留意すべき事項を周知すると

ともに、高齢者、障がいのある人等の要配慮者を適

切に避難誘導するため、地域住民、自主防災組織等

の協力を得ながら、平常時よりこれらの者に係る避

難誘導体制の整備に努める。 

(２) 山・がけ崩れ危険予想地域の予防措置 

要避難地区のうち、山・がけ崩れ危険予想地域に

ついては、次の予防措置を講ずる。 

（略） 

地震 37 10 被災者の救出・救命活動対策 

（略） 

(１) （略） 

(２) 自主防災組織、事業所等が実施すべき事項 

ア （略） 

イ 救護活動用資機材の点検及び機器取扱等の訓練

の実施 

ウ （略） 

10 被災者の救出・救命活動対策 

（略） 

(１) （略） 

(２) 自主防災組織、事業所等が実施すべき事項 

ア （略） 

イ 救護活動用資機材の点検及び機器取扱い等の訓

練の実施 

ウ （略） 

 

地震 38 11 要配慮者の支援 

高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産婦、傷病者及

び日本語のわからない外国人等の要配慮者に対し、その

障害の内容、程度、能力等に応じ、迅速で的確な支援を

実施するため、一般対策編第２章第22節「要配慮者対

策」に定める体制を整備する。 

11 要配慮者の支援 

高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産婦、傷病者及

び日本語のわからない外国人等の要配慮者に対し、その

障がいの内容、程度、能力等に応じ、迅速で的確な支援

を実施するため、▼「共通対策編 第２章 第19節 要配

慮者対策」に定める体制を整備する。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

地震 38 12 生活の確保 

（略） 

(１)～(５) （略） 

(６) 避難所の設備及び資機材の配備又は準備 

市は、避難所に必要な次の設備及び資機材をあら

かじめ配備し、又は必要なとき、ただちに配備でき

るよう準備しておくものとする。 

（略） 

ア 通信機材 

イ 放送設備 

ウ 照明設備（非常用発電機を含む。） 

エ 炊出しに必要な機材及び燃料 

オ～シ （略） 

(７) 救援、救護のための標示 

ア （略） 

◇公共建物番号標示一覧表（資料編４－43） 

イ （略） 

◇ヘリコプター活動拠点・救援表示シート配備先一覧表（資

料編４－30） 

(８) 応急住宅 

ア 市は、災害に対する安全性に配慮しつつ、応急

仮設住宅の用地に関し、建設可能な用地を把握

し、配置計画を作成するなど、あらかじめ供給体

制を整備しておくものとする。 

イ 市は、災害時における被災者用の住居として利

用可能な公営住宅等や民間賃貸住宅の把握に努

12 生活の確保 

（略） 

(１)～(５) （略） 

(６) 避難所の設備及び資機材の配備又は準備 

市は、避難所に必要な次の設備及び資機材をあら

かじめ配備し、又は必要なとき、直ちに配備できる

よう準備しておく。 

（略） 

ア 通信機材 

イ 放送設備 

ウ 照明設備（非常用発電機を含む。） 

エ 炊き出しに必要な機材及び燃料 

オ～シ （略） 

(７) 救援、救護のための標示 

ア （略） 

◇資料編４－43：公共建物番号標示一覧表 

イ （略） 

◇資料編４－30：ヘリコプター活動拠点・救援表示シート配

備先一覧表 

(８) 応急住宅 

ア 市は、災害に対する安全性に配慮しつつ、応急

仮設住宅の用地に関し、建設可能な用地を把握

し、配置計画を作成するなど、あらかじめ供給体

制を整備しておく。 

イ 市は、災害時における被災者用の住居として利

用可能な公営住宅等や民間賃貸住宅の把握に努
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

め、災害時に迅速にあっせんできるよう、あらか

じめ体制を整備するものとする。 

め、災害時に迅速にあっせんできるよう、あらか

じめ体制を整備する。 

地震 41 13 緊急輸送活動体制の整備 

道路管理者は、緊急輸送活動の確保のため他の管理者

と協力し、緊急輸送路及び緊急輸送避難路、孤立予想集

落に繋がる道路等の主要交通路の早期確保に努めるほ

か、障害物除去、応急復旧等を迅速に行うため、あらか

じめ応急復旧計画を立案するものとする。 

 

道路管理者及び港湾管理者は、発災後の道路及び港湾

の障害物除去、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確

保について建設業協会等との協定の締結に努めるものと

する。 

 

 

また、災害時に緊急輸送ルートや避難路の通行を確保

するため、安全性・信頼性の高い道路整備の他、障害と

なる可能性がある沿道建築物等の耐震化を促進する。 

 

13 緊急輸送活動体制の整備 

・道路管理者は、緊急輸送活動の確保のため他の管理者

と協力し、緊急輸送路及び優先確保ルート、孤立予想

集落に繋がる道路等の主要交通路の早期確保に努める

ほか、障害物除去、応急復旧等を迅速に行うため、あ

らかじめ応急復旧計画を立案するものとし、必要に応

じてその見直しを行うものとする。 

・道路管理者及び港湾管理者は、発災後の道路及び港湾

の障害物除去（路面変状の補修や迂回路の整備を含

む）、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保につい

て、道路管理者は国が作成する道路啓開等の計画も踏

まえて、建設業協会等との協定の締結に努めるものと

する。 

・道路管理者は災害時に緊急輸送ルートや避難路の通行

を確保するため、安全性・信頼性の高い道路整備のほ

か、障害となる可能性がある沿道建築物等の耐震化を

促進する。 

 

 

表現の適正化 

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島

地震を踏まえた修

正」 

 

 

地震 41 14 災害廃棄物（片づけごみ・損壊家屋等）の処理体制

の整備 

(１) 市は、災害廃棄物（片づけごみ・損壊家屋等）処

理計画を定める。 

(２) 市は、災害時に発生する片づけごみ・損壊家屋等

の処理体制の整備及び仮集積場の確保に努める。 

14 災害廃棄物（片づけごみ・損壊家屋等）の処理体制

の整備 

・市は、災害廃棄物（片づけごみ・損壊家屋等）処理計

画を定める。 

・市は、災害時に発生する片づけごみ・損壊家屋等の処

理体制の整備及び仮集積場の確保に努める。 

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（地震対策編）修正案 新旧対照表 

52 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 15 （略） 15 （略）  

地震 42 16 公共土木施設等の復旧用資材の備蓄 

市は、それぞれの所管する施設、設備の被害状況の把

握及び応急復旧を行うために、あらかじめ体制・資機材

の整備に努める。特に、人命に関わる重要施設に対して

は、早期に復旧できるよう体制を強化するものとする。 

16 公共土木施設等の復旧用資材の備蓄 

市は、それぞれの所管する施設、設備の被害状況の把

握及び応急復旧を行うために、あらかじめ体制・資機材

の整備に努める。特に、人命に関わる重要施設に対して

は、早期に復旧できるよう体制を強化する。 

 

 17、18 （略） 17、18 （略）  

地震 43 第３章 地震防災施設緊急整備計画 

（略） 

第３章 地震防災施設緊急整備計画 

（略） 

 

地震 43 第１節 地震防災施設整備方針 

[危機、総務、総政、財政、観光、福祉、子ども、農水、

都市、建築、建設、消防、教育] 

（略） 

第１節 地震防災施設整備方針 

[危機、総務、総政、財政、観光、福祉、子ども、農水、

都市、建築、建設、消防、教育] 

（略） 

 

地震 43 １ 多数の人的被害が発生するおそれのある地域における

被害要因を予め除去又は軽減すること 

２ 地震発生後の被災地域住民等の生活を確保すること 

３ 地震発生後の混乱を緩和し、救援活動を中心とする災

害応急対策を確保すること 

（略） 

１ 多数の人的被害が発生するおそれのある地域における

被害要因をあらかじめ除去又は軽減すること 

２ 地震発生後の被災地域住民等の生活を確保すること 

３ 地震発生後の混乱を緩和し、救援活動を中心とする災

害応急対策を確保すること 

（略） 

表による整理 

地震 43 １ 防災業務施設の整備 

(１) 消防用施設の整備及び消火用水対策 

地震の発生時に予想される火災から人命、財産を

守るため、消防ポンプ自動車、耐震性貯水槽、可搬

式小型動力ポンプ等の消防用施設の整備を図る。 

１ 防災業務施設の整備 

(１) 消防用施設の整備及び消火用水対策 

地震の発生時に予想される火災から人命、財産を

守るため、多様な災害にも対応する消防ポンプ自動

車、耐震性貯水槽、可搬式小型動力ポンプ等の消防

 

 

防災基本計画・県計

画の修正に伴う修正 

「令和６年能登半島
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（略） 

 

(２) （略） 

用施設の整備を図る。 

（略） 

(２) （略） 

地震を踏まえた修

正」 

 

地震 44 ２ 地域の防災構造化 

（略） 

(１) 避難地の整備 

（略） 

表 ３-１ 地域防災の構造化（避難地） 

事業名 事業概要 事業計画 

公園事業 

（仮称）向ヶ丘公園 
（仮称）高橋中・西ふれ
あい公園 
（仮称）梅が岡公園 
（仮称）片山１号公園 
（仮称）瀬名中央高架下
公園 
（仮称）中島一号公園 
（仮称）中島堤下公園 
（仮称）堤町公園 

整備面積：約 1.21ha 
整備面積：約 0.18ha 
整備面積：約 0.17ha 
整備面積：約 0.16ha 
整備面積：約 0.12ha 
整備面積：約 0.39ha 
整備面積：約 0.24ha 
整備面積：約 0.21ha 

（略） 

２ 地域の防災構造化 

（略） 

(１) 避難地の整備 

（略） 

表 ３-１ 地域防災の構造化（避難地） 

事業名 事業概要 事業計画 

公園事業 

（仮称）向ヶ丘公園 
（仮称）高橋中・西ふれ
あい公園 
（仮称）梅が岡公園 
（仮称）片山１号公園 
（仮称）瀬名中央高架下
公園 
（仮称）中島一号公園 
（仮称）中島堤下公園 
（仮称）堤町公園 
（仮称）清水竜南公園 
（仮称）西千代田公園 

整備面積：約 1.21ha 
整備面積：約 0.18ha 
整備面積：約 0.17ha 
整備面積：約 0.16ha 
整備面積：約 0.12ha 
整備面積：約 0.39ha 
整備面積：約 0.24ha 
整備面積：約 0.21ha 
整備面積：約 0.07ha 
整備面積：約 0.19ha 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

地震 45 ３ 緊急輸送路等の整備 

(１) 道路の整備 

緊急輸送ルートの確保を早期に図るため、安全

性、信頼性の高い道路網の整備を図るものとする。 

（略） 

◇緊急輸送路一覧表（資料編４－18） 

(２) （略） 

３ 緊急輸送路等の整備 

(１) 道路の整備 

緊急輸送ルートの確保を早期に図るため、安全

性、信頼性の高い道路網の整備を図る。 

（略） 

◇資料編４－18：緊急輸送路一覧表 

(２) （略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 ４～６ （略） ４～６ （略）  

 第２節 （略） 

第３節 津波避難対策緊急事業計画 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

表（略） 

第４節 （略） 

第２節 （略） 

第３節 津波避難対策緊急事業計画 

南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域として指定され

た市は、南海トラフ地震に伴い発生する津波から避難するた

め緊急に実施すべき事業に関する計画（津波避難対策緊急事

業計画）を作成することができる。なお、市はその計画の基

本となるべき事項として、津波避難対策の推進に関する基本

的な方針並びに津波避難対策の目標及びその達成期間につい

て定める。 

表（略） 

第４節 （略） 

 

 

県計画に準じて修正 

地震 48 第５節 静岡市都市防災総合推進事業 

（略） 

表３－４ 静岡市都市防災総合推進事業 

表（略） 

第５節 静岡市都市防災総合推進事業 

（略） 

表 ３-５ 静岡市都市防災総合推進事業 

表（略） 

 

地震 49 第４章 南海トラフ地震臨時情報発表時の防

災対応 

（略） 

市は、引き続き防災対応の詳細を検討し、地域防災計画又

は他の計画に位置付けるものとする。 

第４章 南海トラフ地震臨時情報発表時の防

災対応 

（略） 

市は、引き続き防災対応の詳細を検討し、地域防災計画又

は他の計画に位置付ける。 

 

地震 49 第１節 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の

措置 

第１節 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の

措置 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

地震 49 １ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場

合 

(１) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達等 

市は、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表

された場合、災害時職員配備基準に基づく準備配備

体制をとり、関係所属による情報収集及び連絡活動

を行うものとする。 

１ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場

合 

(１) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達等 

市は、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表

された場合、災害時職員配備基準に基づく準備配備

体制をとり、関係所属による情報収集及び連絡活動

を行う。 

 

地震 49  

区   分 内          容 

南海トラフ地震

臨時情報 

（調査中）発表

時 

準備配備体制（情報収集体制） 

静岡市危機管理指針に基づく危機警戒本

部の設置を準備するとともに、情報の共

有及び必要な対応について検討を行う。 
 

表 ４-１ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表時の措置 

区   分 内          容 

南海トラフ地震

臨時情報 

（調査中）発表

時 

準備配備体制（情報収集体制） 

危機警戒本部の設置を準備するととも

に、情報の共有及び必要な対応について

検討を行う。 
 

表タイトルの追加 

地震 49 ２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表さ

れた場合 

(１) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の伝達

等 

市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）

が発表された場合、静岡市危機管理指針に基づく警

戒本部体制をとり、関係所属による情報収集及び連

絡活動を行うものとする。 

 

表（略） 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表さ

れた場合 

(１) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の伝達

等 

市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）

が発表された場合、危機警戒本部体制をとり、関係

所属による情報収集及び連絡活動を行う。 

表 ４-２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時

の措置 

表（略） 

 

 

 

 

 

 

 

表タイトルの追加 

地震 50 

 

(２) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表

された後の周知 

(２) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表

された後の周知 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

市及び県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

注意）の内容、交通に関する情報、ライフラインに

関する情報、生活関連情報など住民に密接に関係の

ある事項について周知するものとする。 

市及び県は、地域住民に対し、日頃からの地震へ

の備えを再確認する等、防災対応をとる旨を呼びか

けるものとする。 

(３) 災害応急対策をとるべき期間等 

市及び県は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプ

レート境界においてＭ7.0 以上Ｍ8.0 未満又はプレー

ト境界以外や想定震源域の海溝軸外側 50km 程度まで

の範囲でＭ7.0 以上の地震（ただし、太平洋プレート

の沈み込みに伴う震源が深い地震は除く）が発生す

るケースの場合は、１週間、南海トラフ沿いの想定

震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくり

すべりが観測されたケースの場合は、プレート境界

面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収まって

から、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過

するまでの期間、後発地震に対して注意する措置を

とるものとする。 

市及び県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

注意）の内容、交通に関する情報、ライフラインに

関する情報、生活関連情報など住民に密接に関係の

ある事項について周知する。 

市及び県は、地域住民に対し、日頃からの地震へ

の備えを再確認する等、防災対応をとる旨を呼びか

ける。 

(３) 災害応急対策をとるべき期間等 

市及び県は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプ

レート境界においてＭ7.0 以上Ｍ8.0 未満又はプレー

ト境界以外や想定震源域の海溝軸外側 50km 程度まで

の範囲でＭ7.0 以上の地震（ただし、太平洋プレート

の沈み込みに伴う震源が深い地震は除く）が発生す

るケースの場合は、１週間、南海トラフ沿いの想定

震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくり

すべりが観測されたケースの場合は、プレート境界

面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収まって

から、変化していた期間とおおむね同程度の期間が

経過するまでの期間、後発地震に対して注意する措

置をとる。 

地震 50 ３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表さ

れた場合 

(１) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の伝

達、災害対策本部等の設置等 

市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

が発表された場合、静岡市危機管理指針に基づく警

３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表さ

れた場合 

(１) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の伝

達、災害対策本部等の設置等 

市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

が発表された場合、危機警戒本部体制をとり、全庁
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

戒本部体制をとり、全庁的な情報共有体制のもと、

大規模な災害の発生に備える体制をとるものとす

る。 

 

表（略） 

的な情報共有体制のもと、大規模な災害の発生に備

える体制をとる。 

表 ４-３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時

の措置 

表（略） 

表現の適正化 

 

 

表タイトルの追加 

地震 50 (２) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表

された後の周知 

市及び県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

警戒）の内容、交通に関する情報、ライフラインに

関する情報、生活関連情報など住民に密接に関係の

ある事項について周知するものとする。 

市及び県は、地域住民に対し、日頃からの地震へ

の備えを再確認する等、防災対応をとる旨を呼びか

けるものとする。 

(３) 災害応急対策をとるべき期間等 

市及び県は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプ

レート境界におけるＭ8.0 以上の地震の発生から１週

間、後発地震（南海トラフの想定震源域及びその周

辺で速報的に解析されたＭ6.8 以上程度以上の地震が

発生、またはプレート境界面で通常とは異なるゆっ

くりすべり等を観測した後に発生する可能性が平常

時に比べて相対的に高まったと評価された南海トラ

フ地震）に対して警戒する措置をとるものとする。

また、当該期間経過後１週間、後発地震に対して注

意する措置をとるものとする。 

(２) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表

された後の周知 

市及び県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

警戒）の内容、交通に関する情報、ライフラインに

関する情報、生活関連情報など住民に密接に関係の

ある事項について周知する。 

市及び県は、地域住民に対し、日頃からの地震へ

の備えを再確認する等、防災対応をとる旨を呼びか

ける。 

(３) 災害応急対策をとるべき期間等 

市及び県は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプ

レート境界におけるＭ8.0 以上の地震の発生から１週

間、後発地震（南海トラフの想定震源域及びその周

辺で速報的に解析されたＭ6.8 以上程度以上の地震が

発生、又はプレート境界面で通常とは異なるゆっく

りすべり等を観測した後に発生する可能性が平常時

に比べて相対的に高まったと評価された南海トラフ

地震）に対して警戒する措置をとる。また、当該期

間経過後１週間、後発地震に対して注意する措置を

とる。 

 

 ４ （略） ４ （略）  
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

地震 51 第２節 避難対策等 

（略） 

なお、計画は関係機関との協議、津波避難施設の整備状況

等を踏まえ、見直していくものとする。 

事前避難対象地域については、地域の実状等を踏まえ、以

下の２種類に区分する。 

第２節 避難対策等 

（略） 

なお、計画は関係機関との協議、津波避難施設の整備状況

等を踏まえ、見直していく。 

事前避難対象地域については、地域の実状等を踏まえ、以

下の２種類に区分する。 

 

地震 51 ・住民事前避難対象地域 

事前避難対象地域のうち、全ての住民等が後発地震の

発生に備え１週間避難を継続すべき地域 

・高齢者等事前避難対象地域 

事前避難対象地域のうち、要配慮者に限り後発地震に

備え１週間避難を継続すべき地域 

＜住民事前避難対象地域＞ 

事前避難対象地域のうち、全ての住民等が後発地震の発

生に備え１週間避難を継続すべき地域 

＜高齢者等事前避難対象地域＞ 

事前避難対象地域のうち、要配慮者に限り後発地震に備

え１週間避難を継続すべき地域 
 

表による整理 

地震 51 １ 地域住民等の避難行動等 

(１) 基本方針 

市が津波避難施設等の整備状況や避難訓練等の実

施状況等、地域の特性を踏まえて定めた事前避難対

象地域内の住民等に対して、市長は、後発地震に備

え１週間避難を継続するよう呼びかけるものとす

る。 

(２)～(３) （略） 

(４) 避難情報の伝達方法 

市長は、高齢者等避難を発表した時は、直ちに情

報を発表した地域の住民等に対して、同報無線等に

より広報し、その旨の周知徹底を図る。 

(５) （略） 

１ 地域住民等の避難行動等 

(１) 基本方針 

市が津波避難施設等の整備状況や避難訓練等の実

施状況等、地域の特性を踏まえて定めた事前避難対

象地域内の住民等に対して、市長は、後発地震に備

え１週間避難を継続するよう呼びかける。 

 

(２)～(３) （略） 

(４) 避難情報の伝達方法 

市長は、高齢者等避難を発表したときは、直ちに

情報を発表した地域の住民等に対して、同報無線等

により広報し、その旨の周知徹底を図る。 

(５) （略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(６) 避難計画の作成 

市は、事前避難対象地域の住民等が一定期間避難

生活する避難所の選定等の避難実施に係る計画をあ

らかじめ定めるものとする。 

(６) 避難計画の作成 

市は、事前避難対象地域の住民等が一定期間避難

生活する避難所の選定等の避難実施に係る計画をあ

らかじめ定める。 

地震 52 ２ 避難所の設置及び運営 

(１) 基本方針 

避難先は、避難を継続する住民の親類・知人宅等

を基本とすることから、市は、親類・知人宅等への

避難が困難な住民等のために、あらかじめ定めた施

設に避難所を設置するものとする。 

また、市は、住民等と避難実施の具体的な方法な

どについて、あらかじめ検討・調整するものとす

る。 

(２) 避難所の設置及び避難生活 

ア～ウ（略） 

エ 避難所の運営 

避難者が自ら行うことを基本とし、市は、あら

かじめ避難所を運営する際の体制や役割等につい

て、住民等と検討・調整を行うものとする。 

２ 避難所の設置及び運営 

(１) 基本方針 

避難先は、避難を継続する住民の親類・知人宅等

を基本とすることから、市は、親類・知人宅等への

避難が困難な住民等のために、あらかじめ定めた施

設に避難所を設置する。 

また、市は、住民等と避難実施の具体的な方法な

どについて、あらかじめ検討・調整する。 

 

(２) 避難所の設置及び避難生活 

ア～ウ（略） 

エ 避難所の運営 

避難者が自ら行うことを基本とし、市は、あら

かじめ避難所を運営する際の体制や役割等につい

て、住民等と検討・調整を行う。 

 

地震 53 第３節 消防機関等の活動 

市は、「南海トラフ地震臨時情報」（巨大地震警戒）が発表

された場合において、消防機関・消防団及び水防団が出火及

び混乱の防止、津波からの円滑な避難の確保等のために講ず

る措置について、次の事項を重点として、その対策を定める

ものとする。 

（略） 

第３節 消防機関等の活動 

市は、「南海トラフ地震臨時情報」（巨大地震警戒）が発表

された場合において、消防機関・消防団及び水防団が出火及

び混乱の防止、津波からの円滑な避難の確保等のために講ず

る措置について、次の事項を重点として、その対策を定め

る。 

（略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

第４節 （略） 第４節 （略） 

地震 53 第５節 水道、電気、ガス、通信、放送関係 第５節 水道、電気、ガス、通信、放送関係  

地震 53 １ 水道 

市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発

表された場合において、必要な飲料水を供給する体制を

確保するものとする。 

１ 水道 

市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発

表された場合において、必要な飲料水を供給する体制を

確保する。 

 

 ２～４ （略） ２～４ （略）  

地震 54 ５ 放送 

放送事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）の正確かつ迅速な報道に努めるとともに、後発地震

の発生に備えて、事前に関係機関等と密接な連携をと

り、実態に即した体制の整備を図るものとする。 

また、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表

された場合には、関係機関と協力して、地域住民等に対

して冷静な対応を呼びかけるとともに、後発地震に備え

て、交通に関する情報、ライフラインに関する情報、生

活関連情報、火災防止等の被害軽減のための取組みな

ど、地域住民等が防災行動等をとるために必要な情報の

提供に努めるものとする。 

なお、情報の提供に当たっては、聴覚障害のある人等

の情報入手に資するよう、テレビにおける字幕等の活用

に努めるものとする。 

５ 放送 

・放送事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）の正確かつ迅速な報道に努めるとともに、後発地

震の発生に備えて、事前に関係機関等と密接な連携を

とり、実態に即した体制の整備を図るものとする。 

・放送事業者は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警

戒)が発表された場合には、関係機関と協力して、地域

住民等に対して冷静な対応を呼びかけるとともに、後

発地震に備えて、交通に関する情報、ライフラインに

関する情報、生活関連情報、火災防止等の被害軽減の

ための取組など、地域住民等が防災行動等をとるため

に必要な情報の提供に努めるものとする。 

・放送事業者は、情報の提供に当たっては、聴覚障がい

のある人等の情報入手に資するよう、テレビにおける

字幕等の活用に努めるものとする。 

 

 第６節 （略） 第６節 （略）  

地震 54 第７節 交通 第７節 交通  
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地震 54 １ 道路 

警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が

発表された場合の運転者のとるべき行動について、地域

住民等に周知するものとする。 

県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発

表された場合の交通対策等の情報についてあらかじめ情

報提供するものとする。 

１ 道路 

・警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が

発表された場合の運転者のとるべき行動について、地

域住民等に周知するものとする。 

・県は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発

表された場合の交通対策等の情報についてあらかじめ

情報提供するものとする。 

 

地震 54 ２ 海上及び航空 

海上保安部及び港湾管理者は、在港船舶の避難等対策

について、津波に対する安全性に留意し、必要な措置を

講ずる。 

港湾管理者は、津波による危険が予想される地域に係

る港湾の対策について、津波に対する安全性に留意し、

必要な措置を講ずる。 

空港管理者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）が発表された場合、運航者に対し、必要な航空情報

の提供等を行うものとする。 

２ 海上及び航空 

・海上保安部及び港湾管理者は、在港船舶の避難等対策

について、津波に対する安全性に留意し、必要な措置

を講ずる。 

・港湾管理者は、津波による危険が予想される地域に係

る港湾の対策について、津波に対する安全性に留意

し、必要な措置を講ずる。 

・空港管理者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）が発表された場合、運航者に対し、必要な航空情

報の提供等を行うものとする。 

 

地震 55 ３ 鉄道 

鉄道事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）が発表された場合、安全性に留意しつつ、運行する

ために必要な対応を行うものとする。また、津波により

浸水するおそれのある地域については、津波等への対応

に必要な体制をとるものとする。 

鉄道事業者は当該情報が発表された場合の運行規制等

の情報について、あらかじめ情報提供するものとする。 

３ 鉄道 

・鉄道事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）が発表された場合、安全性に留意しつつ、運行す

るために必要な対応を行うものとする。また、津波に

より浸水するおそれのある地域については、津波等へ

の対応に必要な体制をとるものとする。 

・鉄道事業者は当該情報が発表された場合の運行規制等

の情報について、あらかじめ情報提供するものとす

る。 
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地震 55 第８節 その他施設等に関する対策 

１ （略） 

第８節 その他施設等に関する対策 

１ （略） 

 

地震 55 ２ 施設の特性に応じた主要な個別事項 

(１) （略） 

(２) 学校等 

児童生徒等の安全確保のために必要な具体的措置

について 

ア 高齢者等事前避難対象地域に位置するこども

園、小中学校等は 1 週間程度の休校措置を行う。

その際、児童生徒等が在校中の場合は、安全が確

保できる場所へ避難誘導し、状況に応じて学校留

め置き又は家族等への引き渡しを実施する。 

イ （略） 

(３) 社会福祉施設 

 

情報の伝達や避難等に当たって特に配慮を必要と

する者が入所又は利用している場合が多いことか

ら、入所者等の保護及び保護者への引き継ぎの方法

については、施設の種類や性格及び個々の施設の安

全性を十分に考慮して、その内容を定めるものとす

る。 

 

なお、要配慮者の事前避難に当たっては、避難先

までの移動や、生活環境の変化などにより体調を崩

すことも想定されることから、社会福祉施設に入所

している要配慮者については、浸水しない上層階が

２ 施設の特性に応じた主要な個別事項 

(１) （略） 

(２) 学校等 

児童生徒等の安全確保のために必要な具体的措置

について 

ア 高齢者等事前避難対象地域に位置するこども

園、小中学校等は 1 週間程度の休校措置を行う。

その際、児童生徒等が在校中の場合は、安全が確

保できる場所へ避難誘導し、状況に応じて学校留

め置き又は家族等への引渡しを実施する。 

イ （略） 

(３) 社会福祉施設 

ア 入所者保護と引継ぎ方法 

情報の伝達や避難等に当たって特に配慮を必要

とする者が入所又は利用している場合が多いこと

から、入所者等の保護及び保護者への引き継ぎの

方法については、施設の種類や性格及び個々の施

設の安全性を十分に考慮して、その内容を定める

ものとする。 

イ 要配慮者の事前避難と屋内安全確保 

なお、要配慮者の事前避難に当たっては、避難

先までの移動や、生活環境の変化などにより体調

を崩すことも想定されることから、社会福祉施設

に入所している要配慮者については、浸水しない
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

同一施設にあり、かつ安全が確保される場合は屋内

安全確保も検討する。 

 

事前避難対象地域内にある施設は、避難誘導方

法、避難誘導実施責任者等をあらかじめ定める。 

（略） 

上層階が同一施設にあり、かつ安全が確保される

場合は屋内安全確保も検討する。 

ウ 事前避難対象地域内の施設の対応 

事前避難対象地域内にある施設は、避難誘導方

法、避難誘導実施責任者等をあらかじめ定める。 

（略） 

地震 56 第９節 滞留旅客等に対する措置 

市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表さ

れた場合における滞留旅客等の保護等のため、県と連携し、

帰宅支援等必要な対策を進めるものとする。 
 

第９節 滞留旅客等に対する措置 

市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表さ

れた場合における滞留旅客等の保護等のため、県と連携し、

帰宅支援等必要な対策を進める。 
 

 

地震 57 第５章 災害応急対策 

（略） 

第５章 災害応急対策 

（略） 

 

地震 57 第１節 防災関係機関の活動 

[危機、総務、区、消防] 

（略） 

第１節防災関係機関の活動 

[危機、総務、区、消防] 

（略） 

 

地震 57 １ 静岡市災害対策本部 

(１) 静岡市災害対策本部の設置 

ア 市長は、地震・津波災害が発生し、又はそのお

それがあるとして、適時適切な災害対応を実施す

るため必要があると認めるときは、法第 23 条の２

第１項の規定に基づき、速やかに静岡市災害対策

本部（以下「災害対策本部」という。）を静岡市役

所静岡庁舎内の災害対策本部室に設置するととも

に、本部会を開催する。警戒本部から災害対策本

１ 静岡市災害対策本部 

(１) 静岡市災害対策本部の設置及び廃止 

警戒本部から災害対策本部への移行に当たって

は、事務の継続性の確保に配慮する。 

（▼共通対策編 第３章 第２節 組織計画 １ 

防災体制「(２)静岡市災害対策本部」に準ずる。） 

 

内容の整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

部への移行に当たっては、事務の継続性の確保に

配慮するものとする。 

(ア) 編成および運営 

静岡市災害対策本部条例及び静岡市災害対

策本部運営要綱の定めるところによる。 

◇静岡市災害対策本部条例（資料編１－

３） 

◇静岡市災害対策本部運営要綱（資料編１

－４） 

(イ) 設置基準 

ａ 市域において震度５強以上の揺れが観測

されたとき 

ｂ 津波予報区「静岡県」に大津波警報が発

表されたとき 

ｃ 災害救助法が適用される程度の災害が発

生し、又は発生するおそれがあるとき 

イ 警戒本部から災害対策本部への移行に当たって

は、事務の継続性の確保に配慮するものとする。 

地震 60 (２) 災害対策本部、区本部及び地区支部の運営 

ア 静岡市災害対策本部条例及び静岡市災害対策本

部運営要綱の定めるところにより、災害対策本

部、区本部及び地区支部を運営する。 

イ 本部の運営に関し、必要な事項は別に定める。 

  

地震 57 (３) 災害対策本部の廃止 

市長は、災害の危険が解消したと認めたとき、又

は災害発生後における応急措置がおおむね完了した
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

と認めたときは災害対策本部を廃止する。 

(４) 災害対策本部の所掌事務 

災害対策本部が所掌する主なものは、次のとおり

とする。 

ただし、災害対策本部の各部が連携して行う所掌

事務は、災害対応に係る調整に時間を要することが

懸念されるため、予め各部の役割を示した対応フロ

ー等を作成する。 

ア～ソ （略） 

(５) 消防機関の警防活動体制 

ア 消防局、消防署及び消防団の活動 

警防本部を設置し、災害対策本部及び防災関係

機関と緊密な連携をとり、次の活動を行うものと

する。 

(ア) 消防ヘリコプター及び高所監視カメラ等を

活用した、被害状況等の情報収集と伝達 

(イ) 消火活動、救急活動及び救助活動等 

(ウ) 安全を確保の上、消防ヘリコプター及び車

両等を活用した避難の指示の伝達、避難誘導 

(エ) 火災予防の広報 

(オ) 自主防災組織等との連携活動 

イ 警防態勢の強化 

動員した消防職員及び消防団員をもって、消防

隊及び救急隊等の部隊を編成し、警防態勢を強化

する。 

(６) 広域消防応援に対する受援体制 

 

(２) 災害対策本部の所掌事務 

災害対策本部が所掌する主なものは、次のとおり

とする。 

ただし、災害対策本部の各部が連携して行う所掌

事務は、災害対応に係る調整に時間を要することが

懸念されるため、あらかじめ各部の役割を示した対

応フロー等を作成する。 

ア～ソ （略） 

(３) 消防機関の警防活動体制 

（▼共通対策編 第３章 第 31 節 消防計画「４ 

警防活動」に準ずる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 広域消防応援に対する受援体制 
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ア 消防組織法第 39 条の規定に基づく、県内消防機

関からの応援出動に備え、連絡体制等受援体制を

確保する。 

イ 消防組織法第 44 条の規定に基づく、県外消防機

関からの応援出動に関する受援においても、緊急

消防援助隊の派遣が決定された場合も上記(１)と

同様とする。 

(７) 水防機関の警防活動体制 

水防団の活動 

ア 被害状況等の情報の収集と伝達 

イ 水防活動及び救助活動 

ウ 地域住民等の避難地への誘導 

エ 危険区域からの避難の確認 

オ 自主防災組織との連携、指導、支援 

(８) 静岡県石油コンビナート等災害対策本部現地本部 

（略） 

ア 消防組織法第 39 条の規定に基づく、県内消防機

関からの応援出動に備え、連絡体制等受援体制を

確保する。 

イ 消防組織法第 44 条の規定に基づく、県外消防機

関からの応援出動に関する受援においても、緊急

消防援助隊の派遣が決定された場合も上記アと同

様とする。 

(５) 水防機関の警防活動体制 

（▼風水害対策編 第３章 第 13 節「水防活動の

実施」に準ずる。） 

 

 

 

 

(６) 静岡県石油コンビナート等災害対策本部現地本部 

（略） 

地震 59 ２ 組織体制 

(１) （略） 

(２) 警戒本部移行型の組織体制 

警戒宣言が発せられてから東海地震が発生した場

合は、あらかじめ設置した警戒本部体制から、ただ

ちに災害対策本部体制に移行する。 

２ 組織体制 

(１) （略） 

(２) 警戒本部移行型の組織体制 

警戒宣言が発せられてから東海地震が発生した場

合は、あらかじめ設置した警戒本部体制から、直ち

に災害対策本部体制に移行する。 

 

地震 60 ３ 職員の配備体制 

(１) 配備体制 

別に定める災害時職員配備基準による。 

◇災害時職員配備基準（資料編２－19） 

３ 職員の配備体制 

（▼共通対策編 第３章 第３節「職員の動員計画」

に準ずる。） 

 

内容整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(２) 消防機関の配備体制 

ア 消防職員は、消防局において別に定める計画に

より配備する。 

イ 消防団員は、別に定める計画により配備し、消

防団長の指揮の下に所轄地域の災害応急対策にあ

たる。 

(３) 参集行動 

ア 情報の収集及び伝達 

地震による揺れを感じた場合、職員は自ら情報

収集する。受信した職員防災情報メールで指示を

確認するほか、予め各部課で定めた非常連絡系統

図等を活用し、職員防災情報メールシステム登録

者以外への指令伝達を行う。 

◇非常配備の伝達方法（資料編２－11） 

イ 自動参集 

職員は、震度に応じて、災害時職員配備基準に

基づき、定められた場所に参集又は参集できる態

勢をとる。特に、市内において震度５強以上の揺

れが観測された場合、全ての災害時配備職員は、

連絡の有無にかかわらず、直ちに参集するものと

する。 

ウ 参集状況の把握 

所属長は、速やかに職員の参集状況を把握し、

別に定める手順により報告する。 

◇災害時における職員参集状況報告手順（資料

編２－12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、職員は、震度に応じて、災害時職員配備基準に

基づき、定められた場所に参集又は参集できる態勢をと

る。特に、市内において震度５強以上の揺れが観測され

た場合、全ての災害時配備職員は、連絡の有無にかかわ

らず、直ちに参集する。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(４) 防災関係の活動状況の把握 

本部長は、防災関係機関との緊密な連携のもと

に、各機関が行う災害応急対策を把握し、適切な措

置を講ずるものとする。 

地震 61 ４ 防災関係機関 

(１) 静岡県警察（静岡中央警察署、静岡南警察署、清

水警察署） 

ア 情報の収集及び提供 

イ 救出・救助 

ウ 遺体の検視･見分 

エ 避難に関する情報の伝達及び避難の指示、避難地等

の安全確保及び秩序の維持 

オ 警戒区域の防犯パトロール 

カ 社会秩序維持等のための取り締まり等 

キ 緊急交通路の確保 

４ 防災関係機関 

(１) 静岡県警察（静岡中央警察署、静岡南警察署、清

水警察署） 

ア 情報の収集及び提供 

イ 救出・救助 

ウ 遺体の検視･見分 

エ 避難に関する情報の伝達及び避難の指示、避難地等の

安全確保及び秩序の維持 

オ 警戒区域の防犯パトロール 

カ 社会秩序維持等のための取り締まり等 

キ 緊急交通路の確保 
 

表による整理 

地震 61 (２) 指定地方行政機関 

ア 総務省東海総合通信局 

電気通信の確保のための応急対策及び非常通信の

監理 

イ 財務省東海財務局（静岡財務事務所） 

(ア) 被災者の資金需要状況等に応じ、適当と認め

られる機関又は団体との緊密な連絡をとりつつ、

民間金融機関、保険会社及び証券会社に対して災

害関係の融資、預貯金の払戻し及び中途解約、手

形交換、休日営業等、保険金の支払い及び保険料

(２) 指定地方行政機関 

総務省東海総

合通信局 

電気通信の確保のための応急対策及び非常

通信の監理 

財務省東海財

務局 

（静岡財務事務

所） 

ア 被災者の資金需要状況等に応じ、適当

と認められる機関又は団体との緊密な

連絡をとりつつ、民間金融機関、保険

会社及び証券会社に対して災害関係の

融資、預貯金の払戻し及び中途解約、

手形交換、休日営業等、保険金の支払

い及び保険料の支払猶予等における対

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

の支払猶予等における対応等の業務に対して適時

的確な措置を講ずるよう要請 

(イ) 地方公共団体において国有財産（普通財産）

を災害応急対策の実施の用に供するときは、当該

地方公共団体に対する無償貸付の適切な措置 

ウ 農林水産省関東農政局静岡県拠点 

食料需給に関する情報収集及び災害時における関

係機関、団体の被災状況の把握 

エ 厚生労働省静岡労働局（静岡労働基準監督署） 

(ア) 事業所等の被災状況の把握 

(イ) 大型二次災害発生のおそれのある事業所に対

する災害防止の指導 

オ  国土交通省中部地方整備局（静岡河川事務所、富

士砂防事務所、静岡国道事務所、清水港湾事務所）、

国土交通省関東地方整備局（甲府河川国道事務所） 

管轄する河川、道路、港湾について管理を行うほ

か、次の事項を行うよう努める。 

(ア) 施設対策等 

a 河川管理施設等の対策等 

b 道路施設対策等 

c 港湾施設対策等 

d 営繕施設対策等 

e 電気通信施設対策等 

f 地すべり防止施設等の対策等 

(イ) 初動対応 

地方整備局災害対策本部等の指示により、大規

応等の業務に対して適時的確な措置を

講ずるよう要請 

イ 地方公共団体において国有財産（普通

財産）を災害応急対策の実施の用に供

するときは、当該地方公共団体に対す

る無償貸付の適切な措置 

農林水産省関

東農政局静岡

県拠点 

食料需給に関する情報収集及び災害時に

おける関係機関、団体の被災状況の把握 

厚生労働省静

岡労働局 

（静岡労働基準

監督署） 

ア 事業所等の被災状況の把握 

イ 大型二次災害発生のおそれのある事業

所に対する災害防止の指導 

国土交通省中

部地方整備局 

（静岡河川事務

所） 

（富士砂防事務

所） 

（静岡国道事務

所） 

（清水港湾事務

所） 

国土交通省関

東地方整備局 

（甲府河川国道

管轄する河川、道路、港湾について管理

を行うほか、次の事項を行うよう努める。 

ア 施設対策等 

(ア) 河川管理施設等の対策等 

(イ) 道路施設対策等 

(ウ) 港湾施設対策等 

(エ) 営繕施設対策等 

(オ) 電気通信施設対策等 

(カ) 地すべり防止施設等の対策等 

イ 初動対応 

地方整備局災害対策本部等の指示に

より、大規模自然災害における被災状

況の迅速な把握、二次災害の防止、被
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

模自然災害における被災状況の迅速な把握、二次

災害の防止、被災地の早期復旧等に関する支援の

ため緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を派遣し、

被災地方公共団体等が行う、被災状況の迅速な把

握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復

旧その他災害応急対策に対する支援を行うととも

に、緊急車両の通行を確保するため、関係機関と

調整を図りつつ、道路啓開を実施する。 

(ウ) 道路啓開に関する計画に基づく路上障害物の

除去等による緊急輸送路の確保 

(エ) 災害対策用建設機械等の出動及び管理 

(オ) 他機関との協力 

(カ) 広報 

カ 国土地理院中部地方測量部 

(ア) 災害に関する情報の収集及び伝達における地

理空間情報の活用を図る。 

(イ) 国土地理院が提供及び公開する防災関連情報

の利活用を図る。 

(ウ) 地理情報システムの活用を図る。 

キ 気象庁東京管区気象台（静岡地方気象台） 

(ア) 大津波警報・津波警報・津波注意報の通知、

津波情報、地震情報（東海地震予知情報を含む。）

等の発表又は通報並びに解説 

(イ) 異常現象（異常水位、潮位、地すべり、土地

の隆起等）に関する情報が発見者又は行政機関か

ら通報された場合における、気象庁への報告及び

事務所） 災地の早期復旧等に関する支援のため

緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲ

ＣＥ）を派遣し、被災地方公共団体等

が行う、被災状況の迅速な把握、被害

の発生及び拡大の防止、被災地の早期

復旧その他災害応急対策に対する支援

を行うとともに、緊急車両の通行を確

保するため、関係機関と調整を図りつ

つ、道路啓開を実施する。 

ウ 道路啓開に関する計画に基づく路上障

害物の除去等による緊急輸送路の確保 

エ 災害対策用建設機械等の出動及び管理 

オ 他機関との協力 

カ 広報 

国土地理院 中

部地方測量部 

ア 災害に関する情報の収集及び伝達にお

ける地理空間情報の活用を図る。 

イ 国土地理院が提供及び公開する防災関

連情報の利活用を図る。 

ウ 地理情報システムの活用を図る。 

気象庁東京管

区気象台 

（静岡地方気象

台） 

ア 大津波警報・津波警報・津波注意報の

通知、津波情報、地震情報（東海地震

予知情報を含む。）等の発表又は通報

並びに解説 

イ 異常現象（異常水位、潮位、地すべ

り、土地の隆起等）に関する情報が発

見者又は行政機関から通報された場合
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

適切な措置 

(ウ) 必要に応じ、警報・注意報及び土砂災害警戒

情報等の発表基準の引き下げを実施する。 

(エ) 災害時の応急活動を支援するため、被災地を

対象とした詳細な気象情報等の提供に努める。 

ク 海上保安庁第三管区海上保安本部（清水海上保安

部） 

(ア) 在港船舶及び沿岸住民に対する津波警報等の

伝達周知 

(イ) 海難船舶等の海上における人命の安全確保 

(ウ) 巡視船艇による主要港湾等の被害調査 

(エ) 危険物積載船及び在港船等の保安のための避

難指示、入港制限、移動命令、航行制限、荷役の

中止勧告等、海上交通の安全確保に必要な措置 

(オ) 排出油等その他船舶交通の障害となる物の除

去 

(カ) 船舶交通安全のための水路の検測及び応急航

路標識の設置 

(キ) 海上における災害に係る救助・救急活動 

(ク) 船艇による沿岸周辺海域における治安の維持 

 

における、気象庁への報告及び適切な

措置 

ウ 必要に応じ、警報・注意報及び土砂災

害警戒情報等の発表基準の引き下げを

実施する。 

エ 災害時の応急活動を支援するため、被

災地を対象とした詳細な気象情報等の

提供に努める。 

海上保安庁第

三管区海上保

安本部 

（清水海上保安

部） 

ア 在港船舶及び沿岸住民に対する津波警

報等の伝達周知 

イ 海難船舶等の海上における人命の安全

確保 

ウ 巡視船艇による主要港湾等の被害調査 

エ 危険物積載船及び在港船等の保安のた

めの避難指示、入港制限、移動命令、

航行制限、荷役の中止勧告等、海上交

通の安全確保に必要な措置 

オ 排出油等その他船舶交通の障害となる

物の除去 

カ 船舶交通安全のための水路の検測及び

応急航路標識の設置 

キ 海上における災害に係る救助・救急活

動 

ク 船艇による沿岸周辺海域における治安

の維持 
 

地震 62 (３) 指定公共機関 (３) 指定公共機関 表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ア 日本郵便株式会社（静岡中央郵便局） 

災害の発生時又はそのおそれがある場合において

は、可能な限り窓口業務を確保する。そのため、警

察、消防、その他の関係行政機関、ライフライン事

業者、関連事業者並びに報道機関等と密接に連携

し、迅速・適切な対応に努める。 

また、災害の態様及び公衆の被災状況等被災地の

実情に応じ、郵便事業に係る災害特別事務取扱い及

び救護対策の実施 

(ア) 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

(イ) 被災者救助団体に対するお年玉葉書等寄附金

の配分 

(ウ) 被災者に対する郵便はがき等の無償交付 

(エ) 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

イ 日本赤十字社（静岡県支部） 

(ア) 医療、助産、こころのケア及び遺体措置に関

すること 

(イ) 血液製剤の確保及び供給のための措置 

(ウ) 被災者に対する救援物資の配布 

(エ) 義援金の募集 

(オ) 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

(カ) その他必要な事項 

ウ 日本放送協会（静岡放送局） 

(ア) 災害時の混乱防止、民心の安定及び災害の復

旧に資するための有効適切な関連番組の編成 

(イ) 被害状況、応急対策の措置状況、復旧の見込

日本郵便株式

会社 

（静岡中央郵便

局） 

災害の発生時又はそのおそれがある場合

においては、可能な限り窓口業務を確保す

る。そのため、警察、消防、その他の関係

行政機関、ライフライン事業者、関連事業

者並びに報道機関等と密接に連携し、迅

速・適切な対応に努める。 

また、災害の態様及び公衆の被災状況等

被災地の実情に応じ、郵便事業に係る災害

特別事務取扱い及び救護対策の実施 

ア 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

イ 被災者救助団体に対するお年玉葉書等

寄附金の配分 

ウ 被災者に対する郵便はがき等の無償交

付 

エ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

日本赤十字社 

（静岡県支部） 

ア 医療、助産、こころのケア及び遺体措

置に関すること 

イ 血液製剤の確保及び供給のための措置 

ウ 被災者に対する救援物資の配布 

エ 義援金の募集 

オ 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

カ その他必要な事項 

日本放送協会 

（静岡放送局） 

ア 災害時の混乱防止、民心の安定及び災

害の復旧に資するための有効適切な関

連番組の編成 

イ 被害状況、応急対策の措置状況、復旧
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

み等に関する迅速かつ的確な放送の実施 

(ウ) 地方公共団体及び関係機関からの要請に基づ

く気象、地象に関する予報、警報、警告等の有効

適切な放送 

エ 中日本高速道路株式会社（東京支社富士・静岡・浜

松保全・サービスセンター） 

(ア) 交通状況に関する関係機関との情報連絡 

(イ) 緊急輸送路確保のための応急復旧作業の実施 

(ウ) 県公安委員会（県警察）が行う緊急交通路の

確保に関する交通規制への協力 

(エ) 地震・津波発生時に消防機関が行う消火活

動、救助活動への協力 

オ 東海旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社 

(ア) 災害時における応急救護活動 

(イ) 応急復旧用資材等の確保 

(ウ) 危険地域の駅等の旅客等について、関係市町

と協議した避難地への避難・誘導 

(エ) 鉄道施設の早期復旧 

カ 西日本電信電話株式会社（静岡支店）、株式会社ＮＴ

Ｔドコモ東海支社（静岡支店） 

(ア) 防災関係機関の重要通信の優先確保 

(イ) 被害施設の早期復旧 

(ウ) 災害用伝言ダイヤル（１７１）、災害用伝言板

web171 及び災害用伝言板、災害用音声お届けサー

ビスの提供 

キ 岩谷産業株式会社、アストモスエネルギー株式会

の見込み等に関する迅速かつ的確な放

送の実施 

ウ 地方公共団体及び関係機関からの要請

に基づく気象、地象に関する予報、警

報、警告等の有効適切な放送 

中日本高速道

路株式会社 

（東京支社 富

士・静岡・浜松

保全・サービス

センター） 

ア 交通状況に関する関係機関との情報連

絡 

イ 緊急輸送路確保のための応急復旧作業

の実施 

ウ 県公安委員会（県警察）が行う緊急交

通路の確保に関する交通規制への協力 

エ 地震・津波発生時に消防機関が行う消

火活動、救助活動への協力 

東海旅客鉄道

株式会社 

日本貨物鉄道

株式会社 

ア 災害時における応急救護活動 

イ 応急復旧用資材等の確保 

ウ 危険地域の駅等の旅客等について、関

係市町と協議した避難地への避難・誘

導 

エ 鉄道施設の早期復旧 

西日本電信電

話株式会社 

（静岡支店） 

株式会社ＮＴ

Ｔドコモ東海

支社 

（静岡支店） 

ア 防災関係機関の重要通信の優先確保 

イ 被害施設の早期復旧 

ウ 災害用伝言ダイヤル 171、災害用伝言

板 web171及び災害用伝言板、災害用音

声お届けサービスの提供 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

社、株式会社ジャパンガスエナジー、ＥＮＥＯＳグ

ローブ株式会社、ジクシス株式会社 

ＬＰガスタンクローリー等によるＬＰガス輸入基

地、２次基地から充填所へのＬＰガスの配送 

ク 日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐川急便株

式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社 

緊急輸送車両の確保及び運行 

ケ 中部電力パワーグリッド株式会社（静岡支社） 

(ア) 発電所及び変電所施設の被害状況の把握と防

災関係機関への緊急事態の通報 

(イ) 施設及び設備の被害、復旧の状況、公衆感電

防止及び漏電防止に関するラジオ、テレビ等を利

用しての広報 

コ ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モ

バイル株式会社 

(ア) 災害情報の正確かつ迅速な伝達 

(イ) 被災通信設備の早期復旧と通信サービスの早

期提供 

(ウ) 防災関係機関の非常・緊急通信の優先確保 

サ 一般社団法人日本建設業連合会中部支部、一般社団

法人全国中小建設業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関する協力 

シ 株式会社イトーヨーカ堂、イオン株式会社、ユニー

株式会社、株式会社セブン−イレブン・ジャパン、株

式会社ローソン、株式会社ファミリーマート、株式

会社セブン＆アイ・ホールディングス 

岩谷産業株式

会社 

アストモスエ

ネルギー株式

会社 

株式会社ジャ

パンガスエナ

ジー 

ＥＮＥＯＳグ

ローブ株式会

社 

ジクシス株式

会社 

ＬＰガスタンクローリー等によるＬＰガ

ス輸入基地、２次基地から充填所へのＬＰ

ガスの配送 

日本通運株式

会社 

福山通運株式

会社 

佐川急便株式

会社 

ヤマト運輸株

式会社 

西濃運輸株式

会社 

緊急輸送車両の確保及び運行 

中部電力パワ

ーグリッド株

式会社 

ア 発電所及び変電所施設の被害状況の把

握と防災関係機関への緊急事態の通報 

イ 施設及び設備の被害、復旧の状況、公
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(ア) 県からの要請による災害救助の実施に必要な

物資の調達等の実施 

(イ) 被災地の復旧・復興を支援するため事業活動

を早期に再開する 

 

 

（静岡支社） 衆感電防止及び漏電防止に関するラジ

オ、テレビ等を利用しての広報 

ＫＤＤＩ株式

会社 

ソフトバンク

株式会社 

楽天モバイル

株式会社 

ア 災害情報の正確かつ迅速な伝達 

イ 被災通信設備の早期復旧と通信サービ

スの早期提供 

ウ 防災関係機関の非常・緊急通信の優先

確保 

一般社団法人

日本建設業連

合会中部支部 

一般社団法人

全国中小建設

業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関す

る協力 

株式会社イト

ーヨーカ堂 

イオン株式会

社 

ユニー株式会

社 

株式会社セブ

ン−イレブン・

ジャパン 

株式会社ロー

ソン 

株式会社ファ

ア 県からの要請による災害救助の実施に

必要な物資の調達等の実施 

イ 被災地の復旧・復興を支援するため事

業活動を早期に再開する 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ミリーマート 

株式会社セブ

ン＆アイ・ホ

ールディング

ス 
 

地震 64 (４) 指定地方公共機関 

ア 土地改良区（静岡市内土地改良区） 

(ア) 用水の緊急遮断 

(イ) 災害応急復旧の実施 

(ウ) 地震発生時に消防機関が行う消火活動への協

力 

キ 静岡ガス株式会社（静岡支社、東部支社） 

(ア) ガス導管網等、主要施設における流失防止等

二次災害の発生防止のための緊急遮断 

(イ) 需要家へのガス栓の閉止等の広報及び被害状

況の把握と製造、供給制限 

(ウ) 必要に応じて代替燃料の供給 

(エ) 災害応急復旧の早期実施 

ク 一般社団法人静岡県ＬＰガス協会（中部支部） 

(ア) 需要家へのガス栓の閉止等の広報 

(イ) 必要に応じた代替燃料の供給の協力 

ケ 静岡鉄道株式会社 

(ア) 災害時における応急救護活動 

(イ) 応急復旧用資材等の確保 

(ウ) 危険地域の駅等の旅客等について、市の指定

した避難地への避難・誘導 

(４) 指定地方公共機関 

土地改良区 

（静岡市内土地

改良区） 

ア 用水の緊急遮断 

イ 災害応急復旧の実施 

ウ 地震発生時に消防機関が行う消火活動

への協力 

静岡ガス株式

会社 

（静岡支社） 

（東部支社） 

ア ガス導管網等、主要施設における流失

防止等二次災害の発生防止のための緊

急遮断 

イ 需要家へのガス栓の閉止等の広報及び

被害状況の把握と製造、供給制限 

ウ 必要に応じて代替燃料の供給 

エ 災害応急復旧の早期実施 

一般社団法人

静岡県ＬＰガ

ス協会 

（中部支部） 

ア 需要家へのガス栓の閉止等の広報 

イ 必要に応じた代替燃料の供給の協力 

静岡鉄道株式

会社 

ア 災害時における応急救護活動 

イ 応急復旧用資材等の確保 

ウ 危険地域の駅等の旅客等について、市

の指定した避難地への避難・誘導 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(エ) 鉄道施設の早期復旧 

コ 一般社団法人静岡県トラック協会、一般社団法人静

岡県バス協会、商業組合静岡県タクシー協会 

協会加盟事業所からの緊急通行車両の確保及び運

行 

サ 民間放送機関（静岡放送株式会社、株式会社テレビ

静岡、株式会社静岡朝日テレビ、株式会社静岡第一

テレビ、株式会社トコちゃんねる静岡、静岡エフエ

ム放送株式会社、株式会社シティエフエム静岡、株

式会社エフエムしみず） 

あらかじめ県又は市と締結した災害時における放

送要請に関する協定等に基づく放送 

シ 一般社団法人静岡県医師会（一般社団法人静岡市静

岡医師会、一般社団法人静岡市清水医師会、一般社

団法人庵原医師会）、一般社団法人静岡県歯科医師会

（一般社団法人静岡市静岡歯科医師会、一般社団法

人静岡市清水歯科医師会）、公益社団法人静岡県看護

協会（公益社団法人静岡県看護協会静岡地区支部）、

公益社団法人静岡県病院協会、公益社団法人静岡県

薬剤師会（一般社団法人静岡市薬剤師会、清水薬剤

師会） 

(ア) 医療救護施設等における医療救護活動の実施 

(イ) 検案（公益社団法人静岡県看護協会（公益社

団法人静岡県看護協会静岡地区支部）、公益社団法

人静岡県薬剤師会（一般社団法人静岡市薬剤師

会、清水薬剤師会）を除く。） 

エ 鉄道施設の早期復旧 

一般社団法人

静岡県トラッ

ク協会 

一般社団法人

静岡県バス協

会 

商業組合静岡

県タクシー協

会 

協会加盟事業所からの緊急通行車両の確

保及び運行 

民間放送機関 

（静岡放送株式

会社） 

（株式会社テレ

ビ静岡） 

（株式会社静岡

朝日テレビ） 

（株式会社静岡

第一テレビ） 

（株式会社トコ

ちゃんねる静

岡） 

（静岡エフエム

放送株式会社） 

（株式会社シテ

ィエフエム静

あらかじめ県又は市と締結した災害時に

おける放送要請に関する協定等に基づく放

送 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(ウ) 災害時口腔ケアの実施（一般社団法人静岡県

歯科医師会（一般社団法人静岡市静岡歯科医師

会、一般社団法人静岡市清水歯科医師会）） 

ス 一般社団法人静岡県建設業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関する協力 

セ 公益社団法人静岡県栄養士会 

(ア) 要配慮者等への食料品の供給に関する協力 

(イ) 避難所における健康相談に関する協力 

岡） 

（株式会社エフ

エムしみず） 

一般社団法人

静岡県医師会 

（一般社団法人

静岡市静岡医師

会） 

（一般社団法人

静岡市清水医師

会） 

（一般社団法人

庵原医師会） 

一般社団法人

静岡県歯科医

師会 

（一般社団法人

静岡市静岡歯科

医師会） 

（一般社団法人

静岡市清水歯科

医師会） 

公益社団法人

静岡県看護協

会 

（公益社団法人

ア 医療救護施設等における医療救護活動

の実施 

イ 検案（公益社団法人静岡県看護協会

（公益社団法人静岡県看護協会静岡地

区支部）、公益社団法人静岡県薬剤師

会（一般社団法人静岡市薬剤師会、清

水薬剤師会）を除く。） 

ウ 災害時口腔ケアの実施（一般社団法人

静岡県歯科医師会（一般社団法人静岡

市静岡歯科医師会、一般社団法人静岡

市清水歯科医師会）） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

静岡県看護協会

静岡地区支部） 

公益社団法人

静岡県病院協

会 

公益社団法人

静岡県薬剤師

会 

（一般社団法人

静岡市薬剤師

会） 

（清水薬剤師

会） 

一般社団法人

静岡県建設業

協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関す

る協力 

公益社団法人

静岡県栄養士

会 

ア 要配慮者等への食料品の供給に関する

協力 

イ 避難所における健康相談に関する協力 
 

地震 65 第２節 情報活動 

[危機、総務、財政、区、消防] 

この計画は、情報の収集及び伝達を迅速かつ的確に行うた

めに、県及び防災関係機関との連携の強化、情報の一元化を

図るとともに、情報の収集及び伝達体制の整備を推進するこ

とを目的とする。 

第２節 情報活動 

 

（▼共通対策編 第３章 第６節「災害情報処理計画」に準

ずる。） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

地震 66 １ 基本方針 

(１) 県等との情報の緊密化 

ア 情報の収集及び伝達は、県が定める「情報広報

実施要領」に基づき、緊密な連携のもとに行う。 

イ 災害対策本部には、情報活動の緊密化のため、

警察官、県職員が派遣されるが、必要に応じ、防

災関係機関等に対し職員の派遣を要請する。 

(２) 情報活動の迅速、的確化 

災害応急対策を迅速かつ効果的に実施するため、

収集伝達すべき情報について、あらかじめその種

類、優先順位、取扱部局等を定めておく。 

(３) 報道機関との情報活動の連携 

災害対策本部は、各報道機関の協力を得て、正確

かつ迅速な情報の広報を行う。 

  

地震 66 ２ 情報の内容等 

(１) 地震情報の受理、伝達及び周知 

ア 県から通知される地震情報、気象情報、警報等

の受理は、災害対策本部（災害対策本部設置前に

おいては、警戒本部又は危機管理局）において受

理する。 

イ 本部の各部長は、重要情報を受理したときは、

本部総括部長を通じて本部長・副本部長へ報告す

る。 

ウ 地震情報等は、同報無線、広報車等を活用して

市民等に周知を図るとともに、地区支部員等より

自主防災組織を通じて市民への周知を図る。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(２) 被害状況及び災害応急活動に関する情報の収集及

び伝達 

ア 現地派遣職員、消防団員、自主防災組織の構成

員等のうちから地域における情報の収集伝達責任

者をあらかじめ定め、迅速かつ的確な情報の収集

にあたるものとする。 

イ 収集及び伝達すべき情報の主なものは、次のと

おりであり、種類、優先順位、取扱部・班等につ

いては別に定める。なお、地震発生直後において

は、災害の規模の把握のための必要な情報の収集

に特に留意する。 

(ア) 被害状況 

(イ) 火災の発生状況と延焼拡大状況 

(ウ) 人命救助の有無 

(エ) ガス、危険物の漏洩及びその他二次災害要

因 

(オ) 避難の指示及び警戒区域の設定状況 

(カ) 医療救護施設の設置状況並びに医療救護施

設及び病院の活動状況 

(キ) 避難状況 

(ク) 避難所の開設状況及び避難生活状況 

(ケ) 応急給水状況 

(コ) 緊急輸送路等の被害及び復旧状況 

(サ) 生活必需物資の在庫及び供給状況 

(シ) 自衛隊及び他都市消防機関の支援・展開状

況 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(ス) ライフライン施設の被害及び復旧状況 

(セ) 金銭債務処理状況及び金融の動向 

(ソ) 物資の価格、役務の対価動向 

(タ) 観光客等の状況 

(チ) その他の各部・班の所管する事項 

地震 67 ３ 情報の収集 

(１) 市 

災害応急活動に必要な初期情報及び被害の状況等

の収集は、防災行政無線、消防無線等を活用して行

うほか、次の方法又は手段を用いる。 

ア 職員派遣による収集 

地震発生後、直ちに職員を地域に派遣し、被害

状況及び災害応急対策の実施状況等の情報を収集

する。 

イ 自主防災組織等を通じた収集 

自主防災組織等を通じ、地域の被害状況及び災

害応急対策の実施状況等の情報を収集する。 

ウ 参集途上の職員による収集 

勤務時間外において大規模地震が発生した場合

には、参集職員より居住地及び参集途上の各地域

における被害概況について情報を収集する。 

エ 静岡市オフロードバイク隊による収集 

オ 消防ヘリ、高所監視カメラによる収集 

(２) 防災関係機関 

災害応急対策に必要な情報は、防災関係機関がそ

れぞれの責任において収集する。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

地震 68 ５ 報告及び要請事項の処理 

(１) 県に対する報告及び要請 

災害対策本部は、「情報広報実施要領」に定める事

項について、速やかに県に対し第一報を報告し、又

は要請を行うものとする。この場合に、迅速な情報

の収集・伝達に特に留意し、当該災害の概要と被害

等の状況（特に死傷者の数）の判明又は災害時の状

況の変化に従い、逐次、第二報以降の情報収集・伝

達を行うこととする。 

ただし、県に報告できない場合は、一時的に消防

庁へ報告する。なお、連絡がつき次第、県にも報告

する。また、市域内で震度５強以上を観測した場合

（被害の有無を問わない。）には、市から直接消防庁

へも報告する。なお、連絡がつき次第、県にも報告

する。 

情報及び要請すべき事項の主なものは、次のとお

りである。 

ア 緊急要請事項 

イ 被害状況 

ウ 災害応急対策実施状況 

なお、消防機関への通報が殺到した場合及び市域

内で震度５強以上を観測した場合は、直ちにその状

況を県及び直接消防庁へも、原則として、覚知後 30

分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告するも

のとする。この場合において、消防庁長官から要請

があった場合については、市は第一報後の報告につ
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いても引き続き消防庁に対しても行うものとする。 

表５－２ 消防庁連絡先（消防庁応急対策室） 

 電  話 ＦＡＸ 

平 日（9:30～18:15） 03-5253-7527 03-5253-7537 

上記以外 03-5253-7777 03-5253-7553 
 

地震 68 (２) 防災関係機関は、「情報広報実施要領」の項目につ

いて、速やかに報告するものとする。 

ア 緊急要請事項 

イ 被害状況 

ウ 災害応急対策実施状況 

  

地震 69 第３節 広報活動 

[危機、総務、市民、区、観光、福祉、衛生、保健所、子

ども、教育] 

（略） 

広報の際には、高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産

婦、傷病者及び日本語のわからない外国人等の要配慮者に配

慮するものとする。 

第３節 広報活動 

[危機、総務、市民、区、観光、福祉、衛生、保健所、子

ども、教育] 

（略） 

広報の際には、高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産

婦、傷病者及び日本語のわからない外国人等の要配慮者に配

慮する。 

 

 

 １、２ （略） １、２ （略）  

地震 72 第４節 緊急輸送活動 

[危機、総政、財政、区、観光、福祉、商工、都市、建

設、消防] 

（略） 

なお、南海トラフ地震発生時における広域応援の受入に係

る緊急輸送活動については、静岡県が定める「南海トラフ地

第４節 緊急輸送活動 

[危機、総政、財政、区、観光、福祉、商工、都市、建

設、消防] 

（略） 

なお、南海トラフ地震発生時における広域応援の受入れに

係る緊急輸送活動については、静岡県が定める「南海トラフ
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震における静岡県広域受援計画」による（当該計画は、他の

大規模地震発生時においても必要に応じて準用する）。 

地震における静岡県広域受援計画」による（当該計画は、他

の大規模地震発生時においても必要に応じて準用する）。 

地震 72 １ 計画の内容 

(１) 基本方針 

ア 交通関係諸施設等の被害状況及び復旧状況を把

握し、災害応急対策の各段階に応じた的確な対応

をとるものとする。 

(２) （略） 

１ 計画の内容 

(１) 基本方針 

ア 交通関係諸施設等の被害状況及び復旧状況を把

握し、災害応急対策の各段階に応じた的確な対応

をとる。 

(２) （略） 

 

地震 72 ２ 緊急輸送体制の確立 

（略） 

(１) 陸上輸送 

ア～ウ （略） 

エ 燃料の確保 

(ア) （略） 

(イ) 市は、緊急車両等に対する優先的な給油が

実施されるよう調整を行うと共に、燃料の不

足が見込まれる場合は、供給を要請する。 

(ウ) （略） 

(２) （略） 

(３) 航空輸送 

ア、イ （略） 

ウ 必要に応じ民間機の協力要請を行う。 

エ、オ （略） 

 

２ 緊急輸送体制の確立 

（略） 

(１) 陸上輸送 

ア～ウ （略） 

エ 燃料の確保 

(ア) （略） 

(イ) 市は、緊急車両等に対する優先的な給油が

実施されるよう調整を行うとともに、燃料の

不足が見込まれる場合は、供給を要請する。 

(ウ) （略） 

(２) （略） 

(３) 航空輸送 

ア、イ （略） 

ウ 必要に応じ民間機（無人航空機含む）の協力要

請を行う。 

エ、オ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容整理 
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地震 73 ３ 緊急輸送の調整 

(１) 市及び防災関係機関の緊急輸送の円滑な実施のた

め、必要あるときは災害対策本部において調整を行

う。この場合、次により調整することを原則とす

る。 

３ 緊急輸送の調整 

市及び防災関係機関の緊急輸送の円滑な実施のため、

必要あるときは災害対策本部において調整を行う。この

場合、次により調整することを原則とする。 

 

 

地震 73 ア 第１順位  市民の生命の安全を確保するため

に必要な輸送 

イ 第２順位  災害の拡大防止のために必要な輸

送 

ウ 第３順位  災害応急対策のために必要な輸送 

エ 第４順位  その他の人員、物資の輸送 

第 １ 順

位 

市民の生命の安全を確保するために必要な輸送 

第 ２ 順

位 

災害の拡大防止のために必要な輸送 

第 ３ 順

位 

災害応急対策のために必要な輸送 

第 ４ 順

位 

その他の人員、物資の輸送 

 

表による整理 

 （略） （略）  

地震 74 ５ 緊急物資集積所 

緊急物資の集積配分業務を円滑に行うため、あらかじ

め指定した集積場所に、必要に応じ市職員を派遣する。 

なお、緊急物資集積所は、以下のとおりとする。 

５ 緊急物資集積所 

緊急物資の集積配分業務を円滑に行うため、あらかじ

め指定した集積場所に、必要に応じ市職員を派遣する。 

なお、緊急物資集積所は、以下のとおりとする。 

 

地震 74 表５－３ 緊急物資集積所一覧 

No 
集  積  所  

名 
所  在  地 備   考 

１ 

静岡産業支援セン
ター 
（ツインメッセ静
岡） 

駿河区曲金３丁目
１番 10号 

広域物資輸
送拠点 

２ 市民文化会館 葵区駿府町２番 90  

◇資料編４－９：緊急物資集積所一覧表 

（削除） 

資料編にあるため削

除 
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号 

３ 
草薙総合運動場体
育館 

駿河区栗原 19 番１
号 

広域物資輸
送拠点 
（ 代 替 拠
点） 

４ 静岡市物流団地 
駿河区宇津ノ谷 914
番地の６ 

広域物資輸
送拠点 
（ 代 替 拠
点） 

５ 
(株)丸総 清水物
流センター 

清水区高橋町字郷
東山 2193番地 

 

６ 
井川小中学校 葵区井川 1561 番地

の３ 
ヘリポート
併設 

７ 
梅ケ島小中学校 葵区梅ケ島 1309 番

地の１ 
ヘリポート
併設 

８ 
大川小中学校 葵区日向 876番地 ヘリポート

併設 

９ 
清沢小学校 葵区相俣 99 番地の

１ 
ヘリポート
併設 

10 
由比体育館 清水区由比 456番地

の 151 
 

 

 （略） （略）  

地震 76 第５節 応援協力計画 

[危機、総務、財政、市民、観光、環境、福祉、商工、

農水、消防、水道、下水、教育] 

 

この計画は、災害時における広域激甚な被害に対応するた

め、県、警察、他の市町、自衛隊等に対して行う応援要請の

概要について示す。 

災害の発生時には、その規模に応じて、国、地方公共団体

第５節 応援協力計画 

 

 

 

（▼共通対策編 第３章 第 32 節「応援協力計画」、第 34

節「自衛隊派遣要請の要求計画」、第 35節「海上保安庁に対す

る支援要請の依頼計画」に準ずる。） 
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等が連携して広域的な応援体制を迅速に構築するものとす

る。市は、地理等に精通していない応援者、物資の円滑な受

入体制の整備に努める。 

なお、南海トラフ地震発生時における広域応援の受入は、

静岡県が定める「南海トラフ地震における静岡県広域受援計

画」による。 

相互応援協定の締結に当たっては、大規模な地震災害等に

よる同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公共団

体との間の協定締結も考慮する。 

 

地震 76 １ 県への応援要請 

市長は、災害応急対策を実施するため必要があると認

めるときは、県に対して次の事項を示し応援を求め、又

は災害応急対策の実施を要請する。 

・応援を必要とする理由 

・応援を必要とする人員、資機材等 

・応援を必要とする場所 

・応援を必要とする期間 

・その他応援に関し必要な事項 

  

地震 76 ２ 指定地方行政機関の長又は指定公共機関に対する職

員の派遣要請等 

(１) 市長は、災害応急対策等のため必要があると認め

るときは、指定地方行政機関の長又は指定公共機関

に対して職員の派遣要請を行う。 

(２) 市長は、災害応急対策等のため必要があると認め

るときは、知事に対して指定地方行政機関又は指定

公共機関の職員の派遣について、あっせんを求め
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る。 

地震 76 ３ 民間団体等に対する応援要請 

市長は、次の団体に対し直接又は知事を通じて応援の

要請を行う。 

(１) 応援協力要請の対象となる民間団体等は一般対策

編に準ずるが、主なものは次のとおりである。 

ア 赤十字奉仕団、青年団、男女共同参画団体、商

工団体、農林水産団体、ボランティア団体 

イ 大学、高等学校、専修学校、各種講習施設等の

学生・生徒 

ウ あらかじめ協定を締結した団体等 

(２) 応急協力要請の時期及び要請事項 

本部長は、災害応急対策を実施するため必要があ

ると認めるとき、次の事項を示して応援を要請す

る。 

ア 必要な人員数 

イ 作業内容 

ウ 作業場所 

エ 集合場所 

オ その他応援協力要請に関し必要な事項 

(３) 応援協力要請の実施方法 

応援協力要請の具体的な実施方法は、一般対策編

に準ずる。 

  

地震 77 ４ 緊急消防援助隊の要請 

(１) 応援要請 

市長は、地震等の大規模災害時における災害の発
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生状況から、人命救助、消火、救急活動等におい

て、本市の消防力及び県内消防機関の応援だけでは

十分な対応がとれないと判断したときは、知事に対

し、消防組織法第 44 条に基づき、県外消防機関の応

援を要請する。 

(２) 緊急消防援助隊部隊の受入れ 

「緊急消防援助隊運用要綱」に基づき、緊急消防

援助隊の円滑な消防活動を確保するため、次の措置

を講ずる。 

ア 情報連絡体制 

イ 応援部隊への情報提供 

ウ 応援部隊の集結場所及び野営場所の指定 

地震 77 表５－４ 応援部隊の集結場所及び野営場所の指定（緊急消

防援助隊） 

№ 地点名 所在地 

１ 葵区与一地先安倍川左岸河川敷 葵区与一六丁目地

先 

２ 静岡市ふれあい健康増進館ゆら

ら 

葵区南沼上 1379－

１ 

３ 静岡競輪場駐車場及びあおい会

館 

駿河区小鹿二丁目

９ 

４ 静岡市立日本平動物園駐車場 駿河区池田 1767－

６ 

５ 静岡県消防学校 清水区谷津町一丁

目 577－１ 
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６ 宍原スポーツ広場 清水区宍原 185－１ 

７ 富士川緑地公園（富士川右岸） 清水区蒲原地先 

８ 静岡市消防局 消防ひろば 駿河区南八幡町 10

－30 

９ 静岡市消防局 清水消防署 清水区東大曲町６

－８ 

10 静岡市北部複合施設 葵区与一六丁目 17-

10 
 

地震 78 エ 応援部隊への資機材等の提供及び補給 

オ 航空機（ヘリコプター）の離発着場の確保 

  

地震 78 表５－５ 航空部隊の活動拠点場所の指定（緊急消防援助

隊） 

№ 地点名 所在地 

１ 

葵区与一ヘリポート 

（フォワードベース） 

 

（ヘリポート運営施設） 

静岡市北部複合施設（北部図書

館・教育センター） 

葵区与一地先安

倍川左岸 

 

 

 

葵区与一六丁目

17－10 

※フォワードベース：被災地近傍の飛行場外着陸場等で、

航空活動を安全にかつ効率的に継続することを目的とし

て設置する離着陸、給油、人員の乗降機、装備・物資等

の積み降ろしが可能な拠点をいう。 
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地震 78 カ 応援部隊の運用 

キ その他必要事項 

  

地震 78 ５ 他の市町村長等に対する応援要請 

(１) 市長は、災害応急対策を実施するため、必要があ

ると認めるときは、相互応援協定に基づき、協定市

等に対して、又は地方自治法に基づき、他の地方公

共団体に応援を求めるものとする。 

◇他都市との相互応援協定一覧（資料編５－１） 

(２) 消防組織法第 39 条に基づき、締結された静岡県消

防相互応援協定に協定している他の市町長に応援を

求めるものとする。なお、応援を求められた場合、

市長は、県が行う市町間の調整に留意するとともに

必要な応援をするものとする。 

  

地震 78 表５－６ 他の地方公共団体の長に対する応援要請手順 

要請内容協議（行政管理部及び関係部・課） 

↓ 

宿泊場所の確保 

↓ 

派遣団体への具体的応援要請 

① 災害状況 

② 要請内容 

③ 派遣者名簿等の事前送付依頼 

④ 派遣先 

⑤ 責任者 
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⑥ 宿泊場所 

⑦ 交通状況及び現地までの交通経路 

⑧ その他（派遣団体の腕章等持参依頼等） 

↓ 

派遣団体の承諾 

↓ 

現地到着予定時間の確認 

↓ 

受入れ準備 
 

地震 79 ６ 自衛隊の災害派遣要請の要求 

(１) 自衛隊の災害派遣要請の要求 

市長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必

要があるときは知事に対して、自衛隊派遣に必要な

事項を明示した要請書により、自衛隊の派遣要請を

行うよう要求をする。 

ア 派遣要求事項 

(ア) 車両、航空機等、状況に適した手段による

被害状況の把握 

(イ) 避難者の誘導、輸送等、避難のための必要

があるときの援助 

(ウ) 行方不明者、負傷者等が発生した場合の捜

索救助 

(エ) 堤防、護岸等の決壊に対する水防活動 

(オ) 火災に対し、消防機関と協力しての消火活
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動 

(カ) 道路又は水路の確保の措置 

(キ) 被災者に対する応急医療、救護及び防疫 

(ク) 救急患者、医師その他救助活動に必要な人

員及び救援物資の緊急輸送 

(ケ) 被災者に対する炊飯及び給水支援 

(コ) 防災要員等の輸送 

(サ) 連絡幹部の派遣 

(シ) その他本部長が必要と認める事項 

イ 派遣要請の要求手続き 

知事に対して、次の事項を明示した要請書によ

り、自衛隊の派遣要請を行うよう要求する。 

ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線

等又は口頭をもって行い、事後速やかに文書によ

り要求する。 

また、知事への要求ができない場合は、その旨

及び当該地域に関わる災害の情況を陸上自衛隊第

34 普通科連隊長又は最寄りの部隊長に通知し、知

事に対してもその旨を速やかに通知するものとす

る。 

(ア) 災害の情況及び派遣を要請する事由 

(イ) 派遣を希望する期間 

(ウ) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(エ) その他参考となるべき事項 

(２) 災害派遣部隊の受入れ体制 

ア 他の災害救助復旧機関との競合重複排除 
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市長は自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と

競合重複することがないよう、最も効率的に作業

を分担するよう配慮するものとする。 

イ 作業計画及び資材等の準備 

市長は自衛隊に対し、作業を要請又は依頼する

に当たっては、なるべく実効性のある計画を樹立

するとともに、作業の実施に必要な資材の準備を

整え、かつ諸作業に関係ある関係者の了解をとり

つけるよう配慮するものとする。 

ウ 作業の実施に必要な物資、機材等 

市長は、作業の実施に必要な物資、機材等の調

達が困難又は不可能な場合は、他の計画に定める

ところにより知事へ物資、機材等の調達を要請す

るものとする。 

エ 自衛隊との連絡交渉における窓口の一本化 

市長は、派遣された自衛隊との円滑かつ迅速な

措置がとれるよう連絡交渉の窓口を明確にしてお

くものとする。 

(３) 災害派遣部隊の撤収要請の要求 

市長は、知事に対し災害派遣部隊の撤収要請を要

求する場合は、民心の安定及び民生の復興に支障が

ないよう知事及び派遣部隊の長並びに自衛隊連絡班

と協議して行うものとする。 

(４) 経費の負担区分 

自衛隊が災害応急対策又は災害復旧作業を実施す

るために必要な資機材等は、原則として市が負担す
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るものとし、その内容はおおむね次のとおりであ

る。 

ただし、災害救助法が適用された場合の経費の負

担基準等は、一般対策編に準ずる。 

ア 救援活動に必要な資機材等の購入及び借上料等 

イ 宿営に必要な土地、建物等の使用料、借上料等 

ウ 光熱水費、通信運搬費、消耗品費 

地震 80 ７ 海上保安庁への支援要請の依頼 

市長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要が

あるときは知事に対して、支援に必要な事項を明示した

要請書により、海上保安庁へ支援要請を行うよう依頼す

る。 

(１) 支援要請事項 

ア 傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急

輸送 

イ 巡視船を活用した医療活動場所及び災害応急対

策従事者への宿泊場所の提供 

ウ その他、災害対策本部が行う災害応急対策の支

援 

(２) 支援要請の手続き 

知事に対して、次の事項を明示した要請書によ

り、海上保安庁の支援要請を行うよう依頼する。 

ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等

又は口頭をもって行い、事後速やかに文書により知

事に依頼する。 

また、知事への依頼ができない場合には、直接、
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最寄りの海上保安庁の事務所又は沖合いに配備され

た海上保安庁の巡視船艇もしくは航空機を通じて要

請するものとし、知事に対してもその旨を速やかに

連絡する。 

ア 災害の情況及び支援活動を要請する理由 

イ 支援活動を必要とする期間 

ウ 支援活動を必要とする区域及び活動内容 

エ その他参考となる事項 

地震 81 ８ 協定締結団体等への要請 

市長は、災害応急対策等を実施するため必要があると

きは、災害時における応急対策活動に関する協力協定に

基づき関係団体に対して協力を要請する。 

◇民間事業者との協力協定一覧（資料編５－３） 

  

地震 81 ９ 支援受入施設の確保 

応援のため派遣されてきた他の地方公共団体や防災関

係機関等の職員のため、以下のように宿泊施設等を確保

する。 

  

地震 81 (１) 指定した公共施設 

表５－７ 支援受入施設（特定業務支援） 

NO 施  設  名 所在地 支援内容等 

１ 水道施設  
応急給水・応

急復旧等 

２ 城北浄化センター 
葵区加

藤島 
下水道 
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３ 

旧西ケ谷収集センター・西ケ

谷清掃工場 

葵区西

ケ谷 

災害廃棄物等 沼上清掃工場・沼上収集セン

ター・沼上資源循環学習プラ

ザ 

葵区南

沼上 

４ 

競輪場駐車場（南第４「地上

部隊」） 

競輪場駐車場（南第５「航空

部隊」） 

競輪場（あおい会館「応援調

整・宿泊」） 

駿河区

小鹿 

消火・救助・

救急支援 

５ 

城東保健福祉エリア 葵区城

東町 

医療救護 
清水保健福祉センター 清水区

渋川 

急病センター 葵区柚

木 
 

地震 82 表５－８ 支援受入施設（その他業務支援） 

NO 施  設  名 所 在 地 

１ 中央図書館 葵区大岩本町 29－１ 

２ 南部図書館 駿河区南八幡町３－１ 

３ ラペック静岡 葵区本通七丁目 11－９ 

４ 
井川高齢者生活福祉センタ

ー 
葵区井川 1133－２ 
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５ 
清水ナショナルトレーニン

グセンター 
清水区山切 1487-１ 

 

地震 82 (２) 民間施設の借り上げ 

必要に応じて市内の民間施設を借り上げる。 

  

地震 82 10 経費の負担 

援助に関する経費は、法令及び相互援助協定等の定め

によるもののほか、原則として市が負担する。 

  

地震 82 第６節 災害の拡大及び二次災害防止活動 

[危機、区、建築、建設、消防] 

（略） 

特に海岸保全施設等に被害があった地域では二次災害の防

止に十分留意するものとする。 

第６節 災害の拡大及び二次災害防止活動 

[危機、区、建築、建設、消防] 

（略） 

特に海岸保全施設等に被害があった地域では二次災害の防

止に十分留意する。 

 

地震 82 １ 消防活動 

(１) （略） 

(２) 消防機関の活動 

ア （略） 

イ 防ぎょ活動の留意事項 

（略） 

(ア)、(イ) （略） 

(ウ) 多数の延焼火災が発生している地区は、住

民の避難誘導をただちに開始し、必要に応じ

避難路の確保等、住民の安全確保を最優先と

する活動を行う。 

(エ) 危険物の漏洩等により災害が拡大し、又は

そのおそれのある地区は、住民等の立入禁

１ 消防活動 

(１) （略） 

(２) 消防機関の活動 

ア （略） 

イ 防ぎょ活動の留意事項 

（略） 

(ア)、(イ) （略） 

(ウ) 多数の延焼火災が発生している地区は、住

民の避難誘導を直ちに開始し、必要に応じ避

難路の確保等、住民の安全確保を最優先とす

る活動を行う。 

(エ) 危険物の漏えい等により災害が拡大し、又

はそのおそれのある地区は、住民等の立入禁
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止、避難誘導等の安全措置をとる。 

(オ) 、(カ) （略） 

ウ 救急、救助活動の留意事項 

(ア) ただちに初動体制を確立し、関係機関と協

力し、迅速かつ的確な救助活動にあたる。 

(イ) 、(オ) （略） 

(３) 事業所の活動 

ア、イ （略） 

ウ 災害拡大防止措置 

（略） 

(ア) （略） 

(イ) 警察、最寄りの防災関係機関にかけつける

等、可能な手段によりただちに通報する。 

(ウ) （略） 

(４) （略） 

(５) 市民の活動 

ア 火気の遮断 

使用中のガス、石油ストーブ、電気ヒーター等

の火気をただちに遮断するとともに、都市ガスは

メーターガス栓、ブロパンガスはボンベのバル

ブ、石油類のタンクはタンクの元バルブをそれぞ

れ閉止し電気ブレーカーを遮断する。 

イ （略） 

止、避難誘導等の安全措置をとる。 

(オ) 、(カ) （略） 

ウ 救急、救助活動の留意事項 

(ア) 直ちに初動体制を確立し、関係機関と協力

し、迅速かつ的確な救助活動にあたる。 

(イ) 、(オ) （略） 

(３) 事業所の活動 

ア、イ （略） 

ウ 災害拡大防止措置 

（略） 

(ア) （略） 

(イ) 警察、最寄りの防災関係機関にかけつける

等、可能な手段により直ちに通報する。 

(ウ) （略） 

(４) （略） 

(５) 市民の活動 

ア 火気の遮断 

使用中のガス、石油ストーブ、電気ヒーター等

の火気を直ちに遮断するとともに、都市ガスはメ

ーターガス栓、ブロパンガスはボンベのバルブ、

石油類のタンクはタンクの元バルブをそれぞれ閉

止し電気ブレーカーを遮断する。 

イ （略） 

地震 84 ２ 水防活動 

地震による津波及び洪水に対する水防活動の概要を示

す。 

２ 水防活動 

（削除） 

 

内容整理 
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なお、水防活動のための水防組織並びに水防活動の具

体的内容については、「静岡市水防計画書」の定めるとこ

ろによる。 

(１) 水防管理者及び水防管理団体の活動 

ア 地震による津波及び洪水により著しい危険が切

迫していると認められるときは、知事、その命を

受けた県の職員又は水防管理者（市長）は、必要

と認める区域の居住者に対し立退きの指示を行

う。なお、水防管理者（市長）が立退きの指示を

する場合においては、その旨を当該地域を管轄す

る警察署長に通知する。 

イ 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水

防上危険な箇所を発見したときは、ただちに関係

機関及び当該施設の管理者に連絡し必要な措置を

要請する。なお、緊急を要する場合は、水防団員

等の安全を確保した上で必要な措置を行い、被害

が拡大しないよう努める。 

ウ 河川、ため池、水門、樋門等の管理者は被害状

況を把握し、ただちに関係機関に通報するととも

に、必要な応急措置を講ずるものとする。 

(２) 水防活動の応援要請 

水防管理団体は、相互に協力するとともに、必要

に応じ応援を要請する。 

ア 水防管理者は、水防上必要があるときは、あら

かじめ相互に協定した隣接水防管理者に対し応援

を要請する。 

 

 

 

(１) 水防管理者及び水防管理団体の活動 

ア 避難 

（▼風水害対策編 第３章 第 14 節「避難」に

準ずる。） 

 

 

 

 

イ 巡視・警戒 

（▼風水害対策編 第３章 第 11 節「巡視及び

警戒とその措置」に準ずる。） 

 

 

 

 

 

 

(２) 水防活動の応援要請 

（▼風水害対策編 第３章 第４節「協力応援」

に準ずる。） 
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イ 水防管理者は、必要があれば市長に対し応援を

求める。 

ウ 水防管理者は、水防のため必要があるときは、

警察署長に対して、警察官の出動を要請する。 

(３) 市長は必要があるときは、次の事項を示し知事に

自衛隊の派遣要請を要求する。 

ア 応援を必要とする理由 

イ 応援を必要とする人員、資機材等 

ウ 応援を必要とする場所 

エ 期間その他応援に必要な事項 

 

 

 

 

（削除） 

地震 85 ３ 救出活動の基本方針と内容 

(１) 救出を必要とする負傷者等（以下「負傷者等」と

いう。）に対する救出活動は、本部長（市長）が行

う。なお、災害救助法適用時は知事が行うものとす

る。 

(２) 市及び県は、被災者の人命救助活動を迅速・円滑

に実施するため、県の定めた方針に基づき、安否不

明者、行方不明者及び死亡者の氏名等について公表

する。 

 

(３) 本部長は職員を動員し、消防機関等を指揮して、

生命が危険な状態にある者並びに生死不明の状態に

ある者を捜索救出し、必要に応じ負傷者等を救護所

等に収容する。 

(４) 本部長は、自らの救出活動が困難な場合において

は、民間諸団体の協力を求め、又は知事に対し救出

３ 救出活動の基本方針と内容 

救出を必要とする負傷者等（以下「負傷者等」とい

う。）に対する救出活動は、本部長（市長）が行う。な

お、災害救助法適用時は知事が行うものとする。 

 

・市及び県は、被災者の人命救助活動を迅速・円滑に実

施するため、県の定めた方針に基づき、安否不明者、

行方不明者及び死亡者の氏名等について公表する。 

 

(１) 市の活動 

・本部長は職員を動員し、消防機関等を指揮して、

生命が危険な状態にある者並びに生死不明の状態

にある者を捜索救出し、必要に応じ負傷者等を救

護所等に収容する。 

・本部長は、自らの救出活動が困難な場合において

は、民間諸団体の協力を求め、又は知事に対し救
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の実施並びにこれに要する要員、資機材等の応援を

要請する。 

知事には次の事項を示して救出活動の実施を要請

する。 

ア～オ （略） 

(５) 市は、市域内における関係機関による救出活動に

ついて総合調整を行う。 

 

(６) 自主防災組織、事業所等及び市民は、地域におけ

る相互扶助による救出・救護活動を行う。 

ア～オ （略） 

(７) 消防機関の活動 

ア～ウ （略） 

 

(８) 自衛隊の救出活動は、「第５章 広域応援活動」の

定めるところにより行う。 

 

 

(９) 救出・救助活動を実施する各機関は、職員等の惨

事ストレス対策の実施に努めるものとする。 

出の実施並びにこれに要する要員、資機材等の応

援を要請する。 

・知事には次の事項を示して救出活動の実施を要請

する。 

ア～オ （略） 

・市は、市域内における関係機関による救出活動に

ついて総合調整を行う。 

(２) 自主防災組織、事業所等及び市民の活動 

自主防災組織、事業所等及び市民は、地域におけ

る相互扶助による救出・救護活動を行う。 

ア～オ （略） 

(３) 消防機関の活動 

ア～ウ （略） 

(４) 自衛隊の活動 

自衛隊の救出活動等は、▼「共通対策編 第３章 

第 34節 自衛隊派遣要請の要求計画」の定めるところ

により行う。 

(５) 関係機関の活動 

救出・救助活動を実施する各機関は、職員等の惨

事ストレス対策の実施に努めるものとする。 

地震 86 ４ 被災建築物等に対する安全対策 

(１) （略） 

(２) 市 

ア 建築物 

市は、地震被災建築物の応急危険度判定を要す

ると判断したときは、地震被災建築物応急危険度

４ 被災建築物等に対する安全対策 

(１) （略） 

(２) 市 

ア 建築物 

市は、地震被災建築物の応急危険度判定を要す

ると判断したときは、静岡市地震被災建築物応急

 

 

 

 

地域防災計画に「静

岡市地震被災建築物
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

判定実施本部を設置するとともに、その旨を県に

連絡する。併せて、被災者等への周知等、判定実

施に必要な措置を講じるとともに、必要に応じて

県へ判定支援要請を行い、被災建築物応急危険度

判定士により被災建築物の応急危険度判定を実施

する。 

（略） 

危険度判定マニュアルに基づき、地震被災建築物

応急危険度判定実施本部を設置するとともに、そ

の旨を県に連絡する。併せて、被災者等への周知

等、判定実施に必要な措置を講じるとともに、必

要に応じて県へ判定支援要請を行い、被災建築物

応急危険度判定士により被災建築物の応急危険度

判定を実施する。 

なお、災害時の活動拠点となる庁舎、避難所及

び救護病院その他の発災時に早期の開設を求めら

れる建築物については、市策定の「地震災害時に

おける建築部災害対策支部業務マニュアル」に基

づき、事前割り当てした被災建築物応急危険度判

定士等により被災建築物の応急危険度判定を実施

する。 

（略） 

応急危険度判定マニ

ュアル」を位置づけ

るための修正 

 

 

 

 

地域防災計画に「地

震災害時における建

築部災害対策支部業

務マニュアル」を位

置づけるための修正 

地震 87 ５ 災害危険区域の指定 

静岡県知事は、地震、津波等により著しい危険が生ず

るおそれのある区域を、必要に応じて、建築基準法第 39

条に基づき災害危険区域に指定する。 

５ 災害危険区域の指定 

知事は、地震、津波等により著しい危険が生ずるおそ

れのある区域を、必要に応じて、建築基準法第 39 条に基

づき災害危険区域に指定する。 

 

地震 87 第７節 避難活動 

[危機、総務、区、消防] 

（略） 

第７節 避難活動 

[危機、総務、区、消防] 

（略） 

 

地震 87 １ 避難対策 

(１) （略） 

(２) 情報・広報活動 

１ 避難対策 

(１) （略） 

(２) 情報・広報活動 
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ア 県、市及び防災関係機関は、地震及び津波に関

する情報の収集及び伝達を的確に行い、その内容

は「第２章 情報活動」に準ずる。 

イ 県、市及び防災関係機関は、地震及び津波に関

する情報を的確に市民等に広報し、その内容は

「第３章 広報活動」に準ずる。 

（略） 

ウ （略） 

ア 県、市及び防災関係機関は、地震及び津波に関

する情報の収集及び伝達を的確に行い、その内容

は▼「第２節 情報活動」に準ずる。 

イ 県、市及び防災関係機関は、地震及び津波に関

する情報を的確に市民等に広報し、その内容は▼

「第３節 広報活動」に準ずる。 

（略） 

ウ （略） 

地震 88 ２ 避難の指示 

(１) 指示の基準 

ア 市長は、災害が発生し、又は災害が発生するお

それがあり、市民等の生命及び身体を保護するた

めに必要があるときは、必要と認める地域の市民

等に対し避難を指示する。 

イ 警察官又は海上保安官は、市長が避難の指示を

することができないと認めるとき又は市長から要

請のあったときは、市民等に対して避難の指示を

する。この場合、警察官又は海上保安官は、ただ

ちに避難の指示をした旨を市長に通知する。 

ウ 知事は、災害の発生により市がその事務の全部

又は大部分を行うことができなくなったときは、

市長に代わって避難の指示をする。この場合、知

事はその旨を公示する。 

エ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害

の状況により特に急を要する場合で、警察官又は

海上保安官がその場にいない場合に限り、危険が

２ 避難の指示 

（▼共通対策編 第３章 第９節 避難救出計画「１ 

避難の指示」及び「２ 避難の指示の伝達方法」に準ず

る。） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

切迫している市民等に対して避難の措置を講ず

る。この場合、自衛官は、直ちに避難の措置を講

じた旨を防衛大臣の指定する者に報告する。 

(２) 指示の内容 

避難の指示を行う際は、概ね次の事項を伝達し避

難行動の迅速化と安全を図る。 

ア 高齢者等避難、避難の指示の主旨 

イ 高齢者等避難、避難の指示が出された地域名 

ウ 緊急避難場所（所在地、名称、受入人員） 

エ 避難路及び誘導方法 

オ その他注意事項等 

(３) 指示の伝達方法 

市長は、管轄区域の住民に対して指示をしたとき

は、ただちに対象地区内の自主防災組織等の責任者

へ通報する。また、同報無線等の活用及び警察官、

海上保安官及び消防機関の協力を得て、対象地域の

市民等に周知する。 

地震 88 ３ 津波からの避難対策 

津波による被害を防止、軽減するための措置について

は、津波対策編第３章第６節「避難活動」に準ずる。 

 

３ 津波からの避難対策 

津波による被害を防止、軽減するための措置について

は、▼「津波対策編 第３章第５節 避難活動」に準ず

る。 

 

地震 88 ４ 警戒区域の設定 

(１) 警戒区域の設定権等 

ア 市長（権限の委任を受けた市の職員を含む。以

下同様。）は、災害が発生し又はまさに発生しよう

としている場合において、住民等の生命、身体に

４ 警戒区域の設定 

（▼共通対策編 第３章 第９節 避難救出計画「７ 

警戒区域の設定」に準ずる。） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

対する危険を防止するため、特に必要があると認

めるときは警戒区域を設定する。 

イ 警察官又は海上保安官は、市長が現場にいない

とき、又は市長から要請があったときは警戒区域

を設定することができる。この場合、警察官又は

海上保安官は、ただちにその旨を市長に通知す

る。 

ウ 知事は災害の発生により、市長が警戒区域を設

定することが出来なくなったときは、市長に代わ

って警戒区域を設定する。この場合、知事はその

旨を公示する。 

エ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市

長、警察官又は海上保安官がその場にいない場合

に限り、警戒区域を設定することができる。この

場合、その自衛官はただちにその旨を市長に通知

する。 

(２) 規制の内容及び実施方法 

ア 市長、警察官、海上保安官、知事又は自衛官が

警戒区域を設定したときは、災害応急対策に従事

する者以外の当該区域への立入り制限、禁止又は

その区域からの退去の措置を講ずる。 

イ 市長、警察官及び海上保安官は協力し、住民等

の退去の確認を行うとともに、可能な限り防犯・

防火のためのパトロールを実施する。 

地震 89 ５ 避難の方法 

（略） 

５ 避難の方法 

（略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(１) 要避難地区で避難を要する場合 

ア～エ （略） 

オ 津波危険予想地域及び山・がけ崩れ、地すべ

り、土石流等の危険予想地域の住民は、ただちに

自主的に安全な場所へ避難する。 

(２) （略） 

(３) 幹線避難路の確保 

市は、職員の派遣及び警察官、自主防災組織等の

協力により幹線避難路上にある障害物の除去等に努

め、避難の円滑化を図るものとする。 

(４) （略） 

(５) 緊急避難場所における業務 

ア、イ （略） 

ウ 避難場所における住民の生活を確保するため、

関係機関の協力を得て、物資の不足する者に対し

必要な措置をとるものとする。 

エ、オ （略） 

(６) 避難状況の報告 

ア （略） 

(ア) 避難の経過に関する報告（危険な事態その

他異常な事態が発生した場合、ただちに行

う。） 

(イ) （略） 

イ （略） 

(１) 要避難地区で避難を要する場合 

ア～エ （略） 

オ 津波危険予想地域及び山・がけ崩れ、地すべ

り、土石流等の危険予想地域の住民は、直ちに自

主的に安全な場所へ避難する。 

(２) （略） 

(３) 幹線避難路の確保 

市は、職員の派遣及び警察官、自主防災組織等の

協力により幹線避難路上にある障害物の除去等に努

め、避難の円滑化を図る。 

(４) （略） 

(５) 緊急避難場所における業務 

ア、イ （略） 

ウ 避難場所における住民の生活を確保するため、

関係機関の協力を得て、物資の不足する者に対し

必要な措置をとる。 

エ、オ （略） 

(６) 避難状況の報告 

ア （略） 

(ア) 避難の経過に関する報告（危険な事態その

他異常な事態が発生した場合、直ちに行う。） 

 

(イ) （略） 

イ （略） 

地震 91 ６ 避難所の設置及び運営 

(１) （略） 

６ 避難所の設置及び運営 

(１) （略） 
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(２) 避難所の設置及び避難生活 

ア （略） 

イ 設置場所 

(ア)～(オ) （略） 

(カ) 避難所のライフラインの回復に時間を要す

ると見込まれる場合や道路の途絶による孤立

が続くと見込まれる場合は当該地域の避難所

を維持することの適否を検討するものとす

る。 

ウ （略） 

(３) 避難所の運営 

避難所の運営に当たっては、避難所ごとに予め定

めたルールや「新型コロナウイルス感染症を踏まえ

た避難所等運営マニュアル」、国のガイドライン、県

の避難所運営マニュアル等を参考として、必要な配

慮を行う。 

ア、イ （略） 

ウ 避難所での避難生活の運営に当たっては、男女

双方の運営責任者の選任に努めるとともに、要配

慮者、性の多様性の観点から性別等の違いによる

ニーズ等、女性や子ども等の安全確保、プライバ

シーの確保等に配慮するものとする。 

エ～カ（略） 

キ 生活環境の激変に伴い避難者が心身双方の健康

に不調を来す可能性が高いため、常に良好な衛生

状態を保つよう努めるとともに、健康状態を十分

(２) 避難所の設置及び避難生活 

ア （略） 

イ 設置場所 

(ア)～(オ) （略） 

(カ) 避難所のライフラインの回復に時間を要す

ると見込まれる場合や道路の途絶による孤立

が続くと見込まれる場合は当該地域の避難所

を維持することの適否を検討する。 

 

ウ （略） 

(３) 避難所の運営 

避難所の運営に当たっては、避難所ごとにあらか

じめ定めたルールや「新型コロナウイルス感染症を

踏まえた避難所等運営マニュアル」、国のガイドライ

ン、県の避難所運営マニュアル等を参考として、必

要な配慮を行う。 

ア、イ （略） 

ウ 避難所での避難生活の運営に当たっては、男女

双方の運営責任者の選任に努めるとともに、要配

慮者、性の多様性の観点から性別等の違いによる

ニーズ等、女性や子ども等の安全確保、プライバ

シーの確保等に配慮する。 

エ～カ（略） 

キ 生活環境の激変に伴い避難者が心身双方の健康

に不調を来たす可能性が高いため、常に良好な衛

生状態を保つよう努めるとともに、健康状態を十
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把握し、必要に応じ救護所等の設置、健康支援、

口腔ケア、心のケアを含めた対策を行うものとす

る。 

ク 食事のみを受け取りに来ている被災者等に係る

情報の把握に努め、県等へ報告を行うものとす

る。 

(４) 実施事項及び計画 

その他災害救助法に基づく実施事項及び計画は、

一般対策編に準ずる。 

分把握し、必要に応じ救護所等の設置、健康支

援、口腔ケア、心のケアを含めた対策を行う。 

 

ク 食事のみを受け取りに来ている被災者等に係る

情報の把握に努め、県等へ報告を行う。 

 

(４) 実施事項及び計画 

その他災害救助法に基づく実施事項及び計画は、

▼「共通対策編」に準ずる。 

地震 92 第８節 社会秩序を維持する活動 

[総務、危機、市民] 

 

社会混乱を鎮め、民心を安定し、社会秩序を維持するため

の活動について、市の実施する対策の概要を示す。 

第８節 社会秩序を維持する活動 

 

 

（▼共通対策編 第３章 第 22 節「社会秩序維持計画」に

準ずる。） 

 

地震 92 １ 実施事項 

(１) 市民への呼びかけ 

市長は、地域に流言飛語をはじめ各種の混乱が発

生し又は発生するおそれのあるときは、速やかに地

域住民のとるべき措置等について、同報無線及び広

報車等を活用して呼びかけを実施する。 

また、区本部、地区支部等への派遣職員は、自主

防災組織等を通じ正確な情報を伝達するなど、混乱

防止措置を講ずる。 

(２) 調査等の実施 

生活物資の価格、需要動向、買い占め、売り惜し

み等の調査及び対策（対象となる事業者の事務所、
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工場、事業所、店舗及び倉庫がいずれも市の管轄区

域内に所在するものに限る。） 

ア 生活物資の価格及び需給動向の把握に努める。 

イ 特定生活物資を取り扱う事業所、工場、店舗又

は倉庫の立入調査を実施する。 

ウ 買い占め、売りおしみ調査（対象となる事業者

の事務所、工場、事務所、店舗及び倉庫がいずれ

も市内に所在するものに限る。） 

エ 流言飛語の動向調査 

(３) 必要な措置 

ア 状況により特定物資を適正な価格で売り渡すよ

う指導する。 

イ 当該地域の社会秩序を維持するため必要と認め

たときは、県に対し応急措置又は広報の実施を要

請する。 

地震 93 ２ 県に対する緊急措置の要請 

市長は、生活物資の著しい不足、価格の異常な高騰、

金銭債務の履行困難等、経済秩序が混乱し又は混乱する

可能性が高く、社会生活に重大な影響を及ぼす事態が予

想される場合は、県に対し緊急措置等の要請を行う。 

  

地震 93 ３ 警察に対する要請 

市長は、市域内の平穏を害する不法行為を未然に防止

するため必要と認めるときは、市を所轄する警察署に対

し、下記の事項についての措置を講ずるよう要請する。 

(１) 不法事態に対する措置 

(２) 鉄砲又は刀剣類に対する措置 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

地震 93 第９節 交通の確保対策 

[危機、商工、農水、都市、建設、消防] 

災害応急対策及び災害応急復旧対策を円滑に行うため、陸

上、海上及び航空交通機能の早期回復、混乱の防止等交通確

保対策の概要を示す。（巨大地震以外の地震の場合は、状況に

応じ対応するものとする。） 

第９節 交通の確保対策 

[危機、商工、農水、都市、建設、消防] 

災害応急対策及び災害応急復旧対策を円滑に行うため、陸

上、海上及び航空交通機能の早期回復、混乱の防止等交通確

保対策の概要を示す。（巨大地震以外の地震の場合は、状況に

応じ対応する。） 

 

地震 94 １ 陸上交通の確保 

(１)～(５) （略） 

(６) 道路交通確保の措置 

ア～オ （略） 

カ 除去障害物の処分 

除去した障害物は、あらかじめ処分地として定

めた空き地及び駐車場等に処分する。 

（略） 

キ （略） 

(７) 知事又は県公安委員会（県警察）による緊急通行

車両の確認等 

ア （略） 

イ 緊急通行車両の確認事務手続き 

(ア) （略） 

(イ) 確認の手続きの効率化・簡略化を図り、か

つ緊急輸送の需要をあらかじめ把握するた

め、緊急通行車両については、事前に必要事

項の届出をすることができる。事前届出及び

確認の手続きについては別に定める。 

(ウ) （略） 

１ 陸上交通の確保 

(１)～(５) （略） 

(６) 道路交通確保の措置 

ア～オ （略） 

カ 除去障害物の処分 

除去した障害物は、あらかじめ処分地として定

めた空地及び駐車場等に処分する。 

（略） 

キ （略） 

(７) 知事又は県公安委員会（県警察）による緊急通行

車両の確認等 

ア （略） 

イ 緊急通行車両の確認事務手続 

(ア) （略） 

(イ) 確認の手続の効率化・簡略化を図り、かつ

緊急輸送の需要をあらかじめ把握するため、

緊急通行車両については、事前に必要事項の

届出をすることができる。事前届出及び確認

の手続については別に定める。 

(ウ) （略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(８) （略） (８) （略） 

地震 96 ２ 海上交通の確保 

「一般対策編」第３章第28節 交通応急対策計画「８

海上交通の確保」に準ずる。 

２ 海上交通の確保 

（▼共通対策編 第３章 第27節 交通応急対策計画

「７ 海上交通の確保」に準ずる。） 

 

地震 97 ３ 航空交通の確保 

「一般対策編」第３章第28節 交通応急対策計画「９

航空交通の確保」に準ずる。 

３ 航空交通の確保 

（▼共通対策編 第３章 第27節 交通応急対策計画

「８ 航空交通の確保」に準ずる。） 

 

地震 97 第 10節 地域への救援活動 

[危機、総務、財政、市民、区、環境、福祉、衛生、保健所、

病院、商工、農水、都市、建築、建設、消防、水道、下水、

教育] 

（略） 

なお、南海トラフ地震発生時における広域応援の受入に係

る地域への救援活動については、「南海トラフ地震における静

岡県広域受援計画」による。 

第 10節 地域への救援活動 

[危機、総務、財政、市民、区、環境、福祉、衛生、保健所、

病院、商工、農水、都市、建築、建設、消防、水道、下水、

教育] 

（略） 

なお、南海トラフ地震発生時における広域応援の受入れに

係る地域への救援活動については、「南海トラフ地震における

静岡県広域受援計画」による。 

 

地震 97 １ 緊急物資の確保計画量 

「一般対策編」第３章第13節 食料供給計画に準ず

る。 

「一般対策編」第３章第14節 衣料・生活必需品・そ

の他の物資及び燃料供給計画に準ずる。 

１ 緊急物資の確保計画量 

▼共通対策編 第３章 第13節「食料供給計画」及び

第14節「衣料・生活必需品・その他の物資及び燃料供給

計画」に準ずる。） 

 

 

地震 97 ２ 食料、生活必需品等の緊急物資の確保 

「一般対策編」第３章第13節 食料供給計画に準ず

る。 

「一般対策編」第３章第14節 衣料・生活必需品・そ

２ 食料、生活必需品等の緊急物資の確保 

（▼共通対策編 第３章 第13節「食料供給計画」及

び第14節「衣料・生活必需品・その他の物資及び燃料供

給計画」に準ずる。） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

の他の物資及び燃料供給計画に準ずる。  

地震 97 ３ 救援・救護のための標示 

地震発生後のヘリコプター等による空からの救援・救

護活動を迅速かつ的確に行うため、小学校等の公共建物

及び指定した病院の屋上に番号を標示するほか、ヘリコ

プターによる活動拠点を定めるものとする。 

また、災害により道路及び電話が不通となって孤立し

た場合において、搬送が必要と思われる負傷者や病人が

発生した時などには、あらかじめ定められた集落内の広

場等に、地名・負傷者等の数を表示したシートを広げ救

援を要請する。 

(１) 建物番号標示 

◇建物番号標示方法（資料編４－42） 

◇公共建物番号標示一覧表（資料編４－43） 

(２) ヘリポート活動拠点 

◇ヘリコプター活動拠点・救援表示シート配備先一覧表（資

料編４－30） 

(３) 救援表示シート 

ポリエチレン製のオレンジ色シートに黒文字で表

示 

ア 地名表示シート（5.4m×3.6m） 

地名（字名）と番号を表示 

イ 無表示シート（5.4m×3.6m） 

搬送が必要と思われる負傷者等の数（必要に応

じ救援要請事項）を黒布テープ等で表示 

３ 救援・救護のための標示 

・地震発生後のヘリコプター等による空からの救援・救

護活動を迅速かつ的確に行うため、小学校等の公共建

物及び指定した病院の屋上に番号を標示するほか、ヘ

リコプターによる活動拠点を定める。 

・災害により道路及び電話が不通となって孤立した場合

において、搬送が必要と思われる負傷者や病人が発生

したときなどには、あらかじめ定められた集落内の広

場等に、地名・負傷者等の数を表示したシートを広げ

救援を要請する。 

(１) 建物番号標示 

◇資料編４－42：建物番号標示方法 

◇資料編４－43：公共建物番号標示一覧表 

(２) ヘリポート活動拠点 

◇資料編４－30：ヘリコプター活動拠点・救援表示シート配

備先一覧表 

(３) 救援表示シート 

ポリエチレン製のオレンジ色シートに黒文字で表

示 

ア 地名表示シート（5.4ｍ×3.6ｍ） 

地名（字名）と番号を表示 

イ 無表示シート（5.4ｍ×3.6ｍ） 

搬送が必要と思われる負傷者等の数（必要に応

じ救援要請事項）を黒布テープ等で表示 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

地震 98 ４ 給水活動 

(１) 市 

市は、水道施設が被災し管路による給水が困難な

時は、住民と連携し耐震性貯水槽や給水栓付き受水

槽等から給水を行うとともに、給水車等による運搬

給水を行う。また、自己努力によって飲料水を確保

する住民に対し衛生上の注意を広報する。 

ア～キ（略） 

ク 災害救助法に基づく飲料水の供給に係る実施基

準及び計画は、一般対策編に準ずる。ただし、飲料

水の供給期間については、上水道施設の応急復旧が

できるまでの期間とする。 

(２)（略） 

(３) 健康対策・精神保健対策・歯科保健対策 

ア（略） 

イ 精神保健活動 

心のケアチームであるＤＰＡＴ【災害派遣精神医療

チーム】の派遣要請等の準備 

ウ（略） 

４ 給水活動 

(１) 市 

市は、水道施設が被災し管路による給水が困難な

ときは、住民と連携し耐震性貯水槽や給水栓付き受

水槽等から給水を行うとともに、給水車等による運

搬給水を行う。また、自己努力によって飲料水を確

保する住民に対し衛生上の注意を広報する。 

ア～キ（略） 

ク 災害救助法に基づく飲料水の供給に係る実施基

準及び計画は、▼「共通対策編」に準ずる。ただ

し、飲料水の供給期間については、上水道施設の応

急復旧ができるまでの期間とする。 

(２)（略） 

(３) 健康対策・精神保健対策・歯科保健対策 

ア（略） 

イ 精神保健活動 

心のケアチームである災害派遣精神医療チーム

（ＤＰＡＴ）の派遣要請等の準備 

ウ（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

地震 99 ５ 燃料の確保 

「一般対策編」第３章第14節 衣料・生活必需品・そ

の他の物資及び燃料供給計画に準ずる。 

５ 燃料の確保 

（▼共通対策編 第３章 第14節「衣料・生活必需

品・その他の物資及び燃料供給計画」に準ずる。） 

 

地震 99 ６ 医療救護活動 

「一般対策編」第３章第19節 医療及び助産計画に準

ずる。 

６ 医療救護活動 

（▼共通対策編 第３章 第19節「医療及び助産計

画」に準ずる。） 
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地震 99 ７ し尿処理等 

「一般対策編」第３章第21節 災害廃棄物処理計画に

準ずる。 

７ し尿処理等 

（▼共通対策編 第３章 第21節「災害廃棄物処理計

画」に準ずる。） 

 

地震 99 ８ 生活ごみ・避難所ごみの処理 

「一般対策編」第３章第21節 災害廃棄物処理計画に

準ずる。 

８ 生活ごみ・避難所ごみの処理 

（▼共通対策編 第３章 第21節「災害廃棄物処理計

画」に準ずる。） 

 

 ９、10 （略） ９、10 （略）  

地震 100 11 要配慮者への配慮 

(１) （略） 

(２) 福祉部局と自主防災組織等との連携 

要配慮者への配慮は、福祉部局と自主防災組織、

民生委員・児童委員、その他支援団体等と連携し実

施するものとする。 

(３)、(４) （略） 

(５) 日本語の分からない外国人等への情報提供 

通訳ボランティア等の協力を得て、多言語による

相談窓口の設置や電話相談等を行うものとする。 

(６) （略） 

11 要配慮者への配慮 

(１) （略） 

(２) 福祉部局と自主防災組織等との連携 

要配慮者への配慮は、福祉部局と自主防災組織、

民生委員・児童委員、その他支援団体等と連携し実

施する。 

(３)、(４) （略） 

(５) 日本語の分からない外国人等への情報提供 

通訳ボランティア等の協力を得て、多言語による

相談窓口の設置や電話相談等を行う。 

(６) （略） 

 

地震 101 12 男女双方の視点への配慮 

(１) 基本方針 

被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に

十分配慮するよう努めるものとする。 

(２)、(３) （略） 

12 男女双方の視点への配慮 

(１) 基本方針 

被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に

十分配慮するよう努める。 

(２)、(３) （略） 
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地震 101 13 災害廃棄物等の処理 

「一般対策編」第３章第21節 災害廃棄物処理計画に

準ずる。 

13 災害廃棄物等の処理 

（▼共通対策編 第３章 第21節「災害廃棄物処理計

画」に準ずる。） 

 

地震 101 14 防疫活動 

（略） 

(１) 市 

ア～カ（略） 

キ 食品衛生監視指導の実施 

(ア) 、(イ) （略） 

(ウ) 避難所及び自主防災組織への食品取扱の衛

生指導 

ク～ケ （略） 

(２)、(３) （略） 

14 防疫活動 

（略） 

(１) 市 

ア～カ（略） 

キ 食品衛生監視指導の実施 

(ア) 、(イ) （略） 

(ウ) 避難所及び自主防災組織への食品取扱いの

衛生指導 

ク～ケ （略） 

(２)、(３) （略） 

 

地震 102 15 遺体の捜索及び措置 

「一般対策編」第３章第23節 遺体の捜索及び措置埋

葬計画に準ずる。 

15 遺体の捜索及び措置 

（▼共通対策編 第３章 第23節「遺体の捜索及び措

置埋葬計画」に準ずる。） 

 

地震 102 16 障害物の除去 

市長は、県知事の委任を受けて、災害救助法に基づ

き、災害により土石等が居室等日常生活に欠くことので

きない部分又は玄関等に運び込まれているため一時的に

居住することができない状態にあり、かつ自己の資力で

は住宅又はその周辺に運ばれた障害物除去を行うことが

できない世帯を対象に実施する。 

(１) 災害救助法に基づく障害物除去の実施 

応急的な除去は、次の方針に基づき生活上欠くこ

16 障害物の除去 

（▼共通対策編 第３章 第24節「障害物の除去」に

準ずる。） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

とのできない場所を対象として実施する。 

ア 障害物除去の対象については、居室、台所、玄

関、便所等の日常生活に必要な最小限度の部分と

し、現物をもって行う。 

イ 一世帯あたりの費用については、原則として災

害救助法施行規則（昭和 38年静岡県規則第 25号）

による。 

ウ 障害物除去の期間については、原則として災害

発生の日から 10日以内に完了する。 

(２) 災害の拡大と二次災害の防止活動 

災害時に、適切な管理のなされていない空家等に

対し、緊急に安全を確保するための必要最小限の措

置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれの

ある部分や、応急措置の支障となる空家等の全部又

は一部の除却等の措置を行うものとする。 

地震 103 17 応急仮設住宅等 

(１) 基本方針 

応急仮設住宅の供与は、災害により家屋に被害を

受け、自己の資力では住宅を確保できない被災者の

暫定的な居住の安定を図ることを目的とし、災害救

助法に基づき県がその事務を行うこととなってい

る。 

その際早急に応急仮設住宅等を供与できるよう、

本市におけるその基本的な応急対策を明確にしてお

くものである。 

応急的な住まいを確保するに当たっては、既存住

17 応急仮設住宅等 

（▼共通対策編 第３章 第17節「応急仮設住宅等」

に準ずる。） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

宅ストックの活用を重視することとし、相談体制の

整備、修理業者の周知等の支援による応急修理の推

進、公営住宅等の既存ストックの一時提供及び賃貸

型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住まい

を早期に確保するものとする。また、地域に十分な

既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応

急住宅を速やかに設置し、被災者の応急的な住まい

を早期に確保するものとする。応急仮設住宅等を供

与する場合には、二次災害に十分配慮するものとす

る。 

(２) 応急仮設住宅の概要 

ア 一戸あたりの建築面積及び費用については、原

則として災害救助法施行規則（昭和 38 年静岡県規

則第 25号）による。 

イ 高齢者や障がいのある人等に配慮した福祉仮設

住宅や、戸数に応じた集会所の設置も可能であ

る。 

ウ 着工については、原則として災害発生の日から

20日以内とする。 

エ 供与の期間は、原則として完成の日から2年以内

とする。 

オ 賃貸住宅の居室を仮設住宅として借上げること

も可能である。 

(３) 本市が実施する事務 

建設用地の確保、必要な住宅戸数及び住戸タイプ

の決定、工事中の現場監理、入居管理事務等の事務
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を実施する。 

地震 103 18 住宅の応急修理 

(１) 基本方針 

住宅の応急修理は、住宅が半壊、半焼し、又は半

壊に準じる程度の損傷を受け、かつ自己の資力では

住宅の応急修理を行うことができない世帯を対象

に、災害救助法に基づき、県知事の委任を受けて、

市長が実施する。 

(２) 災害救助法に基づく応急修理の実施 

県の補助として、次の方針に基づき、必要な住宅

の応急修理を実施する。 

ア 応急修理の対象については、屋根、居室、台

所、便所等の日常生活に必要な最小限度の部分と

し、現物をもって行う。 

イ 一世帯あたりの費用については、原則として災

害救助法施行規則（昭和 38年静岡県規則第 25号）

による。 

ウ 応急修理の期間については、原則として災害発

生の日から１か月以内に完了する。 

18 住宅の応急修理 

（▼共通対策編 第３章 第18節「住宅の応急修理」

に準ずる。） 

 

 

地震 104 19 賃金職員の雇用計画 

(１) 賃金職員の雇用 

賃金職員の雇用は原則として現地で行う。ただ

し、災害救助法に基づく雇用については、知事の許

可を得るものとする。 

(２) 災害救助法に基づく雇用内容 

ア 医療及び助産における移送 

19 賃金職員の雇用計画 

（▼共通対策編 第３章 第33節「賃金職員の雇用計

画」に準ずる。） 
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イ 被災者救出のための要員 

ウ 飲料水供給及び浄化薬品配布のための要員 

エ 遺体の捜索及び遺体の洗浄等のための要員 

オ 緊急物資の整理、輸送及び配布のための要員 

カ その他災害救助法の規定による。 

(３) 雇用の期間 

救助の種目ごとに定められている期間とする。 

(４) 知事への応援要請 

市長は、災害応急対策実施にあたり必要と認める

ときは、知事に対し賃金職員のあっせんを要請する

ものとする。 

地震 137 20 帰宅困難者への対応 

(１) 市は「むやみに移動を開始しない」という基本原

則を広報等で周知するほか、民間事業者との協力に

よる一斉徒歩帰宅の抑制対策を進めるものとする。 

(２) 都市部において帰宅困難者が大量に発生すること

が予想される場合は、帰宅困難者に対する一時滞在

施設等の確保対策等の検討を進めるものとする。 

20 帰宅困難者への対応 

・市は「むやみに移動を開始しない」という基本原則を

広報等で周知するほか、民間事業者との協力による一

斉徒歩帰宅の抑制対策を進める。 

・都市部において帰宅困難者が大量に発生することが予

想される場合は、帰宅困難者に対する一時滞在施設等

の確保対策等の検討を進める。 

 

地震 104 第 11節 災害ボランティア活動の支援 

[市民、観光] 

第 11節 災害ボランティア活動の支援 

 

 

地震 104 １ 基本方針 

市は、(福)静岡市社会福祉協議会及び災害ボランティ

アコーディネーター等と協力し、災害ボランティアの能

力が最大限に発揮され、被災地の復興にいかされるよ

う、その自主性・主体性を尊重しつつ、活動を支援す

（▼共通対策編 第３章 第 40 節「災害ボランティア

活動支援計画」及び第 41 節「通訳ボランティア活動支援

計画」に準ずる。） 
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る。 

県は、国及び市とともに、災害ボランティアの活動環

境として、行政、NPO、ボランティア等の三者で連携する

とともに、災害の状況やボランティアの活動状況等に関

する最新の情報を共有する場を設置するなどし、被災者

のニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有す

るものとする。 

(１) 災害ボランティア本部の設置及び運営 

市は、災害が発生し、被災者支援の必要性がある

場合には、（福）静岡市社会福祉協議会、災害ボラン

ティアコーディネーター等で構成する災害ボランテ

ィア本部開設・閉鎖等検討委員会を開催し、同委員

会で協議のうえ災害ボランティア本部を設置する。 

災害ボランティア本部は、(福)静岡市社会福祉協

議会地域福祉部長を本部長とし、（福）静岡市社会福

祉協議会職員、災害ボランティアコーディネーター

等で構成する。 

災害ボランティア本部は、災害ボランティア及び

被災者ニーズの受付、活動場所のあっせん、配置調

整、活動内容の指示等を行う災害ボランティアセン

ターを、被害の状況等に応じて適切な場所に開設し

運営する。 

市は、情報交換、協議等を行うため、必要に応じ

職員を連絡調整要員として市災害ボランティア本部

等に配置し、その活動を支援する。 

なお、災害ボランティアセンター等の開設場所
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は、原則として以下のとおりとする。 

地震 105 表５－９ 災害ボランティアセンター等の開設場所 

№ 名称 開設場所 所在地 

１ 
災害ボランティア情

報渉外センター 
中央福祉センター 

葵区城内町

１番１号 

２ 
葵地区災害ボランテ

ィアセンター 

番町市民活動セン

ター 

葵区一番町

50番地 

３ 
駿河地区災害ボラン

ティアセンター 

地域福祉共生セン

ターみなくる 

駿河区南八幡

町３番１号 

４ 
清水地区災害ボラン

ティアセンター 

清水社会福祉会館

はーとぴあ 

清水区宮代

町 1番 1号 

５ 
蒲原地区災害ボラン

ティアセンター 

蒲原白銀すこやか

センター１階 

清水区蒲原

721番地の４ 
 

  

地震 105 (２) 災害ボランティア活動に関する情報の提供 

ア 市は、ライフライン及び公共交通機関の復旧、

交通規制の状況、行政施策の動向等、災害ボラン

ティア活動に必要な情報を災害ボランティア本部

等に的確に提供する。 

イ 市は、ボランティアの宿営地に適当な場所、施

設の候補等の情報を災害ボランティア本部等に提

供する。 

(３) 災害ボランティア活動に必要な資機材の提供 

市は、災害ボランティア本部等における災害ボラ

ンティア活動に必要な各種資機材の提供に努める。 

(４) 市民活動団体への協力要請並びに受入 
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市は、災害の状況等により要員に不足を生ずると

判断したときは、関係する市民活動団体に対して協

力を要請するものとする。 

この要請のほか、その他の市民活動団体から協力

の申し入れがあった場合には、災害ボランティア本

部で受け入れるものとする。 

地震 105 ２ 外国人等への支援 

市は、要配慮者である日本語のわからない外国人にと

って特有の言語や習慣の違いによる課題に対応するた

め、市災害対策本部の設置に合わせて、災害多言語支援

センターを設置し、ボランティアの協力及び関係機関等

との連携により外国人被災者を総合的かつ計画的に支援

するための体制を整備する。 

(１) 静岡市災害多言語支援センターの設置及び運営 

市は、災害対策本部を設置した場合、一般財団法

人静岡市国際交流協会の事務局長を長とする災害多

言語支援センターを適切な場所に設置する。 

災害多言語支援センターは、外国人に関する情報

の収集、外国人向けの情報提供、通訳ボランティア

の受付、通訳ボランティアの派遣等を行う。 

市は、随時、情報交換、協議等を行うため、職員

を連絡調整要員として国際交流課内に配置し、その

活動を支援する。 

  

地震 106 表５－10 災害多言語支援センターの設置場所 

名称 設置場所 所在地 
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静岡市災害多言語支援

センター 

静岡庁舎低層棟３

階食堂 

葵区追手町５番

１号 
 

地震 106 (２) 多言語支援活動に関する情報の提供 

市は、外国人等の被災状況や避難状況を把握し、

多言語化が必要とされる情報を災害多言語支援セン

ターに的確に提供する。 

(３) 多言語支援活動に必要な資機材の提供 

市は、災害多言語支援センターの活動に必要な各

種資機材の提供に努める。 

  

地震 106 第 12節 学校における災害応急対策及び応急教育 

「一般対策編」第３章第 29節 応急教育計画に準ずる。 

 

第 12節 学校における災害応急対策及び応急教育 

（▼共通対策編 第３章 第 28 節「応急教育計画」に準ず

る。） 

 

地震 106 第 13節 被災者の生活再建等への支援 

「一般対策編」第３章第 30節 社会福祉計画に準ずる。 

 

第 13節 被災者の生活再建等への支援 

（▼共通対策編 第３章 第 29 節「社会福祉計画」に準ず

る。） 

 

地震 106 第 14節 市有施設及び設備等の対策 

[危機、総務、財政、農水、建設、消防、水道、下水] 

 

（略） 

第 14節 市有施設及び設備等の対策 

[危機、総務、総政、財政、農水、建設、消防、水道、下

水] 

（略） 

担当部局の修正 

地震 109 第 15節 防災関係機関等の講ずる災害応急対策 

[建設、水道、下水] 

（略） 

第 15節 防災関係機関等の講ずる災害応急対策 

[建設、水道、下水] 

（略） 

 

地震 109 １ 水道及び下水道 

(１) 災害の発生状況に応じて送水を停止する等必要な

１ 水道及び下水道 

（▼共通対策編 第３章 第16節「水道及び下水道対
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応急復旧を行う。 

(２) 浄水場施設に異常がないか確認し、異常が生じた

場合は、備蓄資機材を活用し必要な応急復旧を行

う。 

(３) 送・配水施設の被害状況を把握し、必要な資機材

及び車両を確保し、あらかじめ協定を締結する指定

業者に協力を求め、応急復旧工事を行う。 

(４) 避難場所、医療拠点等の防災拠点施設へ仮設配管

等による優先的な応急給水に努める。 

(５) 給水車、給水タンク等を活用し応急給水を行う。 

(６) 下水道施設の被害状況を把握し、必要な資機材及

び車両を確保し、あらかじめ協定を締結している団

体に協力を求め、応急復旧を行う。 

(７) 災害の発生状況に応じて汚水、生活雑排水を公共

下水道に流さないよう広報活動を実施する。 

(８) 避難場所、医療拠点等の防災拠点施設に至る管き

ょの優先的な応急復旧に努める。 

(９) 浄化センターに異常がないか確認し、異常が生じ

た場合は、簡易処理等の措置を講じ必要な応急復旧

を行う。 

策計画」に準ずる。） 

 

地震 110 ２ 電力（中部電力パワーグリッド株式会社静岡支社） 

(１) （略） 

(２) 電力が不足する場合は、電力広域的運営推進機関

と協調し、電力供給の確保に努めると共に、必要に

応じて他電力会社へ資機材や要員派遣等の依頼を行

う。 

２ 電力（中部電力パワーグリッド株式会社静岡支社） 

(１) （略） 

(２) 電力が不足する場合は、電力広域的運営推進機関

と協調し、電力供給の確保に努めるとともに、必要

に応じて他電力会社へ資機材や要員派遣等の依頼を

行う。 
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(３)～(４) （略） 

(５) 発電所、変電所は、ただちに各種装置及び施設を

巡回点検し、安全確保の応急措置を講ずる。 

(３)～(４) （略） 

(５) 発電所、変電所は、直ちに各種装置及び施設を巡

回点検し、安全確保の応急措置を講ずる。 

地震 110 ３～７ （略） ３～７ （略）  

地震 112 ８ 道路 

(１) 道路管理者は、他の道路管理者等その他の関係機

関と相互に連携し、道路施設の点検巡視を行い、被

害箇所を迅速に把握する。 

(２) 道路管理者は、他の道路管理者その他の関係機関

と相互に協力し、緊急輸送路の早期確保に努める。 

(３) 道路管理者は、道路の応急復旧のため建設業協会

等の協力を求め、必要な措置を講ずる。 

(４) 交通信号機が倒壊、断線等により機能を失った場

合は、最寄りの警察署に対しその旨を報告する。 

８ 道路 

（▼共通対策編 第３章 第27節「交通応急対策計

画」）に準ずる。） 

 

 

地震 112 ９ （略） ９ （略）  

地震 112 第 16節 地震防災応急計画及び対策計画を作成すべき

施設・事業所の災害応急対策 

[福祉、衛生、病院、子ども、建設、消防、水道、下水、

教育] 

（略） 

計画に定める必要のある災害応急対策の主な内容は、前２

章に定めるものの他、次のとおりとするが、平常時対策との

整合性の確保に留意する。 

第 16節 地震防災応急計画及び対策計画を作成すべき

施設・事業所の災害応急対策 

[福祉、衛生、病院、子ども、建設、消防、水道、下水、

教育] 

（略） 

計画に定める必要のある災害応急対策の主な内容は、前２

章に定めるもののほか、次のとおりとするが、平常時対策と

の整合性の確保に留意する。 

 

 （略） （略）  
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１ （略） １ （略） 

地震 113 ２ 各施設・事業所の計画において定める個別の事項 

（略） 

(１) （略） 

(２) 石油類、高圧ガス、毒物・劇物等の製造、貯蔵、

処理又は取扱いを行う施設 

火災、流出、爆発、漏洩その他周辺地域に対して

影響を与える現象の発生を防止するために必要な緊

急点検・巡視の実施、充填作業・移し替え作業等の

停止、落下・転倒その他施設の損壊防止等のために

必要な応急的保安措置を実施する。 

(３)～(６) （略） 

２ 各施設・事業所の計画において定める個別の事項 

（略） 

(１) （略） 

(２) 石油類、高圧ガス、毒物・劇物等の製造、貯蔵、

処理又は取扱いを行う施設 

火災、流出、爆発、漏えいその他周辺地域に対し

て影響を与える現象の発生を防止するために必要な

緊急点検・巡視の実施、充填作業・移し替え作業等

の停止、落下・転倒その他施設の損壊防止等のため

に必要な応急的保安措置を実施する。 

(３)～(６) （略） 

 

地震 115 第６章 復旧・復興計画 

（略） 

第６章 復旧・復興計画 

（略） 

 

地震 115 第１節 防災関係機関の活動 

[危機、総務、総政] 

（略） 

第１節 防災関係機関の活動 

[危機、総務、総政] 

（略） 

 

地震 115 １ 静岡市震災復興本部 

(１) 設置 

ア、イ （略） 

ウ 復興本部は災害対策本部と併設できる。復興本

部の運営にあたっては、災害対策本部が実施する

事務との整合性の確保に配慮するものとする。 

(２) （略） 

１ 静岡市震災復興本部 

(１) 設置 

ア、イ （略） 

ウ 復興本部は災害対策本部と併設できる。復興本

部の運営にあたっては、災害対策本部が実施する

事務との整合性の確保に配慮する。 

(２) （略） 
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 ２ （略） ２ （略）  

地震 116 ３ 市防災会議の開催等 

(１) 復興本部が設置された場合、必要に応じ防災会議

を開催し、情報の収集伝達及び復旧・復興計画に係

る連絡調整等を行う。 

(２) 招集される防災会議の委員は、復旧・復興計画の

内容に応じて防災会議の会長が必要と判断した範囲

のものとする。 

(３) 防災会議は、復興本部との調整を図るものとす

る。 

３ 市防災会議の開催等 

・復興本部が設置された場合、必要に応じ市防災会議を

開催し、情報の収集伝達及び復旧・復興計画に係る連

絡調整等を行う。 

・招集される市防災会議の委員は、復旧・復興計画の内

容に応じて市防災会議の会長が必要と判断した範囲の

ものとする。 

・市防災会議は、復興本部との調整を図る。 

 

地震 116 ４ 震災復興対策会議 

(１) （略） 

(２) 震災復興対策会議の構成及び運営は、本部運営要

領の定めるところによる。 

４ 震災復興対策会議 

(１) （略） 

(２) 構成及び運営 

震災復興対策会議の構成及び運営は、本部運営要

領の定めるところによる。 

 

 （略） （略）  

地震 116 第２節 防災関係機関の講ずる復旧・復興対策 

市長は、防災関係機関と緊密な連携のもとに、各機関が行

う復旧・復興対策の内容及び状況を把握するものとする。 

第２節 防災関係機関の講ずる復旧・復興対策 

市長は、防災関係機関と緊密な連携のもとに、各機関が行

う復旧・復興対策の内容及び状況を把握する。 

 

地震 116 １ 指定地方行政機関 

(１) 総務省東海総合通信局 

ア 災害時における電気通信及び放送の確保のため

の応急対策及び非常の場合の無線通信の監理 

イ 災害地域における電気通信施設、放送設備等の

１ 指定地方行政機関 

総務省東海総

合通信局 

(１) 災害時における電気通信及び放送の

確保のための応急対策及び非常の場合

の無線通信の監理 

(２) 災害地域における電気通信施設、放

表による整理 
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被害状況の調査 

ウ 通信インフラに支障が発生した被災地の地方公

共団体への衛星携帯電話等の災害対策用移動通信

機器、災害対策用移動電源車及び臨時災害放送局

用設備の貸与 

(２) 財務省東海財務局（静岡財務事務所） 

ア 被災者の資金の需要状況等に応じ、適当と認め

られる機関又は団体と緊密な連絡を取りつつ、民

間金融機関、保険会社及び証券会社に対して、災

害関係の融資、預貯金の払戻し、保険金の支払

い、預り金の払戻し等の業務に関し適切な措置を

講ずるよう要請 

イ 地方公共団体において、国有財産（普通財産）

を復旧・復興対策の実施の用に供するときは、当

該公共団体に対する無償貸付の適切な措置 

(３) 農林水産省関東農政局静岡県拠点 

食料需給に関する情報収集及び災害時における関

係機関、団体の被災状況の把握 

(４) 厚生労働省静岡労働局（静岡労働基準監督署） 

ア 復旧・復興事業等における労働災害防止対策の

強化 

イ 労災保険給付等に関する措置、雇用保険の失業

等給付に関する措置 

ウ 離職者の早期再就職等の促進（職業相談、雇用

維持の要請等） 

(５) 国土交通省中部地方整備局（静岡河川事務所、富

送設備等の被害状況の調査 

(３) 通信インフラに支障が発生した被災

地の地方公共団体への衛星携帯電話等

の災害対策用移動通信機器、災害対策

用移動電源車及び臨時災害放送局用設

備の貸与 

財務省東海財

務局 

（静岡財務事務

所） 

(１) 被災者の資金の需要状況等に応じ、

適当と認められる機関又は団体と緊密

な連絡を取りつつ、民間金融機関、保

険会社及び証券会社に対して、災害関

係の融資、預貯金の払戻し、保険金の

支払い、預り金の払戻し等の業務に関

し適切な措置を講ずるよう要請 

(２) 地方公共団体において、国有財産

（普通財産）を復旧・復興対策の実施

の用に供するときは、当該公共団体に

対する無償貸付の適切な措置 

農林水産省関

東農政局静岡

県拠点 

食料需給に関する情報収集及び災害時に

おける関係機関、団体の被災状況の把握 

厚生労働省静

岡労働局 

（静岡労働基準

監督署） 

(１) 復旧・復興事業等における労働災害

防止対策の強化 

(２) 労災保険給付等に関する措置、雇用

保険の失業等給付に関する措置 

(３) 離職者の早期再就職等の促進（職業

相談、雇用維持の要請等） 
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士砂防事務所、静岡国道事務所、清水港湾事務所）、

国土交通省関東地方整備局（甲府河川国道事務所） 

ア 管轄する基盤施設（河川、道路、港湾等）が被

災した場合には、被害状況と既存計画を踏まえた

上で、原状復旧か新たな機能の向上を含めた復興

を行うかを迅速に判断し、復旧・復興事業を実施

する。 

イ 復旧・復興事業の実施にあたっては、関係機関

と調整を図り実施する。 

ウ 復旧・復興事業に関する広報を実施する。 

(６) 国土地理院中部地方測量部 

ア 国土地理院が提供及び公開する防災関連情報の

活用を図る。 

イ 地理情報システムの活用を図る。 

ウ 位置に関わる情報の基盤を形成するため、必要

に応じて復旧測量等を実施する。 

(７) 気象庁東京管区気象台（静岡地方気象台） 

大津波警報・津波警報・津波注意報の通知、津波

情報、地震情報（東海地震に関連する情報を含む。）

等の発表又は通報並びに解説 

(８) 海上保安庁第三管区海上保安本部（清水海上保安

部） 

ア 船舶がふくそうすることが予想される海域にお

いて、必要に応じて船舶交通の整理・指導 

イ 広範囲かつ同時に多数の工事関係者により工事

が施工される場合は、事故防止に必要な指導 

国土交通省中

部地方整備局 

（静岡河川事務

所） 

（富士砂防事務

所） 

（静岡国道事務

所） 

（清水港湾事務

所） 

国土交通省関

東地方整備局 

（甲府河川国道

事務所） 

(１) 管轄する基盤施設（河川、道路、港

湾等）が被災した場合には、被害状況

と既存計画を踏まえた上で、原状復旧

か新たな機能の向上を含めた復興を行

うかを迅速に判断し、復旧・復興事業

を実施する。 

(２) 復旧・復興事業の実施にあたって

は、関係機関と調整を図り実施する。 

(３) 復旧・復興事業に関する広報を実施

する。 

国土地理院 中

部地方測量部 

(１) 国土地理院が提供及び公開する防災

関連情報の活用を図る。 

(２) 地理情報システムの活用を図る。 

(３) 位置に関わる情報の基盤を形成する

ため、必要に応じて復旧測量等を実施

する。 

気象庁東京管

区気象台 

（静岡地方気象

台） 

大津波警報・津波警報・津波注意報の通

知、津波情報、地震情報（東海地震に関連

する情報を含む。）等の発表又は通報並び

に解説 

海上保安庁第

三管区海上保

(１) 船舶がふくそうすることが予想され

る海域において、必要に応じて船舶交
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 安本部 

（清水海上保安

部） 

通の整理・指導 

(２) 広範囲かつ同時に多数の工事関係者

により工事が施工される場合は、事故

防止に必要な指導 
 

地震 118 ２ 指定公共機関 

(１) 日本郵便株式会社（静岡中央郵便局） 

災害の発生時又はそのおそれがある場合において

は、可能な限り窓口業務を確保する。そのため、警

察、消防、その他の関係行政機関、ライフライン事

業者、関連事業者並びに報道機関等と密接に連携

し、迅速・適切な対応に努める。また、平常時にお

いても関係機関等と連携し、災害予防に努める。 

ア 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

イ 被災者救助団体に対するお年玉葉書等寄附金の

配分 

ウ 被災者に対する郵便はがき等の無償交付 

エ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

(２) 日本赤十字社（静岡県支部） 

ア 義援金の募集・義援金配分委員会への参加 

イ 協力奉仕者の連絡調整 

(３) 日本放送協会（静岡放送局） 

ア 復旧・復興時の時節に応じ、混乱防止、民心の

安定及び復旧・復興対策に資するための有効適切

な関連番組の編成 

イ 復旧・復興状況に関する迅速かつ的確な放送の

実施 

２ 指定公共機関 

日本郵便株式

会社 

（静岡中央郵便

局） 

災害の発生時又はそのおそれがある場合

においては、可能な限り窓口業務を確保す

る。そのため、警察、消防、その他の関係

行政機関、ライフライン事業者、関連事業

者並びに報道機関等と密接に連携し、迅

速・適切な対応に努める。また、平常時に

おいても関係機関等と連携し、災害予防に

努める。 

(１) 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

(２) 被災者救助団体に対するお年玉葉書

等寄附金の配分 

(３) 被災者に対する郵便はがき等の無償

交付 

(４) 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

日本赤十字社 

（静岡県支部） 

(１) 義援金の募集・義援金配分委員会へ

の参加 

(２) 協力奉仕者の連絡調整 

日本放送協会 

（静岡放送局） 

(１) 復旧・復興時の時節に応じ、混乱防

止、民心の安定及び復旧・復興対策に

資するための有効適切な関連番組の編

表による整理 
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ウ 生活再建支援策等を広報・ＰＲする番組の的確

な放送の実施 

エ 県外疎開者を対象とした震災関連情報番組の放

送の実施 

(４) 中日本高速道路株式会社（東京支社富士・静岡・

浜松保全・サービスセンター） 

ア 管轄する基盤施設が被災した場所には、被害状

況と既存計画を踏まえた上で、現状復旧又は新た

な機能の向上を含めた復興を図っていくのかにつ

いて迅速に判断し、復旧・復興事業を実施する。 

イ 復旧・復興事業の実施にあたっては、県及び関

係市町と調整を図るとともに、必要に応じ、他の

基盤施設の管理者等とも調整を行う。 

ウ 復旧・復興事業の進捗等に関する広報を実施す

る。 

(５) 東海旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社 

災害の復旧について、応急復旧工事の終了後、速

やかに本復旧計画をたて、これを実施することとす

る。本復旧計画の実施にあたっては、被害原因の調

査分析の結果に基づく必要な改良事項を考慮して、

その適正を期することとする。 

(６) 西日本電信電話株式会社（静岡支店）、株式会社Ｎ

ＴＴドコモ東海支社（静岡支店） 

ア 施設が被災した場合には、被害状況と既存計画

を踏まえた上で、現状復旧又は新たな機能の向上

を含めた復興を図っていくかについて迅速に判断

成 

(２) 復旧・復興状況に関する迅速かつ的

確な放送の実施 

(３) 生活再建支援策等を広報・ＰＲする

番組の的確な放送の実施 

(４) 県外疎開者を対象とした震災関連情

報番組の放送の実施 

中日本高速道

路株式会社 

（東京支社 富

士・静岡・浜松

保全・サービス

センター） 

(１) 管轄する基盤施設が被災した場所に

は、被害状況と既存計画を踏まえた上

で、現状復旧又は新たな機能の向上を

含めた復興を図っていくのかについて

迅速に判断し、復旧・復興事業を実施

する。 

(２) 復旧・復興事業の実施にあたって

は、県及び関係市町と調整を図るとと

もに、必要に応じ、他の基盤施設の管

理者等とも調整を行う。 

(３) 復旧・復興事業の進捗等に関する広

報を実施する。 

東海旅客鉄道

株式会社 

日本貨物鉄道

株式会社 

災害の復旧について、応急復旧工事の終

了後、速やかに本復旧計画をたて、これを

実施することとする。本復旧計画の実施に

あたっては、被害原因の調査分析の結果に

基づく必要な改良事項を考慮して、その適

正を期することとする。 

西日本電信電 (１) 施設が被災した場合には、被害状況



令和６年度 静岡市地域防災計画（地震対策編）修正案 新旧対照表 

134 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

し、復旧・復興事業を実施する。 

イ 復旧・復興事業の実施にあたっては、県及び関

係市町と調整を図るとともに、必要に応じ、他の

基盤施設の管理者等とも調整を行う。 

ウ 復旧・復興事業の進捗等に関する広報を実施す

る。 

(７) 日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐川急便

株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社 

復旧・復興事業に関する車両の確保及び運行 

(８) 岩谷産業株式会社、アストモスエネルギー株式会

社、株式会社ジャパンガスエナジー、ＥＮＥＯＳグ

ローブ株式会社、ジクシス株式会社 

ＬＰガスタンクローリー等によるＬＰガス輸入基

地、２次基地から充填所へのＬＰガスの配送 

(９) 中部電力パワーグリッド株式会社（静岡支社） 

ア 変電所や配電施設等の設備が被災した場合に

は、被害状況と既存計画を踏まえた上で、現状復

旧又は新たな機能の向上を含めた復興を図ってい

くのかについて迅速に判断し、復旧・復興事業を

実施する。 

イ 復旧・復興事業の実施にあたっては、県及び関

係市町と調整を図るとともに、必要に応じ、他の

基盤施設の管理者等とも調整を行う。 

ウ 復旧・復興事業の進捗等に関する広報を実施す

る。 

(10) 一般社団法人日本建設業連合会中部支部、一般社

話株式会社 

（静岡支店） 

株式会社ＮＴ

Ｔドコモ東海

支社 

（静岡支店） 

と既存計画を踏まえた上で、現状復旧

又は新たな機能の向上を含めた復興を

図っていくかについて迅速に判断し、

復旧・復興事業を実施する。 

(２) 復旧・復興事業の実施にあたって

は、県及び関係市町と調整を図るとと

もに、必要に応じ、他の基盤施設の管

理者等とも調整を行う。 

(３) 復旧・復興事業の進捗等に関する広

報を実施する。 

日本通運株式

会社 

福山通運株式

会社 

佐川急便株式

会社 

ヤマト運輸株

式会社 

西濃運輸株式

会社 

復旧・復興事業に関する車両の確保及び

運行 

岩谷産業株式

会社 

アストモスエ

ネルギー株式

会社 

株式会社ジャ

ＬＰガスタンクローリー等によるＬＰガ

ス輸入基地、２次基地から充填所へのＬＰ

ガスの配送 
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団法人全国中小建設業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関する協力 

(11) 株式会社イトーヨーカ堂、イオン株式会社、ユニ

ー株式会社、株式会社セブン−イレブン・ジャパン、

株式会社ローソン、株式会社ファミリーマート、株

式会社セブン＆アイ・ホールディングス 

ア 県からの要請による災害救助の実施に必要な物

資の調達等の実施 

イ 被災地の復旧・復興を支援するため事業活動を

早期に再開する 

 

 

 

パンガスエナ

ジー 

ＥＮＥＯＳグ

ローブ株式会

社 

ジクシス株式

会社 

中部電力パワ

ーグリッド株

式会社 

（静岡支社） 

(１) 変電所や配電施設等の設備が被災し

た場合には、被害状況と既存計画を踏

まえた上で、現状復旧又は新たな機能

の向上を含めた復興を図っていくのか

について迅速に判断し、復旧・復興事

業を実施する。 

(２) 復旧・復興事業の実施にあたって

は、県及び関係市町と調整を図るとと

もに、必要に応じ、他の基盤施設の管

理者等とも調整を行う。 

(３) 復旧・復興事業の進捗等に関する広

報を実施する。 

一般社団法人

日本建設業連

合会中部支部 

一般社団法人

全国中小建設

業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関す

る協力 

株式会社イト (１) 県からの要請による災害救助の実施
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ーヨーカ堂 

イオン株式会

社 

ユニー株式会

社 

株式会社セブ

ン−イレブン・

ジャパン 

株式会社ロー

ソン 

株式会社ファ

ミリーマート 

株式会社セブ

ン＆アイ・ホ

ールディング

ス 

に必要な物資の調達等の実施 

(２) 被災地の復旧・復興を支援するため

事業活動を早期に再開する 

 

地震 119 ３ 指定地方公共機関 

(１) 土地改良区（静岡市内土地改良区） 

ア 管轄する施設（用水路、取水門、頭首工等）が

被災した場合には、被害状況と既存計画を踏まえ

た上で、現状復旧又は新たな機能の向上を含めた

復興を図っていくのかについて迅速に判断し、復

旧・復興事業を実施する。 

イ 復旧・復興事業の実施にあたっては、国・県及

び関係市町と調整を図るとともに、必要に応じ、

他の基盤施設の管理者等とも調整を行う。 

３ 指定地方公共機関 

土地改良区 

（静岡市内土地

改良区） 

(１) 管轄する施設（用水路、取水門、頭

首工等）が被災した場合には、被害状

況と既存計画を踏まえた上で、現状復

旧又は新たな機能の向上を含めた復興

を図っていくのかについて迅速に判断

し、復旧・復興事業を実施する。 

(２) 復旧・復興事業の実施にあたって

は、国・県及び関係市町と調整を図る

とともに、必要に応じ、他の基盤施設

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ウ 復旧・復興事業の進捗状況等に関する広報を実

施する。 

(２) 静岡ガス株式会社（静岡支社、東部支社） 

ア ガス管等の設備が被災した場合には、被害状況

と既存計画を踏まえた上で、現状復旧又は新たな

機能の向上を含めた復興を図っていくのかについ

て迅速に判断し、復旧・復興事業を実施する。 

イ 復旧・復興事業の実施にあたっては、県及び関

係市町と調整を図るとともに、必要に応じ、他の

基盤施設の管理者等とも調整を行う。 

ウ 復旧・復興事業の進捗等に関する広報を実施す

る。 

(３) 一般社団法人静岡県ＬＰガス協会（中部支部） 

必要に応じ代替燃料の供給に協力する。 

(４) 静岡鉄道株式会社 

ア 鉄道施設が被災した場合には、被害状況と既存

計画を踏まえた上で、現状復旧又は新たな機能の

向上を含めた復興を図っていくのかについて迅速

に判断し、復旧・復興事業を実施する。 

イ 復旧・復興事業の実施にあたっては、県及び関

係市町と調整を図るとともに、必要に応じ、他の

基盤施設の管理者等とも調整を行う。 

ウ 復旧・復興事業の進捗等に関する広報を実施す

る。 

(５) 一般社団法人静岡県トラック協会、一般社団法人

静岡県バス協会、商業組合静岡県タクシー協会 

の管理者等とも調整を行う。 

(３) 復旧・復興事業の進捗状況等に関す

る広報を実施する。 

静岡ガス株式

会社 

（静岡支社） 

（東部支社） 

(１) ガス管等の設備が被災した場合に

は、被害状況と既存計画を踏まえた上

で、現状復旧又は新たな機能の向上を

含めた復興を図っていくのかについて

迅速に判断し、復旧・復興事業を実施

する。 

(２) 復旧・復興事業の実施にあたって

は、県及び関係市町と調整を図るとと

もに、必要に応じ、他の基盤施設の管

理者等とも調整を行う。 

(３) 復旧・復興事業の進捗等に関する広

報を実施する。 

一般社団法人

静岡県ＬＰガ

ス協会 

（中部支部） 

必要に応じ代替燃料の供給に協力する。 

静岡鉄道株式

会社 

(１) 鉄道施設が被災した場合には、被害

状況と既存計画を踏まえた上で、現状

復旧又は新たな機能の向上を含めた復

興を図っていくのかについて迅速に判

断し、復旧・復興事業を実施する。 

(２) 復旧・復興事業の実施にあたって

は、県及び関係市町と調整を図るとと
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復旧・復興事業に係わる車両の確保及び運行 

(６) 民間放送機関（静岡放送株式会社、株式会社テレ

ビ静岡、株式会社静岡朝日テレビ、株式会社静岡第

一テレビ、株式会社トコちゃんねる静岡、静岡エフ

エム放送株式会社、株式会社シティエフエム静岡、

株式会社エフエムしみず） 

ア 復旧・復興時の時節に応じた混乱防止、民心の

安定及び復旧・復興対策に資するための有効適切

な関連番組の編成 

イ 復旧・復興状況に関する迅速かつ的確な放送の

実施 

ウ 生活再建支援策等を広報・ＰＲする番組の的確

な放送の実施 

エ 県外疎開者を対象とした震災関連情報番組の放

送の実施 

(７) 公益社団法人静岡県栄養士会 

ア 要配慮者等への食料品の供給に関する協力 

イ 避難所における健康相談に関する協力 

(８) 一般社団法人静岡県建設業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関する協力 

 

 

 

もに、必要に応じ、他の基盤施設の管

理者等とも調整を行う。 

(３) 復旧・復興事業の進捗等に関する広

報を実施する。 

一般社団法人

静岡県トラッ

ク協会 

一般社団法人

静岡県バス協

会 

商業組合静岡

県タクシー協

会 

復旧・復興事業に係わる車両の確保及び

運行 

民間放送機関 

（静岡放送株式

会社） 

（株式会社テレ

ビ静岡） 

（株式会社静岡

朝日テレビ） 

（株式会社静岡

第一テレビ） 

（株式会社トコ

ちゃんねる静

岡） 

（静岡エフエム

(１) 復旧・復興時の時節に応じた混乱防

止、民心の安定及び復旧・復興対策に

資するための有効適切な関連番組の編

成 

(２) 復旧・復興状況に関する迅速かつ的

確な放送の実施 

(３) 生活再建支援策等を広報・ＰＲする

番組の的確な放送の実施 

(４) 県外疎開者を対象とした震災関連情

報番組の放送の実施 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

放送株式会社） 

（株式会社シテ

ィエフエム静

岡） 

（株式会社エフ

エムしみず） 

公益社団法人

静岡県栄養士

会 

(１) 要配慮者等への食料品の供給に関す

る協力 

(２) 避難所における健康相談に関する協

力 

一般社団法人

静岡県建設業

協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関す

る協力 

 

地震 121 第３節 激甚災害の指定 

[財政] 

（略） 

１ 市長は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基

準を十分に考慮して、被害状況を調査し知事に報告す

る。 

２ 市長は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに

関係調書等を作成し県関係部局に提出しなければなら

ない。 

（移動） 共通対策編へ移動 

地震 121 第４節 震災復興計画の策定 

[危機、総政] 

（略） 

第３節 震災復興計画の策定 

[危機、総政] 

（略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

また、その際は、女性や要配慮者などの多様な主体の参画

が図られるよう努めるものとする。 

また、その際は、女性や要配慮者などの多様な主体の参画

が図られるよう努める。 

地震 121 １ 計画策定の体制 

(１) 市長は、必要があると認めたときは、計画策定本

部を設置し震災復興計画を策定する。 

(２) 計画策定本部には、関係部局長により構成する策

定委員会を置き、この下部組織として所管課長で構

成するワーキンググループ、地域ワーキンググルー

プ及び部会を設置する。 

(３) 市長は、計画の策定にあたっては、広く市民各層

や学識経験者の参画を得るものとする。 

１ 計画策定の体制 

・市長は、必要があると認めたときは、計画策定本部を

設置し震災復興計画を策定する。 

・計画策定本部には、関係部局長により構成する策定委

員会を置き、この下部組織として所管課長で構成する

ワーキンググループ、地域ワーキンググループ及び部

会を設置する。 

・市長は、計画の策定にあたっては、広く市民各層や学

識経験者の参画を得るものとする。 

 

 ２ （略） ２ （略）  

地震 122 ３ 計画の基本方針 

計画策定にあたっては、市の総合計画や都市マスター

プラン等との調整を図るものとする。 

３ 計画の基本方針 

計画策定にあたっては、市の総合計画や都市マスター

プラン等との調整を図る。 

 

地震 122 ４ 計画の公表 

計画策定後は、新聞・テレビ・ラジオ等の報道機関を

通じ速やかに公表するとともに、臨時刊行物等を配布

し、市民に周知し、被災地の復興を促進するものとす

る。 

５ （略） 

４ 計画の公表 

計画策定後は、新聞・テレビ・ラジオ等の報道機関を

通じ速やかに公表するとともに、臨時刊行物等を配布

し、市民に周知し、被災地の復興を促進する。 

 

５ （略） 

 

 第５節 （略） 第４節 （略）  

地震 123 第６節 震災復興基金の設立 

[危機、総政] 

第５節 震災復興基金の設立 

[危機、総政] 
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（略） 

１ 市長は、復旧・復興対策を円滑に実施するため、県

の震災復興基金の設立に協力する。 

２ 市長は、基金の運用に関して、県と所要の調整を図

る。 

（略） 

・市長は、復旧・復興対策を円滑に実施するため、県の震災

復興基金の設立に協力する。 

・市長は、基金の運用に関して、県と所要の調整を図る。 

 第７節 （略） 第６節 （略）  

地震 125 第８節 都市・農山漁村の復興 

[危機、農水、都市] 

（略） 

第７節 都市・農山漁村の復興 

[危機、農水、都市] 

（略） 

 

地震 125 １ 都市・農山漁村復興計画の策定 

(１) 被災者の生活確保及び生活再建のために、これら

の活動を支える基盤施設の迅速な復興が不可欠で

ある。 

（略） 

 

(２) 都市・農山漁村の復興大針を定めた都市・農山漁

村復興計画を策定する。 

 

１ 都市・農山漁村復興計画の策定 

(１) 計画の策定 

被災者の生活確保及び生活再建のために、これら

の活動を支える基盤施設の迅速な復興が不可欠であ

る。 

（略） 

(２) 復興方針の明確化 

都市・農山漁村の復興方針を定めた都市・農山漁

村復興計画を策定する。 

 

地震 125 ２ 都市の復興 

（略） 

(１)、(２) （略） 

(３) 建築制限の実施 

ア 被害が大きく、都市計画または土地区画整理法

による土地区画整理事業による復興が望ましい区

域で、建築基準法第 84 条に基づき、建築制限の区

２ 都市の復興 

（略） 

(１)、(２) （略） 

(３) 建築制限の実施 

ア 被害が大きく、都市計画又は土地区画整理法に

よる土地区画整理事業による復興が望ましい区域

で、建築基準法第 84 条に基づき、建築制限の区域
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

域を指定する。 

(４)～(９) （略） 

を指定する。 

(４)～(９) （略） 

 ３ （略） ３ （略）  

地震 127 第９節 被災者の生活再建支援 

[危機、総務、税務、市民、区、観光、福祉、衛生、子ども、

商工、建築、会計、消防] 

（略） 

第８節 被災者の生活再建支援 

[危機、総務、税務、市民、区、観光、福祉、衛生、子ども、

商工、建築、会計、消防] 

（略） 

 

地震 127 １ 恒久住宅対策 

（略） 

(１)～(７) （略） 

(８) 地震保険の推進 

地震保険は，地震等による被災者の生活安定に寄

与することを目的とした公的保険制度であり、被災

者の住宅再建にとって有効な手段の一つであること

から、その制度の普及促進にも努めるものとする。 

１ 恒久住宅対策 

（略） 

(１)～(７) （略） 

(８) 地震保険の推進 

地震保険は、地震等による被災者の生活安定に寄

与することを目的とした公的保険制度であり、被災

者の住宅再建にとって有効な手段の一つであること

から、その制度の普及促進にも努める。 

 

地震 128 ２ 災害弔慰金等の支給 

震災により死亡した者の遺族に対し災害弔慰金を、精

神又は身体に著しい障害を受けた者に対し災害障害見舞

金を支給する。 

(１) 支給対象者の把握 

災害救助法の適用のための調査結果等を活用し、

災害弔慰金と災害障害見舞金の支給対象者を把握す

る。 

(２) 支給方法の決定及び支給 

災害弔慰金と災害障害見舞金の支給方法を定め、

２ 災害弔慰金等の支給 

（▼共通対策編 第４章 第１節「災害弔慰金等の支

給」に準ずる。） 
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災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき支給す

る。 

地震 129 ３ 被災者の支援 

市は、県と連携し、被災者が被災から速やかに生活再

建できるよう、「総合相談窓口の設置」や「被災者台帳の

整備」、「災害ケースマネジメント」の運用及び、各種被

災者支援に関する制度を運用するものとする。 

(１) 国・県への要望 

国・県に対し、国税・県税の減免や徴収猶予、社

会保険関係の特例措置の実施等を要望する。 

(２) 被災状況の把握 

災害救助法の適用のための調査結果等を活用し、

次の事項を把握し県に報告する。また、必要がある

と認めるときは、被災者支援システム等を利用し被

災者台帳を作成するとともに、災害ケースマネジメ

ント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、

関係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支

援を継続的に実施する取組）などの被災者支援の取

組を行う。 

また、被災者が自らに適した支援制度を活用して

生活再建に取り組むことができるよう、「総合相談窓

口」、「地域支え合いセンター」等の開設等、相談や

見守りの機会を提供する。 

県はこれらの体制整備及び発災時の市町の被災者支援

に関する活動を支援する。 

被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者

３ 被災者の支援 

（▼共通対策編 第４章 第２節「被災者の支援」に

準ずる。） 
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台帳の作成にデジタル技術を積極的に活用するもの

とする。 

【県への報告】 

ア 死亡者数 

イ 負傷者数 

ウ 全壊・半壊住宅数 等 

【被災者台帳】 

ア 氏名、生年月日、性別 

イ 住所又は居所 

ウ 住家の被害その他市長が定める種類の被害の状

況 

エ 援護の実施の状況 

オ 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に

該当する事由 等 

(３) 罹災証明書の発行 

ア 罹災証明書発行窓口を設置し、被災状況調査を

基に希望者に罹災証明書を発行する。 

イ 罹災調査窓口を設置し、再調査の希望に対応す

る。 

(４) 災害援護資金の貸付け 

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、被災

世帯を対象に災害援護資金の貸付を行う。 

(５) 被災者（自立）生活再建支援金の申請受付け等 

被災者に対する制度の説明、必要書類の発行、被

災者からの申請書類の確認等必要な業務を行うとと

もに、被災者生活再建支援法人により委託された事
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務を迅速に実施する。 

(６) 義援金の募集等 

ア 市への義援金を受け付けるために、市役所等に

受付窓口を設置するとともに、銀行口座を開設す

る。 

イ 県が設置する義援金募集・配分委員会（仮称）

に参加する。 

(７) 租税の減免等 

地方税法及び条例に基づき、市税の減免及び徴収

猶予、申告等の期限の延長等の適切な措置を行う。 

地震 130 ４ 雇用対策 

（略） 

(１) （略） 

(２) 離職者に対する生活支援の実施 

雇用保険給付対象者の拡大、給付日数の延長及び

手続きの弾力的措置の実施等を国に要望する。 

(３) （略） 

４ 雇用対策 

（略） 

(１) （略） 

(２) 離職者に対する生活支援の実施 

雇用保険給付対象者の拡大、給付日数の延長及び

手続の弾力的措置の実施等を国に要望する。 

(３) （略） 

 

地震 130 ５ 要配慮者の支援 

高齢者や障がいのある人等のいわゆる要配慮者は、震

災による生活環境の変化等に対応することが一般の被災

者よりも困難であることから、速やかに安定した生活を

回復できるよう積極的な支援を行う。 

また、生活環境の変化や心理的不安等の理由から身体

的及び精神的に変調をきたした被災者が、震災から早期

に立ち直れるよう精神的支援を実施する。 

(１) 民間社会福祉施設の再建支援 

５ 要配慮者の支援 

（▼共通対策編 第４章 第３節「要配慮者の支援」

に準ずる。） 
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社会福祉法人の設置する施設等の民間社会福祉施

設の再建を支援する。 

(２) 心のケアの実施 

精神相談窓口を開設するとともに巡回相談を実施

し、被災住民に対する相談体制を確立する。 

(３) 被災状況の把握 

災害救助法の適用のための調査結果等を活用し、

次の事項を把握し県に報告する。また、情報が不足

している地域には補足調査を行う。 

ア 要配慮者の被災状況及び生活実態 

イ 被災地内外の社会福祉施設の被災状況及び再開

状況 

(４) 一時入所の実施 

震災により新たに社会福祉施設への入所が必要と

なった要配慮者に対し、市有施設への一時入所を実

施する。 

(５) 福祉サービスの拡充 

ア 定員以上の入所者及び通所者を受け入れている

市有の入所・通所施設を対象に、人員の確保や必

要となる設備の導入を行うとともに、民間の施設

を対象に支援を行う。 

イ 緊急通報システムの整備、巡回の実施といった

在宅福祉サービスの充実を図る。 

ウ 被災児童等については、学校巡回相談等を実施

するとともに、児童相談所等の専門相談所を設置

する。 
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(６) 健康管理の実施 

応急住宅に居住する被災住民に対する健康管理体

制を確立するとともに、健康調査、健康相談、栄養

相談等を実施する。 

 ６、７ （略） ６、７ （略）  

地震 132 第 10節 地域経済復興支援 

[危機、商工、農水] 

（略） 

第９節 地域経済復興支援 

[危機、商工、農水] 

（略） 

 

地震 133 ２ 中小企業を対象とした支援 

（略） 

(１)～(５) （略） 

(６) 金融機関等への協力の要請 

中小企業を対象とする資金貸付手続きの簡易・迅

速化・既借入金の償還条件の緩和及び貸付金利の低

減等の特例措置を信用保証協会や金融機関等に要請

し協力を求める。 

(７)、(８) （略） 

２ 中小企業を対象とした支援 

（略） 

(１)～(５) （略） 

(６) 金融機関等への協力の要請 

中小企業を対象とする資金貸付手続の簡易・迅速

化・既借入金の償還条件の緩和及び貸付金利の低減

等の特例措置を信用保証協会や金融機関等に要請し

協力を求める。 

(７)、(８) （略） 

 

地震 134 ３ 農林漁業者を対象とした支援 

（略） 

(１)～(５) （略） 

(６) 金融機関への協力の要請 

資金貸付手続きの簡易・迅速化・既借入金の償還

条件の緩和・貸付金利の低減等の農林漁業者を対象

とした特例措置を(株)日本政策金融公庫、融資機関

等に要請し協力を求める。 

３ 農林漁業者を対象とした支援 

（略） 

(１)～(５) （略） 

(６) 金融機関への協力の要請 

資金貸付手続の簡易・迅速化・既借入金の償還条

件の緩和・貸付金利の低減等の農林漁業者を対象と

した特例措置を(株)日本政策金融公庫、融資機関等

に要請し協力を求める。 
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 ４ （略） ４ （略）  

地震 142 別紙 東海地震に関連する情報及び警戒宣言

に係る応急対策 

 

（略） 

東海地震注意情報の発表により政府が準備行動の開始を決

定した時（以下「東海地震注意情報発表時」という。）から警

戒宣言が発令されるまでの間又は東海地震注意情報が解除さ

れるまでの間並びに警戒宣言が発せられてから東海地震が発

生するまでの間又は警戒解除宣言が出されるまでの間におい

て市、防災関係機関並びに市民等が実施する応急対策につい

て定める。 

なお、東海地震注意情報は、観測された現象が東海地震の

前兆現象である可能性が高まった場合に発表される情報であ

るが、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言の発令に

ただちにつながるものではなく、また、東海地震注意情報が

解除されることも想定されていることから、この段階での応

急対策は､必要な職員の参集等防災体制の確保、市民等への迅

速・正確な情報伝達、広報の実施、社会的混乱防止のための

措置、警戒宣言発令時の地震防災応急対策のうち、生徒等の

帰宅や要配慮者の避難等の時間を要する応急対策の準備行動

等とし、その実施にあたって、市はできる限り市民等の日常

の社会生活や経済活動が維持・継続できるよう、社会、経済

的影響等について配慮するものとする。 

また、地震防災応急対策については、警戒宣言が発せられ

る時期や東海地震予知情報等の内容に応じて対策の進め方が

別紙 東海地震に関連する情報及び警戒宣言

に係る応急対策 

 

（略） 

・東海地震注意情報の発表により政府が準備行動の開始を決

定したとき（以下「東海地震注意情報発表時」という。）か

ら警戒宣言が発令されるまでの間又は東海地震注意情報が

解除されるまでの間並びに警戒宣言が発せられてから東海

地震が発生するまでの間又は警戒解除宣言が出されるまで

の間において市、防災関係機関並びに市民等が実施する応

急対策について定める。 

・東海地震注意情報は、観測された現象が東海地震の前兆現

象である可能性が高まった場合に発表される情報である

が、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言の発令に

直ちにつながるものではなく、また、東海地震注意情報が

解除されることも想定されていることから、この段階での

応急対策は､必要な職員の参集等防災体制の確保、市民等へ

の迅速・正確な情報伝達、広報の実施、社会的混乱防止の

ための措置、警戒宣言発令時の地震防災応急対策のうち、

生徒等の帰宅や要配慮者の避難等の時間を要する応急対策

の準備行動等とし、その実施にあたって、市はできる限り

市民等の日常の社会生活や経済活動が維持・継続できるよ

う、社会、経済的影響等について配慮する。 

・地震防災応急対策については、警戒宣言が発せられる時期

や東海地震予知情報等の内容に応じて対策の進め方が異な

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（地震対策編）修正案 新旧対照表 

149 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

異なる場合があるので、これらの事情を考慮して対策を定め

る。 

る場合があるので、これらの事情を考慮して対策を定め

る。 

地震 142 第１節 組織計画 

[危機、区、消防] 

（略） 

第１節 組織計画 

[危機、区、消防] 

（略） 

 

地震 142 １～３ （略） １～３ （略）  

地震 143 ４ 警戒本部の組織及び所掌事務 

（略） 

(１) （略） 

(２) 所掌事務 

（略） 

ア～キ （略） 

ク 活動拠点の施設管理者に対する開錠等の依頼及

び自衛隊の先遣部隊の受入 

ケ～ス （略） 

(３)～(６) （略） 

(７) 静岡県石油コンビナート等防災本部現地本部 

市は、東海地震注意情報発表時及び警戒宣言が発

令された場合は、静岡県石油コンビナート等防災計

画に従い、おおむね次の措置を講ずるものとする。 

ア、イ （略） 

ウ 現地防災本部の開設準備または開設 

エ （略） 

４ 警戒本部の組織及び所掌事務 

（略） 

(１)（略） 

(２) 所掌事務 

（略） 

ア～キ （略） 

ク 活動拠点の施設管理者に対する開錠等の依頼及

び自衛隊の先遣部隊の受入れ 

ケ～ス （略） 

(３)～(６) （略） 

(７) 静岡県石油コンビナート等防災本部現地本部 

市は、東海地震注意情報発表時及び警戒宣言が発

令された場合は、静岡県石油コンビナート等防災計

画に従い、おおむね次の措置を講ずる。 

ア、イ （略） 

ウ 現地防災本部の開設準備又は開設 

エ （略） 

 

地震 145 ５ 防災関係機関の所掌事務 

(１) 東海地震注意情報発表時 

５ 防災関係機関の所掌事務 

【東海地震注意情報発表時】 
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（略） 

ア 東海地震注意情報その他防災上必要な情報の収

集・伝達及び県や市との情報の共有化 

イ 利用者に対する東海地震注意情報の伝達及び応

急対策上必要な事項等の広報 

ウ 備蓄物資、資機材等の確認・点検、施設等の点

検及び必要に応じて安全措置の実施 

エ 利用者等の社会的混乱を防止する活動 

オ 県及び市が実施する応急対策の連絡調整 

カ 東海地震応急対策活動要領等に基づく広域的な

応援の受入れ準備 

キ その他地震防災応急対策の円滑な実施のための

準備 

(２) 警戒宣言発令時 

防災関係機関は、地震防災応急対策として、おお

むね次の措置を講ずるものとする。 

（略） 

(１) 東海地震注意情報その他防災上必要な情報の収

集・伝達及び県や市との情報の共有化 

(２) 利用者に対する東海地震注意情報の伝達及び応急

対策上必要な事項等の広報 

(３) 備蓄物資、資機材等の確認・点検、施設等の点検

及び必要に応じて安全措置の実施 

(４) 利用者等の社会的混乱を防止する活動 

(５) 県及び市が実施する応急対策の連絡調整 

(６) 東海地震応急対策活動要領等に基づく広域的な応

援の受入れ準備 

(７) その他地震防災応急対策の円滑な実施のための準

備 

【警戒宣言発令時】 

防災関係機関は、地震防災応急対策として、おおむね

次の措置を講ずるものとする。 

地震 146 ア 指定地方行政機関 

(ア) 総務省東海総合通信局 

災害時に備えての電気通信施設（有線電気

通信施設及び無線通信施設）の整備のための

調整及び電波の監理 

(イ) 財務省東海財務局（静岡財務事務所） 

金融業務の円滑な遂行の確保を図るための

準備 

(ウ) 農林水産省関東農政局静岡県拠点 

食料需給に関する情報収集及び災害時にお

(１) 指定地方行政機関 

総務省東海総

合通信局 

災害時に備えての電気通信施設（有線電

気通信施設及び無線通信施設）の整備のた

めの調整及び電波の監理 

財務省東海財

務局 

（静岡財務事務

所） 

金融業務の円滑な遂行の確保を図るため

の準備 

農林水産省関 食料需給に関する情報収集及び災害時に

表による整理 
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ける関係機関、団体の被災状況の把握 

(エ) 国土交通省中部地方整備局（静岡国道事務

所、富士砂防事務所、静岡河川事務所、清水

港湾事務所）、国土交通省関東地方整備局（甲

府河川国道事務所） 

ａ 施設対策等 

① 河川管理施設等の対策等 

② 道路施設対策等 

③ 港湾施設対策等 

④ 営繕施設対策等 

⑤ 電気通信施設等対策等 

ｂ 災害対策用建設機械等の出動及び管理

（静岡国道事務所・静岡河川事務所） 

ｃ 他機関との協力 

ｄ 広報 

(オ) 国土交通省中部運輸局（静岡運輸支局） 

ａ 鉄道事業者に対し、最寄駅等で停車した

列車乗客の安全な避難誘導の指導 

ｂ 運輸関係等業者に対し、迅速・正確な情

報の伝達 

ｃ 緊急輸送に必要なトラック・バス等の車

両及び船舶の配置の要請 

ｄ 海上保安部と協力して海運事業者の応急

措置の実施指導 

(カ) 国土地理院中部地方測量部 

関係機関と更なる情報の共有を図り、密接

東農政局静岡

県拠点 

おける関係機関、団体の被災状況の把握 

国土交通省中

部地方整備局 

（静岡国道事務

所） 

（富士砂防事務

所） 

（静岡河川事務

所） 

（清水港湾事務

所） 

国土交通省関

東地方整備局 

（甲府河川国道

事務所） 

ア 施設対策等 

① 河川管理施設等の対策等 

② 道路施設対策等 

③ 港湾施設対策等 

④ 営繕施設対策等 

⑤ 電気通信施設等対策等 

イ 災害対策用建設機械等の出動及び管理

（静岡国道事務所・静岡河川事務所） 

ウ 他機関との協力 

エ 広報 

国土交通省中

部運輸局 

（静岡運輸支

局） 

ア 鉄道事業者に対し、最寄駅等で停車し

た列車乗客の安全な避難誘導の指導 

イ 運輸関係等業者に対し、迅速・正確な

情報の伝達 

ウ 緊急輸送に必要なトラック・バス等の

車両及び船舶の配置の要請 

エ 海上保安部と協力して海運事業者の応

急措置の実施指導 

国土地理院 中

部地方測量部 

関係機関と更なる情報の共有を図り、密

接な連携をとりながら、全力をあげて実態
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な連携をとりながら、全力をあげて実態に即

応した効果的な措置を図る。 

(キ) 気象庁東京管区気象台（静岡地方気象台） 

ａ 県知事に対する東海地震予知情報の通報 

ｂ 東海地震予知情報等の照会に対する応答

と解説 

ｃ 異常現象に関する情報が市長から通報さ

れた場合、すみやかに気象庁本庁に報告

し、適切な措置を講ずること 

(ク) 海上保安庁第三管区海上保安本部（清水海

上保安部） 

ａ 港内在泊船舶に対する東海地震予知情報

及び警戒宣言発令の伝達 

ｂ 湾内における船舶交通の入港制限、禁止 

ｃ マリンレジャー等を行っている者に対す

る情報伝達 

ｄ 海上における治安の維持、海上交通の安

全確保 

ｅ 中部運輸局と協力して海運事業者の応急

措置の実施指導 

に即応した効果的な措置を図る。 

気象庁東京管

区気象台 

（静岡地方気象

台） 

ア 県知事に対する東海地震予知情報の通

報 

イ 東海地震予知情報等の照会に対する応

答と解説 

ウ 異常現象に関する情報が市長から通報

された場合、すみやかに気象庁本庁に

報告し、適切な措置を講ずること 

海上保安庁第

三管区海上保

安本部 

（清水海上保安

部） 

ア 港内在泊船舶に対する東海地震予知情

報及び警戒宣言発令の伝達 

イ 湾内における船舶交通の入港制限、禁

止 

ウ マリンレジャー等を行っている者に対

する情報伝達 

エ 海上における治安の維持、海上交通の

安全確保 

オ 中部運輸局と協力して海運事業者の応

急措置の実施指導 
 

地震 147 イ 指定公共機関 

(ア) 日本郵便株式会社（静岡中央郵便局） 

ａ 利用者に対する警戒宣言の伝達及び避難

誘導 

ｂ 郵便業務の取り扱いを一時停止する旨の

広報 

(２) 指定公共機関 

日本郵便株式

会社 

（静岡中央郵便

局） 

ア 利用者に対する警戒宣言の伝達及び避

難誘導 

イ 郵便業務の取扱いを一時停止する旨の

広報 

ウ 郵便物等の被災防止 

表による整理 
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ｃ 郵便物等の被災防止 

ｄ 郵便局における窓口業務等の取り扱いを

一時停止する旨の広報 

ｅ 施設等の被災防止 

(イ) 日本赤十字社（静岡県支部） 

ａ 医療、助産、こころのケア及び遺体措置

に関すること 

ｂ 血液製剤の確保及び供給のための措置 

ｃ 被災者に対する救援物資の配布 

ｄ 義援金の募集 

ｅ 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

ｆ その他必要な事項 

(ウ) 日本放送協会（静岡放送局） 

ａ 地震に関する情報の迅速な伝達 

ｂ 県及び防災関係機関の依頼によるテレビ

又はラジオによる防災放送 

(エ) 中日本高速道路株式会社（東京支社富士・

静岡・浜松保全・サービスセンター） 

ａ 警戒宣言等の伝達 

ｂ 地震発生後に備えた資機材、人員等の配

備手配 

ｃ 交通対策 

ｄ 緊急点検 

(オ) 東海旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式

会社 

ａ 列車の運行状況、旅客の避難実施状況等

エ 郵便局における窓口業務等の取扱いを

一時停止する旨の広報 

オ 施設等の被災防止 

日本赤十字社 

（静岡県支部） 

ア 医療、助産、こころのケア及び遺体措

置に関すること 

イ 血液製剤の確保及び供給のための措置 

ウ 被災者に対する救援物資の配布 

エ 義援金の募集 

オ 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

カ その他必要な事項 

日本放送協会 

（静岡放送局） 

ア 地震に関する情報の迅速な伝達 

イ 県及び防災関係機関の依頼によるテレ

ビ又はラジオによる防災放送 

中日本高速道

路株式会社 

（東京支社 富

士・静岡・浜松

保全・サービス

センター） 

ア 警戒宣言等の伝達 

イ 地震発生後に備えた資機材、人員等の

配備手配 

ウ 交通対策 

エ 緊急点検 

東海旅客鉄道

株式会社 

日本貨物鉄道

株式会社 

ア 列車の運行状況、旅客の避難実施状況

等の広報 

イ 列車の運転規制 

ウ 旅客の避難及び救護 

エ 発災後に備えた資機材、人員等の配備

手配 
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の広報 

ｂ 列車の運転規制 

ｃ 旅客の避難及び救護 

ｄ 発災後に備えた資機材、人員等の配備手

配 

(カ) 西日本電信電話株式会社（静岡支店）、株式

会社ＮＴＴドコモ東海支社（静岡支店） 

ａ 通信の異常ふくそうが起きないよう広報

の実施 

ｂ 防災関係機関の重要通信の優先接続 

ｃ 地震発生後に備えた資機材、人員の確保

及び配置 

(キ) 岩谷産業株式会社、アストモスエネルギー

株式会社、株式会社ジャパンガスエナジー、

ＥＮＥＯＳグローブ株式会社、ジクシス株式

会社 

ＬＰガスタンクローリー等によるＬＰガス

輸入基地、２次基地から充填所へのＬＰガス

の配送 

(ク) 日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐

川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃

運輸株式会社 

防災関係機関の要請に基づく緊急輸送の確

保 

(ケ) 中部電力パワーグリッド株式会社（静岡支

社） 

西日本電信電

話株式会社 

（静岡支店） 

株式会社ＮＴ

Ｔドコモ東海

支社 

（静岡支店） 

ア 通信の異常ふくそうが起きないよう広

報の実施 

イ 防災関係機関の重要通信の優先接続 

ウ 地震発生後に備えた資機材、人員の確

保及び配置 

岩谷産業株式

会社 

アストモスエ

ネルギー株式

会社 

株式会社ジャ

パンガスエナ

ジー 

ＥＮＥＯＳグ

ローブ株式会

社 

ジクシス株式

会社 

ＬＰガスタンクローリー等によるＬＰガ

ス輸入基地、２次基地から充填所へのＬＰ

ガスの配送 

日本通運株式

会社 

福山通運株式

会社 

佐川急便株式

会社 

防災関係機関の要請に基づく緊急輸送の

確保 
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ａ 支社及び各事業場等に地震災害警戒本部

（非常災害対策本部）の設置 

ｂ 動員体制を確立するとともに、状況に応

じ他支社並びに協力会社等に対し動員準備

を要請 

ｃ 地震防災応急措置の実施状況を支社で掌

握し対策を促進 

ｄ 電気による災害の予防広報の実施 

ｅ 電力施設について、必要に応じ特別巡

視、点検、応急安全措置等の実施 

ｆ 工具、車両、発電機車、変圧器車並びに

食料等を整備確認して緊急出動に備えると

ともに、手持資機材の数量の確認及び緊急

確保 

(コ) ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社 

重要な通信を確保するために必要な措置の

実施 

(サ) 一般社団法人日本建設業連合会中部支部、

一般社団法人全国中小建設業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関する

協力 

(シ) 株式会社イトーヨーカ堂、イオン株式会

社、ユニー株式会社、株式会社セブン−イレブ

ン・ジャパン、株式会社ローソン、株式会社

ファミリーマート、株式会社セブン＆アイ・

ホールディングス 

ヤマト運輸株

式会社 

西濃運輸株式

会社 

中部電力パワ

ーグリッド株

式会社 

（静岡支社） 

ア 支社及び各事業場等に地震災害警戒本

部（非常災害対策本部）の設置 

イ 動員体制を確立するとともに、状況に

応じ他支社並びに協力会社等に対し動

員準備を要請 

ウ 地震防災応急措置の実施状況を支社で

掌握し対策を促進 

エ 電気による災害の予防広報の実施 

オ 電力施設について、必要に応じ特別巡

視、点検、応急安全措置等の実施 

カ 工具、車両、発電機車、変圧器車並び

に食料等を整備確認して緊急出動に備

えるとともに、手持資機材の数量の確

認及び緊急確保 

ＫＤＤＩ株式

会社 

ソフトバンク

株式会社 

重要な通信を確保するために必要な措置

の実施 

一般社団法人

日本建設業連

合会中部支部 

一般社団法人

公共土木施設の被害調査及び復旧に関す

る協力 
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ａ 県からの要請による災害救助の実施に必

要な物資の調達等の実施 

ｂ 被災地の復旧・復興を支援するため事業

活動を早期に再開する 

 

全国中小建設

業協会 

株式会社イト

ーヨーカ堂 

イオン株式会

社 

ユニー株式会

社 

株式会社セブ

ン−イレブン・

ジャパン 

株式会社ロー

ソン 

株式会社ファ

ミリーマート 

株式会社セブ

ン＆アイ・ホ

ールディング

ス 

ア 県からの要請による災害救助の実施に

必要な物資の調達等の実施 

イ 被災地の復旧・復興を支援するため事

業活動を早期に再開する 

 

地震 148 ウ 指定地方公共機関 

(ア) 土地改良区（静岡市内土地改良区） 

ａ 地震発生に備えた資機材、人員等の配置

の手配 

ｂ 緊急点検 

(イ) 静岡ガス株式会社（静岡支社、富士支社） 

ａ 需要家に対する都市ガスによる災害予防

(３) 指定地方公共機関 

土地改良区 

（静岡市内土地

改良区） 

ア 地震発生に備えた資機材、人員等の配

置の手配 

イ 緊急点検 

静岡ガス株式

会社 

ア 需要家に対する都市ガスによる災害予

防広報 

表による整理 
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広報 

ｂ 施設の点検等の災害予防措置 

(ウ) 一般社団法人静岡県ＬＰガス協会（中部支

部） 

ａ 需要家に対するＬＰガスによる災害の予

防の広報 

ｂ 協会加盟事業所による施設及び設備の点

検等の災害予防措置 

(エ) 静岡鉄道株式会社 

ａ 東海地震予知情報、警戒宣言の伝達 

ｂ 列車の運転規制 

ｃ 列車の運行状況、旅客の避難状況等の広

報 

ｄ 発災後に備えた資機材、人員等の手配 

(オ) 一般社団法人静岡県トラック協会、一般社

団法人静岡県バス協会、商業組合静岡県タク

シー協会 

防災関係機関の要請に基づく、協会加盟事

業所からの緊急輸送車両の確保 

(カ) 民間放送機関（静岡放送株式会社、株式会

社テレビ静岡、株式会社静岡朝日テレビ、株

式会社静岡第一テレビ、株式会社トコちゃん

ねる静岡、静岡エフエム放送株式会社、株式

会社シティエフエム静岡、株式会社エフエム

しみず） 

ａ 報道特別番組の編成 

（静岡支社） 

（富士支社） 

イ 施設の点検等の災害予防措置 

一般社団法人

静岡県ＬＰガ

ス協会 

（中部支部） 

ア 需要家に対するＬＰガスによる災害の

予防の広報 

イ 協会加盟事業所による施設及び設備の

点検等の災害予防措置 

静岡鉄道株式

会社 

ア 東海地震予知情報、警戒宣言の伝達 

イ 列車の運転規制 

ウ 列車の運行状況、旅客の避難状況等の

広報 

エ 発災後に備えた資機材、人員等の手配 

一般社団法人

静岡県トラッ

ク協会 

一般社団法人

静岡県バス協

会 

商業組合静岡

県タクシー協

会 

防災関係機関の要請に基づく、協会加盟

事業所からの緊急輸送車両の確保 

民間放送機関 

（静岡放送株式

会社） 

（株式会社テレ

ビ静岡） 

ア 報道特別番組の編成 

イ 東海地震予知情報、国、県、市、防災

関係機関等の地震防災応急対策実施状

況の放送 

ウ 知事・市長の呼びかけ、県内各地の状
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ｂ 東海地震予知情報、国、県、市、防災関

係機関等の地震防災応急対策実施状況の放

送 

ｃ 知事・市長の呼びかけ、県内各地の状

況、防災措置の状況等の放送 

(キ) 一般社団法人静岡県医師会（一般社団法人

静岡市静岡医師会、一般社団法人静岡市清水

医師会、一般社団法人庵原医師会）、一般社団

法人静岡県歯科医師会（一般社団法人静岡市

静岡歯科医師会、一般社団法人静岡市清水歯

科医師会）、公益社団法人静岡県看護協会（公

益社団法人静岡県看護協会静岡地区支部）、公

益社団法人静岡県病院協会、公益社団法人静

岡県薬剤師会（一般社団法人静岡市薬剤師

会、清水薬剤師会） 

ａ 救護所等への医療従事者の派遣又は派遣

準備 

ｂ 救護班の派遣又は派遣準備 

 

 

（株式会社静岡

朝日テレビ） 

（株式会社静岡

第一テレビ） 

（株式会社トコ

ちゃんねる静

岡） 

（静岡エフエム

放送株式会社） 

（株式会社シテ

ィエフエム静

岡） 

（株式会社エフ

エムしみず） 

況、防災措置の状況等の放送 

一般社団法人

静岡県医師会 

（一般社団法人

静岡市静岡医師

会） 

（一般社団法人

静岡市清水医師

会） 

（一般社団法人

庵原医師会） 

一般社団法人

静岡県歯科医

ア 救護所等への医療従事者の派遣又は派

遣準備 

イ 救護班の派遣又は派遣準備 
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師会 

（一般社団法人

静岡市静岡歯科

医師会） 

（一般社団法人

静岡市清水歯科

医師会） 

公益社団法人

静岡県看護協

会 

（公益社団法人

静岡県看護協会

静岡地区支部） 

公益社団法人

静岡県病院協

会 

公益社団法人

静岡県薬剤師

会 

（一般社団法人

静岡市薬剤師

会） 

（清水薬剤師

会） 
 

地震 149 エ 自衛隊（陸上自衛隊 東部方面隊 第１師団 第 34

普通科連隊） 

(４) 自衛隊（陸上自衛隊 東部方面隊 第１師団 第 34普

通科連隊） 
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(ア) 東海地震注意情報発表時等 

自衛隊は、東海地震注意情報が発表された

ときは、次の措置を講ずるものとする。 

ａ 非常勤務態勢への移行 

ｂ 指揮所の開設 

ｃ 各部隊の災害派遣準備 

ｄ 情報組織の展開 

ｅ 連絡班の派遣 

ｆ 通信組織の編成等 

(イ) 警戒宣言発令時 

自衛隊は、警戒宣言が発せられたときは、

次の措置を講ずるものとする。 

ａ 現地調整所の開設 

ｂ 地震対策派遣及び発災後の災害派遣の準備 

ｃ 地震防災派遣命令による航空機を主体とす

る避難・交通状況の把握及び人員・物資の緊

急輸送等の支援 

ア 東海地震注意情報発表時等 

自衛隊は、東海地震注意情報が発表されたとき

は、次の措置を講ずるものとする。 

(ア) 非常勤務態勢への移行 

(イ) 指揮所の開設 

(ウ) 各部隊の災害派遣準備 

(エ) 情報組織の展開 

(オ) 連絡班の派遣 

(カ) 通信組織の編成等 

イ 警戒宣言発令時 

自衛隊は、警戒宣言が発せられたときは、次の

措置を講ずるものとする。 

(ア) 現地調整所の開設 

(イ) 地震対策派遣及び発災後の災害派遣の準備 

(ウ) 地震防災派遣命令による航空機を主体とする

避難・交通状況の把握及び人員・物資の緊急輸

送等の支援 

地震 150 第２節 情報活動 

[危機、総務、区] 

（略） 

第２節 情報活動 

[危機、総務、区] 

（略） 

 

地震 150 １ 東海地震注意情報、警戒宣言及び東海地震予知情報

の受理、伝達及び周知 

(１) （略） 

(２) 職員に対する伝達は、勤務時間内は主に庁内放送

で行い、勤務時間外、休日等については、一般対策

編に定める情報伝達系統により行う。 

１ 東海地震注意情報、警戒宣言及び東海地震予知情報

の受理、伝達及び周知 

(１) （略） 

(２) 職員に対する伝達は、勤務時間内は主に庁内放送

で行い、勤務時間外、休日等については、共通対策

編に定める情報伝達系統により行う。 
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◇災害対策本部開設前、勤務時間内における予警報等の受領

と伝達系統図 (資料編２－４) 

◇災害対策本部開設前、休日又は勤務時間外における予警報

等の受領と伝達系統図 (資料編２－５) 

◇資料編２－４：災害対策本部開設前、勤務時間内における

予警報等の受領と伝達系統図 

◇資料編２－５：災害対策本部開設前、休日又は勤務時間外

における予警報等の受領と伝達系統図 

地震 150 ２ 東海地震注意情報、警戒宣言及び東海地震予知情報

の広報 

(１) 警戒宣言 

ただちに地震防災信号（同報無線･消防車両による

サイレン）により全住民に広報するとともに、同報

無線によりテレビ・ラジオの視聴を呼びかける。 

(２)、(３)（略） 

２ 東海地震注意情報、警戒宣言及び東海地震予知情報

の広報 

(１) 警戒宣言 

直ちに地震防災信号（同報無線･消防車両によるサ

イレン）により全住民に広報するとともに、同報無

線によりテレビ・ラジオの視聴を呼びかける。 

(２)、(３)（略） 

 

地震 150 ３ 地震防災活動に関する情報の収集及び伝達 

(１) 情報の収集、伝達 

東海地震注意情報発表時の応急対策及び地震防災

応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、収集及び

伝達すべき情報の種類、優先順位を定めるととも

に、地域における情報を的確に収集するため、あら

かじめ収集責任者を定めておくものとする。 

(２) 警戒本部設置前における措置は、次のとおりであ

る。 

ア 各所属の長は、地震に関する情報を受けたとき

は、危機管理局に通報する。 

イ 危機管理局次長は、前記の通報又は直接収集し

た情報をとりまとめ、庁内各部課長に通報し、重

要事項と認めたときは市長、副市長に報告する。 

ウ 警戒本部が設置されたときは、すべての情報及

３ 地震防災活動に関する情報の収集及び伝達 

(１) 情報の収集、伝達 

東海地震注意情報発表時の応急対策及び地震防災

応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、収集及び

伝達すべき情報の種類、優先順位を定めるととも

に、地域における情報を的確に収集するため、あら

かじめ収集責任者を定めておく。 

(２) 警戒本部設置前における措置 

 

ア 各所属の長は、地震に関する情報を受けたとき

は、危機管理局に通報する。 

イ 危機管理局次長は、前記の通報又は直接収集し

た情報を取りまとめ、庁内各部課長に通報し、重

要事項と認めたときは市長、副市長に報告する。 

ウ 警戒本部が設置されたときは、すべての情報及

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（地震対策編）修正案 新旧対照表 

162 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

び資料を情報班（警戒本部）に引き継ぐものとす

る。 

(３) 警戒本部における措置は、次のとおりとする。 

ア～ウ （略） 

(４) 情報の種類の主なものは、次のとおりである。 

ア～ケ （略） 

(５) 県警戒本部等に対する報告 

市は、東海地震注意情報発表時から東海地震注意

情報が解除されるまで、又は警戒宣言が発令されて

から東海地震が発生するまで、若しくは警戒宣言が

解除されるまでの間において、県が定める、「大規模

地震に関する情報及び広報活動実施要領」（以下「情

報広報実施要領」という。）に基づき速やかに報告す

るものとする。 

ア、イ （略） 

(６) （略） 

び資料を情報班（警戒本部）に引き継ぐ。 

 

(３) 警戒本部における措置 

ア～ウ （略） 

(４) 情報の種類 

ア～ケ （略） 

(５) 県警戒本部等に対する報告 

市は、東海地震注意情報発表時から東海地震注意

情報が解除されるまで、又は警戒宣言が発令されて

から東海地震が発生するまで、若しくは警戒宣言が

解除されるまでの間において、県が定める、「大規模

地震に関する情報及び広報活動実施要領」（以下「情

報広報実施要領」という。）に基づき速やかに報告す

る。 

ア、イ （略） 

(６) （略） 

地震 152 第３節 広報活動 

[危機、総務、区、消防] 

（略） 

なお、広報に際しては、高齢者、障がいのある人、乳幼

児、妊産婦、傷病者及び日本語のわからない外国人等の要配

慮者に配慮するものとする。 

第３節 広報活動 

[危機、総務、区、消防] 

（略） 

なお、広報に際しては、高齢者、障がいのある人、乳幼

児、妊産婦、傷病者及び日本語のわからない外国人等の要配

慮者に配慮する。 

 

 （略） （略）  

地震 154 第４節 自主防災活動 

[危機、福祉、区] 

第４節 自主防災活動 

[危機、福祉、区] 
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（略） （略） 

地震 154 ２ 警戒宣言発令時の行動 

(１)～(６) （略） 

(７) 避難活動 

ア 避難行動 

(ア)、(イ) （略） 

(ウ) 山間地で避難地までの距離が遠く、徒歩に

よる避難が著しく困難な避難対象地区（警戒

宣言が発せられた時に市長の避難の指示の対

象となる地域）で、避難行動の実効性を確保

するためにあらかじめ車両を活用することを

市長が認めた地区においては、定められた避

難計画に基づき速やかに避難地まで避難す

る。 

(エ) （略） 

イ （略） 

(８) （略） 

２ 警戒宣言発令時の行動 

(１)～(６) （略） 

(７) 避難活動 

ア 避難行動 

(ア)、(イ) （略） 

(ウ) 山間地で避難地までの距離が遠く、徒歩に

よる避難が著しく困難な避難対象地区（警戒

宣言が発せられたときに市長の避難の指示の

対象となる地域）で、避難行動の実効性を確

保するためにあらかじめ車両を活用すること

を市長が認めた地区においては、定められた

避難計画に基づき速やかに避難地まで避難す

る。 

(エ) （略） 

イ （略） 

(８) （略） 

 

地震 156 第５節 緊急輸送活動 

[危機、総政、財政、消防] 

（略） 

第５節 緊急輸送活動 

[危機、総政、財政、消防] 

（略） 

 

地震 156 １ 緊急輸送の対象 
(１) 市の地震防災応急対策を実施するために必要な緊

急輸送は、市が行うことを原則とする。 

 

(２) 市は、自衛隊の支援による緊急輸送が特に必要で

１ 緊急輸送の対象 
(１) 市による緊急輸送 

市の地震防災応急対策を実施するために必要な緊

急輸送は、市が行うことを原則とする。 

(２) 自衛隊による緊急輸送の要請 
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あるときは、県に対し必要な措置の要請を要求する

ものとする。 

 

(３) （略） 

市は、自衛隊の支援による緊急輸送が特に必要で

あるときは、県に対し必要な措置の要請を要求す

る。 

(３) （略） 

地震 156 ２ 緊急輸送の方法 

(１) 陸上輸送 

緊急輸送路および緊急輸送避難路等により、必要

な輸送を行う。 

(２)～(３) （略） 

３～５ （略） 

２ 緊急輸送の方法 

(１) 陸上輸送 

緊急輸送路及び優先確保ルート等により、必要な

輸送を行う。 

(２)～(３) （略） 

３～５ （略） 

 

 

表現の適正化 

 第６節 （略） 第６節 （略）  

地震 158 第７節 避難活動 

[危機、総務、区、消防、教育] 

（略） 

第７節 避難活動 

[危機、総務、区、消防、教育] 

（略） 

 

地震 158 １ 避難の基本方針、方法等 

(１) 避難対策の基本方針 

ア 市が、地域防災計画において明らかにした、津

波の浸水及び山・がけ崩れの発生が予測される地

域、避難対象地区の住民等は、警戒宣言が発令さ

れたときは、速やかに危険予想地域以外のあらか

じめ定められた避難場所へ避難する。 

 

イ 東海地震注意情報が発表されたときは、避難対

象地区のうち、避難行動に時間を要す場合や避難

場所までの距離が遠いなどの理由により、警戒宣

１ 避難の基本方針、方法等 

(１) 避難対策の基本方針 

ア 警戒宣言時の避難行動 

市が、地域防災計画において明らかにした、津

波の浸水及び山・がけ崩れの発生が予測される地

域、避難対象地区の住民等は、警戒宣言が発令さ

れたときは、速やかに危険予想地域以外のあらか

じめ定められた避難場所へ避難する。 

イ 東海地震注意情報発表時の要配慮者等避難 

東海地震注意情報が発表されたときは、避難対

象地区のうち、避難行動に時間を要す場合や避難
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言発令後では迅速・円滑な避難が困難な地域であ

って、かつ当該地区の住民等のうち要配慮者等

（介護者を含む。）に限り、避難を実施することが

できるものとする。 

 

(２) （略） 

(３) 避難対象地区 

警戒宣言発令時に市長が避難の指示をする地区

は、次に掲げる地区とし、資料編で定めるものとす

る。 

ア 避難対象地区 

◇推定津波浸水深・到達時間（資料編９－８） 

イ 山・がけ崩れ危険予想地域 

◇急傾斜地崩壊危険区域指定箇所数総括表（資料編７－１） 

◇国土交通省所管地すべり防止区域指定箇所数総括表（資料

編７－１） 

◇危険箇所整備表（資料編７－１） 

◇急傾斜地崩壊危険区域指定箇所一覧表（資料編７－２） 

◇地すべり防止区域指定一覧表（資料編７－３） 

◇土砂災害(特別)警戒区域一覧（資料編７－５） 

(４) 避難のための指示 

ア （略） 

イ 指示の伝達方法 

市長は、警戒宣言発令後速やかに避難対象地区

の住民等に対し、同報無線、広報車等により避難

の指示を伝達するものとする。 

場所までの距離が遠いなどの理由により、警戒宣

言発令後では迅速・円滑な避難が困難な地域であ

って、かつ当該地区の住民等のうち要配慮者等

（介護者を含む。）に限り、避難を実施することが

できるものとする。 

(２) （略） 

(３) 避難対象地区 

警戒宣言発令時に市長が避難の指示をする地区

は、次に掲げる地区とし、◇資料編による。 

 

ア 避難対象地区 

◇資料編９－８：推定津波浸水深・到達時間 

イ 山・がけ崩れ危険予想地域 

◇資料編７－１：急傾斜地崩壊危険区域指定箇所数総括表 

◇資料編７－１：国土交通省所管地すべり防止区域指定箇所

数総括表 

◇資料編７－１：危険箇所整備表 

◇資料編７－２：急傾斜地崩壊危険区域指定箇所一覧表 

◇資料編７－３：地すべり防止区域指定一覧表 

◇資料編７－５：土砂災害(特別)警戒区域一覧 

(４) 避難のための指示 

ア （略） 

イ 指示の伝達方法 

市長は、警戒宣言発令後速やかに避難対象地区

の住民等に対し、同報無線、広報車等により避難

の指示を伝達する。 
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（略） （略） 

 ２ （略） ２ （略）  

地震 160 ３ 警戒区域の設定 

(１) 警戒区域設定対象地域 

（略） 

警戒宣言が発せられたときは、速やかに警戒区域

の設定を行い、当該住民の退去又は立入禁止の措置

をとるとともに、関係機関の協力を得て退去の確認

を行うものとする。 

(２) 規制の実施内容及び方法 

警戒区域設定にともなう退去及び立入禁止措置等

の規制は、市職員、消防団員等が広報巡回、ロープ

張り、標識設置等により実施するとともに、警察官

又は海上保安官に協力を要請し、可能な限り防犯・

防火のためのパトロールを実施するものとする。 

３ 警戒区域の設定 

(１) 警戒区域設定対象地域 

（略） 

警戒宣言が発せられたときは、速やかに警戒区域

の設定を行い、当該住民の退去又は立入禁止の措置

をとるとともに、関係機関の協力を得て退去の確認

を行う。 

(２) 規制の実施内容及び方法 

警戒区域設定にともなう退去及び立入禁止措置等

の規制は、市職員、消防団員等が広報巡回、ロープ

張り、標識設置等により実施するとともに、警察官

又は海上保安官に協力を要請し、可能な限り防犯・

防火のためのパトロールを実施する。 

 

地震 160 ４ 避難計画の作成指導 

避難の実施等措置者は、あらかじめ自主防災組織、緊

急避難場所の施設管理者等と調整を図り、避難地、避難

路、避難方法、避難誘導責任者及び避難開始時期等を内

容とする避難計画を作成し、地域住民、施設の利用者等

に周知徹底し、避難の円滑化を図るものとする。 

 

避難計画の策定にあたっては、要配慮者の避難誘導、

避難先での生活等に配慮するものとする。 

４ 避難計画の作成指導 

・避難の実施等措置者は、あらかじめ自主防災組織、緊

急避難場所の施設管理者等と調整を図り、避難地、避

難路、避難方法、避難誘導責任者及び避難開始時期等

を内容とする避難計画を作成し、地域住民、施設の利

用者等に周知徹底し、避難の円滑化を図るものとす

る。 

・避難計画の策定にあたっては、要配慮者の避難誘導、

避難先での生活等に配慮するものとする。 
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地震 160 ５ 避難状況等の報告 

(１) 警戒本部への報告 

市は、自主防災組織及び避難場所の施設管理者等

から、避難状況の報告を受けるものとする。 

ア 避難の経過に関する報告又は危険な事態その他

異常な事態が発生した場合、ただちに行う。 

イ （略） 

(２) （略） 

５ 避難状況等の報告 

(１) 警戒本部への報告 

市は、自主防災組織及び避難場所の施設管理者等

から、避難状況の報告を受ける。 

ア 避難の経過に関する報告又は危険な事態その他

異常な事態が発生した場合、直ちに行う。 

イ （略） 

(２) （略） 

 

地震 161 ６ 避難地における避難生活の確保 

（略） 

(１) （略） 

(２) 緊急避難場所の運営 

ア 市は、自主防災組織及び避難地の学校等施設の

管理者と協力して緊急避難場所を運営する。 

 

イ 緊急避難場所には運営を行うために、市職員を

派遣するとともに避難生活に必要な物資を配置す

る。また、緊急避難場所の安全の確保と秩序のた

め、必要により警察官の配置を要請する。 

 

ウ 運営にあたっては、男女双方の運営責任者の選

任に努めるとともに、要配慮者、男女のニーズの

違い等男女双方の視点、女性や子ども等の安全確

保、プライバシーの確保等に配慮するものとす

る。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室

の設置や生理用品、女性用下着の女性による配

６ 避難地における避難生活の確保 

（略） 

(１) （略） 

(２) 緊急避難場所の運営 

ア 自主防災組織等と連携した運営 

市は、自主防災組織及び避難地の学校等施設の管理

者と協力して緊急避難場所を運営する。 

イ 市職員の派遣等と安全確保 

緊急避難場所には運営を行うために、市職員を

派遣するとともに避難生活に必要な物資を配置す

る。また、緊急避難場所の安全の確保と秩序のた

め、必要により警察官の配置を要請する。 

ウ 性別や家族構成に配慮した運営 

運営にあたっては、男女双方の運営責任者の選

任に努めるとともに、要配慮者、男女のニーズの

違い等男女双方の視点、女性や子ども等の安全確

保、プライバシーの確保等に配慮する。特に、女

性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理
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布、緊急避難場所における安全性の確保など、性

別や家族構成に配慮した緊急避難場所の運営に努

めるものとする。 

エ 自主防災組織は、運営に関して市に協力すると

ともに「避難所運営マニュアル」等に基づき役割

分担を確立し、相互扶助の精神により自主的に秩

序ある避難生活を送るように努める。 

用品、女性用下着の女性による配布、緊急避難場

所における安全性の確保など、性別や家族構成に

配慮した緊急避難場所の運営に努める。 

エ 自主防災組織による運営 

自主防災組織は、運営に関して市に協力すると

ともに「避難所運営マニュアル」等に基づき役割

分担を確立し、相互扶助の精神により自主的に秩

序ある避難生活を送るように努める。 

地震 162 第８節 社会秩序を維持する活動 

[危機、総政、市民、衛生] 

１、２ （略） 

第８節 社会秩序を維持する活動 

[危機、総政、市民、衛生] 

１、２ （略） 

 

地震 163 ３ 県警察本部の実施事項 

県警察本部は、警戒宣言が発せられたときは、次の活

動を行う。また、東海地震注意情報が発表されたとき

は、警戒宣言が発せられた時に次の活動が円滑に実施で

きるように準備的措置を実施する。 

(１)～(６) （略） 

(７) 放射性物質又は火薬類の運搬の届出があったとき

は、運搬の中止又は延期をするよう指導する。な

お、運搬途上にある危険物については、ただちに運

搬を中止し、安全な場所に管理するよう指導する。 

３ 県警察本部の実施事項 

県警察本部は、警戒宣言が発せられたときは、次の活

動を行う。また、東海地震注意情報が発表されたとき

は、警戒宣言が発せられたときに次の活動が円滑に実施

できるように準備的措置を実施する。 

(１)～(６) （略） 

(７) 放射性物質又は火薬類の運搬の届出があったとき

は、運搬の中止又は延期をするよう指導する。な

お、運搬途上にある危険物については、直ちに運搬

を中止し、安全な場所に管理するよう指導する。 

 

地震 163 第９節 交通の確保活動 

[危機、商工、農水、建設] 

１ （略） 

第９節 交通の確保活動 

[危機、商工、農水、建設] 

１ （略） 
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地震 164 ２ 交通規制の方針 

(１) 東海地震注意情報発表時 

東海地震注意情報発表時に社会的混乱や大規模な

交通渋滞等が発生した場合は、必要に応じて交通規

制を実施するとともに、次の措置を講ずる。 

ア 不要不急の旅行や出張等を自粛するように呼び

かける。 

イ 警戒宣言が発せられたときの交通規制について

の情報提供を行い、混乱防止に努める。 

ウ 警戒宣言発令後及び地震発生後の必要な緊急ル

ートの選定作業を円滑に進めるために、道路管理

者等との調整、工事等による通行規制箇所の把握

や開放の判断等の準備を行う。 

(２) 警戒宣言発令時 

警戒宣言が発せられた場合は、次の措置を講ず

る。 

ア 強化地域内における一般車両の運行は極力抑制

する。また、強化地域内への流入は極力制限し、

強化地域外への流出は、交通の混乱が生じない限

り原則として制限しない。 

イ 避難路及び緊急交通路については、優先的にそ

の機能の確保を図るため、原則として一般車両の

通行を禁止又は制限する。その他防災上重要な道

路についても必要な交通規制を行う。 

ウ 東名高速道路及び新東名高速道路については、

一般車両の流入を制限するとともに、強化地域内

２ 交通規制の方針 

【東海地震注意情報発表時】 

東海地震注意情報発表時に社会的混乱や大規模な交通

渋滞等が発生した場合は、必要に応じて交通規制を実施

するとともに、次の措置を講ずる。 

(１) 不要不急の旅行や出張等を自粛するように呼びか

ける。 

(２) 警戒宣言が発せられたときの交通規制についての

情報提供を行い、混乱防止に努める。 

(３) 警戒宣言発令後及び地震発生後の必要な緊急ルー

トの選定作業を円滑に進めるために、道路管理者等

との調整、工事等による通行規制箇所の把握や開放

の判断等の準備を行う。 

【警戒宣言発令時】 

警戒宣言が発せられた場合は、次の措置を講ずる。 

 

(１) 強化地域内における一般車両の運行は極力抑制す

る。また、強化地域内への流入は極力制限し、強化

地域外への流出は、交通の混乱が生じない限り原則

として制限しない。 

(２) 避難路及び緊急交通路については、優先的にその

機能の確保を図るため、原則として一般車両の通行

を禁止又は制限する。その他防災上重要な道路につ

いても必要な交通規制を行う。 

(３) 東名高速道路及び新東名高速道路については、一

般車両の流入を制限するとともに、強化地域内にお
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におけるインターチェンジからの流入を制限す

る。 

エ 広域交通規制対象道路については、必要な交通

規制又は指導を行うとともに自動車利用の抑制を

図る。 

オ 交通規制に際しては、警察庁、管区警察局、県

警察本部、日本道路交通情報センター、交通管制

センター及び報道機関等を通じ、広報の徹底を図

る。 

けるインターチェンジからの流入を制限する。 

 

(４) 広域交通規制対象道路については、必要な交通規

制又は指導を行うとともに自動車利用の抑制を図

る。 

(５) 交通規制に際しては、警察庁、管区警察局、県警

察本部、日本道路交通情報センター、交通管制セン

ター及び報道機関等を通じ、広報の徹底を図る。 

地震 164 ３ 交通規制計画 

(１)～(３) （略） 

 (４) （略） 

３ 交通規制計画 

(１)～(３) （略） 

(４) （略） 

 

地震 165 路線名 設置場所 

国道１号 
田方郡函南町（箱根峠） 

湖西市白須賀（道の駅潮見坂） 

国道５２号 

富士宮市内房（甲駿橋） 

清水区興津中町（国道５２号入口交差

点） 

東富士五湖道路 駿東郡小山町（須走 IC） 
 

路線名 設置場所 

国道１号 
田方郡函南町（箱根峠） 

湖西市白須賀（道の駅潮見坂） 

国道 52号 

富士宮市内房（甲駿橋） 

清水区興津中町（国道 52 号入口交差

点） 

東富士五湖道路 駿東郡小山町（須走ＩＣ） 
 

 

地震 165 (５) （略） 

(６) 緊急輸送車両の確認等 

緊急輸送車両の確認は、大規模地震対策特別措置

法第 21 条に掲げる地震防災応急対策に従事するもの

と認められる車両について行うものとする。確認手

(５) （略） 

(６) 緊急輸送車両の確認等 

緊急輸送車両の確認は、大規模地震対策特別措置

法第 21 条に掲げる地震防災応急対策に従事するもの

と認められる車両について行う。確認手続の効率

 



令和６年度 静岡市地域防災計画（地震対策編）修正案 新旧対照表 

171 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

続きの効率化・簡略化を図り、緊急輸送の需要をあ

らかじめ把握するため、緊急輸送車両については、

事前に必要事項の届出をすることができる。これら

の届出等及び確認の手続きについては、別に定め

る。 

化・簡略化を図り、緊急輸送の需要をあらかじめ把

握するため、緊急輸送車両については、事前に必要

事項の届出をすることができる。これらの届出等及

び確認の手続については、別に定める。 

地震 165 ４ 海上交通の確保対策 

(１) 東海地震注意情報発表時 

海上保安部、港湾管理者及び漁港の管理者は、警

戒宣言が発令されたときに講ずる措置を円滑に実施

するため、次の措置を行う。 

ア 港及び沿岸付近にある船舶、荷役業者その他漁

港の利用者に対して、東海地震注意情報が発表さ

れた旨を伝達する。 

イ 利用者に対して、必要に応じて、耐震強化岸壁

等の港湾施設の利用、又は大型船舶、中型船舶の

入港を差し控えるよう協力を要請する。 

ウ 船舶の避難・係留など警戒宣言が発令されたと

きに講ずる措置が迅速かつ円滑に実施できるよ

う、船員の確保や荷役作業の中止等、準備的措置

を実施するよう要請するとともに退避準備を終え

た船舶への自主的な避難行動の開始を要請する。 

(２) 警戒宣言発令時 

ア 海上、港湾及び港則法の適用を受ける漁港にお

ける対応 

海上保安部は、海上交通の安全を確保するた

め、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

４ 海上交通の確保対策 

【東海地震注意情報発表時】 

海上保安部、港湾管理者及び漁港の管理者は、警戒宣

言が発令されたときに講ずる措置を円滑に実施するた

め、次の措置を行う。 

(１) 港及び沿岸付近にある船舶、荷役業者その他漁港

の利用者に対して、東海地震注意情報が発表された

旨を伝達する。 

(２) 利用者に対して、必要に応じて、耐震強化岸壁等

の港湾施設の利用、又は大型船舶、中型船舶の入港

を差し控えるよう協力を要請する。 

(３) 船舶の避難・係留など警戒宣言が発令されたとき

に講ずる措置が迅速かつ円滑に実施できるよう、船

員の確保や荷役作業の中止等、準備的措置を実施す

るよう要請するとともに退避準備を終えた船舶への

自主的な避難行動の開始を要請する。 

【警戒宣言発令時】 

(１) 海上、港湾及び港則法の適用を受ける漁港におけ

る対応 

海上保安部は、海上交通の安全を確保するため、

次に掲げる措置を講ずるものとする。 
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(ア) 港及び沿岸付近にある船舶に対し、港外又

は沖合等安全な海域への避難を指示するとと

もに、必要に応じて、入港を制限し、又は港

内停泊中の船舶に対して、移動を命ずる等、

船舶交通の制限を行う。 

(イ) 港内又は船舶交通のふくそうが予想される

海域において、必要に応じて、船舶交通の整

理、指導を行う。 

イ 港則法の適用を受けない漁港における対応 

漁港の管理者は、漁業協同組合及び船舶管理者

との協議に基づき、警戒宣言が発せられた場合、

次の措置をとるよう要請するものとする。 

(ア) 停泊中の大型・中型船舶については、港外

に避難する。 

(イ) 避難できない船舶については、係留を完全

に行う。 

(ウ) 大型・中型船舶は、入港をさしひかえる。 

ア 港及び沿岸付近にある船舶に対し、港外又は沖

合等安全な海域への避難を指示するとともに、必

要に応じて、入港を制限し、又は港内停泊中の船

舶に対して、移動を命ずる等、船舶交通の制限を

行う。 

イ 港内又は船舶交通のふくそうが予想される海域

において、必要に応じて、船舶交通の整理、指導

を行う。 

(２) 港則法の適用を受けない漁港における対応 

漁港の管理者は、漁業協同組合及び船舶管理者と

の協議に基づき、警戒宣言が発せられた場合、次の

措置をとるよう要請するものとする。 

ア 停泊中の大型・中型船舶については、港外に避

難する。 

イ 避難できない船舶については、係留を完全に行

う。 

ウ 大型・中型船舶は、入港をさしひかえる。 

地震 166 第 10節 地域への救援活動 

[危機、総政、区、環境、福祉、衛生、商工、水道] 

（略） 

[東海地震注意情報発表時] 

第 10節 地域への救援活動 

[危機、総政、区、環境、福祉、衛生、商工、水道] 

（略） 

【東海地震注意情報発表時】 

 

地震 166 １ 活動の内容 

(１) 市は、緊急物資等の供給協定等を締結した事業者

等との連絡体制および緊急物資等在庫状況の確認を

行い、準備体制の確保を要請する。 

(２)～(５) （略） 

１ 活動の内容 

(１) 市は、緊急物資等の供給協定等を締結した事業者

等との連絡体制及び緊急物資等在庫状況の確認を行

い、準備体制の確保を要請する。 

(２)～(５) （略） 
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[警戒宣言発令時] 【警戒宣言発令時】 

地震 167 ２ 食料及び日用品の確保 

食料及び日用品の確保については、警戒宣言時におい

て、これらの調達、あっせん、もしくはその他準備措置

を速やかに講ずるものとする。 

(１)、(２) （略） 

２ 食料及び日用品の確保 

食料及び日用品の確保については、警戒宣言時におい

て、これらの調達、あっせん、若しくはその他準備措置

を速やかに講ずる。 

(１)、(２) （略） 

 

 （略） （略）  

地震 168 ４ 医療救護及び保健衛生活動の準備 

（略） 

(１) 医療救護活動 

ア （略） 

(２) 医療チーム、救護所の設置基準 

(ア) 救護所の医療チームは、原則として医師１

人、看護師３人、補助員２人の６人以上をも

って編成し派遣する。 

 

(イ) 救護所は市内 54ヶ所に設置する。 

 

◇救護所一覧表（資料編４－11） 

◇救護病院一覧表（資料編４－12） 

(２) （略） 

(３)  健康対策・精神保健対策・歯科保健対策 

  ア （略） 

  イ 心のケアチームであるＤＰＡＴ【災害派遣精神

医療チーム】の派遣要請等の準備 

４ 医療救護及び保健衛生活動の準備 

（略） 

(１) 医療救護活動 

ア （略） 

イ 医療チーム、救護所の設置場所 

(ア) 救護所の医療救護活動は、原則として、医

師、薬剤師、看護師、業務調整員（事務職員

等）を１チームとする医療チーム単位で行

う。 

(イ) 救護所の設置場所は◇資料編４－11 によ

る。 

◇資料編４－11：救護所一覧表 

◇資料編４－12：救護病院一覧表 

(２) （略） 

(３)  健康対策・精神保健対策・歯科保健対策 

  ア （略） 

  イ 心のケアチームである災害派遣精神医療チーム

（ＤＰＡＴ）の派遣要請等の準備 

 

 

 

 

内容整理 

 

県の医療救護計画に

準じた修正 
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地震 169 ５ 清掃・廃棄物（し尿を含む。）処理活動 

(１) 市 

ア～カ （略） 

キ 廃棄物収集運搬者の緊急車両手続きを確認す

る。 

(２) （略） 

５ 清掃・廃棄物（し尿を含む。）処理活動 

(１) 市 

ア～カ （略） 

キ 廃棄物収集運搬者の緊急車両手続を確認する。 

 

(２) （略） 

 

地震 170 第 11節 市有施設及び設備等の防災措置 

[危機、総務、財政、環境、農水、建築、建設、消防、 

水道、下水] 

（略） 

１ （略） 

第 11節 市有施設及び設備等の防災措置 

[危機、総務、財政、環境、農水、建築、建設、消防、 

水道、下水] 

（略） 

１ （略） 

 

地震 170 ２ 公共施設等 

（略） 

◇民間事業者との協力協定一覧（資料編５－３） 

(１)～(11) （略） 

２ 公共施設等 

（略） 

◇資料編５－３：民間事業者との協力協定一覧 

(１)～(11) （略） 

 

地震 173 第 12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等

の措置 

[危機、病院、建設、水道] 

 

（略） 

なお、これらの応急対策の実施にあたっては、できる限り

住民等の日常の社会生活や経済活動を継続・維持できるよう

社会、経済的影響等について配慮するものとする。 

第 12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等

の措置 

[危機、病院、建設、水道] 

（略） 

なお、これらの応急対策の実施にあたっては、できる限り

住民等の日常の社会生活や経済活動を継続・維持できるよう

社会、経済的影響等について配慮する。 

 

地震 173 １ 東海地震注意情報発表時の措置 

(１)～(９) （略） 

１ 東海地震注意情報発表時の措置 

(１)～(９) （略） 
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(10) 病院・診療所 

ア 災害時の治療体制を確保するため、救急業務を

除き外来患者の受け入れは原則として制限する。 

なお、外来患者の受入れを制限する施設にあっ

ては、治療の中断が困難な患者に対する処置･指示

等、外来患者の混乱を来たさない措置を十分に講

ずる。 

イ～エ （略） 

(11) （略） 

(10) 病院・診療所 

ア 災害時の治療体制を確保するため、救急業務を

除き外来患者の受入れは原則として制限する。 

なお、外来患者の受入れを制限する施設にあっ

ては、治療の中断が困難な患者に対する処置･指示

等、外来患者の混乱を来たさない措置を十分に講

ずる。 

イ～エ （略） 

(11) （略） 

地震 175 ２ 警戒宣言発令時の措置 

(１)～(５) （略） 

(６) 市中金融機関等 

ア 金融機関の営業 

(ア) 営業時間中に警戒宣言が発令された場合 

（略） 

ｃ 現金自動預払機（以下「ＡＴＭ」とい

う。）については、顧客及び従業員の安全に

十分配慮した上で、予め定めた店舗におい

て運転の継続に努める。 

ｄ 避難対象地区内に所在する店舗は、普通

預金の払戻しを含む全ての業務の営業をた

だちに停止することとする。また、窓口及

びＡＴＭでの普通預金の払戻し業務につい

ても、地震の発生、管理上の見地等、営業

の継続に支障が生ずるおそれがある場合に

は、その営業を停止することができる。 

２ 警戒宣言発令時の措置 

(１)～(５) （略） 

(６) 市中金融機関等 

ア 金融機関の営業 

(ア) 営業時間中に警戒宣言が発令された場合 

（略） 

ｃ 現金自動預払機（以下「ＡＴＭ」とい

う。）については、顧客及び従業員の安全に

十分配慮した上で、あらかじめ定めた店舗

において運転の継続に努める。 

ｄ 避難対象地区内に所在する店舗は、普通

預金の払戻しを含む全ての業務の営業を直

ちに停止することとする。また、窓口及び

ＡＴＭでの普通預金の払戻し業務について

も、地震の発生、管理上の見地等、営業の

継続に支障が生ずるおそれがある場合に

は、その営業を停止することができる。 
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(イ) 休日、開店前又は閉店後に警戒宣言が発せ

られた場合 

（略） 

ｂ ＡＴＭについては、顧客及び従業員の安

全に十分配慮した上で、予め定めた店舗に

おいて運転の継続等に努める。 

（略） 

(ウ) 店頭の顧客に対しては、警戒宣言の発令を

ただちに伝達するとともに、その後の来店客

に備えて、その旨をポスター等により店頭掲

示する。 

(エ)～(キ) （略） 

イ （略） 

(７) 鉄道（東海旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式

会社、静岡鉄道株式会社） 

【指定公共機関である鉄道】 

ア （略） 

イ 旅客等に対する対応 

(ア) 警戒宣言が発せられたときには、その情報

を伝達するとともに、予め定めた方法及び内

容により列車の運転状況について案内する。 

 

(イ) （略） 

ウ （略） 

(８)～(12) （略） 

(イ) 休日、開店前又は閉店後に警戒宣言が発せ

られた場合 

（略） 

ｂ ＡＴＭについては、顧客及び従業員の安

全に十分配慮した上で、あらかじめ定めた

店舗において運転の継続等に努める。 

（略） 

(ウ) 店頭の顧客に対しては、警戒宣言の発令を

直ちに伝達するとともに、その後の来店客に

備えて、その旨をポスター等により店頭掲示

する。 

(エ)～(キ) （略） 

イ （略） 

(７) 鉄道（東海旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式

会社、静岡鉄道株式会社） 

【指定公共機関である鉄道】 

ア （略） 

イ 旅客等に対する対応 

(ア) 警戒宣言が発せられたときには、その情報

を伝達するとともに、あらかじめ定めた方法

及び内容により列車の運転状況について案内

する。 

(イ) （略） 

ウ （略） 

(８)～(12) （略） 

地震 178 第 13節 地震防災応急計画を作成すべき施設・事業所 第 13節 地震防災応急計画を作成すべき施設・事業所  
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の対策 

[危機、観光、福祉、衛生、保健所、子ども、病院、商

工、建設] 

（略） 

の対策 

[危機、観光、福祉、衛生、保健所、子ども、病院、商

工、建設] 

（略） 

 

 

 

地震 180 ＜各施設・事業所の計画において定める個別事項＞ ＜各施設・事業所の計画において定める個別事項＞  

地震 180 １ 病院・診療所 

【東海地震注意情報発表時】 

第12章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の

措置、第２節１東海地震注意情報発表時の措置(10)病院･

診療所に準ずる。 

【警戒宣言発令時】 

第12章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の

措置、第２節２警戒宣言発令時の措置(10)病院･診療所に

準ずる。 

１ 病院・診療所 

【東海地震注意情報発表時】 

（▼第12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保

等の措置 １ 東海地震注意情報発表時の措置「(10) 病

院･診療所」に準ずる。） 

【警戒宣言発令時】 

（▼第12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保

等の措置 ２ 警戒宣言発令時の措置「(10) 病院･診療

所」に準ずる。） 

 

 （略） （略）  

地震 181 ３ 石油類､火薬類､高圧ガス､毒物･劇物､核燃料物質等

の製造､貯蔵､処理又は取扱を行う施設（大規模地震対

策特別措置法第７条第１項第２号に掲げる施設又は事

業所） 

【東海地震注意情報発表時】 

（略） 

【警戒宣言発令時】 

火災、流出、爆発、漏洩その他周辺地域に対して影響

を与える現象の発生を防止するために必要な緊急点検・

巡視の実施、充填作業・移し替え作業等の停止、落下・

３ 石油類､火薬類､高圧ガス､毒物･劇物､核燃料物質等

の製造､貯蔵､処理又は取扱いを行う施設（大規模地震

対策特別措置法第７条第１項第２号に掲げる施設又は

事業所） 

【東海地震注意情報発表時】 

（略） 

【警戒宣言発令時】 

火災、流出、爆発、漏えいその他周辺地域に対して影

響を与える現象の発生を防止するために必要な緊急点

検・巡視の実施、充填作業・移し替え作業等の停止、落
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転倒その他施設の損壊防止等のために必要な応急的保安

措置を実施する。 

下・転倒その他施設の損壊防止等のために必要な応急的

保安措置を実施する。 

地震 181 ４ 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業（大規模

地震対策特別措置法第７条第１項第３号に掲げる事業

所） 

【東海地震注意情報発表時】 

第12章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の

措置第２節１東海地震注意情報発表時の措置、(７)鉄

道、(８)バスに準ずる。 

【警戒宣言発令時】 

第12章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の

措置第２節２警戒宣言発令時の措置、(７)鉄道、(８)バ

スに準ずる。 

４ 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業（大規模

地震対策特別措置法第７条第１項第３号に掲げる事業

所） 

【東海地震注意情報発表時】 

（▼第12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保

等の措置 １ 東海地震注意情報発表時の措置「(７) 鉄

道」及び「(８) バス」に準ずる。） 

【警戒宣言発令時】 

（▼第12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保

等の措置 ２ 警戒宣言発令時の措置「(７) 鉄道」及び

「(８) バス」に準ずる。） 

 

地震 181 ５ 学校、こども園、保育園等 

（略） 

生徒等の安全確保のために必要な対策としては、概ね

次の措置を講ずることとするが、生徒等の留め置きや帰

宅、家族等への引渡し等の具体的な措置については、発

達段階、家庭環境、通学・通園(所)の方法・時間・距

離・経路等を考慮し、保護者等と十分に協議して定める

ものとする。 

【東海地震注意情報発表時】 

生徒等が在校・在園(所)中の場合、各学校等は次の措

置を講ずる。 

(１) 避難対象地区に指定されている地域にある学校等

は、生徒等の避難誘導や留め置き、または帰宅や家

５ 学校、こども園、保育園等 

（略） 

生徒等の安全確保のために必要な対策としては、おお

むね次の措置を講ずることとするが、生徒等の留め置き

や帰宅、家族等への引渡し等の具体的な措置について

は、発達段階、家庭環境、通学・通園(所)の方法・時

間・距離・経路等を考慮し、保護者等と十分に協議して

定めるものとする。 

【東海地震注意情報発表時】 

生徒等が在校・在園(所)中の場合、各学校等は次の措

置を講ずる。 

(１) 避難対象地区に指定されている地域にある学校等

は、生徒等の避難誘導や留め置き、又は帰宅や家族
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

族等への引渡しを実施する。 

(２)、(３) （略） 

【警戒宣言発令時】 

(１) 生徒等が在校・在園(所)中の場合、各学校等は授

業や保育等を中止し、原則として安全が確認（警戒

宣言の解除等）されるまで学校への待機または帰宅

や家族等への引き渡し等の、生徒等の安全確保のた

めに必要な対策を実施する。また、在宅中の場合

は、登校・登園(所)しないものとする。 

(２) （略） 

等への引渡しを実施する。 

(２)、(３) （略） 

【警戒宣言発令時】 

(１) 生徒等が在校・在園(所)中の場合、各学校等は授

業や保育等を中止し、原則として安全が確認（警戒

宣言の解除等）されるまで学校への待機又は帰宅や

家族等への引渡し等の、生徒等の安全確保のために

必要な対策を実施する。また、在宅中の場合は、登

校・登園(所)しないものとする。 

(２) （略） 

地震 182 ６ 社会福祉施設 

【東海地震注意情報発表時】 

(１) 建物の耐震性等の安全性が確保されている施設に

あっては、設備等の転倒・落下防止措置等の必要な

安全措置を講じた上で、入所者については入所を継

続し、通所者については家族等への引渡しのための

連絡体制や引渡し方法の確認などの準備的措置を講

ずる。 

(２) 建物の耐震性等の安全性が確保されていない施設

にあっては、入所者及び通所者に対して次の措置を

講ずる。 

ア 家族等への引渡しのための連絡体制や引渡し方

法の確認などの準備的措置 

イ（略） 

【警戒宣言発令時】 

(１)、(２) （略） 

６ 社会福祉施設 

【東海地震注意情報発表時】 

(１) 建物の耐震性等の安全性が確保されている施設に

あっては、設備等の転倒・落下防止措置等の必要な

安全措置を講じた上で、入所者については入所を継

続し、通所者については家族等への引渡しのための

連絡体制や引渡方法の確認などの準備的措置を講ず

る。 

(２) 建物の耐震性等の安全性が確保されていない施設

にあっては、入所者及び通所者に対して次の措置を

講ずる。 

ア 家族等への引渡しのための連絡体制や引渡方法

の確認などの準備的措置 

イ（略） 

【警戒宣言発令時】 

(１)、(２) （略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

地震 182 ７ 放送事業 

【東海地震注意情報発表時】 

第12章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の

措置第２節１東海地震注意情報発表時の措置(５)放送に

準ずる。 

【警戒宣言発令時】 

第12章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の

措置第２節２警戒宣言発令時の措置(５)放送に準ずる。 

 

７ 放送事業 

【東海地震注意情報発表時】 

（▼第12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保

等の措置 １ 東海地震注意情報発表時の措置「(５) 放

送」に準ずる。） 

【警戒宣言発令時】 

（▼第12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保

等の措置 ２ 警戒宣言発令時の措置「(５) 放送」に準

ずる。） 

 

地震 182 ８ その他の施設又は事業 

(１) （略） 

(２) 道路 

【東海地震注意情報発表時】 

第 12 章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保

等の措置第２節１東海地震注意情報発表時の措置

(９)道路に準ずる。 

【警戒宣言発令時】 

第 12 章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保

等の措置第２節２警戒宣言発令時の措置(９)道路に

準ずる。 

(３) ガス事業 

【東海地震注意情報発表時】 

第 12 章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保

等の措置第２節１東海地震注意情報発表時の措置

(３)ガスに準ずる。 

【警戒宣言発令時】 

８ その他の施設又は事業 

(１) （略） 

(２) 道路 

【東海地震注意情報発表時】 

（▼第 12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全

確保等の措置 １ 東海地震注意情報発表時の措置

「(９) 道路」に準ずる。） 

【警戒宣言発令時】 

（▼第 12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全

確保等の措置 ２ 警戒宣言発令時の措置「(９) 道

路」に準ずる。） 

(３) ガス事業 

【東海地震注意情報発表時】 

（▼第 12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全

確保等の措置 １ 東海地震注意情報発表時の措置

「(３) ガス」に準ずる。） 

【警戒宣言発令時】 
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第 12 章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保

等の措置第２節２警戒宣言発令時の措置(３)ガスに

準ずる。 

(４) 水道事業 

【東海地震注意情報発表時】 

第 12 章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保

等の措置第２節１東海地震注意情報発表時の措置

(１)水道に準ずる。 

【警戒宣言発令時】 

第 12 章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保

等の措置第２節２警戒宣言発令時の措置(１)水道に

準ずる。 

(５) 電気事業 

【東海地震注意情報発表時】 

第 12 章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保

等の措置第２節１東海地震注意情報発表時の措置

(２)電力に準ずる。 

【警戒宣言発令時】 

第 12 章防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保

等の措置第２節２警戒宣言発令時の措置(２)電力に

準ずる。 

(６) （略） 

（▼第 12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全

確保等の措置 ２ 警戒宣言発令時の措置「(３) ガ

ス」に準ずる。） 

(４) 水道事業 

【東海地震注意情報発表時】 

（▼第 12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全

確保等の措置 １ 東海地震注意情報発表時の措置

「(１) 水道」に準ずる。） 

【警戒宣言発令時】 

（▼第 12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全

確保等の措置 ２ 警戒宣言発令時の措置「(１) 水

道」に準ずる。） 

(５) 電気事業 

【東海地震注意情報発表時】 

（▼第 12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全

確保等の措置 １ 東海地震注意情報発表時の措置

「(２) 電力」に準ずる。） 

【警戒宣言発令時】 

（▼第 12節 防災関係機関等の講ずる生活及び安全

確保等の措置 ２ 警戒宣言発令時の措置「(２) 電

力」に準ずる。） 

(６) （略） 

地震 184 第 14節 市が管理する施設等の地震防災応急計画 

[危機、福祉、保健所、子ども、病院、水道、教育] 

（略） 

第 14節 市が管理する施設等の地震防災応急計画 

[危機、福祉、保健所、子ども、病院、水道、教育] 

（略） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

地震 184 １ 東海地震注意情報発表時の措置 

病院、学校及び社会福祉施設において計画すべき対策

の基本的な考え方は、「第13章 地震防災応急計画を作成

すべき施設・事業所の対策」の規定に準ずる。 

(１)（略） 

(２) 施設の特性に応じた主要な個別事項 

ア （略） 

イ 学校 

(ア) 生徒等の安全確保のために必要な具体的措

置（家族等への引渡し方法等） 

(イ) 地域住民の避難地に指定されている施設は

避難者の受入れ方法等 

ウ 社会福祉施設 

入所者の移送又は家族等への引渡し方法 

エ （略） 

１ 東海地震注意情報発表時の措置 

病院、学校及び社会福祉施設において計画すべき対策

の基本的な考え方は、▼「第13節 地震防災応急計画を作

成すべき施設・事業所の対策」の規定に準ずる。 

(１)（略） 

(２) 施設の特性に応じた主要な個別事項 

ア （略） 

イ 学校 

(ア) 生徒等の安全確保のために必要な具体的措

置（家族等への引渡方法等） 

(イ) 地域住民の避難地に指定されている施設は

避難者の受入方法等 

ウ 社会福祉施設 

入所者の移送又は家族等への引渡方法 

エ （略） 

 

地震 184 ２ 警戒宣言発令時の措置 

(１) （略） 

(２) 施設の特性に応じた主要な個別事項 

病院、学校及び社会福祉施設において計画すべき

対策の基本的な考え方は、「第13章地震防災応急計画

を作成すべき施設・事業所の対策」の規定に準ず

る。 

ア （略） 

イ 学校 

学校における地震防災応急計画により実施する

ものとする。 

２ 警戒宣言発令時の措置 

(１) （略） 

(２) 施設の特性に応じた主要な個別事項 

病院、学校及び社会福祉施設において計画すべき

対策の基本的な考え方は、▼「第13節地震防災応

急計画を作成すべき施設・事業所の対策」の規定

に準ずる。 

ア （略） 

イ 学校 

学校における地震防災応急計画により実施する

ものとする。 
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(ア) 生徒等の安全確保のために必要な具体的措

置（家族等への引渡し方法等） 

(イ) 地域住民の避難地に指定されている施設は

避難者の受入れ方法等 

ウ 社会福祉施設 

入所者の移送又は家族等への引渡し方法 

エ （略） 

(ア) 生徒等の安全確保のために必要な具体的措

置（家族等への引渡方法等） 

(イ) 地域住民の避難地に指定されている施設は

避難者の受入方法等 

ウ 社会福祉施設 

入所者の移送又は家族等への引渡方法 

エ （略） 
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 図表番号 タイトル 頁 

表１－１ 部局名表記の略号一覧  

表１－２ 津波高と到達時間の想定  

表１－３ 建物棟被害に係る想定結果（単位・棟）  

表１－４ 人的被害に係る想定結果（死者数）  

表２－１ 要避難地区（全部又は一部が避難地区に含まれる町丁

目） 

 

図２－１ 津波からの避難が困難な地域のイメージ図  

表３－１ 津波警報等の種類と発表される津波の高さ等  

図３－１ 静岡市及び周辺自治体が属する津波予報区  

表３－２ 津波情報の種類と発表内容  

表３－３ 最大波の観測値の発表内容  

表３－４ 最大波の観測値及び推定値の発表内容 

（沿岸から 100km程度以内にある沖合の観測点） 

 

表３－５ 津波予報の発表基準と発表内容  

表３－６ 津波情報等の伝達系統図  

表３－７ 津波注意報標識、津波警報標識  

表３－８ 市が実施する自衛措置  
 

図表番号 タイトル 頁 

表１－１ 部局名表記の略号一覧 2 

表１－２ 過去の津波の状況（静岡県地域防災計画より抜

粋） 

3 

表１－３ 津波高と到達時間の想定【静岡県第４次地震被害

想定】 

4 

表１－４ 建物棟被害に係る想定結果（単位・棟）【静岡県第

４次地震被害想定】 

4 

表１－５ 人的被害に係る想定結果（死者数）【静岡県第４次

地震被害想定】 

4 

表３－１ 津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 23 

図３－１ 静岡市及び周辺自治体が属する津波予報区 25 

表３－２ 津波情報の種類と発表内容 25 

表３－３ 最大波の観測値の発表内容 26 

表３－４ 最大波の観測値及び推定値の発表内容（沿岸から

100km 程度以内にある沖合の観測点） 

26 

表３－５ 津波予報の発表基準と発表内容 27 

表３－６ 津波注意報標識、津波警報標識 28 

表３－７ 市が実施する自衛措置 31 
 

図表の整理 

津波 1 第１章 総則 第１章 総則  

 第１節 （略） 第１節 （略）  

津波 1 第２節 計画の構成 

（略） 

※「地震防災施設緊急整備計画」及び「地震防災応急対策」

「復旧・復興計画」など、本編に定めがない事項について

第２節 計画の構成 

（略） 

※「地震防災施設緊急整備計画」及び「地震防災応急対策」

「復旧・復興計画」など、本編に定めがない事項について
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は、地震対策編によるものとする。 

（略） 

は、▼「地震対策編」による。 

（略） 

津波 3 第３節 予想される災害 

１ 過去の津波災害 

静岡県で予想される地震災害は、「地震対策編 第１編

総則 第２章予想される災害」に記述する。本節では特

に津波災害について示す。 

第３節 予想される災害 

１ 過去の津波災害 

静岡県で予想される地震災害は、▼「地震対策編 第

１章 第４節 予想される災害」に記述する。本節では特

に津波災害について示す。 

 

 過去の津波の状況（静岡県地域防災計画より抜粋） 

 

地震名 発生年月日 津波の状況 

三陸沖強

震 

昭和８年３月

３日 

０２時３１分 

東北地方の沿岸では最高２４m

の津波が記録された。清水では

地震発生から８８分後、周期５

０分、最大振幅１５㎝位の波が

観測された。 

昭和東南

海地震 

昭和１９年１

２月７日 

１３時３５分 

熊野灘海岸では波高１０m に達

したところもあるが、清水では

３０㎝の退水が観測された。 

カムチャ

ッカ 

半島沖地

震 

昭和２７年１

１月５日 

０２時０１分 

清水港において数回津波が来襲

したが、被害はなかった。 

房総半島

沖地震 

昭和２８年１

１月２６日 

０２時４８分 

清水で２１㎝の津波が観測され

たが、被害はなかった。 

表 １-２ 過去の津波の状況（静岡県地域防災計画より抜

粋） 

地震名 発生年月日 津波の状況 

三陸沖強

震 

昭和８年３

月３日 

02時 31分 

東北地方の沿岸では最高 24ｍの津

波が記録された。清水では地震発

生から 88 分後、周期 50 分、最大

振幅 15㎝位の波が観測された。 

昭和東南

海地震 

昭和 19年 12

月７日 

13時 35分 

熊野灘海岸では波高 10ｍに達した

ところもあるが、清水では 30 ㎝の

退水が観測された。 

カムチャ

ッカ半島

沖地震 

昭和 27年 11

月５日 

02時 01分 

清水港において数回津波が来襲し

たが、被害はなかった。 

房総半島

沖地震 

昭和 28年 11

月 26日 

02時 48分 

清水で 21 ㎝の津波が観測された

が、被害はなかった。 

チリ沖地 昭和 35 年 5 大規模な地震で、津波は太平洋全
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

チリ沖地

震 

昭和３５年５

月２３日 

０４時１１分 

大規模な地震で、津波は太平洋

全域に達し、静岡県下では地震

を感じてから２２時間位して津

波が襲来した。清水では 217 ㎝

の津波を観測し、流木や養殖真

珠に損害が発生した。 

チリ中部

沿岸で 

発生した

地震 

平成２２年２

月２７日 

１５時３４分

頃 

マグニチュード 8.6 の巨大地震

で、津波は太平洋全域に達し静

岡県では地震発生から２３時間

位して津波が襲来した。清水で

は２１㎝の津波が観測された。 

平成23年

(2011 年)

東北地方 

太平洋沖

地震 

平成２３年３

月１１日 

１４時４６分

頃 

三陸沖を震源とするマグニチュ

ード 9.0 の巨大地震で、東北地

方の沿岸では１５m 以上の大津

波が押し寄せ、岩手・宮城・福

島県の沿岸部に壊滅的な被害を

与えた。静岡県沿岸部に１６時

８分に大津波警報が発表され、

清水では９３㎝の津波が観測さ

れた。 

（略） 

震 月 23日 

04時 11分 

域に達し、静岡県下では地震を感

じてから 22 時間位して津波が襲来

した。清水では 217 ㎝の津波を観

測し、流木や養殖真珠に損害が発

生した。 

チリ中部

沿岸で発

生した地

震 

平成 22年２

月 27日 

15時 34分

頃 

Ｍ8.6 の巨大地震で、津波は太平

洋全域に達し静岡県では地震発生

から 23 時間位して津波が襲来し

た。清水では 21 ㎝の津波が観測さ

れた。 

平成23年

(2011年) 

東北地方

太平洋沖

地震 

平成 23年３

月 11日 

14時 46分

頃 

三陸沖を震源とするＭ9.0 の巨大

地震で、東北地方の沿岸では 15ｍ

以上の大津波が押し寄せ、岩手・

宮城・福島県の沿岸部に壊滅的な

被害を与えた。静岡県沿岸部に 16

時８分に大津波警報が発表され、

清水では 93 ㎝の津波が観測され

た。 

（略） 

津波 4 ２ 静岡県第４次地震被害想定 

静岡県第４次地震被害想定の詳細は「地震対策編 第

１編総則 第２章予想される災害」に記述する。ここで

は津波の想定を中心に記述する。 

２ 静岡県第４次地震被害想定 

静岡県第４次地震被害想定の詳細は▼「地震対策編 

第１章 第４節 予想される災害」に記述する。ここでは

津波の想定を中心に記述する。 
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 (１) 津波高と到達時間の想定 

レベル１の地震・津波：発生頻度が比較的高く（駿

河・南海トラフでは約 100～150 年に 1 回)、発

生すれば大きな被害をもたらす地震・津波  

レベル２の地震・津波：発生頻度は極めて低いが、発

生すれば甚大な被害をもたらす、あらゆる可能

性を考慮した最大クラスの地震・津波 

(１) 津波高と到達時間の想定 

レベル１の地震・

津波 

発生頻度が比較的高く（駿河・南海ト

ラフでは約 100～150年に 1回)、発生す

れば大きな被害をもたらす地震・津波 

レベル２の地震・

津波 

発生頻度は極めて低いが、発生すれば

甚大な被害をもたらす、あらゆる可能

性を考慮した最大クラスの地震・津波 
 

表による整理 

 表１－２ 津波高と到達時間の想定 

 

表（略） 

表 １-３ 津波高と到達時間の想定【静岡県第４次地震被害

想定】 

表（略） 

表タイトル修正 

 (２) 建物棟被害に係る想定結果（単位・棟） 

表１－３ 建物棟被害に係る想定結果（単位・棟） 

 

表（略） 

(２) 建物棟被害に係る想定結果（単位・棟） 

表 １-４ 建物棟被害に係る想定結果（単位・棟）【静岡県第

４次地震被害想定】 

表（略） 

 

表タイトル修正 

 (３) 人的被害に係る想定結果（死者数） 

表１－４ 人的被害に係る想定結果（死者数） 

 

表（略） 

(３) 人的被害に係る想定結果（死者数） 

表 １-５ 人的被害に係る想定結果（死者数）【静岡県第４次

地震被害想定】 

表（略） 

 

表タイトル修正 

津波 5 ３ 日本近海で発生する津波の特徴 

(１) 津波は第１波、第２波、第３波と繰り返し襲って

くるが、必ずしも第１波が最大とは限らない。津波

が海中を進行する際、大陸棚や海山などの海底地形

によって反射波が生じ、場所によっては第１波より

も第２波、第３波の方が高い場合もある。津波警報

等が発表されている間は決して警戒を緩めることな

３ 日本近海で発生する津波の特徴 

(１) 津波警報中の継続的な警戒 

津波は第１波、第２波、第３波と繰り返し襲って

くるが、必ずしも第１波が最大とは限らない。津波

が海中を進行する際、大陸棚や海山などの海底地形

によって反射波が生じ、場所によっては第１波より

も第２波、第３波の方が高い場合もある。津波警報
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

く、不測の事態に備える必要がある。 

 

(２) 津波の第１波は引き波と押し波の２種類がある。

大津波の第１波が引きの場合は、海水が一旦沖合に

後退して、海底が露出したり船が沖合へ流されたり

するなどしたのち、巨大な波が押し寄せるため、津

波の前兆現象が顕著に現れる。一方、大津波の第１

波が押しの場合は、引きのような顕著な前兆現象が

ないまま突然巨大な波が押し寄せる。過去の津波の

言い伝えの中には、「大津波の前には海水が引く」と

いうものもあるが、実際には第１波が引きの場合も

押しの場合もあるので、沿岸部で大きな揺れを感じ

たらすぐに逃げるという意識を持つ必要がある。 

 

(３) 静岡県第４次地震被害想定では、駿河トラフや南

海トラフを発生源とする津波の他、相模トラフ沿い

で発生するレベル１、レベル２の地震にも注意を払

う必要がある。相模トラフ沿いで発生した津波は伊

豆半島を回折して静岡市沿岸まで達し、被害を及ぼ

す想定となっている。 

 

等が発表されている間は決して警戒を緩めることな

く、不測の事態に備える必要がある。 

(２) 即時避難の重要性 

津波の第１波は引き波と押し波の２種類がある。

大津波の第１波が引きの場合は、海水が一旦沖合に

後退して、海底が露出したり船が沖合へ流されたり

するなどしたのち、巨大な波が押し寄せるため、津

波の前兆現象が顕著に現れる。一方、大津波の第１

波が押しの場合は、引きのような顕著な前兆現象が

ないまま突然巨大な波が押し寄せる。過去の津波の

言い伝えの中には、「大津波の前には海水が引く」と

いうものもあるが、実際には第１波が引きの場合も

押しの場合もあるので、沿岸部で大きな揺れを感じ

たらすぐに逃げるという意識を持つ必要がある。 

(３) 相模トラフ沿いで発生する津波への注意 

静岡県第４次地震被害想定では、駿河トラフや南

海トラフを発生源とする津波のほか、相模トラフ沿

いで発生するレベル１、レベル２の地震にも注意を

払う必要がある。相模トラフ沿いで発生した津波は

伊豆半島を回折して静岡市沿岸まで達し、被害を及

ぼす想定となっている。 

 ４ （略） ４ （略）  

津波 7 第４節 市の海岸地形及び土地利用 

（略） 

１ 大崩海岸 （略） 

第４節 市の海岸地形及び土地利用 

（略） 

１ 大崩海岸 （略） 
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２ 

用宗地区

～ 

安倍川河

口 

海岸線に沿って浜堤が形成されており、比

較的海抜が高く自然の堤防の役目を果たす。

一方で海岸線から 200m～300m 程度離れる

と、安倍川、丸子川、小坂川等の後背湿地と

なり、低地が広がる。従って海岸から 1 ㎞程

度までは内陸に向かって海抜が低くなる地形

となっている。用宗漁港付近や安倍川河口は

浜堤の切れ間であり、一部海抜が低くなって

いるところがある。 

３ 

安倍川河

口～大谷

地区 

（略） 

４ 

久能地区

～ 

駒越地区 

（略） 

５ 三保半島 

（略） 

安倍川の治水事業が進む前は土砂の供給量

が豊富であったため、海抜が最も高いところ

は駿河湾に面した外縁部の浜堤で、最大 12m

程度となっている。一方で清水港に面した内

縁部は海抜が低く、埋め立て地も多い。 

６ 

不二見地

区～興津

川河口 

（略） 

７ 興津川河 （略） 

２ 

用宗地区

～ 

安倍川河

口 

海岸線に沿って浜堤が形成されており、比

較的海抜が高く自然の堤防の役目を果たす。

一方で海岸線から 200ｍ～300ｍ程度離れる

と、安倍川、丸子川、小坂川等の後背湿地と

なり、低地が広がる。従って海岸から 1 ㎞程

度までは内陸に向かって海抜が低くなる地形

となっている。用宗漁港付近や安倍川河口は

浜堤の切れ間であり、一部海抜が低くなって

いるところがある。 

３ 

安倍川河

口～大谷

地区 

（略） 

４ 

久能地区

～ 

駒越地区 

（略） 

５ 三保半島 

（略） 

安倍川の治水事業が進む前は土砂の供給量

が豊富であったため、海抜が最も高いところ

は駿河湾に面した外縁部の浜堤で、最大 12

ｍ程度となっている。一方で清水港に面した

内縁部は海抜が低く、埋め立て地も多い。 

６ 

不二見地

区～興津

川河口 

（略） 

７ 興津川河 （略） 
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口～富士

川河口 
 

口～富士

川河口 
 

津波 7 第５節 防災関係機関の処理すべき事務 

（略） 

第５節 防災関係機関の処理すべき事務 

（略） 

 

津波 8 １ 市 

(１) 津波防災に関する組織の整備 

(２) 自主防災組織の育成指導、その他市民の津波対策

の促進 

(３) 防災思想の普及 

(４) 防災訓練の実施 

(５) 津波防災のための施設等の緊急整備 

(６) 大津波警報、津波警報、津波注意報、その他津波

に関する情報の収集、伝達及び広報 

(７) 避難の指示に関する事項 

(８) 消防、水防、その他の応急措置 

(９) 応急の救護を要すると認められる者の救護、その

他保護に関する事項 

(10) 災害時における市有施設及び設備の整備又は点検 

(11) 緊急輸送手段の確保 

(12) 食料、医薬品、その他の物資の確保、清掃、防

疫、その他保健衛生活動の準備等災害応急対策の準

備及び実施 

(13) その他津波災害発生の防止又は拡大防止のための

措置 

１ 市 

(１) 津波防災に関する組織の整備 

(２) 自主防災組織の育成指導、その他市民の津波対策の

促進 

(３) 防災思想の普及 

(４) 防災訓練の実施 

(５) 津波防災のための施設等の緊急整備 

(６) 大津波警報、津波警報、津波注意報、その他津波に

関する情報の収集、伝達及び広報 

(７) 避難の指示に関する事項 

(８) 消防、水防、その他の応急措置 

(９) 応急の救護を要すると認められる者の救護、その他

保護に関する事項 

(10) 災害時における市有施設及び設備の整備又は点検 

(11) 緊急輸送手段の確保 

(12) 食料、医薬品、その他の物資の確保、清掃、防疫、

その他保健衛生活動の準備等災害応急対策の準備及び

実施 

(13) その他津波災害発生の防止又は拡大防止のための措

置 
 

表による整理 
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津波 8 ２ 静岡県 

(１) 津波防災に関する組織の整備 

(２) 自主防災組織の育成指導、その他県民の津波対策

の促進 

(３) 防災思想の普及 

(４) 防災訓練の実施 

(５) 津波防災のための施設等の緊急整備 

(６) 大津波警報、津波警報、津波注意報、その他津波

に関する情報の収集、伝達及び広報 

(７) 避難の指示に関する事項 

(８) 水防その他の応急措置 

(９) 応急の救護を要すると認められる者の救護、その

他保護に関する事項 

(10) 災害時における県有施設及び設備の整備又は点検 

(11) 犯罪の予防、交通の規制、その他社会秩序の維持 

(12) 緊急輸送手段の確保 

(13) 食料、医薬品、その他の物資の確保、清掃、防

疫、その他保健衛生活動の準備等災害応急対策の準

備及び実施 

(14) 市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地

方公共機関の地震防災応急対策及び災害応急対策の

連絡調整 

(15) その他津波災害の発生の防止又は拡大防止のため

の措置 

２ 静岡県 

(１) 津波防災に関する組織の整備 

(２) 自主防災組織の育成指導、その他県民の津波対策の

促進 

(３) 防災思想の普及 

(４) 防災訓練の実施 

(５) 津波防災のための施設等の緊急整備 

(６) 大津波警報、津波警報、津波注意報、その他津波に

関する情報の収集、伝達及び広報 

(７) 避難の指示に関する事項 

(８) 水防その他の応急措置 

(９) 応急の救護を要すると認められる者の救護、その他

保護に関する事項 

(10) 災害時における県有施設及び設備の整備又は点検 

(11) 犯罪の予防、交通の規制、その他社会秩序の維持 

(12) 緊急輸送手段の確保 

(13) 食料、医薬品、その他の物資の確保、清掃、防疫、

その他保健衛生活動の準備等災害応急対策の準備及び

実施 

(14) 市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方

公共機関の地震防災応急対策及び災害応急対策の連絡

調整 

(15) その他津波災害の発生の防止又は拡大防止のための

措置 
 

表による整理 

津波 8 ３ 静岡県警察（静岡中央警察署、静岡南警察署、清水 ３ 静岡県警察（静岡中央警察署、静岡南警察署、清水 表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

警察署） 

(１) 情報の収集及び提供 

(２) 救出・救助 

(３) 遺体の検視･見分 

(４) 避難に関する情報の伝達及び避難の指示、緊急避

難場所・避難所の安全確保及び秩序の維持 

(５) 警戒区域の防犯パトロール 

(６) 社会秩序維持等のための取り締まり等 

(７) 緊急交通路の確保 

警察署） 

(１) 情報の収集及び提供 

(２) 救出・救助 

(３) 遺体の検視･見分 

(４) 避難に関する情報の伝達及び避難の指示、緊急避難

場所・避難所の安全確保及び秩序の維持 

(５) 警戒区域の防犯パトロール 

(６) 社会秩序維持等のための取り締まり等 

(７) 緊急交通路の確保 
 

津波 9 ４ 自衛隊（陸上自衛隊東部方面隊第 1師団第 34普通科

連隊） 

(１) 災害時における人命又は財産保護のための救援活

動 

(２) 災害時における応急復旧活動 

４ 自衛隊（陸上自衛隊東部方面隊第 1師団第 34普通科

連隊） 

(１) 災害時における人命又は財産保護のための救援活動 

(２) 災害時における応急復旧活動 
 

表による整理 

津波 9 ５ 指定地方行政機関 

(１) 総務省東海総合通信局 

ア 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信

施設及び無線通信施設）の整備のための調整及び

電波の監理 

イ 災害時における電気通信及び放送の確保のため

の応急対策及び非常の場合の無線通信の監理 

ウ 災害地域における電気通信施設、放送設備等の

被害状況調査 

エ 通信インフラに支障が発生した被災地の地方公

共団体への衛星携帯電話等の災害対策用移動通信

５ 指定地方行政機関 

総務省 東海総

合通信局 

ア 災害時に備えての電気通信施設（有線

電気通信施設及び無線通信施設）の整備

のための調整及び電波の監理 

イ 災害時における電気通信及び放送の確

保のための応急対策及び非常の場合の無

線通信の監理 

ウ 災害地域における電気通信施設、放送

設備等の被害状況調査 

エ 通信インフラに支障が発生した被災地

の地方公共団体への衛星携帯電話等の災

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

機器、災害対策用移動電源車及び臨時災害放送局

用設備の貸与 

オ 非常通信訓練の計画及びその実施についての指

導に関すること 

カ 非常通信協議会の運営に関すること 

(２) 財務省東海財務局 

ア 災害時における財政金融の適切な措置並びに関

係機関との連絡調整 

イ 災害時の応急措置のための国有財産の無償提供

に関すること 

(３) 農林水産省関東農政局 静岡県拠点 

食料需給に関する情報収集及び災害時における関

係機関、団体の被災状況の把握 

(４) 厚生労働省静岡労働局(静岡労働基準監督署) 

ア 事業場に対する津波防災対策の周知指導 

イ 事業場の被災状況の把握 

(５) 国土交通省中部地方整備局（静岡河川事務所、富

士砂防事務所、静岡国道事務所、清水港湾事務所）、

関東地方整備局（甲府河川国道事務所） 

管轄する河川、海岸、道路、港湾についての計

画、工事及び管理を行うほか、次の事項を行うよう

努める。 

ア 災害予防 

(ア) 所管施設の耐震性の確保 

(イ) 応急復旧用資機材の備蓄の推進及び防災拠

点施設等の充実 

害対策用移動通信機器、災害対策用移動

電源車及び臨時災害放送局用設備の貸与 

オ 非常通信訓練の計画及びその実施につ

いての指導に関すること 

カ 非常通信協議会の運営に関すること 

財務省 東海財

務局 

（静岡財務事務

所） 

ア 災害時における財政金融の適切な措置

並びに関係機関との連絡調整 

イ 災害時の応急措置のための国有財産の

無償提供に関すること 

農林水産省 関

東農政局 

（静岡県拠点） 

食料需給に関する情報収集及び災害時に

おける関係機関、団体の被災状況の把握 

厚生労働省 静

岡労働局 

（静岡労働基準

監督署） 

ア 事業場に対する津波防災対策の周知指

導 

イ 事業場の被災状況の把握 

国土交通省 中

部地方整備局 

（静岡河川事務

所） 

（富士砂防事務

所） 

（静岡国道事務

所） 

（清水港湾事務

管轄する河川、海岸、道路、港湾につい

ての計画、工事及び管理を行うほか、次の

事項を行うよう努める。 

ア 災害予防 

(ア) 所管施設の耐震性の確保 

(イ) 応急復旧用資機材の備蓄の推進及

び防災拠点施設等の充実 

(ウ) 機動力を生かした実践的な方法に

よる防災訓練の実施 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(ウ) 機動力を生かした実践的な方法による防災

訓練の実施 

(エ) 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキ

スパート制度の運用 

(オ) 港湾における緊急物資輸送ルートの確保に

関する計画、指導及び事業実施 

イ 初動対応 

地方整備局災害対策本部等からの指示により、

情報連絡員（リエゾン）及び緊急災害対策派遣隊

（TEC-FORCE）等を派遣し、被災地方公共団体等が

行う、被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡

大の防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策

に対する支援を行うとともに、緊急車両の通行を

確保するため、関係機関と調整を図りつつ、道路

啓開を実施する。 

ウ 応急・復旧 

(ア) 防災関係機関との連携による応急対策の実

施 

(イ) 道路啓開に関する計画に基づく路上障害物

の除去等による緊急輸送路の確保 

(ウ) 所管施設の緊急点検の実施 

(エ) 海上の流出油災害に対する防除等の措置 

(オ) 自治体の要請に基づく災害対策用建設機械

等の貸付 

(カ) 航路啓開に関する計画に基づく、津波流出

物の除去等による海上緊急輸送路の確保 

所） 

国土交通省 関

東地方整備局 

（甲府河川国道

事務所） 

(エ) 公共施設等の被災状況調査を行う

防災エキスパート制度の運用 

(オ) 港湾における緊急物資輸送ルート

の確保に関する計画、指導及び事業

実施 

イ 初動対応 

地方整備局災害対策本部等からの指示

により、情報連絡員（リエゾン）及び緊

急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣ

Ｅ）等を派遣し、被災地方公共団体等が

行う、被災状況の迅速な把握、被害の発

生及び拡大の防止、被災地の早期復旧そ

の他災害応急対策に対する支援を行うと

ともに、緊急車両の通行を確保するた

め、関係機関と調整を図りつつ、道路啓

開を実施する。 

ウ 応急・復旧 

(ア) 防災関係機関との連携による応急

対策の実施 

(イ) 道路啓開に関する計画に基づく路

上障害物の除去等による緊急輸送路

の確保 

(ウ) 所管施設の緊急点検の実施 

(エ) 海上の流出油災害に対する防除等

の措置 

(オ) 自治体の要請に基づく災害対策用
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(６) 国土交通省中部運輸局（静岡運輸支局） 

ア 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達 

イ 海上における物資及び旅客の輸送を確保するた

めの、船舶の調達のあっせん、特定航路への就航

勧奨 

ウ 港湾荷役が円滑に行われるよう必要な指導 

エ 緊急海上輸送の要請に速やかに対応できるよ

う、船舶運航事業者等との連絡体制の強化、船舶

動静の把握及び緊急時の港湾荷役態勢の確保 

オ 特に必要と認めるときは、船舶運航事業者若し

くは港湾運送事業者に対する航海命令又は公益命

令を発する措置 

カ 鉄道及びバスの安全運行の確保に必要な指導・

監督 

キ 自動車道の通行の確保に必要な指導・監督 

ク 陸上における物資及び旅客輸送を確保するため

の、自動車の調達あっせん、輸送の分担、う回輸

送、代替輸送等の指導 

ケ 緊急陸上輸送の要請に速やかに対応できるよ

う、関係運送事業者団体及び運送事業者との連絡

体制の確立、緊急輸送に使用しうる車両等の把握

及び緊急時の出動体制の整備 

コ 特に必要があると認めるときは、自動車運送事

業者に対する輸送命令 

サ 大規模自然災害における被災状況の迅速な把

握、被災地の早期復旧等に関する支援のため緊急

建設機械等の貸付け 

(カ) 航路啓開に関する計画に基づく、

津波流出物の除去等による海上緊急

輸送路の確保 

国土交通省 中

部運輸局 

（静岡運輸支

局） 

ア 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝

達 

イ 海上における物資及び旅客の輸送を確

保するための、船舶の調達のあっせん、

特定航路への就航勧奨 

ウ 港湾荷役が円滑に行われるよう必要な

指導 

エ 緊急海上輸送の要請に速やかに対応で

きるよう、船舶運航事業者等との連絡体

制の強化、船舶動静の把握及び緊急時の

港湾荷役態勢の確保 

オ 特に必要と認めるときは、船舶運航事

業者若しくは港湾運送事業者に対する航

海命令又は公益命令を発する措置 

カ 鉄道及びバスの安全運行の確保に必要

な指導・監督 

キ 自動車道の通行の確保に必要な指導・

監督 

ク 陸上における物資及び旅客輸送を確保

するための、自動車の調達あっせん、輸

送の分担、う回輸送、代替輸送等の指導 

ケ 緊急陸上輸送の要請に速やかに対応で
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を派遣する。 

(７) 国土地理院中部地方測量部 

ア 災害応急対策の際、災害に関する情報の収集及

び伝達における地理空間情報の活用を 

図る。 

イ 災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興の

際、国土地理院が提供及び公開する防災関連情報

の利活用を図る。 

ウ 災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興の

際、地理情報システムの活用を図る。 

エ 災害復旧・復興にあたっては、位置に関わる情

報の基盤を形成するため、必要に応じて復旧測量

等を実施する。 

(８) 気象庁東京管区気象台（静岡地方気象台） 

ア 大津波警報・津波警報・津波注意報の通知、津

波情報等の発表又は通報並びに解説 

イ 津波観測施設の整備並びに観測機器の保守 

ウ 津波に関する啓発活動並びに防災訓練に対する

協力 

エ 異常現象に関する情報が市長から通報された場

合、すみやかに気象庁本庁に報告し適切な措置を

講ずること 

(９) 海上保安庁第三管区海上保安本部（清水海上保安

部） 

ア 船舶等に対する津波に関連する情報の情報伝

達、船舶のふくそうが予想される海域において、

きるよう、関係運送事業者団体及び運送

事業者との連絡体制の確立、緊急輸送に

使用しうる車両等の把握及び緊急時の出

動体制の整備 

コ 特に必要があると認めるときは、自動

車運送事業者に対する輸送命令 

サ 大規模自然災害における被災状況の迅

速な把握、被災地の早期復旧等に関する

支援のため緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ

－ＦＯＲＣＥ）を派遣する。 

国土地理院 中

部地方測量部 

ア 災害応急対策の際、災害に関する情報

の収集及び伝達における地理空間情報の

活用を 

図る。 

イ 災害予防、災害応急対策及び災害復

旧・復興の際、国土地理院が提供及び公

開する防災関連情報の利活用を図る。 

ウ 災害予防、災害応急対策及び災害復

旧・復興の際、地理情報システムの活用

を図る。 

エ 災害復旧・復興にあたっては、位置に

関わる情報の基盤を形成するため、必要

に応じて復旧測量等を実施する。 

気象庁 東京管

区気象台 

（静岡地方気象

ア 大津波警報・津波警報・津波注意報の

通知、津波情報等の発表又は通報並びに

解説 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

必要に応じた船舶交通の整理・指導 

イ マリンレジャー等を行っている者に対する津波

に関連する情報の伝達 

ウ 海上における人命救護、海難船舶等の救助 

エ 海上における治安の維持、海上交通の安全確保 

オ 危険物及び油の排出等海上災害に対する応急措

置 

(10) 環境省関東地方環境事務所、環境省中部地方環境

事務所 

ア 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集

及び提供 

イ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄

物の発生量の情報収集 

ウ 行政機関等との連絡調整、被災状況・動物救護

活動の状況等に関する情報収集、提供等 

エ 放射性物質による汚染状況の情報収集及び提供

並びに汚染等の除去への支援 

 

 

台） イ 津波観測施設の整備並びに観測機器の

保守 

ウ 津波に関する啓発活動並びに防災訓練

に対する協力 

エ 異常現象に関する情報が市長から通報

された場合、すみやかに気象庁本庁に報

告し適切な措置を講ずること 

海上保安庁 第

三管区 

海上保安本部 

（清水海上保安

部） 

ア 船舶等に対する津波に関連する情報の

情報伝達、船舶のふくそうが予想される

海域において、必要に応じた船舶交通の

整理・指導 

イ マリンレジャー等を行っている者に対

する津波に関連する情報の伝達 

ウ 海上における人命救護、海難船舶等の

救助 

エ 海上における治安の維持、海上交通の

安全確保 

オ 危険物及び油の排出等海上災害に対す

る応急措置 

環境省 関東地

方環境事務所 

環境省 中部地

方環境事務所 

ア 有害物質等の発生等による汚染状況の

情報収集及び提供 

イ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき

等の廃棄物の発生量の情報収集 

ウ 行政機関等との連絡調整、動物救護活

動の状況等に関する情報収集、提供等 

エ 放射性物質による汚染状況の情報収集
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

及び提供並びに汚染等の除去への支援 
 

津波 11 ６ 指定公共機関 

(１) 日本郵便株式会社東海支社（静岡中央郵便局） 

ア 郵便事業の運営に関すること 

イ 災害の発生時又はそのおそれがある場合におい

ては、可能な限り窓口業務を確保すること 

ウ 施設等の被災防止に関すること 

エ 利用者の避難誘導に関すること 

(２) 日本赤十字社（静岡県支部） 

ア 医療、助産、こころのケア及び遺体措置に関す

ること 

イ 血液製剤の確保及び供給のための措置 

ウ 被災者に対する救援物資の配布 

エ 義援金の募集 

オ 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

カ その他必要な事項 

(３) 日本放送協会（静岡放送局） 

ア 津波災害に関する解説、キャンペーン番組等の

積極的な編成による視聴者の津波防災に関する認

識の向上 

イ 臨時ニュースの編成メディアを有効に活用し

た、津波に関する情報の正確迅速な提供に努める

こと 

ウ 地方公共団体等の要請に基づき、予報、警報、

警告等の放送を行うこと 

エ 放送施設、設備の災害予防のため、防災施設、

６ 指定公共機関 

日本郵便株式

会社 

（静岡中央郵便

局） 

ア 郵便事業の運営に関すること 

イ 災害の発生時又はそのおそれがある場

合においては、可能な限り窓口業務を確

保すること 

ウ 施設等の被災防止に関すること 

エ 利用者の避難誘導に関すること 

日本赤十字社 

（静岡県支部） 

ア 医療、助産、こころのケア及び遺体措

置に関すること 

イ 血液製剤の確保及び供給のための措置 

ウ 被災者に対する救援物資の配布 

エ 義援金の募集 

オ 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

カ その他必要な事項 

日本放送協会 

（静岡放送局） 

ア 津波災害に関する解説、キャンペーン

番組等の積極的な編成による視聴者の津

波防災に関する認識の向上 

イ 臨時ニュースの編成メディアを有効に

活用した、津波に関する情報の正確迅速

な提供に努めること 

ウ 地方公共団体等の要請に基づき、予

報、警報、警告等の放送を行うこと 

エ 放送施設、設備の災害予防のため、防

災施設、設備の整備をすすめること 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

設備の整備をすすめること 

(４) 中日本高速道路株式会社（東京支社富士・静岡・

浜松保全・サービスセンター） 

ア 交通対策に関すること 

イ 災害応急対策に関すること 

(５) 東海旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社 

ア 津波警報等の伝達 

イ 列車の運転規制措置 

ウ 旅客の避難、救護 

エ 列車の運行状況、旅客の避難実施状況等の広報 

オ 津波発生後に備えた資機材、人員等の配備手配 

カ 施設等の整備 

(６) 西日本電信電話株式会社（静岡支店）、株式会社Ｎ

ＴＴドコモ東海支社（静岡支店） 

ア 災害時における重要通信の確保 

イ 災害時における通信疎通状況等の広報 

ウ 復旧用資機材等の確保並びに広域応援計画に基

づく手配 

(７) 岩谷産業株式会社、アストモスエネルギー株式会

社、株式会社ジャパンガスエナジー、ＥＮＥＯＳグ

ローブ株式会社、ジクシス株式会社 

ＬＰガスタンクローリー等によるＬＰガス輸入基

地、２次基地から充填所へのＬＰガスの配送 

(８) 日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐川急便

株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社 

防災関係機関の要請に基づく緊急輸送車両の確保 

中日本高速道

路株式会社 

（東京支社） 

（富士・静岡・

浜松 保全・サ

ービ スセ ンタ

ー） 

ア 交通対策に関すること 

イ 災害応急対策に関すること 

東海旅客鉄道

株式会社 

日本貨物鉄道

株式会社 

ア 津波警報等の伝達 

イ 列車の運転規制措置 

ウ 旅客の避難、救護 

エ 列車の運行状況、旅客の避難実施状況

等の広報 

オ 津波発生後に備えた資機材、人員等の

配備手配 

カ 施設等の整備 

西日本電信電

話株式会社 

（静岡支店） 

株式会社ＮＴ

Ｔドコモ東海

支社（静岡支

店） 

ア 災害時における重要通信の確保 

イ 災害時における通信疎通状況等の広報 

ウ 復旧用資機材等の確保並びに広域応援

計画に基づく手配 

岩谷産業株式

会社 

アストモスエ

ネルギー株式

ＬＰガスタンクローリー等によるＬＰガ

ス輸入基地、２次基地から充填所へのＬＰ

ガスの配送 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(９) 中部電力パワーグリッド株式会社（静岡支社） 

ア 災害時における電力の緊急融通等による電力供

給の確保 

イ 復旧用資材等の整備 

ウ 電力施設の災害予防措置及び広報の実施 

(10) ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天

モバイル株式会社 

重要な通信を確保するために必要な措置の実施 

(11) 一般社団法人日本建設業連合会中部支部、一般社

団法人全国中小建設業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関する協力 

(12) 株式会社イトーヨーカ堂、イオン株式会社、ユニ

ー株式会社、株式会社セブン−イレブン・ジャパン、

株式会社ローソン、株式会社ファミリーマート、株

式会社セブン＆アイ・ホールディングス 

ア 県からの要請による災害救助の実施に必要な物

資の調達等の実施 

イ 被災地の復旧・復興を支援するため事業活動を

早期に再開する 

 

 

会社 

株式会社ジャ

パンガスエナ

ジー 

ＥＮＥＯＳグ

ローブ株式会

社 

ジクシス株式

会社 

日本通運株式

会社 

福山通運株式

会社 

佐川急便株式

会社 

ヤマト運輸株

式会社 

西濃運輸株式

会社 

防災関係機関の要請に基づく緊急輸送車

両の確保 

中部電力パワ

ーグリッド株

式会社 

（静岡支社） 

ア 災害時における電力の緊急融通等によ

る電力供給の確保 

イ 復旧用資材等の整備 

ウ 電力施設の災害予防措置及び広報の実

施 

ＫＤＤＩ株式

会社 

重要な通信を確保するために必要な措置

の実施 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ソフトバンク

株式会社 

楽天モバイル

株式会社 

一般社団法人

日本建設業連

合会中部支部 

一般社団法人

全国中小建設

業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関す

る協力 

株式会社イト

ーヨーカ堂 

イオン株式会

社 

ユニー株式会

社 

株式会社セブ

ン ‐ イ レ ブ

ン・ジャパン 

株式会社ロー

ソン 

株式会社ファ

ミリーマート 

株式会社セブ

ン＆アイ・ホ

ールディング

ア 県からの要請による災害救助の実施に

必要な物資の調達等の実施 

イ 被災地の復旧・復興を支援するため事

業活動を早期に再開する 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ス 
 

津波 12 ７ 指定地方公共機関 

(１) 土地改良区（静岡市内土地改良区） 

ア 災害予防 

イ 応急・復旧 

(ア) 関係機関との連携による応急対策の実施 

(イ) 所管施設の緊急点検 

(ウ) 農業用水及び非常用水の確保 

(２) 静岡ガス株式会社（静岡支社、東部支社） 

ア 需要家に対する都市ガスによる災害の予防広報 

イ 災害時におけるガス供給の確保 

ウ 施設設備の耐震予防対策の実施 

エ 災害令時における防災広報、施設の点検等災害

予防措置 

(３) 一般社団法人静岡県 LPガス協会（中部支部） 

ア 需要家に対する LPガスによる災害の予防広報 

イ 協会加入事業所による施設設備の耐震化等の予

防対策の実施 

ウ 災害時における防災広報並びに協会加入事業所

の施設の点検等災害防止措置の実施 

エ 燃料の確保に関する協力 

オ 協会加入事業所による被害状況調査及び応急復

旧 

(４) 静岡鉄道株式会社 

ア 津波警報等津波に関する情報の伝達 

イ 列車の運転規制措置 

７ 指定地方公共機関 

土地改良区 

（静岡市内土地

改良区） 

ア 災害予防 

イ 応急・復旧 

(ア) 関係機関との連携による応急対策

の実施 

(イ) 所管施設の緊急点検 

(ウ) 農業用水及び非常用水の確保 

静岡ガス株式

会社 

（静岡支社） 

（東部支社） 

ア 需要家に対する都市ガスによる災害の

予防広報 

イ 災害時におけるガス供給の確保 

ウ 施設設備の耐震予防対策の実施 

エ 災害令時における防災広報、施設の点

検等災害予防措置 

一般社団法人

静岡県ＬＰガ

ス協会 

（中部支部） 

ア 需要家に対するＬＰガスによる災害の

予防広報 

イ 協会加入事業所による施設設備の耐震

化等の予防対策の実施 

ウ 災害時における防災広報並びに協会加

入事業所の施設の点検等災害防止措置の

実施 

エ 燃料の確保に関する協力 

オ 協会加入事業所による被害状況調査及

び応急復旧 

静岡鉄道株式 ア 津波警報等津波に関する情報の伝達 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ウ 旅客の避難、救護 

エ 列車の運行状況、旅客の避難状況等の広報 

(５) 一般社団法人静岡県トラック協会、一般社団法人

静岡県バス協会、商業組合静岡県タクシー協会 

防災関係機関の要請に基づく、協会加盟事業所か

らの緊急輸送車両等の確保 

(６) 民間放送機関（静岡放送株式会社、株式会社テレ

ビ静岡、株式会社静岡朝日テレビ、株式会社静岡第

一テレビ、株式会社トコちゃんねる静岡、静岡エフ

エム放送株式会社、株式会社シティエフエム静岡、

株式会社エフエムしみず） 

ア 津波防災に関するキャンペーン番組、定時ニュ

ース番組等による防災知識の普及 

イ 災害時において特別番組を編成し､津波警報等津

波に関する情報､国､県､市､防災関係機関等の防災

活動状況を放送すること 

ウ 放送施設、機器類等の整備の事前点検と災害予

防のための設備の整備 

(７) 一般社団法人静岡県医師会（一般社団法人静岡市

静岡医師会、一般社団法人静岡市清水医師会、一般

社団法人庵原医師会）、一般社団法人静岡県歯科医師

会（一般社団法人静岡市静岡歯科医師会、一般社団

法人静岡市清水歯科医師会）、公益社団法人静岡県看

護協会（公益社団法人静岡県看護協会静岡地区支

部）、公益社団法人静岡県病院協会、公益社団法人静

岡県薬剤師会（一般社団法人静岡市薬剤師会、清水

会社 イ 列車の運転規制措置 

ウ 旅客の避難、救護 

エ 列車の運行状況、旅客の避難状況等の

広報 

一般社団法人

静岡県トラッ

ク協会 

一般社団法人

静岡県バス協

会 

商業組合静岡

県タクシー協

会 

防災関係機関の要請に基づく、協会加盟

事業所からの緊急輸送車両等の確保 

民間放送機関 

（静岡放送株式

会社） 

（株式会社テレ

ビ静岡） 

（株式会社静岡

朝日テレビ） 

（株式会社静岡

第一テレビ） 

（株式会社トコ

ちゃんねる静

岡） 

（静岡エフエム

ア 津波防災に関するキャンペーン番組、

定時ニュース番組等による防災知識の普

及 

イ 災害時において特別番組を編成し､津

波警報等津波に関する情報､国､県､市､防

災関係機関等の防災活動状況を放送する

こと 

ウ 放送施設、機器類等の整備の事前点検

と災害予防のための設備の整備 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

薬剤師会） 

ア 医療救護施設における医療救護活動の実施 

イ 検案（公益社団法人静岡県看護協会（公益社団

法人静岡県看護協会静岡地区支部）、公益社団法人

静岡県薬剤師会（一般社団法人静岡市静岡薬剤師

会､清水薬剤師会）及び公益社団法人静岡県病院協

会を除く。） 

ウ 災害時の口腔ケアの実施（一般社団法人静岡県

歯科医師会（一般社団法人静岡市静岡歯科医師

会、一般社団法人静岡市清水歯科医師会）） 

(８) 一般社団法人静岡県警備業協会 

災害時の道路交差点での交通整理支援 

(９) 一般社団法人静岡県建設業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関する協力 

 

 

放送株式会社） 

（株式会社シテ

ィエフエム静

岡） 

（株式会社エフ

エムしみず） 

一般社団法人

静岡県医師会 

（一般社団法人

静岡市静岡医師

会） 

（一般社団法人

静岡市清水医師

会） 

（一般社団法人

庵原医師会） 

一般社団法人

静岡県歯科医

師会 

（一般社団法人

静岡市静岡歯科

医師会） 

（一般社団法人

静岡市清水歯科

医師会） 

公益社団法人

ア 医療救護施設における医療救護活動の

実施 

イ 検案（公益社団法人静岡県看護協会

（公益社団法人静岡県看護協会静岡地区

支部）、公益社団法人静岡県薬剤師会

（一般社団法人静岡市静岡薬剤師会､清

水薬剤師会）及び公益社団法人静岡県病

院協会を除く。） 

ウ 災害時の口腔ケアの実施（一般社団法

人静岡県歯科医師会（一般社団法人静岡

市静岡歯科医師会、一般社団法人静岡市

清水歯科医師会）） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

静岡県看護協

会 

（公益社団法人

静岡県看護協会

静岡地区支部） 

公益社団法人

静岡県病院協

会 

公益社団法人

静岡県薬剤師

会 

（一般社団法人

静岡市薬剤師

会） 

（清水薬剤師

会） 

一般社団法人

静岡県警備業

協会 

災害時の道路交差点での交通整理支援 

一般社団法人

静岡県建設業

協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関す

る協力 

 

津波 13 ８ 沿岸部に立地する施設の管理者 

(１) 津波に対する知識の向上 

(２) 施設の安全対策 

８ 沿岸部に立地する施設の管理者 

(１) 津波に対する知識の向上 

(２) 施設の安全対策 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(３) 津波についての情報収集・伝達体制、避難対策等

の取り決め 

(４) 災害発生等に備えた事業継続計画等の策定 

(５) 地域の自主防災組織や浸水想定区域内の利用者と

連携した防災活動への協力 

(６) 津波災害だけでなく、施設の損壊や火災など、想

定しうる他の災害も併せて対策を行う。 

 

(３) 津波についての情報収集・伝達体制、避難対策等の

取り決め 

(４) 災害発生等に備えた事業継続計画等の策定 

(５) 地域の自主防災組織や浸水想定区域内の利用者と連

携した防災活動への協力 

(６) 津波災害だけでなく、施設の損壊や火災など、想定

しうる他の災害も併せて対策を行う。 
 

津波 15 第２章 平常時対策 

（略） 

第２章 平常時対策 

（略） 

 

津波 15 第１節 津波避難対策計画 

[危機、都市、建築、建設、区、消防、水道、下水、教育] 

第１節 津波避難計画 

[危機、都市、建築、建設、区、消防、水道、下水、教育] 

タイトル修正 

津波 15 １ 対策を検討する津波 

『現時点で想定しうる最大クラスの津波』に対

し、避難対策を講ずる。 

津波防災地域づくり法で定める最大クラスの津波（静

岡県第４次地震被害想定レベル２）を想定する。 

（▼「◇資料編８-７」に準ずる。） 

◇資料編８－７：静岡市津波避難計画 

資料編との重複を整

理 

津波 15 ２ 津波被害想定の特徴 

東北地方太平洋沖地震に比べ、津波到達時間（津

波浸水開始時間）は極めて早い。 

 

※ただし、適切な津波避難対策により、避難することは可

能。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(１) 東北地方太平洋沖地震では、津波到達時間が 30 分

以上あった。 

(２) 一方、南海トラフ巨大地震は、東北地方太平洋沖

地震に比べ、津波到達時間が極めて短く、沿岸部の

広い範囲で 10～15分で浸水が始まる。 

 
津波の深さは、東北地方太平洋沖地震ほどではな

く、津波避難施設への避難は有効。 

(３) 東北地方太平洋沖地震では、広い範囲で 10m以上の

深さの浸水があったが、南海トラフ巨大地震では、

想定される津波の深さは最大 4～5m 程度とされてい

る。 

  

津波 15 ３ 津波避難対策の目標 

「『５分・500m』で避難できる地域づくり」 

・概ね５分以内に、避難開始することを目指す。 

・概ね500m以内で、避難可能にすることを目指す。 

・津波到達時間が極めて短い地域については、概ね200m以

内で避難可能にすることを目指す。 

(１) 先ず「５分・５００ｍ」を目標に、“頑張れば”助

かるための「物理的な環境」を整える。 

(２) 今後「どうやって“頑張るか”」といった、ソフト

の対策を市民等と共に向上させていく。 

ア 如何に、迅速且つ最適な避難行動を発揮させ、

「５分」で避難が可能になるか、情報周知の徹底

や訓練、発災時の情報伝達等で具体化していく。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

イ また、細街路の危険箇所の改善など、実際に

「５００ｍ」で避難できるようにするための事業

を進める。 

(３) 並行して「頑張れば」のハードルを、時間をかけ

て低くしていく取組みも検討する。 

ア 堤防整備等の検討 

※ 津波到達時間が極めて短い地域については、概ね２００

ｍ以内で避難可能にすることを目指す。 

津波 16 ４ 要避難地区等の設定 

(１) 要避難地区 

津波による浸水の発生が予想され、避難対策を推

進する必要がある地域を津波に対する要避難地区と

する。津波に対する要避難地区は、津波危険予想地

域を含む町丁目を原則とし、表２－１で定める。本

市における津波危険予想地域は、津波防災地域づく

り法（平成 23 年法律第 123 号）第８条に基づく静岡

県津波浸水想定区域（平成 25年 11月）としている。 

また、令和５年３月には、本市の津波浸水想定区

域と同じ範囲が同法第 53 条に基づく津波災害警戒区

域に指定された。 

  

 表２－１ 要避難地区（全部又は一部が要避難地区に含まれ

る町丁目） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

区 
地 

区 
町 丁 目 

駿

河

区 

大 里

東 

下島、高松 

中島 西島、西脇、中島 

宮竹 高松二丁目 

大谷 
西大谷、大谷一丁目、大谷二丁目、大谷三丁

目 

久能 安居、古宿、根古屋、西平松、青沢、中平松 

川原 下川原南、桃園町 

長 田

南 

広野、広野三丁目、広野四丁目、広野五丁

目、広野六丁目、広野海岸通、港、小坂、小

坂一丁目、小坂二丁目、小坂三丁目、石部、

用宗一丁目、 

用宗二丁目、用宗三丁目、用宗四丁目、用宗

五丁目、用宗小石町 

清

水

区 

辻 

愛染町、宮下町、宮代町、辻一丁目、辻二丁

目、辻三丁目、辻四丁目、 

辻五丁目、田町、本郷町、矢倉町 

江尻 

銀座、江尻台町、江尻町、江尻東一丁目、江

尻東二丁目、江尻東三丁目、小芝町、真砂

町、二の丸町、宝町 

入江 
元城町、渋川一丁目、新富町、東大曲町、入

江一丁目、入江二丁目 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

浜田 

旭町、松原町、上一丁目、上清水町、新港

町、千歳町、相生町、島崎町、巴町、浜田

町、万世町一丁目、万世町二丁目 

岡 岡町、上二丁目、南岡町、梅田町 

清水 

幸町、港町一丁目、港町二丁目、三光町、松

井町、清開一丁目、清水町、村松原一丁目、

築地町、日の出町、入船町、八千代町、美濃

輪町、 

富士見町、北矢部町二丁目、本町 

不 二

見 

宮加三、新緑町、清開二丁目、清開三丁目、

清水村松地先新田、村松、 

村松一丁目、村松原二丁目、村松原三丁目 

駒越 

駒越西一丁目、駒越西二丁目、駒越中一丁

目、駒越中二丁目、駒越東町、駒越南町、駒

越北町、蛇塚、増 

折戸 
折戸、折戸一丁目、折戸二丁目、折戸三丁

目、折戸四丁目、折戸五丁目 

三保 三保、三保松原町 

袖師 

横砂、横砂西町、横砂中町、横砂東町、横砂

南町、横砂本町、西久保、 

袖師町 

興津 
興津清見寺町、興津中町、興津東町、興津本

町 

蒲原 蒲原、蒲原神沢 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

由比 

由比、由比今宿、由比寺尾、由比西倉澤、由

比町屋原、由比東倉澤、 

由比北田 

※具体的な区域は静岡市津波ハザードマップにおいて示して

いる。 

 (２) 避難対象地区 

警戒宣言発令時に避難を指示する地区を避難対象

地区とし、津波に対する要避難地区と同地区とす

る。 

◇推定津波浸水深・到達時間（資料編９－８） 

  

津波 17 ５ 津波避難対策の方針 

(１) 避難対象地区における対策方針 

・要避難地区外や既指定の津波避難ビル等へ避難。 

・上記の避難行動が困難な場合は、最寄りの耐震性のある

施設等（基準水位以上の場所）に避難する。 

・より安全な避難行動ができるよう津波避難施設を拡充す

る。 

ア 臨港地区は、静岡県が別途対策を検討中 

イ 10 分未満で浸水するエリアに関しては、避難に

かけられる時間が極めて短いため、津波避難ビル

や津波避難タワーの他、堤防等における対策を検

討・要請していく。（堤防による対策は県及び市に

よる対策） 

  

 図２－１ 津波からの避難が困難な地域のイメージ図   
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

 津波避難タワー等の設置状況 

 

地区

名 

対象

面積 

(ha) 

人口 

(昼間/

夜間) 

津波 

到達

時間 

最大

想定 

浸水

深※1 

備考 

1 
長 田

南① 
3.9 89/149 

5～10

分 
4ｍ 

平成 29 年２

月完成 

2 
長 田

南② 
5.0 158/95 

5～10

分 
4ｍ 

津波避難ビル

指定 

3 
長 田

南③ 
8.4 

316/37

3 

5～10

分 
4ｍ 

平成 29 年２

月完成 

4 
長 田

南④ 
5.5 

346/32

5 

5～10

分 
4ｍ 

平成 27 年 10

月完成 

5 
長 田

南⑤ 
4.5 

265/19

4 

5～10

分 
2ｍ 

平成 31 年３

月完成 

6 
長 田

南⑥ 
9.7 

332/36

6 

5～10

分 
3ｍ 

平成 29 年 11

月完成 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

7 
中 島

① 
11.2 

459/86

5 

10 分

～ 
2ｍ 

平成 27 年 10

月完成 

8 
中 島

② 
7.8 

371/53

3 

20 分

～ 
2ｍ 

令和２年９月

完成 

9 
中 島

③ 
11.0 

288/59

5 

5～10

分 
4ｍ 

平成 25 年 10

月完成 

10 
大 里

東① 
5.6 

296/52

0 

15 分

～ 
3ｍ 

平成 25 年 10

月完成 

11 
三 保

① 
11.9 

309/62

7 

20 分

～ 
2ｍ 

平成 28 年 11

月完成 

12 
三 保

② 
7.5 

221/40

7 

5～10

分 
3ｍ 

平成 30 年３

月完成 

13 
三 保

③ 
5.8 

109/23

4 

5～10

分 
3ｍ 

平成 27 年 12

月完成 

14 
三 保

④ 
7.7 88/41 

20 分

～ 
2ｍ 

平成 28 年３

月完成 

15 
三 保

⑤ 
5.7 

249/40

3 

5～10

分 
3ｍ 

平成 26 年 12

月完成 

16 
三 保

⑥ 
13.9 

550/46

8 

5～10

分 
3ｍ 

平成 28 年３

月完成 

17 
三 保

⑦ 
22.7 

574/77

2 

10 分

～ 
3ｍ 

平成 26 年２

月完成 

18 
三 保

⑧ 
10.5 

572/49

9 

5～10

分 
3ｍ 

平成 25 年 10

月完成 

19 
不 二

見① 
16.4 

285/75

5 

15 ～

30分 
4ｍ 

平成 27 年２

月完成 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

20 
不 二

見② 
8.2 

248/50

2 

15 分

～ 
4ｍ 

津波避難路橋

整備 

平成 31 年３

月完成 

21 
袖 師

① 
14.2 

527/13

7 

5～20

分 
5ｍ 

津波避難ビル

指定 

※１ エリア内における最大浸水深 

なお、津波避難施設等については以下のとおりとする。 

◇津波避難ビル一覧表（資料編４－４） 

◇津波避難ビル標識等標識一覧（資料編４－40） 

◇推定津波浸水深・到達時間（資料編９－８） 

津波 19 ６ 津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項

（平成 26年度から令和７年度まで） 

津波避難対策 

緊急事業を行

う区域 

津波から避難するため

に必要な緊急に実施す

べき事業の種類 

目標 達成期間 

長田南地区 
避難施設その他の避難

場所の整備 

１ 箇

所 

平成 27年

度 

４ 箇

所 

平成 30年

度 

中島地区 
避難施設その他の避難

場所の整備 

１ 箇

所 

平成 27年

度 

１ 箇

所 

令和２年

度 

三保地区 避難施設その他の避難 １ 箇 平成 27年
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

場所の整備 所 度 

４ 箇

所 

平成 29年

度 

不二見地区 避難経路の整備 
１ 箇

所 

平成 30年

度 

由比漁港地区 
避難施設その他の避難

場所の整備 

１ 箇

所 

令和３年

度 

新興津地区 
避難施設その他の避難

場所の整備 

１ 箇

所 

令和７年

度 
 

津波 20 第２節 防災訓練の実施 

[危機、市民、区、消防] 

（略） 

第２節 防災訓練の実施 

 

（略） 

 

担当部局の修正 

津波 20 １ 市 

市は、総合防災訓練、地域防災訓練及び津波避難訓練

を実施する。そのほか、国、県、他の市町及び防災関係

機関と共同して、又は単独で、県に準ずる各種の防災訓

練を実施する。訓練に当たっては、要配慮者の避難誘

導、救出・救助、自主防災組織と事業所等との連携によ

る防災活動など､地域の特性に配慮して実施するものとす

る。 

(１) （略） 

１ 市 

市は、総合防災訓練、地域防災訓練及び津波避難訓練

を実施する。そのほか、国、県、他の市町及び防災関係

機関と共同して、又は単独で、県に準ずる各種の防災訓

練を実施する。訓練に当たっては、要配慮者の避難誘

導、救出・救助、自主防災組織と事業所等との連携によ

る防災活動など､地域の特性に配慮して実施する。 

 

(１) （略） 

 

津波 20 ２ （略） ２ （略）  

 第３節 防災思想の普及 

（新規） 

第３節 防災思想の普及 

（▼共通対策編 第２章 第 12 節「防災知識の普及計画」

 

県計画に準じて追加 
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に準ずる。） 

 

 第４節 自主防災活動 

（新規） 

第４節 自主防災活動 

（▼共通対策編 第２章 第 16 節「自主防災組織の体制強

化」に準ずる。） 

 

 

県計画に準じて追加 

津波 21 第３章 災害応急対策 

 

津波災害が発生した場合の市、防災関係機関、事業所及び

市民等の災害応急対策について定める。なお、ここに定めな

いものについては「一般対策編」及び「地震対策編」に準ず

る。 

第３章 災害応急対策 

 

津波災害が発生した場合の市、防災関係機関、事業所及び

市民等の災害応急対策について定める。なお、ここに定めな

いものについては「共通対策編」、「風水害対策編」及び「地

震対策編」に準ずる。 

 

津波 21 第１節 防災関係機関の活動 

[危機、消防] 

第１節 防災関係機関の活動 

[危機、区、消防] 

節の統合 

担当部局の修正 

津波 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 静岡市災害対策本部の設置 

(１) 静岡市災害対策本部の設置 

市長は、津波災害が発生し、又はそのおそれがあ

るとして、適時適切な災害対応を実施するため必要

があると認めるときは、法第 23 条の２第１項の規定

に基づき、速やかに静岡市災害対策本部（以下「災

害対策本部」という。）を静岡市役所静岡庁舎内の災

害対策本部室に設置するとともに、本部会を開催す

る。警戒本部から災害対策本部への移行に当たって

は、事務の継続性の確保に配慮するものとする。 

１ 静岡市災害対策本部 

(１) 静岡市災害対策本部の設置及び廃止 

（▼共通対策編 第３章 第２節 組織計画 １ 防災体

制「(２) 静岡市災害対策本部」に準ずる。） 
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津波 21 

ア 編成および運営 

静岡市災害対策本部条例及び静岡市災害対策本

部運営要綱の定めるところによる。 

◇静岡市災害対策本部条例（資料編１－３） 

◇静岡市災害対策本部運営要綱（資料編１－４） 

イ 設置基準 

津波予報区「静岡県」に大津波警報が発表され

たとき 

(２) 本部の廃止 

市長は、災害の危険が解消したと認めたとき、又

は災害発生後における応急措置がおおむね完了した

と認めたときは本部を廃止する。 

津波 21 (３) 災害対策本部の所掌事務 

災害対策本部が所掌する事務の主なものは、次の

とおりである。 

ア 津波情報その他災害応急対策に必要な情報の収

集及び伝達 

イ 災害応急対策の実施又は民心安定上必要な広報 

ウ 消防、水防等の応急措置 

エ 東海地震応急対策活動要領に基づく応援部隊等

の受入れ 

オ 被災者、避難者等の救助、救護その他の保護 

カ 施設及び設備の応急復旧 

キ 防疫その他の保健衛生 

ク 住民等に対する避難の指示、又は警戒区域の設

定 

(２) 災害対策本部の所掌事務 

（▼地震対策編 第５章 第１節 防災関係機関

の活動 １ 静岡市災害対策本部「(２)災害対策本

部の所掌事務」に準ずる。） 
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ケ 緊急輸送の実施 

コ 被災者等に対する食料、飲料水及び日用品の確

保並びに配分 

サ 県への要請・報告等、県との災害応急対策の連    

携 

(ア) 市長（以下、この章において「本部長」と

いう。）は、県に対し災害応急対策の実施に関

し、必要に応じ職員の派遣等必要な事項を要

請するものとする。 

(イ) 本部長は、必要に応じ交通規制その他社会

秩序の維持を県公安委員会に、また災害応急

対策を実施すべき者に対する指示等を静岡県

知事、静岡県警察本部長等にそれぞれ要請す

るものとする。 

(ウ) 本部長は、住民等の避難の状況及び災害応

急対策の実施状況を県に報告するものとす

る。 

シ 自主防災組織との連携及び指導 

ス ボランティアの受入れ、災害ボランティア本部

への支援 

セ 災害時応急対策を実施すべき者に対する指示 

ソ 防災関係機関との連携 

津波 22 (４) 消防機関の警防活動体制 

（略） 

(３) 消防機関の警防活動体制 

（略） 

 

津波 22 (５) 広域消防応援に対する受援体制 

ア 消防組織法第 39 条の規定に基づく、県内消防機

(４) 広域消防応援に対する受援体制 

（▼地震対策編 第５章 第１節 防災関係機関
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関からの応援出動に備え、連絡体制等受援体制を

確保する。 

イ 消防組織法第 44 条の規定に基づく、県外消防機

関からの応援出動に関する受援においても、緊急

消防援助隊の派遣が決定された場合も上記(１)と

同様とする。 

の活動 １ 静岡市災害対策本部「(４) 広域避難応

援に対する受援体制」に準ずる。） 

 

津波 22 (６) 水防機関の警防活動体制 

水防団の活動は以下のとおりとする。なお、津波

が現に迫っているなど、身の危険が明白な場合に

は、自己の安全確保を優先する。 

ア 被害状況等の情報収集と伝達 

イ 水防活動及び救助活動 

ウ 地域住民等の避難地への誘導 

エ 危険区域からの避難の確認 

オ 自主防災組織との連携、指導、支援 

(５) 水防機関の警防活動体制 

(▼風水害対策編 第３章 第 13 節「水防活動の

実施」に準ずる。) 

 

  (６) 静岡県石油コンビナート等災害対策本部現地本部 

（▼地震対策編 第５章 第１節 防災関係機関

の活動 １ 静岡市災害対策本部「(６) 静岡県石油

コンビナート等災害対策本部現地本部」に準ず

る。） 

 

津波 22 

 

津波 22 

 

 

２ 職員の配備体制 

[危機、区、消防] 

(１) 配備体制 

別に定める災害時職員配備基準による。 

◇災害時職員配備基準（資料編２－19） 

２ 職員の配備体制 

 

（▼共通対策編 第３章 第３節「職員の動員計画」

に準ずる。） 

なお、職員は、震度に応じて、災害時職員配備基準に

内容整理 
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津波 23 

 

 

 

 

 

津波 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 消防機関の配備体制 

ア 消防職員は、消防局において別に定める計画に

より配備する。 

イ 消防団員は、別に定める計画により配備し、消

防団長の指揮の下に所轄地域の災害応急対策にあ

たる 

(３) 参集行動 

ア 情報の収集及び伝達 

地震による揺れを感じた場合、職員は自ら情報

収集する。震度に関する情報（震度４以上）を防

災情報メール等で覚知した職員は、職員防災情報

メールシステムからの指示を確認する。各部課の

連絡責任者は予め各部課で定めた非常連絡系統図

等を活用し、システム登録者以外の職員への指示

の伝達を行う。なお、遠地津波は津波警報等の発

表前にテレビ、ラジオ及びインターネット等で情

報が入手できる場合が多いので、津波警報等の発

表の可能性など、情報収集に努めるものとする。 

◇非常配備の伝達方法（資料編２－11） 

イ 自動参集 

職員は、震度に応じて、災害時職員配備基準に

基づき、定められた場所に参集又は参集できる態

勢をとる。特に、市内において震度５強以上の揺

れが観測された場合、全ての災害時配備職員は、

連絡の有無にかかわらず、直ちに参集するものと

する。なお、津波が現に迫っているなど、身の危

基づき、定められた場所に参集又は参集できる態勢をと

る。特に、市内において震度５強以上の揺れが観測され

た場合、全ての災害時配備職員は、連絡の有無にかかわ

らず、直ちに参集する。なお、津波が現に迫っているな

ど、身の危険が明白な場合には、自己の安全確保を優先

する。 
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津波 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

険が明白な場合には、自己の安全確保を優先す

る。 

ウ 参集状況の把握 

所属長は、速やかに職員の参集状況を把握し、

別に定める手順により報告する。 

◇災害時における職員参集状況報告手順（資料編２－12） 

(４) 静岡県石油コンビナート等災害対策本部現地本部 

ア 設置 

清水地区の石油コンビナート等特別防災区域に

災害が発生し、又は発生するおそれが生じたと

き、災害対策本部に静岡県石油コンビナート等災

害対策本部現地本部を併設する。 

イ 所掌事務 

別に定める静岡県石油コンビナート等防災計画

によるが、災害応急対策として講ずる主要な事項

は、次のとおりである。 

(ア) 市職員及び消防団員の動員 

(イ) 本部長が命令し、又は要請した動員者の受

入体制の整備 

(ウ) 津波情報の収集及び伝達 

(エ) 災害応急対策上必要な事項の広報 

(オ) 住民等の安全を図るための避難の指示等、

住民安全対策の実施 

(カ) 警戒区域を対象とした警戒・警備 

(キ) 災害の態様、状況に応じた医療救護の実施 

(ク) 消火活動の実施並びに自衛防災組織等の指
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津波 23 

揮及び監督 

(ケ) 応急作業、被害防止又は軽減のための応援

要請 

(５) 防災関係機関の活動状況の把握 

本部長は、防災関係機関との緊密な連携のもとに、

各機関が行う災害応急対策を把握し、適切な措置を

講ずるものとする。 

 

津波 24 ３ 防災関係機関 

防災関係機関は、災害応急対策として概ね次の措置を

講ずるものとする。 

３ 防災関係機関 

防災関係機関は、災害応急対策としておおむね次の措

置を講ずるものとする。 

 

津波 24 (１) 指定地方行政機関 

ア 総務省東海総合通信局 

電気通信及び放送の確保のための応急対策及び

非常通信の監理 

イ 財務省東海財務局（静岡財務事務所） 

(ア) 被災者の資金需要状況等に応じ、適当と認

められる機関又は団体との緊密な連絡をとり

つつ、民間金融機関、保険会社及び証券会社

等に対して、災害関係の融資、預貯金の払戻

し及び中途解約、手形交換、休日営業等、保

険金の支払い及び保険料の支払猶予等におけ

る対応等の業務に対して適時的確な措置を講

ずるよう要請 

(イ) 地方公共団体において国有財産（普通財

産）を災害応急対策の実施の用に供するとき

(１) 指定地方行政機関 

総務省東海総

合通信局 

電気通信及び放送の確保のための応急対

策及び非常通信の監理 

財務省東海財

務局 

（静岡財務事務

所） 

ア 被災者の資金需要状況等に応じ、適当

と認められる機関又は団体との緊密な連

絡をとりつつ、民間金融機関、保険会社

及び証券会社等に対して、災害関係の融

資、預貯金の払戻し及び中途解約、手形

交換、休日営業等、保険金の支払い及び

保険料の支払猶予等における対応等の業

務に対して適時的確な措置を講ずるよう

要請 

イ 地方公共団体において国有財産（普通

財産）を災害応急対策の実施の用に供す

表による整理 
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は、当該地方公共団体に対する無償貸付の適

切な措置 

ウ 農林水産省関東農政局 静岡県拠点 

食料需給に関する情報収集及び災害時における

関係機関、団体の被災状況の把握 

エ 国土交通省中部地方整備局（静岡国道事務所、

富士砂防事務所、静岡河川事務所、清水港湾事務

所）、国土交通省関東地方整備局（甲府河川国道事

務所） 

管轄する河川、道路、港湾について管理を行うほ

か次の事項を行うよう努める。 

(ア) 施設対策等 

a 河川管理施設等の対策等 

b 道路施設対策等 

c 港湾施設対策等 

d 営繕施設対策等 

e 電気通信施設対策等 

(イ) 初動対応 

地方整備局災害対策本部等からの指示によ

り情報連絡員（リエゾン）及び緊急災害対策

派遣隊（TEC-FORCE）等を派遣し、被災地方公

共団体等が行う、被災状況の迅速な把握、被

害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧

その他災害応急対策に対する支援を行うとと

もに、緊急車両の通行を確保するため、関係

機関と調整を図りつつ、道路啓開を実施す

るときは、当該地方公共団体に対する無

償貸付の適切な措置 

農林水産省関

東農政局静岡

県拠点 

食料需給に関する情報収集及び災害時に

おける関係機関、団体の被災状況の把握 

国土交通省中

部地方整備局 

（静岡河川事務

所） 

（富士砂防事務

所） 

（静岡国道事務

所） 

（清水港湾事務

所） 

国土交通省関

東地方整備局 

（甲府河川国道

事務所） 

管轄する河川、道路、港湾について管理

を行うほか次の事項を行うよう努める。 

ア 施設対策等 

(ア) 河川管理施設等の対策等 

(イ) 道路施設対策等 

(ウ) 港湾施設対策等 

(エ) 営繕施設対策等 

(オ) 電気通信施設対策等 

イ 初動対応 

地方整備局災害対策本部等からの指示に

より情報連絡員（リエゾン）及び緊急災害

対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等を派

遣し、被災地方公共団体等が行う、被災状

況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防

止、被災地の早期復旧その他災害応急対策

に対する支援を行うとともに、緊急車両の

通行を確保するため、関係機関と調整を図

りつつ、道路啓開を実施する。 

ウ 災害対策用建設機械等の出動及び管理 

エ 他機関との協力 

オ 広報 
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る。 

(ウ) 災害対策用建設機械等の出動及び管理 

(エ) 他機関との協力 

(オ) 広報 

オ 国土交通省中部運輸局（静岡運輸支局） 

(ア) 陸上輸送に関すること 

a 緊急輸送の必要性があると認める場合は、自

動車輸送事業者に対する輸送力の確保に関し

ての措置 

b 自治体からの要請に対する車両等の調達のあ

っせん及び海上輸送に関すること 

(イ) 海上輸送に関すること 

a 県内海上輸送事業者に対する緊急海上輸送の

協力要請 

b 県内船舶が使用できない場合の他県に対する

支援要請 

カ 国土地理院中部地方測量部 

(ア) 災害に関する情報の収集及び伝達における

地理空間情報の活用を図る。 

(イ) 国土地理院が提供及び公開する防災関連情

報の活用を図る。 

(ウ) 地理情報システムの活用を図る。 

キ 気象庁東京管区気象台（静岡地方気象台） 

(ア) 大津波警報・津波警報・津波注意報の通

知、津波情報等の発表又は通報並びに解説 

(イ) 異常現象（異常水位、潮位、地すべり、土

国土交通省中

部運輸局 

（静岡運輸支

局） 

ア 陸上輸送に関すること 

(ア) 緊急輸送の必要性があると認める

場合は、自動車輸送事業者に対する輸

送力の確保に関しての措置 

(イ) 自治体からの要請に対する車両等

の調達のあっせん及び海上輸送に関す

ること 

イ 海上輸送に関すること 

(ア) 県内海上輸送事業者に対する緊急

海上輸送の協力要請 

(イ) 県内船舶が使用できない場合の他

県に対する支援要請 

国土地理院 中

部地方測量部 

ア 災害に関する情報の収集及び伝達にお

ける地理空間情報の活用を図る。 

イ 国土地理院が提供及び公開する防災関

連情報の活用を図る。 

ウ 地理情報システムの活用を図る。 

気象庁東京管

区気象台 

（静岡地方気象

台） 

ア 大津波警報・津波警報・津波注意報の

通知、津波情報等の発表又は通報並びに

解説 

イ 異常現象（異常水位、潮位、地すべ

り、土地の隆起等）に関する情報が市長

から通報されたとき、気象庁本庁への報

告及び適切な措置 

ウ 必要に応じて気象警報及び注意報等の

発表基準の引き下げを実施するものとす
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

地の隆起等）に関する情報が市長から通報さ

れた時、気象庁本庁への報告及び適切な措置 

(ウ) 必要に応じて気象警報及び注意報等の発表

基準の引き下げを実施するものとする。 

(エ) 災害時の応急活動を支援するため、被災地

を対象とした詳細な気象情報等の提供に努め

る。 

ク 海上保安庁第三管区海上保安本部（清水海上保

安部） 

(ア) 在港船舶及び沿岸住民に対する津波警報等

の伝達周知 

(イ) 海難船舶等の海上における人命の安全確保 

(ウ) 巡視船艇による主要港湾等の被害調査 

(エ) 危険物積載船及び在港船等の保安のための

避難指示、入港制限、移動命令、航行制限荷

役の中止勧告等海上交通の安全確保に必要な

措置 

(オ) 船舶交通安全のための水路の検測及び応急

航路標識の設置 

(カ) 海上における災害に係る救助・救急活動 

(キ) 船艇による沿岸周辺海域における治安の維

持 

ケ 環境省関東地方環境事務所、環境省中部地方環

境事務所 

(ア) 有害物質等の発生等による汚染状況の情報

収集及び提供 

る。 

エ 災害時の応急活動を支援するため、被

災地を対象とした詳細な気象情報等の提

供に努める。 

海上保安庁第

三管区海上保

安本部 

（清水海上保安

部） 

ア 在港船舶及び沿岸住民に対する津波警

報等の伝達周知 

イ 海難船舶等の海上における人命の安全

確保 

ウ 巡視船艇による主要港湾等の被害調査 

エ 危険物積載船及び在港船等の保安のた

めの避難指示、入港制限、移動命令、航

行制限荷役の中止勧告等海上交通の安全

確保に必要な措置 

オ 船舶交通安全のための水路の検測及び

応急航路標識の設置 

カ 海上における災害に係る救助・救急活

動 

キ 船艇による沿岸周辺海域における治安

の維持 

環境省関東地

方環境事務所 

環境省中部地

方環境事務所 

ア 有害物質等の発生等による汚染状況の

情報収集及び提供 

イ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき

等の廃棄物の発生量の情報収集 

ウ 行政機関等との連絡調整、動物救護活

動の状況等に関する情報収集、提供等 

エ 放射性物質による汚染状況の情報収集
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(イ) 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の

廃棄物の発生量の情報収集 

(ウ) 行政機関等との連絡調整、被災状況・動物

救護活動の状況等に関する情報収集、提供等 

(エ) 放射性物質による汚染状況の情報収集及び

提供並びに汚染等の除去への支援 

及び提供並びに汚染等の除去への支援 
 

津波 25 (２) 指定公共機関 

ア 日本郵便株式会社東海支社（静岡中央郵便局） 

(ア) 災害の態様及び公衆の被災状況等被災地の

実情に応じ、郵便事業に係る災害特別事務取

扱い及び救護対策の実施 

a 被災者に対する郵便はがき等の無償交付 

b 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

c 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

d 被災者救助団体に対するお年玉葉書等寄附金

の配分 

(イ) 災害の発生時又はそのおそれがある場合に

おいては、可能な限り窓口業務を確保する。

そのため、警察、消防、その他の関係行政機

関、ライフライン事業者、関連事業者並びに

報道機関等と密接に連携し、迅速・適切な対

応に努める。 

イ 日本赤十字社（静岡県支部） 

(ア) 医療、助産、こころのケア及び遺体措置に

関すること 

(イ) 血液製剤の確保及び供給のための措置 

(２) 指定公共機関 

日本郵便株式

会社東海支社 

（静岡中央郵便

局） 

ア 災害の態様及び公衆の被災状況等被災

地の実情に応じ、郵便事業に係る災害特

別事務取扱い及び救護対策の実施 

(ア) 被災者に対する郵便はがき等の無

償交付 

(イ) 被災者が差し出す郵便物の料金免

除 

(ウ) 被災地あて救助用郵便物の料金免

除 

(エ) 被災者救助団体に対するお年玉葉

書等寄附金の配分 

イ 災害の発生時又はそのおそれがある場

合においては、可能な限り窓口業務を確

保する。そのため、警察、消防、その他

の関係行政機関、ライフライン事業者、

関連事業者並びに報道機関等と密接に連

携し、迅速・適切な対応に努める。 

日本赤十字社 

（静岡県支部） 

ア 医療、助産、こころのケア及び遺体措

置に関すること 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(ウ) 被災者に対する救援物資の配布 

(エ) 義援金の募集 

(オ) 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

(カ) その他必要な事項 

ウ 日本放送協会（静岡放送局） 

(ア) 災害時の混乱防止、民心の安定及び災害の

復旧に資するための有効適切な関連番組の編

成 

(イ) 被害状況、応急対策の措置状況、復旧の見

込み等に関する迅速かつ的確な放送の実施 

(ウ) 地方公共団体及び関係機関からの要請に基

づく気象､地象に関する予報､警報､警告等の有

効適切な放送 

エ 中日本高速道路株式会社（東京支社富士・静

岡・浜松保全・サービスセンター） 

(ア) 交通状況に関する関係機関との情報連絡 

(イ) 緊急輸送路確保のための応急復旧作業の実

施 

(ウ) 県公安委員会（県警察）が行う緊急交通路

の確保に関する交通規制への協力 

(エ) 津波発生時に消防機関が行う消火活動、救

助活動への協力 

オ 東海旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社 

(ア) 災害時における応急救護活動 

(イ) 応急復旧用資材等の確保 

(ウ) 危険地域の駅等の旅客等について、市と協

イ 血液製剤の確保及び供給のための措置 

ウ 被災者に対する救援物資の配布 

エ 義援金の募集 

オ 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

カ その他必要な事項 

日本放送協会 

（静岡放送局） 

ア 災害時の混乱防止、民心の安定及び災

害の復旧に資するための有効適切な関連

番組の編成 

イ 被害状況、応急対策の措置状況、復旧

の見込み等に関する迅速かつ的確な放送

の実施 

ウ 地方公共団体及び関係機関からの要請

に基づく気象､地象に関する予報､警報､

警告等の有効適切な放送 

中日本高速道

路株式会社 

（東京支社） 

（富士・静岡・

浜松保全・サー

ビスセンター） 

ア 交通状況に関する関係機関との情報連

絡 

イ 緊急輸送路確保のための応急復旧作業

の実施 

ウ 県公安委員会（県警察）が行う緊急交

通路の確保に関する交通規制への協力 

エ 津波発生時に消防機関が行う消火活

動、救助活動への協力 

東海旅客鉄道

株式会社 

日本貨物鉄道

株式会社 

ア 災害時における応急救護活動 

イ 応急復旧用資材等の確保 

ウ 危険地域の駅等の旅客等について、市

と協力した緊急避難場所への避難、誘導 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

力した緊急避難場所への避難、誘導 

(エ) 鉄道施設の早期復旧 

カ 西日本電信電話株式会社（静岡支店）、株式会社

ＮＴＴドコモ東海支社（静岡支店） 

(ア) 防災関係機関の重要通信の優先確保 

(イ) 被害施設の早期復旧 

(ウ) 災害用伝言ダイヤル１７１、災害用伝言板

web１７１及び災害用伝言板、災害用音声お届

けサービスの提供 

キ 岩谷産業株式会社、アストモスエネルギー株式

会社、株式会社ジャパンガスエナジー、ＥＮＥＯ

Ｓグローブ株式会社、ジクシス株式会社 

ＬＰガスタンクローリー等によるＬＰガス輸入基

地、２次基地から充填所へのＬＰガスの配送 

ク 日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐川急

便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式

会社 

緊急輸送車両の確保及び運行 

ケ 中部電力パワーグリッド株式会社（静岡支社） 

(ア) 発電所、変電所施設の被害状況の把握と防

災関係機関への緊急事態の通報 

(イ) 施設及び設備の被害、復旧の状況、公衆感

電防止及び漏電防止に関するラジオ、テレビ

等を利用しての広報 

コ ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社、楽

天モバイル株式会社 

エ 鉄道施設の早期復旧 

西日本電信電

話株式会社 

（静岡支店） 

株式会社ＮＴ

Ｔドコモ東海

支社 

（静岡支店） 

ア 防災関係機関の重要通信の優先確保 

イ 被害施設の早期復旧 

ウ 災害用伝言ダイヤル１７１、災害用伝

言板 web１７１及び災害用伝言板、災害

用音声お届けサービスの提供 

岩谷産業株式

会社 

アストモスエ

ネルギー株式

会社 

株式会社ジャ

パンガスエナ

ジー 

ＥＮＥＯＳグ

ローブ株式会

社 

ジクシス株式

会社 

ＬＰガスタンクローリー等によるＬＰガ

ス輸入基地、２次基地から充填所へのＬＰ

ガスの配送 

日本通運株式

会社 

福山通運株式

会社 

佐川急便株式

緊急輸送車両の確保及び運行 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

重要な通信を確保するために必要な措置の実施 

サ 一般社団法人日本建設業連合会中部支部、一般

社団法人全国中小建設業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関する協力 

シ 株式会社イトーヨーカ堂、イオン株式会社、ユ

ニー株式会社、株式会社セブン−イレブン・ジャパ

ン、株式会社ローソン、株式会社ファミリーマー

ト、株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 

(ア) 県からの要請による災害救助の実施に必要

な物資の調達等の実施 

(イ) 被災地の復旧・復興を支援するため事業活

動を早期に再開する 

 

会社 

ヤマト運輸株

式会社 

西濃運輸株式

会社 

中部電力パワ

ーグリッド株

式会社 

（静岡支社） 

ア 発電所、変電所施設の被害状況の把握

と防災関係機関への緊急事態の通報 

イ 施設及び設備の被害、復旧の状況、公

衆感電防止及び漏電防止に関するラジ

オ、テレビ等を利用しての広報 

ＫＤＤＩ株式

会社 

ソフトバンク

株式会社 

楽天モバイル

株式会社 

重要な通信を確保するために必要な措置

の実施 

一般社団法人

日本建設業連

合会中部支部 

一般社団法人

全国中小建設

業協会 

公共土木施設の被害調査及び復旧に関す

る協力 

株式会社イト

ーヨーカ堂 

イオン株式会

ア 県からの要請による災害救助の実施に

必要な物資の調達等の実施 

イ 被災地の復旧・復興を支援するため事
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

社 

ユニー株式会

社 

株式会社セブ

ン−イレブン・

ジャパン 

株式会社ロー

ソン 

株式会社ファ

ミリーマート 

株式会社セブ

ン＆アイ・ホ

ールディング

ス 

業活動を早期に再開する 

 

津波 27 (３) 指定地方公共機関 

ア 土地改良区（静岡市内土地改良区） 

(ア) 用水の緊急遮断 

(イ) 災害応急復旧の実施 

(ウ) 津波発生時に消防機関が行う消火活動への

協力 

イ 静岡ガス株式会社（静岡支社、東部支社） 

(ア) ガス導管網等、主要施設における流失防止

等二次災害の発生防止のための緊急遮断 

(イ) 需要家へのガス栓の閉止等の広報及び被害

状況の把握と製造、供給制限 

(ウ) 必要に応じて代替燃料の供給 

(３) 指定地方公共機関 

土地改良区 

（静岡市内土地

改良区） 

ア 用水の緊急遮断 

イ 災害応急復旧の実施 

ウ 津波発生時に消防機関が行う消火活動

への協力 

静岡ガス株式会

社 

（静岡支社） 

（東部支社） 

ア ガス導管網等、主要施設における流失

防止等二次災害の発生防止のための緊急

遮断 

イ 需要家へのガス栓の閉止等の広報及び

被害状況の把握と製造、供給制限 

ウ 必要に応じて代替燃料の供給 

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(エ) 災害応急復旧の早期実施 

ウ 一般社団法人静岡県 LPガス協会（中部支部） 

(ア) 需要家へのガス栓の閉止等の広報 

(イ) 必要に応じた代替燃料の供給の協力 

エ 静岡鉄道株式会社 

(ア) 災害時における応急救護活動 

(イ) 応急復旧用資材等の確保 

(ウ) 危険地域の駅等の旅客等について、市の指

定した緊急避難場所への避難、誘導 

(エ) 鉄道施設の早期復旧 

オ 一般社団法人静岡県トラック協会 

協会加盟事業所からの緊急通行車両の確保及び運

行 

カ 民間放送機関（静岡放送株式会社、株式会社テ

レビ静岡、株式会社静岡朝日テレビ、株式会社静

岡第一テレビ、株式会社トコちゃんねる静岡、静

岡エフエム放送株式会社、株式会社シティエフエ

ム静岡、株式会社エフエムしみず） 

(ア) 報道特別番組の編成 

(イ) 国、県、市、防災機関等の地震防災応急対

策実施状況の放送 

(ウ) 市長の呼びかけ、市内各地の状況、防災措

置の状況等の放送 

キ 一般社団法人静岡県医師会（一般社団法人静岡

市静岡医師会、一般社団法人静岡市清水医師会、

一般社団法人庵原医師会）、一般社団法人静岡県歯

エ 災害応急復旧の早期実施 

一般社団法人静

岡県ＬＰガス協

会 

（中部支部） 

ア 需要家へのガス栓の閉止等の広報 

イ 必要に応じた代替燃料の供給の協力 

静岡鉄道株式会

社 

ア 災害時における応急救護活動 

イ 応急復旧用資材等の確保 

ウ 危険地域の駅等の旅客等について、市

の指定した緊急避難場所への避難、誘導 

エ 鉄道施設の早期復旧 

一般社団法人静

岡県トラック協

会 

協会加盟事業所からの緊急通行車両の確

保及び運行 

民間放送機関 

（静岡放送株式

会社） 

（株式会社テレ

ビ静岡） 

（株式会社静岡

朝日テレビ） 

（株式会社静岡

第一テレビ） 

（株式会社トコ

ち ゃ ん ね る 静

岡） 

ア 報道特別番組の編成 

イ 国、県、市、防災機関等の地震防災応

急対策実施状況の放送 

ウ 市長の呼びかけ、市内各地の状況、防

災措置の状況等の放送 
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科医師会（一般社団法人静岡市静岡歯科医師会、

一般社団法人静岡市清水歯科医師会）、公益社団法

人静岡県看護協会（公益社団法人静岡県看護協会

静岡地区支部）、公益社団法人静岡県病院協会、公

益社団法人静岡県薬剤師会（一般社団法人静岡市

薬剤師会、清水薬剤師会） 

(ア) 医療救護施設における医療救護活動の実施 

(イ) 検案（公益社団法人静岡県看護協会（公益

社団法人静岡県看護協会静岡地区支部）、公益

社団法人静岡県薬剤師会（一般社団法人静岡

市静岡薬剤師会､清水薬剤師会）及び公益社団

法人静岡県病院協会を除く。） 

(ウ) 災害時の口腔ケアの実施（一般社団法人静

岡県歯科医師会） 

ク 一般社団法人静岡県建設業協会 

道路施設等の被害調査、復旧に関する協力 

ケ 公益社団法人静岡県栄養士会 

(ア) 要配慮者等への食料品の供給に関する協力 

(イ) 避難所における健康相談に関する協力 

（静岡エフエム

放送株式会社） 

（株式会社シテ

ィ エ フ エ ム 静

岡） 

（株式会社エフ

エムしみず） 

一般社団法人静

岡県医師会 

（一般社団法人

静岡市静岡医師

会） 

（一般社団法人

静岡市清水医師

会） 

（一般社団法人

庵原医師会） 

一般社団法人静

岡県歯科医師会 

（一般社団法人

静岡市静岡歯科

医師会） 

（一般社団法人

静岡市清水歯科

医師会） 

公益社団法人静

ア 医療救護施設における医療救護活動の

実施 

イ 検案（公益社団法人静岡県看護協会

（公益社団法人静岡県看護協会静岡地区

支部）、公益社団法人静岡県薬剤師会

（一般社団法人静岡市静岡薬剤師会､清

水薬剤師会）及び公益社団法人静岡県病

院協会を除く。） 

ウ 災害時の口腔ケアの実施（一般社団法

人静岡県歯科医師会） 
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岡県看護協会 

（公益社団法人

静岡県看護協会

静岡地区支部） 

公益社団法人静

岡県病院協会 

公益社団法人静

岡県薬剤師会 

（一般社団法人

静 岡 市 薬 剤 師

会） 

（ 清 水 薬 剤 師

会） 

一般社団法人静

岡県建設業協会 

道路施設等の被害調査、復旧に関する協

力 

公益社団法人静

岡県栄養士会 

ア 要配慮者等への食料品の供給に関する

協力 

イ 避難所における健康相談に関する協力 
 

津波 28 第２節 情報活動 

[総務、危機、区] 

（略） 

詳細については、「一般対策編第３章 災害応急対策 第５

節 予警報の受領及び伝達計画」に準ずる。 

なお、南海トラフ地震臨時情報発表時における情報の収集

及び伝達体制については、「地震対策編 第４編 南海トラフ

第２節 情報活動 

[総務、危機、区] 

（略） 

詳細については、▼「共通対策編 第３章 災害応急対策 

第５節 予警報の受領及び伝達計画」に準ずる。 

なお、南海トラフ地震臨時情報発表時における情報の収集

及び伝達体制については、▼「地震対策編 第４章 南海トラ
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地震臨時情報発表時の防災対応」を参照のこと。 フ地震臨時情報発表時の防災対応」を参照のこと。 

津波 28 １ 津波情報等の種類 

(１) 大津波警報、津波警報、津波注意報の発表等 

ア 気象庁本庁は、地震が発生した時は地震の規模

や位置を即時に推定し、これらをもとに沿岸で予

想される津波の高さを求め、津波による災害の発

生が予想される場合には、地震が発生してから約

３分を目標に大津波警報、津波警報または津波注

意報（以下これらを「津波警報等」という）を発

表する。なお、大津波警報については、特別警報

に位置づけられる。 

 

イ 津波警報等とともに発表する予想される津波の

高さは、通常は数値で発表する。 

 

ウ 地震の規模（マグニチュード）が８を超えるよ

うな巨大地震は地震の規模を数分以内に精度よく

推定することが困難であることから、推定した地

震の規模が過小に見積もられるおそれがある場合

は、予想される津波の高さを定性的な表現で発表

する。この場合は、地震発生からおよそ 15 分程度

で求められる、精度のよい地震規模（モーメント

マグニチュード）をもとに予想される津波の高さ

を数値で示した更新情報を発表する。 

１ 津波情報等の種類 

(１) 大津波警報、津波警報、津波注意報の発表等 

ア 気象庁本庁による津波警報等の発表 

気象庁本庁は、地震が発生したときは地震の規

模や位置を即時に推定し、これらをもとに沿岸で

予想される津波の高さを求め、津波による災害の

発生が予想される場合には、地震が発生してから

約３分を目標に大津波警報、津波警報又は津波注

意報（以下これらを「津波警報等」という）を発

表する。なお、大津波警報については、特別警報

に位置づけられる。 

イ 予想される津波の高さの数値発表 

津波警報等とともに発表する予想される津波の

高さは、通常は数値で発表する。 

ウ 巨大地震時における発表および更新情報 

地震の規模（マグニチュード）が８を超えるよ

うな巨大地震は地震の規模を数分以内に精度よく

推定することが困難であることから、推定した地

震の規模が過小に見積もられるおそれがある場合

は、予想される津波の高さを定性的な表現で発表

する。この場合は、地震発生からおよそ 15 分程度

で求められる、精度のよい地震規模（モーメント

マグニチュード）をもとに予想される津波の高さ

を数値で示した更新情報を発表する。 

 

 表３－１ 津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 表 ３-１ 津波警報等の種類と発表される津波の高さ等  
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津 波 警

報 等 の

種類 

発表基準 津波の高

さ予想の

区分 

発表される津波

の高さ 

津波警報等を見

聞きした場合に

とるべき行動 数値

での 

発表 

巨大地震

の場合の

発表 

大 津 波

警報 

(特別警

報) 

予想され

る津波の

高さが高

いところ

で３ m を

超える場

合 

10m ＜ 高

さ  10ｍ

超 

10m

超 

巨大 陸域に津波が浸

水するおそれが

あるため、沿岸

部や川沿いにい

る人は、ただち

に高台や避難ビ

ルなど安全な場

所へ避難する。

警報が解除され

るまで安全な場

所 か ら 離 れ な

い。 

 

５ m ＜ 高

さ≦10m 

10m 

３ m ＜ 高

さ≦５m 

5m 

津 波 警

報 

予想され

る津波の

高さが高

いところ

で１ m を

超え、３

m 以下の

場合 

１ m ＜ 高

さ≦３m 

3m 高い 

津波警

報等の

種類 

発表基準 津波の高

さ予想の

区分 

発表される津波

の高さ 

津波警報等を見聞

きした場合にとる

べき行動 数値

での

発表 

巨大地

震の場

合の発

表 

大津波

警報 

(特別

警報) 

予想され

る津波の

高さが高

いところ

で３ｍを

超える場

合 

10ｍ＜高

さ 10ｍ超 

10ｍ

超 

巨大 

陸域に津波が浸水

するおそれがある

ため、沿岸部や川

沿いにいる人は、

ただちに高台や避

難ビルなど安全な

場所へ避難する。

警報が解除される

まで安全な場所か

ら離れない。 

 

５ｍ＜高

さ≦10ｍ 
10ｍ 

３ｍ＜高

さ≦５ｍ ５ｍ 

津波警

報 

予想され

る津波の

高さが高

いところ

で１ｍを

超え、３

ｍ以下の

場合 

１ｍ＜高

さ≦３ｍ 

３ｍ 高い 
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津 波 注

意報 

予想され

る津波の

高さが高

いところ

で 0.2m以

上 、 １ m

以下の場

合であっ

て、津波

による災

害のおそ

れがある

場合 

0.2 ｍ ≦

高さ≦１

ｍ 

1m ( 標記な

し) 

海の中にいる人

はただちに海か

ら上がって、海

岸から離れる。 

海水浴や磯釣り

は危険なので行

なわない。 

注意報が解除さ

れるまで海に入

ったり海岸に近

付 い た り し な

い。 

 

津波注

意報 

予想され

る津波の

高さが高

いところ

で 0.2ｍ

以上、１

ｍ以下の

場合であ

って、津

波による

災害のお

それがあ

る場合 

0.2ｍ≦高

さ≦１ｍ 

１ｍ (表 記 な し ) 

海の中にいる人は

ただちに海から上

がって、海岸から

離れる。 

海水浴や磯釣りは

危険なので行なわ

ない。 

注意報が解除され

るまで海に入った

り海岸に近付いた

りしない。 

 

 (２) 津波警報等の留意事項 

ア、イ （略） 

ウ 津波による災害のおそれがなくなったと認めら

れる場合、津波警報等の解除を行う。このうち、

津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる

可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さ

が津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変

動が継続することや留意事項を付して解除を行な

う場合がある。 

エ、オ （略） 

(２) 津波警報等の留意事項 

ア、イ （略） 

ウ 津波による災害のおそれがなくなったと認めら

れる場合、津波警報等の解除を行う。このうち、

津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる

可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さ

が津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変

動が継続することや留意事項を付して解除を行う

場合がある。 

エ、オ （略） 

 

津波 29 ２ 津波予報区 

（略） 

２ 津波予報区 

（略） 
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図３－１ 静岡市及び周辺自治体が属する津波予報区 

気象庁 HP津波予報区のページより一部抜粋（2014/11/21アク

セス） 

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/joho/t-

yohokuinfo.html 

 

 

図 ３-１ 静岡市及び周辺自治体が属する津波予報区 

気象庁 HP津波予報区のページより一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容整理 

津波 30 ３ 津波情報の発表等 

（略） 

(１) 津波情報の種類と発表内容 

表３－２ 津波情報の種類と発表内容 

情報の種類 発表内容 

津波到達予想時

刻・予想される

津波の高さに関

する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想

される津波の高さを５段階の数値（メート

ル単位）または 2種類の定性的表現で発表 

[発表される津波の高さの値は、「津波警報

等の種類と発表される津波の高さ等」参

照] 

３ 津波情報の発表等 

（略） 

(１) 津波情報の種類と発表内容 

表 ３-２ 津波情報の種類と発表内容 

情報の種類 発表内容 

津波到達予想時

刻・予想される

津波の高さに関

する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想

される津波の高さを５段階の数値（メート

ル単位）又は２種類の定性的表現で発表 

[発表される津波の高さの値は、「津波警報

等の種類と発表される津波の高さ等」参

照] 
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各地の満潮時

刻・津波到達予

想時刻に関する

情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻

を発表 

津波観測に関す

る情報 

沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表

（※1） 

沖合の津波観測

に 

関する情報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖

合の観測値から推定される沿岸での津波の

到達時刻や高さを津波予報区単位で発表

（※2） 

津波に関する 

その他の情報 

津波に関するその他の必要な事項を発表 

 

各地の満潮時

刻・津波到達予

想時刻に関する

情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻

を発表 

津波観測に関す

る情報 

沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表

（※１） 

沖合の津波観測

に 

関する情報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖

合の観測値から推定される沿岸での津波の

到達時刻や高さを津波予報区単位で発表

（※２） 

津波に関する 

その他の情報 

津波に関するその他の必要な事項を発表 

 

 ※１ 津波観測に関する情報の発表内容 

（略） 

・最大波の観測値については、観測された津波の高さ

が低い段階で数値を発表することにより避難を鈍ら

せるおそれがあるため、当該津波予報区において大

津波警報または津波警報が発表中であり観測された

津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の

言葉で発表して、津波が到達中であることを伝え

る。 

※１ 津波観測に関する情報の発表内容 

（略） 

・最大波の観測値については、観測された津波の高さが低

い段階で数値を発表することにより避難を鈍らせるおそ

れがあるため、当該津波予報区において大津波警報又は

津波警報が発表中であり観測された津波の高さが低い間

は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が

到達中であることを伝える。 

 

 (２) 最大波の観測値の発表内容 

表３－３ 最大波の観測値の発表内容 

表（略） 

 

(２) 最大波の観測値の発表内容 

表 ３-３ 最大波の観測値の発表内容 

表（略） 
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※２ 沖合の津波観測に関する情報の発表内容 

（略） 

・最大波の観測値及び推定値については、観測された

津波の高さや推定される津波の高さが低い段階で数

値を発表することにより避難を鈍らせるおそれがあ

るため、当該津波予報区において大津波警報または

津波警報が発表中であり沿岸で推定される津波の高

さが低い間は、数値ではなく「観測中」（沖合での観

測値）または「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で

発表して、津波が到達中であることを伝える。 

（略） 

※２ 沖合の津波観測に関する情報の発表内容 

（略） 

・最大波の観測値及び推定値については、観測された津波

の高さや推定される津波の高さが低い段階で数値を発表

することにより避難を鈍らせるおそれがあるため、当該

津波予報区において大津波警報又は津波警報が発表中で

あり沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値では

なく「観測中」（沖合での観測値）又は「推定中」（沿岸

での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中であるこ

とを伝える。 

（略） 

 (３) 最大波の観測値及び推定値の発表内容（沿岸から

100km程度以内にある沖合の観測点） 

表３－４ 最大波の観測値及び推定値の発表内容（沿岸から

100km程度以内にある沖合の観測点） 

表（略） 

(３) 最大波の観測値及び推定値の発表内容（沿岸から

100km程度以内にある沖合の観測点） 

表 ３-４ 最大波の観測値及び推定値の発表内容（沿岸から

100km程度以内にある沖合の観測点） 

表（略） 

 

 （略） （略）  

津波 32 ４ 津波予報 

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場

合には、以下の内容を津波予報で発表する。 

表３－５ 津波予報の発表基準と発表内容 

表（略） 

４ 津波予報 

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場

合には、以下の内容を津波予報で発表する。 

表 ３-５ 津波予報の発表基準と発表内容 

表（略） 

 

津波 33 ５ 津波情報等の伝達系統図 

 

表３－６ 津波情報等の伝達系統図 

５ 津波情報等の伝達系統図 

◇資料編２－22：津波に関する注意報及び警報伝達系統図 

（削除） 
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津波 33 表３－７ 津波注意報標識、津波警報標識 

表（略） 

表 ３-６ 津波注意報標識、津波警報標識 

表（略） 

 

 

 第３節 広報活動 

 

（新規） 

第３節 広報活動 

 

（▼共通対策編 第３章 第７節「災害広報計画」に準ず

る。） 

 

 

県計画に準じて追加 

津波 34 第４節 災害の拡大防止活動 

[危機、建築、区、消防] 

（略） 

第４節 災害の拡大防止活動 

[危機、建設、区、消防] 

（略） 

 

担当部局の修正 
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津波 34 １ 水防活動 

津波に対する水防活動の概要を示す。 

なお、水防活動のための水防組織並びに水防活動の具

体的内容については、市の水防計画の定めるところによ

る。 

（略） 

(１) 水防管理者及び水防管理団体の活動 

ア 津波の襲来が予想され、著しい危険が切迫して

いると認められるときは、市長の命を受けた職員

又は水防管理者は、必要とする区域の居住者に対

し避難の呼びかけを行う。なお、呼びかけを行っ

た旨を当該地域を管轄する警察署長に通知する。 

イ 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水

防上危険な個所を発見したときは、直ちに関係機

関及び当該施設の管理者に連絡し、必要な措置を

要請し、緊急を要する場合は、水防団員等の安全

を確保した上で必要な措置を行い、被害が拡大し

ないよう努める。 

ウ 河川、ため池、水門、樋門等の管理者は被害状

況を把握し、直ちに関係機関に通報するとともに

必要な応急措置を講ずるものとする。 

(２) 水防活動の応援要請 

ア 水防管理団体は、相互に協力するとともに、必

要に応じ応援を要請する。 

(ア) 水防管理者は､水防上必要があるときは､あ

らかじめ相互に協定した隣接水防管理者に対

１ 水防活動 

津波に対する水防活動の概要を示す。 

なお、水防活動のための水防組織並びに水防活動の具

体的内容については、「風水害対策編」の定めるところに

よる。 

（略） 

(１) 水防管理者及び水防管理団体の活動 

ア 避難の呼びかけと警察への通知 

（▼風水害対策編 第３章 第 14 節 避難「１ 

避難の指示」に準ずる。） 

イ 被害状況等の報告と危険箇所への措置 

（▼風水害対策編 第３章 第11節 巡視及び警

戒とその措置「１ 巡視」に準ずる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 水防活動の応援要請 

（▼風水害対策編 第３章 第４節「協力応援」

に準ずる。） 
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し応援を要請する。 

(イ) 水防管理者は、必要があれば市長に対し応

援を求める。 

(ウ) 水防管理者は、水防のために必要があると

きは、警察署長に対して、警察官の出動を要

請する。 

イ 市長は、必要があるときは､次の事項を示し、県

に自衛隊の派遣要請を要求する。 

(ア) 応援を必要とする理由 

(イ) 応援を必要とする人員、資機材等 

(ウ) 応援を必要とする場所 

(エ) 期間その他応援に必要な事項 

津波 35 ２ 人命の救出活動 

(１) 人命救出活動の基本方針 

ア～オ （略） 

カ 自衛隊の救出活動は「地震対策編 第５編 災

害応急対策 第５章 広域応援活動」の定めると

ころにより行う。 

２ 人命の救出活動 

(１) 人命救出活動の基本方針 

ア～オ （略） 

カ 自衛隊の救出活動は「▼地震対策編 第５章 

第５節 応援協力計画」の定めるところにより行

う。 

 

津波 35 ３ 防災関係機関の処理すべき事務 

(１) 市 

ア 職員を動員し負傷者等を救出する。 

イ 市長は、自ら負傷者等の救出活動を実施するこ

とが困難な場合、次の事項を示して静岡県知事に

対し救出活動の実施を要請する。また必要に応じ

民間団体の協力を求める。 

(ア) 応援を必要とする理由 

３ 防災関係機関の処理すべき事務 

(１) 市 

ア 職員を動員し負傷者等を救出する。 

イ 市長は、自ら負傷者等の救出活動を実施することが困

難な場合、次の事項を示して静岡県知事に対し救出活動

の実施を要請する。また必要に応じ民間団体の協力を求

める。 

表による整理 
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(イ) 応援を必要とする人員、資機材等 

(ウ) 応援を必要とする場所 

(エ) 応援を必要とする期間 

(オ) その他周囲の状況等応援に関する必要事項 

ウ 災害救助法に基づく市の実施事項については、

「一般対策編」による。 

(ア) 応援を必要とする理由 

(イ) 応援を必要とする人員、資機材等 

(ウ) 応援を必要とする場所 

(エ) 応援を必要とする期間 

(オ) その他周囲の状況等応援に関する必要事項 

ウ 災害救助法に基づく市の実施事項については、「一般対

策編」による。 
 

 (２) 静岡県 

ア 静岡県知事は、市長から負傷者等の救出活動に

ついて応援を求められ、特に必要があると認めた

ときは、その状況に応じ次の措置を講ずる。 

(ア) 県職員を派遣し救出活動を支援する。 

(イ) 他の市町長に対し応援を指示する。 

(ウ) 自衛隊に対し支援を要請する。 

(エ) 救出活動の総合調整を行う。 

(オ) 行方不明者の捜索・救助を容易にするた

め、航空機等による騒音の発生を禁止するサ

イレントタイムの設定を行い、関係機関に対

し協力を要請する。 

(２) 静岡県 

ア 静岡県知事は、市長から負傷者等の救出活動について

応援を求められ、特に必要があると認めたときは、その

状況に応じ次の措置を講ずる。 

(ア) 県職員を派遣し救出活動を支援する。 

(イ) 他の市町長に対し応援を指示する。 

(ウ) 自衛隊に対し支援を要請する。 

(エ) 救出活動の総合調整を行う。 

(オ) 行方不明者の捜索・救助を容易にするため、航空機

等による騒音の発生を禁止するサイレントタイムの設

定を行い、関係機関に対し協力を要請する。 
 

表による整理 

 (３) 静岡県警察（静岡中央警察署、静岡南警察署、清

水警察署） 

被害状況に応じて可能な限り警察官を派遣し、負

傷者等の救出にあたる。 

(３) 静岡県警察（静岡中央警察署、静岡南警察署、清

水警察署） 

被害状況に応じて可能な限り警察官を派遣し、負傷者等

の救出にあたる。 
 

表による整理 

 (４) 自主防災組織、事業所等 

自主防災組織及び事業所の防災組織は、次により

(４) 自主防災組織、事業所等 

自主防災組織及び事業所の防災組織は、次により自主的

表による整理 
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自主的に救出活動を行うものとする。 

ア 組織内の被害状況を調査し、負傷者等の早期発

見に努める。 

イ 救出活動用資機材を活用し組織的救助活動に努

める。 

ウ 自主防災組織と事業所等の防災組織は、相互に

連携をとって地域における救出活動を行う。 

エ 自主救出活動が困難な場合は、消防機関、警察

又は海上保安部等に連絡し早期救出を図る。 

オ 救出活動を行うときは、可能な限り市、消防機

関、警察、海上保安部と連絡をとりその指導を受

けるものとする。 

に救出活動を行うものとする。 

ア 組織内の被害状況を調査し、負傷者等の早期発見に努

める。 

イ 救出活動用資機材を活用し組織的救助活動に努める。 

ウ 自主防災組織と事業所等の防災組織は、相互に連携を

とって地域における救出活動を行う。 

エ 自主救出活動が困難な場合は、消防機関、警察又は海

上保安部等に連絡し早期救出を図る。 

オ 救出活動を行うときは、可能な限り市、消防機関、警

察、海上保安部と連絡をとりその指導を受けるものとす

る。 
 

 (５) 自衛隊 

自治体の要請に基づき救出活動を実施する。 

(５) 自衛隊 

自治体の要請に基づき救出活動を実施する。 
 

表による整理 

津波 36 第５節 避難活動 

[総務、危機、区] 

（略） 

◇静岡市津波避難計画（資料編８－７） 

第５節 避難活動 

[総務、危機、区] 

（略） 

◇資料編８－７：静岡市津波避難計画 

 

津波 36 １ 避難対策 

(１) 基本方針 

ア 津波災害発生時においては、要避難地区の住民

等は、的確に状況を把握し、安全で効率的な避難

活動を行う必要がある。また、危険予想地域外に

おいても、建物倒壊その他の要因により、避難が

必要となる場合がある。このため、市は適切な措

１ 避難対策 

(１) 基本方針 

ア 津波災害発生時の住民避難と安全確保 

津波災害発生時においては、要避難地区の住民

等は、的確に状況を把握し、安全で効率的な避難

活動を行う必要がある。また、危険予想地域外に

おいても、建物倒壊その他の要因により、避難が
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置を講じ、住民等の生命、身体の安全確保に努め

る。 

 

イ 「地震だ、津波だ、すぐ避難」をスローガンと

して、海岸付近で強い揺れを感じた者は、警報等

を聴取するまでもなく、直ちに避難を開始するこ

とを心がける。 

 

ウ 情報提供、避難誘導及び避難所の運営に当たっ

ては、要配慮者等に配慮するものとする。 

 

エ 避難対策の周知に当たっては、住民において

は、避難の際は、自らの身の安全を確保しつつ、

可能な限り出火防止措置を施すとともに、地域の

防災活動に参加することを啓発するものとする。 

 

(２) 情報・広報活動 

ア 市及び防災関係機関は、津波に関する情報の収

集及び伝達を的確に行い、その内容は「地震対策

編 第５編 災害応急対策 第２章 情報活動」に準

ずる。 

イ 市及び防災関係機関は、津波に関する情報を的

確に住民に広報し、その内容は「地震対策編 第５

編 災害応急対策 第３章 広報活動」に準ずる。ま

た、自主防災組織等の協力を得て、災害時要配慮

者への的確な情報提供に配慮する。 

必要となる場合がある。このため、市は適切な措

置を講じ、住民等の生命、身体の安全確保に努め

る。 

イ 即時避難の心がけ 

「地震だ、津波だ、すぐ避難」をスローガンと

して、海岸付近で強い揺れを感じた者は、警報等

を聴取するまでもなく、直ちに避難を開始するこ

とを心がける。 

ウ 要配慮者への配慮 

情報提供、避難誘導及び避難所の運営に当たっ

ては、要配慮者等に配慮する。 

エ 住民の避難対策と地域防災活動の推進 

避難対策の周知に当たっては、住民において

は、避難の際は、自らの身の安全を確保しつつ、

可能な限り出火防止措置を施すとともに、地域の

防災活動に参加することを啓発する。 

(２) 情報・広報活動 

ア 市及び防災関係機関は、津波に関する情報の収

集及び伝達を的確に行い、その内容は▼「地震対

策編 第５章 第２節 情報活動」に準ずる。 

 

イ 市及び防災関係機関は、津波に関する情報を的

確に住民に広報し、その内容は▼「地震対策編 

第５章 第３節 広報活動」に準ずる。また、自主

防災組織等の協力を得て、災害時要配慮者への的

確な情報提供に配慮する。 
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ウ （略） 

エ 市及び県は、赤と白の格子模様の旗（津波フラ

ッグ）による津波警報等の視覚的な伝達の実効性

を高めるため、国等の関係機関と連携し、普及啓

発を図るものとする。 

(３)、(４) （略） 

(５) 津波からの避難対策 

津波による被害を防止、軽減するため、次の措置

をとる。 

ア 市が実施する自衛措置 

ウ （略） 

エ 市及び県は、赤と白の格子模様の旗（津波フラ

ッグ）による津波警報等の視覚的な伝達の実効性

を高めるため、国等の関係機関と連携し、普及啓

発を図る。 

(３)、(４) （略） 

(５) 津波からの避難対策 

津波による被害を防止、軽減するため、次の措置

をとる。 

ア 市が実施する自衛措置 

 表３－８ 市が実施する自衛措置 

区分 内容 

津波注意報が 

発表された場合 

・安全を確保の上、海面の監視及び情報収

集を行い､被害を伴う津波の発生が予想

されるときは､市長は住民に対して避難

情報を伝達するなどの必要な措置をと

る。なお、市長が行う避難の指示につい

ては、「第３章 災害応急対策 第６節 

避難活動 １ 避難対策  (３) 避難の

ための指示」に準ずる。 

・住民、漁業・港湾関係者等に津波注意報

を適切な手段により迅速に伝達し、ラジ

オ及びテレビによる報道並びに市が広報

する情報に注意するよう呼びかける。 

・沿岸部や河口部など堤外にいる海水浴

客、釣人及びサーファー等（以下「海水

表 ３-７ 市が実施する自衛措置 

区分 内容 

津波注意報が 

発表された場合 

・安全を確保の上、海面の監視及び情報収

集を行い､被害を伴う津波の発生が予想

されるときは､市長は住民に対して避難

情報を伝達するなどの必要な措置をと

る。なお、市長が行う避難の指示につい

ては、▼「１ 避難対策 (３) 避難のた

めの指示」に準ずる。 

・住民、漁業・港湾関係者等に津波注意報

を適切な手段により迅速に伝達し、ラジ

オ及びテレビによる報道並びに市が広報

する情報に注意するよう呼びかける。 

・沿岸部や河口部など堤外にいる海水浴

客、釣人及びサーファー等（以下「海水

浴客等」という。）に対し、直ちに避難
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

浴客等」という。）に対し、直ちに避難

を指示する。 

津波警報・大津

波警報が 

発表された場合 

又は、震度６弱

以上の 

強い揺れを感じ

た場合 

（略） 

津波警報等は 

発表されていな

いが、 

震度４程度以上

の 

強い揺れを感じ

た場合 

又は弱い揺れで

あっても長い時

間ゆっくりとし

た 

揺れを感じた場

合 

・海面の監視 

気象官署から大津波警報・津波警報・

津波注意報並びに津波予報が届くまでの

間、少なくとも３０分間は、安全を確保

の上、海面の状態を監視するものとす

る。 

・報道の聴取 

揺れを感じてから少なくとも１時間

は、ラジオ及びテレビによる当該地震又

は津波に関する報道を聴取するものとす

る。 

・避難の指示 

海面の監視、報道の聴取により、被害

を伴う津波の発生が予想されるときは、

市長は住民、海水浴客等に対して避難を

指示するとともに、あらゆる手段をもっ

て伝達するなどの必要な措置をとる。 

を指示する。 

 

津波警報・大津

波警報が 

発表された場合 

又は、震度６弱

以上の 

強い揺れを感じ

た場合 

（略） 

津波警報等は 

発表されていな

いが、 

震度４程度以上

の 

強い揺れを感じ

た場合 

又は弱い揺れで

あっても長い時

間ゆっくりとし

た 

揺れを感じた場

合 

・海面の監視 

気象官署から大津波警報・津波警報・

津波注意報並びに津波予報が届くまでの

間、少なくとも 30 分間は、安全を確保

の上、海面の状態を監視するものとす

る。 

・報道の聴取 

揺れを感じてから少なくとも１時間

は、ラジオ及びテレビによる当該地震又

は津波に関する報道を聴取するものとす

る。 

・避難の指示 

海面の監視、報道の聴取により、被害

を伴う津波の発生が予想されるときは、

市長は住民、海水浴客等に対して避難を

指示するとともに、あらゆる手段をもっ

て伝達するなどの必要な措置をとる。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

遠地津波が発生

した場合 

（略） 

 

遠地津波が発生

した場合 

 （略） 

 

 イ 住民が実施する自衛措置 

(ア) （略） 

(イ) 海水浴客等は、上記の他、津波注意報が発

表された場合にも直ちに海浜付近から離れる

ものとする。 

イ 住民が実施する自衛措置 

(ア) （略） 

(イ) 海水浴客等は、上記のほか、津波注意報が

発表された場合にも直ちに海浜付近から離れ

るものとする。 

 

津波 38 ２ （略） ２ （略）  

津波 39 ３ 避難方法等 

(１) （略） 

(２) 幹線避難路の確保 

市は、職員の派遣及び警察官・自主防災組織等の

協力により幹線避難路上にある障害物の排除に努

め、避難の円滑化を図るものとする。 

(３) 避難地における業務 

ア 要請等により避難地に配置された市職員等は自

主防災組織等の協力を得て次の事項を実施する。 

(ア)～(エ) （略） 

(オ) 状況に応じ、避難者への帰宅の指示、保護

者への引き渡し又は避難所への移動 

イ （略） 

３ 避難方法等 

(１) （略） 

(２) 幹線避難路の確保 

市は、職員の派遣及び警察官・自主防災組織等の

協力により幹線避難路上にある障害物の排除に努

め、避難の円滑化を図る。 

(３) 避難地における業務 

ア 要請等により避難地に配置された市職員等は自

主防災組織等の協力を得て次の事項を実施する。 

(ア)～(エ) （略） 

(オ) 状況に応じ、避難者への帰宅の指示、保護

者への引渡し又は避難所への移動 

イ （略） 

 

 第６節 応援協力計画 

（新規） 

第６節 応援協力計画 

（▼共通対策編 第３章 第 32 節「応援協力計画」、第 34

節「自衛隊派遣部隊要請の要求計画」、第 35節「海上保安庁に

対する支援要請の依頼計画」に準ずる。） 

 

 

県計画に準じて追加 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

津波 39 第７節 地域への救援活動 

（新規） 

第７節 地域への救援活動 

（▼地震対策編 第５章 第 10 節「地域への救援活動」に

準ずる。） 

 

 

県計画に準じて追加 

津波 39 第８節 市有施設及び設備等の対策 

[総務、危機、財政、環境、商工、農水、建築、建設、消防、

水道、下水] 

（略） 

第８節 市有施設及び設備等の対策 

[総務、危機、財政、環境、商工、農水、建築、建設、消防、

水道、下水] 

（略） 

 

津波 39 １ 公共施設等 

(１) （略） 

(２) 港湾及び漁港施設等 

ア、イ （略） 

ウ 応急措置の実施、二次災害の防止 

危険箇所の立ち入り禁止措置や､水閘門等の機能

欠損箇所における応急修繕等の応急措置を講ず

る。 

エ～カ （略） 

１ 公共施設等 

(１) （略） 

(２) 港湾及び漁港施設等 

ア、イ （略） 

ウ 応急措置の実施、二次災害の防止 

危険箇所の立入禁止措置や､水閘門等の機能欠損

箇所における応急修繕等の応急措置を講ずる。 

 

エ～カ （略） 

 

津波 40 ２ 工事中の公共施設、建築物、その他 

（略） 

 

復旧・復興については、一般対策編第４章及び地震対

策編第６編の復旧・復興計画によるものとする。 

２ 工事中の公共施設、建築物、その他 

（略） 

 

（復旧・復興については、▼「共通対策編 第４章 災害復旧

計画」及び「地震対策編 第６章 復旧・復興計画」によ

る。） 
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静岡市地域防災計画 
 

（令和６年９月修正） 
 

 

 

火山対策編 

【再編案】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡市地域防災計画 
 

（令和７年１月修正） 
 

 

 

火山対策編 

【修正案】 
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 図表

番号 

タイトル 頁 

表２－

３ 

住民からの通報体制  

表３－

16 

避難行動要支援者等の避難開始基準  

 

図表番号 タイトル 頁 

表１－１ 部局名表記の略号一覧 2 

表１－２ 予想される噴火現象とその危険性 3 

表１－３ 火山現象に関する情報等 7 

表３－１ 避難行動要支援者等の避難開始基準 23 

図３－１ 広域避難の実施概念図 25 

図３－２ 広域避難路 27 
 

 

 第１章 総則 

 

（新規） 

第１章 総則 

 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）（以

下「法」という。）第 42条の規定に基づき作成する「静岡市地

域防災計画（以下「地域防災計画」という。）」の「火山対策

編」として定めるものである。静岡市内における火山災害の

予防と火山災害時の対策について、市及び行政区域内の防災

関係機関（以下「防災関係機関」という。）の連携のもとに実

施する総合的な対策の大綱を定めることにより、静岡市民の

生命、身体及び財産を火山災害から守ることを目的とする。 

 

 

他編との整合 

 

 第１節 計画の構成 

（新規） 

第１節 計画の構成 

＜計画について＞ 

県は富士山の噴火に備えるため、山梨県や神奈川県ととも

に、周辺市町村、国、火山専門家及び関係機関などで構成す

る「富士山火山防災対策協議会」を平成 24 年６月に設置し

た。 

活動火山対策特別措置法に基づく火山災害警戒地域の指定

があったことから、平成 28 年３月に活動火山対策特別措置法

に基づく「富士山火山防災対策協議会（以下「協議会」とい

 

 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

う。）」を設置した。 

富士山の噴火活動に伴う防災対策は、協議会が令和３年３

月に改定した「富士山ハザードマップ（改定版）」（以下「富

士山ハザードマップ」という。）の噴火想定に基づき、協議会

が令和５年３月に策定した「富士山火山避難基本計画」（以下

「避難基本計画」という。）を基本として実施する。 

本計画においては、避難基本計画における基本的な考え方

を前提としつつ、関係機関は、避難基本計画のほか、本計画

に沿ってあらかじめ必要な防災対策を検討しておく。 

本計画に定めのない事項については、▼「共通対策編」の

各計画に基づき実施する。 

 

火山対策編は、以下の各章から構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

内容整理 

 

 （新規） 第１章 総則 この計画の目的、構成、予想され

る噴火現象等、計画の基本となる

事項を示す。 

第２章 災害予防計画 

（平常時対策） 

平常時の教育、広報、訓練及び災

害予防の対策を示す。 

第３章 災害応急対策 噴火が発生又は発生しようとして

いる場合の対策を示す。 

第４章 災害復旧計画 災害応急対策に一定の目途が立っ

た後の復旧・復興計画について示

す。 
 

他編との整合 

 （新規） ※各節の記載内容に主な担当部局がある場合には、下表の略

号にて示す。 

他編との整合 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

※災害対応は静岡市一丸となって取り組むものであるから、

ここに記載されている部局が全ての対応を行うという意味

で捉えてはならない。また、ここに記載されていない部局

は当該の対応を行わないという意味で捉えてはならない。 

 （新規） 表１－１ 部局名表記の略号一覧 

局等 部 略号 

危機管理局  危機 

市長公室、総務局  総務 

総合政策局  総政 

財政局 
財政部 財政 

税務部 税務 

市民局  市民 

区役所  区 

観光交流文化局  観光 

環境局  環境 

保健福祉長寿局 

健康福祉部 福祉 

保健衛生医療部 衛生 

保健所 保健所 

清水病院 病院 

子ども未来局  子ども 

経済局 
商工部 商工 

農林水産部 農水 

都市局 
都市計画部 都市 

建築部 建築 

建設局 土木部 建設 

他編との整合 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

道路部 

会計室  会計 

消防局 
消防部 

消防 
警防部 

上下水道局 
水道部 水道 

下水道部 下水 

教育局  教育 
 

 第２節 想定 

 

（新規） 

第２節 想定 

 

本計画において前提とする噴火現象の規模や範囲は、富士

山ハザードマップを基本とする。 

 

 

 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） １ 想定火口範囲 

約5,600年前から現在までに形成された火口及びこれら

の既存火口と山頂を結んだ線の周辺１kmの範囲に、山頂

から半径４km以内の範囲を加えた今後噴火する可能性の

ある領域。 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） ２ 予想される噴火現象とその危険性 

表 １-２ 予想される噴火現象とその危険性 

現象 危険性等 

噴石 

（大きな

噴石、小

さ な 噴

(１) 噴火の際、放出される溶岩又は山体を構成

する岩石の破片。火山レキ（直径２mm 以

上）及び火山岩塊（直径 64mm 以上）を合わ

せて噴石という。このうち比較的大きく風の

火山対策編新設伴う

県計画の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

石） 影響を受けにくいものを「弾道を描いて飛散

する大きな噴石」、風の影響を受けて遠くま

で到達するものを「風の影響を受ける小さな

噴石（火山レキ）」と区別している。 

(２) 大きな噴石の直撃を受けると、建物は破損

し、人は死傷することがある。特に火口から

半径２km 以内は、多くの噴石が飛散するた

め危険である。 

(３) 噴石が到達する可能性のある範囲では、噴

火後の避難が困難であるため、噴火が発生す

る前にあらかじめ噴石の到達範囲外へ避難す

るか、又は長期間滞在できる準備をした上で

堅牢な建物内に避難する必要がある。特に、

噴石に対しては風下側でより一層の注意が必

要となる。 

(４) 噴石は上空にも飛散することから、火山活

動を監視する航空機は注意が必要である。 

(５) 1707 年の宝永噴火では、上空の強い西風

の影響を受け、火口から約 10km 離れた小山

町須走に直径 20cm 程度の噴石が到達した。

さらに 20km 離れたところでも直径数 cm の噴

石が到達した。 

火砕流・ 

火砕サー

ジ 

(１) 火砕流は、火山灰、火山弾、火山岩塊など

が、高温の火山ガスや取り込んだ空気と一団

となって斜面を流下する現象である。 

(２) 火砕サージは、主に熱い空気や火山ガスな
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

どの気体と、火山灰などが混じって高温・高

速で斜面を流下する現象であり、火砕流本体

より１km 程度外側に到達することが想定さ

れる。 

(３) 高温の火砕流・火砕サージに巻き込まれる

と、建物は焼失し、人は死傷する。 

(４) 火砕流は、急傾斜地に火砕丘が形成される

など発生する条件が整うまでに、ある程度の

時間を要すると考えられるが、火砕流の流下

速度は時速数十から 100 ㎞以上であり、発生

後の避難は困難であることから、火砕流の発

生が予測される場合には、あらかじめその到

達範囲外に避難する必要がある。 

溶岩流 (１) 1,000℃前後の高温の溶岩が斜面を流下す

る現象である。 

(２) 噴火当初に溶岩流が流出しない場合でも、

噴火活動の途中から溶岩流流出に移行する可

能性がある。 

(３) 溶岩流の進路にある森林、田畑、建物等

は、埋没又は焼失する。 

(４) 溶岩流が流下する範囲で、湿地帯等の水が

多い地域では、高圧の水蒸気を閉じ込める作

用が働いてマグマ水蒸気爆発が発生すること

もある。 

(５) 溶岩流の流下速度は斜面の傾斜が緩やかに

なると低下し、徒歩と同程度の速度となる。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

融雪型 

火山泥流 

(１) 積雪期に、火砕流などによって斜面の積雪

が融けて流水となり、さらに火砕流堆積物や

斜面の土砂を取り込んで、ほぼ谷に沿って流

下する現象である。一気に大量の泥流が流れ

るため、谷をあふれて流れる危険性がある。 

(２) 水深が深い場合には、巻き込まれると、人

は死亡（水死等）する可能性が高いが、水深

が浅く、流速が小さい区域では、建物の２階

以上へ退避すれば安全を確保できる。 

(３) 融雪型火山泥流の流下速度は、時速 30 か

ら 60km となり、発生後の避難は困難である

ことから、発生が予測される場合には、早期

の避難が必要となる。 

空振 (１) 噴火に伴う空気の振動が伝わる現象であ

る。人体に対する直接的な影響はないが、山

麓周辺では、連続的に建物の窓ガラス等が振

動したり、場合によっては割れることもあ

る。 

降灰 (１) 細かく砕けたマグマが空高く吹き上げら

れ、風に乗って遠くまで運ばれた後、降下す

る現象である。 

(２) 火口の近くでは厚く積もり、遠くに行くに

したがって徐々に薄くなる。 

(３) 直ちに生命に危険が及ぶことはないが、火

山灰を吸い込むと、呼吸器系の疾患にかかり

やすくなるなどの健康被害のおそれがある。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(４) 屋根に積もった火山灰の重みにより木造の

建物等が倒壊する可能性があることから、除

灰を行うか、堅牢な建物への避難が必要とな

る。特に、堆積した灰が降雨により水分を含

んだ場合、その重量が増すため、建物倒壊の

可能性が高まる。 

(５) 堆積した火山灰や空気中の火山灰は、道

路、鉄道、航空などの交通機関に影響を及ぼ

すことが考えられ、降灰の状況によっては、

その影響は、かなり広い範囲に及ぶ可能性も

ある。 

降灰後土

石流 

(１) 斜面に積もった火山灰が、その後の雨で流

されて、時速 50 から 60km 以上の速度で石礫

を伴って流下する現象である。 

(２) 降灰堆積厚 10cm 以上となった渓流におい

て、時間雨量 10mm 程度以上の降雨があった

場合、発生の可能性が高くなる。土石流の到

達範囲にある建物等は、破壊される。 

(３) 速度が速いため、発生後の避難は困難であ

る。発生が予測される場合には、土石流の到

達が予測される範囲ではあらかじめ避難する

必要がある。 

火山性地

震・地殻

変動 

(１) 火山性地震は、火山の周辺で起きる震源が

浅い地震であり、噴火前や噴火中に多発する

ことがある。 

(２) 火山性地震の多くは身体に感じない小さな
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

地震であるが、時として規模の大きな地震が

発生することもあり、場所によっては震度５

から６弱程度の強い揺れになるおそれがあ

る。 

(３) 地殻変動は、マグマが地表付近まで上昇す

ることにより、地殻が移動又は変形する現象

である。 

火山ガス (１) マグマに溶け込んでいたガス成分が、気体

となって噴き出す現象である。火山ガスの大

部分は水蒸気であるが、二酸化硫黄、硫化水

素、塩化水素、二酸化炭素等の有毒な成分を

含むことがある。 

(２) 富士山で火山ガスによる被害があった記録

はなく、被害が発生するほどの多量の有毒な

火山ガスが放出される可能性は少ないと考え

られる。しかし噴火等によりガスが発生した

場合には、火口等のガスの放出場所周辺や窪

地などガスがたまりやすいと思われる場所に

は近づかないなどの警戒が必要である。 

洪水氾濫 (１) 火山活動に起因する洪水氾濫は、上流域で

多量の降灰が生じた河川において、支川や渓

流からの土砂流入によって本川河道の河床が

上昇し河川が氾濫する現象である。 

(２) 噴火後の洪水は、土砂が多く含まれている

ため、水が引いた後も土砂が残留する傾向が

強い。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

岩屑なだ

れ・山体

崩壊 

(１) 強い地震や地表近くまで上昇したマグマの

影響、あるいは強い爆発等により、山体の一

部が大規模に崩壊する現象が山体崩壊であ

り、それに伴い斜面を時速 100km 前後の高速

度で流れ下る現象が岩屑なだれである。 

(２) 発生回数は過去１万年に２回程度と極めて

少ない。 

(３) 岩屑なだれが湖や海に流れ込んで、津波が

発生することもあるので湖や海の沿岸では注

意が必要である。 

(４) 山体の膨張・変形が観測され、山体の変状

が観測された場合には避難等を検討する必要

がある。 

水蒸気爆

発 

(１) 熱せられた地下水が水蒸気となって爆発す

る現象である。 

(２) 溶岩流が湿地帯や湖に流入した場合にも、

マグマ水蒸気爆発が起こることがある。 

(３) 水蒸気爆発の発生場所周辺では、噴石や爆

風の危険があるので注意が必要である。 
 

 （新規） ３ 火山災害警戒地域の指定 

活動火山対策特別措置法に基づき、噴火の可能性が高

く、人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備

すべき地域（火山災害警戒地域）として指定された地域

は、次のとおりであり、本市も指定されている。 

火山 都道府県 市町 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

富士山 静岡県 静岡市、沼津市、三島市、富士宮市、

富士市、御殿場市、裾野市、清水町、

長泉町、小山町 
 

 第３節 気象庁が発表する火山活動の状況に応じた噴

火警報等 

第３節 気象庁が発表する火山活動の状況に応じた噴

火警報等 

 

 （新規） １ 噴火警報・噴火予報（噴火警戒レベル） 

噴火警戒レベルは、気象庁と自治体間の協議に基づ

き作成され、火山活動の状況を噴火時等の危険範囲や

住民がとるべき防災行動を踏まえて５段階に区分して

発表する指標である。富士山においては平成 19年 12月

から運用されており、富士山における噴火警戒レベル

の取扱いは次のとおりである。 

・レベル１は、火山活動が静穏であることを示し、現在

の富士山の状態が該当する。 

・レベル２は、噴火する場所とその影響が限定的な場合

に発表されるが、富士山では、噴火前の火山活動が高

まる段階で、火口の位置を特定し限定的な警戒範囲を

示すのは困難なことから、レベル２の発表はしないこ

ととしている。 

・火山活動が活発化すると、想定火口範囲を警戒範囲と

してレベル３が発表され、さらに噴火が切迫した場合

には居住地域を対象としてレベル４又はレベル５が発

表される。 

・噴火開始後、火山活動の低下により噴火警戒レベルを

下げていく段階において、火口とその周辺を限定して

火山対策編新設伴う

県計画の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

警戒範囲を示すことが可能な場合は、レベル２が発表

される。 

◇資料編８－２：噴火警報・噴火予報（噴火警戒レベル） 

 （新規） ２ その他の噴火現象に関する予報 

(１) 降灰予報 

ア 降灰予報（定時） 

・噴火警報発表中の火山で、噴火により人々の生

活等に影響を及ぼす降灰が予想される場合に、

定期的（３時間ごと）に発表。 

・18 時間先（３時間区切り）までに噴火した場合

に予想される降灰範囲や小さな噴石の落下範囲

を提供。 

イ 降灰予報（速報） 

・噴火が発生した火山（※１）に対して、事前計

算した降灰予報結果の中から最適なものを抽出

して、噴火発生後５～10 分程度で発表。 

・噴火発生から１時間以内に予想される、降灰量

分布や小さな噴石の落下範囲を提供。 

ウ 降灰予報（詳細） 

・噴火が発生した火山（※２）に対して、降灰予

測計算（数値シミュレーション計算）を行い、

噴火発生後 20～30 分程度で発表。 

・噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予

想される降灰量分布や降灰開始時刻を提供。 

※１ 降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への

防災対応が必要となる「やや多量」以上の降灰が予

火山対策編新設伴う

県計画の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

想された場合に発表。 

降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う

降灰域を速やかに伝えるため、予測された降灰が

「少量」のみであっても必要に応じて発表。 

※２ 降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への

防災対応が必要となる「やや多量」以上の降灰が予

測された場合に発表。 

降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う

降灰域を速やかに伝えるため、予測された降灰が

「少量」のみであっても必要に応じて発表。 

降灰予報（速報）を発表した場合には、予想降灰量

によらず、降灰予報（詳細）も発表。 

 （新規） (２) 降灰量階級と降灰の厚さ 

降灰量階級 予想される降灰の厚さ 

多量 １㎜以上 

やや多量 0.1㎜以上１㎜未満 

少量 0.1㎜未満 
 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） (３) 火山ガス予報 

居住地域に長時間影響するような多量の火山ガス

の放出がある場合に、火山ガスの濃度が高まる可能

性のある地域を発表する予報 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） ３ 火山現象に関する情報等 

表１-３ 火山現象に関する情報等 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

情報の

種類 

内容 発表時期 

火山の

状況に

関する

解説情

報 

噴火警戒レベルの引き上げ基

準に現状達していないが、噴

火警戒レベルを引き上げる可

能性があると判断した場合、

又は判断に迷う場合に、「火

山の状況に関する解説情報

（臨時）」を発表。 

また、現時点では、噴火警戒

レベルを引き上げる可能性は

低いが、火山活動に変化がみ

られるなど、火山活動の状況

を伝える必要があると判断し

た場合には、「火山の状況に

関する解説情報」を適時発

表。 

定期的又は必要に

応じて臨 

時に発表。 

臨時に発表する際

は、火山活動のリ

スクの高まりが伝

わるよう、臨時の

発表であることを

明示し発表。 

噴火速

報 

登山者や周辺の住民に、火山

が噴火したことを端的にいち

早く伝え、身を守る行動を取

ってもらうために発表する情

報。噴火が発生した事実を速

やかに知らせるため、火山名

と噴火した日時のみを記載。 

・噴火警報が発表

されていない常時

観測火山におい

て、噴火が発生し

た場合。 

・噴火警報が発表

されている常時観

測火山において、

噴火警戒レベルの
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

引き上げや警戒が

必要な範囲の拡大

を検討する規模の

噴火が発生した場

合（※） 

※噴火の規模が確

認できない場合は

発表する。 

・このほか、社会

的に影響が大き

く、噴火の発生を

速やかに伝える必

要があると判断し

た場合。 

噴火に

関する

火山観

測報 

噴火が発生したことや、噴火

に関する情報（発生時刻・噴

煙高度等）を噴火後直ちに知

らせる情報。噴火が発生した

後、おおむね 30 分以上継続

して噴火している場合には

「連続噴火継続」、連続噴火

が停止し、おおむね 30 分以

上噴火の発生がない場合には

「連続噴火休止」として知ら

せる。 

噴火が発生した場

合に直ちに発表 

火山活 写真や図表等を用いて、火山 毎月又は必要に応
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

動解説

資料 

活動の状況や警戒事項等につ

いて解説するため、随時及び

定期的に発表する資料。 

じて臨時に発表 

月間火

山概況 

前月１か月間の火山活動の状

況や警戒事項を取りまとめた

もの。 

毎月上旬に発表 

航空路

火山灰

情報 

火山名やその緯度・経度、噴

火時刻や火山灰の領域・高

度・移動方向・速度等のほ

か、火山灰の拡散の予測を記

述した情報。 

衛星画像で火山灰の領域が解

析できた場合、火山灰実況

図、拡散予測図（６、12、18 

時間先まで予測）も合わせて

発表される。 

責任領域（※）内

の火山に関 

して噴火情報を入

手した場合 

なお、航空向けの

情報として東京航

空路火山灰情報セ

ンターから発信 

 

  ※）責任領域：国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）のもとで航空

機の火山灰による災害を防止・軽減するた

め、世界には９つの航空路火山灰情報センタ

ー（VAAC:Volcanic Ash Advisory Center）が

あり、気象庁は東京 VAAC として、アジア太平

洋地域を担当している。 

 

 

 第４節 避難計画 第４節 避難計画  
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 （新規） １ 噴火現象の影響想定範囲と避難対象エリア 

本市では、富士山の噴火による溶岩流、融雪型火山泥

流（※）、降灰による被害が想定されており、その影響想

定範囲は◇資料編９－７による。 

※ 融雪型火山泥流の到達範囲は富士川内で市街には

到達しない。 

◇資料編９－７：富士山火山ハザードマップ 

なお、各噴火現象の影響想定範囲は、噴火した場合に

影響想定範囲全体に影響が及ぶものではなく、実際の影

響範囲は、噴火のタイプ、火口の出現位置、噴火規模、

噴火の季節など様々な条件によって変化する。影響想定

範囲の中で避難が必要な範囲を避難対象エリアとし、噴

火現象の状況に応じて避難指示の対象地域を検討する。 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） 影響想定範囲と避難対象エリア（本市に該当する避難

対象エリアを太枠） 

噴火 

現象 
避難対象 説明 

火
口
形
成
、
火
砕
流
、 

大
き
な
噴
石
、
溶
岩
流 

影響想定範囲 可能性マップの示す範囲 

 第１次避難対

象エリア 

想定火口範囲 

 第２次避難対

象エリア 

火砕流、大きな噴石、溶岩流(１時

間以内)到達範囲及び溶岩流の流下

により孤立する可能性のある範囲 

 第３次避難対 溶岩流(１時間－３時間)到達範囲 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 



令和６年度 静岡市地域防災計画（火山対策編）修正案 新旧対照表 

19 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

象エリア 

 第４次避難対

象エリア 

溶岩流(３時間－24 時間)到達範囲 

 第５次避難対

象エリア 

溶岩流（24 時間－７日間）到達範

囲 

 第６次避難対

象エリア 

溶岩流（７日間－約 57 日間）到

達範囲 

融
雪
型
火
山
泥
流 

影響想定範囲 可能性マップの示す範囲 

（融雪型火山泥流の影響想定範囲

には、避難対象エリア外の部分も

ある。） 

 避難対象エリ

ア 

融雪型火山泥流ドリルマップ（危

険度区分）における事前の避難が

必要な区域※１ 

降
灰 

影響想定範囲 降灰可能性マップの示す範囲（降

灰堆積深２cm 以上）（図１-２を参

照） 

 避難対象エリ

ア 

降灰堆積深が 30cm 以上になると想

定される範囲 

※１※２※３ 

 屋内退避対象

エリア 

降灰堆積深が 30cm 未満と想定され

る範囲※１※２※３ 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

小
さ
な
噴
石 

影響想定範囲 小さな噴石のうち大きさが１cm 以

上の噴石の降下が想定される範囲 

降
灰
後
土
石
流 

影響想定範囲 降灰堆積深が 10 ㎝以上になると想

定される範囲（想定範囲には、避

難対象エリア外の部分もある。） 

 避難対象エリ

ア 

土石流危険渓流の土石流危険区

域、又は土砂災害警戒区域 
 

 （新規） ※１ 避難対象エリアの基準となる降灰堆積深は、今後さら

に検討を進め、必要に応じて見直しを行うこともある。 

※２ 気象庁があらかじめ実施したシミュレーション結果を

基に、噴火の可能性が高まった段階で風向等の気象条件

等を加味して判断する。また、気象庁が噴煙等の観測結

果を基にリアルタイムで実施するシミュレーション結果

も参考にする。 

※３ 降灰堆積状況の観測により得られた降灰分布図も参考

にする。 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） ２ 段階的な避難 

噴火警戒レベルや噴火の状況に応じて、以下の表に基

づき段階的に避難準備や避難を行う。避難指示等におけ

る検討事項の詳細は▼「第３章 災害応急対策」に記す。 

(１) 噴火前（噴火警戒レベルの上昇）と噴火開始直後

の避難（本市の対応を太枠） 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

区
分 

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル 

避難対象者区

分 

溶岩流※１ 

火砕流、大きな噴石、 

融雪型火山泥流 

（事前の避難が必要な区域）※２ 

 

火口形成      

第１次 

避難対象エリア 

第２次 

避難対象エリア 

第３次 

避難対象エリア 

第４次 

避難対象エリア 

第５次 

避難対象エリア 

第６次 

避難対象エリア 

噴
火
前 

１
（
臨
時
情
報
） 

一般住民 

避難行動要支援者 

観光客・登山者 

- 

- 

下山・帰宅 

(５合目以上） 

- - - - - 

３ 

一般住民 

避難行動要支援者 

観光客・登山者 

避難 

避難 

入山規制 

避難準備 

避難準備 

下山・帰宅 

- 

- 

下山・帰宅 

- 

- 

下山・帰宅 

- - 

４ 

一般住民 

避難行動要支援者 

観光客・登山者 

避難 

避難 

入山規制 

避難 

避難 

入山規制 

避難準備 

避難 

下山・帰宅 

- 

避難準備 

下山・帰宅 

- - 

５ 

一般住民 

避難行動要支援者 

観光客・登山者 

避難 

避難 

入山規制 

避難 

避難 

入山規制 

避難準備 

避難 

入山規制 

- 

避難準備 

下山・帰宅 

- 

避難準備 

- 

- 

避難準備 

- 

噴
火
開
始

直
後 

一般住民 

 

避難行動要支援者 

観光客・登山者 

避難 

 

避難 

入山規制 

避難 

 

避難 

入山規制 

避難 

【必要な範囲】※５ 

避難 

入山規制 

避難 

【必要な範囲】※５ 

避難 

入山規制 

- 

 

避難準備※６ 

- 

- 

 

避難準備※６ 

- 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

 （新規） (２) 噴火状況判明後の避難（本市の対応を太枠） 火山対策編新設伴う

県計画の反映 

区
分 

 

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル 

避難対象者区

分 

融雪型 

火 山 泥

流※１ 

降灰 
小さな

噴石 

降灰後 

土石流 

避難対象エリア※２ 避難対象エリア※３ 屋内退避対象エリア 影響想定範囲 避難対象エリア※４ 

噴
火
前 

１
（
臨
時
情
報
） 

一般住民 

避難行動要支援者 

観光客・登山者 
- - - - - 

３ 

一般住民 

避難行動要支援者 

観光客・登山者 

避難準備 

避難準備 

避難準備 

- - - - 

４ 

一般住民 

避難行動要支援者 

観光客・登山者 

避難 

避難 

避難 

- - - - 

５ 

一般住民 

避難行動要支援者 

観光客・登山者 

避難 

避難 

避難 

- - - - 

噴
火
開
始
直
後 

一般住民 

避難行動要支援者 

観光客・登山者 

(事前避難) 

(事前避難) 

(事前避難) 

屋内退避準備 

屋内退避準備 

屋内退避準備 

屋内退避準備 

屋内退避準備 

屋内退避準備 

屋内退避準備 

屋内退避準備 

屋内退避準備 

- 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 

 

 （新規） ※１ 噴火前及び噴火開始直後の溶岩流及び融雪型火山泥流か

らの避難においては、全方位において避難対象者区分ごと

に避難準備や避難等を行う。 
※２ 融雪型火山泥流ドリルマップ（危険度区分）における事

前の避難が必要な区域。 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

区
分 

避難対象者区分 

溶岩流 

第１次 

避難対象エリア 

第２次 

避難対象エリア 

第３次 

避難対象エリア 

第４次 

避難対象エリア 

第５次 

避難対象エリア 

第６次 

避難対象エリア 

現
象
の
発
生 

- 

溶岩流の流下の場合 

   ※７ ※７ ※８ 

噴
火
状
況
判
明
後 

一般住民 

避難行動要支援者 

観光客・登山者 

避難 

避難 

入山規制 

避難 

避難 

入山規制 

避難 

避難 

入山規制 

【必要な範囲】※９ 

避難 

避難 

入山規制 

【必要な範囲】※９ 

避難 

避難 

入山規制 

【必要な範囲】※９ 

避難 

- 

- 

【必要な範囲】※９ 

 

区
分 

避難対象者区分 

融雪型 

火山泥流 
降灰 

小さな噴

石 

降灰後 

土石流 

避難対象エリア※２ 避難対象エリア※３ 屋内退避対象エリア 影響想定範囲 避難対象エリア※４ 

現
象
の
発
生 

- - 火山灰の降下の場合 

小さな噴石

の降下の場

合 

土石流の危

険がある場

合 

噴
火
状
況
判
明
後 

一般住民 

避難行動要支援者

観光客・登山者 

(事前避難) 

(事前避難) 

(事前避難) 

避難 

避難 

避難 

屋内避難 

屋内避難 

屋内避難 

屋内避難 

屋内避難 

屋内避難 

避難準備／避難 

避難準備／避難 

避難準備／避難 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

※３ 降灰の避難対象エリアは、火口位置や噴火時点で予想さ

れる気象データ等を計算条件として気象庁が実施するシミ

ュレーションを基に降灰により住民生活の維持が困難とな

る地域を噴火の状況や社会的影響を含め総合的に判断す

る。この際、関係機関から提供される情報や火山専門家の

助言を併せて参考とする。 
※４ 降灰後土石流の避難対象エリアは、国土交通省による緊

急調査の結果を基本とする。しかし、降灰後に降雨があっ

た場合、緊急調査結果がなくても状況に応じて避難対象範

囲を設定する。 
※５ 溶岩流の流下パターンに基づく範囲（第３章第２節第４

項を参照）。 
※６ 必要に応じて避難準備。 
※７ 第５次避難対象エリアに溶岩流の流下の可能性がある場

合。 
※８ 第６次避難対象エリアに溶岩流の流下の可能性がある場

合。 
※９ 噴火後には、気象庁等による観測の成果として、気象庁

から火口位置の情報が提供される。その情報を基に国土交

通省が作成し、協議会に提供される「リアルタイムハザー

ドマップ」又は既存の「溶岩流ドリルマップ」に基づき避

難対象範囲を設定する。 

 

 

 

一般 58 

第２章 災害予防計画（平常時対策） 

 

富士山の火山災害予防計画は、富士山の噴火による被害か

第２章 災害予防計画（平常時対策） 

 

富士山の火山災害予防計画は、富士山の噴火による被害か
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ら市民の生命及び財産を守るため、必要な情報収集・伝達体

制の構築、避難場所の確保、避難訓練の実施、市民への周

知・啓発などの対策を実施するものとする。 

ら市民の生命及び財産を守るため、必要な情報収集・伝達体

制の構築、避難場所の確保、避難訓練の実施、市民への周

知・啓発などの対策を実施する。 

 

 第１節 実施すべき事項（平常時） 

[危機、区、観光、環境、福祉、衛生、農水、建設、教育] 

第１節 実施すべき事項（平常時） 

[危機、区、観光、環境、福祉、衛生、農水、建設、教育] 

 

 （新規） １ 市 

(１) 情報伝達 

・防災行政無線（屋外拡声子局、戸別受信機）の整備 

・情報伝達手段の整備（日常利用機器等の活用検討） 

・関係機関との情報伝達体制の構築 

・観光協会、旅行会社、旅客輸送関係事業者、道路管理

者への情報伝達体制の構築 

・避難行動要支援者への情報伝達体制の構築（通信手

段、巡回体制等） 

・避難所との連絡体制等の構築 

・自主防災組織による情報伝達及び安否確認体制の構築 

・住民の安否情報の確認体制や手順等の構築 

・避難未実施者情報を収集するための連絡体制の構築 

(２) 避難計画 

・観光客への避難基本計画、市避難計画等の周知 

・警察、道路管理者への避難基本計画、市避難計画等の

周知 

・自主防災組織ごとに避難対象者のリスト化 

・避難対象者数及び必要輸送車両数の把握（市避難計画

火山対策編新設伴う

県計画の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

等の策定） 

・避難対象エリアの住民への周知 

・避難所施設の指定及びリスト化 

・受入市町をグループ化した受入地域をあらかじめ設定 

・福祉避難所の把握 

・避難行動要支援者の避難支援に係る事前調整 

・避難対象となる社会福祉施設等及び入所者・入院患者

の把握 

・避難行動要支援者の名簿及び個別計画の作成 

・避難支援等関係者への避難行動要支援者名簿の提供 

・関係者と連携した避難支援体制の構築 

・自主防災組織、消防団、福祉関係者、患者搬送事業者

（福祉タクシー等）、地元企業等と連携した避難行動要

支援者の支援体制の構築 

(３) 訓練 

・市民の安否情報の確認手順に基づく訓練の実施 

・職員の安否情報システムに対する操作習熟度の向上 

・県及び他市町と連携し、観光客・登山者の避難誘導訓

練等の実施 

(４) 教育 

・教育委員会等との連携による火山に関する知識等の普

及・啓発 

(５) 交通 

・県及び警察と連携して交通規制箇所（道路）の選定 

・避難基本計画及び本計画に基づく避難ルートの設定

（市避難計画等の策定） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

・輸送車両の乗車場所及び輸送ルートの設定（市避難計

画等の策定） 

(６) 降灰 

・除灰優先区間（庁舎施設や社会福祉施設等への接続道

路等）の抽出 

・道路管理者と連携した広域避難路等の除灰作業に関す

る対応手順の作成 

・火山灰の仮置場及び最終処分場（捨て場）の選定 

(７) 畜産 

・畜産事業者の実態把握（事業者数、畜種別頭羽数） 

・畜産事業者の家畜移送計画の策定支援 

(８) 医療 

・噴火時等の広域医療救護体制の構築 

・医療救護計画等への噴火時等の対応の追加 
 

 （新規） ２ 受入市町（受入市町となった場合） 

(１) 広域避難者受入時の実施事項の整理 

(２) 必要に応じて、一時集結地の施設管理者と災害時の

使用に関する協定等の締結 

(３) 住民の安否情報の確認体制や手順等の構築 

(４) 住民の安否情報の確認手順に基づく訓練の実施 

(５) 職員の安否情報システムに対する操作習熟度の向上 
 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） ３ 静岡県 

(１) 静岡県地域防災計画（以下「県地域防災計画」とい

う。）に掲げられている所掌事務 

(２) 市町及び防災関係機関の災害事務又は業務実施につ

火山対策編新設伴う

県計画の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

いての総合調整 
 

 （新規） ４ 国 

(１) 火山防災情報の共有化システムの構築 

(２) 国内外への情報発信体制の構築 

(３) 火山灰の最終処分方法の検討 
 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） ５ 道路管理者 

(１) 噴火時等における交通規制方法の事前検討 

(２) 除灰作業用資機材の所有状況の把握 

(３) 除灰作業計画の策定 

(４) 放置車両の撤去方法の検討 
 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） ６ ＮＥＸＣＯ中日本 

噴火時等における交通規制の事前検討 
 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） ７ 鉄道事業者 

噴火時等における鉄道運行規制の事前検討 
 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） ８ 警察 

(１) 避難実施市町と連携して交通規制箇所（道路）の選

定 

(２) 入山規制実施時の規制箇所の検討 
 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） ９ 社会福祉施設等 

(１) 社会福祉施設等の避難計画の策定 

(２) 入所者・入院患者の輸送手段及び避難先施設の確保 
 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 （新規） 10 畜産事業者 

(１) 家畜の避難先や輸送手段の確保等の検討 

(２) 家畜移送計画の策定 
 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） 11 山小屋組合等 

(１) 入山規制実施時の観光客・登山者への対応の検討 

(２) 県及び避難実施市町と連携し、観光客・登山者の避

難誘導訓練等の実施 

(３) 施設へのヘルメット等の整備 
 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） 12 医療機関 

(１) 噴火時等の広域医療救護体制の構築 

(２) 県医療救護計画等への噴火時等の対応の追加 
 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） 13 協議会 

(１) 広域避難路の設定 

(２) 広域避難路の代替路の検討 

(３) 広域避難時の交通規制・鉄道運行規制に係る調整方

法の検討 
 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

一般 58 第２節 情報連絡体制の整備 

[危機] 

第２節 情報連絡体制の整備 

[危機] 

 

 １ 異常現象の通報体制 

富士山において異常現象（地割れ、臭気等）を発見し

た場合の通報体制は次のとおりとする。なお、通信体制

フロー図は資料編２－８のとおりとする。 

 

 

１ 異常現象の通報体制 

富士山において異常現象（地割れ、臭気等）を発見し

た場合の通報体制は次のとおりとする。なお、通信体制

フロー図は◇資料編２－８のとおりとする。 

◇資料編２－８：富士山火山災害における異常現象の通報体

制 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

表２－３ 住民からの通報体制 

表（略） 

住民からの通報体制 

表（略） 

 ２ 富士山火山防災対策協議会内の情報伝達体制 

（略） 

噴火警戒レベル１～３（噴火警戒レベルの内容は資料

編８－２）の段階においては、協議会構成機関は、協議

会内で共有すべき情報を得た場合、副会長県を通じて会

長県に報告する。会長県は、報告内容の重要度に応じ

国、火山専門家、各県コアグループに情報伝達する。ま

た、必要に応じて協議会（会議）を招集し、報告内容に

ついて検討を行う。 

なお、情報伝達体制フロー図は資料編２－８のとおり

とする。 

 

２ 協議会内の情報伝達体制 

（略） 

噴火警戒レベル１～３（噴火警戒レベルの内容は◇資

料編８－２）の段階においては、協議会構成機関は、協

議会内で共有すべき情報を得た場合、副会長県を通じて

会長県に報告する。会長県は、報告内容の重要度に応じ

国、火山専門家、各県コアグループに情報伝達する。ま

た、必要に応じて協議会（会議）を招集し、報告内容に

ついて検討を行う。 

なお、情報伝達体制フロー図は◇資料編２－８のとお

りとする。 

◇資料編８－２：噴火警報・噴火予報（噴火警戒レベル） 

◇資料編２－８：富士山火山災害における異常現象の通報体

制 

表現の適正化 

 ３ 避難に係る情報伝達体制 

（略） 

なお、避難に係る情報伝達体制フロー図は資料編２－

９のとおりとする。 

 

 

 

３ 避難に係る情報伝達体制 

（略） 

なお、避難に係る情報伝達体制フロー図は◇資料編２

－９のとおりとする。 

◇資料編２－９：富士山火山災害における避難に係る情報伝

達体制フロー図と伝達系統図 

 

一般 59 第３節 避難計画の策定等 

[危機] 

第３節 避難計画の策定等 

[危機] 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 １ 市避難計画の策定 

市は、富士山火山防災対策協議会の富士山火山避難基

本計画及び静岡県地域防災計画（火山災害対策編）に定

める事項等を基に避難計画を策定する。なお、市避難計

画は、情報伝達手段、避難開始時期、避難地域、避難場

所、避難経路等を定めるものとする。 

１ 市避難計画の策定 

市は、避難基本計画及び▼「県地域防災計画 火山災

害対策編」に定める事項等を基に市避難計画を策定す

る。なお、市避難計画は、情報伝達手段、避難開始時

期、避難地域、避難場所、避難経路等を定めるものとす

る。 

 

表現の適正化 

 ２ 市及び県との連携 

(１) 県は、市が市避難計画を策定する際の県内市町と

の調整、避難者受入先の確保等に関する調整などの

支援を行う。また、県は、三県協定に基づき、山梨

県及び神奈川県と、県境を越えた広域避難等につい

て検討する。 

(２) 県は、避難者の輸送のため、県バス協会等と調整

を行う。また、市とバス事業者等との連携強化につ

いて、必要に応じて調整・支援を行う。  

(３) 県は、市及び受入市町と連携して、一時集結地と

なる施設を確保する。 

２ 市及び県との連携 

・県は、市が市避難計画を策定する際の県内市町との調

整、避難者受入先の確保等に関する調整などの支援を

行う。また、県は、三県協定に基づき、山梨県及び神

奈川県と、県境を越えた広域避難等について検討す

る。 

・県は、避難者の輸送のため、県バス協会等と調整を行

う。また、市とバス事業者等との連携強化について、

必要に応じて調整・支援を行う。  

・県は、市及び受入市町と連携して、一時集結地となる

施設を確保する。 

 

 

一般 59 第４節 避難場所、避難所及び避難経路 

[危機] 

第４節 避難場所、避難所及び避難経路 

[危機] 

 

 １ 避難場所及び避難所 

市ハザードマップ（富士山火山防災マップ）に基づ

き、次の事項に留意し、地域の実情に応じた避難場所及

び避難所を指定するとともに必要な対策を行う。 

(１)、(２) （略） 

１ 避難場所及び避難所 

市は、静岡市富士山火山防災マップ（以下、市火山防

災マップ）に基づき、次の事項に留意し、地域の実情に

応じた避難場所及び避難所を指定するとともに必要な対

策を行う。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

(１)、(２) （略） 

 ２ 避難経路 

市ハザードマップに基づき、次の事項に留意し、地域

の実情に応じた避難経路を指定するとともに必要な対策

を行う。 

(１) （略） 

(新規) 

 

(２) 降灰による影響を考慮し、可能な範囲で急勾配を

避けて設定する。 

(３) 交通規制の箇所、手段等について警察、消防等の

関係機関と事前に十分な協議を行う。 

２ 避難経路 

市は、市火山防災マップに基づき、次の事項に留意

し、地域の実情に応じた避難経路を指定するとともに必

要な対策を行う。 

(１) （略） 

(２) 溶岩流からの避難においては徒歩が基本となるた

め、住民の負担軽減に配慮した距離とする。 

(３) 降灰による影響を考慮し、可能な範囲で急勾配を

避けて設定する。 

(４) 交通規制の箇所、手段等について警察、消防等の

関係機関と事前に十分な協議を行う。 

 

 

 

 

 

 

市の実情に合わせた

追記 

一般 60 第５節 予防教育及び研修・訓練の実施 

[危機、区、教育] 

第５節 予防教育及び研修・訓練の実施 

[危機、区、教育] 

 

 １ 周知・啓発活動 

(１) 市 

・火山の噴火による被害から、市民の生命及び財

産を守るため、避難の際に的確な判断や行動が

できるよう、火山に関する情報収集の方法、溶

岩流等の到達範囲や到達時間、避難施設などを

示した市ハザードマップを作成する。 

・ハザードマップの使い方などの理解を深めるた

め、地域住民への配布、市ホームページでの公

開、公共施設での配架、住民説明会の開催など

１ 周知・啓発活動 

(１) 市 

ア 火山噴火による被害から、市民の生命及び財産を守る

ため、避難の際に的確な判断や行動ができるよう、火山

に関する情報収集の方法、溶岩流等の到達範囲や到達時

間、避難施設などを示した市火山防災マップを作成す

る。 

イ 市火山防災マップの使い方などの理解を深めるため、

地域住民への配布、市ホームページでの公開、公共施設

での配架、住民説明会の開催などの周知・啓発活動を行

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

の周知・啓発活動を行う。 

・ハザードマップを更新した際は、その都度、更

新内容について周知を図るとともに、各関係機

関等と連携して火山防災知識の周知・啓発を図

る。 

う。 

ウ 市火山防災マップを更新した際は、その都度、更新内

容について周知を図るとともに、各関係機関等と連携し

て火山防災知識の周知・啓発を図る。 
 

 (２) 県 

・市町と協力して、または教育委員会等との連携

により、県ハザードマップ等を活用し、県民等

に対する火山災害及び防災対策について、正し

い知識の普及・啓発、富士山火山防災対策協議

会の富士山火山避難基本計画、県地域防災計画

の周知を図る。 

・観光協会等の関係機関と連携して観光事業者に

対し、火山防災知識の普及・啓発、富士山火山

防災対策協議会の富士山火山避難基本計画、県

地域防災計画の周知を図る。 

・観光施設等における県ハザードマップ又は火山

防災マップの掲示、富士山火山に関する観光客

用リーフレットの作成、配布などの啓発活動を

推進する。 

(２) 県 

ア 市町と協力して、又は教育委員会等との連携により、

県富士山ハザードマップ等を活用し、県民等に対する火

山災害及び防災対策について、正しい知識の普及・啓

発、避難基本計画、県地域防災計画の周知を図る。 

イ 観光協会等の関係機関と連携して観光事業者に対し、

火山防災知識の普及・啓発、避難基本計画、県地域防災

計画の周知を図る。 

ウ 観光施設等における県富士山ハザードマップ又は火山

防災マップの掲示、富士山火山に関する観光客用リーフ

レットの作成、配布などの啓発活動を推進する。 
 

表による整理 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 (３) 静岡地方気象台 

・火山災害及び防災対策等について、県・市町と

協力して、正しい知識を県民に対し啓発する。 

(３) 静岡地方気象台 

火山災害や防災対策等について、県・市町と協力して、

正しい知識を県民に対し啓発する。 
 

表による整理 

 (４) 国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所 

・火山災害及び砂防における減災対策等につい

(４) 国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所 

火山災害及び砂防における減災対策等について、正しい

表による整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

て、正しい知識を広報紙や出前講座等により、

県民に対し啓発する。 

知識を広報紙や出前講座等により、県民に対し啓発する。 
 

 (５) 教育委員会・学校 

・火山に関する正しい知識及び火山防災対策を学

習内容等に取り入れ、火山防災教育の推進に努

める。 

(５) 教育委員会・学校 

火山に関する正しい知識及び火山防災対策を学習内容等

に取り入れ、火山防災教育の推進に努める。 
 

表による整理 

 (６) 富士山火山防災対策協議会 

・富士山火山避難基本計画等を周知するための啓

発資料を作成する。 

・富士山火山防災対策協議会構成機関の防災担当

職員の火山防災知識の向上を図る。 

(６) 協議会 

ア 避難基本計画等を周知するための啓発資料を作成する。 

イ 協議会構成機関の防災担当職員の火山防災知識の向上を図

る。 
 

表による整理 

表現の適正化 

 ２ 防災訓練 

(１) 市は、県や防災関係機関、自主防災組織、事業所

等と連携し、噴火による災害の発生に対し、的確な

防災対策を実施するため、必要に応じて情報伝達訓

練、避難訓練等、地域の実情にあった火山防災訓練

を実施する。 

 

 

また、県は、三県協定に基づき、山梨県及び神奈

川県と合同訓練を実施する。 

(２) 市民は、市、県、防災関係機関、自主防災組織、

事業所等の実施する火山防災訓練に積極的に参加

し、的確な防災対応の体得に努める。 

 

２ 防災訓練 

(１) 基本方針 

市は、県や防災関係機関、自主防災組織、事業所

等と連携し、噴火による災害の発生に対し、的確な

防災対策を実施するため、必要に応じて情報伝達訓

練、避難訓練等、地域の実情にあった火山防災訓練

を実施する。 

(２) 県による合同訓練の実施 

県は、三県協定に基づき、山梨県及び神奈川県と

合同訓練を実施する。 

(３) 市民の火山防災訓練への積極的参加による防災対

応力強化 

市民は、市、県、防災関係機関、自主防災組織、

事業所等の実施する火山防災訓練に積極的に参加
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 し、的確な防災対応の体得に努める。 

 

一般 61 第６節 避難促進施設 

[危機] 

市は、活動火山対策特別措置法に基づき、火山災害警戒区

域内にある施設で、火山現象の発生時に施設の利用者の円滑

かつ迅速な避難を確保する必要がある場合は、施設の名称及

び所在地を市地域防災計画に定めることとされているため、

富士山火山防災対策協議会の統一基準等を踏まえ、施設指定

の必要性を検討する。 

（新規） 

 

第６節 避難促進施設 

[危機] 

市は、活動火山対策特別措置法に基づき、火山災害警戒地

域内にある施設で、火山現象の発生時に施設の利用者の円滑

かつ迅速な避難を確保する必要がある場合は、施設の名称及

び所在地を地域防災計画に定めることとされているため、協

議会の統一基準等を踏まえ、施設指定の必要性を検討する。 

なお、本市においては、協議会の統一基準に該当する対象

施設はない。 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

活動火山対策特別措

置法の改正に伴う修

正 

 

 

一般 61 第７節 道路啓開体制の整備 

[建設] 

道路管理者は、降灰により通行に支障をきたす場合に備え

るため、次の事項について道路啓開体制の整備を図るものと

する。 

１ 優先的に啓開を要する道路の選定 

２ 道路啓開活動要員の確保 

３ 道路啓開用資機材及び重機の確保並びに道路の降灰

の除去に必要な車両の確保 

第７節 道路啓開体制の整備 

[建設] 

 

道路管理者は、降灰により通行に支障を来たす場合に備え

るため、次の事項について道路啓開体制の整備を図るものと

する。 

(１) 優先的に啓開を要する道路の選定 

(２) 道路啓開活動要員の確保 

(３) 道路啓開用資機材及び重機の確保並びに降灰の除

去に必要な車両の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 



令和６年度 静岡市地域防災計画（火山対策編）修正案 新旧対照表 

36 

 

現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 第３章 災害応急対策 

（略） 

第３章 災害応急対策 

（略） 

 

一般 157 第１節 噴火警報・噴火予報の伝達 

[危機] 

気象庁火山監視・情報センターから富士山に噴火警報又は

噴火予報等が発表された場合の伝達体制は、次のとおりとす

る。なお、伝達体制フロー図・伝達する情報は、資料編２―

８のとおりとする。 

（略） 

 

 

第１節 噴火警報・噴火予報の伝達 

[危機] 

気象庁火山監視・情報センターから富士山に噴火警報又は

噴火予報等が発表された場合の伝達体制は、次のとおりとす

る。なお、伝達体制フロー図・伝達する情報は、◇資料編２

－８のとおりとする。 

（略） 

◇資料編２－８：富士山火山災害における異常現象の通報体

制 

 

一般 157 第２節 避難指示等 

[危機] 

第２節 避難指示等 

[危機] 

 

 １ 避難の指示 

（略） 

なお、噴火警報（噴火警報レベル）等及び火山活動の

状況に応じ、次のとおり避難対応を行うものとする。 

住民への避難指示 

実施者 内容 

市長 

・住民等の生命及び身体を保護する必要がある場

合は、住民等に対し避難を指示する。 

・避難を指示したときは、直ちに避難を指示した

地域の住民等に対して、指示の内容を伝達する

とともに、警察官、消防団、自主防災組織等の

協力を得て周知徹底に努める。 

１ 避難の指示 

（略） 

（▼共通対策編 第３章 第９節 避難救出計画 

「１ 避難の指示」に準ずる。） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容整理 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

・避難を指示したときは、速やかに知事に通知す

る。 

代行処理 

実施者 内容 

警察官 

火山噴火による災害が発生し、又はまさに発生

しようとしている場合において、緊急に避難が必

要であると認めるときで、かつ市長若しくはその

委任を受けた市職員が現場にいないとき、又は市

長から要請があったときは､住民等に対し避難の

指示をする。 

この場合、警察官は、直ちに避難の指示をした

旨を市長に通知する。 

知事 

・災害の発生により市がその事務の全部又は大部

分の事務を行うことができなくなったときは、

市長に代わって避難を指示する。 

・市長に代わって避難を指示したとき、直ちに避

難を指示した地域の住民等に対して、指示の内

容を伝達するとともに、警察官、消防団、自主

防災組織等の協力を得て周知徹底に努める。 

災 害 派

遣 を 命

じ ら れ

た 部 隊

等 の 自

衛官 

災害の状況により特に急を要する場合で、警察

官がその場にいない場合に限り、危険が切迫して

いる住民等に対して､避難の措置を講ずる。 

 

 

 

（削除） 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 ２ 警戒区域の設定 

避難実施市町の長は、噴火が発生し、または発生しよ

うとしている場合、住民等の生命または身体に対する危

険を防止するため、特に必要があると認めるときは、災

害対策基本法第63条に基づき、警戒区域を設定し、災害

応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立

入を制限し、もしくは禁止し、または退去を命ずること

ができる。 

市町は、警戒区域の設定に関して、必要に応じて火山

災害警戒（対策）合同会議において協議を行う。 

なお、居住地域に対して警戒区域を設定する際には、

日本国憲法第22条第１項で定める基本的人権（居住・移

転の自由）に配慮し、立ち退く住民の心理的・経済的負

担を可能な限り軽減するように努める。 

避難実施市町は、警察、消防及び自衛隊と協力し、二

次災害に留意して警戒区域内に人が立ち入らないよう警

戒活動を行う。また、警察は警戒区域内の治安維持に努

める。 

２ 警戒区域の設定 

・市長は、噴火が発生し、又は発生しようとしている場

合、住民等の生命又は身体に対する危険を防止するた

め、特に必要があると認めるときは、災害対策基本法

第 63 条に基づき、警戒区域を設定し、災害応急対策に

従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制

限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができ

る。 

・市は、警戒区域の設定に関して、必要に応じて火山災

害警戒（対策）合同会議において協議を行う。 

・居住地域に対して警戒区域を設定する際には、日本国

憲法第 22 条第１項で定める基本的人権（居住・移転の

自由）に配慮し、立ち退く住民の心理的・経済的負担

を可能な限り軽減するように努める。 

・市は、警察、消防及び自衛隊と協力し、二次災害に留

意して警戒区域内に人が立ち入らないよう警戒活動を

行う。また、警察は警戒区域内の治安維持に努める。 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 （警戒区域設定の考え方） 

・警戒区域の設定は、「避難対象エリア」を基本とし、生活

圏や避難経路等地域の実情に合わせて設定を行う。 

・噴火状況判明後は、県富士山ハザードマップのドリルマ

ップや国土交通省が作成したリアルタイムハザードマップ

を参考にして、噴火の状況及び道路、地形等を考慮して設

定する。 

・噴火状況が不明、あるいは状況の特定に時間を要するこ

警戒区域設定の考え方 

・警戒区域の設定は、「避難対象エリア」を基本とし、生活

圏や避難経路等地域の実情に合わせて設定を行う。 

・噴火状況判明後は、県富士山ハザードマップのドリルマ

ップや国土交通省が作成したリアルタイムハザードマップ

を参考にして、噴火の状況及び道路、地形等を考慮して設

定する。 

・噴火状況が不明、あるいは状況の特定に時間を要するこ
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

とが見込まれる場合は、富士山ハザードマップ（改定

版）検討委員会の溶岩流ドリルマップをまとめた県地域

防災計画に定める「流下パターン」（資料編９-７）を参

考として設定する。 

・警戒区域へ進入する幹線道路は、流入を防ぐため幹線道

路の一部区間を対象に含める。 

・警戒区域は、必要に応じ火山災害警戒（対策）合同会議

で協議の上、市町長が設定する。 

・小康期となった場合は、富士山火山防災対策協議会構成

機関と情報共有を図りながら警戒区域の見直しを検討す

る。 
 

とが見込まれる場合は、富士山ハザードマップ検討委員

会の溶岩流ドリルマップをまとめた県地域防災計画に定

める「流下パターン」（◇資料編９－７）を参考として設

定する。 

・警戒区域へ進入する幹線道路は、流入を防ぐため幹線道

路の一部区間を対象に含める。 

・警戒区域は、必要に応じ火山災害警戒（対策）合同会議

で協議の上、市長が設定する。 

・小康期となった場合は、協議会構成機関と情報共有を図

りながら警戒区域の見直しを検討する。 

◇資料編９－７：富士山火山ハザードマップ 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 （警戒区域設定に係る役割） 

表（略） 

警戒区域設定に係る役割 

表（略） 

 

 ３ 一般住民の段階的な避難等 

噴火開始直後から噴火開始後については、気象庁から発

表される噴火警報等による噴火の情報と県富士山ハザード

マップ及び市ハザードマップを参考とし、避難計画の詳細

を検討する。 

市の避難指示及び必要な避難計画は、富士山火山防災

対策協議会の富士山火山避難基本計画及び市避難計画等

を原則とする。 

(１) 避難指示の範囲の検討 

必要な避難の範囲の検討にあたっては、町丁目、

自主防災組織等の各地域の実情に応じた単位とし、

避難対象エリア及び県富士山ハザードマップ、市ハ

３ 一般住民の段階的な避難等 

噴火開始直後から噴火開始後については、気象庁から発

表される噴火警報等による噴火の情報と県富士山ハザード

マップ及び市火山防災マップを参考とし、避難計画の詳細

を検討する。 

市の避難指示及び必要な避難計画は、避難基本計画及

び市避難計画等を原則とする。 

 

(１) 避難指示の範囲の検討 

必要な避難の範囲の検討にあたっては、町丁目、

自主防災組織等の各地域の実情に応じた単位とし、

避難対象エリア及び県富士山ハザードマップ、市火

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

ザードマップにおける各現象の到達範囲とする。 

溶岩流からの避難は、噴火の情報と富士山ハザー

ドマップ（改定版）検討委員会の溶岩流ドリルマッ

プをもとに避難の対象を検討する。 

(２)、(３) （略） 

(４) 噴火開始直後における溶岩流からの避難 

噴火開始直後においては、火口の詳細な位置を即

座に特定できない場合が想定される。溶岩流が短時

間で到達する地域に市街地を抱える本県の特性を踏

まえ、ある程度幅広な範囲の想定火口による富士山

ハザードマップ（改定版）検討委員会の溶岩流ドリ

ルマップをまとめた「流下パターン」を参考とし

て、避難指示の対象区域を予め検討し、噴火開始直

後の避難指示発表の迅速性を確保できるようにす

る。 

 

 

噴火状況判明後、火口の詳細な位置や流下方向・

流下速度が特定され、溶岩流の流下する範囲が明ら

かになった時点で、溶岩流の到達可能性が低い地域

における避難指示の解除を検討する。 

基本的には単独の流下パターンを想定するが、噴

火口の位置の特定に時間を要する場合には、隣接す

る複数の流下パターンが影響する範囲を避難指示の

対象区域とする。 

(５) 溶岩流等（火口形成、火砕流、大きな噴石、溶岩

山防災マップにおける各現象の到達範囲とする。 

溶岩流からの避難は、噴火の情報と富士山ハザー

ドマップ検討委員会の溶岩流ドリルマップをもとに

避難の対象を検討する。 

(２)、(３) （略） 

(４) 噴火開始直後における溶岩流からの避難 

ア 避難指示発表の迅速化 

噴火開始直後においては、火口の詳細な位置を

即座に特定できない場合が想定される。溶岩流が

短時間で到達する地域に市街地を抱える本県の特

性を踏まえ、ある程度幅広な範囲の想定火口によ

る富士山ハザードマップ検討委員会の溶岩流ドリ

ルマップをまとめた「流下パターン」を参考とし

て、避難指示の対象区域をあらかじめ検討し、噴

火開始直後の避難指示発表の迅速性を確保できる

ようにする。 

イ 避難指示の解除検討 

噴火状況判明後、火口の詳細な位置や流下方

向・流下速度が特定され、溶岩流の流下する範囲

が明らかになった時点で、溶岩流の到達可能性が

低い地域における避難指示の解除を検討する。 

基本的には単独の流下パターンを想定するが、

噴火口の位置の特定に時間を要する場合には、隣

接する複数の流下パターンが影響する範囲を避難

指示の対象区域とする。 

(５) 溶岩流等（火口形成、火砕流、大きな噴石、溶岩

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

流）からの避難における避難先及び避難方法の検討 

避難対象エリアごとの避難先及び避難方法は、次

の事項を踏まえ検討するものとする。 

（略） 

(６)（略） 

流）からの避難における避難先及び避難方法の検討 

避難対象エリアごとの避難先及び避難方法は、次

の事項を踏まえ検討する。 

（略） 

(６)（略） 

 ４ 避難行動要支援者の避難 

(１) 避難行動要支援者の避難については、一般住民よ

り避難に時間を要することから、噴火前を含めて、

早い段階での避難準備、避難を行う。 

 

(２) 特に、入院・入所施設を有する医療機関・社会福

祉施設においては、入院患者等のコンディションや

避難者数の規模により避難に時間を要することが想

定されるため、避難開始基準に関わらず各施設の判

断により早期の避難開始を検討する。なお、富士山

火山防災対策協議会の統一基準に基づいて市町が避

難促進施設として指定した施設については、事前に

避難確保計画を作成する。 

 

(３) 避難開始のタイミングや範囲について、富士山火

山防災対策協議会の富士山火山避難基本計画及び市

避難計画等を基本とするが、地域の実情に応じた対

応とすることも差し支えない。 

表３－16 避難行動要支援者等の避難開始基準 

表（略） 

４ 避難行動要支援者の避難 

(１) 避難行動要支援者の早期避難 

避難行動要支援者の避難については、一般住民よ

り避難に時間を要することから、噴火前を含めて、

早い段階での避難準備、避難を行う。 

(２) 早期避難検討と避難確保計画の策定 

特に、入院・入所施設を有する医療機関・社会福

祉施設においては、入院患者等のコンディションや

避難者数の規模により避難に時間を要することが想

定されるため、避難開始基準に関わらず各施設の判

断により早期の避難開始を検討する。 

（削除） 

 

 

(３) 避難開始基準 

避難開始のタイミングや範囲について、避難基本

計画及び市避難計画等を基本とするが、地域の実情

に応じた対応とすることも差し支えない。 

表 ３-１ 避難行動要支援者等の避難開始基準 

表（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容整理 
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 ５ 人命の救出救助 

「一般対策編第３章第９節 避難救出計画」に準ず

る。 

５ 人命の救出救助 

（▼共通対策編 第３章 第９節「避難救出計画」に

準ずる。） 

 

 ６ 一時帰宅の実施 

（略） 

・市長は、一時帰宅を行う場合は、火山災害警戒（対

策）合同会議（または富士山火山防災対策協議会）

において気象庁や火山専門家等の意見を聞き、避難

者の一時帰宅を検討する。 

（略） 

６ 一時帰宅の実施 

（略） 

・市長は、一時帰宅を行う場合は、火山災害警戒（対

策）合同会議（又は協議会）において気象庁や火山専

門家等の意見を聞き、避難者の一時帰宅を検討する。 

（略） 

 

 

 

表現の適正化 

 ７ 広域避難の調整と実施 

・溶岩流からの避難は、自市町内での避難を基本とす

るが、溶岩流の影響範囲が拡大し、自市町内での避

難者の受入が困難である場合は、市町外への広域避

難となる。 

・県は、避難実施市町と連携し、受入市町との間で広

域避難における避難先となる地域について事前の調

整を行うものとする。 

・受入市町及び県は、避難実施市町と連携して、避難

先となる受入避難所を決定する。 

７ 広域避難 

溶岩流からの避難は、自市町内での避難を基本とする

が、溶岩流の影響範囲が拡大し、自市町内での避難者の

受入れが困難である場合は、市町外への広域避難とな

る。 

（削除） 

 

 

受入市町及び県は、避難実施市町と連携して、避難先

となる受入避難所を決定する。 

 

 

 

 

富士山の火山災害を

踏まえた広域避難に

関する市町協議の結

果の反映 

 

 （新規） (１) 基本的な考え方 

ア 広域避難先の調整 

・富士山の火山災害においては、火口位置や噴火

の状況により影響範囲が大きく異なり避難指示

の対象範囲が噴火後でなければ判明しないこと

富士山の火山災害を

踏まえた広域避難に

関する市町協議の結

果の反映 



令和６年度 静岡市地域防災計画（火山対策編）修正案 新旧対照表 

43 
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から、事前の避難先は定めず、県及び山梨県、

神奈川県や合同会議において調整を行うことと

している。 

・この事前の調整における広域避難とは、災害対

策基本法第 61 条の４に規定する広域避難及び同

法第 86条の８に規定する広域一時滞在をいう。 

イ 広域避難の協議及び県による助言 

・広域避難の実施にあたっては、避難実施市町が

受入市町と協議を行う。その協議の相手方につ

いては、災害対策基本法第 61 条の７第１項の規

定に基づき県が助言を行う。この助言を円滑に

行うため、その方針を事前に定めるものであ

る。 

・災害対策基本法に規定する広域避難、広域一時

滞在の市町長間の個別の協議を妨げるものでは

ない。 

・想定される火山災害のうち、広域避難者が多く

想定される溶岩流からの避難を想定して調整方

針を策定し、溶岩流以外の火山災害による広域

避難が必要となった際にも、この事前の調整を

参考として対応する。 

ウ 県、国及び全国知事会等を通じた広域避難の受

入要請 

・受入避難所の収容可能人数や噴火活動の状況等

から、事前に調整された市町以外の県内市町

や、山梨県、神奈川県への避難が必要となった
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場合には、県を通じて広域避難者の受入れを要

請する。ただし、更なる広域避難先の拡大が必

要となった場合は、国や全国知事会等を通じて

他の都道府県への受入れを要請する。 

 （新規） (２) 広域避難の基本的な対応と避難先 

以下の項目により、広域避難の枠組を定める。 

ア 基本的な対応（避難対象地域設定と避難開始） 

富士山は現状では噴火口が存在しないことか

ら、以下の３段階での避難を実施する。 

(ア) 事前避難 

噴火するまで火口位置が特定できないこと

を前提とし、第１次避難対象エリア、第２次

避難対象エリア及び融雪型火山泥流の到達範

囲の一部から避難。 

(イ) 流下パターンによる避難（噴火開始直後）

…(ウ)の避難に準じた特定の条件下での避難 

噴火時に悪天候等で正確な噴火口の位置が

特定できず、その特定に時間を要する場合も

想定され、その際はおおむねの噴火口の位置

情報で避難対応を行う必要がある。 

複数のドリルマップを噴火口の範囲ごとに

まとめた「流下パターン」により、おおむね

24時間以内までの溶岩流影響範囲から避難。 

(ウ) ハザードマップ等による避難 

噴火時に火口位置が精度良く特定でき噴火

現象が判明した場合には、国土交通省が発表

富士山の火山災害を

踏まえた広域避難に

関する市町協議の結

果の反映 
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するリアルタイムハザードマップ又は既存の

ドリルマップに基づき溶岩流の影響範囲から

避難。 

イ 広域避難先 

広域避難先については、特定の市町の一対一の

対応を定めず、広域避難の枠組みとして、受入市

町側の複数の市町を一つの単位とした地域を定

め、以下の条件を考慮した。 

・想定する避難者数は流下パターンごとの避難

者数、及び富士山東麓、西麓におけるドリル

マップのうち最大の影響をうける場合の避難

者数とする。 

・溶岩流による広域避難路の分断の有無（溶岩

流の流下範囲を跨ぐ経路を利用しない） 

・山体周囲に位置する東麓地域３市町、西麓地

域２市の相互協力による受入れ。 

 （新規） 

 

(３) 広域避難先の枠組み 

ア 想定される溶岩流（流下パターン・ドリルマッ

プ等）毎の避難対象区域 

・想定される溶岩流に対する対象地区の区割り

（町丁目、自主防災会等）と避難者数は避難実

施市町にて平常時から整理、把握しておく。 

・発災時の避難対象地域や避難者数は無数のケー

スが想定され、発災時（噴火後）に初めてその

範囲や規模が明確になり、更に実際の溶岩流や

降灰の影響を考慮して避難方向が定まる。 

富士山の火山災害を

踏まえた広域避難に

関する市町協議の結

果の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

・このため、避難対象地域と受入市町との組み合

わせについては、この事前の調整内容にとど

め、避難先となる受入避難所については、噴火

後に県及び受入市町が避難実施市町と連携して

決定する。 

イ 受入市町における一時集結地の設置 

広域避難者は、避難実施市町内の一時集結地

（広域避難）へ徒歩又は自家用車等で集合する。

広域避難先となる避難所等への円滑な避難のた

め、受入市町にさらなる中継地として一時集結地

（広域避難）を設ける。 

 
図 ３-１ 広域避難の実施概念図 

避難実施市町は県の助言を受けつつ、受入市町

に一時集結地（広域避難）の開設と運営を依頼す

る。なお、一時集結地（広域避難）の開設予定地

は▼「県地域防災計画資料編Ⅱ（13-4-4）」のとお
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りとし、発災時に避難規模等に応じて開設する。 

ウ その他 

(ア) 県外避難に関する調整 

県外への広域避難が必要となった際には、

災害対策基本法の規定、県地域防災計画火山

災害対策編の規定、及び３県協定※に基づ

き、避難実施市町の要望を踏まえて県が対応

していく。 

(イ) バス協会との協定に基づく災害時の対応 

県は、県バス協会との協定に基づき、発災

時に避難実施市町において避難に必要な車両

台数を確保できない場合に、協会への協力要

請と運用調整を行う。 

※３県協定…「富士山火山防災対策に関する協

定」（H21.10.29締結） 

３県が連携して「避難施設の調整や避難者の

輸送等に関すること」に取り組むと規定 

 （新規） (４) 広域避難先の事前調整 

ア 受入避難所 

・受入避難所は原則として、避難が必要となった

際に、受入市町が開設する指定避難所とする。 

・受入可能人数の算定は、今後県と調整する。 

・避難開設する避難所については、状況に応じ

て、指定避難所以外の施設も活用することがで

きるものとする。 

・学校を避難所とする場合は、原則として体育館

富士山の火山災害を

踏まえた広域避難に

関する市町協議の結

果の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

のみを使用し、教室は使用しない。その他の公

共施設（公民館等）は管理主体の事務室を除い

た部分を使用する。 

イ 避難所の開設期間 

・避難所の開設期間（避難者の受入期間）は、原

則として１か月程度とする。それ以降は、状況

に応じて、より広範囲での移転も検討する。こ

のため、県は、県地域防災計画共通対策編に基

づき、他の都道府県と協議を行う。 

ウ 応急仮設住宅の提供等 

・避難者の健全な居住環境と受入市町における指

定避難所の収容率を早期に確保するために、避

難実施市町及び受入市町、県が十分に連携し、

応急仮設住宅の迅速な提供及び公営住宅や民間

賃貸住宅の空家等利用可能な既存住宅のあっせ

んを行うなど、避難所の早期解消に努める。 

エ 避難所の運営及び費用負担等 

・避難所開設等の避難所運営の初動対応（３日間

程度を目安）は受入市町による運用を依頼する

が、できる限り速やかに避難実施市町が引き継

ぐものとする。 

・食料や資機材については、原則、避難実施市町

が準備する（避難者が調達する、避難実施市町

が調達する等）こととし、受入市町で別途の備

蓄をする必要はない。初動対応時において、既

存の備蓄等を受入市町が提供した場合は、避難
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実施市町がその費用を負担する（災害救助法の

適用による）。 

 （新規） (５) 避難実施市町の行政機能の支援について 

受入市町は、以下の用途のため、避難所や避難場

所以外に、庁舎の一部使用や民間施設等のあっせん

を行う。 

・避難実施市町の代替庁舎 

・避難者の相談、各種行政サービス窓口の設置 

富士山の火山災害を

踏まえた広域避難に

関する市町協議の結

果の反映 

 （新規） (６) 広域避難路の指定 

協議会は、広域避難を円滑に実施するため、広域

避難の軸となる路線、区間を広域避難路として指定

している。 

市は、広域避難ルートを検討の上、広域避難路ま

での接続道路及び広域避難路から受入市町の一時集

結地や受入避難所までの接続道路をあらかじめ避難

路として指定する。 

 

図 ３-２ 広域避難路 

富士山の火山災害を

踏まえた広域避難に

関する市町協議の結

果の反映 
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 第３節 市の体制 

[危機] 

第３節 市の体制 

[危機] 

 

 （新規） １ 配備体制 

（▼共通対策編 第３章 第３節「職員の動員計画」

に準ずる。） 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） ２ 災害対策本部の設置 

（▼共通対策編 第３章 第２節 組織計画 １ 防災

体制「(２)静岡市災害対策本部」に準ずる。） 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） ３ 協議会（又は合同会議） 

・協議会は、気象庁が噴火警戒レベルを引き上げたと

き、速やかに協議会（会議）を開催し、気象庁や火山

専門家等の意見を聞き、住民避難など各機関が実施す

べき防災対応の検討や情報共有を行う。 

・噴火警戒レベル４の発表後、政府の現地警戒（対策）

本部が設置された場合は、国は、協議会の体制を合同

会議に移行し、関係する機関において火山応急対策の

調整や合意形成を行う。 

・市災害対策本部は、協議会（又は合同会議）に職員を

出席させ、情報収集及び関係機関との調整を行う。協

議会（又は合同会議）での調整事項及び合意形成事項

は、本部員会議で報告し、本部長は、市の対応方針を

協議の上、決定する。 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

一般 161 第４節 （略） 第４節 （略）  
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一般 161 第５節 陸上交通 

[建設] 

(１) 道路管理者は、降灰により道路の通行に支障をき

たすこととなった場合には、速やかに応急復旧を実

施する。 

(２)、(３) （略） 

第５節 陸上交通 

[建設] 

(１) 道路管理者は、降灰により道路の通行に支障を来

たすこととなった場合には、速やかに応急復旧を実

施する。 

(２)、(３) （略） 

 

 第６節 避難者の輸送 

（新規） 

第６節 避難者の輸送 

[危機] 

市は、平常時において、輸送車両で避難する住民をあらか

じめ把握するとともに、輸送車両の乗車場所や避難ルートを

決定して一般住民等に対し周知する。 

また、市は、避難の実施に当たり、県に対して輸送車両の

派遣を要請し、県は、県バス協会等に対し、協定等に基づき

輸送車両の派遣を要請する。市は、派遣された輸送事業者と

協力して避難者の輸送を実施する。 

 

 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

一般 161 第７節 広域避難路の除灰等 

[環境、建設] 

（略） 

第７節 広域避難路の除灰等 

[環境、建設] 

（略） 

 

 

 １ 基本的な考え方 

道路管理者は、降灰等（障害物を含む）により広域避

難路等の通行に支障が生じるおそれがある場合は除灰作

業を実施する。なお、平常時においては、気象庁から発

表される降灰予報等を参考にした除灰作業の体制や作業

開始のタイミング等を検討しておく。 

１ 基本的な考え方 

・道路管理者は、降灰等（障害物を含む）により広域避

難路等の通行に支障が生じるおそれがある場合は除灰

作業を実施する。なお、平常時においては、気象庁か

ら発表される降灰予報等を参考にした除灰作業の体制

や作業開始のタイミング等を検討しておく。 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

（新規） ・道路管理者は、大規模災害時において直ちに道路啓開

を進め、緊急車両の通行ルートを迅速に確保するた

め、区間を指定し、緊急車両の妨げとなる車両の運転

者等に対する移動の命令や運転者の不在時等に自ら車

両を移動することが可能である（災害対策基本法第 76

条の６）。火山災害においても、車両移動に関する各項

目について検討しておく。 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 ２ 除灰作業用資機材の確保 

大量の降灰に備えて、県、市及び道路管理者は、平常

時から除灰作業用資機材を保有している機関の把握や支

援に関する協定締結等を検討し、噴火開始後は、国（国

土交通省）や自衛隊、他の都道府県等への支援要請等を

行い、除灰作業用資機材の速やかな確保に努める。 

（新規） 

２ 除灰作業用資機材の確保 

大量の降灰に備えて、県、市及び道路管理者は、平常

時から除灰作業用資機材を保有している機関の把握や支

援に関する協定締結等を検討し、噴火開始後は、国（国

土交通省）や自衛隊、他の都道府県等への支援要請等を

行い、除灰作業用資機材の速やかな確保に努める。 

なお、除排雪資機材等（路面清掃車（ロードスイーパ

ー）、ホイールローダー、除雪トラック、モーターグレー

ダー、散水車等）は、除灰作業用資機材として代用可能

であることから、県内の除排雪資機材等を把握するとも

に、他の都道府県等からの支援についてもあらかじめ調

整しておく。 

 

 

 

 

 

 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 ３ 除灰作業計画の策定  

（略） 

（新規） 

３ 除灰作業計画の策定  

（略） 

道路除灰等作業計画の主な内容 

・降灰状況の把握体制 

・堆積した灰の状況に応じた除灰方法の検討 

・調達可能な除灰作業用資機材の把握 

 

 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

・優先除灰路線の設定 

・人員、資機材投入パターンの検討 

・資機材用の燃料確保 

・一時仮置場の設定 

・輸送ルートの設定 

・最終処分方法、処分場所の決定 
 

 ４ 火山灰の処分 

一般的に、火山灰は土砂として各施設の管理主体及び

地方公共団体の判断により、土捨て場等で処分されるべ

きものである。平常時において、県及び市は火山灰仮置

き場や火山灰処分場等の設置場所を選定し、国は火山灰

の処分方法を検討する。また、降灰後は、収集した火山

灰の量により、新たな最終処分場の設置や広域処分につ

いて検討する。 

４ 火山灰の処分 

一般的に、火山灰は土砂として各施設の管理主体及び

地方公共団体の判断により、土捨て場等で処分されるべ

きものである。平常時において、県及び市は火山灰仮置

場や火山灰処分場等の設置場所を選定し、国は火山灰の

処分方法を検討する。また、降灰後は、収集した火山灰

の量により、新たな最終処分場の設置や広域処分につい

て検討する。 

 

一般 162 第８節 （略） 第８節 （略）  

 第９節 継続災害対応計画 

[危機、建設] 

（新規） 

第９節 継続災害対応計画 

[危機、建設] 

大量の降灰があった場合は、土砂災害警戒区域(土石流)に

おいて土石流が反復・継続して発生する場合が考えられるこ

とから、降灰後土石流の影響想定範囲内における災害防止の

ために、次の対応を行う。 

(１)警戒基準雨量の見直し 

(２)警戒避難体制の確立 

(３)降雨時の避難の実施 

 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

 第４章 災害復旧計画 

 

（新規） 

第４章 災害復旧計画 

 

災害復旧計画は、災害発生後被災した各施設の原形復旧に

あわせて、再度災害の発生を防止するため必要な施設の新設

又は改良を行うなど、将来の災害に備える事業の対策につい

ての計画とし、「▼第３章 災害応急対策」に基づく応急復旧

終了後、被害の程度を十分検討して計画を図る。 

 

 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 第１節 復旧 

[危機、総務、衛生、商工] 

第１節 復旧 

[危機、総務、衛生、商工] 

 

 （新規） １ 復旧対策 

(１) 産業活動の再開 

市民生活や地域の社会経済活動等への影響を最小

限に抑えるため、可能な限り迅速かつ円滑な産業活

動の再建を図る。 

(２) 施設等の復旧 

市有施設が被害を受けた場合は速やかに復旧す

る。施設の復旧に時間を要する場合は、代替施設・

機能の確保など、必要な措置を講じる。 

(３) 安全性の確認 

ア 応急対策がおおむね完了したときは、関係部局

及び関係機関と協力して、早急に安全性の確認を

行う。 

イ 安全性の確認がなされた場合は、報道機関へ情

報提供するとともに、市ホームページ、ＳＮＳ等

各種広報媒体を活用して、広く市民等への周知を

火山対策編新設伴う

県計画の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

図る。 

(４) 風評被害の影響の軽減 

必要に応じて、市長（本部長）等による安全宣言

を行うほか、安全性をＰＲする広報を行うなど、風

評被害の拡大防止に努める。 

 （新規） ２ 被災者等へのフォロー 

(１) 健康相談の実施 

災害の発生により、市民が大きな被害を受けた場

合は、生活環境の変化等から生じる市民の健康不安

又は体調の変化を早期に発見するために、県と協力

して相談窓口を設置するとともに、医師、保健師等

による巡回健康診断を実施する。 

(２) 心の健康相談の実施 

災害による心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、

生活の激変による依存症等に対応するため、関係機

関の協力を得て、心の健康に関する相談窓口を設置

する。 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 

 （新規） ３ 再発防止策の検討と対応マニュアルの見直し等 

(１) 対応の評価 

当該災害への対応が収束した時点で、それまでの

対応等の総括を行い、緊急連絡や応急対策の評価、

反省点の抽出、改善策の検討を行う。 

また、関係機関に対し、事後評価内容の情報提

供、共有化を行い、対応のあり方の見直しを促進す

る。 

(２) マニュアル等の見直し 

火山対策編新設伴う

県計画の反映 
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現行頁 目次再編案 新文書 備考 

関係法令等の改正、事後評価による改善等がなさ

れた場合は、対応する各種マニュアルを速やかに見

直し、関係機関に周知する。 

 



静岡市地域防災計画 共通対策編目次（案）

修正前（現行） → 修正後

ページ
番号 一般対策編

ページ
番号 共通対策編 備考（変更理由等）

総　　　則 総　　　則
1 第 １ 章　総則 1 第 １ 章　総則
1 第 １ 節　目的 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
1 第 ２ 節　計画の構成 1 第 １ 節　計画の構成 （節の移動による節番号の変更）
3 第 ３ 節　防災上重要な機関の処理すべき事務又は業務の大綱 3 第 ２ 節　防災上重要な機関の処理すべき事務又は業務の大綱 （節の移動による節番号の変更）

11 第 ４ 節　市の概況 12 第 ３ 節　市の概況 （節の移動による節番号の変更）
14 第 ５ 節　予想される災害と地域 15 第 ４ 節　予想される災害と地域 （節の移動による節番号の変更）

発　災　前 発　災　前
19 第 ２ 章　災害予防計画 21 第 ２ 章　災害予防計画
19 第 １ 節　河川の災害予防計画 風水害対策編へ移動

23 第 ２ 節　津波・高潮災害予防計画 21 第 １ 節　海岸・港湾・漁港等災害予防計画
節内容に合わせたタイトルに修正
（節の移動による節番号の変更）

25 第 ３ 節　道路・橋りょう・鉄道災害予防計画 23 第 ２ 節　道路・橋りょう・鉄道災害予防計画 （節の移動による節番号の変更）
25 第 ４ 節　砂防・地すべり・がけ崩れ予防計画 24 第 ３ 節　砂防・地すべり・がけ崩れ予防計画 （節の移動による節番号の変更）
28 第 ５ 節　断水対策 27 第 ４ 節　断水対策 （節の移動による節番号の変更）
30 第 ６ 節　農林水産災害予防計画 28 第 ５ 節　農林水産災害予防計画 （節の移動による節番号の変更）
31 第 ７ 節　倒木被害防除計画 風水害対策編へ移動
31 第 ８ 節　盛土災害防除計画 29 第 ６ 節　盛土災害防除計画 （節の移動による節番号の変更）
32 第 ９ 節　都市の防災構造化計画 30 第 ７ 節　都市の防災構造化計画 （節の移動による節番号の変更）
34 第 10 節　通信施設等整備計画 33 第 ８ 節　通信施設等整備計画 （節の移動による節番号の変更）
36 第 11 節　火災予防計画 34 第 ９ 節　火災予防計画 （節の移動による節番号の変更）
38 第 12 節　防災関係施設及び設備の整備計画 36 第 10 節　防災関係施設及び設備の整備計画 （節の移動による節番号の変更）
41 第 13 節　危険物施設保安計画 39 第 11 節　危険物施設保安計画 （節の移動による節番号の変更）
42 第 14 節　防災知識の普及計画 41 第 12 節　防災知識の普及計画 （節の移動による節番号の変更）
44 第 15 節　住民の避難誘導体制 43 第 13 節　住民の避難誘導体制 （節の移動による節番号の変更）
48 第 16 節　防災訓練計画 49 第 14 節　防災訓練計画 （節の移動による節番号の変更）
50 第 17 節　物資及び資機材の備蓄と調達先の確保 51 第 15 節　物資及び資機材の備蓄と調達先の確保 （節の移動による節番号の変更）
51 第 18 節　警戒避難体制整備計画 風水害対策編へ移動
53 第 19 節　自主防災組織の体制強化 52 第 16 節　自主防災組織の体制強化 （節の移動による節番号の変更）
54 第 20 節　事業所等の自主的な防災活動 54 第 17 節　事業所等の自主的な防災活動 （節の移動による節番号の変更）
55 第 21 節　地域住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 55 第 18 節　地域住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 （節の移動による節番号の変更）
55 第 22 節　要配慮者対策 56 第 19 節　要配慮者対策 （節の移動による節番号の変更）
58 第 23 節　災害ボランティア活動の環境整備と啓発 59 第 20 節　災害ボランティア活動の環境整備と啓発 （節の移動による節番号の変更）
58 第 24 節　富士山の火山災害予防計画 火山対策編へ移動
61 第 25 節　原子力災害に関する事前対策計画 59 第 21 節　原子力災害に関する事前対策計画 （節の移動による節番号の変更）
62 第 26 節　救助・救急活動に関する計画 60 第 22 節　救助・救急活動に関する計画 （節の移動による節番号の変更）
62 第 27 節　防災ヘリポートに関する計画 60 第 23 節　防災ヘリポートに関する計画 （節の移動による節番号の変更）
62 第 28 節　応急住宅 60 第 24 節　応急住宅 （節の移動による節番号の変更）
63 第 29 節　災害廃棄物処理 61 第 25 節　災害廃棄物処理 （節の移動による節番号の変更）
64 第 30 節　重要施設・ライフラインの機能確保等に関する計画 62 第 26 節　重要施設・ライフラインの機能確保等に関する計画 （節の移動による節番号の変更）
65 第 31 節　災害救助法の適用に関する計画 63 第 27 節　災害救助法の適用に関する計画 （節の移動による節番号の変更）
67 第 32 節　市の業務継続に関する計画 65 第 28 節　市の業務継続に関する計画 （節の移動による節番号の変更）
67 第 33 節  複合災害対策及び連続災害対策 66 第 29 節　複合災害対策及び連続災害対策 （節の移動による節番号の変更）
68 第 34 節  男女共同参画の視点からの災害対応体制整備 66 第 30 節　男女共同参画の視点からの災害対応体制整備 （節の移動による節番号の変更）

【凡例】 赤：追加_県防災計画の記載項目に準じて追加 緑：移動市防災計画の記載項目の移動 青：移動市水防計画の記載項目の移動 橙：変更節の移動による節番号の変更
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ページ
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【凡例】 赤：追加_県防災計画の記載項目に準じて追加 緑：移動市防災計画の記載項目の移動 青：移動市水防計画の記載項目の移動 橙：変更節の移動による節番号の変更

発　災　後 発　災　後
69 第 ３ 章　災害応急対策 67 第 ３ 章　災害応急対策

69 第 １ 節　主旨 67 第 １ 節　この計画を理解し実施するための留意事項
節タイトル削除。タイトル下文章は、章の冒頭文扱いとする。見出し１のタイト
ルを節タイトルとする。

71 第 ２ 節　組織計画 69 第 ２ 節　組織計画
72 第 ３ 節　職員の動員計画 70 第 ３ 節　職員の動員計画
73 第 ４ 節　派遣要請計画 71 第 ４ 節　派遣要請計画
74 第 ５ 節　予警報の受領及び伝達計画 73 第 ５ 節　予警報の受領及び伝達計画
80 第 ６ 節　災害情報処理計画 78 第 ６ 節　災害情報処理計画
82 第 ７ 節　災害広報計画 81 第 ７ 節　災害広報計画
84 第 ８ 節　災害救助法の適用計画 83 第 ８ 節　災害救助法の適用計画
86 第 ９ 節　避難救出計画 84 第 ９ 節　避難救出計画
92 第 10 節　孤立集落への支援計画 90 第 10 節　孤立集落への支援計画
93 第 11 節　避難所運営計画 91 第 11 節　避難所運営計画
96 第 12 節　被災動物の救護計画 94 第 12 節　被災動物の救護計画
97 第 13 節　食料供給計画 96 第 13 節　食料供給計画

100 第 14 節　衣料・生活必需品・その他の物資及び燃料供給計画 98 第 14 節　衣料・生活必需品・その他の物資及び燃料供給計画
103 第 15 節　給水計画 101 第 15 節　給水計画
104 第 16 節　水道及び下水道対策計画 103 第 16 節　水道及び下水道対策計画
105 第 17 節　応急仮設住宅等 104 第 17 節　応急仮設住宅等
106 第 18 節　住宅の応急修理 104 第 18 節　住宅の応急修理
107 第 19 節　医療及び助産計画 105 第 19 節　医療及び助産計画
113 第 20 節　防疫計画 112 第 20 節　防疫計画
115 第 21 節　災害廃棄物処理計画 113 第 21 節　災害廃棄物処理計画
118 第 22 節　社会秩序維持計画 116 第 22 節　社会秩序維持計画
119 第 23 節　遺体の捜索及び措置埋葬計画 117 第 23 節　遺体の捜索及び措置埋葬計画

123 第 24 節　障害物の除去 121 第 24 節　障害物の除去 共通対策編「第３章第25節宅地内等における堆積土砂排除計画」を移動・統合

123 第 25 節　宅地内等における堆積土砂排除計画 共通対策編「第３章第24節障害物の除去」へ移動・統合
123 第 26 節　輸送計画 122 第 25 節　輸送計画
125 第 27 節　運輸施設応急対策計画 124 第 26 節　運輸施設応急対策計画
126 第 28 節　交通応急対策計画 124 第 27 節　交通応急対策計画
132 第 29 節　応急教育計画 131 第 28 節　応急教育計画
137 第 30 節　社会福祉計画 135 第 29 節　社会福祉計画
139 第 31 節　農林水産業対策計画 137 第 30 節　農林水産業対策計画
141 第 32 節　消防計画 140 第 31 節　消防計画
143 第 33 節　水防活動 水防計画の記載事項を明記している節のため、風水害対策編へ統合
144 第 34 節　応援協力計画 142 第 32 節　応援協力計画 （節の移動による節番号の変更）
145 第 35 節　賃金職員の雇用計画 144 第 33 節　賃金職員の雇用計画 （節の移動による節番号の変更）
145 第 36 節　自衛隊派遣要請の要求計画 145 第 34 節　自衛隊派遣要請の要求計画 （節の移動による節番号の変更）
148 第 37 節　海上保安庁に対する支援要請の依頼計画 148 第 35 節　海上保安庁に対する支援要請の依頼計画 （節の移動による節番号の変更）
149 第 38 節　電力施設災害応急対策計画 148 第 36 節　電力施設災害応急対策計画 （節の移動による節番号の変更）
150 第 39 節　ガス施設災害応急対策計画 149 第 37 節　ガス施設災害応急対策計画 （節の移動による節番号の変更）

150 第 40 節　突発的災害に係る応急対策計画 149 第 38 節　突発的災害に係る応急対策計画
水防計画「資料６　水防関係機関電話番号一覧」を統合
（節の移動による節番号の変更）

154 第 41 節　各種災害に対する警防活動計画 153 第 39 節　各種災害に対する警防活動計画 （節の移動による節番号の変更）
155 第 42 節　災害ボランティア活動支援計画 154 第 40 節　災害ボランティア活動支援計画 （節の移動による節番号の変更）
156 第 43 節　通訳ボランティア活動支援計画 155 第 41 節　通訳ボランティア活動支援計画 （節の移動による節番号の変更）
156 第 44 節　富士山の火山災害応急対策計画 火山対策編へ移動
162 第 45 節　原子力災害に関する応急対策計画 155 第 42 節　原子力災害に関する応急対策計画 （節の移動による節番号の変更）

復旧・復興期 復旧・復興期
164 第 ４ 章　災害復旧計画 157 第 ４ 章　災害復旧計画
164 第 １ 節　災害弔慰金等の支給 157 第 １ 節　災害弔慰金等の支給
164 第 ２ 節　被災者の支援 157 第 ２ 節　被災者の支援
165 第 ３ 節　要配慮者の支援 158 第 ３ 節　要配慮者の支援
166 第 ４ 節　公共施設の災害復旧 159 第 ４ 節　公共施設の災害復旧

160 第 ５ 節　激甚災害の指定 地震対策編「第３章激甚災害の指定」を移動
167 第 ５ 節　災害復旧に伴う財政措置 161 第 ６ 節　災害復旧に伴う財政措置
168 第 ６ 節　事業者等が行う災害復旧への助成 161 第 ７ 節　事業者等が行う災害復旧への助成
169 第 ７ 節　風評被害の影響の軽減 163 第 ８ 節　風評被害の影響の軽減
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静岡市地域防災計画 【新設】風水害対策編目次（案）

新設案 手引き

ページ
番号 風水害対策編 備考（変更理由等） 必須 フェーズ

総　　　則
1 第 １ 章　総則
1 第 １ 節　目的 水防計画「第１章第１節目的」を編入
1 第 ２ 節　計画の構成 他編との整合をとるため追加
3 第 ３ 節　用語の定義 水防計画「第１章第２節用語の定義、第16章第１節水防計画、第３節大規模氾濫減災協議会」を編入
6 第 ４ 節　水防の責任等 水防計画「第１章第３節水防の責任等」を編入
8 第 ５ 節　津波における留意事項 水防計画「第１章第４節津波における留意事項」を編入
8 第 ６ 節　安全配慮 水防計画「第１章第５節安全配慮」を編入 ○

9 第 ７ 節　予想される災害と地域 一般対策編「第１章第５節予想される災害と地域」より節立て、県防災計画の記載事項に準じて内容を追加

発　災　前
11 第 ２ 章　災害予防計画 県防災計画の記載項目に準じて追加
11 第 １ 節　河川の災害予防計画 一般対策編「第２章第１節河川の災害予防計画」を移動

15 第 ２ 節　倒木被害防除計画 一般対策編「第２章第７節倒木被害防除計画」を移動

15 第 ３ 節　防災知識の普及計画 一般対策編「第２章第14節防災知識の普及計画」より節立て、県防災計画の記載事項に準じて内容を追加

16 第 ４ 節　住民の避難誘導体制
一般対策編「第２章第15節住民の避難誘導体制」より節立て、共通対策編「第２章第13節「住民の避難誘導
体制」に準ずるものとする。

16 第 ５ 節　警戒避難体制整備計画 一般対策編「第２章第18節警戒避難体制整備計画」を移動

18 第 ６ 節　自主防災組織の体制強化
一般対策編「第２章第19節自主防災組織の体制強化」より節立て、共通対策編第２章第17節「自主防災組織
の体制強化」に準ずるものとする。

18 第 ７ 節　水防訓練 水防計画「第16章第４節水防訓練」を編入
発　災　後

19 第 ３ 章　災害応急対策
19 第 １ 節　水防組織
19 　　　１　災害対策本部設置前の体制（静岡市水防本部） 水防計画「第２章第１節静岡市水防本部」を編入 ○
19 　　　２　静岡市災害対策本部の設置 水防計画「第２章第２節静岡市災害対策本部の設置」を編入 ○
20 第 ２ 節　配備体制
20 　　　１　災害対策本部設置前の配備体制（静岡市水防本部） 水防計画「第12章第１節静岡市水防本部の配備態勢」を編入 ○
20 　　　２　静岡市水防団及び消防団の配備体制 水防計画「第12章第２節静岡市水防団及び消防団の配備態勢」を編入 ○

25 第 ３ 節　職員の動員計画
一般対策編「第３章第３節職員の動員計画」に準ずるものとする。
一般対策編「第３章第３節職員の動員計画」から一部内容を移動

25 第 ４ 節　協力応援
25 　　　１　河川管理者の協力及び援助 水防計画「第14章第１節河川管理者の協力」を編入 ○
27 　　　２　下水道管理者の協力 水防計画「第14章第２節下水道管理者の協力」を編入 ○
27 　　　３　水防管理団体相互の協力及び応援 水防計画「第14章第３節水防管理団体相互の協力及び応援」を編入
27 　　　４　自衛隊の派遣要請の要求 水防計画「第14章第４節自衛隊の派遣要請の要求」を編入 ○
27 　　　５　警察官の出動要請 水防計画「第14章第５節警察官の出動要請」を移動
28 　　　６　国（河川事務所、地方気象台）や県との連携 水防計画「第14章第６節国（河川事務所、地方気象台）や県との連携」を編入
28 第 ５ 節　通信連絡
28 　　　１　水防通信連絡系統 水防計画「第８章第１節水防通信連絡系統」を編入 ○
28 　　　２　放送局通信施設の使用 水防計画「第８章第２節放送局通信施設の使用」を編入
28 　　　３　その他の通信施設の使用 水防計画「第８章第３節その他の通信施設の使用」を編入
28 　　　４　災害時優先電話 水防計画「第８章第４節災害時優先電話」を編入

【補足】
※「手引き」列で、国土交通省の示す「水防計画作成の手引き」で、水防管理団体（市町村）が水防計画を作成する上で必須とされている項目に「〇」をしています。

活動体制

情報収集・整理、伝達

【凡例】 赤：追加_県防災計画の記載項目に準じて追加 緑：移動市防災計画の記載項目の移動 青：移動市水防計画の記載項目の移動 橙：変更節の移動による節番号の変更
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静岡市地域防災計画 【新設】風水害対策編目次（案）

新設案 手引き

ページ
番号 風水害対策編 備考（変更理由等） 必須 フェーズ

【補足】
※「手引き」列で、国土交通省の示す「水防計画作成の手引き」で、水防管理団体（市町村）が水防計画を作成する上で必須とされている項目に「〇」をしています。

【凡例】 赤：追加_県防災計画の記載項目に準じて追加 緑：移動市防災計画の記載項目の移動 青：移動市水防計画の記載項目の移動 橙：変更節の移動による節番号の変更

29 第 ６ 節　水防監視 水防計画「第５章水防監視」を編入

29 第 ７ 節　地下街などの危険区域の状況把握 水防計画「第６章地下街などの危険区域の状況把握」を編入

30 第 ８ 節　気象予報等の情報収集、伝達 節タイトル修正
30 　　　１　雨量・水位の観測 水防計画「第９章第１節雨量・水位の観測」を編入 ○
30 　　　２　伝達事項 水防計画「第９章第２節周知事項」を編入、タイトル修正
31 　　　３　伝達の方法 水防計画「第９章第３節周知の方法」を編入、タイトル修正
31 　　　４　伝達系統 水防計画「第９章第４節伝達系統」を編入 ○
31 第 ９ 節　洪水予報 水防計画「第10章洪水予報」を編入 ○
31 　　　１　安倍川洪水予報計画
32 　　　２　富士川洪水予報計画
34 第 10 節　水防警報等
34 　　　１　国土交通大臣が行う水防警報等とその措置 水防計画「第11章第１節国土交通大臣が行う水防警報等とその措置」を編入 ○
39 　　　２　静岡県知事が行う水位周知河川における水位到達情報の通知及び周知 水防計画「第11章第２節静岡県知事が行う水位周知河川における水位到達情報の通知及び周知」を編入 ○
41 第 11 節　巡視及び警戒とその措置 水防計画「第12章第３節巡視及び警戒とその措置」を編入 ○
41 　　　１　巡視
41 　　　２　警戒
42 第 12 節　水防用資器材及び設備の整備運用並びに輸送
42 　　　１　資器材の整備 水防計画「第７章第１節資器材の整備」を編入 ○
42 　　　２　輸送の確保 水防計画「第７章第２節輸送の確保」を編入 ○
43 第 13 節　水防活動の実施
43 　　　１　水防作業 水防計画「第12章第４節水防作業」を編入 ○
43 　　　２　緊急通行 水防計画「第12章第５節緊急通行」を編入
43 　　　３　水防配備の解除 水防計画「第12章第６節水防配備の解除」を編入 ○
43 第 14 節　避難
43 　　　１　避難の指示 水防計画「第３章第１節避難の指示」を編入 ○
44 　　　２　避難のための立退き計画 水防計画「第３章第２節避難のための立退き計画」を編入 ○
44 第 15 節　堤防等の決壊時の処置
44 　　　１　堤防等の決壊（被害情報）の通報（水防法第25条） 水防計画「第４章第１節堤防等の決壊（被害情報）の通報（法第25条）」を編入
44 　　　２　決壊後の処置（水防法第26条） 水防計画「第４章第２節決壊後の処置（法第26条）」を編入
44 第 16 節　水防信号及び標識並びに身分証票
44 　　　１　水防信号 水防計画「第13章第１節水防信号」を編入
45 　　　２　標識 水防計画「第13章第１節標識」を編入
45 　　　３　身分証票 水防計画「第13章第１節身分証票」を編入
45 第 17 節　水防報告等
46 　　　１　県水防本部長との連絡 水防計画「第15章第１節県水防本部長との連絡」を編入
46 　　　２　水防管理者への報告 水防計画「第15章第２節水防本部長への報告」を編入 ○
46 第 18 節　浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置
46 　　　１　洪水対応 水防計画「第17章第１節洪水対応」を編入
48 　　　２　津波対応 水防計画「第17章第２節津波対応」を編入
49 第 19 節　応急仮設住宅等 共通対策編「第２章第24節応急住宅」に準ずるものとする
50 第 20 節　障害物の除去 共通対策編「第３章第24節障害物の除去」に準するものとする
50 第 21 節　その他
50 　　　１　費用負担及び公用負担 水防計画「第18章第１節費用負担及び公用負担」を編入
50 　　　２　公務災害補償 水防計画「第18章第２節公務災害補償」を編入

復旧・復興期
50 共通対策編「第４章災害復旧計画」によるものとする。 共通対策編「第４章災害復旧計画」に準ずるものとする

拡大防止
措置

情報収集・整理、伝達
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静岡市地域防災計画 地震対策編目次（案）

修正前 → 修正後
ページ
番号 地震対策編

ページ
番号 地震対策編 備考（変更理由等）

総　　則
第 １ 編　総　　　則 1 第 １ 章　総　　　則 （レベル合わせのため編を章に修正）

1 第 １ 章　計画の主旨 1 （レベル合わせのため削除）
1 第 １ 節　計画の目的 1 第 １ 節　計画の目的
1 第 ２ 節　計画の性格 1 第 ２ 節　計画の性格
2 第 ３ 節　計画の構成 2 第 ３ 節　計画の構成 （節の移動による節番号の変更）
4 第 ２ 章　予想される災害 4 第 ４ 節　予想される災害 （レベル合わせのため章を節に修正）
4 第 １ 節　静岡県第４次地震被害想定 4 　　　１　静岡県第４次地震被害想定 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
8 第 ３ 章　防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 7 第 ５ 節　防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 （レベル合わせのため章を節に修正）
8 第 １ 節　計画作成の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする

8 第 ２ 節　計画の内容 7 　　 　　　１　市
節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする。
※以降、２静岡県～９公共団体及び防災上重要な施設の管理者とつづく

発　災　前
　第 ２ 編　平常時対策 16 　第 ２ 章　平常時対策 （レベル合わせのため編を章に修正）

16 第 １ 章　防災思想の普及 16 第 １ 節　防災思想の普及 （レベル合わせのため章を節に修正）

16 第 １ 節　計画作成の主旨 16 　　　１　市職員に対する教育

節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする。
※１市と２市職員に対する教育については統合し市職員に対する教育とする。
※以降、２生徒等に対する教育～６通訳ボランティアの要請及び組織化等の推進及び啓
発とつづく

19 第 ２ 節　防災関係機関 19 　　　７　防災関係機関 （レベル合わせのため節を見出し７に修正）
20 第 ２ 章　自主防災活動 20 第 ２ 節　自主防災活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
20 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
20 第 ２ 節　市民の果たすべき役割 20 　　　１　市民の果たすべき役割 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
21 第 ３ 節　地域における自主防災組織の果たすべき役割 21 　　　２　地域における自主防災組織の果たすべき役割 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
23 第 ４ 節　事業所等の果たすべき役割 22 　　　３　事業所等の果たすべき役割 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
23 第 ５ 節　自主防災組織への支援等 22 　　　４　自主防災組織への支援等 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
25 第 ３ 章　地震防災訓練の実施 22 第 ３ 節　地震防災訓練の実施 （レベル合わせのため章を節に修正）
25 第 １ 節　計画作成の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
25 第 ２ 節　訓練の内容と実施方法 23 　　　１　訓練の内容と実施方法 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
28 第 ３ 節　訓練時における交通規制 共通対策編「第２章第14節防災訓練計画」へ移動
28 第 ４ 章　地震・津波災害予防対策の推進 25 第 ４ 節　地震・津波災害予防対策の推進 （レベル合わせのため章を節に修正）
28 第 １ 節　計画作成の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
29 第 ２ 節　緊急消防援助隊の受援体制 25 　　　１　緊急消防援助隊の受援体制 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
29 第 ３ 節　消防用施設の整備 25 　　　２　消防用施設の整備 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
29 第 ４ 節　火災の予防対策 26 　　　３　火災の予防対策 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
31 第 ５ 節　建築物等の耐震対策 28 　　　４　建築物等の耐震対策 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
33 第 ６ 節　被災建築物等に対する安全対策 29 　　　５　被災建築物等に対する安全対策 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
33 第 ７ 節　危険箇所における災害の予防対策 30 　　　６　危険箇所における災害の予防対策 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
34 第 ８ 節　落下物倒壊危険物対策 30 　　　７　落下物倒壊危険物対策 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
35 第 ９ 節　危険地区における災害の予防 31 　　　８　危険地区における災害の予防 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
37 第 10 節　平常時に実施する災害予防措置 32 　　　９　平常時に実施する災害予防措置 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
37 第 11 節　被災者の救出・救命活動対策 32 　　　10　被災者の救出・救命活動対策 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
38 第 12 節　要配慮者の支援 32 　　　11　要配慮者の支援 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
38 第 13 節　生活の確保 33 　　　12　生活の確保 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
41 第 14 節　緊急輸送活動体制の整備 36 　　　13　緊急輸送活動体制の整備 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
41 第 15 節　災害廃棄物（片づけごみ・損壊家屋等）の処理体制の整備 36 　　　14　災害廃棄物（片づけごみ・損壊家屋等）の処理体制の整備 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
41 第 16 節　燃料の確保 36 　　　15　燃料の確保 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
42 第 17 節　公共土木施設等の復旧用資材の備蓄 36 　　　16　公共土木施設等の復旧用資材の備蓄 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
42 第 18 節　緊急輸送用車両等の整備 36 　　　17　緊急輸送用車両等の整備 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
42 第 19 節　文化財等の耐震対策 36 　　　18　文化財等の耐震対策 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
42 第 20 節　地震防災応急計画の作成及び指導 37 　　　19　地震防災応急計画の作成及び指導 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）

第 ３ 編　地震防災施設緊急整備計画 38 第 ３ 章　地震防災施設緊急整備計画 （レベル合わせのため編を章に修正）
43 第 １ 章　地震防災施設整備方針 38 第 １ 節　地震防災施設整備方針 （レベル合わせのため章を節に修正）
43 第 １ 節　防災業務施設の整備 38 　　　１　防災業務施設の整備 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
44 第 ２ 節　地域の防災構造化 38 　　　２　地域の防災構造化 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
45 第 ３ 節　緊急輸送路等の整備 40 　　　３　緊急輸送路等の整備 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
46 第 ４ 節　防災上重要な建物の整備 40 　　　４　防災上重要な建物の整備 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
46 第 ５ 節　災害防止事業 41 　　　５　災害防止事業 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
47 第 ６ 節　災害応急対策用施設等の整備 41 　　　６　災害応急対策用施設等の整備 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
47 第 ２ 章　地震対策緊急整備事業計画 41 第 ２ 節　地震対策緊急整備事業計画 （レベル合わせのため章を節に修正）

41 第 ３ 節　津波避難対策緊急事業計画 津波対策編「第２章第１節６津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項」を移動

47 第 ３ 章　地震防災緊急事業五箇年計画 42 第 ４ 節　地震防災緊急事業五箇年計画 （レベル合わせのため章を節に修正、節の移動による節番号の変更）
48 第 ４ 章　静岡市都市防災総合推進事業 42 第 ５ 節　静岡市都市防災総合推進事業 （レベル合わせのため章を節に修正、節の移動による節番号の変更）

【凡例】 赤：追加_県防災計画の記載項目に準じて追加 緑：移動市防災計画の記載項目の移動 青：移動市水防計画の記載項目の移動 橙：変更節の移動による節番号の変更
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【凡例】 赤：追加_県防災計画の記載項目に準じて追加 緑：移動市防災計画の記載項目の移動 青：移動市水防計画の記載項目の移動 橙：変更節の移動による節番号の変更

南海トラフ地震臨時情報発表時
第 ４ 編　南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応 43 第 ４ 章　南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応 （レベル合わせのため編を章に修正）

49 第 １ 章　南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応 （レベル合わせのため削除）
49 第 １ 節　南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の措置 43 第 １ 節　南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の措置
51 第 ２ 節　避難対策等 45 第 ２ 節　避難対策等
53 第 ３ 節　消防機関等の活動 47 第 ３ 節　消防機関等の活動
53 第 ４ 節　警備対策 47 第 ４ 節　警備対策
53 第 ５ 節　水道、電気、ガス、通信、放送関係 47 第 ５ 節　水道、電気、ガス、通信、放送関係
54 第 ６ 節　金融 48 第 ６ 節　金融
54 第 ７ 節　交通 48 第 ７ 節　交通
55 第 ８ 節　その他施設等に関する対策 48 第 ８ 節　その他施設等に関する対策
56 第 ９ 節　滞留旅客等に対する措置 49 第 ９ 節　滞留旅客等に対する措置

発　災　後
第 ５ 編　災害応急対策 51 第 ５ 章　災害応急対策 （レベル合わせのため編を章に修正）

57 第 １ 章　防災関係機関の活動 51 第 １ 節　防災関係機関の活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
57 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
57 第 ２ 節　静岡市災害対策本部の設置及び廃止 51 　　　１　静岡市災害対策本部 見出しタイトル修正（レベル合わせのため節を見出し１に修正）
59 第 ３ 節　組織体制 52 　　　２　組織体制 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
60 第 ４ 節　災害対策本部、区本部及び地区支部の運営 地震対策編「第２節静岡市災害対策本部の設置及び廃止(１)」に統合
60 第 ５ 節　職員の配備体制 53 　　　３　職員の配備体制 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）

61 第 ６ 節　静岡県警察（静岡中央警察署、静岡南警察署、清水警察署） 53 　　　４　防災関係機関
地震対策編「第６節静岡県警察～第９節指定地方公共機関」を「防災関係機関」として
統合

61 第 ７ 節　指定地方行政機関 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
62 第 ８ 節　指定公共機関
64 第 ９ 節　指定地方公共機関
65 第 ２ 章　情報活動 58 第 ２ 節　情報活動 共通対策編「第３章第６節災害情報処理計画」に準ずるものとする
65 第 １ 節　計画の主旨 （レベル合わせのため章を節に修正）
66 第 ２ 節　基本方針
66 第 ３ 節　情報の内容等
67 第 ４ 節　情報の収集
67 第 ５ 節　情報の伝達手段
68 第 ６ 節　報告及び要請事項の処理
69 第 ３ 章　広報活動 58 第 ３ 節　広報活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
69 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
69 第 ２ 節　広報事項 58 　　　１　広報事項 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
71 第 ３ 節　実施方法 60 　　　２　実施方法 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
72 第 ４ 章　緊急輸送活動 61 第 ４ 節　緊急輸送活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
72 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
72 第 ２ 節　計画の内容 61 　　　１　計画の内容 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
72 第 ３ 節　緊急輸送体制の確立 61 　　　２　緊急輸送体制の確立 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
73 第 ４ 節　緊急輸送の調整 62 　　　３　緊急輸送の調整 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
74 第 ５ 節　防災関係機関 62 　　　４　防災関係機関 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
74 第 ６ 節　緊急物資集積所 63 　　　５　緊急物資集積所 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
74 第 ７ 節　緊急物資の確保と供給計画 63 　　　６　緊急物資の確保と供給計画 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
76 第 ５ 章　広域応援活動 64 第 ５ 節　応援協力計画 共通対策編「第３章第33節応援協力計画」へ移動・統合し、準ずるものとする
76 第 １ 節　計画の主旨 共通対策編「第３章第33節応援協力計画」に合わせて節タイトルを修正
76 第 ２ 節　県への応援要請 （レベル合わせのため章を節に修正）
76 第 ３ 節　指定地方行政機関の長又は指定公共機関に対する職員の派遣要請等

76 第 ４ 節　民間団体等に対する応援要請
77 第 ５ 節　緊急消防援助隊の要請
78 第 ６ 節　他の市町村長等に対する応援要請
79 第 ７ 節　自衛隊の災害派遣要請の要求
80 第 ８ 節　海上保安庁への支援要請の依頼
81 第 ９ 節　協定締結団体等への要請
81 第 10 節　支援受入施設の確保
82 第 11 節　経費の負担
82 第 ６ 章　災害の拡大及び二次災害防止活動 64 第 ６ 節　災害の拡大及び二次災害防止活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
82 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
82 第 ２ 節　消防活動 64 　　　１　消防活動 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
84 第 ３ 節　水防活動 66 　　　２　水防活動 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
85 第 ４ 節　救出活動の基本方針と内容 66 　　　３　救出活動の基本方針と内容 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
86 第 ５ 節　被災建築物等に対する安全対策 67 　　　４　被災建築物等に対する安全対策 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
87 第 ６ 節　災害危険区域の指定 68 　　　５　災害危険区域の指定 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
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87 第 ７ 章　避難活動 68 第 ７ 節　避難活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
87 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
87 第 ２ 節　避難対策 68 　　　１　避難対策 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
88 第 ３ 節　避難の指示 68 　　　２　避難の指示 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
88 第 ４ 節　津波からの避難対策 69 　　　３　津波からの避難対策 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
88 第 ５ 節　警戒区域の設定 69 　　　４　警戒区域の設定 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
89 第 ６ 節　避難の方法 69 　　　５　避難の方法 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
91 第 ７ 節　避難所の設置及び運営 69 　　　６　避難所の設置及び運営 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
92 第 ８ 章　社会秩序を維持する活動 72 第 ８ 節　社会秩序を維持する活動 共通対策編「第３章第22節社会秩序維持計画」に準ずるものとする。
92 第 １ 節　計画の主旨 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
92 第 ２ 節　実施事項
93 第 ３ 節　県に対する緊急措置の要請
93 第 ４ 節　警察に対する要請
93 第 ９ 章　交通の確保対策 72 第 ９ 節　交通の確保対策 （レベル合わせのため章を節に修正）
93 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
94 第 ２ 節　陸上交通の確保 72 　　　１　陸上交通の確保 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
96 第 ３ 節　海上交通の確保 75 　　　２　海上交通の確保 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
97 第 ４ 節　航空交通の確保 75 　　　３　航空交通の確保 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
97 第 10 章　地域への救援活動 75 第 10 節　地域への救援活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
97 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
97 第 ２ 節　緊急物資の確保計画量 75 　　　１　緊急物資の確保計画量 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
97 第 ３ 節　食料、生活必需品等の緊急物資の確保 75 　　　２　食料、生活必需品等の緊急物資の確保 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
97 第 ４ 節　救援・救護のための標示 75 　　　３　救援・救護のための標示 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
98 第 ５ 節　給水活動 76 　　　４　給水活動 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
99 第 ６ 節　燃料の確保 77 　　　５　燃料の確保 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
99 第 ７ 節　医療救護活動 77 　　　６　医療救護活動 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
99 第 ８ 節　し尿処理等 77 　　　７　し尿処理等 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
99 第 ９ 節　生活ごみ・避難所ごみの処理 77 　　　８　生活ごみ・避難所ごみの処理 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
99 第 10 節　相談所の開設 77 　　　９　相談所の開設 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
100 第 11 節　義援金等の支給 77 　　　10　義援金等の支給 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
100 第 12 節　要配慮者への配慮 77 　　　11　要配慮者への配慮 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
101 第 13 節　男女双方の視点への配慮 78 　　　12　男女双方の視点への配慮 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
101 第 14 節　災害廃棄物等の処理 78 　　　13　災害廃棄物等の処理 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
101 第 15 節　防疫活動 78 　　　14　防疫活動 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
102 第 16 節　遺体の捜索及び措置 79 　　　15　遺体の捜索及び措置 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）

102 第 17 節　住居又はその周辺に運ばれた障害物の除去 79 　　　16　障害物の除去
共通対策編「第３章第24節障害物の除去」に合わせて節タイトルを修正
（レベル合わせのため節を見出し１に修正）

103 第 18 節　応急仮設住宅等 79 　　　17　応急仮設住宅等 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
103 第 19 節　住宅の応急修理 79 　　　18　住宅の応急修理 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
104 第 20 節　賃金職員の雇用計画 79 　　　19　賃金職員の雇用計画 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）

79 　　　20　帰宅困難者への対応 地震対策編「第７編第２章第３節帰宅困難者への対応」を移動

104 第 11 章　災害ボランティア活動の支援 80 第 11 節　災害ボランティア活動の支援
共通対策編「第３章第41節災害ボランティア活動支援計画」及び「第42節通訳ボラン
ティア活動支援計画」に準ずるものとする。

104 第 １ 節　基本方針 （レベル合わせのため章を節に修正）
105 第 ２ 節　外国人等への支援
106 第 12 章　学校における災害応急対策及び応急教育 80 第 12 節　学校における災害応急対策及び応急教育 （レベル合わせのため章を節に修正）
106 第 13 章　被災者の生活再建等への支援 80 第 13 節　被災者の生活再建等への支援 （レベル合わせのため章を節に修正）
106 第 14 章　市有施設及び設備等の対策 80 第 14 節　市有施設及び設備等の対策 （レベル合わせのため章を節に修正）
106 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
106 第 ２ 節　実施事項 80 　　　１　通信施設 節タイトル削除。※以降、２道路～11その他の公共施設当とつづく

109 第 15 章　防災関係機関等の講ずる災害応急対策 82 第 15 節　防災関係機関等の講ずる災害応急対策 （レベル合わせのため章を節に修正）
109 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
109 第 ２ 節　水道 83 　　　１　水道及び下水道 地震対策編「第15章第３節下水道」を移動・統合
109 第 ３ 節　下水道 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）

110 第 ４ 節　電力 83 　　　２　電力
第３節の第２節への統合により（レベル合わせのため節を見出し１に修正）の削除によ
る見出し１の番号の変更）

110 第 ５ 節　ガス 83 　　　３　ガス
111 第 ６ 節　通信 83 　　　４　通信
111 第 ７ 節　放送 83 　　　５　放送
111 第 ８ 節　市中金融 84 　　　６　市中金融
112 第 ９ 節　鉄道 84 　　　７　鉄道
112 第 10 節　道路 84 　　　８　道路
112 第 11 節　旅客船等 84 　　　９　旅客船等
112 第 16 章　地震防災応急計画及び対策計画を作成すべき施設・事業所の災害応急対策 84 第 16 節　地震防災応急計画及び対策計画を作成すべき施設・事業所の災害応急対策

113 第 １ 節　計画作成の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする

113 第 ２ 節　計画の内容 84 　　　１　各施設・事業所に共通の事項
節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする。
※以降、２各施設・事業所の計画において定める個別の事項とつづく
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復旧・復興期
第 ６ 編　復旧・復興計画 87 第 ６ 章　復旧・復興計画 （レベル合わせのため編を章に修正）

115 第 １ 章　防災関係機関の活動 87 第 １ 節　防災関係機関の活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
115 第 １ 節　計画作成の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
115 第 ２ 節　静岡市震災復興本部 87 　　　１　静岡市震災復興本部 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
116 第 ３ 節　災害対策本部との調整 87 　　　２　災害対策本部との調整 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
116 第 ４ 節　防災会議の開催等 87 　　　３　市防災会議の開催等 タイトルの修正（レベル合わせのため節を見出し１に修正）
116 第 ５ 節　震災復興対策会議 88 　　　４　震災復興対策会議 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
116 第 ６ 節　他市等に対する応援要請 88 　　　５　他市等に対する応援要請 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
116 第 ２ 章　防災関係機関の講ずる復旧・復興対策 88 第 ２ 節　防災関係機関の講ずる復旧・復興対策 （レベル合わせのため章を節に修正）
116 第 １ 節　指定地方行政機関 88 　　　１　指定地方行政機関 （レベル合わせのため章を節に修正）
118 第 ２ 節　指定公共機関 89 　　　２　指定公共機関 （レベル合わせのため章を節に修正）
119 第 ３ 節　指定地方公共機関 91 　　　３　指定地方公共機関 （レベル合わせのため章を節に修正）
121 第 ３ 章　激甚災害の指定 共通対策編へ移動
121 第 １ 節　計画の主旨 共通対策編へ移動（節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする）
121 第 ２ 節　市の実施事項 共通対策編へ移動（節タイトル削除。）
121 第 ４ 章　震災復興計画の策定 92 第 ３ 節　震災復興計画の策定 （レベル合わせのため章を節に修正）
121 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
121 第 ２ 節　計画策定の体制 92 　　　１　計画策定の体制 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
122 第 ３ 節　計画の構成 92 　　　２　計画の構成 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
122 第 ４ 節　計画の基本方針 92 　　　３　計画の基本方針 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
122 第 ５ 節　計画の公表 93 　　　４　計画の公表 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
122 第 ６ 節　国・県との調整 93 　　　５　国・県との調整 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
122 第 ５ 章　復興財源の確保 93 第 ４ 節　復興財源の確保 （レベル合わせのため章を節に修正）
122 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
122 第 ２ 節　予算の編成 93 　　　１　予算の編成 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
123 第 ３ 節　復興財源の確保 93 　　　２　復興財源の確保 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
123 第 ６ 章　震災復興基金の設立 94 第 ５ 節　震災復興基金の設立
123 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
123 第 ２ 節　市の実施事項 節タイトル削除。
124 第 ７ 章　復旧事業の推進 94 第 ６ 節　復旧事業の推進 （レベル合わせのため章を節に修正）
124 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
124 第 ２ 節　復旧計画の策定 94 　　　１　復旧計画の策定 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
124 第 ３ 節　基盤施設の復旧 94 　　　２　基盤施設の復旧 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
125 第 ８ 章　都市・農山漁村の復興 95 第 ７ 節　都市・農山漁村の復興 （レベル合わせのため章を節に修正）
125 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
125 第 ２ 節　都市・農山漁村復興計画の策定 95 　　　１　都市・農山漁村復興計画の策定 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
125 第 ３ 節　都市の復興 95 　　　２　都市の復興 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
126 第 ４ 節　農山漁村の復興 96 　　　３　農山漁村の復興 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
127 第 ９ 章　被災者の生活再建支援 97 第 ８ 節　被災者の生活再建支援 （レベル合わせのため章を節に修正）
127 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
127 第 ２ 節　恒久住宅対策 97 　　　１　恒久住宅対策 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
128 第 ３ 節　災害弔慰金等の支給 97 　　　２　災害弔慰金等の支給 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
129 第 ４ 節　被災者の支援 98 　　　３　被災者の支援 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
130 第 ５ 節　雇用対策 98 　　　４　雇用対策 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
130 第 ６ 節　要配慮者の支援 98 　　　５　要配慮者の支援 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
131 第 ７ 節　生活再建支援施策等の広報・ＰＲ 98 　　　６　生活再建支援施策等の広報・ＰＲ （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
132 第 ８ 節　相談窓口の設置 99 　　　７　相談窓口の設置 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
132 第 10 章　地域経済復興支援 99 第 ９ 節　地域経済復興支援 （レベル合わせのため章を節に修正）
132 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
133 第 ２ 節　産業復興計画の策定 99 　　　１　産業復興計画の策定 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
133 第 ３ 節　中小企業を対象とした支援 99 　　　２　中小企業を対象とした支援 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
134 第 ４ 節　農林漁業者を対象とした支援 100 　　　３　農林漁業者を対象とした支援 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
134 第 ５ 節　地域全体に影響を及ぼす支援 100 　　　４　地域全体に影響を及ぼす支援 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
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第 ７ 編　南海トラフ地震防災対策推進計画 地震対策編及び津波対策編の関係各節と統合
136 第 １ 章　総則

136 第 １ 節　推進計画の目的
地震対策編「第１編第１章計画の主旨」、津波対策編「第１章総則」に現行第７編を含
む旨を記述

136
第 ２ 節　防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務
の大綱

地震対策編「第１編第３章防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱」へ統合

136 第 ２ 章　関係者との連携協力の確保

136 第 １ 節　資機材、人員等の配備手配
地震対策編「第５編第４章緊急輸送活動」「第５編第１章第５節職員の配備体制」「第
５編第１章第６節静岡県警察～第９節指定地方公共機関」、津波対策編「第３章第２節
職員の配備体制」「第３章第３節防災関係機関」へ統合

136 第 ２ 節　他機関に対する応援要請 地震対策編「第５編第５章第９節協定締結団体等への要請」へ統合
137 第 ３ 節　帰宅困難者への対応 地震対策編「第５編第10章地域への救援活動」へ移動
137 第 ３ 章　津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項
137 第 １ 節　津波からの防護 津波対策編「第３章第10節市有施設及び設備等の対策」へ統合
137 第 ２ 節　津波に関する情報の伝達等 津波対策編「第３章第４節情報活動」へ統合
137 第 ３ 節　避難指示（緊急）等の発表基準 津波対策編「第３章第７節避難活動」へ統合

137 第 ４ 節　避難対策等

津波対策編「第２章第１節津波避難対策計画」、地震対策編「第２編第４章第12節要配
慮者の支援」「第５編第10章第12節要配慮者への配慮」「第２編第４章第13節生活の確
保」「第５編第10章第３節食料、生活必需品等の緊急物資の確保」「第５編第７章第６
節避難の方法」「第７節避難所の設置及び運営」へ統合

138 第 ５ 節　消防機関等の活動 津波対策編「第３章第１節静岡市災害対策本部の設置及び廃止」へ統合

138 第 ６ 節　水道、電気、ガス、通信、放送関係、交通機関等の防災関係機関
地震対策編「第５編第15章防災関係機関等の～略」「第16章地震防災応急計画及び対策
計画を作成すべき施設・事業所の～略」、津波対策編「第１章防災関係機関の処理すべ
き事務」へ統合

139 第 ７ 節　市が自ら管理等を行う施設等に関する対策 地震対策編「第３編第１章第４節防災上重要な建物の整備」へ統合

140 第 ８ 節　迅速な救助
地震対策編「第５編第５章第２節静岡市災害対策本部の設置及び廃止」「第５編第５章
第５節緊急消防援助隊の要請」「第５編第５章第６節静岡県警察」へ統合

140 第 ４ 章　時間差発生等における円滑な避難の確保等 地震対策編「第４編第１章南海トラフ地震臨時情報発表時の防災対応」へ統合

140 第 ５ 章　地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 地震対策編「第３編第３章地震防災施設緊急整備計画」へ統合

140 第 ６ 章　防災訓練計画
地震対策編「第２編第３章地震防災訓練の実施」、津波対策編「第２章第２節防災訓練
の実施」へ統合

140 第 ７ 章　地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 地震対策編「第２編第１章防災思想の普及」へ統合

141 第 ８ 章　津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項 津波対策編「第２編第１節津波避難対策計画」へ統合

別紙　東海地震に関連する情報及び警戒宣言に係る応急対策 102 別紙　東海地震に関連する情報及び警戒宣言に係る応急対策
142 第 １ 章　組織計画 102 第 １ 節　組織計画 （レベル合わせのため章を節に修正）
142 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
142 第 ２ 節　東海地震注意情報発表時の防災体制 102 　　　１　東海地震注意情報発表時の防災体制 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
143 第 ３ 節　東海地震注意情報発表時の応急対策 102 　　　２　東海地震注意情報発表時の応急対策 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
143 第 ４ 節　警戒本部の設置 103 　　　３　警戒本部の設置 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
143 第 ５ 節　警戒本部の組織及び所掌事務 103 　　　４　警戒本部の組織及び所掌事務 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
145 第 ６ 節　防災関係機関の所掌事務 105 　　　５　防災関係機関の所掌事務 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
149 第 ２ 章　情報活動 110 第 ２ 節　情報活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
149 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする

150 第 ２ 節　計画の内容 110
　　　１　東海地震注意情報、警戒宣言及び東海地震予知情報の受理、伝達
         及び周知

節タイトル削除。タイトル下文章は、見出し１のタイトルとする。

150 第 ３ 節　東海地震注意情報、警戒宣言及び東海地震予知情報の広報 110 　　　２　東海地震注意情報、警戒宣言及び東海地震予知情報の広報 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
150 第 ４ 節　地震防災活動に関する情報の収集及び伝達 110 　　　３　地震防災活動に関する情報の収集及び伝達 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
152 第 ３ 章　広報活動 111 第 ３ 節　広報活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
152 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
152 第 ２ 節　広報事項 112 　　　１　広報事項 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
152 第 ３ 節　実施の方法 112 　　　２　実施の方法 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
153 第 ４ 節　県への広報の要請 112 　　　３　県への広報の要請 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
153 第 ５ 節　市民が地震防災活動上必要な情報を入手する方法 112 　　　４　市民が地震防災活動上必要な情報を入手する方法 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
154 第 ４ 章　自主防災活動 113 第 ４ 節　自主防災活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
154 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする

154 第 ２ 節　計画の内容 113 　　　１　東海地震注意情報発表時の活動
節タイトル削除。
※以降、２警戒宣言発令時の行動とつづく
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静岡市地域防災計画 地震対策編目次（案）

修正前 → 修正後
ページ
番号 地震対策編

ページ
番号 地震対策編 備考（変更理由等）

【凡例】 赤：追加_県防災計画の記載項目に準じて追加 緑：移動市防災計画の記載項目の移動 青：移動市水防計画の記載項目の移動 橙：変更節の移動による節番号の変更

156 第 ５ 章　緊急輸送活動 115 第 ５ 節　緊急輸送活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
156 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
156 第 ２ 節　緊急輸送の対象 115 　　　１　緊急輸送の対象 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
156 第 ３ 節　緊急輸送の方法 115 　　　２　緊急輸送の方法 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
156 第 ４ 節　輸送手段の確保 116 　　　３　輸送手段の確保 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
157 第 ５ 節　緊急輸送の調整 116 　　　４　緊急輸送の調整 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
157 第 ６ 節　防災関係機関の緊急輸送 116 　　　５　防災関係機関の緊急輸送 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
157 第 ６ 章　自衛隊の支援 116 第 ６ 節　自衛隊の支援 （レベル合わせのため章を節に修正）
157 第 １ 節　計画作成の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする

157 第 ２ 節　計画の内容 116 　　　１　県に対する要請の要求
節タイトル削除。
※以降、２地震防災派遣部隊の受入れとつづく

158 第 ７ 章　避難活動 116 第 ７ 節　避難活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
158 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
158 第 ２ 節　避難の基本方針、方法等 117 　　　１　避難の基本方針、方法等 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
159 第 ３ 節　避難に際しての周知事項 118 　　　２　避難に際しての周知事項 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
160 第 ４ 節　警戒区域の設定 118 　　　３　警戒区域の設定 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
160 第 ５ 節　避難計画の作成指導 118 　　　４　避難計画の作成指導 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
160 第 ６ 節　避難状況等の報告 119 　　　５　避難状況等の報告 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
161 第 ７ 節　避難地における避難生活の確保 119 　　　６　避難地における避難生活の確保 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
162 第 ８ 章　社会秩序を維持する活動 120 第 ８ 節　社会秩序を維持する活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
162 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする

162 第 ２ 節　計画の内容 120 　　　１　予想される混乱
節タイトル削除。
※以降、２市の実施事項～３県警察本部の実施事項とつづく

163 第 ９ 章　交通確保活動 121 第 ９ 節　交通の確保活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
163 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
163 第 ２ 節　陸上交通の確保対策 121 　　　１　陸上交通の確保対策 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
164 第 ３ 節　交通規制の方針 122 　　　２　交通規制の方針 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
164 第 ４ 節　交通規制計画 122 　　　３　交通規制計画 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
165 第 ５ 節　海上交通の確保対策 123 　　　４　海上交通の確保対策 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
166 第 10 章　地域への救援活動 124 第 10 節　地域への救援活動 （レベル合わせのため章を節に修正）
166 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
166 第 ２ 節　活動の内容 124 　　　１　活動の内容 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
167 第 ３ 節　食料及び日用品の確保 124 　　　２　食料及び日用品の確保 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
168 第 ４ 節　飲料水の確保 125 　　　３　飲料水の確保 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
168 第 ５ 節　医療救護及び保健衛生活動の準備 125 　　　４　医療救護及び保健衛生活動の準備 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
169 第 ６ 節　清掃・廃棄物（し尿を含む。）処理活動 126 　　　５　清掃・廃棄物（し尿を含む。）処理活動 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
170 第 11 章　市有施設及び設備等の防災措置 126 第 11 節　市有施設及び設備等の防災措置 （レベル合わせのため章を節に修正）
170 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
170 第 ２ 節　市の実施事項 127 　　　１　無線通信施設等 節タイトル削除。
170 第 ３ 節　公共施設等 127 　　　２　公共施設等 （レベル合わせのため節を見出し１に修正）
173 第 12 章　防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の措置 129 第 12 節　防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の措置 （レベル合わせのため章を節に修正）
173 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
173 第 ２ 節　計画の内容 129 　 　　　１　東海地震注意情報発表時の措置 節タイトル削除。項を繰り上げる。以降、２警戒宣言発令時の措置…とつづく

178 第 13 章　地震防災応急計画を作成すべき施設・事業所の対策 134 第 13 節　地震防災応急計画を作成すべき施設・事業所の対策 （レベル合わせのため章を節に修正）
178 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする

178 第 ２ 節　計画の内容 134 　　＜各施設・事業所に共通の事項＞
節タイトル削除。
※以降、１東海地震注意情報発表時～２警戒宣言発令時とつづく

184 第 14 章　市が管理する施設等の地震防災応急計画 139 第 14 節　市が管理する施設等の地震防災応急計画

184 第 １ 節　計画の主旨 節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする

184 第 ２ 節　計画の内容 140 　　　１　東海地震注意情報発表時の措置
節タイトル削除。タイトル下文章は、冒頭文扱いとする
※以降、２警戒宣言時の措置とつづく
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静岡市地域防災計画 津波対策編目次（案）

修正前 → 修正後 参考：県防災計画

ページ
番号 津波対策編

ページ
番号 津波対策編 備考（変更理由等）

総　　　則 総　　　則 総　　　則

1 第 １ 章　総則 1 第 １ 章　総則 第 １ 章　総則

1 第 １ 節　目的 1 第 １ 節　目的

1 第 ２ 節　計画の構成 1 第 ２ 節　計画の構成

3 第 ３ 節　予想される災害 3 第 ３ 節　予想される災害 第 ２ 節　過去の顕著な災害／第 ３ 節　予想される災害

7 第 ４ 節　市の海岸地形及び土地利用 6 第 ４ 節　市の海岸地形及び土地利用

7 第 ５ 節　防災関係機関の処理すべき事務 7 第 ５ 節　防災関係機関の処理すべき事務 第 １ 節　防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱

発　災　前 発　災　前 発　災　前

15 第 ２ 章　災害予防対策 15 第 ２ 章　平常時対策 第 ２ 章　平常時対策

15 第 １ 節　津波避難対策計画 15 第 １ 節　津波避難計画 節タイトルを修正 第 ４ 節　津波災害予防対策の推進

20 第 ２ 節　防災訓練の実施 15 第 ２ 節　防災訓練の実施 （節の移動による節番号の変更） 第 ３ 節　防災訓練の実施

16 第 ３ 節　防災思想の普及 県防災計画の記載項目に準じて追加
第 １ 節　防災思想の普及（共通：第２章第４節「防災地域の普及計画」に準
ずる）

16 第 ４ 節　自主防災活動 県防災計画の記載項目に準じて追加
第 ２ 節　自主防災活動（共通：第２章第８節「自主防災組織の育成」に準ず
る）

発　災　後 発　災　後 発　災　後

21 第 ３ 章　災害応急対策 17 第 ３ 章　災害応急対策 第 ３ 章　災害応急対策

21 第 １ 節　静岡市災害対策本部の設置及び廃止 17 第 １ 節　防災関係機関の活動
津波対策編「第３章第１節静岡市災害対策本
部の設置及び廃止、第２節職員の配備体制、
第３節防災関係機関」を１つの節に統合

第 １ 節　防災関係機関の活動

22 第 ２ 節　職員の配備体制 第 １ 節　防災関係機関の活動【前述あり】

24 第 ３ 節　防災関係機関 第 １ 節　防災関係機関の活動【前述あり】

28 第 ４ 節　情報活動 23 第 ２ 節　情報活動 （節の移動による節番号の変更） 第 ２ 節　情報活動

28 第 ３ 節　広報活動
県防災計画の記載項目に準じて追加
共通対策編「第３章第７節災害広報計画」に
準ずるものとする

第 ３ 節　広報活動（共通：第３章第５節「災害広報計画」に準ずる）

34 第 ５ 節　災害の拡大防止活動 28 第 ４ 節　災害の拡大防止活動 （節の移動による節番号の変更） 第 ４ 節　災害の拡大防止活動

36 第 ６ 節　避難活動 30 第 ５ 節　避難活動 （節の移動による節番号の変更） 第 ５ 節　避難活動

33 第 ６ 節　応援協力計画
県防災計画の記載項目に準じて追加
共通対策編「第３章第33節応援協力計画」に
合わせて節タイトルを修正

第 ６ 節　広域応援活動

33 第 ７ 節　地域への救援活動 県防災計画の記載項目に準じて追加 第 ７ 節　地域への救援活動

39 第 ７ 節　市有施設及び設備等の対策 34 第 ８ 節　市有施設及び設備等の対策 （節の移動による節番号の変更） 第 ８ 節　県有施設及び設備等の対策

復旧・復興期 復旧・復興期 復旧・復興期

40
一般対策編第４章及び地震対策編第６編の復旧・復興計画による
ものとする。

35
共通対策編「第４章災害復旧計画」及び地震対策編「第６章復旧・復興計画」
によるものとする。

共通対策編第４章復旧・復興対策によるものとする

【凡例】 赤：追加_県防災計画の記載項目に準じて追加 緑：移動市防災計画の記載項目の移動 青：移動市水防計画の記載項目の移動 橙：変更節の移動による節番号の変更
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静岡市地域防災計画 【新設】火山対策編目次（案）

新設案 参考：県防災計画

ページ
番号 火山対策編 備考（変更理由等）

総　　　則 Ⅱ　富士山の火山防災計画

1 第 １ 章　総則 第 １ 章　総則

1 第 １ 節　計画の構成 他編との整合をとるため追加

3 第 ２ 節　想定 県防災計画の記載項目に準じて追加 第 １ 節　想定

6 第 ３ 節　気象庁が発表する火山活動の状況に応じた噴火警報等 県防災計画の記載項目に準じて追加 第 ２ 節　気象庁が発表する火山活動の状況に応じた噴火警報等

8 第 ４ 節　避難計画 県防災計画の記載項目に準じて追加 第 ３ 節　避難計画

発　災　前 発　災　前

13 第 ２ 章　災害予防計画（平常時対策） 第 ２ 章　災害予防計画（平常時対策）

一般対策編「第２章第24節１主旨」を移動／節タイトル削除。タイトル下文章
は、冒頭文扱いとする

13 第 １ 節　実施すべき事項（平常時） 県防災計画の記載項目に準じて追加 第 １ 節　関係する機関と実施すべき事項（平常時）

15 第 ２ 節　情報連絡体制の整備 一般対策編「第２章第24節２情報連絡体制」を移動 第 ２ 節　情報連絡体制の整備

16 第 ３ 節　避難計画の策定等 一般対策編「第２章第24節３避難計画の策定」を移動 第 ３ 節　市町避難計画の策定

17 第 ４ 節　避難場所、避難所及び避難経路 一般対策編「第２章第24節４避難場所、避難所及び避難経路」を移動 第 ４ 節　市町が定める避難場所、避難所及び避難経路

17 第 ５ 節　予防教育及び研修・訓練の実施 一般対策編「第２章第24節５周知・啓発活動、６防災訓練」を移動 第 ５ 節　避難促進施設

18 第 ６ 節　避難促進施設 一般対策編「第２章第24節７避難促進施設の指定」を移動 第 ６ 節　予防教育及び研修・訓練の実施

19 第 ７ 節　道路啓開体制の整備 一般対策編「第２章第24節８道路警戒体制の整備」を移動

発　災　後 発　災　後

20 第 ３ 章　災害応急対策 第 ３ 章　災害応急対策計画

一般対策編「第３章第44節１主旨」を移動／節タイトル削除。タイトル下文章
は、冒頭文扱いとする

20 第 １ 節　噴火警報・噴火予報の伝達 一般対策編「第３章第44節２噴火警報・噴火予報の伝達」を移動 第 １ 節　噴火警報・噴火予報の伝達

20 第 ２ 節　避難指示等 一般対策編「第３章第44節３避難指示等」を移動 第 ２ 節　避難指示

27 第 ３ 節　市の体制 県防災計画の記載項目に準じて追加 第 ３ 節　県の体制（共通：第３章第２節「組織計画」に準ずる）

28 第 ４ 節　社会秩序維持活動 一般対策編「第３章第44節４社会秩序維持活動」を移動 第 ７ 節　社会秩序維持活動

28 第 ５ 節　陸上交通 一般対策編「第３章第44節５陸上交通」を移動 第 ４ 節　交通規制

28 第 ６ 節　避難者の輸送 県防災計画の記載項目に準じて追加 第 ５ 節　避難者の輸送

29 第 ７ 節　広域避難路の除灰等 一般対策編「第３章第44節６除灰等に係る対応」を移動 第 ６ 節　広域避難路の除灰等

30 第 ８ 節　被害拡大防止対策 一般対策編「第３章第44節７被害拡大防止対策」を移動 第 ８ 節　被害拡大防止対策

30 第 ９ 節　継続災害対応計画 県防災計画の記載項目に準じて追加 第 ９ 節　継続災害対応計画

復旧・復興期 復旧・復興期

31 第 ４ 章　災害復旧計画 第 ４ 章　災害復旧計画

31 第 １ 節　復旧 県防災計画の記載項目に準じて追加 第 １ 節　復旧

【凡例】 赤：追加_県防災計画の記載項目に準じて追加 緑：移動市防災計画の記載項目の移動 青：移動市水防計画の記載項目の移動 橙：変更節の移動による節番号の変更
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参考：静岡市水防計画 目次

統合前 統合後 手引き

ページ
番号 水防計画 備考（変更理由等） 必須 フェーズに分類

1
1 第 １ 節　目的 風水害対策編「第１章総則」へ移動
1 第 ２ 節　用語の定義 風水害対策編「第１章総則」へ移動 ○
3 第 ３ 節　水防の責任等 風水害対策編「第１章総則」へ移動
5 第 ４ 節　津波における留意事項 風水害対策編「第１章総則」へ移動
5 第 ５ 節　安全配慮 風水害対策編「第１章総則」へ移動 ○
6
6 第 １ 節　静岡市水防本部 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 1.活動体制の確立
7 第 ２ 節　静岡市災害対策本部の設置 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 1.活動体制の確立
7
7 第 １ 節　避難の指示 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 3.災害の拡大防止措置
8 第 ２ 節　避難のための立退き計画 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 3.災害の拡大防止措置
8
8 第 １ 節　堤防等の決壊（被害情報）の通報（法第25条） 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 3.災害の拡大防止措置
8 第 ２ 節　決壊後の処置（法第26条） 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 3.災害の拡大防止措置
8 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 2.情報収集・整理、伝達
9 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 2.情報収集・整理、伝達
9 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動
9 第 １ 節　資器材の整備 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 3.災害の拡大防止措置

10 第 ２ 節　輸送の確保 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 3.災害の拡大防止措置
10
10 第 １ 節　水防通信連絡系統 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 2.情報収集・整理、伝達
10 第 ２ 節　放送局通信施設の使用 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 2.情報収集・整理、伝達
10 第 ３ 節　その他の通信施設の使用 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 2.情報収集・整理、伝達
11 第 ４ 節　災害時優先電話 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 2.情報収集・整理、伝達
11
11 第 １ 節　雨量・水位の観測 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 2.情報収集・整理、伝達
12 第 ２ 節　周知事項 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 2.情報収集・整理、伝達
12 第 ３ 節　周知の方法 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 2.情報収集・整理、伝達
12 第 ４ 節　伝達系統 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 2.情報収集・整理、伝達
13 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 2.情報収集・整理、伝達
16
16 第 １ 節　国土交通大臣が行う水防警報等とその措置 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 2.情報収集・整理、伝達
22 第 ２ 節　静岡県知事が行う水位周知河川における水位到達情報の通知及び周知 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 2.情報収集・整理、伝達
25
25 第 １ 節　静岡市水防本部の配備態勢 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 1.活動体制の確立
27 第 ２ 節　静岡市水防団及び消防団の配備態勢 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 1.活動体制の確立
29 第 ３ 節　巡視及び警戒とその措置 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 3.災害の拡大防止措置
30 第 ４ 節　水防作業 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 3.災害の拡大防止措置
30 第 ５ 節　緊急通行 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 3.災害の拡大防止措置
31 第 ６ 節　水防配備の解除 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 3.災害の拡大防止措置
31
31 第 １ 節　水防信号 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 3.災害の拡大防止措置
32 第 ２ 節　標識 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 3.災害の拡大防止措置
32 第 ３ 節　身分証票 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 3.災害の拡大防止措置

【現時点における補足】
※静岡市水防計画は「①計画編」、「②資料編」、「③参考」、「④様式等」、「⑤付図」の５つで構成されています。例規や委員名簿を掲載する「③ 参考」、警報発表・活動報告の
様式を掲載する「④様式等」、水防工法の図や水防箇所の図面を掲載する「⑤付図」の３つは、統合後の静岡市地域防災計画には登載しない予定です。

第 ３ 章　避難

第 ５ 章　水防監視

第 ２ 章　水防組織

計　画　編
第 １ 章　総則

第 ６ 章　地下街などの危険区域の状況把握
第 ７ 章　水防用資器材及び設備の整備運用並びに輸送

第 ４ 章　堤防等の決壊時の処置

第 ８ 章　通信連絡

第 11 章　水防警報等

第 ９ 章　気象予報等の情報収集、周知

第 10 章　洪水予報

第 12 章　水防本部の活動

第 13 章　水防信号及び標識並びに身分証票
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参考：静岡市水防計画 目次

統合前 統合後 手引き

ページ
番号 水防計画 備考（変更理由等） 必須 フェーズに分類

【現時点における補足】
※静岡市水防計画は「①計画編」、「②資料編」、「③参考」、「④様式等」、「⑤付図」の５つで構成されています。例規や委員名簿を掲載する「③ 参考」、警報発表・活動報告の
様式を掲載する「④様式等」、水防工法の図や水防箇所の図面を掲載する「⑤付図」の３つは、統合後の静岡市地域防災計画には登載しない予定です。

33
33 第 １ 節　河川管理者の協力 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 1.活動体制の確立
34 第 ２ 節　下水道管理者の協力 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 1.活動体制の確立
35 第 ３ 節　水防管理団体相互の協力及び応援 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 1.活動体制の確立
35 第 ４ 節　自衛隊の派遣要請の要求 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 1.活動体制の確立
35 第 ５ 節　警察官の出動要請 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 1.活動体制の確立
35 第 ６ 節　国（河川事務所、地方気象台）や県との連携 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 1.活動体制の確立
36
36 第 １ 節　県水防本部長との連絡 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 3.災害の拡大防止措置
36 第 ２ 節　水防本部長への報告 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 ○ 3.災害の拡大防止措置
37
37 第 １ 節　水防計画 風水害対策編「第１章総則」へ移動
37 第 ２ 節　水防協議会 風水害対策編「第１章総則」へ移動
37 第 ３ 節　大規模氾濫減災協議会 風水害対策編「第１章総則」へ移動
37 第 ４ 節　水防訓練 風水害対策編「第２章災害予防計画」へ移動

37

37 第 １ 節　洪水対応 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 2.情報収集・整理、伝達
39 第 ２ 節　津波対応 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動 2.情報収集・整理、伝達
41
41 第 １ 節　費用負担及び公用負担 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動
42 第 ２ 節　公務災害補償 風水害対策編「第３章災害応急対策」へ移動

43 資料1-1　静岡地方気象台が行う水防活動に必要な気象等の予報及び警報 資料編「8-1　気象等の予報及び警報の種類と発表基準」と統合
49 資料1-2　雨量観測所・水位観測所・水門水位観測所・監視カメラ 資料編「4-45」へ移動 ○
55 資料2-1　重要水防箇所の区分（国土交通省・静岡県） 資料編「7-8」へ移動 ○
58 資料2-1-1　直轄(国管理)区間重要水防箇所（静岡水防区） 資料編「7-9」へ移動 ○
70 資料2-1-2　県管理区間重要水防箇所（静岡水防区） 資料編「7-10」へ移動 ○
74 資料2-2　湛水（浸水）注意箇所 資料編「7-12」へ移動
80 資料2-3　土石流危険渓流箇所 資料編「7-4　土砂災害危険箇所数」と統合
81 資料2-4　水防上注意を要する水門等一覧 資料編「7-11」へ移動 ○
83 資料2-5　水防上重大な影響のある橋りょう 資料編「7-13」へ移動
84 資料2-6　安倍川浸水想定区域内の地下街等 資料編「4-14　洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある地下街等一覧」と統合

85
資料2-7　洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある地下街への洪水予報
等の伝達系統図

資料編「4-16　洪水・土砂災害時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある地下街等・要
配慮者利用施設への洪水予報等の伝達系統図」と統合

86
資料2-8　洪水・土砂災害時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある要配慮者
利用施設一覧表

資料編「4-15　洪水・土砂災害時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある要配慮者利用
施設一覧表」と統合

100 資料３　水防用資機材一覧（葵・駿河区、清水区） 資料編「4-46」へ移動
106 資料４　水防車・輸送車・作業車一覧 資料編「4-47」へ移動
108 資料５　地域防災無線局一覧 資料編「3-3　地域防災無線局一覧表」と統合
110 資料６　水防関係機関電話番号一覧 資料編「2-21」へ移動 ○
112 資料７　安倍川・富士川水防警報水位観測所横断図 資料編「4-48」へ移動

114 資料８　災害対策用車両等一覧表（国土交通省  中部地方整備局）様式‐1、2 資料編「4-49」へ移動

第 14 章　協力応援

第 15 章　水防てん末報告

第 16 章　水防計画、水防協議会及び水防訓練

第 17 章　浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のため
の措置

第 18 章　その他

資　料　編
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修正前 修正後 手引き

ページ
番号 資料編 資料編 備考（変更理由等） 必須

資　料　編 資　料　編

1　条例・要綱・要領 1　条例・要綱・要領

1 1-1　静岡市いのちを守る防災・減災の推進に関する条例 1-1　静岡市いのちを守る防災・減災の推進に関する条例

4 1-2　静岡市防災会議条例 1-2　静岡市防災会議条例

7 1-3　静岡市災害対策本部条例 1-3　静岡市災害対策本部条例

8 1-4　静岡市災害対策本部運営要綱 1-4　静岡市災害対策本部運営要綱

14 1-5　静岡市災害対策本部　区本部運営要綱 1-5　静岡市災害対策本部　区本部運営要綱

18 1-6　静岡市地震災害警戒本部条例 1-6　静岡市地震災害警戒本部条例

19 1-7　静岡市地震災害警戒本部運営要綱 1-7　静岡市地震災害警戒本部運営要綱

24 1-8　静岡市地震災害警戒本部　区本部運営要綱 1-8　静岡市地震災害警戒本部　区本部運営要綱

27 1-9　静岡市オフロードバイク隊運営要領 1-9　静岡市オフロードバイク隊運営要領

29 1-10　静岡市自主防災組織防災倉庫設置費補助金交付要綱 1-10　静岡市自主防災組織防災倉庫設置費補助金交付要綱

32 1-11　静岡市自主防災組織防災倉庫用地借地料補助金交付要綱 1-11　静岡市自主防災組織防災倉庫用地借地料補助金交付要綱

35 1-12　静岡市自主防災組織防災資機材等購入費補助金交付要綱 1-12　静岡市自主防災組織防災資機材等購入費補助金交付要綱

40 1-13　静岡市自主防災組織可搬消防ポンプ等購入費補助金交付要綱 1-13　静岡市自主防災組織可搬消防ポンプ等購入費補助金交付要綱

43 1-14　静岡市自主防災組織避難路等整備事業費補助金交付要綱 1-14　静岡市自主防災組織避難路等整備事業費補助金交付要綱

47 1-15　静岡市災害時協力井戸登録事業実施要領 1-15　静岡市災害時協力井戸登録事業実施要領

49 1-16　静岡市津波避難ビル整備事業費補助金交付要綱 1-16　静岡市津波避難ビル整備事業費補助金交付要綱

54 1-17　静岡市防災技能者の養成研修に関する実施要綱 1-17　静岡市防災技能者の養成研修に関する実施要綱

57 1-18　静岡市地域防災計画の実効性確保に係る庁内連絡会議設置要綱 1-18　静岡市地域防災計画の実効性確保に係る庁内連絡会議設置要綱

2　組織・体制 2　組織・体制

59 2-1　災害対策本部室配置図 2-1　災害対策本部室配置図

60 2-2　平常の勤務時間内における動員指令 2-2　平常の勤務時間内における動員指令

60 2-3　休日又は勤務時間外における指示・情報の伝達系統 2-3　休日又は勤務時間外における指示・情報の伝達系統

61 2-4　災害対策本部開設前、勤務時間内における予警報等の受領と伝達系統図 2-4　災害対策本部開設前、勤務時間内における予警報等の受領と伝達系統図

61 2-5　災害対策本部開設前、休日又は勤務時間外における予警報等の受領と伝達系統図 2-5　災害対策本部開設前、休日又は勤務時間外における予警報等の受領と伝達系統図

62 2-6　災害対策本部が開設されている場合における予警報等の受領と伝達系統図 2-6　災害対策本部が開設されている場合における予警報等の受領と伝達系統図

62 2-7　気象等の予報（注意報）及び警報伝達系統図 2-7　気象等の予報（注意報）及び警報伝達系統図（津波を除く） 水防計画第９章第４節１にも記載有

63 2-8　富士山火山災害における異常現象の通報体制 2-8　富士山火山災害における異常現象の通報体制

63 2-9　富士山火山災害における避難に係る情報伝達体制フロー図と伝達系統図 2-9　富士山火山災害における避難に係る情報伝達体制フロー図と伝達系統図

64 2-10　台風の接近時等における危機警戒本部の設置について 2-10　台風の接近時等における危機警戒本部の設置について

65 2-11　非常配備の伝達方法 2-11　非常配備の伝達方法

66 2-12　災害時における職員参集状況報告手順 2-12　災害時における職員参集状況報告手順

67 2-13　防災情報通信系統 2-13　防災情報通信系統

68 2-14　静岡市災害対策本部組織機構図 2-14　静岡市災害対策本部組織機構図

69 2-15　地区支部の活動イメージ 2-15　地区支部の活動イメージ

70 2-16　災害時医療救護体制 2-16　災害時医療救護体制

71 2-17　静岡市災害対策本部設置時における各部各班・区本部各班の事務分掌 2-17　静岡市災害対策本部設置時における各部各班・区本部各班の事務分掌

83 2-18　消防局・消防団組織図及び消防車両等現況表 2-18　消防局・消防団組織図及び消防車両等現況表

86 2-19　災害時職員配備基準 2-19　災害時職員配備基準

2-20　【水防】水防時における通信連絡基本系統図 水防計画「第８章第１節」を資料編に移動

2-21　【水防】水防関係機関電話番号一覧 水防計画「資料６水防関係機関電話番号一覧」を編入

2-22　津波に関する注意報及び警報伝達系統図 水防計画「第９章第４節２」を資料編に移動

2-23　【水防】安倍川洪水予報連絡系統図 水防計画「第10章１（5）」を資料編に移動
2-24　【水防】富士川洪水予報連絡系統図 水防計画「第10章２（5）」を資料編に移動
2-25　【水防】安倍川水防警報連絡系統図（支川藁科川を含む） 水防計画「第11章第１節 １（2）①」を資料編に移動
2-26　【水防】富士川水防警報連絡系統図（釜無川を含む） 水防計画「第11章第１節 １（2）②」を資料編に移動
2-27　【水防】富士海岸（蒲原）水防警報連絡系統図 水防計画「第11章第１節 ２（2）」を資料編に移動
2-28　【水防】静岡土木事務所管内河川の水位到達情報連絡系統図 水防計画「第11章第２節 ６」を資料編に移動
2-29　【水防】決壊情報の通報連絡系統図 水防計画「第４章第１節 」を資料編に移動

参考：静岡市地域防災計画 資料編目次（案）

【現時点における補足】
　※「手引き」列で国土交通省の示す「水防計画作成の手引き」で、水防管理団体（市町村）が水防計画を作成する上で必須とされている項目に「〇」をしています。

【凡例】 赤：追加_県防災計画の記載項目に準じて追加 緑：移動市防災計画の記載項目の移動 青：移動市水防計画の記載項目の移動 橙：変更節の移動による節番号の変更
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修正前 修正後 手引き

ページ
番号 資料編 資料編 備考（変更理由等） 必須

参考：静岡市地域防災計画 資料編目次（案）

【現時点における補足】
　※「手引き」列で国土交通省の示す「水防計画作成の手引き」で、水防管理団体（市町村）が水防計画を作成する上で必須とされている項目に「〇」をしています。

【凡例】 赤：追加_県防災計画の記載項目に準じて追加 緑：移動市防災計画の記載項目の移動 青：移動市水防計画の記載項目の移動 橙：変更節の移動による節番号の変更

3　通信設備 3　通信設備

89 3-1　同報無線（子局）設置場所一覧表 3-1　同報無線（子局）設置場所一覧表

101 3-2　災害対策本部・区本部・地区支部通信設備一覧表 3-2　災害対策本部・区本部・地区支部通信設備一覧表

104 3-3　地域防災無線局一覧表 3-3　地域防災無線局一覧表 水防計画「資料５　地域防災無線局一覧」と統合

110 3-4　防災相互無線一覧表 3-4　防災相互無線一覧表

111 3-5　携帯電話設置場所一覧表 3-5　携帯電話設置場所一覧表

114 3-6　衛星携帯電話設置場所一覧表 3-6　衛星携帯電話設置場所一覧表

116 3-7　特設公衆電話設置場所一覧表 3-7　特設公衆電話設置場所一覧表

123 3-8　災害時優先電話設置場所一覧表 3-8　災害時優先電話設置場所一覧表

133 3-9　静岡市役所災害対策本部　アマチュア無線配備図 3-9　静岡市役所災害対策本部　アマチュア無線配備図

4　防災施設・資機材 4　防災施設・資機材
134 4-1　地震・大規模火災等緊急避難場所（広域避難地）一覧表 4-1　地震・大規模火災等緊急避難場所（広域避難地）一覧表

137 4-2　地震緊急避難場所（一次避難地）一覧表 4-2　地震緊急避難場所（一次避難地）一覧表

148 4-3　津波緊急避難場所一覧表 4-3　津波緊急避難場所一覧表

150 4-4　津波避難ビル一覧表 4-4　津波避難ビル一覧表

153 4-5　風水害緊急避難場所一覧表 4-5　風水害緊急避難場所一覧表

155 4-6　指定避難所一覧表 4-6　指定避難所一覧表

179 4-7　指定避難所等（福祉避難所）一覧表 4-7　指定避難所等（福祉避難所）一覧表

182 4-8　帰宅困難者等一時滞在施設一覧表 4-8　帰宅困難者等一時滞在施設一覧表

182 4-9　緊急物資集積所一覧表 4-9　緊急物資集積所一覧表

182 4-10　大規模災害時における遺体収容施設 4-10　大規模災害時における遺体収容施設

183 4-11　救護所一覧表 4-11　救護所一覧表

187 4-12　救護病院一覧表 4-12　救護病院一覧表

188 4-13　災害時医療用救護セット（標準） 4-13　災害時医療用救護セット（標準）

195 4-14　洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある地下街等一覧 4-14　洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある地下街等一覧 水防計画「資料2-6　安倍川浸水想定区域内の地下街等」を統合

196
4-15　洪水・土砂災害時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある要配慮者利用施設一
覧表

4-15　洪水・土砂災害時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある要配慮者利用施設一
覧表

水防計画「資料2-8　洪水・土砂災害時の円滑かつ迅速な避難を
確保する必要がある要配慮者利用施設一覧表」を統合

209
4-16　洪水・土砂災害時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある地下街等・要配慮者
利用施設への洪水予報等の伝達系統図

4-16　洪水・土砂災害時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある地下街等・要配慮者
利用施設への洪水予報等の伝達系統図

水防計画「資料2-7　洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必
要がある地下街への洪水予報等の伝達系統図」を統合

210 4-17　幹線避難路 4-17　幹線避難路

211 4-18　緊急輸送路一覧表 4-18　緊急輸送路一覧表

220 4-19　緊急通行車両以外の車両通行止標示 4-19　緊急通行車両以外の車両通行止標示

221 4-20　緊急通行車両標章 4-20　緊急通行車両標章

222 4-21　緊急通行車両確認証明書 4-21　緊急通行車両確認証明書

223 4-22　支援受入施設 4-22　支援受入施設

223 4-23　災害ボランティアセンター等の設置場所 4-23　災害ボランティアセンター等の設置場所

223 4-24　災害多言語支援センターの設置場所 4-24　災害多言語支援センターの設置場所

224 4-25　自衛隊災害派遣集結候補地 4-25　自衛隊災害派遣集結候補地

224 4-26　応援部隊の集結場所及び野営場所の指定（緊急消防援助隊） 4-26　応援部隊の集結場所及び野営場所の指定（緊急消防援助隊）

224 4-27　航空部隊の活動拠点場所の指定（緊急消防援助隊） 4-27　航空部隊の活動拠点場所の指定（緊急消防援助隊）

225 4-28　防災ヘリポート一覧表 4-28　防災ヘリポート一覧表

227 4-29　ヘリポートの具備すべき事項 4-29　ヘリポートの具備すべき事項

230 4-30　ヘリコプター活動拠点・救援表示シート配備先一覧表 4-30　ヘリコプター活動拠点・救援表示シート配備先一覧表

238 4-31　耐震性貯水槽設置場所一覧表 4-31　耐震性貯水槽設置場所一覧表

239 4-32　受水槽給水栓設置箇所一覧表 4-32　受水槽給水栓設置箇所一覧表

240 4-33　給水拠点一覧表 4-33　給水拠点一覧表

243 4-34　防災倉庫設置場所一覧表 4-34　防災倉庫設置場所一覧表

246 4-35　防災用資機材備蓄一覧表 4-35　防災用資機材備蓄一覧表

252 4-36　生活必需品の分散備蓄数 4-36　生活必需品の分散備蓄数

255 4-37　避難所ペットスペース設営ボックス配備先一覧 4-37　避難所ペットスペース設営ボックス配備先一覧

256 4-38　マンホールトイレ等設置場所一覧表 4-38　マンホールトイレ等設置場所一覧表

257 4-39　用宗漁港海岸及び用宗漁港「陸閘」施設一覧 4-39　用宗漁港海岸及び用宗漁港「陸閘」施設一覧

260 4-40　津波避難ビル標識等標識一覧 4-40　津波避難ビル標識等標識一覧

261 4-41　海抜表示板 4-41　海抜表示板

262 4-42　建物番号標示方法 4-42　建物番号標示方法

263 4-43　公共建物番号標示一覧表 4-43　公共建物番号標示一覧表

265 4-44　静岡鉄道株式会社の運転停止基準 4-44　静岡鉄道株式会社の運転停止基準
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修正前 修正後 手引き

ページ
番号 資料編 資料編 備考（変更理由等） 必須

参考：静岡市地域防災計画 資料編目次（案）

【現時点における補足】
　※「手引き」列で国土交通省の示す「水防計画作成の手引き」で、水防管理団体（市町村）が水防計画を作成する上で必須とされている項目に「〇」をしています。

【凡例】 赤：追加_県防災計画の記載項目に準じて追加 緑：移動市防災計画の記載項目の移動 青：移動市水防計画の記載項目の移動 橙：変更節の移動による節番号の変更

4-45　【水防】雨量観測所・水位観測所・水門水位観測所・監視カメラ
水防計画「資料1-2雨量観測所・水位観測所・水門水位観測所・
監視カメラ」を編入

○

4-46　【水防】水防用資器材一覧（葵・駿河区、清水区）
水防計画「資料３　水防用資機材一覧（葵・駿河区、清水区）」
を編入

4-47　【水防】水防車・輸送車・作業車一覧 水防計画「資料４　水防車・輸送車・作業車一覧」を編入

4-48　【水防】安倍川・富士川水防警報水位観測所横断図
水防計画「資料７　安倍川・富士川水防警報水位観測所横断図」
を編入

4-49　【水防】災害対策用車両等一覧表、要請・回答様式（国土交通省  中部地方整備
局）

水防計画「資料８　災害対策用車両等一覧表（国土交通省  中部
地方整備局）様式‐1、2」

4-50　【水防】水防優先標識（車両標識・腕章・標燈） 水防計画「第13章 第２節１ 」を資料編に移動

4-51　【水防】水防団身分証票 水防計画「第13章 第３節 」を資料編に移動

4-52　【水防】公用負担権限委任証、公用負担命令書 水防計画「第18章 第１節 」を資料編に移動

5　協力協定・相互応援協定 5　協力協定・相互応援協定

267 5-1　他都市との相互応援協定一覧 5-1　他都市との相互応援協定一覧

269 5-2　消防相互応援協定 5-2　消防相互応援協定

270 5-3　民間事業者との協力協定一覧 5-3　民間事業者との協力協定一覧

275 5-4　広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画 5-4　広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画

281 5-5　21大都市災害時相互応援に関する協定 5-5　21大都市災害時相互応援に関する協定

283 5-6　情報に関する協定 5-6　情報に関する協定

288 5-7　情報（郵便）に関する協定 5-7　情報（郵便）に関する協定

289 5-8　輸送に関する協定 5-8　輸送に関する協定

291 5-9　物資調達に関する協定 5-9　物資調達に関する協定

301 5-10　医療救護に関する協定 5-10　医療救護に関する協定

304 5-11　ライフラインに関する協定 5-11　ライフラインに関する協定

306 5-12　相談に関する協定 5-12　相談に関する協定

6　災害救助法関係 6　災害救助法関係

312 6-1　災害救助法の適用 6-1　災害救助法の適用

319 6-2　災害罹災者調査原票 6-2　災害罹災者調査原票

320 6-3　罹災証明書 6-3　罹災証明書

7　災害危険区域関係 7　災害危険区域関係

321
7-1　急傾斜地崩壊危険区域指定箇所数総括表
国土交通省所管地すべり防止区域指定箇所数総括表危険・箇所整備表

7-1　急傾斜地崩壊危険区域指定箇所数総括表
国土交通省所管地すべり防止区域指定箇所数総括表・危険箇所整備表

322 7-2　急傾斜地崩壊危険区域指定箇所一覧表 7-2　急傾斜地崩壊危険区域指定箇所一覧表

329 7-3　地すべり防止区域指定一覧表 7-3　地すべり防止区域指定一覧表

330
7-4　土砂災害危険箇所数
土砂災害（特別）警戒区域　指定箇所数

7-4　土砂災害危険箇所数 水防計画「資料2-3　土石流危険渓流箇所」を統合

331 7-5　土砂災害（特別）警戒区域一覧 7-5　土砂災害（特別）警戒区域一覧

370 7-6　風水害への備え 7-6　風水害への備え

7-7　【水防】重要水防箇所の区分（国土交通省・静岡県）
水防計画「資料2-1　重要水防箇所の区分（国土交通省・静岡
県）」を編入

○

7-8　【水防】直轄(国管理)区間重要水防箇所（静岡水防区）
水防計画「資料2-1-1　直轄(国管理)区間重要水防箇所（静岡水
防区）」を編入

○

7-9　【水防】県管理区間重要水防箇所（静岡水防区）
水防計画「資料2-1-2　県管理区間重要水防箇所（静岡水防
区）」を編入

○

7-10　【水防】水防上注意を要する水門等一覧 水防計画「資料2-4　水防上注意を要する水門等一覧」を編入 ○

7-11　【水防】湛水（浸水）注意箇所 水防計画「資料2-2　湛水（浸水）注意箇所」を編入

7-12　【水防】水防上重大な影響のある橋りょう 水防計画「資料2-5　水防上重大な影響のある橋りょう」を編入
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修正前 修正後 手引き

ページ
番号 資料編 資料編 備考（変更理由等） 必須

参考：静岡市地域防災計画 資料編目次（案）

【現時点における補足】
　※「手引き」列で国土交通省の示す「水防計画作成の手引き」で、水防管理団体（市町村）が水防計画を作成する上で必須とされている項目に「〇」をしています。

【凡例】 赤：追加_県防災計画の記載項目に準じて追加 緑：移動市防災計画の記載項目の移動 青：移動市水防計画の記載項目の移動 橙：変更節の移動による節番号の変更

8　その他 8　その他

376 8-1　気象等の予報及び警報の種類と発表基準 8-1　気象等の予報及び警報の種類と発表基準
水防計画「資料1-1　静岡地方気象台が行う水防活動に必要な気
象等の予報及び警報」を統合

378 8-2　噴火警報・噴火予報（噴火警戒レベル） 8-2　噴火警報・噴火予報（噴火警戒レベル）

379 8-3　過去に静岡市で発生した主な風水害・土砂災害 8-3　過去に静岡市で発生した主な風水害・土砂災害

381 8-4　過去に静岡県に被害を与えた大地震分布図 8-4　過去に静岡県に被害を与えた大地震分布図

382 8-5　過去に静岡市に被害を与えた地震 8-5　過去に静岡市に被害を与えた地震

385 8-6　安政東海地震の被害の概要 8-6　安政東海地震の被害の概要

389 8-7　静岡市津波避難計画 8-7　静岡市津波避難計画

9　被害想定 9　被害想定

400 9-1　静岡県第４次地震被害想定（地震・津波対策編　記載内容の補足） 9-1　静岡県第４次地震被害想定（地震・津波対策編　記載内容の補足）

401 9-2　表層地盤分類図 9-2　表層地盤分類図

402 9-3　推定震度分布図 9-3　推定震度分布図

403 9-4　推定全壊焼失率図 9-4　推定全壊焼失率図

404 9-5　推定焼失率図 9-5　推定焼失率図

405 9-6　推定液状化危険度図 9-6　推定液状化危険度図

406 9-7　富士山火山ハザードマップ 9-7　富士山火山ハザードマップ

407 9-8　推定津波浸水深・到達時間 9-8　推定津波浸水深・到達時間

4 / 4 ページ


